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学長　福元　裕二

建学の精神
高度の知識を授け、人間性の高揚を図り、専門知識と応用技術をもって社会に貢献し、世界文化
の向上と人類福祉に寄与する人物を養成する。

　西九州大学は、昨年 50 周年を迎え、新たな学部、看護学部を開設しました。昭和 43…年の創設以来、
一貫してこの「建学の精神」を掲げて教育研究を実施しており、建学の精神に基づいた教育理念として、
「あすなろう精神」というものを重視しています。「あすなろう」（「あすなろ」ともいう）とはヒノキ科に
属する九州に生える常緑樹で、長い年月をへてヒノキに似た巨木になることから、あす（明日、翌日の翌）
はひのき（檜）のような大木になろうという意味合いがあります。漢字では「翌檜」と表します。
　つまり、今は未完の若者であっても、いずれはたくましい巨木に育ち、大きく広げた緑の傘で人間社会
を暖かく包み込んでいくような人物になって欲しい、高い志を掲げて努力を続ける人物になって欲しいと
いう強い願いが込められています。その目標とする人間像をもっと具体的に説明しますと、次のようにな
ります。
・大地にしっかりと根を張り、少々の風ではくじけないような信念と自立心
・未来という天空に向かって真っすぐに伸びていくような高い志と向上心
・周囲を見おろす大木のような広い視野と包容力
　すなわち、本学では教養と人間性を兼ね備えた高度の専門職業人の養成をめざしています。これからの
時代に最も重要な課題とされている人間の健康、福祉、医療、保育・教育などが本学の教育研究の中心と
なっています。これらの分野において皆さんが接する対象の多くは、弱い立場の人間であり、そこで求め
られるものは深い専門知識、技術と共に相手を思いやる心であり、人間としての優しさです。このような
建学の精神と教育理念のもとで大学では、長年、教育課程などを工夫しながら、実践的な教育研究を実施
して多くの有為な人材を輩出してきました。
　本学は、平成 ２５ 年に「地域大学宣言」を行いました。これまで以上に「地域とともに生き、地域とと
もに学ぶ、地域に優しい大学」を目指します。その結果として、本学での活動が地域の課題解決に少しで
も役立ち、地域活性化に寄与することになれば創設者が掲げた建学の精神の実現に近づくとことができま
す。新入生の皆さんはこれから地域に出て行き、地域の方々と接する機会を数多くもつことになります。
何事にも積極的に関わり、様々な体験を積み重ねていくことにより、地域に愛着を感じる感性を磨いて下
さい。
　今後、グローバル化が益々進む中で本学でも世界との交流が始まっています。異なる考え方、文化など
が存在することを体感できる異文化交流は、今の若者に強く求められていますので留学等の海外体験をお
勧めします。
　これから４年間、皆さん方が人間としての基礎をしっかりと身につけ、高い志を掲げて自立した心優し
い専門職業人に成長することを期待しています。

建学の精神と教育理念



地域大学の理念・目的

【理念】
西九州大学および西九州大学短期大学部は、教育・研究の地域志向化を通して地域の課題を解決するこ

とをめざします。そのために、両校は、開学以来の健康と福祉の理念を発展的に受け継ぎ、「地域に生活
する人々への様々なかたちでの支援（生活支援）」を科学し、実践する高等教育機関として、全学的な教
育、研究ならびにそれに基づく地域連携・貢献活動を展開していきます。ひとことで表せば「地域に学び、
地域とともに歩み、発展する高等教育研究機関」をめざしているのです。ここでいう地域とは、佐賀のみ
ならず県域を越えた九州、さらにはアジアを中心とする世界に開かれた地域です。また、そこでの活動
とは、グローバルな視点から地域を俯瞰し、世界と日本をつなぐグローカルな連携活動を意味していま
す。

【目的】
西九州大学および西九州大学短期大学部は、グローカルな視点をもって地域活性化に寄与することので

きる専門職業人を養成することを人材育成の目的としています。

グローカル化の目標

「あすなろう精神」に裏打ちされた人間力を備え、「つながる社会」を志向し、地域と世界とを横断す
るグローカル人材を育成するために、
　①母校愛、郷土愛の涵養
　②自国文化の理解、異文化の理解・受容
　③グローバルな文脈から地域を俯瞰し、地域を志向し活動できる資質・能力の涵養
を行います。

教育の目標

地域を理解し、諸課題に対して主体的に取組む姿勢をもつ、地域志向専門職業人を育成するために、
　①地域志向教育の体系化
　②地域課題を解決に導く実践的研究に基づいた教育活動の推進
　③入試制度の抜本的改革
　④教育・学修内容の公開
　⑤学生の学習意欲を喚起し、主体的学修態度を涵養する教育形態（アクティブラーニング）の常態化
　⑥学修成果の可視化など、学修評価システムの整備に基づいた学修 PDCAサイクルの確立
　⑦教育に関する大学資源の選択と集中
を行います。

地域大学の理念
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研究の目標

生活支援科学の視点から地域社会の未来を切り開き、佐賀、九州そしてアジアの諸地域の課題を解決へ
導く独創的かつ実践的研究を推進するために、
　①少子高齢・人口減少社会を生き抜く新しい価値観・社会システムの創成
　②地域社会への大学の保有する研究成果・人材・施設等の積極的提供
　③地域課題を解決に導く実践的研究の推進
　④教育・研究への学生および地域人材の積極的参画
　⑤研究に関する大学資源の集中と選択
　⑥アジア諸国との教育・研究活動の内容や方法、実践事例等の情報の共有
を行います。

地域連携・貢献活動の目標

地域志向大学像を革新する新しい大学の仕組みを創成し、地域連携・貢献活動を進展させるために、
　①専門職現場をはじめとする地域社会との多元的・重層的関係性の構築
　②地域再生・活性化に資する教育研究活動への積極的転換
　③社会に対する説明責任の徹底化
を行います。

［理念作成に至る背景説明と用語の解説］
西九州大学の「地域大学宣言」にもとづき、その理念を作成しました。作成にあたり、これから 30 年

先（西九州大学グループ創立 100 周年の節目に当たる）を展望して大学のあるべき姿を想定し、大学が担
う諸活動面での目標を示しています。
・グローカル化…グローバル（global）とローカル（local）の２つの言葉の合成語（glocal）。世界的な
視点から地域を俯瞰し、地域視点に基づいて世界と日本をつなぐ活動を意味しています。俗にいう、「地
球規模で考えながら、自分の地域で活動する。」（Think…globally,…act…locally.）とも関連する言葉。

・つながる社会…これから 30 年後、社会は組織間で人やモノ、様々な価値が相互往来する時代がさらに
進みます。有限な人的・社会的資源を連続的に、そして効率的に活用できる社会づくりを模索する必要
があります。そのような取組を、私たちは「つながる社会（ネットワーク社会）の創出」と呼んでいます。

・アクティブラーニング…「能動的な学修」のことで、授業者が一方的に学生に知識伝達をする講義スタ
イルではなく、ディスカッションやプレゼンテーションなど、学生の能動的な学修を取り込んだ授業の
総称。アクティブラーニング型教育とは学生の学修意欲を喚起（刺激）する教授法のこと。



学士教育課程
西九州大学は、建学精神「高度の知識を授け、人間性の高揚を図り、専門知識と応用技術をもって社会に貢献し、世界文化の向上

と人類福祉に寄与する人物を養成する」を掲げ、昭和 43 年の創設以来、教育研究を実施してきた。
本学は学士教育課程において、主体的・自立的に行動できる確かな人間力及び社会人としての汎用的能力の修得に加え、健康栄養、

健康福祉、リハビリテーション、子ども、看護の 5学部が提供する「栄養、福祉、スポーツ、リハビリテーション、保育・教育、心理、
看護」に関する専門的知識・技能を有する人材を育成する。
また本学は、地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を受け入れ、豊かなコミュニケーション能力をもつ教養人であるとともに、

専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化・人口減少社会等によってもたらされた新しい課題の解決に向けて挑戦する心
をもち、「地域生活を支援し、創造することができる人材」を育てることを、教育の理念・目標として掲げる。
本学は、この理念・目標を踏まえて、以下に示す資質、知識や能力を、共通教育、専門教育及び課外活動を含む大学内外での幅広

い教育活動を通じて培うこととし、ここに本学の学士課程に共通する学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を定める。
Ⅰ【主体的・自立的に行動できる確かな人間力】
①主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
②自己の良心と社会の規範やルールに則って行動できる。
③社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使しつつ、社会の発展のために積極的に関与できる。
④生涯にわたって自律・自立して学習できる。
Ⅱ【社会人としての汎用的能力】
⑤確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
⑥自然や社会的事象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
⑦ＩＣＴを用いて、多様な情報を収集・分析して適正に判断し、モラルに則って効果的に活用することができる。
⑧情報や知識を複眼的、論理的に分析し、表現できる。
⑨問題を発見し、その解決に必要な情報を収集・分析・整理し、その問題に的確に対応できる。
Ⅲ【教養ある専門職業人としての基礎力】
⑩専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できる。
⑪上記知識体系を外部的視点で捉え返すことができるとともに、自己と関連付け理解することができる。
⑫多文化・異文化に関する知識の理解。
⑬人類文化、社会、自然に関する知識の理解。
Ⅳ【地域生活を支援し、創造する力】
⑭地域での実践活動をもとに、上記Ⅰ～Ⅲの知識・技能・態度・志向性を総合的に活用し、地域課題を解決することができる。

≪学士課程における教育課程編成の方針≫
…1．西九州大学は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成する。
…2．西九州大学は、教育課程の編成に当たっては、学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判
断力を培い、確かな人間力を涵養するよう適切に配慮する。

≪学士課程における教育課程運営の方針≫
…1．西九州大学は「学位授与の方針」に定めた、卒業時までに修得すべき知識・能力等が、カリキュラム体系のなかでどのように養成
されるのかを示すため、シラバス等で「学位授与の方針」で定められた知識・能力等との対応と、それら諸能力等を修得する方法
を理解しやすいように配慮する。

…2．西九州大学は、学生個々人の主体的で活発な勉学意欲を促進する立場から、予習・復習等、授業時間外の学修機会に加え、学外で
の体験的学修を通じ、諸課題に積極的に挑戦させる。…

…3．西九州大学は、学生が自己の到達度を自ら判断し、必要な科目を自ら選択し、履修計画を作成できるように教育課程を構成する。
…4．西九州大学は、成績評価の公正さと透明性を確保するため、成績の評定は、各科目に掲げられた授業の狙い・目標に向けた到達度
をめやすとして採点し、評価の客観性を担保するため、複次的・複層的な積み上げによる成績評価を行う。

《成績評価の方針》（アカデミック ･アセスメント ･ポリシー）
学生の成績評価は、各教科目の到達目標に定める学修成果を、能力観点別に明確化した評価指標を用いて行う。学修成果を測定す

る手段（筆記試験、技能試験、パフオーマンス評価、ルーブリックなどの、真正の評価を含む）についても明示する。
①成績評価は到達目標に記される学修成果を、【態度・志向性】・【知識 ･理解】・【技能 ･表現】・【行動 ･経験 ･創造的思考力】の各領
域に配分して行う。

②それぞれの教育内容に対応する学修成果ついて、知識の次元に類別（例えば、非認知的成果・知識成果・技能成果・認知的成果に類型）
し、学修成果の到達基準（例えば、記憶・理解・応用・分析・評価・創造の段階的レベル）を設定し、各学修内容の測定法（例えば、
筆記試験・技能試験・レポート・質疑応答・パフオーマンス・ルーブリック）を明確にして評価を行う。

③各学科の学士課程教育に関しては、各種専門資格・免許の養成についての外部指標を設け、アセスメントテスト等を通して評価を
行う。

《学修成果の評価 ･改善の方針》（エバリュエーション ･ポリシー）
【評価】学生自身の学修成果の改善・成長につないでいくために、評価結果を本人に適切にフィードバックする。
【改善】学修成果の評価結果は、教育・授業改善にも活用する。評価結果が学修成果の改善を示唆する場合には、カリキュラム、コー

ス内容または授業の改善に役立てる。

≪入学者選抜の基本方針≫
西九州大学の教育の理念・目標に則り、各学部の特性に応じた適切な方法で多様な入学者選抜を実施し、大学教育を受けるにふさ

わしい能力・適性等を多面的・総合的かつ公正に評価し、選抜する。

西九州大学学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

西九州大学教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）

西九州大学入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）

西九州大学における３つの方針
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健康栄養学部

◎　健康栄養学科の３つの方針
≪健康栄養学部健康栄養学科がめざす人間像≫
「倫理観」、「優しさ」、「思いやる心」といった医療人としての資質能力を備え、栄養・食生活支援を通して、人々
の生活の質の向上や豊かな生活の実現に貢献できる管理栄養士

大学設置基準に基づき、本学が定める履修要件に沿って 124 単位以上を修得し、以下の観点別能力を身につけ
た者に卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①管理栄養士・栄養士として勤務するために必要な専門知識を理解し修得している。
②対象者の社会心理的背景を理解するための広範な知識を持っている。

［思考・判断］
③地域や対象者の課題を抽出し、解決策を考える事ができる。
④解決すべき課題に優先順位をつけ、何から取り組めば良いか総合的に判断することができる。

［技能・表現］
⑤健康と栄養を科学的に思考し、栄養科学の実践的技能を身につけ、対象者や対象集団に合わせた栄養ケア活
動を実践できる。

⑥人や地域社会で生じる栄養・食生活の課題を明確にし、解決策を考え、提案し、また実行することができる。
［関心・意欲・態度］
⑦人や地域社会で生じる出来事や課題に関して関心をもち、栄養・食生活の改善を通じて、人々のQOLの向
上に貢献するという意欲を持つ。

⑧医療人としての倫理観と、「優しさ」と「思いやる心」を持った人間性をもち、主体的に考える態度を身につけている。

・カリキュラムの根幹は、専門基礎分野と専門分野の 2分野から構成される。専門基礎分野には、専門分野を
理解するための基礎科目として、社会と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康の分野
からなる。専門分野としては、基礎栄養学と応用栄養学をベースにして、栄養士業務の基本となる栄養教育論、
さらに管理栄養士の活躍分野から分類した臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論からなる。

・それら科目の履修に先立ち、導入教育として専門職である管理栄養士の仕事を体感的に理解する科目である
「健康栄養学概論」を設置している。
・２年、３年次には、栄養ケア活動の実践において地域住民にアプローチできるようにすることを目指す。そ
のために、「健康栄養学セミナー I」および「健康栄養学セミナーⅡ」を学科基幹科目として開設し、個々の
科目で学修した知識を統合的に発揮できる能力を養える科目を設置する。

・３年次後期から４年次にかけては、その実践を評価し見直す力を養うための卒業研究ゼミナール、卒業研究・
演習を設定する。

・以上のような基本方針に基づき、管理栄養士国家試験受験資格や栄養教諭免許、その他の資格が取得できる
基礎から応用まで様々な専門科目群を準備している。

・これらが単なる知識や技術の修得だけに終わらぬよう、実践力を養うための臨地実習などが組み込まれている。

健康栄養学部健康栄養学科では、食を通じた健康づくりと疾病の予防や治療に情熱をもって取り組む管理栄養
士の育成を目的とし、次のような意欲、能力、適性をもった学生を受け入れることを基本方針とする。
①　食を通じて、世のため、人の役に立ちたいと考えている人
②　人が好きで、相手の立場を思いやることができ、協調性のある人
③　大学教育の修得に必要な基礎学力を備えている人
④　専門職としての責任を自覚し、生涯学習する意欲のある人
人体の構造と機能の理解をした上で、健康や疾病と食事との関係を知り、その人に必要な料理をおいしく提供したい

という思いをもっている学生を受け入れたいと考えている。本学科への入学を希望する学生は、高等学校において基本
とされる教科について高等学校卒業相当の知識を有していること、理科では「化学基礎・生物基礎・化学・生物」のう
ち…1…科目以上を履修していることが望ましい。また、課外活動やボランティアなどに積極的に取り組む姿勢も大切である。

各学部学科における３つの方針

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）



健康福祉学部

◎　社会福祉学科の３つの方針
≪健康福祉学部社会福祉学科がめざす人間像≫
社会福祉学を基礎として、より良き福祉社会の実現に向けて、専門的知識技術と実践力、応用力を備えて行動

できる人

大学設置基準にもとづき、本学が定める履修要件に沿って 124…単位以上を修得し、以下の観点別能力を身につ
けた者に卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①社会学、法学、心理学、医学などの隣接諸科学を応用した社会福祉学を中核に、対人援助に関する実践的な
知識と技術を修得している。

②文化、社会、自然に関する知識を身につけ、多文化・異文化に関する柔軟な理解と共感を持つことができる。
［思考・判断］
③人や地域社会で生じる課題について、人と環境の関係に着目した中で理解しその課題を解決する方策を考え
ることができる。

④社会や自然の抱える諸問題を自ら発見し、論理的に分析・考察して、自らの見解を形成することができる。
［技能・表現］
⑤人や地域社会で生じる課題に対して、さまざまな資源を活用して解決する方法を提案し、また実行すること
ができる。

⑥知的活動や社会生活で必要な技能（コミュニケーション・スキル、数量的スキル、情報リテラシー）を修得
している。

［関心・意欲・態度］
⑦人や地域社会で生じる出来事や課題に対して関心を持ち、生涯を通して人々の福祉増進のために貢献すると
いう意欲を持つことができる。

⑧地域社会の様々な人々に関心を持ち、他者と協調・協働して行動することができる。

・社会学、法学、心理学、医学などの隣接諸学科を応用した社会福祉学を中核に、対人援助に関する実践的な
知識と技術を習得するための科目を配置する。

・社会福祉にかかわる就労に向けて要求される専門的な資格（社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、高
校福祉科教員免許など）に関する科目を配置する。

・社会福祉の実践現場で適用し、応用できる実践的能力を習得するため社会福祉実践にかかわる演習科目と実
習科目を配置する。

・人や地域社会で生じる課題に対する意識を高め、理論的な思考やコミュニケーション能力を養うための少人
数単位のゼミナール形式の演習科目を配置する。

社会福祉学科では、将来、社会福祉施設や医療機関などで活躍する専門職や福祉的人間力を備えて社会の幅広
い分野で活躍できる人材の育成を目的とし、次のような能力、意欲、適性をもった学生を受け入れることを基本
方針とする。
①　自分を成長させ、人の役に立ちたいという意欲のある人
②　人や地域社会に興味を持っている人
③　世の中の出来事に関心を持っている人
④　社会福祉の仕組みやあり方を学習するために必要となる基礎学力がある人
以上のような基本方針に基づき、本学科では社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、教員などを養成する

ための専門科目群を準備している。多様な専門性に開かれている本学科への入学を希望する人は、高等学校にお
けるさまざまな学習を積極的に取り組んでおくことを望む。教科の中では特に、心情豊かに伝えあうコミュニケー
ション力を養う「国語」、現代の社会について主体的に考え、人間としての在り方や生き方について学ぶ「公民」、
思考力を伸ばし、日常の生活に必要な知識と技術を習得させる「家庭（福祉領域）」の内容に興味を持って学習し
ていることを期待する。また、保健体育、芸術や課外活動などにも積極的に取り組み、協調性や自主性を培おう
とする姿勢も大切である。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）

は
じ
め
に
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◎　スポーツ健康福祉学科の３つの方針
≪健康福祉学部スポーツ健康福祉学科がめざす人間像≫
人間性豊かで福祉の心をもち、スポーツや身体運動についての専門的な知識・技術と応用的能力を通し

て、すべての人の健康生活支援ができる人

大学設置基準にもとづき、本学が定める履修要件に沿って 124 単位以上を修得し、以下の観点別能力を
身につけた者に卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①体育学、身体運動学、保健学などの健康・スポーツ関連諸科学および社会福祉学、ユニバーサルデ
ザイン学などの福祉関連諸科学に関する学際的、総合的知識を修得している。

②全ての人々の健康で文化的な生活を営むために必要な知識と方法を身につけている。
［思考・判断］
③全ての人々の心身の健康維持・増進に関する問題点や課題を把握し、その解決策を提案することができる。
④地域社会が抱える健康に関する諸課題を自ら発見・分析・整理して、自らの見解を形成することができる。
［技能・表現］
⑤対象者をより健康な状態へ導くために、運動やスポーツ・レクリエーションを活用した支援ができる。
⑥身につけた社会人としての教養やコミュニケーション技法を活用し、他職種と円滑に連携することができる。
⑦課題解決に必要な情報を収集し、分析・整理して、その結果を適切に表現することができる。
［関心・意欲・態度］
⑧健全な人間観、社会観を持ち、人々の健康生活に欠かせないスポーツ・レクリエーションの発展に
貢献することができる。

⑨人間の健康生活、社会問題などについて関心を持ち、常に学習を続ける向上心を持つことができる。
⑩学習の成果を自らの生活や地域社会に還元しようとする意欲を持っている。

・身体運動のメカニズムを理解するため、運動学、生理学、機能解剖学、スポーツ医学などを配置する。
・身体運動を科学的に計測、評価、分析するための手法を学ぶために、運動負荷試験、測定評価などを
配置する。

・健康スポーツを実践する専門職として必要な基礎知識を修得するために、生涯スポーツ論、健康体力
づくり論、レクリエーション支援論などを配置する。

・健康スポーツを実践する専門職として必要な支援技能を修得するために、運動方法学演習、レクリエー
ション支援演習などを配置する。

・競技スポーツを指導・支援する専門職として必要な知識と技能を習得するために、スポーツ心理学、
トレーニング論、コーチング学、コンディショニング演習、スポーツ指導法演習などを配置する。

・高齢者や障害のある人たちの健康スポーツを実践する専門職として必要な基礎知識を修得するため
に、アダプテッド・スポーツ論、高齢者の健康と運動などを配置する。

・全ての人々の多様な生活支援方法を理解するために、地域スポーツ支援論、スポーツ文化論、ユニバー
サルデザイン、健康生活と福祉技術などを配置する。

・保健体育の教員として必要な知識を修得するために、教育原論、保健体育科教育法、教職実践演習な
どを配置する。

スポーツ健康福祉学科では、ユニバーサル社会の理解と社会福祉の専門知識を持ち、すべての人に健康
運動やスポーツ、レクリエーションを活用して総合的な健康を支援し、豊かな生活の構築に貢献できる人
材を養成することを目的として、次のような意欲、能力、適性をもった学生を受け入れることを基本方針
とする。
①　スポーツやレクリエーション活動などの身体運動と福祉に興味や関心を持つ人
②　身体運動を通して人々の健康生活を支援することで社会に貢献したいという意欲がある人
③　優しい人間観と健全な社会観をもっている人
④　何ごとにも熱意と主体性をもって取り組もうとする人
以上のような基本方針に基づき、スポーツ健康福祉学科では、健康運動指導士、健康運動実践指導者、

障がい者スポーツ指導者、スポーツ・レクリエーション指導者、レクリエーション・インストラクター、
公認スポーツ指導者、社会福祉士等、人々の健康生活を支援するための資格や、中学校および高等学校教
諭一種免許（保健体育）を取得するための専門科目群を準備している。したがって、コミュニケーション
に必要とされる幅広い教養と、何ごとにも主体的に取組む姿勢を身に付けていることが期待される。教科
の中では特に、コミュニケーションの基本となる「国語」、人間社会の在り方を学ぶ「公民」、心と身体の
健康づくりについて学ぶ「保健体育」、自然界のしくみを学ぶ「理科」などを学習していることが望まれる。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）



リハビリテーション学部
◎　リハビリテーション学科の３つの方針
≪リハビリテーション学部リハビリテーション学科がめざす人間像≫
保健・医療・福祉におけるリハビリテーションの研究・実践の発展に寄与し、地域の課題解決に向け地域社会

と密接に連携し、広く社会に貢献できる理学療法士・作業療法士。

大学設置基準にもとづき、本学が定める履修要件に沿って 129 単位以上を修得し、以下の観点別能力を身につ
けた者に卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①人体の構造と機能及び障がいについて理解し、理学療法或いは作業療法における専門職としての必要な評価・
治療等に関する基礎知識を身に付けている。

②全ての人々の健康で文化的な生活を営むために必要な知識と方法を身に付けている。
③地域の課題を拾い上げ課題解決に取り組み、地域社会から多くを学ぶために必要な知識と方法を修得している。
［思考・判断］
④実践を通じて自己の課題を明確に、対象者の身になって他者を理解し、全人的・総合的かつ専門的な評価と
実践の計画立案ができる。

⑤社会や自然の抱える諸問題を自ら発見し、論理的に分析・考察して、自らの見解を形成することができる。
［技能・表現］
⑥コミュニケーション技法をもって他職種および地域社会と協業できる。
⑦対象者をより健康な状態へ導くために必要な専門的な対処行動が取れ、支援ができる。
⑧課題解決に必要な情報を収集し、分析・整理して、その結果を適切に表現することができる。
［関心・意欲・態度］
⑨多種多様な文化や価値観に関心を持ち、人の生活と人権を考慮し、理学療法或いは作業療法の発展や向上を
めざすことができる。

⑩対象者らと共感性をもって真摯な態度で接することができる。
⑪専門職業人として、人間性豊かで責任ある行動がとれる。
⑫人と社会、自然と環境、地域の諸問題について主体的に関心を持ち、自主的・自律的に学修を続けることが
できる。

⑬学修の成果を発展させ、自らの生活や社会に還元しようとする態度を身に付けている。

・人体の構造と機能及び疾病と障がいを理解するため、解剖学、生理学、運動学、内科学、整形外科学、精神医学、
老年医学などを配置する。

・専門職として必要な評価と治療などに関する基礎知識を修得するために、それぞれ理学療法または作業療法
の評価学と治療学を配置する。

・全人的・総合的かつ専門的な評価と実践の計画を立案するため、領域別・疾患別理学療法学または作業療法
学などを配置する。

・他職種および地域社会と協業できるコミュニケーション技能や専門的対処行動や支援技能を修得するため、リハビ
リテーションと心理学、領域別・疾患別理学療法学実習・演習または作業療法学実習・演習、臨床実習などを配置する。

・人の生活と人権を考慮し、多種多様な文化や価値観、地域社会の諸問題に関心を持つため、健康福祉概論、
作業と生活などを配置する。

リハビリテーション学科では、保健・医療・福祉チームの一員として対象者や地域・社会の多様なニーズに応え、
地域の課題解決に向けて活躍できる理学療法士、作業療法士を育成することを目的とし、次のような意欲、能力、
適性をもった学生を受け入れることを基本方針とする。
①　理学療法士・作業療法士を目指す動機と意欲がある人
②　大学教育の修得に必要な基礎学力を備えている人
③　相手の立場に立ったコミュニケーションがとれる人
④　物事を順序立てて論理的に考えることができる人
以上のような基本方針に基づき、人の生活と人権を尊重し、他者の立場で考えることのできる豊かな心とコミュ

ニケーション能力をもち、保健・医療・福祉の専門職として、地域の課題に取り組み、地域の方々の豊かな生活
実現に向けて貢献しようとする目的意識と情熱を持つ学生を積極的に受け入れる。
本学科への入学を希望する者は、高等学校において修得すべき教科を幅広くしっかりと勉強することが必要で

あり、中でも理科の科目を履修していることが望ましい。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）
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に
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子ども学部
◎　子ども学科の３つの方針
≪子ども学部子ども学科がめざす人間像≫
子どもに対する理解と愛情を基盤に、その心身の発達を助長する専門的な知識技術と応用的能力を備え

た社会人

大学設置基準にもとづき、本学が定める履修要件に沿って 124…単位以上を修得し、以下の観点別能力を身につ
けた者に卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①教育学、保育学を中核に、心理学、福祉学などの隣接諸科学を応用した子どもに関する学際的、総合
的知識を修得している。

②文化、社会、自然に関する知識を身につけ、多文化・異文化に関する柔軟な理解と共感を持つことが
できる。

［思考・判断］
③教育・保育の現場で生じているさまざまな課題について、複眼的な視点から子ども及び子どもの育つ
環境を理解し、子どもとその親への支援を考えることができる。

④社会や自然の抱える諸問題を自ら発見し、論理的に分析・考察して、自らの見解を形成することがで
きる。

［技能・表現］
⑤教育・保育環境の構成、教材・教具の工夫をし、子ども一人ひとりの発達とニーズに応じた指導をす
ることができる。

⑥知的活動や社会生活で必要な技能（コミュニケーション・スキル、数量的スキル、情報リテラシー）
を修得している。

⑦課題解決に必要な情報を収集し、分析・整理して、その結果を適切に表現することができる。
［関心・意欲・態度］
⑧学習の成果を自らの生活や社会に還元しようとする主体的態度を身につけている。
⑨多様な価値観と責任感を持って他者と協調・協働して行動することができる。
⑩教師・保育士の職務に対する使命感や責任感を身につけ、愛情をもって子どもに接することができる。

・人間の発達と教育のあり方を考究する教育学と幼児期の子どもの発達と支援のあり方を考究する保育
学を中核に据えつつ、心理学、福祉学などの隣接諸科学の知見を応用することにより、子どもに関す
る学際的、総合的な科目を配置する。

・応用的知識および技術を習得するため、演習科目と体験学習科目を配置する。
・自律的学習態度と問題解決力を育成するため、ゼミナール形式の演習科目を配置する。
・子どもに対する複眼的な理解を深めるために、小学校教諭、幼稚園教諭、特別支援学校教諭及び保育
士の免許・資格の取得が可能な教育課程を編成する。

子ども学科では、将来、幼稚園、小学校、特別支援学校の教員及び保育士など、子どもに関わる職業
に就く人材を育成することを目標としており、次のような能力、意欲、適性をもった学生の受け入れを
基本方針とする。
①　子どもが好きで、将来何らかの形で子どもと接する職業に就きたいと考えている人
②　知的好奇心が旺盛で、大学での学習や教員・保育士の採用試験に必要となる基礎学力がある人
③　教育・保育の仕事を理解し、将来の目標に向かって自らを向上させようと努力する人
④　子どもの教育・保育が将来の日本の発展に寄与することを自覚し、使命感、責任感がある人
以上のような基本方針に基づき、子ども学科では、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、

特別支援学校教諭一種免許状及び保育士資格が取得できる専門科目群を準備している。また、単なる知
識や技能の習得に終わらないよう、教育実習、保育実習をカリキュラムに配置している。入学後は、理
論学習と体験学習を共に重視される。そのためには高等学校において基本とされる教科を幅広く勉強し、
確かな学力として習得しておくことが極めて重要である。

…

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）



◎　心理カウンセリング学科の3つの方針
≪子ども学部心理カウンセリング学科がめざす人間像≫
　豊かな人間性と確かなコミュニケーション能力を持った臨床心理の専門職業人、および専門知識と応用技術を
持って社会に貢献できる人

大学設置基準にもとづき、本学が定める履修要件に沿って 124…単位以上を修得し、以下の観点別能力を身につ
けたものに卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①臨床心理学とその応用領域に関する学際的、総合的知識を修得している。
②臨床心理学的立場から、子どもの成長発達や障害のある人の心理特性を理解し、地域社会での支援が出来る
知識を身につける。

［思考・判断］
③子どものこころを理解し、子どもの抱える心理的諸問題を論理的に分析・考察して、自らの見解を形成する
ことが出来る。

④子どもを取り巻く環境（家族・学校・教員・地域社会（コミュニティ））に対する深い理解に基づき、子ど
もの状況を判断し、子どもを取り巻く大人・環境に対する間接支援を提示できる思考力と問題解決に向けた
行動がとれる。

［技能・表現］
⑤人間理解のための理論や基本的態度、心理査定や臨床心理学的援助技法、コミュニティ・ケアとしての支援
体制づくりなどの方法と実践力を通して、子どもに対する心理的支援活動が出来る。

⑥地域支援活動に必要な臨床心理学的援助技法を修得している。
⑦課題解決に必要な情報を収集し、分析・整理して、その結果を適切に表現することが出来る。
［関心・意欲・態度］
⑧人の心や行動・地域社会で生じる出来事に関心を持ち、学習の成果を子どもや地域社会に還元しようとする
主体的態度を身につけている。

⑨人間への深い愛情と心の理解にもとづき、子どもと彼らを取り巻く人々に対して共感的態度をもって行動す
ることが出来る。

⑩専門職業人として、高い倫理観と責任感をもって、人間性豊かな行動がとれる。

・心理学を基盤とした臨床心理学をカリキュラムの中核に据えつつ、その知識の応用により、医療、福祉、教育、
産業、司法の各領域を含む地域社会との協働及び相互発展に寄与する、深く幅の広い学際的総合的な科目を
配置する。特に、以下の各点において特色ある教育課程を編成する。
・深い人格成長とコミュニティの支援に役立つ「表現療法 ( 芸術療法 )」に関する科目
・子どもや彼らを取り巻く人々の心と行動を理解するための ｢心理査定 ( 心理アセスメント )｣ に関する科目
・子どもの発達や障害に関する理解と支援に関する科目
・豊かな人間性と確かなコミュニケーション能力を育むための演習科目と体験学習科目
・地域社会に貢献する心理カウンセラーの資質を持った専門職者に必要とされる資格 ( 公認心理師、認定心理士、
社会福祉主事等）に関する科目
・入学から卒業まで、少人数のゼミと担当教員によるきめ細やかな指導を通して、学生による自主的な学習態
度を育成するための、学生への個別的な学習支援及び少人数ゼミナール形式の演習科目

心理カウンセリング学科では、地域社会に貢献する心理カウンセラーの資質を持った専門職業人を養成する
ことを目的に、次のような能力、意欲、適性をもった学生を受入れることを基本方針とする。
①子どもや彼らを取り巻く人たちへの心の支援にかかわる職業に就きたいと考えている人。
②心理的支援を行うために必要な基礎学力がある人。
③人の心や行動に関心がある人。
④人とのコミュニケーションを深め、自らを向上させようと努力する人。
以上のような基本的な考えに基づき、心理職 ( 公認心理師受験資格＊、…認定心理士申請資格、児童心理司任

用資格、大学院へ進学して臨床心理士受験資格 ) や福祉職 ( 社会福祉主事任用資格、児童福祉司任用資格＊＊、
児童指導員任用資格 )…の資格を持つ専門職業人となるために必要な基礎的、専門的科目群の学修を通して、子
どもをめぐる様々な問題に対応できる高度な資質と応用能力を持ち、さらに実践的で多彩な実習を通して、対
人援助技法の習得や子どもや彼らを取り巻く人たちがより良く生きるための支援について実践できる学生を受
け入れたいと考えている。

＊卒業後大学院を修了するか、2年以上特定施設で実務経験を行い受験できる資格。
＊＊卒業後 1年以上、特定業務を行い取得できる資格。

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）
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看護学部
◎　看護学科の３つの方針
≪看護学部看護学科が目指す人間像≫
　人に対する思いやりを持ち、対象となる人々が、その人らしく地域で生きることを支えるために必要な
倫理観、科学的に裏付けされた専門知識と判断力を身につけ、関連職種と連携しながら、人々の生活を支
援できる人。

　大学設置基準にもとづき、本学が定める履修要件に沿って 126 単位以上を修得し、以下の観点別能力を
身につけた者に卒業を認定し、学位を授与する。
［知識・理解］
①看護学を核として、地域で生活する人々を支援するために必要な基盤である「共通教育科目」「いの
ちの科学」「保健医療福祉介護の仕組み」に関する知識について総合的に理解している。

［思考・判断］
②高い倫理観に基づき、対象となる人々の生命の尊厳と権利を擁護できる。
③多様な対象の特性や状態を理解したうえで、科学的な知識に基づいたアセスメントができる。
［技能・表現］
④対象となる人々や関連職種との信頼関係を築くことのできるコミュニケーション能力を身につけて
いる。

⑤対象となる人々や家族の健康課題を把握し、その人らしく地域で生きるために必要な資源について
考え、科学的根拠に基づく看護を実践するための能力がある。

⑥健康の回復、保持増進、疾病予防のために必要な看護援助が実践できる。
［関心・意欲・態度］
⑦保健・医療・福祉・教育分野のチームの一員として、主体的に活動できる姿勢が身についている。
⑧看護専門職として学び続け、看護の発展や地域社会に貢献しようとする姿勢が身についている。

・看護学をカリキュラムの核に据えつつ、看護実践に必要な「共通教育科目」「いのちの科学」「保健医
療福祉介護の仕組み」の科目を配置する。

・入学直後より地域に暮らす人々との交流を通して地域を理解し、あわせて看護専門職としての基本的
態度を養う体験型科目を設定する。

・関連職種との協働・連携に求められる能力を育成する科目として「関連職種連携論」「関連職種連携
演習」「関連職種連携実習」を配置する。

・将来のキャリア形成を見通して履修できるよう、「看護統合学領域」に「看護管理・教育学群」「看護
発展群」を配置する。

・看護の発展に求められる学問探求の姿勢を育成するため、「看護探求群」を配置する。
・看護専門職として求められる資格（保健師、養護教諭免許など）に関する科目を配置する。

　看護学部では、対象となる人々が地域でその人らしく生きることを支える看護専門職を育成することを
目的とし、次のような能力、意欲、適性をもった学生を受け入れることを基本方針とする。
①人間や健康およびそれを取り巻く地域社会に関心をもった思いやりのある人
②物事を探求する意欲があり、生涯にわたって学び続けたいと思う人
③将来、看護職として地域社会に貢献したいと考えている人
④大学教育に対応するために必要な基礎学力を備えている人

　本学では、社会人として必要とされる幅広い教養及び豊かな人間性を養うために、共通
教育科目を配置しています。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）



⑴　沿革（平成 31 年４月現在）
昭和21年９月　佐賀栄養専門学院創立
昭和29年２月　学校法人永原学園認可
昭和43年３月　栄養士養成施設として指定を受ける
昭和43年４月　佐賀家政大学開設家政学部家政学

科設置（入学定員100名）
（校地83,091㎡・校舎１・２号館
5,201.04㎡）

昭和44年４月　家政学部家政学科を「家政学専攻
（入学定員50名）と管理栄養士専攻
（入学定員50名）」に分離

昭和44年４月　管理栄養士養成施設として厚生大臣指定
昭和45年９月　佐賀家政大学３号館新築（570.56㎡）
昭和49年４月　佐賀家政大学家政学部社会福祉学

科増設（入学定員30名）
家政学部家政学科家政学専攻入学
定員減（50名→20名）

昭和49年６月　佐賀家政大学を「西九州大学」に名
称変更

昭和５1年４月　西九州大学家政学部社会福祉学科
入学定員増（30名→50名）

昭和５２年４月　家政学部家政学科を家政学部食物
栄養学科に、「家政学専攻」を「食
物栄養学専攻」に名称変更

昭和52年11月　西九州大学３号館増築（269.68㎡）
昭和52年11月　西九州大学創立10周年記念式典挙行
昭和54年10月　西九州大学雨天体操場（現第２体

育館）新築（504.00㎡）
昭和57年１月　西九州大学３号館増築（272.17㎡）
昭和57年４月　西九州大学家政学部社会福祉学科

入学定員増（50名→80名）
昭和59年３月　運動場造成（約12,000㎡）
昭和62年４月　西九州大学家政学部社会福祉学科

臨時定員増
（昭和62年度～平成５年度　80名→100名）

昭和63年12月　西九州大学４号館（記念センター）
新築（2,577.53㎡） 及びサークル室
増築（181.39㎡）

昭和63年12月　西九州大学創立20周年記念式典挙行
平成４年４月　西九州大学家政学部社会福祉学科

臨時定員増
（平成４年度～11年度　100名→120名）

平成６年９月　健康福祉実践センター新築（214.82㎡）
平成７年２月　校地拡張（駐車場用地）（1,370㎡）
平成７年４月　福祉レクリエーション・ワーカー養

成課程及びレクリエーション・イン
ストラクター養成課程認定校とし
て認可（日レク協会）

平成８年３月　西九州大学５号館新築（2,611.69㎡）
平成８年11月　学校法人永原学園創立50周年記念式典挙行
平成９年12月　西九州大学家政学部社会福祉学科

３年次編入学定員増認可（20名）
平成10年９月　西九州大学創立30周年記念特別講演
平成11年４月　西九州大学大学院開設「健康福祉学

研究科健康福祉学専攻修士課程」
（入学定員８名）

平成11年12月　西九州大学家政学部食物栄養学科
入学定員増（70名→90名）並びに社
会福祉学科入学定員増認可（120名
→140名）及び臨時定員既認可40名
の恒常化を図る

平成12年６月　校地拡張（駐車場用地等）10,156.00㎡
平成1２年10月　西九州大学家政学部健康栄養学科

設置認可及び入学定員増認可（90名
→130名）
「家政学部食物栄養学科は平成13年
度から募集停止」

平成13年４月　西九州大学家政学部を西九州大学
健康福祉学部に名称変更

平成13年10月　西九州大学介護教育棟新築（762.37
㎡）及び学生ホール新築（274.80㎡）

平成14年３月　介護福祉士養成施設として指定を
受ける

平成14年４月　西九州大学６号館新築（1,612.19㎡）
平成15年３月　西九州大学大学院健康福祉学研究

科健康福祉学専攻臨床心理コース、
臨床心理士受験資格（２種）の指定
を受ける（㈶日本臨床心理士資格認
定協会）

平成15年11月　トレーニングセンター新築（242.26㎡）
平成17年３月　弓道場（５人立）、部室棟新築（２階

建・311.96㎡）、テニスコート改修（全
天候型・照明設備）

平成18年11月　理学療法士、作業療法士養成校とし
て指定を受ける

平成19年３月　調理室　エアコンの設置（第２調理
実習室、給食経営管理実習室）

平成19年３月　リハビリテーション学部校舎（７号
館4,394.28㎡）完成

平成19年４月　リハビリテーション学部リハビリ
テーション学科開設（理学療法学専
攻入学定員40名　作業療法学専攻
入学定員40名）

平成20年４月　西九州大学大学院健康福祉学研究
科健康福祉学専攻臨床心理コース、
臨床心理士受験資格（１種）の指定
を受ける。（指定期間：平成21年４月
１日～平成27年３月31日）
㈶日本臨床心理士資格認定協会
西九州大学健康福祉学部社会福祉
学科　定員減（140名→120名）

平成20年11月　西九州大学40周年リスタート宣言
平成21年１月　子ども学部校舎（佐賀キャンパス３

号館4,268.19㎡）完成
平成２1年４月　子ども学部子ども学科開設（入学定

員80名　編入生10名）
西九州大学大学院健康福祉学研究
科健康福祉学専攻コース増　定員
増（８名→12名）

平成２５年10月　西九州大学地域大学宣言
平成２6年４月　健康栄養学部健康栄養学科開設（入

学定員120名）
健康福祉学部社会福祉学科定員変
更（入学定員80名、編入生10名）
健康福祉学部スポーツ健康福祉学
科開設（入学定員50名）
子ども学部心理カウンセリング学
科開設（入学定員40名）
健康福祉学研究科を生活支援科学
研究科に名称変更
研究科健康栄養学専攻開設（入学定員2名）
研究科健康福祉学専攻定員変更（入
学定員3名）
研究科臨床心理学専攻開設（入学定員4名）
研究科リハビリテーション学専攻
開設（入学定員3名）

平成26年11月　西九州大学新3号館新築（14,738.06㎡）
平成２7年４月　研究科地域生活支援学専攻博士前

期課程開設（入学定員５名）
研究科健康福祉学専攻修士課程は
平成２7年度から募集停止
研究科地域生活支援学専攻博士後
期課程開設（入学定員３名）
研究科子ども学専攻開設（入学定員４名）

平成２8年11月　学校法人永原学園創立70周年記念
式典挙行

平成29年12月　小城キャンパス（校地5,500.03㎡、
校舎7,254.03㎡）完成

平成30年４月　看護学部看護学科開設（入学定員90名）
平成30年10月　西九州大学創立50周年記念式典挙行

西九州大学の沿革、概況及び管理運営組織図
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⑵　管理運営組織図

［生活支援科学研究科委員会］

［健康栄養学部教授会］

﹇
学
部
長
会
議
﹈

﹇
教
授
会
﹈

［健康福祉学部教授会］

［子ども学部教授会］

［リハビリテーション学部教授会］

健 康 栄 養 学 専 攻

総 務 課

理

事

会

常
任
理
事
会

西
九
州
大
学

西
九
州
大
学
短
期
大
学
部

評
議
員
会

理

事

長

副
理
事
長

学

園

長

学

長

学

長

財 務 課

企 画 課

事 業 部

臨床心理相談センター

事 務 室三光ナースリー

教 務 部

学 生 支 援 部

入 試 広 報 部

事 務 室

総 務 課

教 務 課

学生支援課

入試広報課

図 書 課

事 務 室

Ｉ Ｒ 室

法 人 本 部

大学院生活支援科学研究科

健 康 栄 養 学 部

健 康 福 祉 学 部

リハビリテーション学部

子 ど も 学 部

生活支援科学研究センター

保 健 管 理 セ ン タ ー

附 属 図 書 館

地域子育て支援センター

附 属 三 光 幼 稚 園

附 属 三 光 保 育 園

大 学・短 期 大 学 部

事 務 局

大 学・短 期 大 学 部

附 属 図 書 館

西 九 州 大 学 佐 賀 調 理 製 菓 専 門 学 校

生活支援科学研究センター

地域生活支援学専攻

食育サポートセンター

教 職 セ ン タ ー

臨 床 心 理 学 専 攻

リハビリテーション学専攻

子 ど も 学 専 攻

地域看護研究研修センター

健 康 栄 養 学 科

社 会 福 祉 学 科

スポーツ健康福祉学科

リハビリテーション学科

［看護学部教授会］

看 護 学 部 看 護 学 科

子 ど も 学 科

心理カウンセリング学科

プロジェクト研究所

リカレント教育・研究推進本部

情報メディアセンター

国 際 交 流 セ ン タ ー

情報メディアセンター

国 際 交 流 セ ン タ ー

健康福祉・生涯学習センター

健 康 支 援 セ ン タ ー

産 学 官 連 携 推 進 室

リカレント教育・研究推進本部 健康福祉・生涯学習センター

健 康 支 援 セ ン タ ー

産 学 官 連 携 推 進 室

地 域 生 活 支 援 学 科

幼 児 保 育 学 科
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学校法人永原学園プライバシーポリシー

学校法人永原学園（以下 ｢本学園｣ という。）は、個人情報が個人の人格と密接な関連を有することを
認識し、個人の権利利益を保護するため、次のとおりプライバシーポリシーを定め、これを遵守してまい
ります。

１．本学園は、個人情報を適切に取り扱うため「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令等に従い、
「学校法人永原学園個人情報保護規程」（以下「本学園規程」という。）を制定し、これを遵守いたします。

２．本学園は、関係法令及び本学園規程で定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第
三者に個人データを提供することはありません。

３．本学園は、個人情報の取得に当っては、本人に対してその利用目的を明示し、又は通知し、若しくは
公表します。

４．本学園は、個人情報を取り扱うに当っては、本学園の業務に必要な範囲内で、その利用目的をできる
だけ特定し、適切に取り扱うように努めます。

５．本学園は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理の
ため、組織的、人的、技術的及び物理的安全措置をとります。

６．本学園は、個人データの取扱いを外部に委託する場合は、適正な基準により業者を選定するとともに
委託契約を締結し、業者を適切に管理します。

７．本学園は、本人又はその代理人から当該個人情報について、開示、訂正、利用の停止および消去等の
請求があった場合は、関係法令及び学園内の諸規程等に基づき、適切に対応します。

平成 21…年１月１日　　学校法人永原学園



2019…年４月
2019 年度入学者の皆様

西九州大学　学長　福元　裕二

西九州大学における個人情報の取り扱いについて

本学では、在学生及び保証人の個人情報については、下記のとおり取り扱います。
記

１．使用目的
本学では、学生及び保証人（保護者等）の個人情報を、教育活動及び学生サービス（修学支援、学生

生活支援、就職支援）に必要な業務を遂行するために使用いたします。
なお、個人情報を的確に管理するため、個人情報の保護に関する法令及び学校法人永原学園プライバ

シーポリシーに則り、個人情報の取り扱いについては、十分配慮することを申し添えます。
２．第三者への提供
本学では、修学支援及び同窓会・後援会活動支援のため、以下の提出先へ個人情報を提供しております。
ついては、情報提供に同意されない場合又は提供する個人情報についての詳細について知りたい場合

は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

３．学籍番号の使用について
本学では、学生の各種連絡のため、学籍番号を掲示する場合があります。

以上
（この件に関する問い合わせ窓口）

〒 842-8585　佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490-9
ＴＥＬ…0952-52-4191…㈹

西九州大学　事務局

提供先 提供する個人情報 使用目的

保証人 個人成績一覧表に記載している事項 単位修得状況等通知のため

後援会 氏名（ふりがな）、学部・学科・専攻等、研究科・専攻等、
学籍番号、保証人の氏名・住所・郵便番号・電話番号

後援会案内状等の送付、後援会名
簿作成、役員選出・日程等調整、
会費納入確認のため

同窓会

氏名（ふりがな）、学部・学科・専攻等、研究科・専攻等、
学籍番号、住所、電話番号、異動内容、異動期日、卒業・
修了年月日、就職先、保証人の氏名・住所・郵便番号・
電話番号

同窓会案内状の送付、同窓会員名
簿作成、会費納入確認のため

同じ学科
等の学生

氏名（ふりがな）、学部・学科・専攻等、研究科・専攻等、
学籍番号

新入生オリエンテーション、修学
支援のため
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西九州大学キャンパス

施設配置図������������������������������� �20
校舎及び教室・研究室配置図����������������������� �21
神埼キャンパス���������������������������� �21
佐賀キャンパス���������������������������� �29
小城キャンパス���������������������������� �33
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（神埼キャンパス）

（佐賀キャンパス）

施設配置図

5号館

正門

学生駐車場

学生駐車場

6号館
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3号館
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校舎及び教室・研究室配置図

１　号　館
≪神埼キャンパス≫

３Ｆ
① 堀田（研究室）
② 林（研究室）
③ 沖田（研究室）
④ 福山（研究室）
⑤ 安田（研究室）
⑥ 　　（研究室）

２Ｆ
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１F
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３　号　館
≪神埼キャンパス≫ ５Ｆ

① 坂田（研究室）
② 滝口（研究室）
③ 安德（研究室）
④ 　　（研究室）
⑤ 橋本（研究室）
⑥ 田中（豊）（研究室）
⑦ 学部長室
⑧ 岡部（研究室）
⑨ 木場（研究室）
⑩ 　　（研究室）
⑪ 加藤（研究室）
⑫ 植田（啓）（研究室）
⑬ 井本（研究室）
⑭ 原田（研究室）
⑮ 近藤（研究室）
⑯ 管原（研究室）
⑰ 福本（研究室）
⑱ 渡瀬（研究室）
⑲ 山口（裕）（研究室）
⑳ 甲木（研究室）
◯21 山田（カ）（研究室）
◯22 園部（研究室）
◯23 　　（研究室）
◯24 井上（研究室）

３Ｆ
① 　　（研究室）
② 古賀（研究室）

５F
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① ②
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４　号　館
≪神埼キャンパス≫

３F

１F
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学友会
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５　号　館
≪神埼キャンパス≫

３Ｆ
① 緒方（研究室）
② 熊川（研究室）

２Ｆ
① 横尾（研究室）
② 今井（研究室）
③ 　　（研究室）
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≪神埼キャンパス≫

介 護 教 育 棟

≪神埼キャンパス≫

学 生 ホ ー ル

学生ホール

売　店

ＷＣ
（M）

ＷＣ
（Ｗ）

UP

掃除具

１F

２F

UP

入浴実習室

男
子
更
衣
室

掃
除
具
入

玄関

保管庫

介護実習室

リネン庫

倉庫

女子更衣室

ＷＣ
（Ｗ）

身障者用
Ｗ･Ｃ

介21　講義室家政学実習室

物入 物入

介22　講義室

演習室

DN

UP
ホール

ＷＣ
（M）

和室
押
入

①

２Ｆ
① 　　　（研究室）

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内

－ 25 －



６　号　館
≪神埼キャンパス≫

※不在の場合は学生支援課へ

２Ｆ
① 庄野（研究室）

１Ｆ
① 楢本（研究室）

３F２F１F

①

①

WC
（M）

WC
（W）

WC
（M）

WC
（W）

WC
（M）

WC
（W）

学生支援課

総　務　課

教　務　課

講師控室

ELV ELV ELV

印刷室

給湯室
理事長室

中会議室

ロッカー室

ロッカー室

大学院自習室

同窓会室

学生相談室

大学院演習室

634講義室

副学長室

湯沸室

階段室 階段室

631

632

633

書
庫

大
学
院
演
習
室

大
学
院
演
習
室

学長室

応接室

大会議室

入試広報課

事務局長室 副学長室

倉庫

玄関ホール

UP
UPDN UPDN

相談コーナー
就職資料室

来賓用
Ｗ･Ｃ

第２　
応接室

第１　
応接室

保健管理
センター

……消火器
……学生意見箱

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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７　号　館
≪神埼キャンパス≫

３F

２F

１F

義肢装具実習室
水
治
療
法
室

女子更衣室 男子更衣室

玄関

物入

廊下

評価訓練室

図書室
ＷＣ
（M）

洗面所

ＷＣ
（Ｗ） ELV

ホール

ELV
ホール

ELV
ホール

ホール

ホール

学生掲示板

洗面所

ＷＣ
（M）

洗面所

ＷＣ
（Ｗ）

洗面所

ＷＣ
（M）

洗面所

ＷＣ
（Ｗ）

合同研究室

屋外階段

屋外階段

カンファレンス室

絵画・手芸実習室 ADL訓練室

廊下

動作解析室

ゼミ室

廊下出入口

732
講義室

723
講義室

711
大学院演習室

712
倉庫

722
講義室

721
講義室

サ
ー
バ
ー
室

カ
ウ
ン
タ
ー

押
入

731
講義室

UPDN

和室

……消火器
……学生意見箱

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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５Ｆ
① 溝田（研究室）
② 岸川（研究室）
③ 押川（研究室）
④ 小浦（研究室）
⑤ 田中（真）（研究室）
⑥ 古後（研究室）
⑦ 宮原（研究室）
⑧ 助手室
⑨ 大田尾（研究室）
⑩ 上城（研究室）
⑪ 松谷（研究室）
⑫ 植田（友）（研究室）
⑬ 原口（研究室）　�
⑭ 久保（研究室）
⑮ 小松（研究室）
⑯ 八谷（研究室）
⑰ 藤原（研究室）
⑱ 大川（研究室）
⑲ 仙波（研究室）
⑳ 坂本（研究室）

６F

５F

４F

テラス

762
大講義室

キャリア
支援室

談話
コーナー

リハビリ
総合研究室

廊下

吹抜

廊下

カンファレンス室

741
倉庫

機能訓練室 基礎医学教室 生理機能
測定室屋外階段

屋外階段

屋外階段

木工・陶芸実習室

742
第1共同実験室

暗室

学部長室
プリント室

751
倉庫

761
中講義室

763
第2共同
実験室

ＷＣ
（M）

洗面所

ＷＣ
（Ｗ） ELV

ホール

ＷＣ
（M）

洗面所 洗面所

ＷＣ
（Ｗ） ELV

ホール

ＷＣ
（M）

洗面所 洗面所

ＷＣ
（Ｗ） ELV

ホール

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

⑳

⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

DN

DN

UP

DN UP

……消火器

７　号　館
≪神埼キャンパス≫

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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２　号　館
≪佐賀キャンパス≫

１　号　館
≪佐賀キャンパス≫

カフェ・レストラン「ピナス」

３F

２F

１F

111
第1学生ホール

112
講義室

113
講義室

115
金丸
研究室

116
大村
研究室

117
同窓会室

118

研究室

119
幼保
総研

121
講義室

123
録音室

122
第１情報処理室

128

125
川邊
研究室

126
鶴

研究室

127
高元
研究室

131
視聴覚教室

132
講義室

133
講義室

134
ゼミ室

135
ゼミ室

……消火器

HC
WC

WC
(W)

WC
(W)

WC
(M)

WC
(M)

WC
(M)

WC
(W)

カフェ･レストラン カフェ･レストラン

倉
庫 会議室厨　房

スタッフ
ルーム

券売機

学
生
チ
ャ
レ
ン
ジ

シ
ョ
ッ
プ
つ
む
ぎ

WC
（W）

WC
（M）

２F１F

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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３　号　館
≪佐賀キャンパス≫

４F２F

３F１F

3201
図書館

渡り廊下

3401
音楽室1

3402
音楽準備室

3408
会議室

音楽ラウンジ

3407
ゼミ室

3409
ML教室

ピアノレッスン室１
3410

ピアノレッスン室２
3411

ピアノレッスン室３
3412

ピアノレッスン室４
3413

ピアノレッスン室７
3416

ピアノレッスン室８
3417

ピアノレッスン室９
3418

ピアノレッスン室10
3419

ピアノレッスン室11
3420

ピアノ
レッスン室12

34213415
ピアノレッ
スン室６

ピアノレッ
スン室５

3414

3315
小講義室

パウダー
ルーム

ELV
研究ラウンジ

3314
ゼミ室

総　合
研究室
西村侑

3316
ゼミ室

3317
小講義室

3318
中講義室

印刷室多目的室

学
部
長
室

草
場
聡
宏

研
究
室

松
井
克
行

研
究
室

山
田
修
司

研
究
室

櫻
井
京
子

研
究
室

松
本
大
輔

研
究
室

3301 3302 3303 3304 3305 3306

久
野
隆
裕

研
究
室

古
川
勝
也

研
究
室

高
尾
兼
利

研
究
室

岩
根
浩

研
究
室

田
中
麻
里

研
究
室

赤
星
ま
ゆ
み

研
究
室

3307 3308 3309

野
口
美
乃
里

研
究
室

中
村
理
美

研
究
室

櫻
井
琴
音

研
究
室

3404 3405 3406

3310 3311 3312

3313

砂場

デッキ

3101
子育て支援室

3102
保育
準備室

3104
保育演習室 パウダー

コーナー

上部渡り廊下
3106
準備室

3103
小児トイレ実習室

3105
表現スタジオ

3107
表現スタジオ
倉庫

テラス

テラス 電子掲示板

掲示板

自販機コーナー

消火
ポンプ室

3109
サーバー室

HCWC

ELV

倉
庫

3110
学生ラウンジ

3111
学校法人
永原学園
資料展示室

キャンパスプラザ

3403
音楽室2

ELV

3203
PC演習室

3204
中講義室

ELV

3202
図書館
事務室

テラス

テ
ラ
ス

グ
ル
ー
プ
学
習
室

カ
ウ
ン
タ
ー

N

WC（M）

WC（M）

WC（M）

WC（W）

WC（W）

WC（W）

WC（M）

WC（W）

……消火器
……学生意見箱

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内

－ 30 －



５　号　館
≪佐賀キャンパス≫

５F

４F

３F

２F

１F

5302
ゼミ室

5401
理事長室

5403
小会議室

5407
中会議室

5408
IR室

5527
ラウンジ

5516 5515 5514 5513 5512 5511 5510 5509 5508 5507 5506 5505 5504

5524 5523 5522 5528 5525 5521 5520 5519 5518 5517

5503 5502 5501
占部
研究室

武富
研究室

西田
研究室

吉村
研究室

馬場
研究室

立川
研究室

福元
研究室

中島
研究室

松本・村岡
研究室

中園
研究室

太田
研究室

津上
研究室

米倉
研究室

春原
研究室

心理学科
総合研究室1

西村
研究室

長野
研究室

利光
研究室

大家
研究室

渡邉
研究室

池田
研究室

岡嶋
研究室

5415
演習室

5416
大遊戯療法室 5417

箱庭療法室

5409
大会議室5402

学長室
5405
法人本部 5404

本部長室
5413
応接室

5422
大学院自習室

5414
湯沸室

5418 観察室 5419
小遊戯療法室
5420 面接室1
5421 面接室2

5303
ゼミ室

5304
ゼミ室

5201
大講義室

掲示板

5202
被服実習室 5213

生化学実験室

5231
理化学実験室

5235
理化学準備室

5233
田中知研究室
5234
飯盛研究室

5217
平田研究室
5215
生化学準備室

5205
調理実習室

5212
女子更衣室

5424
待合室臨床心理相談センター

受付・事務室

5211
男子更衣室

5210
西岡研究室

次長室

総務課 教務課 学生
支援課

5101
事務局

入試
広報課

5108
保健室 5113

多目的室
5109
職員更衣室
5110
湯沸室

5526
湯沸室

5112
学生相談室

入浴
実習室

5131
介護実習室

5111
非常勤講師室

5104
リクルート
ブース

5105
印刷室

5106
応接室2

5107
応接室1

5216
古賀
生化学機器室

5206
調理準備室

尾
道･

松
田

掲示板
各学科掲示板

5331
小講義室

5305
小講義室

5310
中講義室

5301
ALS

5309
中講義室

5306
小講義室

5307
小講義室

5308
小講義室

5332
小講義室

5431
小講義室

5432
小講義室

ＷＣ（M）

ＷＣ
（M）

ＷＣ（M）

ＷＣ（M）

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ
（M）

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（M）

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（M）

ＷＣ（Ｗ）

ELV

ELV

ELV

ELV

ELV

……消火器

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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≪佐賀キャンパス≫

６　号　館　　
≪佐賀キャンパス≫

７　号　館　　

≪佐賀キャンパス≫

８　号　館　　

３F

２F

１F

631
多目的講義室

633

632

621
美術工芸室

612
第2学生ホール

ベランダ
623
牛丸研究室
622
髙石研究室

売
店

……学生意見箱

２F

１F

722
研修室

712
クラフトルーム

玄関 713
事務室

配膳室

和室浴室

脱衣室 711
多目的ホール

723
研修室

721
研修和室

玄関ポーチ

測
定
室

724
カウンセリング
ルーム

WC

２F

１F

部室６

部室５

部室４

部室３

部室２

部室１

821

822

812

コントロール
ルーム

ステージ 811
体育館

トレーニング
ルーム

HC
トイレ女子更衣室器具室

女子シャワー室ＷＣ
（Ｗ）更衣室

男子シャワー室
更衣室

ＷＣ
（M）

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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１　号　館
≪小城キャンパス≫

１F

２F

３F

１１０４
中会議室

１１０５
次長室

１１０６
理事長室
兼
学長室

１１０７
非常勤
講師控室

１１０８
印刷室

給湯室

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｍ）

ＥＬＶ

１１１０
学生支援
コーナー

１１０３
学生相談室

１１０２
保健室

１１０１
事務室

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｍ）

ＥＬＶ

バルコニー

１２０６
中講義室2

１２０５
中講義室1

１２０７
大講義室1

１２０４
実習指導室2

１２０３
実習指導室1

１２０２
小講義室2

１２０１
小講義室1

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｍ）

ＥＬＶ

１３０１
大講義室2

１３０２
大講義室3

……消火器

キ
ャ
ン
パ
ス

案

内
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２　号　館
≪小城キャンパス≫

１F

２１０３
グループ
学習室

２１０２
図書
事務室

２１１２
多目的ホール

ＥＬＶ

２１０１
図書館

２１１１
ＡＬＳ
兼

ＰＣ教室

２１１０
サーバー室

２１０９
ＴＢＬ兼ゼミ室６

２１０８
ＴＢＬ兼ゼミ室５

２１０７
ＴＢＬ兼ゼミ室４

２１０６
ＴＢＬ兼ゼミ室３

２１０５
ＴＢＬ兼ゼミ室２

２１０４
ＴＢＬ兼ゼミ室１

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｍ）

２F

ＥＬＶ

ＷＣ
（Ｗ）

ＷＣ
（Ｍ）

２２０１
基礎・成人・老年看護学実習室

２２０２
器材庫
兼
準備室

２２０９
女子ロッカー室

２２０８
男子

ロッカー室
２２０３

モニタールーム

２２０７２２０６２２０５２２０４

スキルスラボシミュレーションルーム1～4

３F ４F

２３０１
母性・小児看護学

実習室

２３０４
在宅・精神・公衆衛生
看護学実習室

２３０３
器材庫
兼

準備室２

２３０２
器材庫
兼

準備室１

ＥＬＶ

ＷＣ
（Ｍ）

ＷＣ
（Ｗ） ２３０９

助産学
実習室２

２３０８
助産学
実習室１

２３０７
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
兼

ゼミ室２

２３０６
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
兼

ゼミ室１

２３０５
中会議室
兼
ゼミ室

ＥＬＶ

２４１３２４１４
前原
研究室

２４１５
古川
研究室

２４１６
小林
研究室

２４１７
馬塲
研究室

２４１８
鷹居
研究室

２４１９２４２０
白田
研究室

２４０８
岡﨑
研究室

２４０９
宮﨑
大坪
大庭
研究室

２４０６
村岡
研究室

２４０5
南里
研究室

２４０７
２４０４
ゼミ室2

２４０３
藤本
研究室

２４０２

２４０１
ゼミ室1

２４１１
仲道
研究室

２４１２
森本
研究室

２４１０
上野幸
研究室

２４２１
葛原研究室

２４２２
平原研究室

２４２３

ＷＣ
（Ｍ）

ＷＣ
（Ｗ）

給湯室 ２４２４
中島
研究室

２４２５
床島
研究室

２４２６
池田
研究室

２４２７
上野恭
研究室

２４２８ ２４２９ ２４３０ ２４３１

印刷室

……消火器
……学生意見箱キ

ャ
ン
パ
ス

案

内
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３　号　館
≪小城キャンパス≫

１F

ランチルーム

券
売
機

３１０２
厨房

３１０１
厨房事務室

ＷＣ
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この項目は、入学直後から学生が承知しておかなければならない基本的な事項を記述しています。大学
生活に馴染むためにも最初に目をとおしてください。

学生への連絡、広報
大学から皆さんへの連絡は、原則として「学生掲示板」で行います。
学生掲示板には、教務課から受講や履修に関すること、学生支援課からは学生生活や就職に係わる各種

の連絡、さらに図書館からの連絡など重要な事項が掲示されます。
毎日、登・下校時には必ず学生掲示板を見る（必要なことはメモをする）習慣をつけてください。
掲示内容については、友人間でも確認や連絡を行い、情報を共有してください。また、「学生呼出し」があっ

た場合は速やかに関係窓口へ来てください。
◎学生掲示板の場所
（神埼キャンパス）
①　４号館１階ベランダ側（教務課関係）
②　４号館前通路（学生支援課関係）
③　３号館１階コミュニティラウンジ（学生支援課関係）
④　７号館１階ホール・通路（リハビリテーション学科・教務課・学生支援課関係）

（佐賀キャンパス）
5号館 2 階5201講義室横（教務課・学生支援課関係）

（小城キャンパス）
２号館 1 階多目的ホール内（教務課・学生支援課関係）

教務課や学生支援課からの連絡は、掲示板のほか、携帯電話、スマートフォンやパソコンからも閲覧で
きる学生ポータルサイトでもお知らせいたします。学生ポータルサイトの利用（P.44 ～ P.54 参照）につ
いては、ガイダンス等で説明いたします。

学生証・学籍番号
１．学生証の交付・携帯

各個人に戸籍があるのと同じく学生の身分を示すものとして学籍があります。学生証は、皆さんが西
九州大学の学生であることを証明する大切なものです。学生証は入学時の４月に交付し、有効期間は卒
業する年度の３月 31 日までです。在学中は常に携帯し、紛失や他人に悪用されないよう十分に配慮し
て取り扱ってください。

さらに、学生証は講義の出席確認、各種証明書の交付、図書館利用、通学定期、学生割引、その他呈
示請求があった際に必要です。

また、学生証を所持していない場合は定期試験等の受験ができなくなります。
２．学生証の再交付

　紛失、汚損が生じた場合は、直ちに学生支援課に届け出て再交付を受けてください。
再交付は、「学生証再交付願」の所定の欄を記入し、事務局に設置の券売機にて必要とする額の証紙

（1,500 円／１通）を購入及び学生証再交付願へ貼付のうえ、学生支援課へ申し込んでください。
なお、学生証の必要な日（試験等）に不所持の場合は、学生支援課で当日一日限り有効な「仮学生証」

を交付します。
※仮学生証の発行は半期に４回限りです。

基　本　事　項
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３．学籍番号
学籍番号は、卒業時まで変わらず、学内の全ての事務がこの番号で処理されます。
氏名とともに確実に記入してください。

《学籍番号の配置例》　　19・Ｈ・001
　　　　　　　　　　　　ア　イ　 ウ

ア　→　入学・編入学年度（西暦下２桁）　　2019（2019 年度入学）
イ　→　学科等

Ｈ→健康栄養学科
Ｓ→社会福祉学科
Ａ→スポーツ健康福祉学科
Ｐ→リハビリテーション学科・理学療法学専攻
Ｏ→リハビリテーション学科・作業療法学専攻
Ｃ→子ども学科
Ｇ→心理カウンセリング学科
Ｎ→看護学科
Ｍ→大学院生活支援科学研究科（修士課程・博士前期課程）
Ｄ→大学院生活支援科学研究科（博士後期課程）
Ｑ→科目等履修生・特別聴講学生
Ｒ→研究生

ウ　→　個人番号は、１年次から入学・編入学・転入学・再入学等の場合は下３桁の番号が、次のよ
うになります。

○１年次から入学　（例）19・Ｈ・001　　（氏名の五十音順で、下３桁は 001 から順に番号が付されます。）
○編入学　　　　　（例）19・Ｈ・301 （短大、専門学校等からの編入学者は、下３桁の最初に３の番

号が付されます。）
○転入学　　　　　（例）19・Ｈ・401 （他大学からの転入学者は、下３桁の最初に４の番号が付されます。）
○再入学　　　　　（例）19・Ｈ・501 （本学退学者等が再入学した場合は、下３桁の最初に5の番号

が付されます。）
○転学部・転学科　（例）19・Ｈ・601 （他学部他学科から転学部・転学科した場合は、下３桁の最

初に６の番号が付されます。）
○交換留学生　　　（例）19・Ｑ・701 （交換留学生は、下３桁の最初に７の番号が付されます。）

学籍異動
本学に入学された皆さんは、本学の学生としての学籍を有しており、卒業と同時にこれを失います。し

かしながら、様々な事情により、卒業する前に「退学」や「除籍」、「休学」などの学籍異動をせざるを得
ない場合が起こるかもしれません。そのような場合は、保証人並びに指導教員と相談の上、担当窓口にて
以下の手続きを適切に行ってください。
１．休　学

病気その他やむを得ない理由により 3 か月以上継続して欠席する場合は、「休学」の手続きが必要です。
保証人並びに指導教員に相談し、教務課窓口にて所定の用紙（「休学願」）を受け取り、必要事項を記入

（保証人連署、指導教員の認印必要）した上で、教務課へ提出してください。疾病により休学する場合は、
必ず医師の「診断書」を添付してください。

休学の期間は、原則として 3 か月以上 1 年以内、通算して 2 年以内（学則第 26 条及び第 27 条）となっ
ており、休学の開始日は願い出日（大学が「休学願」を受理した日）以降となります。

２．復　学
休学していた者が再び通学を開始する場合は、「復学」の手続きが必要です。教務課窓口にて所定の
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用紙（「復学願」）を受け取り、必要事項を記入（保証人連署、指導教員の認印必要）した上で、教務課
へ提出ください。疾病により休学している場合は、必ず医師の「診断書」を添付してください。

復学した学生の学費は以下のとおりです。必ず所定の期日までに納入してください。
①　学費：復学した学生の入学時に定められていた各年次の額
②　学期の途中で復学した場合：その学期の学費
③　後期に復学した場合：施設設備費は、当該年度の額の半額

３．転　学
他の大学に転学を希望する者は、転学願及びその他の必要書類を教務課に提出しなければなりません。

学則第 29 条により、学長は、当該学部教授会の議を経て、これを許可することがあります。
他大学に転入学が許可された場合は、速やかにその旨を教務課に報告し、後日、退学願を教務課に提

出しなければなりません。
４．再入学

本学に１年以上在学し、退学した者または除籍された者が、退学または除籍の日より原則として5年
以内に再入学を希望したときは、再入学願（事前に入試広報課へ連絡して様式を入手してください。）
を入試広報課に提出し、入学検定料として 30,000 円を総務課に所定の期日までに納入しなければなり
ません。当該学部教授会の議を経て、学期の始めに、学長が、相当年次に入学を許可することがあります。
再入学を許可された者の既に修得した授業科目の単位数の取扱いは、当該学部教授会の議を経て、学長
が認定します。

再入学を許可された者の授業料、教育充実費および施設設備費は、その者の属する年次の学生の額と
同額です。

５．退　学
病気その他の事情により退学する場合は、「退学」の手続きが必要です。保証人並びに指導教員に相

談し、教務課窓口にて所定の用紙（「退学願」）を受け取り、必要事項を記入（保証人連署、指導教員
の認印必要）した上で、教務課に提出してください。

当該期の学費が未納の場合には、退学は許可されないので学費を納入のうえ退学願を提出することが
必要です。

６．除　籍
学則の定めるところにより、次の各号の一に該当する者は、当該学部教授会の議を経て、学長が除籍

します。
⑴　在学年限の８年（編入学生においては４年）を経ても卒業できない者。なお、転入学および再入学

をした者はその者が属する年次の残りの修業年限の２倍を経ても卒業できない者
⑵　正当な理由がなく授業料を滞納した者
⑶　病気その他で修業の見込みがない者

住所・保証人等の変更
下記の変更等があった場合は、「学生事項（住所等）変更届」を記入し、必要書類を添付のうえ、速

やかに学生支援課に提出してください。
１．住所変更（本人・保証人・家族の現住所）

学生の現住所や家族の住所が変更になったときは、１週間以内に学生支援課に提出しなければなりま
せん。

なお、住所表示、地番変更等の場合も届け出が必要です。
２．本籍変更（本人、家族の本籍）

変更があった場合は、住民票（本籍地記載で、マイナンバー不記載のもの）を添えて学生支援課に届
け出てください。
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３．改姓（改名）（本人、保証人）
変更があった場合は、戸籍抄本を添えて学生支援課に届け出てください。

４．保証人変更
誓約書等に記入した保証人が、死亡やその他の理由で、その責務が負えなくなった場合は、学生支援

課に届け出てください。
５．電話番号変更

学生の電話番号や家族の電話番号が変更になったときは、学生支援課に届け出てください。

修業年限及び在学年限

１．本学の修業年限は４年と定められています。（学則第４条第1項及び第27条）
なお、在学年限は、８年を超えることはできません。

２．編入学した者の本学の修業年限は、２年と定められています。（学則第4条第 2項）
なお、在学年限は、４年を超えることはできません。

３．転入学又は再入学者の本学の修業年限は、当該学部教授会の議を経て、学長が定めます。
　　（学則第4条第 3項）

なお、在学年限は、修業年限の 2 倍の年数を超えることはできません。

学年・学期及び休業日
１．学　年

学年は４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わります。
２．学　期

学年を分けて、次の２期とします。
前学期　４月１日から９月 30 日まで
後学期　10 月１日から翌年３月 31 日まで

３．休業日
休業日は、学則第６条の定めるところによって、次の各号のとおりです。ただし、学長が必要と認め

たときは、当該学部教授会の議を経て、休業日を変更し又は臨時休業を定めることができます。
１）日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 178 号）に規定する休日
２）春季休業日　　３月 26 日から３月 31 日まで
３）夏季休業日　　８月１日から９月 30 日まで
４）冬季休業日　　12 月 28 日から１月４日まで

なお、休業中でも必要に応じて見学又は講義演習、実験実習、試験等を課すことがあります。

講義時間
１．講義時間

時　限 時　間
１ ８：50 ～ 10：20
２ 10：30 ～ 12：00

昼休み 12：00 ～ 13：00
３ 13：00 ～ 14：30
４ 14：40 ～ 16：10
5 16：20 ～ 17：50
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各種手続き・事務局窓口

授業、単位認定、学内外の生活、就職活動、学費納入等については、大学事務局の各担当課で対応して
います。担当する課の窓口で手続きや相談をしてください。

また、手続きの方法については、「各種申請・届出等一覧」（便覧 P.63 ～ P.65）を参考にしてください。

１．教務課
①　授業（休講・補講の連絡、講義室変更及び履修方法等）に関すること
②　試験（前期・後期試験、追試験、再試験、成績発表等）に関すること
③　学籍の異動（休学、復学、退学、編入学等）に関すること
④　単位の認定、学業成績（証明書の発行）に関すること
⑤　各種資格、免許等に関すること
⑥　その他、学業に関すること

２．学生支援課（保健管理センターを含む）
①　学生事項の変更に関すること
②　学生証の発行等、学生生活にかかわる各種の申請及び届出、許可に関すること
③　学友会及び課外活動に関すること
④　日本学生支援機構奨学金、永原学園奨学金及び各種奨学金についての事務、相談に関すること
⑤　学生の施設使用及び学生の集会、行事、催物及び掲示、印刷物の発行、配布に関すること
⑥　学生駐車場の運用及び駐車登録許可証の発行に関すること
⑦　遺失物、紛失物及び拾得物の扱いに関すること
⑧　学生傷害保険の紹介及び傷害や器物破損の発生時の処理に関すること
⑨　健康についての相談、病気、ケガへの応急処置に関すること
⑩　健康診断と健康診断証明書の発行に関すること
⑪　学生寮、指定寮、下宿・アパートの紹介に関すること
⑫　授業料減免についての相談に関すること
⑬　その他、学生生活に関すること
⑭　求人票の受理、就職紹介・斡旋に関すること
⑮　就職にかかわる資料収集及び就職相談に関すること
⑯　卒業予定者の就職指導及びガイダンスに関すること
⑰　就職用各種証明書の発行に関すること

３．総務課
①　施設の破損や不備、消防、施錠等に関すること
②　スクールバスの運行に関すること
③　学費の納入に関すること
④　学費延期、分納及び授業料減免についての相談に関すること
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区　　　　　間 運　　行　　日 協　　力　　券 所要時間
「JR 神埼駅北口前」⇔
「神埼キャンパス」

月曜日～金曜日
（行事等により変更になる場合あり） 無　　料 約 15 分

「神埼キャンパス」⇔
「西九州大学佐賀調理製菓専門学校」

ダブルスクール講義開講日の月曜日
～水曜日のみ（帰路は、JR 神埼駅経由） 無　　料 約 30 分

「佐賀キャンパス」⇔
「学生寮（あすなろ寮）」 講義開講日の月曜日～金曜日のみ 無　　料 約 10 分

区　　　　　間 運　　行　　日 協　　力　　券 所要時間

「学生寮（あすなろ寮）」⇔
「神埼キャンパス」
（佐賀駅バスセンター経由）
※時間帯により佐賀駅バスセン
ター発着（佐賀キャンパス経由）
で運行

講義開講日の月曜日～金曜日
（集中講義・補講日除く）

150 円（区間内一律）の協力
券を総務課にてご購入くださ
い（ただし、子ども学部及び
看護学部学生の講義に伴う神
埼キャンパスへの移動につい
ては無料の乗車券を総務課で
渡します）

約 40 分

【スクールバス】

【 西 鉄 バ ス 】

【注意】
・学校行事等により、運行予定を変更する場合がありますので、学内の掲示板及び本学ホームページ等で

ご確認ください。
・発着時刻は予定であり交通状況によっては、遅れる場合もあります。
・ご利用の際には、安全乗車にご協力ください。
・部活動・サークル活動で各キャンパス間を移動する場合は、各キャンパスの総務課にて協力券を（150 円）

ご購入ください（無料で西鉄バスに乗車できません）。

※以下のバスは、看護学部学生のみ利用可能です。（看護学部以外の学生は利用できません）
区　　　　　間 運　　行　　日 協　　力　　券 所要時間

牛津駅⇔神埼キャンパス
※小城駅経由 講義開講日の水・木曜日

無　　料
（事前に総務課（小城）にて、無料の

乗車券の受取りを行って下さい。）
約 1 時間

スクールバス及び西鉄バス運行について

本学では、次の区間においてスクールバス及び西鉄バスを運行しています。
なお、JR のダイヤ改正が３月中旬に実施される予定のため、その後に 2019 年度のスクールバス運行時

刻表を決定します（決定し次第本学ホームページに掲載します）。
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学生ポータルサイトの利用について

学生ポータルサイトは、各自の修学を管理 ･ 支援するツールとして活用されるもので、入学から卒業す
るまでの修学期間に渡って使用します。学外パソコンからでもアクセスが可能です。使用する際は事前に
配付されたＩＤ・パスワード（ＰＷ）を入力し、ログインしてください。ＩＤ ･ ＰＷ情報は、卒業まで使
用しますので、記録し失くさないように大切に管理してください。学生自らが修学の状況を振り返るため
のツール、ポートフォリオの活用により、修学・生活の自己管理と分析、自己評価の文章化による自己表
現、目標と行動の設定（PDCA サイクルの定着）、教科担当との双方向のコミュニケーションなどが可能
となり、迅速な学習支援を提供しています。主な機能は次のとおりです。

１．ホーム画面のお知らせ（図1-1、図 1-2）
休講や教室変更、その他の連絡事項が掲載されますので、各自で事前に確認してください。また、学内

の掲示板にもお知らせしますので、登校時には確認が必要です。
２．ポートフォリオ（授業でも活用されます。）
【修学支援ポートフォリオ】　修学ポートフォリオには、修学日誌・学期毎の記録があります。修学日誌は、
週報日誌となっており、1 週間毎に自己管理を行うものです。学期毎の記録では、各学期に目標設定・活
動成果・今後の課題等を記録して振返り自己管理を行うものです。
【キャリアポートフォリオ】　自分史（学期毎の記録を含む）・就職準備等の記録をして自ら就職活動の準
備をするために使用するものです。
【学修ポートフォリオ】　課題レポートの提出や、レポートを介した教科担当との個別指導等に使用する
ものです。
３．ボランティア活動（授業でも活用されます。）

ボランティア募集一覧から参加希望の申込みをします。
４．求人情報・説明会情報

就職説明会や求人情報を閲覧することができます。
５．シラバス情報（図2-1、図 2-2）

本年に開講される科目のシラバスが掲載されます。「シラバス情報の確認（図２-1、図 2-2）」を参考に
してください。
６．履修科目、希望する資格・免許の履修登録及び時間割の印刷（図３-1、図３-2、図３-3）
　各学期（前期・後期）のはじめに、受講する科目の登録を各自で行います。学科や資格（免許）によっ
て必要な要件（修得科目及び修得単位数）があるので、しっかりと確認し、履修登録を行ってください。
登録期間中は何度でも変更が可能です。最後に保存した科目が当該学期の履修科目となります。操作方法
は、図 3-1、図 3-2、図 3-3 を参考にしてください。また、登録した時間割は印刷することができるので、
登録後は必ず印刷して確認を行ってください。
7．成績の閲覧（図4）
　個人成績一覧を随時閲覧することができます。各学期の成績発表日に当該学期の成績が更新されます。
8．授業評価の登録（図5）
　履修する全ての科目について、授業を評価してもらいます。この調査では、各自の受講について振り返
るほか、授業や指導を改善するための情報として活用されます。成績評価には関係しませんので、受講者
の義務と心得て必ず回答してください。授業評価は、およそ 14 回または 15 回目の授業最後に実施されま
す。実施の際にはポータルサイトにお知らせします。
　授業評価の登録画面操作（図 5）を参考にしてください。
9．学修到達度の確認（図6）
　各学期で履修した科目の成績評価に基づいて能力要素別の学修到達度が集計表示されます。
　学修到達度の確認（図 6）を参考にしてください。
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10．学修成果の自己評価の登録（図7）
　各学期末に、自分の能力要素がどの程度達成しているかを自己評価します。学修成果の自己評価方法（図
7）を参考にしてください。
11．アンケート調査
　学修実態調査、就職活動関係調査、学生生活実態調査、授業での調査など、各種調査が適宜実施されま
す。調査のお知らせの際に回答してください。

※学生ポータルサイトでの入力（登録）作業について
　入力には、それぞれ期間が設定されます。登録期間を確認し、期日までに作業を終了してください。
　入力作業の途中でも、操作しない時間が30分続くとタイムアウトとなり、入力途中のデータは登録（保
存）されません。入力作業時は、こまめに登録ボタン（または、下書きボタン）を押して保存するように
してください。（授業評価アンケートの登録の場合は、回答途中での保存ができません。）
　※スマートフォン等での動作保証はしておりません。データが記録されない場合もありますので、必ず
OS が windows のパソコンにて操作を行ってください。
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（図1-1）
ホーム画面
https://asunaro.nisikyu-u.ac.jp/portal/　（大学ホームページからアクセスします。）

※［学生ログイン］からログイン画面に入ります。

（図1-2）
ログイン画面

※　各自のユーザー ID、パスワード、生年月日を入力し、ログインします。
※　パスワードを忘れた場合は、「パスワードを忘れた方は」を選択し、指示に従ってください。
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（図2-1）
シラバス情報の確認
　本学ホームページあるいは学生ポータルサイトからシラバス検索画面に入ります。シラバスは本年度に
開講される科目の学科別一覧が表示されます。

画面は 2017 年度開講例です。

（図2-2）
シラバス画面

※科目ナンバリングは、科目系統図と合わせて科目の位
置づけが確認できます。詳細は「学生便覧」（大学）「キャ
ンパスライフハンドブック」（短大）ほか、ガイダンス等
で説明があります。

2017
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※該当する評価方法が記されています。

※能力要素別に該当する学修比率が記されています。

※受講に必要な事項等が記載されています。

※従って総合的に判定。
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（図3-1）
履修登録の画面操作
【はじめに】学生ポータルサイトでの履修登録作業の前に時間割をもとに、あらかじめ下書きの時間割表
を作成しておきます。下書きした時間割表を見ながら登録操作を行ってください。

基
本
事
項

－ 49 －



（図3-2）
資格・免許希望の登録

（図3-3）
登録した時間割表の印刷確認
　　※履修登録後に印刷してください。
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（図４）
成績閲覧方法
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（図５）
授業評価の登録画面操作

授業評価シート
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（図６）
学修到達度の確認
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（図７）
学修成果の自己評価方法
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

施
設
配
置

校 舎・ 教 室 の 配
置が知りたい 総務課

・施設配置図、校舎及び教室・研究室配置図を見てください。
20
～
35先生の研究室が

知りたい 教務課

連
　
　
　
絡

大学からの連絡
や呼び出し

教務課

学　生
支援課

総務課

・連絡事項や学生呼び出しは、原則として学生掲示板に掲
示します。但し、個人情報保護の観点から、電話等で直
接連絡することもあります。毎日、登・下校時に一度は
必ず見てください。また、友人同士でも連絡しあってく
ださい。

　神埼キャンパス
　　教　務　課：0952－37－9206
　　学生支援課：0952－37－9208
　　総　務　課：0952－37－9205
　佐賀キャンパス
　　教　務　課：0952－37－9614
　　学生支援課：0952－31－3066
　　総　務　課：0952－37－9611
　小城キャンパス
　　教　務　課：0952－37－0135
　　学生支援課：0952－37－0136
　　総　務　課：0952－37－0132

38

履
　
　
　
修

履修しようとする
授業科目の相談 教務課

・各学科とも、卒業には学生便覧に記載している科目・単
位の修得が必要です。また、各種免許・資格を取得する
時にも、指定された科目・単位の修得が必要です。

・開講科目の内容は、シラバスに記載していますので、参
考にしてください。

・２年次生以上で同一時限目に他の科目と重複する場合は、
指導教員または教務課へ相談してください。

102
～
172

Web 履修登録 教務課

・各学期のガイダンスの時に「Web 履修登録」について説
明を行います。受講する科目が決まったら、所定の期間
中にポータルサイト上で登録を行ってください。登録期
間中は、何度でも追加、修正が各自で行えます。

・「履修登録」ができていない場合は、単位を修得すること
ができませんので、特に注意が必要です。

・未履修のため卒業に必要な科目・単位不足で卒業延期と
なる場合や免許・資格の取得が出来なくなる場合もあり
ますので、注意してください。

・履修確認期間中に履修登録に漏れがないかを必ず確認し
てください。

44
～
50
・
79
～
80

試
　
　
　
験

試験受験資格が
失格になる場合 教務課

・開講された時間数の 2/3 以上出席がない場合
・途中で受講を取りやめた場合（指定期日後）
・学費、その他所定の納付金未納の場合
・受験中に不正行為があった場合

82

こんなときどうしたら　Ｑ＆Ａ

基
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

試
　
　
　
験

追試験の受験 教務課

・「追試験受験願」を教務課に提出してください。但し、追
試験を受験するには一定の条件があります。

・追試験受験時には、必ず「追試験受験票」と「学生証」
を机上においてください。

　なお、追試験受験料として１科目 500 円が必要です。
　試験が重複した場合については受験料は不要です。

81

再試験の受験 教務課

・「再試験受験願」を教務課に提出してください。但し、授
業科目によっては再試験を実施しない場合があります。

・再試験受験時には、必ず「再試験受験票」と「学生証」
を机上においてください。

　なお、再試験受験料として１科目 1,000 円が必要です。

82

個
人
成
績

個人成績を知り
たい 教務課

・学生ポータルサイトで随時成績を閲覧できます。各学期
の成績は当該学期の成績発表日に更新されます。各自、
卒業・免許・資格に関する科目の単位の修得状況を把握
してください。

・各保護者（保証人）宛てにも郵送します。

51
・
85
～
90

進
　
　
級

進級の制限につ
いて 教務課

・リハビリテーション学部及び看護学部については進級制
限が設けられています。

・該当学年の進級条件に満たない場合、進級する（次の学
年に進む）ことができなくなりますので注意が必要です。

・指導教員や教務課に相談してください。

97
～
99

卒
　
　
業

卒業について 教務課
・各学年終了時までの修得科目や単位が不足すれば、卒業

延期等になりますので、注意が必要です。
・指導教員や教務課に相談してください。

72
～
74

授
　
　
　
業

休 講、 補 講 を 知
りたい 教務課

・講義の休講や補講等については、全て教務課の掲示板に
掲示します。随時確認してください。

　携帯電話等を利用して、学生ポータルサイトからでも確
認が可能ですが、緊急の場合など、対応できない場合が
ありますので、ご注意ください。

　なお、教務課掲示板は神埼キャンパス：４号館１階ベラ
ンダ側、７号館１階通路。佐賀キャンパス：5号館２階
5201 講義室横。小城キャンパス：２号館１階多目的ホー
ル内に設置しています。

38

欠席届の取扱い 教務課 ・病気・けがなどで１週間以上欠席する場合は、「欠席届」
に診断書等を添付して教務課へ提出してください。 90

公欠届の取扱い

教務課

・学外実習の場合は事前に手続きをし、授業担当の先生に
提出してください。

・身内の方が亡くなり欠席した場合は、忌引として公欠扱
いとすることがあります。教務課で相談してください。

・裁判員、若しくは裁判員候補者に選ばれたときは、必要
日数を公欠として認めます。 90

～
91

学　生
支援課

・九州地区大学体育大会等に大学を代表として参加する場
合は、公欠として取扱うことがあります。学生支援課で
相談してください。

・就職試験や内定先から要請のあった実習、研修がある場
合は学生支援課で事前に手続きをし、各先生に提出して
ください。
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

休
　
　
学

休学するとき 教務課

・病気その他の理由により３か月以上１年以内欠席する場
合は、保証人並びに指導教員と相談の上、「休学願」を教
務課へ提出してください。当該学部教授会の議を経て許
可を得ることになります。

・休学は、通算して２年以内での期間の延長を認めること
があります。

39

復
　
　
学

復学するとき 教務課
・休学の後、復学したい場合は、保証人並びに指導教員と

相談の上、「復学願」を教務課へ提出してください。当該
学部教授会の議を経て許可を得ることになります。

39
～
40

退
　
　
学

退学するとき 教務課
・退学しようとする場合は、保証人並びに指導教員と相談

の上、「退学願」を教務課へ提出してください。当該学部
教授会の議を経て許可を得ることになります。

40

転
学
・
進
学

他の大学、大学院
への転学・進学

教務課
学　生
支援課

・転学は教務課に、進学は学生支援課に相談してください。 40

国
家
試
験
受
験
資
格

受験資格について 教務課

・資格の種類により指定科目があります。在学中に指定科
目を修得見込みもしくは卒業時に修得していないと受験
資格を得ることができません。
【健康栄養学部　健康栄養学科】管理栄養士国家試験
【健康福祉学部　社会福祉学科】社会福祉士国家試験、

精神保健福祉士国家試験、介護福祉士国家試験
【健康福祉学部　スポーツ健康福祉学科】社会福祉士国

家試験
【リハビリテーション学部　リハビリテーション学科】　

理学療法士国家試験、作業療法士国家試験
【子ども学部　心理カウンセリング学科】公認心理師国

家試験
【看護学部　看護学科】看護師国家試験、保健師国家試

験

180
～
217

卒
業
研
究
・
演
習
等

卒 業 研 究・ 演 習
等について 教務課

・各学科には、各々卒業研究等に関する内規があります。
・各学部の 4 年生には「卒業研究ゼミナールⅡ」及び「卒

業演習」または「卒業研究」（健康栄養学科）、「発展ゼミナー
ルⅢ（含卒業研究）」（社会福祉学科）、「スポーツ健康福
祉学演習Ⅱ（含卒業研究）」（スポーツ健康福祉学科）、「卒
業研究」（リハビリテーション学科、子ども学科、心理カ
ウンセリング学科）、「看護研究ゼミナール」（看護学科）
が課せられます。

・合否判定のため、発表会及び審査などが行われます。

91
～
96

各
種
証
明
書

学業成績
卒業（修了）見込
資格取得見込
教員免許状単位取
得見込
社会福祉士指定科
目履修見込　他

教務課

・「証明書交付願（緑色）」に必要とする証明書の申し込み
数等を記入し、事務局に設置の券売機にて必要とする額
の証紙（200 円 / １通）を購入及び申し込み書へ貼付のう
え、教務課へ申し込んでください。翌々日に交付します。

（土・日・祝祭日を除く）

63

基
本
事
項
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

学
　
　
生
　
　
証

学生証の交付 学　生
支援課

・入学時の４月に交付し、有効期間は卒業する年度の３月
31 日までです。

・紛失した場合は、速やかに再交付を受けてください。
38

学生証の再交付 学　生
支援課

・「学生証再交付願」の所定の欄を記入し、事務局に設置の
券売機にて必要とする額の証紙（1,500 円／１通）を購入
及び申し込み書へ貼付のうえ、学生支援課へ申し込んで
ください。翌日に交付します。

38

学
　
生
　
証

仮学生証の交付 学　生
支援課

・定期試験等の際に学生証を紛失した、または忘れた場合
には、１日限り有効の仮学生証を交付します。

　当日中に速やかに返却してください。
・発行は、半期に４回限りです。

38

証
　
　
明
　
　
書

学生割引証の発行 学　生
支援課

・「学割証交付願」を記入後、学生証呈示のうえ申請してく
ださい。翌々日に「学校学生生徒旅客運賃割引証」を発
行します。

・使用可能距離は 100㎞以上です。
・使用目的は、帰省、就職試験、研修旅行などに限ります。
・使用枚数は、年間８枚までです。

65

定期券申込書の
発行

学　生
支援課

・「通学証明書交付願」を窓口で記入の上、「定期券購入申
込書」を受け取り、最寄りの交通機関（駅）で手続きを
してください。

・ＪＲでは、片道 10㎞以上が適用されます。
・ＪＲ以外は、各公共交通機関の窓口にて申し込み書を受

け取り、学生支援課へ提出してください。

65

実習用通学定期券
の購入

学　生
支援課

・通常の定期券申込と異なり、申請から購入まで時間を要
します。実習開始３週間前までに必ず申し込んでくださ
い。

65

在学証明書の交付 学　生
支援課

・「証明書交付願（白色）」の所定の欄を記入し、事務局に設
置の券売機にて必要とする額の証紙（200 円／１通）を購
入及び申し込み書へ貼付のうえ、学生支援課へ申し込んで
ください。翌々日に交付します。（土・日・祝祭日を除く）

63

健康診断証明書
の交付

学　生
支援課

・「証明書交付願（白色）」の所定の欄を記入し、事務局に設
置の券売機にて必要とする額の証紙（200 円／１通）を購
入及び申し込み書へ貼付のうえ、学生支援課へ申し込んで
ください。翌々日に交付します。（土・日・祝祭日を除く）

・定期健康診断の全検査項目の受診者のみに交付します。

63

変
　
更
　
届

学生の氏名変更 学　生
支援課

・「学生事項（住所等）変更届」を記入し、「戸籍抄本」を
添付したうえで速やかに提出してください。 41

学生の住所、電話
番号などの変更

学　生
支援課

・「学生事項（住所等）変更届」を速やかに提出してください。
・本籍変更の場合は併せて「住民票の写し」（本籍が記載さ

れたもので、マイナンバーが記載されていないもの）を
添付してください。

40
～
41
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

変
　
更
　
届

保証人の変更及び
住所の変更

学　生
支援課

・「学生事項（住所等）変更届」を記入のうえ、速やかに提
出してください。 40

～
41

電話番号の変更 学　生
支援課

・学生や家族の電話番号が変更になった場合は、速やかに
「学生事項（住所等）変更届」を提出してください。

課
　
　
外
　
　
活
　
　
動

学内サークル団
体等の結成

学　生
支援課

・毎年６月１日に「団体設立許可願」「サークル会則」「学
生団体設立趣意書」の提出期間を設けています。

・「同好会」として承認後、本学より支援を受けることがで
きます。

64
・
255
～
256

学内サークル団
体等への参加 各団体

・公認サークルの紹介を学内掲示板もしくはホームページ
で行っています。

・詳細は各サークルへ問い合わせてください。

255
～
256

サークル活動な
どの紹介及びポ
スター掲示等

学　生
支援課

・掲示物に「学生支援課」の認印を受け、所定の掲示板に
掲示できます。

・原則として、翌日から一週間の掲示となります。

64
・
262

学外活動（体育大
会等）への参加

学　生
支援課

・事前に「遠征届」「公欠届」に大会要項を添えて提出して
ください。

・参加費などを一部援助する制度もあります。

63
～
64

大 学 施 設・ 備 品
の使用

学　生
支援課

・希望日時の使用が可能かを確認の上、「施設使用願」「備
品借用願」を提出してください。

64
・
262

休日の施設使用 学　生
支援課

・土曜日、日曜日及び祝祭日は原則使用できません。
　ただし学長等が特に認める場合は許可します。
・施設使用等については、上記の手続きを完了した上で、

前日の夕方に「鍵管理簿」に記入し、鍵を受け取り、使
用後に窓口へ返却してください。

244
～
249

学友会会費の申
請

学　生
支援課

・「西九州大学学友会会費運用基準」に基づき、活動経費を
一部援助します。

・公認サークルは、所定の申請様式に参加を証明する書類
と領収書を添付のうえ、申請期間中（７月、２月）に提
出してください。

257

通
　
　
　
　
学

スクールバス利用 総務課

・神埼キャンパス～神埼駅間（無料）、神埼キャンパス～Ｊ
Ｒ佐賀駅間、神埼キャンパス～佐賀キャンパス間にスクー
ルバスを運行しています。また、看護学部学生のための、
神埼キャンパス～（小城駅経由）～牛津駅間（無料）の
スクールバスも運行しています（看護学部学生のみ利用
可能）。なお、運行時刻は掲示等を行いますので、確認の
上利用してください。

・ＪＲ佐賀駅便は協力券が必要です（子ども学部及び看護
学部学生の講義に伴う神埼キャンパスへの移動について
は、無料の券を総務課で渡します）。また、佐賀キャンパ
ス便は協力券が必要な場合があります。

・協力券は総務課窓口で購入してください。
・看護学部学生用の、神埼キャンパス～（小城駅経由）～

牛津駅間のバス乗車には、無料の乗車券が必要です。

43
・
261

基
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

通
　
　
　
　
学

自家用車利用 学　生
支援課

・「駐車登録申請書」を記入のうえ、駐車場協力金 2,000 円
を支払い、学生支援課にて「駐車許可証」を受領してく
ださい。

・「駐車登録許可証」は、ダッシュボードに常時提示してく
ださい。

・神埼・佐賀・小城キャンパスそれぞれで定められたルー
ルに従い、白線の駐車区画内に駐車してください。

・駐車登録は、毎年必要です。

261
～
262

寮
・
ア
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
紹
介

学 生 寮（ あ す な
ろ寮）の紹介

学　生
支援課

・入学手続き完了者に「入寮願書（女子のみ）」を送付して
います。 260

指定寮の紹介 学　生
支援課

・入学手続き完了者に「指定寮入寮願書」を送付しています。
・在学生には紹介はしていません。相談のみに応じていま

す。

260

～

261

下 宿、 ア パ ー ト
の紹介

学　生
支援課

・入学手続き完了者に案内冊子を送付しています。
・希望者は直接業者へ問い合わせてください。
・在学生には紹介はしていません。相談のみに応じていま

す。

260

～

261

アルバイトの紹介 学　生
支援課

・所定掲示板にて、アルバイト募集を随時掲示しています。
・問い合わせは、求人者へ直接お願いします。 38

学
　
　
費
　
　
納
　
　
入

学費納入の仕方 総務課

・授業料、その他の納付金（教育充実費、施設設備費）は、
毎年度前期及び後期に分けて納入してください。ただし、
２年次以降の施設設備費は、前期学費と同時に納入して
ください。

・前期及び後期の納入期間は次のとおりです。
･ 前期　　４月10日から5月10日まで
･ 後期　　10月１日から10月31日まで
・納入方法は、銀行振込になります。

66
～
70

学
　
　
費
　
　
納
　
　
入

学費の延期、分納 総務課

・特別な事情がある者は、学長の承認を受け、延期又は分
納をすることができます。

・「学費納入延期・分納願」を総務課へ提出してください。（前
期：5 月 10 日まで、後期：10 月 31 日まで）

　ただし、学費納入規程に定める納入期間内に当該学期の学
費の 1 ヶ月分以上の金額が納入されている場合に限ります。

65
・
67

授業料の減免

総務課

学　生
支援課

・授業料納付期限前６ヶ月以内に学費負担者が死亡し、又
は、その学生若しくは学費負担者が風水害等の災害を受
け、授業料の納付が著しく困難と認められる場合、当該
事由発生の日の属する学期、又はその翌学期分授業料（学
納金すべてではない）の２分の１が免除されます。

・該当する場合は、早めに相談してください。

65
・
67
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

奨
　
学
　
金

日本学生支援機構
奨学金

学　生
支援課

・入学後の貸与希望者を対象に４月上旬に説明会を行いま
す。

・定期採用（４月上旬）とは別に年度中途でも、家計の急
変などを理由に適応される「緊急・応急採用」の定期外
採用の制度もありますので相談に来てください。

278
～
280

永原学園奨学金 学　生
支援課

・本学に１年以上在学した者（編入学者も同じ）を対象と
した一般奨学金支給制度（授業料の２分の１相当額）が
あります。４月初旬に説明会を開催します。

280
～
283

健
康
管
理

ケガや病気の応急
措置を受けたい

学　生
支援課

・学生支援課へ連絡してください。
・保健管理センターにて応急処置又は休養ができます。 252

健 康、 疾 病 に つ
いて相談したい

学　生
支援課 ・保健管理センター職員（学生支援課職員）が対応します。 252

傷
　
害
　
事
　
故

正 課、 課 外 活 動
で傷害があった

学　生
支援課

・学生全員が加入する「学生教育研究災害傷害保険」と生
活全般にわたる自己保険と賠償保険を加えた民間保険「学
研災付帯　学生生活総合保険制度」も導入しています。

・看護学科の学生は日本看護学校協議会共済会　総合補償
制度「Will」へ加入し事故・ケガへの補償対応を行います。

253

学外で交通事故等
の事故に遭遇した

学　生
支援課 ・「事故発生届」を速やかに提出してください。 65

学 内 施 設、 備 品
の破損の処理

学　生
支援課

・「施設・備品等破損届」を速やかに提出してください。原則
として弁償費用は自己負担ですが、「学研災付帯　学生生活
総合保険制度」へ加入している場合は申し出てください。

65

拾
　
得
　
物

拾 得 物、 紛 失 物
の対処

学　生
支援課

・「物品の紛失、盗難、拾得、忘れもの、受領届」を速やか
に提出してください。

・拾得物については、３ヶ月間保管展示します。

65
・
262

学
　
生
　
相
　
談

学生相談 学　生
支援課

・心理的な悩み、不安などのカウンセリングを本学学生相
談室のカウンセラーを中心に対応しています。学生相談
室又は、学生支援課に申し出てください。

253

オフィスアワー 各研
究室

・就学、生活、進路や就職などについて懇談又は相談に応
じるため、各研究室にて教員が待機しています。 253

先生（非常勤）
への質問等 教務課

・授業終了後に直接先生へ質問等を行うか、教務課窓口にある
質問票に記入して教務課へ提出してください。教務課より
質問票を先生へお渡しし、その回答を後日お伝えします。

253

学
　
生
　
支
　
援

就職ガイダンス 学　生
支援課

・就職に対する心構えの講習を行い、履歴書、自己紹介書
の書き方、面接マナーや自己ＰＲ等についての理解を深
めます。

286
～
287

施設、企業案内、
情報

学　生
支援課

・学生支援課では求人票および就職、進学に関する資料を
そろえています。学年を問わず閲覧できます。

286
～
287

履歴書の配布 学　生
支援課

・学生支援課にて本学オリジナルの履歴書を無料配布して
います。応募書類送付用の封筒も用意しています。 286

基
本
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区分 こんなとき 担当課 どうしたら ページ

図
書
館

図書館の利用 図書館

・神埼キャンパスには5号館の１階と地下１階に本館があ
り、７号館３階に分室があります。また、佐賀キャンパ
ス３号館２階、小城キャンパス２号館１階には分館があ
ります。学生証を持参してください。

・専門分野の図書・学術雑誌だけではなく、教養書なども
揃っています。わからないことは、カウンターで尋ねて
ください。

234
～
241

所蔵資料の検索 図書館 ・図書館に所蔵されている図書、雑誌の一部は、ＯＰＡＣ
で探すことができます。

234
～
241

情報機器の活用 図書館 ・インターネットを利用して、様々な情報を収集すること
ができます。

234
～
241

－ 62 －
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分類 書式名 区分 担当窓口 提出先 提出期限 添付書類 備考

３
．
教
務
関
係
届
等

欠席届 届出 教務課 教務課 事前事後
速やかに

「診断書」又は
欠席を証明す
る書類

１週間以上病気、事
故等により授業を欠
席

試験欠席届 届出 教務課 教務課 指定日まで
「診断書」又は
欠席を証明す
る書類

期限までに提出が無
い場合は、追試験を
受験できない

公欠届 届出 教務課または
学生支援課 授業担当教員

事前事後速や
か に（ サ ー ク
ル活動は１週
間前）

事実が証明で
きる書類

サークル活動、実習、
就職試験・面接、忌
引により授業を欠席
する場合

Web 履修登録 届出 教務課 P.79 ～ 80「履修申告」参照
※履修登録の画面操作については P.46 ～ P.50 参照

追試験受験願 願出 教務課 教務課 追試験日の
前日まで

「試験欠席届」を提出
した者のみ
手数料 500 円

再試験受験願 願出 教務課 教務課 再試験日の
前日まで 手数料 1,000 円

卒業研究題目 届出 各学科総合研究室
教務課 教務課 各学科の

指定日まで
指導教員の連署を必
要とする

休学願 願出 教務課 教務課 事案発生日 病気の場合は診断書 指導教員に事前に相
談

復学願 願出 教務課 教務課 指定日まで 病気の場合は診断書 指導教員に事前に相
談

退学願 願出 教務課 教務課 事案発生日 学生証
病気の場合は診断書

指導教員に事前に相
談

留学願 願出 学生支援課 学生支援課 指定日まで
誓約書
パスポートコピー
保険証書 等

指導教員に事前に相
談

分類 書式名 区分 担当窓口 提出先 交付期限 添付書類 備考
１
．
教
務
関
係
証
明
書
交
付
願

学業成績証明書
（単位取得証明書）

申請 教務課 「証明書交付願
（緑色）」に必
要な事項を記
入し所定の手
数料を納付し
た 後、 教 務 課
に提出。

提出日を含め
３日後

手数料　200 円

卒業（見込）証明書 申請 教務課
提出日を含め
３日後

手数料　200 円

資格取得（見込）
証明書

申請 教務課
提出日を含め
３日後

手数料　200 円

教員免許状単位取得
（見込）証明書

申請 教務課
提出日を含め
３日後

手数料　200 円

分類 書式名 区分 担当窓口 提出先 交付期限 添付書類 備考

２
．
学
生
関
係
証
明
書
交
付
願

健康診断証明書 申請 学生支援課
「証明書交付願
（白色）」に必
要な事項を記
入し所定の手
数料を納付し
た 後、 学 生 支
援課に提出。

提出日を含め
３日後

手数料　200 円
※定期健康診断受診者のみ交付

在学証明書 申請 学生支援課
提出日を含め
３日後

手数料　200 円

在寮証明書 申請 学生支援課
提出日を含め
３日後

手数料　200 円

学生証再交付願 申請 学生支援課 翌日 手数料　1,500 円

人物調書
推薦書

申請 学生支援課
提出日を含め
１週間後

手数料　200 円

各種申請・届出等一覧
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分類 書式名 区分 担当窓口 提出期限 添付書類 備考

５
．
サ
ー
ク
ル
活
動
関
連

学生団体（サークル）
設立許可申請書

申請 学生支援課 ６月１日
趣 意 書・ 会 則・
部員名簿

サークル等、団体を設
立時に申請

学生団体（サークル）
活動計画書

届出 学生支援課 ６月１日
会則・部員名簿・
年間活動計画書

部室使用願 願出 学生支援課 ６月１日
部室使用に係わ
る念書・部室使用
計画・部員名簿

遠征・合宿届 届出 学生支援課 実施の１週間前
公式大会の場合
は実施要項

公欠になる場合は全員
分の公欠届を添付

分類 書式名 区分 担当窓口 提出先 提出期限 添付書類 備考

４
．
住
所
等
変
更

学生事項（住所等）
変更届

届出 学生支援課 学生支援課
発生から
１週間後

各事項の備考
欄に指示する
書類

本人・保護者・保証
人の該当する各欄に
変更する氏名（姓名）
又は住所を理由とと
もに記入

分類 書式名 区分 担当窓口 提出期限 添付書類 備考

６
．
学
友
会
活
動
関
連

集会願 願出 学生支援課 実施の１週間前
集会の実施要項
等

学外団体加盟・交流
承認願

願出 学生支援課 実施の２週間前
加盟又は交流す
る学外団体の組
織等関係書類

サークル活動で学外の
団体と共同活動や交流
活動等を実施

掲示承認願 願出 学生支援課
提出日を含め
３日前

時間外居残届 届出 学生支援課 当日 15 時まで

施設使用願 願出 学生支援課
提出日を含め
３日前

施設を使用する場合は
事前に教務課へ確認す
ること

備品借用願 願出 学生支援課
提出日を含め
３日前
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分類 書式名 区分 担当窓口 提出窓口 提出期限 添付書類 備考

７
．
学
生
生
活
関
連

学費納入延期・
分納願

願出　 総務課 総務課
前期5月 10 日
後期 10 月 31 日

学費一部負担
領収証控え

授業料減免申請書 願出　
学生支援課　
指導教員

総務課　
学生支援課

授業料納付期
限６ヶ月以内

①戸籍抄本（学
費負担者死亡
の場合）
②罹災証明書

（被災の場合）
①②源泉徴収
票又は確定申
告書の写し

指導教員の捺印
事前に総務課・学生
支援課に相談

通学証明書交付願
（※）

願出　 学生支援課 学生支援課 随　時
私鉄利用の通学定期
券購入時に必要

学割証交付願 願出　 学生支援課 学生支援課 随　時

ＪＲを利用しての帰
省・学業に関する旅
行
※１人年間８枚まで

駐車登録申請書 願出　 学生支援課 学生支援課
毎年駐車申請
時及び車種の
変更時等

申請後、駐車登録許
可証をダッシュボー
ドに提示する
年間 2,000 円

施設・備品等破損届 届出　 学生支援課 学生支援課 即　時

学内の施設・備品等
の破損

「学研災付帯　学生生
活総合保険制度」加
入の有無確認

物品の捨得物・遺失
物・盗難等届

届出　 学生支援課 学生支援課 即　時

事故発生届 届出　 学生支援課 学生支援課
発生後速やか
に

交通事故等による事故、
及び学内での事故等

分類 書式名 区分 担当窓口 提出期限 添付書類 備考

８
．
就
職

就職活動に関する
報告書

届　出 学生支援課 受験後３日以内
受験報告書の提出者の
み公欠扱いとなる

内定届 届　出 学生支援課 内定後３日以内

内定辞退届 届　出 学生支援課 内定辞退後３日以内

進路決定届 届　出 学生支援課 進路決定後３日以内 内定通知書コピー

（※）資格取得等のために必要な実習で、通常の通学区間と異なる交通機関・区間の定期券が必要な場合は、実習開始日
の３週間前までに必ず申し込んでください。実習中の居住地がそれまでに決まらず、交通機関および区間が未定の
場合も、その旨を添えて申し込むこと。
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学費納入

学費納入については、「学則」及び「西九州大学及び西九州大学短期大学部学費納入規程」によって定
められています。

2019 年度入学生、編入学生の学費は次の表のとおりです。

 
年次

費用
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
授 業 料 325,000 325,000 330,000 330,000 335,000 335,000 340,000 340,000
教育充実費 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
施設設備費 100,000 100,000 100,000 100,000
合 　 　 計 555,000 455,000 560,000 460,000 565,000 465,000 570,000 470,000

　健康栄養学科　2019 年度入学生

年次
費用

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

授 業 料 325,000 325,000 330,000 330,000 335,000 335,000 340,000 340,000
教育充実費 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
施設設備費 100,000 100,000 100,000 100,000
合 　 　 計 495,000 395,000 500,000 400,000 505,000 405,000 510,000 410,000

　社会福祉学科／スポーツ健康福祉学科　2019 年度入学生

年次
費用

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

授 業 料 450,000 450,000 455,000 455,000 460,000 460,000 465,000 465,000
教育充実費 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
施設設備費 150,000 150,000 150,000 150,000
合 　 　 計 750,000 600,000 755,000 605,000 760,000 610,000 765,000 615,000

　リハビリテーション学科　2019 年度入学生

年次
費用

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

授 業 料 325,000 325,000 330,000 330,000 335,000 335,000 340,000 340,000
教育充実費 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
施設設備費 100,000 100,000 100,000 100,000
合 　 　 計 495,000 395,000 500,000 400,000 505,000 405,000 510,000 410,000

　子ども学科／心理カウンセリング学科　2019 年度入学生

年次
費用

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

授 業 料 450,000 450,000 455,000 455,000 460,000 460,000 465,000 465,000
教育充実費 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
施設設備費 100,000  100,000  100,000  100,000 
合 　 　 計 725,000 625,000 730,000 630,000 735,000 635,000 740,000 640,000

　看護学科　2019 年度入学生
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年次
費用

修士／博士前期課程１年次 修士／博士前期課程２年次
前期 後期 前期 後期

授 業 料 305,000 305,000 305,000 305,000
合 計 305,000 305,000 305,000 305,000

　大学院　2019 年度入学生

年次
費用

博士後期課程１年次 博士後期課程２年次 博士後期課程３年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期

授 業 料 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000
合 計 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000

学費の納入延期・分納ならびに授業料の減免
経済的に学費（授業料等）の納入が期限内にできない場合は、願い出（期間が決められている）に

より納入を延期もしくは分納することができます。ただし、学費納入規程に定める納入期間内に当該
学期の学費の１ヶ月分に相当する金額が納入されている場合に限ります。また、下記に該当する場合
は、その期の授業料（学費すべてではない）の半額が免除されますので、早めに総務課・学生支援課
に相談してください。期限を過ぎたり、学費を納入せずにそのままにしていると、本学から督促状を
保証人あてに送付します。しかし、それでも学費の納入がない場合は、やむなく除籍することがあり
ます。

授業料の減免条件
納期前６ヶ月以内（新入生の１年次前期の場合は入学前１年以内）において、学費負担者が死亡し、

または学生もしくは学費負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難と認められる場合。

西九州大学及び西九州大学短期大学部学費納入規程

（趣旨）
第１条　この規程は、西九州大学学則（以下「大学学則」という。）、西九州大学大学院学則（以下「大学

院学則」という。）に定めるもののほか、入学金並びに授業料、教育充実費及び施設設備費（大学院にあっ
ては、入学金及び授業料をいう。以下「学費」という。）の納入の時期、納入方法及び納入額等について、
必要な事項を定める。

（納入の時期及び期間）
第２条　学費のうち入学金及び１年次にかかる施設設備費は、入学手続時に納入するものとし、２年次以

降にかかる施設設備費は、各当該年度分を前期に納入する（西九州大学短期大学部（以下「短大部」と
いう。）の２年次にかかる施設設備費は、前期及び後期の２期に分けて納入する）ものとする。

　また、授業料及び教育充実費は、毎年度前期及び後期の２期に分けて納入するものとする。
２　前期及び後期の納入期間は、それぞれ次のとおりとする。
　　前期　４月 10 日から5月 10 日まで
　　後期　10 月１日から 10 月 31 日まで
３　その他の費用については、別に定める。
（納入延期及び分納の期日等）
第３条　特別の事情がある者は、学長（西九州大学学長又は短大部学長をいう。以下同じ。）の承認を受け、

前条に定める各期の納入額を、次の期日までに延期又は分納をすることができる。
　なお、分納回数は、本条第２項の納入回を除き３回までとする。
　　前期　４月 10 日から８月 31 日まで
　　後期　10 月１日から翌年１月 31 日まで
２　前項の承認を受けようとする者は、西九州大学及び短大部所定の「学費納入延期・分納願」を次の期

日までに学長に提出しなければならない。
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　ただし、この願出は第２条第２項に定める納入期間に当該学期の学費のうち、１カ月分に相当する金額
を下回らない額が納入されている場合に限り認める。

　　前期　5月 10 日
　　後期　10 月 31 日
３　学長が納入延期又は分納を承認した場合には、保護者あてに承認書を送付するものとする。
（納入通知及び納入方法）
第４条　学費納入の通知は、各学期の納入期間の開始日前に学内に掲示等をするとともに、西九州大学及

び短大部所定の銀行振込用紙を保護者あてに送付し通知する。
２　学費の納入方法は、前項により送付された銀行振込用紙を使用し、指定された銀行の口座に電信振込

扱いで、納入しなければならない。
（催促及び除籍）
第5条　学費を第２条第２項または第３条第１項に規定する納入期限までに納入しなかった者について

は、保護者あてに催促通知を送付する。
２　第２条第２項に規定する納入期間に納付されない場合においては、次の期日までに催促通知を行うも

のとする。
　　前期　１回目の催促　5月 15 日　　２回目の催促　６月 10 日
　　後期　１回目の催促　11 月5日　　２回目の催促　11 月 30 日
３　第３条第１項により納入延期又は分納を許可された者で許可期限までに納付されない場合において、

未納の学費を保護者へ催促する時期は、次のとおりとする。
　　前期及び後期　　許可期限から5日以内
４　前２項により催促通知（第２項にあっては２回目）を行った後 20 日以内に納入しない者については、

当該学部及び短大部の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が学費を納入すべき学期の初日を以っ
て除籍する。ただし、願い出により特別の事情があると認められる者については、除籍処分を延期する
ことがある。

5　第２条第２項、第３条第１項、同第２項、及び本条第２項、第３項による期日等は、別表のとおりと
する。

（転入学又は再入学の場合の学費）
第６条　後学期に転入学又は再入学した者（短大部を除く。）の施設設備費は、第２条第１項の規定にか

かわらず、当該学期分として、当該年度の額の半額を徴収する。
２　西九州大学及び短大部において除籍又は退学した後、再入学した者の学費は、再入学した年度の学費

の額とする。
（転学科の場合の学費）
第７条　転学科した者の学費は、授業料については入学した年度の額とし、その他の学費は転学科先の学

年に対応した学費の額とする。
（復学の場合の学費）
第８条　大学学則第 28 条及び大学院学則第 25 条第5項又は短大部学則第 38 条の規定により復学した者

の学費の額は、その者の入学年次に定められていた学費の額とする。
２　学期の途中で復学した者は、当該学期の学費を納入しなければならない。
　なお、後学期に復学した者の施設設備費は、当該年度の額の半額とする。
３　第２条第２項に規定する納入期間を過ぎて復学した者は、復学した日から 15 日以内に納入しなけれ

ばならない。
（退学の場合の学費）
第９条　学期の中途で退学する者については、当該学期の学費を徴収する。
（停学の場合の学費）
第 10 条　停学期間中の学費は、徴収する。
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　附　則
１　この規程は、平成 24 年３月 17 日から施行する。
２　西九州大学学費納入規程（平成３年４月１日制定）及び西九州大学短期大学部学費納入規程（平成

13 年４月１日制定）は、廃止する。

　附　則（平成 29 年３月 18 日）
　　この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。

別表（第5条関係）

区　　　分
期　　間※

事　　　項
前　期 後　期

学
　
　
　
費

納入期間
（第２条第２項）

４月 10 日～
5月 10 日

10 月１日～
10 月 31 日

各学期の納入期間開始日前に学内等に掲示し、
所定の銀行振込用紙を保護者へ送付する。

１回目催促
（第5条第１項）

5月 15 日 11 月5日

保護者へ催促通知を行う。
２回目催促

（第5条第２項）
６月 10 日 11 月 30 日

納
入
延
期
・
分
納

願出期間
（第３条第２項）

４月 10 日～
5月 10 日

10 月１日～
10 月 31 日

学費納入延期・分納願を提出する。

延期・分納期間
（第３条第１項）

４月 10 日～
８月 31 日

10 月１日～
翌年１月 31 日

催促
（第5条第３項）

許可期限から5日以内 保護者へ催促通知を行う。

除
籍

除籍
（第5条第４項）

学費を納入すべき学期の初日で
除籍する。

当該学部及び短大部の教授会又は研究科委員会
の議を経て、学長が除籍する。

※第２条第２項、第３条第１項に定める期間の初日および末日が金融機関休業日の場合はそれぞれの翌営
業日とする。

※第３条第２項に定める期日が休校日の場合は翌開校日とする。

西九州大学における既納の学費等納付金に関する取扱い細則
（目的）
第１条　西九州大学学則第 36 条第２項及び西九州大学大学院学則第 32 条第２項の規定により、西九州大

学における既納の学費等納付金の取扱いを定める。
（学部）
第２条　西九州大学各学部における既納の学費等納付金の取扱いは、次のとおりとする。
　⑴　入学手続きをした者が所定の期日までに入学を辞退したときは、その者の申し出により入学金以外

の納付金を返還する。
　⑵　各学期の開始前に、次学期以降分の授業料、教育充実費及び施設設備を納付した者が、次学期以降

において、学期の全期間にわたって休学した場合には、納付した者の申し出により休学した学期分と
して納付された授業料、教育充実費及び施設設備費相当額を返還する。ただし、学期の中途で休学を
許可された者については、すでに納入された当該学期の授業料、教育充実費及び施設設備費相当額は、
返還しない。

　⑶　各学期の開始前に、次学期以降分の授業料、教育充実費及び施設設備費を納付した者が、次学期の
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開始日の前日以前に退学した場合には、納付した者の申し出により退学した日の属する学期の次学期
以降分として納付された授業料、教育充実費及び施設設備費相当額を返還する。ただし、学期の途中
で退学を許可された者については、すでに納入された当該学期の授業料、教育充実費及び施設設備費
相当額は返還しない。

　⑷　各学期の開始前に、次学期以降分の授業料、教育充実費及び施設設備費を納入した者が、次学期の
開始日前日以前に除籍された場合には、納付した者の申し出により除籍した日の属する学期の次学期
以降分として納付された授業料、教育充実費及び施設設備費相当額を返還する。ただし、学則第 30
条の 4 の第 1 号及び第 2 号により学期の途中で除籍された者については、すでに納入された当該学期
の授業料、教育費及び施設設備費相当額は返還しない。

（大学院）
第３条　西九州大学大学院における既納の学費等納付金の取扱いは、次のとおりとする。
　⑴　入学手続きをした者が所定の期日までに入学を辞退したときは、その者の申し出により既納の授業

料相当額を返還する。
　⑵　各学期の開始前に、次学期以降分の授業料を納付した者が、次学期以降において、学期の全期間に

わたって休学した場合には、納付した者の申し出により休学した学期分として納付された授業料相当
額を返還する。ただし、学期の途中で休学を許可された者については、すでに納入された当該学期の
授業料相当額は返還しない。

　⑶　各学期の開始前に、次学期以降分の授業料を納付した者が、次学期の開始日の前日以前に退学した
場合には、納付した者の申し出により退学した日の属する学期の次学期以降分として納付された授業
料相当額を返還する。ただし、学期の途中で退学を許可された者については、すでに納入された当該
学期の授業料相当額は返還しない。

　⑷　各学期の開始日に、次学期以降分の授業料を納付した者が、次学期の開始日前日以前に除籍された
場合には、納付した者の申し出により除籍した日の属する学期の次学期以降分として納付された授業
料相当額を返還する。ただし、学則第 30 条の 4 の第 1 号及び第 2 号により学期の途中で除籍された
者については、すでに納入された当該学期の授業料相当額は返還しない。

（返還）
第４条　第２条及び前条各号の規定により返還する学費等納付金（授業料、教育充実費及び施設設備費の

各々の額をいう。）に千円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
（補則）
第5条　この細則に定めのない事項について定める必要があるときは、学部長会議の議を経て、学長が別

に定める。

　附　則（平成 24 年３月 17 日）
この細則は、平成 24 年４月１日から施行する。
　附　則（平成 28 年３月４日）
この細則は、平成 28 年３月４日から施行し、平成 26 年４月１日から適用する。
　附　則（平成 30 年２月 19 日）
この細則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

－ 70 －

基
本
事
項



履　修　関　係

授業科目・履修方法及び単位認定������ �72
卒業要件����������������� �72
卒業延期����������������� �74
学科目の区分��������������� �75
学外実習の履修�������������� �76
履修登録単位数の上限����������� �77
履修申告����������������� �79
試　　験����������������� �80
単位修得����������������� �85
ＧＰＡによる成績評価について������� �86�
欠席・公欠���������������� �90
卒業研究����������������� �91
卒　　業����������������� �97
進級制限について������������� �97
転学部・転学科について���������� �99
履修科目������������������101
教育課程������������������101
履修科目の確認���������������101
健康栄養学部　健康栄養学科������� 102
学修到達目標と学修成果（健康栄養学科）�� 103
科目系統図共通教育科目���������104
科目系統図健康栄養学科専門教育科目���106
共通教育科目��������������108
健康栄養学科　専門教育科目�������109

健康福祉学部　社会福祉学科��������112
学修到達目標と学修成果（社会福祉学科）���113
科目系統図共通教育科目���������114
科目系統図社会福祉学科専門教育科目���116
共通教育科目��������������118
社会福祉学科　専門教育科目�������119

健康福祉学部　スポーツ健康福祉学科����122
学修到達目標と学修成果（スポーツ健康福祉学科）
��������������������123
科目系統図共通教育科目���������124
科目系統図スポーツ健康福祉学科専門教育科目
��������������������126
共通教育科目��������������128
スポーツ健康福祉学科　専門教育科目���129

リハビリテーション学部　リハビリテーション学科
���������������������132

学修到達目標と学修成果（リハビリテーション学科）
��������������������133
科目系統図共通教育科目���������134
科目系統図リハビリテーション学科専門教育科目
��������������������136
共通教育科目��������������138
リハビリテーション学科　専門教育科目（理学療法学専攻）
������������������� 139
リハビリテーション学科　専門教育科目（作業療法学専攻）
��������������������141

子ども学部　子ども学科����������144
学修到達目標と学修成果（子ども学科）����145
科目系統図共通教育科目���������146
科目系統図子ども学科専門教育科目����148
共通教育科目��������������150
子ども学科　専門教育科目��������151

子ども学部　心理カウンセリング学科����154
学修到達目標と学修成果（心理カウンセリング学科）
��������������������155
科目系統図共通教育科目���������156
科目系統図心理カウンセリング学科専門教育科目
��������������������158
共通教育科目��������������160
心理カウンセリング学科　専門教育科目���161

看護学部　看護学科������������164
学修到達目標と学修成果（看護学科）����165
科目系統図共通教育科目���������166
科目系統図看護学科専門教育科目�����168
共通教育科目��������������170
看護学科　専門教育科目���������171

他大学との単位互換制度について������173
放送大学との単位互換の手引き�������173
放送大学との単位互換協定に関する運用要項
��������������������174
佐賀大学との単位互換の手引き������175
佐賀大学との単位互換協定に関する運用要項
��������������������175
大学コンソーシアム佐賀���������177
国際交流����������������178

履
修
関
係

－ 71 －



授業科目・履修方法及び単位認定

１．授業科目は、共通教育科目、専門教育科目及び免許・資格等に係わる教育科目に分かれています。
２．卒業に係わる授業科目及び単位数は、学則に示す別表１から別表８のとおりです。
３．免許・資格等に係わる授業科目及び単位数は、学則に示す別表９から別表 17 までのとおりです。
４．１単位の授業科目は、45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方
法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を
計算することになっています。
１）講義については、15 時間の授業をもって１単位とします。ただし、授業の方法に応じ、30 時間の
授業をもって１単位とすることができることになっています。

２）演習については、30 時間の授業をもって１単位とします。ただし、授業の方法に応じ、15 時間の
授業をもって１単位とすることができることになっています。

３）実験・実習及び実技については、45 時間の授業をもって１単位とします。ただし、授業の方法に応じ、
30 時間の授業をもって１単位とすることができることになっています。

５．卒業研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、別に単位数を定めることがで
きることになっています。

卒業要件

各学部・学科の卒業に必要な単位数は次のように定められています。みなさんは所属する学科の卒業要
件に基づき、4年間の履修を進めて行きます。

履　修　関　係

【健康栄養学部】

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康ス
ポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

学科
専門
科目

健康栄養学科 20 単位以上 2単位 2単位 2単位 98単位
以上

124 単位
以上

※管理栄養士国家試験受験資格、教員免許状などの資格や免許を希望する場合は、卒業要件単位の他にそれぞれ指定され
た科目の単位を修得しなければなりません。
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【リハビリテーション学部】

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康ス
ポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

専門
基礎
科目

専門
科目

リハビリ
テーション
学科

理学療法学
専攻 22 単位以上 2単位 40単位

以上
65単位
以上

129 単位
以上

作業療法学
専攻 22 単位以上 2単位 42単位

以上
63単位
以上

129 単位
以上

※卒業要件を満たし卒業見込みであれば、理学療法学専攻は理学療法士、作業療法学専攻は作業療法士の各国家試験受験
資格を得ることができます。

【子ども学部】

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連携・
学部間
連携基礎

人間と
文化

くらし
の科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ＩＣＴ
の理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

専門
基幹
科目

専門
展開
科目

ゼミ
ナール

卒業
研究

子ども
学科 12 単位以上 6単位

以上 2単位 2単位 8単位 88 単位以上 2単位 4単位 124単位
以上

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連携・
学部間
連携基礎

人間と
文化

くらし
の科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ＩＣＴ
の理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

専門
基礎
科目

専門
基幹
科目

専門
展開
科目

ゼミ
ナール

卒業
研究

心理カ
ウンセ
リング
学科

18 単位以上 2単位 2単位 10単位 84 単位以上 4単位 4単位 124 単位
以上

※保育士資格、教員免許状などの資格や免許を希望する場合は、卒業要件単位の他にそれぞれ指定された科目の単位を修
得しなければなりません。

【健康福祉学部】

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康ス
ポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

学科
専門
科目

社会福祉学科 2単位
以上 10 単位以上 2単位

以上
6単位
以上 2単位 2単位 4単位 96単位

以上
124 単位
以上

スポーツ
健康福祉学科 20 単位以上 2単位 2単位 4単位 96単位

以上
124 単位
以上

※社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の各国家試験受験資格、教員免許状などの資格や免許を希望する場合は、そ
れぞれ指定された科目の単位を修得しなければなりません。
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◎卒業の要件として履修すべきか否かにより次のように分類されます。
１．必修科目（必ず履修しなければならない科目）
２．選択必修科目（指定された方式で選択し、必ず履修しなければならない科目）
３．選択科目（在籍する学部、学科で指定された科目のうち適宜選択できる科目）

卒業延期

学則第 9条に定める単位数を修得できない場合には卒業延期となりますので、着実に学修を重ねていく
ことが必要です。

【看護学部】

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康ス
ポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

専門
基礎
科目

専門
科目

看護学科 5単位 8単位以上 7単位
以上 2単位 26 単位 78 単位

以上
126 単位
以上

※卒業要件を満たし卒業見込みであれば、看護師の国家試験受験資格を得ることができます。
　保健師国家試験受験資格、教員免許状を希望する場合は、卒業要件単位の他にそれぞれ指定された科目の単位を修得し
なければなりません。
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学科目の区分

学科目の区分は、次のように分類されています。
【健康栄養学部】【健康福祉学部社会福祉学科】【看護学部】

●共通教育科目

●専門教育科目　　各学科専門教育科目（学科別に開講されている専門教育科目）
●資 格 科 目　　教職に関する専門教育科目（教員免許状取得のために指定された科目）

【健康福祉学部スポーツ健康福祉学科】【子ども学部子ども学科】

●共通教育科目

●専門教育科目　　各学科専門教育科目（学科別に開講されている専門教育科目）及び教
職に関する専門教育科目（教員免許状取得のために指定された科目）

【リハビリテーション学部】

●共通教育科目

●専門教育科目　　各専攻専門教育科目（専攻別に開講されている専門教育科目）

【子ども学部 心理カウンセリング学科】

●共通教育科目

●専門教育科目

キャリア形成
地域連携・学部間連携基礎
人間と文化
くらしの科学
健康スポーツ
国 際 理 解
外国語によるコミュニケーション理解
I C T の理解

キャリア形成
地域連携・学部間連携基礎
人間と文化
くらしの科学
健康スポーツ
国 際 理 解
外国語によるコミュニケーション理解
I C T の理解

キャリア形成
地域連携・学部間連携基礎
人間と文化
くらしの科学
健康スポーツ
国 際 理 解
外国語によるコミュニケーション理解
I C T の理解

キャリア形成
地域連携・学部間連携基礎
人間と文化
くらしの科学
健康スポーツ
国 際 理 解
外国語によるコミュニケーション理解
I C T の理解
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学外実習の履修

学外実習を履修する場合は、各学科において次の条件があります。

１．健康栄養学科における臨地実習（学外実習）について
健康栄養学科の臨地実習（学外実習）については、免許・資格についての頁をご覧ください。

２．社会福祉学科における学外実習について
社会福祉学科の学外実習については、免許・資格についての頁をご覧ください。

３．スポーツ健康福祉学科における学外実習について
スポーツ健康福祉学科の学外実習については、免許・資格についての頁をご覧ください。

４．リハビリテーション学部における臨床実習の履修基準
臨床実習の履修及び単位修得には以下の規定があります。

⑴　臨床実習Ｉの単位は、臨床実習Ｉを除き１年次に配当される必修科目の単位を全て修得していない
と単位を修得できません。

⑵　臨床実習Ⅱは、臨床実習Ⅰの単位を修得した者が履修し、臨床実習Ⅱを除き２年次に配当された全
ての必修科目の単位を修得していないと単位を修得できません。

⑶　臨床実習Ⅲは、３年次前期までの必修科目の単位を修得した者が履修し、臨床実習Ⅲを除き３年次
に配当された全ての必修科目の単位を修得していないと単位を修得できません。

⑷　臨床実習Ⅳ -1、Ⅳ -2 は、３年次後期までに修得すべき単位を全て修得し、且つ 110 単位以上を修
得した者が履修できます。

５．子ども学科における学外実習について
子ども学科の教育実習・保育実習については、免許・資格についての頁をご覧ください。

６．心理カウンセリング学科における学外実習について
心理カウンセリング学科の心理実習についてはシラバスをご覧ください。

７．看護学科における臨地実習について
各学年に開講されている臨地実習科目の履修条件は、「西九州大学看護学部進級制限内規」に定める第

2条 1号または 2号に該当しない者とする。また、実習に関する詳細は実習要項で確認すること。
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履修登録単位数の上限

適切な学習量を確保するため、各学部では１学期間に履修科目として登録できる単位数の上限について、
以下のとおり定めています。

≪西九州大学健康栄養学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規≫
（趣旨）
第１条　この内規は、大学設置基準第２７条の２及び学則第９条第１項の規定に基づき、学生の適切な
学習量を確保すること及び単位制度の実質化を図るため、健康栄養学部において各年次に履修科目と
して登録できる単位数の上限に関し必要な事項を定めるものとする。

（対象科目）
第２条　学生の履修登録の上限単位数の対象となる授業科目は、本学及び他大学等で卒業の要件として
履修する授業科目（以下「卒業要件科目」という）とする。ただし、卒業要件科目であっても集中講義、
学外で行う実習科目及び海外研修（留学を含む）で開講する授業科目は上限単位数の対象とはしない。

２　教員免許資格取得にかかわる教職に関する科目は、上限単位数の対象とはしない。
（履修登録上限単位数）
第３条　学生の授業科目の履修登録単位数は、各年次において 50�単位を上限とする。
２　１学期の履修登録単位数は、30�単位を上限とする。
３　上級学年の授業科目を履修登録することはできない。
４　再履修科目の単位数を含めるものとする。
５　在学年数が４年を超えた者は、対象としない。
附　則（平成 26 年 3 月 6 日）
１　この内規は、平成 26�年４月１日から施行する。

≪西九州大学健康福祉学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規≫
（趣旨）
第１条　この内規は、大学設置基準第２７条の２及び学則第９条第２項の規定に基づき、学生の適切な
学習量を確保すること及び単位制度の実質化を図るため、健康福祉学部において各年次に履修科目と
して登録できる単位数の上限に関し必要な事項を定めるものとする。

（対象科目）
第２条　学生の履修登録の上限単位数の対象となる授業科目は、本学及び他大学等で卒業の要件として
履修する授業科目（以下「卒業要件科目」という）とする。ただし、卒業要件科目であっても集中講義、
学外で行う実習科目及び海外研修（留学を含む）で開講する授業科目は上限単位数の対象とはしない。

２　教員免許資格取得にかかわる教職に関する科目は、上限単位数の対象とはしない。
（履修登録上限単位数）
第３条　学生の授業科目の履修登録単位数は、各年次において 50�単位を上限とする。
２　１学期の履修登録単位数は、30�単位を上限とする。
３　上級学年の授業科目を履修登録することはできない。
４　再履修科目の単位数を含めるものとする。
５　在学年数が４年を超えた者は、対象としない。
附　則（平成 19�年 12�月 13�日）
１　この内規は、平成 20�年 4�月 1�日から施行する。
２　平成 20�年３月 31�日に健康福祉学部に在学する者（以下「在学者」という）及び平成 20�年４月
１日以降において在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については適用しない。

附　則（平成 23�年 12�月 15�日）
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１　この内規は、平成 24�年４月１日から施行する。
２　平成 24�年３月 31�日に健康福祉学部に在学する者（以下「在学者」という）及び平成 24�年４月
１日以降において在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については適用しない。

≪西九州大学リハビリテーション学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規≫
（趣旨）
第１条　この内規は、大学設置基準第 27�条の２及び学則第９条第３項の規定に基づき、学生の適切な
学習量を確保すること及び単位制度の実質化を図るため、リハビリテーション学部において各年次に
履修科目として登録できる単位数の上限に関し必要な事項を定めるものとする。

（対象科目）
第２条　学生の履修登録の上限単位数の対象となる授業科目は、本学及び他大学等で卒業の要件として
履修する授業科目（以下「卒業要件科目」という。）とする。ただし、卒業要件科目であっても集中講義、
学外で行う実習科目及び海外研修（留学を含む）で開講する授業科目は上限単位数の対象とはしない。

（履修登録上限単位数）
第３条　学生の授業科目の履修登録単位数は、各年次において 50�単位を上限とする。
２　１学期の履修登録単位数は、30�単位を上限とする。
３　上級学年の授業科目を履修登録することはできない。
４　再履修科目の単位数を含めるものとする。
５　在学年数が４年を超えた者は、対象としない。
附　則（平成 20�年１月 24�日）
１　この内規は、平成 20�年４月１日から施行する。
２　平成 20�年３月 31�日にリハビリテーション学部に在学する者（以下「在学者」という。）及び平
成 20�年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学する者については適用しない。

附　則（平成 23�年 12�月 15�日）
１　この内規は、平成 24�年４月１日から施行する。
２　平成 24�年３月 31�日にリハビリテーション学部に在学する者（以下「在学者」という。）及び平
成 24�年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学する者については適用しない。

≪西九州大学子ども学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規≫
（趣旨）
第１条　この内規は、大学設置基準第 27�条の２及び学則第９条第４項の規定に基づき、学生の適切な
学習量を確保すること及び単位制度の実質化を図るため、子ども学部において各年次に履修科目とし
て登録できる単位数の上限に関し必要な事項を定めるものとする。

（対象科目）
第２条　学生の履修登録の上限単位数の対象となる授業科目は、本学及び他大学等で卒業の要件として
履修する授業科目（以下「卒業要件科目」という。）とする。ただし、卒業要件科目であっても集中
講義、学外で行う実習科目及び海外研修（留学を含む）で開講する授業科目は上限単位数の対象とは
しない。

（履修登録上限単位数）
第３条　学生の授業科目の履修登録単位数は、子ども学科は各年次において 50�単位を上限とする。心
理カウンセリング学科については、46 単位を上限とする。

２　１学期の履修登録単位数は、30�単位を上限とする。
３　上級学年の授業科目を履修登録することはできない。
４　再履修科目の単位数を含めるものとする。
５　在学年数が４年を超えた者は、対象としない。
附　則
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この内規は、平成 21�年４月１日から施行する。
附　則（平成 23�年 12�月 15�日）
１　この内規は、平成 24�年４月１日から施行する。
２　平成 24�年 3 月 31�日に子ども学部に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 24�年４月
１日以降において在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については適用しない。

附　則（平成 26 年 3 月 6 日）
この内規は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

※看護学部については、授業科目の履修登録単位数の上限は設定しておりません。
　ただし、上級学年の授業科目を履修登録することはできません。

履修申告

１．履修科目の登録について
　　各学期に履修する科目について学期の始めに、「学生ポータルサイト」から各自でWeb 履修登録
申請します。

　　履修登録用の時間割表（ガイダンス等で配付）は、学生便覧に記載されている各教育課程表の学年
配当に基づいて作成されています。学生便覧等で卒業要件や資格取得要件をしっかり確認し、履修登
録を行ってください。

　　「履修登録」をしていない科目は、授業に出席しても「無効」となり、単位は認定されません。
　　また、希望する免許は、『授業・資格・免許希望』から登録をし、科目・資格免許希望に誤りがな
いかを確認してください。

　　履修登録期間中は、何度でも科目・資格免許希望の変更は可能です。
　　なお、履修登録が終了したら、「時間割表印刷」を選択し、印刷してください。

　「履修登録期間」
　　学生は、次に定める期限までに履修登録手続きを行わなければなりません。
前期分　４月上旬～４月中旬
後期分　９月下旬～10月上旬 ｝各期の開講日から１週間以内

　　※日程については、ガイダンス等で案内します。

　「履修登録の方法」
　　原則、「学生ポータルサイト」の『授業・履修登録』から各自で登録を行いますが、以下のような
場合があります。

　⑴　受講許可を必要とする履修登録
　　他学部他学科の授業科目や読替を必要とする再履修科目を履修する場合は「他学部他学科科目 ･
再履修（読替）履修科目届出書」の提出が必要です。

　⑵　履修人数の調整
　　共通教育科目など履修希望者が多い科目については、調整を行うことがあります。

　⑶　事前登録
　　一部の科目について、大学側で事前に履修登録を行うものがあります。
　　事前登録を行う科目等については、別途連絡します。

　　⑴�⑵�⑶の履修登録は大学側で行いますので「学生ポータルサイト」の『授業・履修登録』で登録
する必要はありませんが、履修登録確認期間内に「時間割表印刷」を選択し、印刷した個人時間割表
で必ず登録された科目を確認してください。
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２．履修登録の「科目追加、訂正及び取消」について
　　履修登録確認後における授業科目の追加、訂正又は取消は、次のとおりとします。
　⑴　授業科目の追加、訂正
　　　追加、訂正期間　※日程については、別途連絡します。

　　　　前期：４月中旬
　　　　後期：10 月上旬 ｝各期の開講日から２週間以内 　

　　履修登録期間終了後、履修科目に変更がある場合は、「個人別時間割表」を印刷したものに朱書
きで訂正をして、履修登録確認期間内に教務課へ申し出てください。

　⑵　履修科目の取消期間
　　　取消期間　※日程については、別途連絡します。

　　　　前期：５月中旬
　　　　後期：11 月上旬 ｝各期の開講日から５週間以内 　

　⑶　履修科目の取消手続きについて
　　開講日から５週目までは、本人の申し出により授業科目の取消を受け付けます。
　　教務課に申し出ると共に、「履修申告科目取消票（黄色）」を授業担当教員に提出してください（両
方で「取消」完了）。取消期間以降の履修取消は、一切受け付けません。ただし、集中講義等、開
講前の取消については、開講前日まで受け付けます。

※受講の意志がない授業科目の登録は、ＧＰＡの数値にも影響を及ぼすため、確実に取消を行って
ください。

試　　験

単位の認定の大部分は、試験によって行われます。試験についての大綱は、「試験に関する規程」に詳
しく示されております。以下各種の試験を具体的に列挙します。

１．定期試験
定期試験は、前・後期の終わりにあたる７月（８月）と１月（２月）に授業予備日等を利用して実施

されます。ただし、授業担当教員によっては、随時行う試験又はその授業についてのレポート・論文・
報告書などの提出をもって定期試験に代えることがあります。定期試験受験の際には、特に以下の点に
注意してください。
⑴　授業予備日（定期試験等）時間割表は、授業予備日開始の２週間前に教務課掲示板に発表されるの
で、各自確認して、間違いのないようにしてください。なお、時間割発表後にその内容に変更があっ
た場合は、教務課掲示の時間割を訂正することで通知します。

⑵　試験会場は、平常の教室と異なる場合があり、受講者の人数によっては、２教室以上での試験実施
となることもありますので、試験時間割にて自分の受験する会場をよく確認してください。

⑶　学生証は必ず携行し、試験会場では指定された席に着席し、机の上に置いてください。試験当日、
学生証を忘れた者には、当日限り有効の「仮学生証」（発行は半期に 4回限りです。）を発行しますの
で、学生支援課へ申し出て、所定の手続きを行ってください。なお、仮学生証は当日中に必ず返却し
てください。

⑷　答案用紙には、必ず学籍番号及び氏名を記入してください。無記入の答案は無効となり、採点され
ませんので注意してください。

⑸　次に示す授業科目は試験時間割には記載されておりません。
これらについては、別途科目担当教員または教務課より指示をします。
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・レポートや作品の提出によるもの
・試験期間以外の日に試験を実施するもの

２．追試験
追試験は、正当な理由により、定期試験を受験できなかった者に対し、日を改めて実施される試験を

言います。
事前に受験ができないことが明らかな場合は、早めに科目担当教員及び教務課へ連絡し届け出ること

が必要です。
⑴　やむを得ず追試験を受験せざるを得なくなった者は、所定の期日までに試験欠席届を教務課へ提出す
るとともに、その理由を裏付ける証明書等の提出が必要となります。追試験の受験が認められる主な具
体例を下記に示しますので、追試験を受験するにはどのような手続きをとればよいか確認してください。

（各事例と提出する証明書の種類）
①　受験すべき科目の試験時間が２科目以上重複した場合は、教務課備え付けの試験重複届
②　疾病の場合は、医師の診断書又はそれに準ずるもの
③　就職試験の場合は、受験先事業所の受験証明書
④　校外実習（教育・施設・病院等）の場合は、各担当教員の証明書（実習先・期間を明記したもの）
⑤　３親等（父母・義父母・兄弟姉妹・祖父母・曽祖父母・伯父母・叔父母等）以内の忌引の場合は、
葬儀の会葬礼状または家族の証明書

⑥　父母、義父母、兄弟姉妹の危篤の場合は、家族の証明書
⑦　交通機関の途絶あるいは延着の場合は、各交通会社発行の証明書
⑧　交通事故の場合は、警察の事故証明書
⑨　不慮の災害に遭遇した場合は、各自治体または消防署等の証明書
⑩　大学の代表として公式試合等に参加する場合は、大会実施要綱及び顧問教員認印の証明書
⑪　その他特に認められた場合は、それを証明するもの
試験時間割表の見間違え、寝坊等、本人の不注意による場合は、一切追試験の対象とはなりません。
また、交通渋滞を理由とする追試験は認められませんので、特に試験期間中は時間に余裕をもっ
て登校してください。

⑵　追試験が認められた場合の評価は、通常の試験と同様に 100�点満点での採点となります。なお、
追試験の結果については、所定期日後に各自、学生ポータルサイトで確認してください。

⑶　追試験受験料（１科目につき 500�円）の納付から受験までの流れは、次のとおりです。

追試験の受験の際は、必ず受験票を持参してください。受験票は、追試験受験願を提出する際に控え
として渡します。
また、追試験は、定期試験後に日程を別に設けて実施します。
※受験すべき科目の試験時間が２科目以上重複した場合は、所定の期日までに「試験重複届」を提出
すれば、追試験受験料 500�円の納付は不要です。

定
期
試
験
の
欠
席

追
試
験
の
受
験

試験欠席届の提出
（各種証明書を添付
すること）

◎事前に欠席が明確な
場合は、教務課及び
科目担当教員へ連絡
しておくこと。

追試験受験願の記入

◎受験願に教務課の
認印をもらう。

券
売
機
で
証
紙
を
購
入

（
１
科
目
に
つ
き
５
０
０
円
）

証
紙
を
貼
付
し

追
試
験
受
験
願
を
堤
出

（教務課） （教務課） （事務局券売機） （教務課）
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３．再試験
　再試験は、定期試験が不合格の者に対して行う試験です。
　ただし、科目担当教員が認めた場合に行います。
⑴　再試験も追試験と同様に定期試験後に、別に日程を設けて実施します。
⑵　再試験の最高得点は 60�点となります。なお、再試験の結果については、所定期日後に、各自ポー
タルサイトで確認してください。

⑶　再試験受験料（１科目につき 1,000�円）の納付から受験までの流れは次のとおりです。

再試験の受験の際は、必ず受験票を持参してください。受験票は、再試験受験願を提出する際に控え
として渡します。

４．レポートの提出
特に定期試験の前後あるいは通常授業の中で成績の資料として、レポートを提出することがしばしば

あります。
レポートの提出については、原則として、授業時間中に直接、担当教員に提出します。
ただし、追・再試験に代わるレポートは、原則として教務課へ提出しますが、その場合、追・再試験

受験票をレポートに添付のうえ提出してください。（提出期限に注意）
なお、追・再試験、担当教員の都合による教務課扱いのものはすべて、所定の表紙（教務課で配付）

をつけて提出してください。表紙は、必ずボールペン書きとし、表紙のないもの、提出期限を過ぎての
提出は、一切受け付けませんので、注意してください。

５．受験資格について
受験にあたっては、受験資格要件が定められております。次の事項に該当する場合は受験することが

できませんので、各自注意してください。
①　当該期の学費その他の納付金が未納の者（「学費納入延期・分納願」を提出し、許可された者は除
きます）

②　試験を受けようとする科目を、その学期において履修していない者
③　試験を受けようとする科目に対する出席時間数が開講時間数の３分の２に満たない者
④　介護実習及び看護学科における臨地実習については出席時間数が開講時間数の５分の４に満たない者
⑤　学生証を所持していない者
⑥　試験開始後 20�分以上遅刻した者

６．不正行為に対する措置について
当然あってはならないことですが、もし不正行為（カンニング）が発覚した場合は、次のような措置

がとられます。
定期試験、追試験及び再試験の場合は、教授会の議を経て当該期の受験科目をすべて無効とすること

があります。

定
期
試
験
結
果
発
表

受
験
科
目
が
不
合
格
の
場
合

再
試
験
の
受
験

再試験受験願の記入

◎再試験の実施の有無
を確認する。
◎再試験の受験資格が
あるかどうか確認す
る。
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（教務課） （事務局券売機） （教務課）
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不正行為（カンニング）が発覚した場合、４年間で卒業することができなくなる場合がありますので、
注意してください。
以上のことがらを「受験心得」としてまとめておきます。

《受験心得》
１　受験者は、試験場において試験監督者から指示された座席に着席し、試験中は、常に学生証を机上
の見やすい所に置いてください。

２　追試験又は再試験の受験者は、上記１の学生証のほか受験する科目の追試験受験票又は再試験受験
票を机上の見やすい所に置いてください。

３　学生証を紛失又は忘れた場合は、学生支援課で当日限り有効の仮学生証を借用し、呈示してくださ
い。受験後は、当日中に速やかに学生支援課へ返却してください。

４　追試験、再試験において、受験する科目の追試験受験票又は再試験受験票を紛失又は忘れた場合は、
教務課へ行き、その指示に従ってください。

５　レポート・論文等で提出する場合は、本学所定の表紙を用い、指定された提出先へ提出してくださ
い。追試験又は再試験の場合は、本学所定の表紙を用い、受験する科目の追試験受験票又は再試験受
験票を添付してください。なお、表紙は、教務課で配付しています。

６　受験者が態度不良等で監督者の指示に従わない場合には、監督者は、その受験者に対し学生証及び
答案用紙を取り上げて試験場より退場を命ずることがあります。

７　答案用紙等には、必ず学籍番号及び氏名を明記してください。無記名の答案は、無効となります。
８　受験中は、私語をしないでください。
９　受験者相互間の物品（教科書、報告書・レポート、ノート、筆記用具、消しゴム、ナイフその他）
の貸借行為は、禁止します。

10　その他受験中に不正行為や紛らわしい行為はしないでください。
11　遅刻は当該試験科目開始後 20�分まで認めます。なお、遅刻者の試験時間の延長はしません。
12　受験者は、試験開始後 30�分以内の退場を禁止します。
13　試験場を退場する場合は、必ず試験答案を監督者の指示する所定の場所に提出してから退場してく
ださい。

14　試験答案を試験場外へ持ち出さないでください。
15　携帯電話等を試験場の机上に置かないでください。又試験中は携帯電話等の電源を必ず切り、携帯
電話等に触れないようにしてください。

　　なお、上に述べた各種の試験の実施は、以下に示す「試験に関する規程」に基づくものです。参考
のためにその規程を示しておきましょう。

≪試験に関する規程≫
（趣旨）
第１条　この規程は、西九州大学学則（以下「学則」という。）第１３条の規定に基づき、試験に関す
ることを規定する。

（試験区分）
第２条　試験の区分は、定期試験、追試験及び再試験とする。
２　定期試験とは、毎学年の各学期末に行う試験をいう。ただし、学科目担当教員が適当と認めたとき
は、随時行う試験又はその授業についてのレポート課題・論文・報告書などの提出をもって定期試験
に代えることがある。

３　追試験とは、定期試験の受験資格を有する者が、疾病その他やむを得ない事由により、これらの試
験を受験できなかった場合、その者に対し、学科目担当教員が必要と認めた場合に行う試験をいう。

４　再試験とは、定期試験及び追試験の成績が不合格であった者に対して、学科目担当教員が必要と認
めた場合に行う試験をいう。
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（追試験、再試験の受験手続き）
第３条　追試験及び再試験の受験手続きは、次のとおりとする。
２　追試験を受験しようとする者は、試験欠席届及び追試験受験願に所定の事項を記入し、事実を証明
する以下の「証明書」等を添付し、所定の期日までに教務課に提出しなければならない。
⑴　疾病については、医師の診断書又はそれに準ずるもの
⑵　就職試験については、受験先事業所の受験証明書
⑶　教育、施設及び病院の実習等については、各担当教員の証明書
⑷　父母、義父母、兄弟姉妹、祖父母、曽祖父母、伯父母、叔父母等３親等以内の忌引については、
葬儀の会葬礼状又は家族の証明書

⑸　父母、義父母、兄弟姉妹の危篤については、家族の証明書
⑹　交通機関の途絶及び延着については、各会社発行の証明書
⑺　交通事故については、警察の事故証明書
⑻　不慮の災害については、各自治体又は消防署等の証明書
⑼　大学の代表として参加する公式試合等については、大会実施要項等及び顧問教員認印の証明書
⑽　受験すべき科目の試験時間が２科目以上重複した場合は、教務課備え付けの試験重複届
⑾　その他特に認められた場合は、その証明書又は許可証

３　再試験を受験しようとする者は、再試験願に所定の事項を記入し、所定の期日までに教務課に提出
しなければならない。

（追試験、再試験の受験料）
第４条　追試験及び再試験の受験料は、次の各号のとおりとし、所定の期日までに総務課に納入しなけ
ればならない。
⑴　追試験については、１科目につき 500�円
⑵　再試験については、１科目につき 1,000�円

（受験資格）
第５条　次の各号の一に該当する者は、各試験を受験することができない。
⑴　学費等の未納者（「学費納入延期・分納願」を提出し、許可された者を除く。）
⑵　所定の期間内に受験する履修科目の登録をしなかった者
⑶　学則第１３条の規定により、試験を受けようとする科目に対する出席時間数が開講時間数の３分
の２に満たない者（介護実習及び看護学部看護学科における臨地実習については、出席時間数が開
講時間数の５分の４に満たない者）

⑷　受験に際して学生証を呈示できない者
⑸　受験科目の試験開始後２０分以上遅刻した者

（学生証等の呈示）
第６条　受験者は、監督者に指示された座席に着席し、試験中は、常に学生証を机上の見やすい所に置
かなければならない。

２　学生証を紛失又は忘れた場合は、学生支援課で当日限り有効な仮学生証を受取り呈示しなければな
らない。

３　追試験、再試験においては、学生証のほか、受験する科目の追試験受験票又は再試験受験票を机上
の見やすい所に置かなければならない。

（試験の実施）
第７条　試験は、次の各号に基づいて行う。
⑴　答案用紙等には、必ず学籍番号及び氏名を明記すること。無記名の答案は、無効とする。
⑵　不正行為を行ってはならない。
⑶　受験者が態度不良等で監督者の指示に従わない場合には、監督者は、その受験者に対し学生証及
び答案用紙を取り上げて試験場より退場を命ずることができる。

⑷　遅刻者に対し試験時間の延長は、行わない。
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⑸　受験者は、試験開始後３０分を経過しなければ退場することができない。
（不正行為に対する措置）
第８条　定期試験、追試験及び再試験においてカンニング等の不正行為を行った者に対しては、教授会
の議を経て、学長がその者の当該学期の受験科目をすべて無効とすることができる。

２　本学が実施する試験等における極めて悪質な行為については、学則第４０条によるものとする。
（試験の成績）
第９条　各試験の成績は、次のとおりとする。
⑴　定期試験及び追試験の最高点は、各科目とも１００点とする。
⑵　再試験の最高点は、各科目とも合格最低点の６０点とする。

（成績の評価表示）
第 10�条　各試験の成績の評価表示は、学則第１３条の規定による。

附　則（平成 15 年１月 23 日、全部改正）
１　この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。
２　試験に関する規程（昭和 58 年４月１日制定）は、廃止する。

附　則（平成 26 年 1 月 16 日）
この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。

附　則（平成 27 年 3 月 5 日）
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 30 年 2 月 15 日）
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 31 年 1 月 24 日）
この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

単位修得

１．単位認定
単位認定は学則第９条（P.293~294）ならびに第 13�条（P.296）に基づいて行われます。
なお、卒業にあたり各学部各学科では、「卒業研究ゼミナールⅠ」「卒業研究ゼミナールⅡ」・「卒業演

習」・「卒業研究」・「発展ゼミナールⅢ（含卒業研究）」・「スポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究）」・「看
護研究ゼミナール」を、次に示すとおり２～５単位を課します。

【健康栄養学部】
⑴　健康栄養学科は、「卒業研究ゼミナールⅠ」1単位、「卒業研究ゼミナールⅡ」2単位、「卒業演習」
または「卒業研究」2単位、合計 5単位。

【健康福祉学部】
⑴　社会福祉学科は、「発展ゼミナールⅢ（含卒業研究）」４単位。
⑵　スポーツ健康福祉学科は、「スポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究）」４単位。

【リハビリテーション学部】
⑴　リハビリテーション学科は、「卒業研究」２単位。

【子ども学部】
⑴　子ども学科は、「卒業研究」４単位。
⑵　心理カウンセリング学科は、「卒業研究」４単位。

【看護学部】
⑴　看護学科は、「看護研究ゼミナール」２単位。
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２．単位修得の確認
成績の発表
⑴　各学期の成績は、所定期日以降に、各自学生ポータルサイトで確認してください。（P.51 参照）
⑵　単位を修得した科目、単位数並びにその成績は、成績証明書に記載されます。この証明書には、
これまでに修得したすべての単位が記載されています。

３．成績の評価表示
成績の評価表示については、学則第 13�条第６号で、「試験の成績の評価表示は、100�点～�80�点をＡ、

79�点～�70�点をＢ、69�点～�60�点をＣ、59�点～０点をＤ（不可）の４段階とし、Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｄ（不
可）を不合格とする」と定められています。

４．成績に関する質問等について
成績評価に質問等申し立てがある場合は、成績発表日から 2週間以内（4年次生後期の成績について

は 2日以内）に所定の様式による申立書を教務課に提出してください。質問等への回答内容については、
教務部長が申し立てを行った学生に通知します。申立書への回答通知を受けた学生は、回答内容につい
ての確認書を作成のうえ、教務課に提出してください。
講義への出席、欠席は、日ごろの学習状況を判断する目安ともなります。皆さんはそのことをよく承

知していなければなりません。なお、詳しくは学則の第 13�条を参照してください。（P.296 参照）

ＧＰＡ （Grade Point Average） による成績評価について

本学では、学業成績を測る基準として「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」と記していますが、学習の到
達目標と成績評価をより明確にし、個々の適切な履修計画と学習意欲の向上を目指し、ＧＰＡ＜�Grade�
Point�Average：成績評定平均値＞（以下「ＧＰＡ」という。）制度を導入しています。

１．対象授業科目
ＧＰＡの算出の対象科目は、開講された全ての授業科目のうち、４段階の成績評価を受けた授業科目

とします。

２．配　　点
評価された成績の段階ごとに、表１に示すＧＰを配点します。ただし、本学以外で修得した授業科目

又は入学前に修得した授業科目は、配点の対象授業科目としません。

３．ＧＰＡの種類及び計算方法
ＧＰＡは、次の各号に区分し、当該各号に定める方法により計算します。この場合において、計算値

は、少数点以下第２位を四捨五入して表記します。
⑴　種　類
①　学生ごとのＧＰＡ

　表１

成績評価 ＧＰ算出時の表示 成績素点（100 点満点）� ＧＰ配点 合否

Ａ
Ｓ 90 ～ 100 ４ 合　格
Ａ 80 ～ 89 ３ 合　格

Ｂ Ｂ 70 ～ 79 ２ 合　格
Ｃ

Ｃ
60 ～ 69

１ 合　格
再Ｃ 60
Ｄ Ｄ 　　　　　59 以下 ０ 不　可
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イ　学期ごとＧＰＡ
一学期の、一授業科目の成績評価で得たＧＰに、当該一授業科目の単位数を乗じる計算を、当

該一学期に成績評価を受けた授業科目分行い、その合計を、当該一学期に成績評価を受けた授業
科目の単位数の合計で除して算出します。

ロ　通算ＧＰＡ
入学時から現在の学期までの、一授業科目の成績評価で得たＧＰに、当該一授業科目の単位数

を乗じる計算を、入学時から現在の学期までに成績評価を受けた授業科目分行い、その合計を、
入学時から現在までに成績評価を受けた授業科目の単位数の合計で除して算出します。

②　授業科目ごとのＧＰＡ
　一授業科目の履修学生ＧＰの合計を、当該一授業科目の履修学生数で除して算出します。

③　学部等（各学部）ごとのＧＰＡ
一学期における授業科目ごとＧＰＡの学部等の合計を、学部等で当該一学期に開講されたＧＰＡ

対象授業科目数で除して算出します。
④　学科等（学科、専攻及びコース）ごとのＧＰＡ
一学期における授業科目ごとＧＰＡの学科等の合計を、学科等で当該一学期に開講されたＧＰＡ

対象授業科目数で除して算出します。
⑵　計算方法
①　ＧＰＡ計算期日
ＧＰＡの計算は、学期ごとに指定された期日（以下「ＧＰＡ計算期日」という）までに確定した

成績に基づいて行います。
②　成績の保留又は追・再試験等について
期日までに成績が決定していない科目については、計算上は履修していないものとして扱います。

③　履修放棄科目の取扱い
履修登録確認日までに履修登録を取り消した場合及び教務部長等による履修登録の変更の措置が

行われた場合を除き、履修を放棄した科目の成績は、不可として扱います。
④　再履修等におけるＧＰの取扱い
不可と評価され、後に再履修等によって合格となった場合には、合格の評価が与えられた時点で

のＧＰ及び単位を算入し、以前のＧＰは計算式から除外します。
【ＧＰＡ計算例】
（A�科目 GP�×�A�科目単位数）＋（B�科目 GP�×�B�科目単位数）＋（C�科目 GP�×�C�科目単位数）＋・・・・・

（履修登録科目総単位数）

※�GPA�2.0�程度が平均的な成績とされています。
４．ＧＰＡの通知
ＧＰＡの学生への通知は、個人成績一覧表に学期ごとＧＰＡ及び通算ＧＰＡを表示します。

５．ＧＰＡの活用
ＧＰＡは各種免許・資格の履修指導、学外実習指導、就職指導、奨学金及び表彰等の参考資料としま

す。なお、各学科の方針により、成績上位者の表彰や履修、修学指導の資料にもなります。

６．ＧＰＡに基づく修学指導
≪健康栄養学科≫
単位修得状況に応じて修学指導を行います。修学指導が必要であるかの判定は、3�年次までの各年次

学期終了時における成績について下表のような基準にて行います。
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注１）各年次における学期の終了時（休業期間は除く）。
注２）全修得単位数またはＧＰＡが基準以下の場合に修学指導を行います。ただし、上記基準に該当す
る学生であっても、特別の事由があると学科会議で認めた場合には、その対象とはなりません。

注３）成績不振が続く場合は、退学等を勧告することがあります。
＊１　保証人（保護者等）とともに、担任による面談を受けます。
＊２　担任による面談を受けます。

注４）健康栄養学科における卒業研究の履修等に関する内規を参照（P.92）
注５）編入生についてはこの限りではありません。

≪社会福祉学科≫
ＧＰＡの状況に従って以下のように修学指導を行います。

１）各年次の終了時において、ＧＰＡが基準以下の場合に修学指導を行います。ただし、下記に該当す
る学生であっても、特別の事由があると学科会議で認めた場合には、その対象とはなりません。

２）成績不振が続く場合には、退学等を勧告することがあります。
３）編入生についてはこの限りではありません。

≪スポーツ健康福祉学科≫
単位修得状況に応じて修学指導を行います。修学指導が必要であるかの判定は、3年次までの各年次

学期終了時における成績について下表のような基準にて行います。

年次終了時のＧＰＡ 指導内容
1.2 以下 保証人（保護者）とともに、指導教員による面談を行う
1.7 以下 指導教員と本人とで面談を行う

【修学指導の基準】

審査時期注１） 審査基準注２）

修学指導方法注３）

年 次 学　 期 全修得単位数 ＧＰＡ

１
前 期

15 1.2 ＊１
18 1.7 ＊２

後 期
30 1.2 ＊１
35 1.7 ＊２

２
前 期

45 1.2 ＊１
53 1.7 ＊２

後 期
60 1.2 ＊１
70 1.7 ＊２

３注５） 前 期
75 1.2 ＊１
88 1.7 ＊２

後 期 卒業研究着手基準注４）に満たない学生 ＊１
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【修学指導の基準】

審査時期注１） 審査基準注２）

修学指導方法注３）

年次 学期 全修得単位数 ＧＰＡ

１
前期

15 1.2 ＊１
18 1.7 ＊２

後期
30 1.2 ＊１
35 1.7 ＊２

２
前期

45 1.2 ＊１
53 1.7 ＊２

後期
60 1.2 ＊１
70 1.7 ＊２

３
前期

75 1.2 ＊１
88 1.7 ＊２

後期 卒業研究着手基準注４）に満たない学生 ＊１

注１）各年次における学期の終了時（休業期間は除く）。
注２）全修得単位数またはＧＰＡが基準以下の場合に修学指導を行います。ただし、上記基準に該当
する学生であっても、特別の事由があると学科会議で認めた場合には、その対象とはなりません。

注３）成績不振が続く場合は、退学等を勧告することがあります。
＊１　保証人（保護者等）とともに、担任による面談を受けます。
＊２　担任による面談を受けます。

注４）スポーツ健康福祉学科におけるスポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究）の履修等に関する内規
を参照（P.93～94）

≪リハビリテーション学科≫
１）単位修得状況およびＧＰＡが 1.0 未満の場合、学生に対して修学指導を行います。ただし、単位修
得状況が良くても特別な事由があると学科会議で認めた場合も修学指導を行います。

２）成績不振が続く場合は、ＧＰＡを基に退学等を勧告することがあります。

≪子ども学科≫
単位修得状況に応じて指導を行います。要指導の判定は 3年次までの各年次終了時における成績につ

いて行います。
１）各年次終了時のＧＰＡが 1.0�以下の場合、担任による面談を実施します。
２）成績不振が続く場合は、退学等を勧告することがあります。
３）該当する学生であっても、特別の事由があると学科会議で認めた場合は、その対象となりません。

≪心理カウンセリング学科≫
単位修得状況に応じて指導を行います。要指導の判定は３年次までの各年次学期終了時における成績

について行います。
１）各学期終了時にGPA�が 1.0�未満の場合、保護者とともに担任による面談を実施します。
２）1.5�未満の場合、担任による本人との面談を実施します。
３）成績不振が続く場合は、退学等を勧告することがあります。
４）該当する学生であっても、特別の事由があると学科会議で認めた場合は、その対象となりません。
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≪看護学科≫
１）各年次終了時のGPAが 2.3 未満の場合、担任またはチューター教員による面談を実施します。
２）必要と判断される場合には、保護者とともに担任またはチューター教員による面談を実施します。
３）該当する学生であっても、特別の理由があると学科会議で認めた場合は、その対象となりません。
４）成績不振が続く場合は、退学等を勧告することがあります。

【再履修する場合の注意事項】
・授業科目の履修登録は、各年次において 50�単位（心理カウンセリング学科については 46 単位）を
上限とします。ただし、１学期間の履修登録単位数は、30 単位を上限とします。また、再履修科目
の単位数は、50 単位の中に含まれることとします。

　※看護学部については履修登録単位数の上限は設定しておりません。ただし上級学年の授業科目を履
修登録することはできません。

・未修得科目は原則として次年度に再履修しなければなりません。再履修科目が通常履修科目と時間が
重複した場合は、再履修科目を優先しなければなりません。

≪参照≫
・「西九州大学健康栄養学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規」P.77
・「西九州大学健康福祉学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規」P.77～78
・「西九州大学リハビリテーション学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規」P.78
・「西九州大学子ども学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する内規」P.78～79

欠席・公欠

１．欠　　席
病気・ケガ等で 1週間以上欠席する者は、事実を証明する書類（診断書等）を添付して速やかに教務

課へ欠席届を提出しなければなりません。
この場合、各科目担当教員へは直接事実を証明する書類（診断書等）を提示し連絡することが必要です。
なお、この欠席届を提出したことにより、出席の扱いとはしませんが、定期試験の受験資格について、

出席時数が不足する場合には考慮することになっています。
２．公　　欠
（学外実習参加のための公欠扱い）提出先：教務課
病院、福祉施設等への学外実習に参加する場合は、公欠として取扱います。

（忌引に係る公欠扱い）提出先：教務課
　次の日数を原則に公欠として認めます。
⑴　１親等の血族（父母・養父母・配偶者等）　７日間
⑵　２親等の血族（祖父母・兄弟姉妹等）　３日間
⑶　３親等の血族（曾祖父母・伯叔父母等）　１日間

（就職活動に係る公欠扱い）提出先：学生支援課
・就職試験及び面接
・就職志願先又は内定先から要請のあった実習、研修等への参加

（サークル活動等に係る公欠扱い）提出先：学生支援課
大学を代表して大会等に参加する場合は、公欠として取扱うことがあります。
・大学団体、競技団体の主催する競技会等への参加
・公共団体、施設等から要請のあったサークルの参加

（裁判員制度に係る公欠扱い）提出先：教務課
裁判員、若しくは裁判員候補者に選ばれたときは、必要日数を公欠として認めます。

（感染症に係る公欠取扱い）提出先：教務課
※ただし、感染症に罹患した場合は、速やかに学生支援課に電話連絡をすること。
学校保健安全法施行規則第 18 条に定められた感染症にかかった場合、学校における感染症への対
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応に従います。
Ⅰ　学校保健安全法施行規則第 18 条に定められている感染症の種類
種　類 病　　　　　名

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッ
サ熱、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (�病原体がコロナウイルス
属 SARS�コロナウイルスであるものに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がMERS コロナウイ
ルスであるものに限る）、鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスA属インフル
エンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1 であるものに限る。以下「鳥インフルエン
ザ (H5N1)」という。）
※上記の他、新型インフルエンザ等の感染症、指定感染症及び新感染症

第二種 インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H5N1）を除く。）、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、
水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急
性出血性結膜炎その他の感染症等
※この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウィ
ルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑（りんご病）、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、
流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ（伝染性軟属腫）、伝染性膿痂疹（とびひ）

Ⅱ　出席停止の期間
１　第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
２　第二種の感染症 (�結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。）�にかかった者については、次の期間。ただし、
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。

※医師に治癒したと診断された後、各科目担当教員へは直接事実を証明する書類（診断書等）を提示し
連絡することが必要です。
※インフルエンザにかかった場合は、インフルエンザ治療薬を処方されたことが証明できるもの（薬局
でもらえる処方薬説明書等）のコピーの提出でも可能です。
インフルエンザ（鳥インフルエンザ
（H5N1）及び新型インフルエンザ等
感染症を除く。）

発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで

百日咳 特有の咳せきが消失するまで又は 5日間の適正な抗菌性物質製剤
による治療が終了するまで

麻しん 解熱した後 3日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5日を経過し、か
つ、全身状態が良好になるまで

風しん 発しんが消失するまで
水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂か�皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後 2日を経過するまで

３　結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医
師において感染のおそれがないと認めるまで。

なお、公欠はあくまで欠席として取扱い、定期試験の受験資格について、出席時数が不足する場合には
考慮することになっています。

卒業研究

順調に単位を修得していくことによって進級していきますが、それには「健康栄養学科における卒業研
究の履修等に関する内規」、「社会福祉学科における発展ゼミナールⅢ（含卒業研究）の履修等に関する内
規」、「スポーツ健康福祉学科におけるスポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究）の履修等に関する内規」、「リ
ハビリテーション学科における卒業研究の履修等に関する内規」、「子ども学科における卒業研究の履修等
に関する内規」、「心理カウンセリング学科における卒業研究の履修等に関する内規」、「看護学科における
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看護研究ゼミナールの履修等に関する内規」が定められています。熟読しておいてください。

【健康栄養学部】
健康栄養学科における卒業研究の履修等に関する内規
卒業研究は、栄養士および管理栄養士の基礎的教養と専門の基盤となる幅広い知識を習得させ、もって

優れた指導能力と豊かな見識を備えた人材を育成することを目的とする。
この内規は、西九州大学学則第 15 条第４項の規定に基づき、健康栄養学科（以下「学科」という。）の

卒業研究の履修及び卒業等に関する取扱いについて必要な事項を定める。

１　卒業研究の履修科目
卒業研究は、３年次後期に「卒業研究ゼミナールⅠ」（１単位）、４年次前期に「卒業研究ゼミナール

Ⅱ」（２単位）を履修し、４年次後期には「卒業演習」（２単位）または「卒業研究」（２単位）のいず
れかを選択履修する。なお、卒業研究の内容は学科で定める。

２　履修資格
（1）　「卒業研究ゼミナールⅡ」の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、共通教育科目及び
専門教育科目にわたって、100 単位以上（卒業要件に加算されない単位は除く。）修得し、「卒業研究
ゼミナールⅠ」の単位を修得した者とする。また、「卒業研究」及び「卒業演習」は「卒業研究ゼミナー
ルⅡ」の単位を修得した者が履修できる。

（2）　前期に「卒業研究ゼミナールⅡ」、後期に「卒業研究」あるいは「卒業演習」を履修できなかった
者については、卒業見込証明書を発行しない。

３　指導教員
卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

４　「卒業研究」題目届
（1）　学生は、卒業研究題目を所定の期日までに決定し、指導教員の認印を受けて、教務課に届出るも
のとする。

（2）　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の
受付をしない。

（3）　題目等を変更した時は、指導教員の認印を受けて、速やかに、卒業研究題目変更届を教務課に提
出するものとする。

５　「卒業研究」の提出
卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。

６　卒業研究の審査及び報告
卒業研究の審査及び評価は、学科会議を経て、学科長が審査結果及び成績を教務課へ報告する。

７　「卒業研究」の保管
卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。

８　卒業の時期
（1）　4年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
（2）　卒業の時期は、3月又は 9月とする。
附　則（平成 30 年 3 月 1 日）
1　この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
2　平成 30 年 3 月 31 日に在学している者及び平成 30 年 4 月 1 日以降において在学者の属する年次に
編入学、転入学又は再入学する者に係る卒業研究の履修及び卒業等に関する取扱いについては、な
お従前の例によることができる。

3　「健康栄養学科における卒業研究・演習の履修等に関する内規」（平成 26 年 3 月 6 日制定）は、廃
止する。
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【健康福祉学部】
社会福祉学科における発展ゼミナールⅢ（含卒業研究）の履修等に関する内規
この内規は、西九州大学学則第 15�条第４項の規定に基づき、社会福祉学科（以下「学科」という。）

における発展ゼミナールⅢ（含卒業研究）（以下「卒業研究」という。）の履修及び卒業等に関する取扱い
について必要な事項を定める。
１　履修資格
⑴　卒業研究の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、共通教育科目及び専門教育科目にわ
たって、72�単位以上（卒業要件に加算されない単位は除く。）修得した者とする。ただし、編入学生
についてはこの限りではない。

⑵　卒業研究を履修できなかった者については、卒業見込証明書を発行しない。
２　指導教員
卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

３　卒業研究題目届
⑴　学生は、卒業研究題目を所定の期日までに決定し、指導教員の認印を受けて、教務課に届出るものとする。
⑵　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の受
付をしない。

⑶　題目等を変更した時は、指導教員の認印を受けて、速やかに、卒業研究題目変更届を教務課に提出
するものとする。

４　卒業研究の提出
卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。

５　卒業研究の審査及び報告
卒業研究の審査及び評価は、指導教員が行い、学科会議を経て、審査結果及び成績を教務課へ報告する。

６　卒業研究の保管
卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。

７　卒業の時期
⑴　４年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
⑵　卒業の時期は、３月又は９月とする。
附　則（平成 23 年３月８日）
１　この内規は、平成 23 年４月１日から施行する。
２　平成 23 年３月 31 日に在学する者に係る卒業研究の履修及び卒業等に関する取扱いについては、
この内規による規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　「卒業研究に関する規程」（昭和 58 年４月１日制定）並びに「社会福祉学科に係る総合ゼミナー
ルⅣ（含卒業研究）の審査等に関する規程」（平成 19 年２月 22 日制定）は、廃止する。

スポーツ健康福祉学科におけるスポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究）の履修等に関する内規
この内規は、西九州大学学則第 15 条第 4項の規定に基づき、スポーツ健康福祉学科（以下「学科」という）

におけるスポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究）（以下「卒業研究」という）の履修及び卒業等に関す
る取扱いについて必要な事項を定める。
１　履修資格
⑴　卒業研究の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、共通教育科目及び専門教育科目にわ
たって、90 単位以上修得した者とする。

⑵　卒業研究を履修できなかった者については、卒業見込証明書を発行しない。
２　指導教員
卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

３　卒業研究題目届
⑴　学生は、卒業研究題目を所定の期日までに決定し、指導教員の認印を受けて、教務課へ届けるものとする。
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⑵　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の受
付をしない。

⑶　題目等を変更した時は、指導教員の認印を受けて、速やかに、卒業研究題目変更届を教務課に提出
するものとする。

４　卒業研究の提出
　　卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。
５　卒業研究の審査及び報告
　　卒業研究の審査及び評価は、指導教員が行い、学科会議を経て、審査結果及び成績を教務課へ報告する。
６　卒業研究の保管
　　卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。
７　卒業の時期
⑴　４年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
⑵　卒業の時期は、３月又は９月とする。
附　則（平成 26 年 3 月 6 日）
この内規は、平成 26 年４月１日から施行する。

【リハビリテーション学部】
リハビリテーション学科における卒業研究の履修等に関する内規
　この内規は、西九州大学学則第 15�条第４項の規定に基づき、リハビリテーション学科（以下「学科」
という。）における卒業研究の履修及び卒業等に関する取扱いについて必要な事項を定める。
１　履修資格
⑴　卒業研究の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、開講された卒業に必要な必修科目の
うち不合格科目が 12�単位未満である者とする。

⑵　卒業研究を履修できなかった者については、卒業見込証明書を発行しない。
２　指導教員
卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

３　卒業研究題目届
⑴　学生は、卒業研究題目を指導教員と相談の上決定し、所定の期日までに学科に届出るものとする。
⑵　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の受
付をしない。

⑶　題目等を変更した時は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに学科に届出るものとする。
４　卒業研究の提出
　　卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。
５　卒業研究の審査及び報告
卒業研究の審査及び評価は、指導教員が行い、学科会議を経て、学科長が審査結果及び成績を教務課

へ報告する。
６　卒業研究の保管
　　卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。
７　卒業の時期
⑴　４年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
⑵　卒業の時期は、３月又は９月とする。
附　則（平成 23 年３月８日）
１　この内規は、平成 23 年４月１日から施行する。
２　平成 23 年３月 31 日に在学する者に係る卒業研究の履修及び卒業等に関する取扱いについては、
この内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　「卒業研究に関する規程」（昭和 58 年４月１日制定）並びに「リハビリテーション学科に係る卒
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業研究の審査等に関する規程」（平成 19 年４月１日制定）は、廃止する。

【子ども学部】
子ども学科における卒業研究の履修等に関する内規
この内規は、西九州大学学則第 15�条第４項の規定に基づき、子ども学科（以下「学科」という。）に
おける卒業研究の履修及び卒業等に関する取扱いについて必要な事項を定める。
１　履修資格
⑴　卒業研究の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、共通教育科目及び専門教育科目にわ
たって、80�単位以上修得した者とする。ただし、編入学生についてはこの限りではない。

⑵　卒業研究を履修できなかった者については、卒業見込証明書を発行しない。
２　指導教員
卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

３　卒業研究題目届
⑴　学生は、卒業研究題目を所定の期日までに決定し、指導教員の認印を受けて、教務課に届出るもの
とする。

⑵　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の受
付をしない。

⑶　題目等を変更した時は、指導教員の認印を受けて、速やかに、卒業研究題目変更届を教務課に提出
するものとする。

４　卒業研究の提出
卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。

５　卒業研究の審査及び報告
卒業研究の審査及び評価は、指導教員が行い、学科会議を経て、審査結果及び成績を教務課へ報告する。

６　卒業研究の保管
　卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。

７　卒業の時期
⑴　４年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
⑵　卒業の時期は、３月又は９月とする。
附　則（平成 23 年３月８日）
１　この内規は、平成 23 年４月１日から施行する。
２　平成 23 年３月 31 日に在学する者に係る卒業研究の履修等及び卒業に関する取扱いについては、
この内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　「卒業研究に関する規程」（昭和 58 年４月１日制定）並びに「子ども学科に係る卒業研究の着手
等に関する規程」（平成 21 年２月 26 日制定）は、廃止する。

心理カウンセリング学科における卒業研究の履修等に関する内規
この内規は、西九州大学学則第 15 条第４項の規定に基づき、心理カウンセリング学科（以下「学科」

という。）における卒業研究の履修及び卒業等に関する取り扱いについて必要な事項を定める。
１　履修資格
⑴　卒業研究の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、共通教育科目及び専門教育科目にわ
たって、80 単位以上修得した者とする。

⑵　卒業研究を履修できなかった者については、卒業見込証明書を発行しない。
２　指導教員
卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

３　卒業研究題目届
⑴　学生は、卒業研究題目を所定の期日までに決定し、指導教員の認印を受けて、教務課に届出るもの
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とする。
⑵　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の受
付をしない。

⑶　題目等を変更したときは、指導教員の認印を受けて、速やかに、卒業研究題目変更届を教務課に提
出するものとする。

４　卒業研究の提出
卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。

５　卒業研究の審査及び報告
卒業研究の審査及び評価は、指導教員が行い、学科会議を経て、審査結果及び成績を教務課へ報告する。

６　卒業研究の保管
卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。

７　卒業の時期
⑴　４年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
⑵　卒業の時期は、３月又は９月とする。
附　則（平成 26 年３月６日）
　この内規は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

【看護学部】
看護学科における看護研究ゼミナールの履修等に関する内規
　この内規は、西九州大学学則 15 条第 4項の規定に基づき、看護学科（以下「学科」という。）における
看護研究ゼミナール（以下「卒業研究」という。）の履修および卒業等に関する取扱いについて必要な事
項を定める。
１　履修資格
⑴　卒業研究の履修資格者は、卒業予定年次の前年度末において、共通教育科目及び専門教育科目から
なる必修および選択必修科目の 110 単位以上を修得した者とする。

⑵　卒業研究を履修できなかった者については、卒業見込証明書を発行しない。
２　指導教員
　卒業研究の指導教員は、原則として専任教員とする。

３　卒業研究題目届
⑴　学生は、卒業研究題目を所定の期日までに決定し、指導教員の認印を受けて、教務課に届出るもの
とする。

⑵　正当な理由がなく、所定の期日までに題目の届出をしない者については、当該年度の卒業研究の受
付をしない。

⑶　題目等を変更したときは、指導教員の認印を受けて、速やかに、卒業研究題目変更届を教務課に提
出するものとする。

４　卒業研究の提出
　卒業研究の提出期限及び提出先については、学科会議において決定し、公示するものとする。

５　卒業研究の審査及び報告
　卒業研究の審査及び評価は、指導教員が行い、学科会議を経て、審査結果及び成績を教務課へ報告する。

６　卒業研究の保管
　卒業研究論文は、審査終了後、当分の間、学科で保管し、図書館に移管する。

７　卒業の時期
⑴　４年次終了時において学則に定められた卒業に必要な単位を修得していない者は卒業を延期する。
⑵　卒業の時期は、３月又は９月とする。
附　則（平成 30 年�４月�19 日）
　この内規は、平成 30 年４月１日から施行する。
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卒　　業

卒業の認定及び学位の授与に関しては、学則第 15�条に次のように規定されています。

第５章　卒業の認定及び学位の授与
（卒業の認定及び学位の授与）
第 15 条　本学に４年以上（編入学の場合は２年以上、転入学又は再入学の場合は第４条第３項で規定
する修業年限以上）在学し、第９条に定める単位数を修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒
業を認定し、卒業証書・学位記並びに学士の学位を授与する。

２　本学に３年以上在学し、第９条に定める単位数を優秀な成績で修得したと認められた者が、第４条
第１項ただし書きに定める修業年限で卒業を希望した場合には、教授会の議を経て、学長が卒業を認
定し、卒業証書・学位記並びに学士の学位を授与することができる。

３　前２項の学位に、健康栄養学科卒業生には「健康栄養学」を、社会福祉学科卒業生には「社会福祉
学」を、スポーツ健康福祉学科卒業生には「スポーツ健康福祉学」を、リハビリテーション学科理学
療法学専攻卒業生には「理学療法学」を、リハビリテーション学科作業療法学専攻卒業生には「作業
療法学」を、子ども学科卒業生には ｢子ども学｣ を、心理カウンセリング学科卒業生には「臨床心理
学」を、看護学科卒業生には「看護学」を付記する。

４　卒業認定及び学位授与に関し必要な事項は、この学則の定めるもののほか、別に定める。

進級制限について

西九州大学リハビリテーション学部進級制限内規
（目的）
第 1条　この内規は、西九州大学学則第 13 条第 10 号に基づき、西九州大学リハビリテーション学部リ
ハビリテーション学科理学療法学専攻及び作業療法学専攻（以下「両専攻」という）に在籍する者の
進級に関する取扱について定める。

２　この内規は、以下の目的を達成するために定める。
⑴　両専攻学生の修学意欲を高め、学修効果を向上させる。
⑵　進級判定を行うことにより、学修の進捗状況を把握する。
⑶　進級判定を行うことにより、両専攻学生に自身の進路について熟考する機会を提供する。
⑷　その他。

（進級の制限）
第２条　両専攻における進級の基準は次の通りとする。
⑴　２年次から３年次に進級するためには、２年次までに配置された専門基礎科目及び専門科目の必
修科目の全てを修得しておかなければならない。

⑵　３年次から４年次に進級するためには、３年次までに配置された専門基礎科目及び専門科目の必
修科目の全てを修得しておかなければならない。

（進級の決定）
第３条　前条の基準を満たした者に進級を許可する。
２　当該年度の成績集計結果を基に進級判定を行い、進級の可否を判断する。
３　進級判定にかかる資料はリハビリテーション学部教務委員会で作成する。
４　進級判定については、リハビリテーション学部教務委員会の審議結果を教授会及び学部長会議の議
を経て、学長が決定するものとする。
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（原級の留置）
第４条　前条により進級を認められなかった者を留年とする。
２　この内規において留年とは次の定義による。
⑴　進級が認められなかった場合に現学年に留め置くこと。
⑵　進級を認められなかった者は、原則として当該年次より上の年次に配当されている専門基礎科目
及び専門科目を履修することはできない。ただし、当該年次より上の年次に配当されている科目で
も、共通教育科目については履修することができる。

（異議申し立て）
第５条　学生が進級の判定結果について異議がある場合には、所定の期日までに教務課を通じて学長に
申し立てることとする。

２　前項の異議を申し立てることができるのは、成績評価について異議があり、当該評価が変更となる
ことにより第２条第１号または第２号の要件に該当しない学生とする。

３　異議を申し立てた学生の進級の再判定は、申し立ての内容を踏まえてリハビリテーション学部教務
委員会の審議結果を教授会及び学部長会議を経て、学長が決定するものとする。

附　則（平成 29 年 12 月 21 日）
　１　この内規は平成 30 年 4 月 1 日より施行する。
　２　この内規は平成 30 年 4 月 1 日以降に入学する学生に適用する。
附　則（平成 31 年 3 月 14 日）
　この内規は平成 31 年 4 月 1 日より施行する。

西九州大学看護学部進級制限内規
（目的）
第１条　この内規は、西九州大学学則第 13 条第 10 号に基づき、西九州大学看護学部看護学科に在籍す
る者の進級の制限等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（進級の制限）
第２条　看護学科において、以下の各号に示す者は進級できない。
⑴　１・２年次に開講されている共通教育科目及び専門教育科目のうち、必修及び選択必修科目の
79 単位以上を修得していない者は３年次に進級できない。また、「生活支援論実習」及び「看護過
程論実習」については、このうち１科目でも単位を修得していない者は３年次に進級できない。

⑵　３年次までに開講されている共通教育科目及び専門教育科目のうち、必修及び選択必修科目の
110 単位以上を修得していない者は４年次に進級できない。

（進級の決定）
第３条　前条により進級を決定する。
２　判定に必要な成績集計結果を基に進級判定を行い、進級の可否を判断する。
３　進級判定にかかる資料は、看護学部教務委員会で作成する。
４　進級判定については、看護学部教務委員会の審議結果を教授会及び学部長会議の議を経て、学長が
決定するものとする。

（原級の留置）
第４条　前条により進級を認められなかった者を現学年に留め置く。
２　進級を認められなかった者は、原則として当該年次より上の年次に配当されている専門教育科目を
履修することはできない。ただし、当該年次より上の年次に配当されている科目であっても、共通教
育科目ならびに学部長が許可する専門教育科目については履修することができる。

（異議申し立て）
第５条　学生が進級の判定結果について異議がある場合には、所定の期日までに教務課を通じて学長に
申し立てることとする。

２　前項の異議を申し立てることができるのは、成績評価について異議があり、当該評価が変更となる
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ことにより第２条第１号または第２号の要件に該当しない学生とする。
３　異議を申し立てた学生の進級の再判定は、申し立ての内容を踏まえて看護学部教務委員会の審議結
果を教授会及び学部長会議の議を経て、学長が決定するものとする。

（雑則）
第６条　この内規に定めるほか、進級の制限等に関し必要な事項は、看護学部長が別に定める。
附　則　平成 29 年 12 月 21 日
　この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
附　則（平成 31 年 3 月 14 日）
　この内規は平成 31 年 4 月 1 日より施行する。

転学部・転学科について

本学では、所属している学部・学科から他の学部・学科への転学部・転学科制度（学則第 30�条の２参照）
があります。
転学部・転学科の受け入れについては、２年次又は３年次の学年の始めとし、希望する学部・学科によっ

ては、所属していた学部・学科での学年より１学年下、もしくは更に下の学年になることがあります。
転学部・転学科は、原則として選考の上、希望する学部・学科の当該年次の定員に余裕がある場合に、

大学が指定した学部・学科に限り、認められます。
なお、転学部・転学科を希望する者は、次の条件が必要です。
①　２年次に転学部・転学科を希望する場合、30�単位以上修得又は修得見込でなければならない。
②　３年次に転学部・転学科を希望する場合、60�単位以上修得又は修得見込でなければならない。
③　当該年度の授業料、教育充実費及び施設充実費等を完納していること。
転学部・転学科を希望する学生は、転学部・転学科を希望する年度の前年度の本学が指定する期間に「転

学部・転学科願」を教務課へ提出しなければなりません。
転学部・転学科を希望する場合には、必ずしも希望する学部・学科に転学部・転学科できるとは限りま

せんので、事前に指導教員に相談してください。
「転学部・転学科に関する内規」は、以下のとおりです。

西九州大学転学部・転学科に関する内規
（目的）
第１条　この内規は、学則第 30�条の２の規定に基づき転学部・転学科に関し、必要な事項を定めるこ
とを目的とする。

（学年）
第２条　転学部・転学科を受け入れる時期は、２年次又は３年次の学年の始めとする。ただし、学部・
学科によっては、所属していた学部・学科での学年により１学年下もしくは更に下の学年になること
がある。

（定員）
第３条　転学部・転学科は、原則として選考の上、希望する学部・学科の当該年次の定員に余裕がある
場合に大学が指定した学部・学科に限り、これを認めることができるものとする。

（履修単位数）
第４条　転学部・転学科を希望する者は、次の履修単位数を修得又は修得見込みでなければならない。
⑴　２年次転学部・転学科希望者　30 単位以上
⑵　３年次転学部・転学科希望者　60 単位以上

（授業料の完納）
第５条　転学部・転学科を希望する者は、当該年度の授業料、教育充実費及び施設設備費等を完納して
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いなければならない。
（転学部・転学科の願出）
第６条　転学部・転学科を希望する者は、転学部・転学科希望年度の前年度の大学が指定した期間内に
「転学部・転学科願」を教務課経由で学長に提出しなければならない。
（選考）
第７条　転学部・転学科を希望する者には、希望する学部・学科において指定した日に選考試験を行う。
（合否判定及び許可）
第８条　転学部・転学科の合否判定は、前条の選考結果をもとに当該学部教授会において行う。
２　転学部・転学科の許可は、前項の当該学部教授会の議を経て学長が行う。
（転学部・転学科の授業料等）
第９条　転学部・転学科を許可された者の授業料等については、本学入学年度における当該学部・学科
において設定された金額を適用する。

附　則（平成 21 年 12 月 18 日）
１　この内規は平成 21 年４月１日から施行する。
２　平成 21 年３月 31 日に在学する者についても適用することできる。
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教育課程
学生のみなさんは､所属する学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程方針）に基づく教育課程から、

卒業要件と資格などの選択に合わせて授業科目を履修登録し、授業科目の単位を修得していきます。
（１）本学では、大学全体のディプロマ・ポリシー（学位授与方針）と、各学科の教育課程のディプロ
マ・ポリシーが設定されています。学生のみなさんは、修学期間全体を通して、この２つのディプ
ロマ・ポリシーを満たすために設定された到達目標を指標に、学修していきます。

（２）本学全体のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー、そして各学科のディプロマ・ポリ
シーとカリキュラム・ポリシーは、学生便覧の冒頭にそれぞれ記載されています。また、所属する
学科の教育課程と学修到達目標は、各学科の履修科目の頁に記載されています。

（３）各学科の教育課程に示される学修到達目標には、学科共通の到達目標「【共通】汎用的能力要素」
と、各学科専門の到達目標「【各学科】専門的能力要素」があります。
学修到達目標は、それぞれの授業科目の履修だけでなく、修学期間全体を通した学修成果の指標

として必要となりますので、十分に理解してください。

履修科目の確認
履修する科目については、次の３つの資料から理解を図り、学修に役立ててください。

（１）科目系統図
各科目の分野、他の科目とのつながり、ディプロマ・ポリシ一項目との関連性などの把握に役立

ててください。　※科目系統図は健康栄養学科 P.104～P.107、社会福祉学科 P.114～P.117、スポー
ツ健康福祉学科 P.124～P.127、リハビリテーション学科 P.134～P.137、子ども学科 P.146～P.149、
心理カウンセリング学科 P.156～P.159、看護学科 P.166～P.169 を参照

（２）科目ナンバリング
各科目の分野や学修レベルなどの把握や整理に役立ててください。科目ナンバリングは、教育

課程等につぎの書式で記載されています。

例：　CE_A1_01
これは共通教育科目「あすなろうⅠ基礎（初年次教育含）」のナンバリングの記載例です。共通教

育科目（CE）のＡ分野における学修レベル１の 01 番の科目であることを示します。
※学修レベルはカリキュラムのなかで設定されたものであり、他と比較されるものではありません。

３）シラバス
各科目の授業計画が記載されています。シラバスは、事前に本学のホームページ�
（http://www.nisikyu-u.ac.jp/）又は学生ポータルサイト（https://asunaro.nisikyu-u.ac.ip/portal/）
から閲覧してください。シラバスには、授業の概要及びねらい、授業の到達目標、学習方法などが
記載されています。到達目標は、授業で学修する要素の比率を表しています。各週の計画には、キ�
ーワードのほか、予習・復習の内容などが示されていますので、学修に役立ててください。授業の
なかでシラバスを利用することもありますので、必要に応じて各自で印刷するなどして利用して�
ください。

履　修　科　目

２文字

　　　　　　　　　　　－
CE�：共通教育科目
HN�：健康栄養学科
SW：社会福祉学科
SH�：スポーツ健康福祉学科
RC�：リハビリテーション学科
　　�両専攻共通
RP�：リハビリテーション学科
　　�理学療法学専攻
RO�：リハビリテーション学科
　　�作業療法学専攻
CS�：子ども学科
PC�：心理カウンセリング学科
NS�：看護学科

１文字

Ａ～
共通教育
科 目、 各
専門分野
の中で設
定されて
います。

１桁

　　　　　　��－
1 ～ 4

1：基礎
2：中級
3：上級
4：ゼミ・卒論

２桁

　　　　　　
01 ～ 99

各 分 野 の
学 修レベ
ルごとに
番号がふ
られてい
ます。

共通教育／専門教育 科目の分野 学修レベル 科目番号
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健康栄養学部　健康栄養学科

健康栄養学科では、医療人としての「倫理観」、「優しさ」、「思いやる心」をもった人間性と、主体的に
考える力を備え、全ての人を対象に、栄養・食生活を通して生活の質の向上や豊かな生活の構築に貢献で
きる人材を養成します。

これらのコースの特徴をよく理解して、履修計画を立ててください。これらのコースへの配属は 2年進
級時に行われます。

健康栄養学科

臨床
コース

管理栄養士国家試験の受験関連科目を中心に医療と福祉に関す
る科目を選択できるコースです。
◆取得免許・資格：
栄養士
管理栄養士国家試験受験資格
社会福祉主事任用資格　　　　　　　他

管理栄養士国家試験受験科目を中心に、学校における栄養教育
に関する科目を選択できるコースです。
◆取得免許・資格：
栄養士
管理栄養士国家試験受験資格
栄養教諭一種免許状　　　　　　　　他

管理栄養士国家試験受験科目を中心に、食品衛生や食品加工学
など食品に関する科目を選択できるコースです。
◆取得免許・資格：
栄養士
管理栄養士国家試験受験資格
食品衛生監視員任用資格
食品衛生管理者任用資格　　　　　　他

食品栄養
コース

栄養教育
コース
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学修到達目標と学修成果（健康栄養学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルー
ルに則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自
己と関連づけ理解することができる。
2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、
分析、整理し、その問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活
用し、地域課題を解決するための行動ができる。
2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題
を解決へとつなぐことができる。
3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造する
ことを通じて、地域課題を解決することができる。

【
健
康
栄
養
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）医療・福祉に関わる専門職としての倫理観を持ち主体的に考え取り組むことができる。

2）食生活と健康との関係や環境や社会に関心を持つことができる。

3）他者と協調性を持つことができる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と健康についての基本となる知識と理解を身につけ
る。
2）管理栄養士が栄養ケアマネジメントを行うために必要となる知識を身につける。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）管理栄養士が栄養ケアマネジメントを行うために必要となる基本的技術を身につける。

2）文書作成とプレゼンテーションができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）専門的知識と技術を統合し、課題の発見と解決に向けての行動力を身につける。

2）多職種と連携し、栄養ケアマネジメントを実践する力を身につける。

3）管理栄養士として地域に貢献できる実践力を身につける。
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング

単位数 授業形態 配 当 年 次

卒 業 要 件必　

修

選　

択

講　

義

演　

習

実
験
・
実
習

1 年 2 年 3 年 4 年

前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含）CE_A1_01 2 　 　 ○ 　

必修科目８単位
及び選択科目よ
り
12 単位以上選択
必修。

あすなろうⅡ応用（地域課題）CE_A2_01 　 2 　 ○
あすなろうⅢ地域協働 (インターンシップ ) CE_A3_01 　 2 　 ○

地 域 連 携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○ 　 　 ○ 　 　 　
地域連携 CE_B1_02 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 　

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
現代社会と倫理 CE_B1_04 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
※日本国憲法 CE_B1_10 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
生物と環境 CE_C1_03 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
地球環境科学 CE_C1_07 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○

健康スポーツ
健康運動科学 CE_F1_01 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 　
フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 　 　 ○ ○ 　 　 　
ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　

国際理解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　
文化人類学 CE_B1_15 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
日本事情（Japanese�&�World�Issues) CE_G1_01 　 2 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�English�Ⅰ CE_E1_01 1 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　
Basic�English�Ⅱ CE_E2_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　
Global�English�Ⅰ CE_E1_02 1 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　
Global�English�Ⅱ CE_E2_02 1 　 　 ○ 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　
Academic�English�Ⅰ CE_E3_01 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　
Academic�English�Ⅱ CE_E3_02 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　
英語コミュニケーション�Ⅰ CE_E1_03 　 1 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　
英語コミュニケーション�Ⅱ CE_E1_04 　 1 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　
Global�Communication（English）CE_E2_03 　 2 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　
資格英語（ESP) CE_E2_04 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　
中国語 CE_E1_05 　 1 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　
韓国語 CE_E1_06 　 1 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　
日本語初級 CE_E1_07 　 1 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 「日本語初級」、

「日本語中級」及
び「日本語上級」
は留学生対象科
目とする。

日本語中級 CE_E3_04 　 1 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　
日本語上級 CE_E3_04 　 1 ○ 　 ○
語学研修 CE_E2_06　　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICTの理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　

必修科目２単位
情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

計 10 67
※「日本国憲法」は教職課程の必修科目である。

健康栄養学科　共通教育科目
A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野
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健康栄養学科　専門教育科目

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング

単位数 授業形態 配当年次（単位数）

卒業要件

資格必修選択区分
必　

修

選　

択

講　

義

演　

習

実
験
・
実
習

1 年 2 年 3 年 4 年 管
栄
士

栄
養
士

食
監･

食
管

栄
養
教
諭前 後 前 後 前 後 前 後

専
門
教
育
科
目

学部基幹科目 健康栄養学概論 HN_A1_01 2 　 ○ 　 　 2 　 　 　 　 　 　

専門教育の
選択科目に
ついては、
65 単 位 以
上修得する
こと。
そのうち、
10 単 位 ま
では他学部
他学科の専
門教育科目
を修得する
ことができ
る。

学科基幹科目
健康栄養学セミナー I HN_A2_01 1 　 　 ○ 　 　 　 1 　 　 　
健康栄養学セミナーⅡ HN_A3_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　

小計 4 0 　　　 2 0 0 1 0 1 0 0

学
科
専
門
科
目

専　
　

門　
　

基　
　

礎　
　

分　
　

野

社
会
・
環

境
と
健
康

公衆衛生学 I� HN_B1_01 2 　 ○ 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
公衆衛生学Ⅱ HN_B1_02 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
公衆衛生学Ⅲ� HN_B1_03 　 2 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 ◎ ◎
公衆衛生学実習 HN_B1_04 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 1 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び

疾
病
の
成
り
立
ち

解剖生理学 HN_C1_01 2 　 ○ 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
解剖生理学実習 HN_C1_02 　 1 　 　 ○ 　 　 　 1 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
生理学のための基礎薬理学 HN_C1_03 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 　 ◎
生化学 HN_C1_04 2 　 ○ 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
生化学実験 HN_C1_06 　 1 　 　 ○ 　 　 1 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
病態生化学 HN_C1_05 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎ ◎
疾病論Ⅰ HN_C1_07 2 　 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
疾病論Ⅱ HN_C1_08 　 2 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 ◎ ◎
栄養内科学 HN_C1_09 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
基礎臨床実習 HN_C1_10 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 1 　 　 　 ◎ 　 　 ◎

食
べ
物
と
健
康

食品学 HN_D1_01 2 　 ○ 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
食品学実験 HN_D1_02 　 1 　 　 ○ 　 　 1 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
食品加工学 HN_D2_01 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
食品衛生学 HN_D1_03 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
調理学 HN_D1_04 2 　 ○ 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 ◎
調理実習Ⅰ� HN_D1_05 　 1 　 　 ○ 1 　 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
調理実習Ⅱ� HN_D1_06 　 1 　 　 ○ 　 1 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
調理実習Ⅲ� HN_D1_07 　 1 　 　 ○ 　 　 1 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 ◎
食事設計実習 HN_D1_08 　 1 　 　 ○ 　 　 1 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 ◎
調理教育学実習 HN_D2_02 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 1 　 　 　 ◎ 　 　 ◎

専　
　

門　
　

分　
　

野

基
礎
栄
養学

基礎栄養学 HN_E1_01 2 　 ○ 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
基礎栄養学実験 HN_E1_02 　 1 　 　 ○ 　 1 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎

応　

用

栄
養
学

ライフステージ別栄養学 HN_F1_01 2 　 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
食事摂取基準概論 HN_F1_02 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 ◎
栄養マネジメント概論 HN_F1_03 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 ◎
応用栄養学実習 HN_F1_04 　 1 　 　 ○ 　 　 　 1 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎

栄
養
教
育
論

栄養教育概論 HN_G2_01 2 　 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
栄養教育論Ⅰ� HN_G2_02 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
栄養教育論Ⅱ HN_G2_03 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 　 ◎
栄養教育論実習Ⅰ HN_G2_04 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 1 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
栄養教育論実習Ⅱ� HN_G2_05 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　 　 ◎ ◎ 　 ◎

臨
床
栄
養
学

臨床栄養学概論 HN_H2_01 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
臨床栄養学 HN_H2_02 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 　 ◎
臨床栄養学実習 HN_H2_03 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
栄養療法論 HN_H2_04 2 　 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
栄養療法論実習 HN_H2_05 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
臨床栄養管理学 HN_H2_06 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 ◎ 　 　 ◎

公　

衆

栄
養
学

公衆栄養学Ⅰ� HN_I2_01 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎
公衆栄養学Ⅱ HN_I2_02 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 　 ◎
公衆栄養学実習 HN_I2_03 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 1 　 ◎ 　 　 ◎

給
食
経
営

管
理
論

給食計画論 HN_J1_01 2 　 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
給食経営管理論 HN_J2_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
給食経営管理実習 HN_J2_02 　 1 　 　 ○ 　 　 　 1 　 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎

総
合
演
習

栄養総合演習Ⅰ� HN_K3_01 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
栄養総合演習Ⅱ� HN_K3_02 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 1 　 　 ◎ 　 　 ◎
栄養総合演習Ⅲ� HN_K3_03 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 1 ◎ 　 　 ◎

臨
地
実
習

臨地実習Ⅰ（給食管理）※ HN_K3_04 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 1 　 　 　 ◎ ◎ 　 ◎
臨地実習Ⅱ（臨床栄養）� HN_K3_05 　 2 　 　 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 　 ◎
臨地実習Ⅲ（公衆栄養）� HN_K3_06 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 1 　 ○ 　 　 ○
臨地実習Ⅳ（臨床栄養）� HN_K3_07 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　 　 ○ 　 　 ○

卒業研究
卒業研究ゼミナールⅠ HN_K4_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 1 　 　 「卒業演習」ま

たは「卒業研究」
のどちらか２
単位を選択必
修とする。

卒業研究ゼミナールⅡ HN_K4_02 2 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　
卒業演習 HN_K4_03 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2
卒業研究 HN_K4_04 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 2

A 学科教育理念に基づく科目 F 応用栄養学 K 応用・実践領域
B 社会・環境と健康 G 栄養教育論 L 栄養教諭
C 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち H 臨床栄養学
D 食べ物と健康 I 公衆栄養学
E 基礎栄養学 J 給食経営管理論

ナンバリング：専門教育科目の分野

｝
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング

単位数 配当年次（単位数）

卒業要件

資格必修選択区分

必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 管

栄
士

栄
養
士

食
監･
食
管

栄
養
教
諭前 後 前 後 前 後 前 後

※　給食の運営に係る校外実習
注 1）◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目（どちらか１単位を選択必修）を示す。
注 2）栄養教諭一種免許状は、上記◎以外にも下記の資格に関する専門教育科目を履修する必要があります。
注 3）配当年次については、変更となる場合もあります。

注１）　上記の「資格に関する専門教育科目」については、卒業単位には加算されません。
注２）　◎印科目は、資格必修科目を示し、○印科目は資格選択必修科目を示す。
注３）　配当年次については、変更となる場合もあります。

●資格に関する専門教育科目（健康栄養学科）

学科目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択

１年 ２年 ３年 ４年
栄養教論

前 後 前 後 前 後 前 後

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

教育原論 HN_L2_01 2 2

卒 業 単
位には、
加 算 さ
れない。

◎

教職論 HN_L1_01 2 2 ◎

教育制度論 HN_L2_03 2 2 ◎

教育心理学 HN_L2_02 2 2 ◎

特別の支援を要する児童・
生徒の理解 HN_L2_06 1 1 ◎

教育課程論 HN_L2_04 1 1 ◎

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳教育指導論 HN_L3_01 2 2 ◎

総合的な学習の時間の
指導法 HN_L2_07 1 1 ◎

特別活動論 HN_L3_02 1 1 ◎

教育方法論 HN_L2_05 2 2 ◎

生徒指導論 HN_L3_03 2 2 ◎

教育相談 HN_L3_04 2 2 ◎

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

栄養教育実習事前事後指導 HN_L4_02 1 1 ◎

栄養教育実習 HN_L4_03 2 2 ◎

教職実践演習（栄養教諭） HN_L4_01 2 2 ◎

合　　　　　計 ０ 25 ０ ２ ８ ３ ４ ３ １ 4

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング

単位数 授業形態 配当年次（単位数）

卒業要件

資格必修選択区分
必　

修

選　

択

講　

義

演　

習

実
験
・
実
習

1 年 2 年 3 年 4 年 管
栄
士

栄
養
士

食
監･
食
管

栄
養
教
諭前 後 前 後 前 後 前 後

専
門
教
育
科
目

学
科
専
門
科
目

自
由
選
択
科
目

選
択
科
目

化学 HN_C1_11 　 2 ○ 　 　 2 　 　 　 　 　 　
専門教育
科目の選
択科目に
ついては、
65 単位以
上修得す
ること。　　
そのうち、
10 単位ま
では他学
部他学科
の専門教
育科目を
修得する
ことがで
きる。

　 　 ◎ 　
食品衛生学実験 HN_D1_09 　 1 　 　 ○ 　 　 　 1 　 　 　 　 　 ◎ 　
福祉栄養学 HN_F2_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　
福祉栄養学実習 HN_F2_02 　 1 　 　 ○ 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
運動指導論 HN_E2_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
健康栄養学演習Ⅰ HN_K3_07 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　
健康栄養学演習Ⅱ HN_K3_08 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　
食品機能学 HN_D2_03 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　
微生物学 HN_D1_10 　 2 ○ 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
スポーツ栄養学 HN_E2_02 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
食品の創製ゼミナール HN_D2_04 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 → 1 　 　 　 　 　
ヘルスフード科学 HN_D2_05 　 2 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　
地域の食産業 HN_D2_06 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　
栄養教諭論 HN_G2_06 　 2 ○ 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 ◎
学校食育指導論 HN_G2_07 　 2 ○ 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎

小　　計 33 83 　 　 　 9 10 28 18 19 20 8 4
合　　計 37 83 　 　 11 10 28 19 19 21 8 4
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健康福祉学部　社会福祉学科

社会福祉学科では「よりよき福祉社会の実現に向け、人間及び社会に関する諸科学を総合的に教育・研
究し、人間性の豊かな福祉の専門家」を育成します。その上、さらに専門性を高めるために、４つのコー
スに分かれています。それぞれのコースの目的は以下のようになっています。

各コースで取得可能な資格や免許については P.180 を参照してください。
これらのコースの特長を良く理解して、履修計画を立ててください。これらのコースへの配属は、２年

次進級時に行われます。

社会福祉学科

社会福祉
コース

　社会福祉士国家資格の取得を目指し、受験資格関連科目を中
心に幅広く社会福祉の制度及び支援方法を学習します。また、
目指す進路の各分野（医療系、福祉教育系、福祉マネジメント
系）で求められる専門知識と技術を身に付けるための学び方が
選択できます。

社会福祉士国家試験の受験資格関連科目の学習に加えて介護福
祉士国家試験の受験資格関連科目を主要に学習します。介護に
関する専門的知識・技術を修得し、ソーシャルワーカーとして、
又介護職のリーダーとして活躍できる専門家を育成します。

「教育のグローバル化」に対応し、外国人留学生の受け入れ
を行い、外国人留学生と日本人学生との相互交流や異文化交
流体験を活発化し、「グローカル（グローバル + ローカル）」
な人材を育成します。

社会福祉士国家試験受験資格の取得に加えて精神保健福祉士国
家試験の受験資格関連科目を主要に学習します。精神保健福祉
領域においてさまざまな障害のある人に対してソーシャルワー
ク・ソーシャルサポートの視点からアプローチするスペシャリ
ストを育成します。

精神保健
福祉
コース

介護福祉
コース

国際地域
コース

－ 112 －
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学修到達目標と学修成果（社会福祉学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルー
ルに則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自
己と関連づけ理解することができる。
2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、
分析、整理し、その問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活
用し、地域課題を解決するための行動ができる。
2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題
を解決へとつなぐことができる。
3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造する
ことを通じて、地域課題を解決することができる。

【
社
会
福
祉
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）社会福祉専門職としての自立の心構えを持ち、主体的に考え、能動的に取り組むことができる。

2）人と地域社会に関心を持つことができる。

3）他者を理解し、協調性を持って関わることができる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）人と社会、地域、福祉に関するサービスについて、基本的な知識を身につけ、理解を深めることができる。

2）対人援助に必要な知識とともに、その方法を理解することができる。

3）専門資格に関する知識を身につけ、社会福祉全体を俯瞰でとらえることができる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）対人援助に関する基本的能力と技術を身につける。

2）対象者ごとの特性を理解し、適切な援助ができる。

3）文章作成力とプレゼンテーション力を身につけ、課題の発見とその解決に向けての行動力を養うことができ

る。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）社会の出来事や課題に対して関心を持ち、適切な行動がとれる。

2）実践を通し社会福祉専門職として地域貢献できる力を身につける。

3）社会の課題を分析して、自らの見解を形成することができる。
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
共
通
教
育
科
目

―
―
1
年
前
期
―
―

―
―
 1
年
後
期
―
―

―
―
 2
年
前
期
―
―
―
―
 2
年
後
期
―
―

キ
ャ
リ
ア

形
成

―
―
 3
年
後
期
―
―

―
―
 3
年
前
期
―
―

―
―
 4
年
前
期
―
―
―
―
 4
年
後
期
―
―

D
P# ①
②

③
④

⑥
⑨ ⑭ ②
③

⑥
⑦

⑨
⑬

③
⑩ ⑬全 学

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

地
域
連
携
・

学
部
間
連
携

基
礎

人
間
と

文
化

く
ら
し
の

科
学

生
活

支
援

心
理
学
入
門

心
理
学
入
門

現
代
社
会
と
倫
理

現
代
社
会
と
倫
理

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

法
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

地
域

連
携

人
間
論
と
現
代
思
想

人
間
論
と
現
代
思
想

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

法
学

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

②
③

⑥
⑦

⑫
⑬
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①
② ③ ①
②

③
⑦

⑧
⑫ ⑬ ②
⑤

⑫
⑬

①
②

⑦
⑧

健
康

ス
ポ
ー
ツ

国
際
理
解

外
国
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
理
解

健
康
運
動
科
学

フ
ィッ
ト
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅰ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅰ

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅱ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅱ

資
格
英
語
(E
S
P
)
Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅰ

Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅱ

中
国

語
韓

国
語

日
本
語
初
級

日
本
語
中
級

日
本
語
上
級

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅰ

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅱ

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

ウ
ェ
ル
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

IC
Tの
理
解

情
報
処
理
入
門

情
報
処
理
基
礎

履
修
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
社
会
福
祉
学
科
　
専
門
教
育
科
目

D
P#

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧ ① ① ①
⑥

①
③
⑦

①
⑦

①
③
⑤

③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

② ① ⑥ ①
⑥

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

人
と
社
会

地
域
福
祉

福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
知
識

相
談
援
助
の

理
論
と
方
法

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の
展
開

教
員
免
許

② ②

―
―
1年
前
期
 ―
―

―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

健
康
福
祉
概
論

社
会
福
祉
原
論
Ⅰ

社
会
福
祉
原
論
Ⅱ

発
展

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
Ⅰ

心
理

学
Ⅰ

相
談
援
助
の
基
盤
と
専
門
職
Ⅰ

相
談
援
助
の
基
盤
と
専
門
職
Ⅱ

相
談
援
助
の
理
論
と
方
法
Ⅰ

心
理

学
Ⅱ

相
談
援
助
の
理
論
と
方
法
Ⅱ

相
談
援
助
の
理
論
と
方
法
Ⅲ

相
談
援
助
の
理
論
と
方
法
Ⅳ

人体
の構

造と
機能

及び
疾病

Ⅰ
人体

の構
造と

機能
及び

疾病
Ⅱ

発
展

ゼ
ミ

ナ
ー

ル
Ⅱ

発
展
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅲ
（
含
卒
業
研
究
）

生
涯
発
達
心
理
学

社
会
理
論
と
社
会
シ
ス
テ
ム

社
会
調
査
の
基
礎

地
域
福
祉
の
理
論
と
方
法
Ⅰ

地
域
福
祉
の
理
論
と
方
法
Ⅱ

福
祉
行
財
政
論

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
組
織
と
経
営

高
齢
者
福
祉
論

福
祉
計
画
論

障
害
者
福
祉
論

就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス

児
童
・
家
庭
福
祉
論

権
利
擁
護
と
成
年
後
見
制
度

相
談
援
助
演
習
Ⅱ

相
談
援
助
演
習
Ⅰ

相
談
援
助
演
習
Ⅲ

社
会
福
祉
援
助
技
術
実
習
指
導
Ⅰ

相
談
援
助
演
習
Ⅳ

相
談
援
助
演
習
Ⅴ

ファ
ミリ

ーソ
ーシ

ャル
ワー

ク

教
育

原
論

教
育
心
理
学

教
育
課
程
論

教
育
制
度
論

福
祉
科
教
育
法
Ⅱ

教
職
実
践
演
習
（
中
・
高
）

特
別
活
動
論

介
護

技
術

教
育

実
習

事
前

事
後

指
導

教
育

実
習

教
育

実
習

（
高

）

生
徒
指
導
論

進
路
指
導
論

道
徳
教
育
指
導
論

教
職

論

教
育
方
法
論

教
育

相
談

福
祉
科
教
育
法
Ⅰ

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

社会
福祉

援助
技術

実習
指導

Ⅱ

多
文
化
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

専
門

演
習

専
門
実
習
（
企
業
・
団
体
）

社
会

福
祉

援
助

技
術

実
習

高
齢
者
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

福
祉

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

論

社会
福祉
援助
技術
実習
指導
Ⅲ

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

特
講

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

専
門
実
習
（
福
祉
分
野
）

社
会
保
障
論
Ⅰ

社
会
保
障
論
Ⅱ

更
生
保
護
制
度

介
護

論
公
的
扶
助
論

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
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①

①
③
⑤

①

③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

①
③
⑦

①
③
⑤

⑤
⑥

⑥
⑦

③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

①
⑥

①
② ⑥

③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

① ⑤
⑥

③
④

③
④ ①

精
神
保
健
福
祉

介
護
福
祉

グ
ロ
ー
カ
ル

福
祉
に
関
わ
る

方
策

精
神
疾
患
と
そ
の
治
療
Ⅰ

精
神
疾
患
と
そ
の
治
療
Ⅱ

精
神
保
健
学
Ⅰ

精神
保健

福祉
の理

論と
相談

援助
の展

開Ⅳ
精神

保健
福祉

の理
論と

相談
援助

の展
開Ⅲ

精神
保健

福祉
の理

論と
相談

援助
の展

開Ⅰ
精神

保健
福祉

の理
論と

相談
援助

の展
開Ⅱ

精神
保健

福祉
相談

援助
の基

盤（
専門

）
精
神
保
健
福
祉
論
Ⅰ

精
神
保
健
福
祉
論
Ⅱ

精神
保健

福祉
援助

演習
（専

門）
Ⅰ

精神
保健

福祉
援助

演習
（専

門）
Ⅱ

精神
保健
福祉
援助
実習
指導
Ⅱ

精
神

保
健

福
祉

援
助

実
習

精神
保健
福祉
援助
実習
指導
Ⅲ

精神
保健

福祉
援助

実習
指導

Ⅰ

認
知
症
の
理
解
Ⅰ

認
知
症
の
理
解
Ⅱ

障
害
の
理
解

介
護
概
論
Ⅱ

介
護
サ
ー
ビ
ス
論
Ⅰ

介
護
サ
ー
ビ
ス
論
Ⅱ

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
論

健
康
栄
養
学
概
論

応用
生活

支援
技術
Ⅱ（
障害

者）

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習

介
護
過
程
入
門

応用
生活

支援
技術
Ⅳ（
認知

症）
応用

生活
支援

技術
Ⅴ（
ター
ミナ
ル期

）

家
事
生
活
支
援
技
術

自
立
支
援
論

介
護
概
論
Ⅰ

生
活
環
境
支
援
技
術

生
活
支
援
技
術
入
門

基
礎
生
活
支
援
技
術
Ⅰ

基
礎
生
活
支
援
技
術
Ⅱ

応
用
生
活
支
援
技
術Ⅰ（

高
齢
者
）

応用
生活
支援
技術
Ⅲ（
医療
ニー
ズ）

介
護
過
程
演
習
Ⅰ

介
護
過
程
演
習
Ⅱ

介
護
過
程
演
習
Ⅲ

家
政
学
概
論

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

精神
障害

者の
生活

支援
シス

テム

精
神
保
健
学
Ⅱ

介
護
総
合
演
習
Ⅰ

介
護
総
合
演
習
Ⅱ

介
護
実
習
Ⅰ

介
護
実
習
Ⅱ

介
護
総
合
演
習
Ⅲ

介
護

総
合

演
習

Ⅳ

介
護
実
習
Ⅲ

医
療
的
ケ
ア
Ⅰ

地
域
再
生
・
創
生
論

健
康
管
理
学

公
衆
衛
生
学

救
急

処
置

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
論

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
演
習

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
概
論

人
権

論
司
法
福
祉
論

社
会

政
策

社
会

問
題

社
会
福
祉
特
講
Ⅰ

社
会
福
祉
特
講
Ⅱ

死
生

学

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
論

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド
・
ス
ポ
ー
ツ
論

高
齢
者
の
健
康
と
運
動

地
域
社
会
組
織
論

健
康
福
祉
情
報
処
理

社
会
福
祉
外
書
講
読

健
康

福
祉

海
外

演
習

健
康

福
祉

海
外

演
習

健
康

福
祉

海
外

演
習

健
康

福
祉

海
外

実
習

健
康

福
祉

海
外

実
習

健
康

福
祉

海
外

実
習

医
療
的
ケ
ア
Ⅱ

医
療
的
ケ
ア
演
習

健
康
福
祉
統
計
法

介
護
実
習
Ⅳ

介
護
実
習
Ⅴ
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社会福祉学科　共通教育科目

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配　当　年　次

卒　業　要　件必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含） CE_A1_01 2

２単位以上
（内２単位必修）あすなろうⅡ応用（地域課題） CE_A2_01 　 2

あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） CE_A3_01 　 2
地 域 連 携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○

必修科目２単位及び
選択科目より
８単位以上選択必修。

○印科目は、介護福
祉士国家試験の受験
資格に係る科目を示
す。

☆印科目は、社会調
査士取得に係る科目
を示す。

※印科目は、教職課
程の必修科目である。

◎初級障がい者ス
ポーツ指導員取得に
係る科目を示す。

地域連携 CE_B1_02 　 2 　 ○

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 　 2 　 ○ 　 ○
現代社会と倫理 CE_B1_04 　 2 ○ 　 ○
○人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 　 ○ 　 ○
文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 ○
生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ 　 ○
肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 　 ○ 　 ○
脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 　 ○ 　 ○
法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 ○
※日本国憲法 CE_B1_10 　 2 　 ○ 　 ○

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 ○
くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 ○
ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 　 ○ 　 ○
生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 ○
生物と環境 CE_C1_03 　 2 　 ○ 　 ○
身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 ○
☆統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 ○
身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 ○
地球環境科学 CE_C1_07 　 2 　 ○ 　 ○

健康スポーツ
◎健康運動科学 CE_F1_01 　 2 　 ○
フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 ○
ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 ○

国 際 理 解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　

２単位以上選択必修
文化人類学 CE_B1_15 　 2 　 ○ 　 ○
変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 　 ○ 　 ○
日本事情（Japanese�&�World�Issues） CE_G1_01 　 2 ○ 　 ○

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�EnglishⅠ CE_E1_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

必修科目４単位及び
選択科目より２単位
以上選択必修。

Basic�EnglishⅡ CE_E2_01 1 　 　 　 　 ○
Global�EnglishⅠ CE_E1_02 1 　 ○
Global�EnglishⅡ CE_E2_02 1 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅠ CE_E3_01 　 1 　 　 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅡ CE_E3_02 　 1 　 　 　 　 　 　 ○
英語コミュニケーションⅠ CE_E1_03 　 1 ○
英語コミュニケーションⅡ CE_E1_04 　 1 　 ○
Global�Communication（English） CE_E2_03 　 2 ○ 　 ○
資格英語（ESP） CE_E2_04 　 1 　 　 　 　 ○
中国語 CE_E1_05 　 1 ○
韓国語 CE_E1_06 　 1 　 ○
日本語初級 CE_E1_07 　 1 ○ 「日本語初級」、「日本語中

級」及び「日本語上級」
は留学生対象科目とする。

日本語中級 CE_E2_05 　 1 　 ○
日本語上級 CE_E3_04 　 1 　 ○
語学研修 CE_E2_06　　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICT の理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　

必修科目２単位
情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○

計 10 67

A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野
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社会福祉学科　専門教育科目

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 社

福
士

介
福
士

精
保
士

高
校
福
祉

社
調
士
レ
ク
障
ス
ポ前 後 前 後 前 後 前 後

学部基幹科目 健康福祉概論 SW_B1_01 2 2
６単位必修学科基幹科目 社会福祉原論Ⅰ SW_B1_02 2 2 ◎ ◎ ◎ ◎

社会福祉原論Ⅱ SW_B1_03 2 2 ◎ ◎ ◎
小　　計 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0

学　
　

科　
　

専　
　

門　
　

科　
　

目

ゼミナール
発展ゼミナールⅠ SW_A4_01 2 2

８単位必修発展ゼミナールⅡ SW_A4_02 2 2
発展ゼミナールⅢ（含卒業研究） SW_A4_03 4 4

人と社会

人体の構造と機能及び疾病Ⅰ SW_B1_04 2 2

選択科目の中
から 88 単位以
上選択必修す
ること。

そのうち、10
単位までは他
学部他学科の
専門教育科目
を修得するこ
とができる。

◎◎◎◎
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ SW_B1_05 2 2 ◎ ◎ ◎ ○
心理学Ⅰ SW_B1_06 2 2 ◎ ◎ ◎
心理学Ⅱ SW_B1_07 2 2 ◎ ◎ ◎
生涯発達心理学 SW_B1_08 2 2 ◎
社会理論と社会システム SW_B1_09 2 2 ◎ ◎
社会調査の基礎 SW_B2_01 2 2 ◎ ◎

地域福祉

地域福祉の理論と方法Ⅰ SW_B2_03 2 2 ◎ ◎
地域福祉の理論と方法Ⅱ SW_B3_01 2 2 ◎ ◎
福祉行財政論 SW_B3_02 1 1 ◎ ◎ ○
福祉計画論 SW_B3_03 1 1 ◎ ◎
福祉サービスの組織と経営 SW_B2_02 2 2 ◎ ◎

福祉サービス
に関する知識

社会保障論Ⅰ SW_B2_04 2 2 ◎ ◎ ◎ ○
社会保障論Ⅱ SW_B2_05 2 2 ◎ ◎ ○
高齢者福祉論 SW_B2_06 2 2 ◎ ◎ ◎
介護論 SW_B2_09 2 2 ◎ ◎ ◎
障害者福祉論 SW_B2_07 2 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
児童・家庭福祉論 SW_B2_08 2 2 ◎ ◎
公的扶助論 SW_B3_05 2 2 ◎ ◎ ○
保健医療サービス SW_B3_06 2 2 ◎ ◎ ◎
就労支援サービス SW_B3_07 1 1 ◎
権利擁護と成年後見制度 SW_B3_04 2 2 ◎ ◎ ◎ ○
更生保護制度 SW_B3_08 1 1 ◎

相談援助の
理論と方法

相談援助の基盤と専門職Ⅰ SW_B1_10 2 2 ◎ ◎
相談援助の基盤と専門職Ⅱ SW_B1_11 2 2 ◎ ◎
相談援助の理論と方法Ⅰ SW_B2_10 2 2 ◎ ◎ ◎
相談援助の理論と方法Ⅱ SW_B2_11 2 2 ◎ ○
相談援助の理論と方法Ⅲ SW_B3_09 2 2 ◎
相談援助の理論と方法Ⅳ SW_B3_10 2 2 ◎
相談援助演習Ⅰ SW_B1_12 1 1 ◎ ◎
相談援助演習Ⅱ SW_B2_12 1 1 ◎ ◎ ◎
相談援助演習Ⅲ SW_B2_13 1 1 ◎ ◎ ◎
相談援助演習Ⅳ SW_B3_11 1 1 ◎ ◎
相談援助演習Ⅴ SW_B3_12 1 1 ◎ ◎
社会福祉援助技術実習指導Ⅰ SW_B2_14 2 2 ◎ ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅱ SW_B2_15 2 2 ◎ ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅲ SW_B2_16 2 2 ◎ ○
社会福祉援助技術実習 SW_B2_17 4 4 ◎ ◎ ○ ○

ソーシャル
ワークの展開

ソーシャルワーク特講 SW_B1_13 2 2
高齢者ソーシャルワーク SW_B2_19 2 2 ○
多文化ソーシャルワーク SW_B2_20 2 2
福祉マネジメント論 SW_B2_21 2 2
医療ソーシャルワーク SW_B3_13 2 2

専門実習・演習
専門実習（福祉分野） SW_G3_04 2 2
専門実習（企業・団体） SW_G3_05 2 2 ◎
専門演習（福祉分野） SW_G3_06 1 1
専門演習（企業・団体） SW_G3_07 1 1 ◎

精神保健福祉

精神疾患とその治療Ⅰ SW_D2_01 2 2 ◎
精神疾患とその治療Ⅱ SW_D2_02 2 2 ◎
精神保健学Ⅰ SW_D2_03 2 2 ◎
精神保健学Ⅱ SW_D2_04 2 2 ◎
精神保健福祉相談援助の基盤（専門） SW_D2_05 2 2 ◎
精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ SW_D1_01 2 2 � ◎
精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ SW_D1_02 2 2 ◎
精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ SW_D2_06 2 2 ◎
精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ SW_D2_07 2 2 ◎
精神保健福祉論Ⅰ SW_D3_01 2 2 ◎

A ゼミナール F グローカル
B 社会福祉 G 福祉に関わる方策
C 教員免許
D 精神保健福祉
E 介護福祉

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 社

福
士

介
福
士

精
保
士

高
校
福
祉

社
調
士
レ
ク
障
ス
ポ前 後 前 後 前 後 前 後

学
　

科
　

専
　

門
　

科
　

目

精神保健福祉

精神保健福祉論Ⅱ SW_D3_02 2 2

選択科目の中
から 88 単位以
上選択必修す
ること。

そ の う ち、10
単位までは他
学部他学科の
専門教育科目
を修得するこ
とができる。

◎
精神障害者の生活支援システム SW_D1_03 2 2 ◎
精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ SW_D3_03 1 1 ◎
精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ SW_D3_04 1 1 ◎
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ SW_D2_08 2 2 ◎
精神保健福祉援助実習指導Ⅱ SW_D3_05 2 2 ◎
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ SW_D3_06 2 2 ◎
精神保健福祉援助実習 SW_D3_07 5 5 ◎

介護の対象の
理解

認知症の理解Ⅰ SW_E1_01 　 2 2 ◎
認知症の理解Ⅱ SW_E1_02 　 2 2 ◎ ○
こころとからだのしくみ SW_E1_15 2 2 ◎ ○
障害の理解 SW_E1_03 　 2 2 ◎ ○

◇
介護の基本

介護概論Ⅰ SW_E1_04 　 2 2 ◎ ○
介護概論Ⅱ SW_E1_05 　 2 2 ◎ ○
自立支援論 SW_E3_01 　 2 2 ◎
介護サービス利用者論 SW_E2_01 　 2 2 ◎
介護サービス論Ⅰ SW_E2_02 　 2 2 ◎
介護サービス論Ⅱ SW_E2_03 　 2 2 ◎

◇
生活支援技術

生活支援技術入門 SW_E1_06 　 1 1 ◎
生活環境支援技術 SW_E2_04 　 1 1 ◎
基礎生活支援技術Ⅰ SW_E2_05 　 1 1 ◎ ○
基礎生活支援技術Ⅱ SW_E2_06 　 1 1 ◎ ○
応用生活支援技術Ⅰ（高齢者） SW_E3_02 　 1 1 ◎
応用生活支援技術Ⅱ（障害者） SW_E3_03 　 1 1 ◎
応用生活支援技術Ⅲ（医療ニーズ） SW_E3_04 　 1 1 ◎
応用生活支援技術Ⅳ（認知症） SW_E3_05 　 1 1 ◎
応用生活支援技術Ⅴ（ターミナル期） SW_E3_06 　 1 1 ◎
家事生活支援技術 SW_E2_07 　 1 1 ◎

◇
介護の過程

介護過程入門 SW_E1_07 　 1 1 ◎
介護過程演習Ⅰ SW_E2_08 　 1 1 ◎
介護過程演習Ⅱ SW_E2_09 　 1 1 ◎
介護過程演習Ⅲ SW_E3_07 　 1 1 ◎
ケアマネジメント演習 SW_E1_08 　 1 1 ◎

◇
介護演習・実習

介護総合演習Ⅰ SW_E1_09 　 1 1 ◎
介護総合演習Ⅱ SW_E1_10 　 1 1 ◎ ○
介護総合演習Ⅲ SW_E2_10 　 1 1 ◎ ○
介護総合演習Ⅳ SW_E2_11 　 1 1 ◎
介護実習Ⅰ SW_E1_11 　 2 2 ◎
介護実習Ⅱ SW_E1_12 　 2 2 ◎ ○ ○
介護実習Ⅲ SW_E2_12 　 1 1 ◎
介護実習Ⅳ SW_E2_13 　 2 2 ◎ ○
介護実習Ⅴ SW_E3_08 　 3 3 ◎

◇
医療的ケア

医療的ケアⅠ SW_E3_09 　 2 2 ◎
医療的ケアⅡ SW_E3_10 　 2 2 ◎
医療的ケア演習 SW_E3_11 1 1 ◎

教育と福祉に
関わる科目

教育原論 SW_C1_01 　 2 2 ◎
教育心理学 SW_C2_03 　 2 2 ◎
教育制度論 SW_C2_04 　 2 2 ◎
教育課程論 SW_C2_05 　 1 1 ◎
福祉科教育法Ⅰ SW_C2_02 　 2 2 ◎
福祉科教育法Ⅱ SW_C3_06 　 2 2 ◎
ファミリーソーシャルワーク SW_B2_18 　 2 2
スクールソーシャルワーク SW_B3_14 　 2 2

グローカルに
関わる科目

地域社会組織論 SW_F2_01 　 2 2
地域再生・創生論 SW_F2_02 　 2 2
社会福祉外書講読 SW_F3_01 　 2 2
健康福祉情報処理 SW_F2_03 　 2 2 ◎
健康福祉統計法 SW_F2_04 　 2 2 ◎
健康福祉海外演習 SW_F2_05 　 1
健康福祉海外実習 SW_F2_06 　 2

◇印の学科目に示す科目は介護福祉コースのみが履修可能な科目です。
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 社

福
士

介
福
士

精
保
士

高
校
福
祉

社
調
士
レ
ク
障
ス
ポ前 後 前 後 前 後 前 後

学
科
専
門
科
目

福祉に
関わる
方策

健康管理学 SW_G1_01 　 2 2

選択科目の中か
ら 88 単位以上
選択必修するこ
と。

そのうち、10 単
位までは他学部
他学科の専門教
育科目を修得す
ることができ
る。

レクリエーション支援論 SW_G1_02 　 2 2 ◎ ◎
レクリエーション支援演習 SW_G1_03 　 2 2 ◎
高齢者の健康と運動 SW_G1_05 　 2 2
リハビリテーション論 SW_G2_01 　 2 2 ◎
アダプテッド・スポーツ論 SW_G2_02 2 2
ユニバーサルデザイン概論 SW_G1_04 2 2
人権論 SW_G2_03 　 2 2
死生学 SW_G3_01 　 2 2
介護技術 SW_C2_01 　 1 1 ○
社会政策 SW_G2_04 　 2 2
社会問題 SW_G2_05 　 2 2
司法福祉論 SW_G3_02 　 2 2
社会福祉特講Ⅰ SW_G2_06 　 2 2
社会福祉特講Ⅱ SW_G2_07 　 2 2
公衆衛生学 SW_G2_08 2 2
救急処置 SW_G3_03 2 2
家政学概論 SW_E1_13 2 2 ○
健康栄養学概論 SW_E1_14 　 2 2 ○
小　　　計 8 241 13 18 33 47 41 45 32 17
合　　　計 14 241 17 20 33 47 41 45 32 17

注１）　◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目を示す。� � � � �
注２）　配当年次については、変更となる場合もあります。

注１）　上記の「資格に関する専門教育科目」については、卒業単位には加算されません。� � � � �
注２）　◎印科目は資格必修科目を示す。
注３）　配当年次については、変更となる場合もあります。

●資格に関する専門教育科目

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
１年 ２年 ３年 ４年 社

福
士

介
福
士

精
保
士

高
校
福
祉

社
調
士
レ
ク
障
ス
ポ前 後 前 後 前 後 前 後

教
育
の
基
礎

的
理
解
に

関
す
る
科
目

教職論 SW_C2_06 2 　 　 2 　 　 　 　 　

卒業単位には加
算されない。

◎

特別の支援を要する
児童・生徒の理解 SW_C2_08 1 　 　 1 　 　 ◎

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

総合的な学習の時間
の指導法 SW_C2_09 1 　 　 1 　 　 ◎

特別活動論 SW_C3_02 1 　 　 　 　 1 　 　 ◎

教育方法論 SW_C2_07 2 　 　 　 2 　 ◎

生徒指導論 SW_C3_03 2 　 　 　 　 2 ◎

教育相談 SW_C3_05 2 　 　 　 　 2 　 　 ◎

進路指導論 SW_C3_04 1 　 　 　 1 　 　 　 ◎

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習事前事後
指導 SW_C4_02 1 　 　 　 　 　 　 1　 ◎

教育実習（高） SW_C4_03 2 　 　 　 　 　 2 ◎

教職実践演習
（中・高） SW_C4_01 2 　 　 　 　 　 2 ◎

合　　　　　計 0 17 0 0 4 0 5 3 0 5

履
修
関
係

－ 121 －



健康福祉学部　スポーツ健康福祉学科

スポーツ健康福祉学科では、「ユニバーサル社会の理解と福祉の心を基盤に、スポーツや身体運動を活
用した健康生活支援ができる専門的な知識・技術と応用的能力を備えた社会人」を育成します。そのため
に、社会福祉に関する科目群と健康スポーツに関する科目群の両群から定められた単位数以上の修得とと
もに将来の目指す職域や資格取得に応じた教科目を計画的に履修することが必要です。学科では、次の基
本的な 3つの履修モデルを示します。

健康スポーツ支援・・・・・・スポーツ施設や医療機関等で健康運動の指導や支援を目指す。
【主な取得資格】
健康運動実践指導者受験資格、レクリエーション・インストラクター資格、スポーツ・レクリエーショ
ン指導者資格、障がい者スポーツ指導員（初級）資格、公認スポーツ指導者、健康運動指導士受験
資格

福祉スポーツ支援・・・・・・社会福祉施設などの福祉分野での活躍を目指す。
【主な取得資格】
健康運動実践指導者受験資格、レクリエーション・インストラクター資格、スポーツ・レクリエーショ
ン指導者資格、障がい者スポーツ指導員（初級・中級）資格、社会福祉士国家試験受験資格

スポーツ教育支援・・・・・・学校教育機関で保健体育の教員を目指す。
【主な取得資格】
健康運動実践指導者受験資格、レクリエーション・インストラクター資格、スポーツ・レクリエーショ
ン指導者資格、障がい者スポーツ指導員（初級）資格、公認スポーツ指導者、中学・高等学校教諭
一種免許状（保健体育）
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学修到達目標と学修成果（スポーツ健康福祉学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルー
ルに則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自
己と関連づけ理解することができる。
2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、
分析、整理し、その問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活
用し、地域課題を解決するための行動ができる。
2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題
を解決へとつなぐことができる。
3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造する
ことを通じて、地域課題を解決することができる。

【
ス
ポ
ー
ツ
健
康
福
祉
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）人間の健康生活、社会問題などについて深い関心を持ち、主体的・自立的に学び続けることができる。

2）学習の成果を自らの生活に還元するとともに他者と協調し、地域社会に還元しようとする意欲を持っている。

3）健全な人間観、社会観を持ち、人々の健康な生活の発展に貢献することができる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）健康・スポーツ関連諸科学及び福祉関連諸科学に関する基礎知識を身につけている。

2）健康で文化的な生活を営むために必要な基礎知識を身につけている。

3）健康・スポーツ、福祉に関する学際的、総合的基礎知識を身につけ、すべての人々に支援する方法を理解し

ている。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）身に付けた健康・スポーツ、福祉に関する基礎知識を活用して運動技能や表現力を高めることができる。

2）身につけた知識や技能、コミュニケーション能力を活用して他者と円滑に連携することができる。

3）課題解決に必要な情報を収集し、分析・整理して、その結果を他者に適切に表現できる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）心身の健康維持・増進に関する問題点や課題を把握し、その解決策を提案することができる。

2）実践を通して地域貢献できる力を身につける。

3）他者と協調して課題解決に必要な情報を収集・分析・整理・創造し、その結果を活用して地域生活支援がで　

きる。
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
共
通
教
育
科
目

―
―
1
年
前
期
―
―

―
―
 1
年
後
期
―
―

―
―
 2
年
前
期
―
―
―
―
 2
年
後
期
―
―

キ
ャ
リ
ア

形
成

―
―
 3
年
後
期
―
―

―
―
 3
年
前
期
―
―

―
―
 4
年
前
期
―
―
―
―
 4
年
後
期
―
―

D
P# ①
②

③
④

⑥
⑨ ⑭ ②
③

⑥
⑦

⑨
⑬

③
⑩ ⑬全 学

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

地
域
連
携
・

学
部
間
連
携

基
礎

人
間
と

文
化

く
ら
し
の

科
学

生
活

支
援

心
理
学
入
門

心
理
学
入
門

現
代
社
会
と
倫
理

現
代
社
会
と
倫
理

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

法
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

地
域

連
携

人
間
論
と
現
代
思
想

人
間
論
と
現
代
思
想

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

法
学

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

②
③

⑥
⑦

⑫
⑬
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①
② ③ ①
②

③
⑦

⑧
⑫ ⑬ ②
⑤

⑫
⑬

①
②

⑦
⑧

健
康

ス
ポ
ー
ツ

国
際
理
解

外
国
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
理
解

健
康
運
動
科
学

フ
ィッ
ト
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅰ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅰ

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅱ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅱ

資
格
英
語
(E
S
P
)
Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅰ

Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅱ

中
国

語
韓

国
語

日
本
語
初
級

日
本
語
中
級

日
本
語
上
級

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅰ

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅱ

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

ウ
ェ
ル
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

IC
Tの
理
解

情
報
処
理
入
門

情
報
処
理
基
礎
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
福
祉
学
科
　
専
門
教
育
科
目

D
P#

基
幹
科
目

社
会
福
祉
に

関
す
る
科
目

②
⑨
⑩

④
⑩

③
⑨

⑨
③

①
⑩

⑨
⑩

②
⑩

②
⑩ ⑨ ④
⑩

④
⑩

―
―
1年
前
期
 ―
―

―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

ス
ポ
ー
ツ
文
化
論

①
②
⑨

健
康
福
祉
概
論

③
④

※
1（
基
礎
科
目
）
へ

※
2（
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
支
援
関
連
科
目
）
へ

地
域
ス
ポ
ー
ツ
支
援
論

社
会
保
障
論
Ⅰ

就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス

更
生
保
護
制
度

相
談
援
助
演
習
Ⅴ

相
談
援
助
演
習
Ⅳ

相
談
援
助
演
習
Ⅲ

社
会
福
祉
援
助
技
術
実
習
指
導
Ⅰ

社
会

福
祉

援
助

技
術

実
習

相
談
援
助
演
習
Ⅱ

相
談
援
助
演
習
Ⅰ

高
齢
者
福
祉
論

障
害
者
福
祉
論

公
的
扶
助
論

⑨
⑩

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス

児
童
・
家
庭
福
祉
論

社
会
保
障
論
Ⅱ

社
会
福
祉
原
論
Ⅰ

社
会
福
祉
原
論
Ⅱ

介
護

論

障
害
の
理
解

心
理

学
Ⅱ

生
涯
発
達
心
理
学

社
会
調
査
の
基
礎

福
祉
行
財
政
論

福
祉
計
画
論

心
理

学
Ⅰ

人
体
の
構
造
と

機
能
及
び
疾
病
Ⅰ

人
体
の
構
造
と

機
能
及
び
疾
病
Ⅱ

社
会
理
論
と

社
会
シ
ス
テ
ム

権
利
擁
護
と

成
年
後
見
制
度

相
談
援
助
の

理
論
と
方
法
Ⅳ

相
談
援
助
の

理
論
と
方
法
Ⅲ

社
会
福
祉
援
助
技
術

実
習
指
導
Ⅲ

社
会
福
祉
援
助
技
術

実
習
指
導
Ⅱ

相
談
援
助
の

理
論
と
方
法
Ⅰ

相
談
援
助
の

基
盤
と
専
門
職
Ⅰ

相
談
援
助
の

理
論
と
方
法
Ⅱ

相
談
援
助
の

基
盤
と
専
門
職
Ⅱ

地
域
福
祉
の

理
論
と
方
法
Ⅰ

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

組
織
と
経
営

地
域
福
祉
の

理
論
と
方
法
Ⅱ
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基
礎
科
目

健
康
運
動
支
援

関
連
科
目

生
涯
ス
ポ
ー
ツ

支
援
関
連
科
目

支
援
・
情
報

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

関
連
科
目

教
職
に
関
す
る

科
目

総
　
合

健
康
福
祉
情
報
処
理

健
康
福
祉
統
計
法

高
齢
者
の
健
康
と
運
動

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
各
論

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
論

健
康
生
活
と
福
祉
技
術

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
概
論

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
演
習

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
論

健
康
体
力
づ
く
り
論

ス
ポ
ー
ツ
医
学

測
定

評
価

学
校

保
健

健
康
管
理
学

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
論

ス
ポ
ー
ツ
行
政
学

メ
ン
タ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

コ
ー
チ
ン
グ
学

バ
イ
オ
メ
カ
ニ
ク
ス

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
論

機
能
解
剖
学

ス
ポ
ー
ツ
社
会
学

ス
ポ
ー
ツ
心
理
学

ス
ポ
ー
ツ
栄
養
学

精
神
保
健
学
Ⅰ

精
神
保
健
学
Ⅱ

運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
指
導
法
演
習

運
動

処
方

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
演
習

運
動
負
荷
試
験

運
動

方
法

学
演

習
1
～

1
6

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
基
礎
演
習

発
育
発
達
と
ス
ポ
ー
ツ

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド
・
ス
ポ
ー
ツ
論

健
康
運
動
総
合
演
習
Ⅱ

健
康
運
動
総
合
演
習
Ⅰ

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
実
践
演
習

健
康
産
業
施
設
等
現
場
実
習

地
域
ス
ポ
ー
ツ
実
践
演
習
Ⅱ

地
域
ス
ポ
ー
ツ
実
践
演
習
Ⅰ

保
健
体
育
科
教
育
法
Ⅲ

保
健
体
育
科
教
育
法
Ⅱ

保
健
体
育
科
教
育
法
Ⅳ

教
育

実
習

ス
ポ
ー
ツ
健
康
福
祉
学
演
習
Ⅰ

教
職

論

教
育
心
理
学

教
育
制
度
論

道
徳
教
育
指
導
論

教
育

相
談

生
徒
指
導
論

進
路
指
導
論

特
別
活
動
論

教
育
課
程
論

教
育

原
論

教
育
方
法
論

保
健
体
育
科
教
育
法
Ⅰ

教
育

実
習

基
礎

演
習

教
育

実
習

事
前
事
後
指
導

救
急

処
置

（
学
校
安
全
を
含
む
）

運
動

学
（
運
動
方
法
学
を
含
む
）

ス
ポ
ー
ツ
文
化
論

（
学
科
基
幹
科
目
）

生
理

学
（
運
動
生
理
学
を
含
む
）

衛
生

学
（
公
衆
衛
生
学
を
含
む
）

ス
ポ
ー
ツ
健
康
福
祉
学
演
習
Ⅱ

（
含

卒
業

研
究

）

教
職
実
践
演
習

（
中
・
高
）

―
―
1年
前
期
 ―
―

※
1

地
域
ス
ポ
ー
ツ
支
援
論

（
学
科
基
幹
科
目
）

※
2―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

①
③
⑤

⑤
⑧

⑤
⑥
⑨
⑩

③
⑨

⑤
⑦
⑩

⑤
⑦
⑨

③
⑩

③
⑤
⑥
⑩

①
⑤
⑨

②
③
⑧

①
②

②
④
⑨

⑦

⑤
⑥
⑩

③
⑦
⑨

③
⑤
⑦
⑨

③
④
⑦
⑨

⑤
⑥
⑧
⑩

③
⑦
⑨

①
③
⑤
⑨

③
⑩
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年 教
職
健
運
障
ス
ポ
レ
ク
公
ス
ポ

社
福
士

社
調
士前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含）CE_A1_01 2

必修科目８単位
及び選択科目よ
り 12 単位以上
選択必修。
　
　
　
　
　

あすなろうⅡ応用（地域課題）CE_A2_01 　 2
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ）CE_A3_01 　 2

地 域 連 携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○
地域連携 CE_B1_02 　 2 　 ○

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 　 2 　 ○ 　 ○
現代社会と倫理 CE_B1_04 　 2 ○ 　 ○
人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 　 ○ 　 ○
文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 ○
生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ 　 ○ △1
肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 　 ○ 　 ○
脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 　 ○ 　 ○
法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 ○
日本国憲法 CE_B1_10 　 2 　 ○ 　 ○ ◎

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 ○
くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 ○
ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 　 ○ 　 ○
生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 ○
生物と環境 CE_C1_03 　 2 　 ○ 　 ○
身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 ○
統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　　 ○
身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 ○
地球環境科学 CE_C1_07 　 2 　 ○ 　 ○

健康スポーツ
健康運動科学 CE_F1_01 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○
フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ◎◎○◎○
ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ◎◎○

国 際 理 解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 ○
文化人類学 CE_B1_15 　 2 　 ○ 　 ○
変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 　 ○ 　 ○
日本事情（Japanese�&�World�Issues）CE_G1_01 　 2 ○ 　 ○

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�EnglishⅠ CE_E1_01 1 　 　 ○
Basic�EnglishⅡ CE_E2_01 1 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ◎
Global�EnglishⅠ CE_E1_02 1 　 ○
Global�EnglishⅡ CE_E2_02 1 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 ◎
Academic�EnglishⅠ CE_E3_01 　 1 　 　 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅡ CE_E3_02 　 1 　 　 　 　 　 　 ○
英語コミュニケーションⅠ CE_E1_03 　 1 ○
英語コミュニケーションⅡ CE_E1_04 　 1 　 ○
Global�Communication（English）CE_E2_03 　 2 ○ 　 ○
資格英語（ESP） CE_E2_04 　 1 　 　 　 　 ○
中国語 CE_E1_05 　 1 ○
韓国語 CE_E1_06 　 1 　 ○
日本語初級 CE_E1_07 　 1 ○ 「日本語初級」、「日本語中

級」及び「日本語上級」
は留学生対象科目とする。

日本語中級 CE_E2_05 　 1 　 ○
日本語上級 CE_E3_04 　 1 　 ○
語学研修 CE_E2_06 　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICT の理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 ○

必修科目２単位
◎　　　　　○

情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ◎　 ○
計 10 67

スポーツ健康福祉学科 　共通教育科目
A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野

－ 128 －

履
修
関
係



スポーツ健康福祉学科 　専門教育科目

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒 業 要 件
資格必修選択区分

必
修
選
択
１年 ２年 ３年 ４年 教

職
健
運
障
ス
ポ
レ
ク
公
ス
ポ

社
福
士

社
調
士前後前後前後前後

専
門
教
育
科
目

学部基幹科目 健康福祉概論 SH_K1_01 2 　 2

選択科目の
中から 90
単位以上選
択必修する
こと。

そのうち、
10 単位ま
では他学部
他学科の専
門教育科目
を修得する
ことができ
る。

ただし、「社
会福祉に関
する科目
群」及び「健
康スポーツ
に関する科
目群」より
それぞれ 10
単位以上選
択必修する
こと。

学科基幹科目 地域スポーツ支援論 SH_K1_02 2 　 　 2
スポーツ文化論 SH_K1_03 2 　 2 　 ◎ ◎

小　　　　　計 6 4 2

学
科
専
門
科
目

ゼミナール スポーツ健康福祉学演習Ⅰ SH_K4_01 2 　 　　 2
スポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究） SH_K4_02 4 4

社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目

人・社会・
生活

人体の構造と機能及び疾病Ⅰ SH_A1_01 2 2 　 　　　　 ◎ ○
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ SH_A2_01 2 　 2 　 　　　　 ○ ○
心理学Ⅰ SH_A1_02 2 2 　 　　　　　 ○
心理学Ⅱ SH_A2_02 2 　 2 　 　　　　 ○
生涯発達心理学 SH_A1_03 2 2 　 　　　　
社会理論と社会システム SH_A1_04 2 　 2 　 　　　　 ○
社会調査の基礎 SH_A1_05 2 　 　　　 2 　　 ○○

地域福祉

地域福祉の理論と方法Ⅰ SH_B1_01 2 　 　　　　 2 　 ○
地域福祉の理論と方法Ⅱ SH_B2_01 2 　 　　　　　 2 ○
福祉サービスの組織と経営 SH_B3_01 2 　 　　　 2 　 ○
福祉計画論 SH_B3_03 1 　 　　　　　 1 ○
福祉行財政論 SH_B3_02 1 　 　　　　　 1 ○

福祉
サービスに
関する知識

社会福祉原論Ⅰ SH_C1_02 2 2 　 　　 　 ○
社会福祉原論Ⅱ SH_C1_03 2 2 ○
社会保障論Ⅰ SH_C1_01 2 　 　 2 　　 　 ○
社会保障論Ⅱ SH_C2_01 2 　 　　 2 　　　 ○
高齢者福祉論 SH_C2_02 2 　 　 2 　　　　 ○
介護論 SH_C2_03 2 　 　　 2 　　　 ○
障害者福祉論 SH_C2_04 2 　 　 2 　　　　 ○ ○
障害の理解 SH_C2_07 2 2 ◎
児童・家庭福祉論 SH_C2_05 2 　 　 2 　　　　 ○
公的扶助論 SH_C3_01 2 　 　　　 2 　　 ○
保健医療サービス SH_C3_02 2 　 　　　　 2 　 ○
就労支援サービス SH_C3_03 1 　 　　　　　 1 ○
権利擁護と成年後見制度 SH_C2_06 2 　 　　 2 　　　 ○
更生保護制度 SH_C3_04 1 　 　　　　　 1 ○

相談援助の
理論と方法

相談援助の基盤と専門職Ⅰ SH_D1_01 2 2 　 　　　 ○
相談援助の基盤と専門職Ⅱ SH_D2_01 2 　 2 　 　　　 ○
相談援助の理論と方法Ⅰ SH_D1_02 2 　 　 2 　　　 ○
相談援助の理論と方法Ⅱ SH_D2_02 2 　 　　 2 　　 ○
相談援助の理論と方法Ⅲ SH_D3_01 2 　 　　　 2 　 ○
相談援助の理論と方法Ⅳ SH_D3_02 2 　 　　　　 2 ○

相談援助の
演習・実習

相談援助演習Ⅰ SH_E1_01 1 1 　 　　　 ○
相談援助演習Ⅱ SH_E2_01 1 　 　 1 　　　 ○
相談援助演習Ⅲ SH_E3_01 1 　 　　 1 　　 ○
相談援助演習Ⅳ SH_E3_02 1 　 　　　 1 　 ○
相談援助演習Ⅴ SH_E3_03 1 　 　　　　 1 ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅰ SH_E1_02 2 　 　 2 ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅱ SH_E2_02 2 2 ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅲ SH_E3_04 2 2 ○
社会福祉援助技術実習 SH_E3_05 4 4 ○

支援・情報

ユニバーサルデザイン概論 SH_ I 1_01 2 2
ユニバーサルデザイン各論 SH_ I 2_01 2 2 ◎
健康生活と福祉技術 SH_ I 3_01 2 2
健康福祉情報処理 SH_ I 3_02 2 2 ○
健康福祉統計法 SH_ I 3_03 2 2 ○

健
康
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
科
目

基礎科目

運動学（運動方法学を含む） SH_F2_01 2 　 　　 2 　　 ◎　　 ◎
生理学（運動生理学を含む） SH_F1_01 2 2 　 　　　　 ◎◎　 　
機能解剖学 SH_F1_19 2 2
バイオメカニクス SH_F2_02 2 　 　　　 2 　 △ 2◎　 　
コーチング学 SH_F2_03 2 　 　　 2 　 　　　 ◎
スポーツ心理学 SH_F2_04 2 　 　 2 　 △ 2△ ◎ ◎
メンタルマネジメント SH_F3_03 2 　 　 2 ○ ◎
スポーツ社会学 SH_F2_05 2 　 　　 2 　 ◎　 ◎
スポーツマネジメント論 SH_F3_01 2 　 　　　　 2 　　　 ◎

A 人・社会・生活 F 健康スポーツの基礎科目 K 総合
B 地域福祉 G 健康運動支援関連科目 L キャリアデザイン関連科目
C 福祉サービスに関する知識 H 生涯スポーツ支援関連科目
D 相談援助の理論と方法 I 支援・情報
E 相談援助の演習・実習 J 教職に関する科目

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
１年 ２年 ３年 ４年 教

職
健
運
障
ス
ポ
レ
ク
公
ス
ポ

社
福
士

社
調
士前後前後前後前後

専
門
教
育
科
目

学
科
専
門
科
目

健
康
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
科
目

基礎科目

スポーツ行政学 SH_F2_06 2 　 　　 2 　　

選択科目の
中から 90
単位以上選
択必修する
こと。

そのうち、
10単位まで
は他学部他
学科の専門
教育科目を
修得するこ
とができる。

ただし、「社
会福祉に関�
する科目
群」及び「健
康スポーツ
に関する科
目群」より
それぞれ10
単位以上選
択必修する
こと。

△2　 　 ◎
スポーツ栄養学 SH_F2_07 2 　 　 2 　　　 △1◎ ◎ ◎
生涯スポーツ論 SH_F1_02 2 　 2 　 　　　 　　　 　
健康管理学 SH_F1_03 2 　 　 2 　　 　 ○　
衛生学（公衆衛生学を含む） SH_F2_08 2 　 　 2 　　　 ◎　　 　
スポーツ医学 SH_F2_13 2 　 　 2 ◎ ◎
トレーニング論 SH_F2_14 2 　 　 2 ◎ ◎
コンディショニング演習 SH_F2_15 2 　 　 2
救急処置（学校安全を含む） SH_F2_09 2 　 　　 2 　　 ◎◎◎ ◎
精神保健学Ⅰ SH_F2_10 2 　 　　　 2 　 ◎　　
精神保健学Ⅱ SH_F3_02 2 　 　　　　 2 △ 1　 　
学校保健 SH_F2_11 2 　 　　 2 　　 ◎　　
運動・スポーツ指導法演習 SH_F3_04 2 2

運動方法
関連科目

運動方法学演習１（体つくり） SH_F1_04 1 1　　　　　 ◎　　
運動方法学演習２（器械運動） SH_F1_05 1 1 　 　　　 ◎　　 ○1
運動方法学演習３（陸上） SH_F1_06 1 1 　 　　　 ◎　　 ○1
運動方法学演習４（水泳） SH_F1_07 1 　 　 1 　　　 ◎◎◎ ○1
運動方法学演習５（バスケットボール） SH_F1_08 1 1 　 　　　 △3　 　
運動方法学演習６（サッカー） SH_F1_09 1 1 　 　　　 △3　 　
運動方法学演習７（柔道） SH_F1_10 1 　 1 　 　　 △4　 　
運動方法学演習８（剣道） SH_F1_11 1 　 1 　 　　　 △4　 　
運動方法学演習９（ダンス） SH_F1_12 1 　 　　 1 　　 ◎　　 ○1
運動方法学演習 10（健康体力つくり） SH_F1_13 1 　 　 1 　　　 　 ◎　 ○
運動方法学演習 11（アダプテッド・スポーツ） SH_F2_12 1 　 　　　　 1 　　 ◎
運動方法学演習 12（キャンプ） SH_F1_14 1 　 　 1 　　　
運動方法学演習 13（スキー） SH_F1_15 1 　 　　 1 　　
運動方法学演習 14（バレーボール） SH_F1_16 1 1 ◎
運動方法学演習 15（テニス） SH_F1_17 1 1
運動方法学演習 16（ソフトボール） SH_F1_18 1 1 ◎

健康運動支援
関連科目

運動処方 SH_G3_01 2 2 △ 1◎
運動負荷試験 SH_G3_02 2 2 ○　
測定評価 SH_G2_01 2 2 ◎　 ○
健康体力づくり論 SH_G2_02 2 2 ◎ ○
健康産業施設等現場実習 SH_G3_03 2 2 ○　
健康運動総合演習Ⅰ SH_G2_03 2 2
健康運動総合演習Ⅱ SH_G3_04 2 2

生涯スポーツ
支援関連科目

地域スポーツ実践演習Ⅰ SH_H2_03 2 2 　 ○
地域スポーツ実践演習Ⅱ SH_H3_01 2 2 △△
レクリエーション支援論 SH_H2_01 2 2 ○ ◎　
レクリエーション支援演習 SH_H2_02 2 2 　 ◎△　
アダプテッド・スポーツ論 SH_H3_02 2 2 ◎　 ◎
発育発達とスポーツ SH_H3_03 2 2 ◎　 ◎
高齢者の健康と運動 SH_H3_04 2 2 　 　
リハビリテーション論 SH_H3_05 2 2 ○　　

キャリアデザ
イン関連科目

キャリアデザイン基礎演習 SH_L2_01 2 2
キャリアデザイン実践演習 SH_L3_01 4 4

教職課程に
関する科目

保健体育科教育法Ⅰ SH_J1_01 2 2 　 　　 ◎
保健体育科教育法Ⅱ SH_J2_01 2 　 2 　 　 ◎
保健体育科教育法Ⅲ SH_J3_01 2 　 　 2 　 ○
保健体育科教育法Ⅳ SH_J3_02 2 　 　 2 ○
教育原論 SH_J1_02 2 2 　 　　　 ◎
教職論 SH_J2_02 2 　 2 　 　　 ◎
教育制度論 SH_J2_04 2 　 2 　 　　 ◎
教育心理学 SH_J2_03 2 　 2 　 　　 ◎
特別の支援を要する児童・生徒の理解 SH_J2_07 1 1 ◎
教育課程論 SH_J2_05 1 　 　 1 　　 ◎
道徳教育指導論 SH_J3_03 2 　 　 2 　　 ○
総合的な学習の時間の指導法 SH_J2_08 1 1 ◎
特別活動論 SH_J3_04 1 　 　　　 1 ◎
教育方法論 SH_J2_06 2 　 　　 2 　 ◎
生徒指導論 SH_J3_05 2 　 　　　 2 ◎
教育相談 SH_J3_07 2 　 　　 2 　 ◎
進路指導論 SH_J3_06 1 　 　　　 1 ◎
教育実習事前事後指導 SH_J4_02 1 1 ◎
教育実習 SH_J4_03 4 4 ◎
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
１年 ２年 ３年 ４年 教

職
健
運
障
ス
ポ
レ
ク
公
ス
ポ

社
福
士

社
調
士前後前後前後前後

教職実践演習（中・高） SH_J4_01 2 2 ◎
教育実習基礎演習 SH_J3_08 2 2 △ 1

小　　　　　計 6 219 16 21 41 39 38 49 9 12
合　　　　　計 12 219 20 23 41 39 38 49 9 12

注 1）教職資格の◎は、中学校教諭および高校教諭の両資格の必修科目で、○は、中学校教諭のみの必修科目である。
注 2）教職資格の△ 1から△ 4の教科目から中学校教諭は、8単位選択必修、高校教諭は、16 単位選択必修である。

ただし、△ 2から△ 4よりそれぞれ 1教科選択必修となる。
注 3）健康運動資格の◎は健康運動指導士資格と健康運動実践指導者資格の両資格の必修科目で、○は健康運動指導士資格のみ、△は

健康運動実践指導者資格のみ必修科目である。
注 4）障がい者スポーツ資格の○は初級資格の必修科目で、◎は中級資格の必修科目である。
注 5）レクリエーション関連資格は、○がスポーツ・レクリエーション指導者資格、△がレクリエーション・インストラクター資格、

◎が両資格共通の必修科目である。
注 6）公認スポーツ指導者資格の◎が共通Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ科目、○がスポーツプログラマー専門科目（ただし、○ 1の科目から 1単位選択

必修）、△はジュニアスポーツ指導員専門科目に関する科目である。
注 7）配当年次については、変更となる場合があります。
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リハビリテーション学部　リハビリテーション学科

リハビリテーション学科では、人間の生活と人権を尊重し、人の身になって他者を理解しようとする豊
かな共感性とコミュニケーション能力をもち、保健医療福祉の専門職として、地域に暮らしている人々の
豊かな生活実現に向けて貢献できる人材を育成します。そこで、以下のような到達目標を掲げています。
①　理学療法士、作業療法士としての専門的知識、技術、態度を習得しており、国家試験に合格する程度
を最低限とします。

②　人間の生活と人権を尊重し、ヒトを全人的に理解しようとすることができ、倫理観に裏付けられた幅
広い教養を身につけていること。

③　対象者における身体的、心理的、社会的な状況などを総合的に評価することができ、より健康な状況
へ導くために必要な対処行動をとることができること。

④　理学療法士、作業療法士としての発展と共に、保健医療福祉の発展や向上に貢献しようと、生涯を通
じて自己研鑽することができること。

⑤　人の身になって他者を理解しようとする豊かな共感性とコミュニケーション能力を持てる。
⑥　保健医療福祉における対象者や専門職の多文化性の理解に基づき、保健、医療、福祉チームの一員と
して協働できる。

⑦　人の生活や地域文化の重要性を踏まえ、豊かな生活実現に向けて地域貢献ができる。
⑧　文化や価値観の多様性を認め、広く柔軟な態度で国際的な貢献に興味を持つことができる。
　また、各専攻では以下のような臨床能力を培います。

リハビリ
テーション
学科

理学療法学
専攻

　理学療法士国家試験の受験資格関連科目を中心に学び、疾病、
外傷および障害の予防と治療を目的とした理学療法の基本的な
臨床能力
◆取得できる資格は、理学療法士国家試験受験資格、園芸療法士です。

　作業療法士国家試験の受験資格関連科目を中心に学び、身体
や精神に障害を持つ者（児）の社会参加や障害児療育、高齢者
ケアに必要な作業療法の基本的な臨床能力
◆取得できる資格は、作業療法士国家試験受験資格、園芸療法士です。

作業療法学
専攻
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学修到達目標と学修成果（リハビリテーション学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルールに則って行動し、社
会の発展のために積極的に関与できる。

3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。
【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自己と関連づけ理解する
ことができる。

2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、分析、整理し、その
問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活用し、地域課題を解決
するための行動ができる。

2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題を解決へとつなぐこと
ができる。

3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造することを通じて、地域課
題を解決することができる。

【
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）専門職業人として、人間性豊かで責任ある行動がとれる。
・人間の生活と人権を考慮できる。
・社会人としてマナ一を身に付ける。
・約束を守ることができる。
・規則を守ることができる。
・自己管理ができる。
2）対象者らと共感性をもって真摯な態度で接することができる。
・相手の立場を理解し、共感・受容できる。
・理学療法・作業療法を必要とする人を全人的に理解することが
できる。

・理学療法・作業療法を必要とする人やその家族の心理を理解
できる。

3）多種多様な文化や価値観に関心を持ち、人の生活と人権を考
慮し、理学療法或いは作業療法の発展や向上を目指すことがで
きる。

・学習の成果を発展させ、自らの生活や社会に還元しようとする
態度を身に付けている。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）人体の構造と機能及び障がいについて理解し、専門職として
必要な評価・治療等に関する基礎知識を身に付けている。

・人体の構造について理解する。
・人体の機能について理解する。
・疾病と障がいについて理解する。
2）専門職として必要な評価・治療等に関する基礎知識を身に付け
ている。

・理学療法・作業療法における評価、治療の流れを理解できる。
・理学療法・作業療法における評価について知識や方法を習得で
きる。

・理学療法・作業療法における治療の知識や方法を習得できる。
3）対象者の身になって他者を理解して、全人的・総合的かつ専門
的な評価と実践の計画立案ができる。

・ICF の相互関係を理解できる。
・対象者の自己実現に向けた生活支援の知識や方法を理解できる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）コミュニケーション技法をもって他職種および地域社会と協
　業できる。
・対象者と信頼関係を結ぶためのコミュニケーションをとること
ができる。

・チーム医療に必要なコミュニケーションの技法を習得し実践で
きる。

2）対象者をより健康な状態に導くために必要な専門的な対処方法
が取れ、支援できる。

・理学療法・作業療法における治療の方法を習得できる。
・理学療法・作業療法における治療技術を実践できる。
・対象者の予後を予測することができる。

3）課題解決に必要な情報を収集し、分析・整理して、その結果を
適切に表現することができる。

・対象者の状況を把握し課題を発見できる
・課題解決に必要な情報を収集し、分析 ･ 整理することができる。
・課題解決に向けて実践することができる。
・実施したことを報告書としてまとめることができる
・症例レポートが書ける。
・課題レポートが書ける。
・プレゼンテーション力を身につける。
・自分が考えていることをまとめ、人前で発表ができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）実践を通して自己の課題を明確に、対象者の身になって他者を
理解して、全人的・総合的かつ専門的な評価と実践の計画立案
ができる。

・ICF の相互関係を理解できる。
・対象者の自己実現に向けた生活支援の知識と方法を理解できる。
・ボランティアなどに積極的に参加し、地域社会に貢献できる。
2）社会と自然の抱える諸問題を自ら発見し、論理的に分析・考察
して、自らの見解を形成することができる。

・臨床実習に積極的に取り組むことができる。

・臨床実習などを通して、地域で生活する人を支援することができる。
・チームの一員として協調性を持つことができる。
・病院・施設・在宅におけるチームアプローチの方法について理解
できる。

3）人と社会、自然と環境について主体的に関心を持ち、自主的・
自律的に学習を続けることができる。

・研究に関心を持ち、分析・考察することができる。
・特別講義・研修会などに積極的に参加できる。
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
共
通
教
育
科
目

―
―
1
年
前
期
―
―

―
―
 1
年
後
期
―
―

―
―
 2
年
前
期
―
―
―
―
 2
年
後
期
―
―

キ
ャ
リ
ア

形
成

―
―
 3
年
後
期
―
―

―
―
 3
年
前
期
―
―

―
―
 4
年
前
期
―
―
―
―
 4
年
後
期
―
―

D
P# ①
②

③
④

⑥
⑨ ⑭ ②
③

⑥
⑦

⑨
⑬

③
⑩ ⑬全 学

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

地
域
連
携
・

学
部
間
連
携

基
礎

人
間
と

文
化

く
ら
し
の

科
学

生
活

支
援

心
理
学
入
門

心
理
学
入
門

現
代
社
会
と
倫
理

現
代
社
会
と
倫
理

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

法
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

地
域

連
携

人
間
論
と
現
代
思
想

人
間
論
と
現
代
思
想

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

法
学

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

②
③

⑥
⑦

⑫
⑬
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①
② ③ ①
②

③
⑦

⑧
⑫ ⑬ ②
⑤

⑫
⑬

①
②

⑦
⑧

健
康

ス
ポ
ー
ツ

国
際
理
解

外
国
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
理
解

健
康
運
動
科
学

フ
ィッ
ト
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅰ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅰ

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅱ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅱ

資
格
英
語
(E
S
P
)
Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅰ

Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅱ

中
国

語
韓

国
語

日
本
語
初
級

日
本
語
中
級

日
本
語
上
級

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅰ

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅱ

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

ウ
ェ
ル
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

IC
Tの
理
解

情
報
処
理
入
門

情
報
処
理
基
礎
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
理
学
療
法
学
専
攻
　
専
門
教
育
科
目

基
本
科
目

人
体
の
構
造
と
機
能

及
び
心
身
の
発
達

疾
病
と
障
害
の
成
り

立
ち
及
び
回
復
過
程

の
促
進

保
健
医
療
福
祉
と

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
理
念

基
礎
理
学
療
法
学

理
学
療
法
評
価
学

理
学
療
法
治
療
学

地
域
理
学
療
法
学

臨
床
実
習

卒
業
研
究

D
P#

②
④
⑪

①
②

①
②
③
④

⑨
⑪

①
～
⑫

①
②
③
④

⑦
⑨
⑪

①
②
③
④

⑩

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑩

②
③
⑤
⑥

⑩
⑪

③
⑤
⑧
⑨

⑫
⑬

―
―
1年
前
期
 ―
―

―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

健
康
福
祉
概
論

栄
養

学
作

業
と

生
活

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
論

障
害
者
福
祉
論

解
剖

学
Ⅰ

体
表
解
剖
学
実
習

解
剖

学
Ⅱ

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
論

リ
ハ
ビリ
テ
ーシ
ョン
と
心
理
学

現
代
の
医
療
制
度

生
理

学
人

間
発

達
学

生
理

学
演

習

運
動

学
Ⅰ

運
動

学
Ⅱ

公
衆

衛
生

学

病
理

学
感
染
予
防
・
救
急
法

内
科

学
Ⅰ

内
科

学
Ⅱ

整
形
外
科
学
Ⅰ

整
形
外
科
学
Ⅱ

神
経
内
科
学
Ⅱ

神
経
内
科
学
Ⅰ

小
児

科
学

精
神

医
学

Ⅰ

ス
ポ
ー
ツ
外
傷
学

精
神

医
学

Ⅱ
薬
理
学
・
臨
床
検
査

画
像

診
断

学
老

年
医

学
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
概
論

理
学
療
法
学
概
論

基
礎
理
学
療
法
学

理
学
療
法
学
研
究
法
演
習

理
学
療
法
学
研
究
法

園
芸
療
法
実
習

園
芸

療
法

論
園

芸
論

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

理
学
療
法
評
価
学
Ⅰ

理
学
療
法
評
価
学
実
習

理
学
療
法
評
価
学
Ⅱ

物
理

療
法

学
運

動
療

法
学

物
理
療
法
学
実
習

運
動
療
法
学
実
習

運
動
器
障
害
理
学
療
法
学

運
動
器
障
害
理
学
療
法
学
実
習

神
経
障
害
理
学
療
法
学
実
習

神
経
障
害
理
学
療
法
学

神
経
障
害
理
学
療
法
学
演
習

内
部
障
害
理
学
療
法
学

発
達
障
害
理
学
療
法
学

老
年
期
障
害
理
学
療
法
学

日
常
生
活
活
動
学
実
習

日
常
生
活
活
動
学

義
肢

装
具

学
安
全
管
理
運
営
学

理
学
療
法
学
特
論
Ⅰ

理
学
療
法
学
特
論
Ⅱ

理
学
療
法
学
特
論
Ⅲ

地
域
理
学
療
法
学
Ⅱ

地
域
理
学
療
法
学
Ⅰ

臨
床

実
習

Ⅰ
臨

床
実

習
Ⅱ

臨
床

実
習

Ⅲ
総
合
実
習
Ⅳ
-
1

総
合
実
習
Ⅳ
-
2

卒
業

研
究

運
動

学
実

習
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D
P#

②
④
⑪

①
②

①
②
③
④

⑨
⑪

①
～
⑫

①
②
③
④

⑦
⑨
⑪

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑩

②
③
⑤
⑥

⑩
⑪

③
⑤
⑧
⑨

⑫
⑬

―
―
1年
前
期
 ―
―

―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

健
康
福
祉
概
論

栄
養

学
作

業
と

生
活

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
論

障
害
者
福
祉
論

解
剖

学
Ⅰ

体
表
解
剖
学
実
習

解
剖

学
Ⅱ

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
論

リ
ハ
ビリ
テ
ーシ
ョン
と
心
理
学

現
代
の
医
療
制
度

生
理

学
人

間
発

達
学

生
理

学
演

習

運
動

学
公

衆
衛

生
学

病
理

学
感
染
予
防
・
救
急
法

内
科

学
Ⅰ

内
科

学
Ⅱ

整
形
外
科
学
Ⅰ

整
形
外
科
学
Ⅱ

神
経
内
科
学
Ⅱ

神
経
内
科
学
Ⅰ

小
児

科
学

精
神

医
学
Ⅰ

ス
ポ
ー
ツ
外
傷
学

精
神

医
学

Ⅱ
薬
理
学
・
臨
床
検
査

画
像

診
断

学
老

年
医

学
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
概
論

作
業
療
法
学
概
論

基
礎

作
業

学

基
礎
作
業
学
実
習

基
礎
作
業
学
演
習

園
芸
療
法
実
習

園
芸

療
法

論
園

芸
論

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

①
②
③
④

⑩

身
体
障
害
作
業
療
法
学
Ⅱ

作
業
療
法
総
合
演
習

身
体
障
害
作
業
療
法
学
演
習

作
業
療
法
評
価
学
Ⅰ

作
業
療
法
評
価
学
Ⅱ

作
業
療
法
評
価
学
演
習
Ⅰ

作
業
療
法
評
価
学
演
習
Ⅱ

身
体
障
害
作
業
療
法
学
Ⅰ

精
神
障
害
作
業
療
法
学
Ⅱ

精
神
障
害
作
業
療
法
学
演
習

精
神
障
害
作
業
療
法
学
Ⅰ

老
年
期
障
害
作
業
療
法
学
演
習

老
年
期
障
害
作
業
療
法
学

発
達
障
害
作
業
療
法
学

高
次
脳
機
能
障
害
作
業
療
法
学

日
常
生
活
活
動
学
演
習

日
常
生
活
活
動
学

義
肢

装
具

学

安
全
管
理
運
営
学

作
業
療
法
技
術
学
特
論
Ⅰ

作
業
療
法
技
術
学
特
論
Ⅱ

作
業
療
法
技
術
学
特
論
Ⅲ

地
域
作
業
療
法
学

地
域
作
業
療
法
学
演
習
Ⅰ

臨
床

実
習

Ⅱ
臨

床
実

習
Ⅰ

地
域
作
業
療
法
学
演
習
Ⅱ

職
業
関
連
活
動

臨
床

実
習

Ⅲ
総
合
実
習
Ⅳ
-
1

総
合
実
習
Ⅳ
-
2

卒
業

研
究

作
業
療
法
学
研
究
法

運
動

学
演

習

基
本
科
目

人
体
の
構
造
と
機
能

及
び
心
身
の
発
達

疾
病
と
障
害
の
成
り

立
ち
及
び
回
復
過
程

の
促
進

保
健
医
療
福
祉
と

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
理
念

基
礎
作
業
療
法
学

作
業
療
法
評
価
学

作
業
治
療
学

地
域
作
業
療
法
学

臨
床
実
習

卒
業
研
究

20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
作
業
療
法
学
専
攻
　
専
門
教
育
科
目
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リハビリテーション学科　共通教育科目
A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配　当　年　次

卒　業　要　件必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含） CE_A1_01 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
あすなろうⅡ応用（地域課題） CE_A2_01 　 2 　 　 　 　 　 　 　
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） CE_A3_01 　 2

地 域 連 携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　

必修科目 14 単位及び
選択科目より
８単位以上選択必修。

地域連携 CE_B1_02 　 2 　 ○

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 2 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　
現代社会と倫理 CE_B1_04 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　
人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
日本国憲法 CE_B1_10 　 2 　 ○ 　 ○

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
生物と環境 CE_C1_03 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
地球環境科学 CE_C1_07 　 2 　 ○ 　 ○

健康スポーツ
健康運動科学 CE_F1_01 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　
フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　
ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 ○

国 際 理 解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
文化人類学 CE_B1_15 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 　 ○ 　 ○ 　 　 　
日本事情（Japanese�&�World�Issues） CE_G1_01 　 2 ○ 　 ○

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�EnglishⅠ CE_E1_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　
Basic�EnglishⅡ CE_E2_01 1 　 　 　 　 ○ 　 　 　
Global�EnglishⅠ CE_E1_02 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　
Global�EnglishⅡ CE_E2_02 1 　 　 　 ○ 　 　 　 　
Academic�EnglishⅠ CE_E3_01 　 1 　 　 　 　 　 ○ 　
Academic�EnglishⅡ CE_E3_02 　 1 　 　 　 　 　 　 ○
英語コミュニケーションⅠ CE_E1_03 　 1 ○ 　 　 　 　 　 　
英語コミュニケーションⅡ CE_E1_04 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　
Global�Communication（English） CE_E2_03 　 2 ○ 　 ○ 　 　 　 　
資格英語（ESP） CE_E2_04 　 1 　 　 　 　 ○
中国語 CE_E1_05 　 1 ○
韓国語 CE_E1_06 　 1 　 ○
日本語初級 CE_E1_07 　 1 ○ 「日本語初級」、「日本語中

級」及び「日本語上級」
は留学生対象科目とする。

日本語中級 CE_E2_05 　 1 　 ○
日本語上級 CE_E3_04 　 1 　 ○
語学研修 CE_E2_06 　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICT の理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 ○

必修科目２単位
情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○

計 16 61
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リハビリテーション学科　専門教育科目（理学療法学専攻）

学科目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配　当　年　次（単位数）

卒業要件
資格必修
選択区分必

修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後 理療士 園芸療法士

専　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　

基　
　
　
　
　

礎　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

基　
　

本　
　

科　
　

目

健康福祉概論 RC_A1_01 2 2 必修科目
2単位必
修及び選
択科目よ
り 2単位
以上選択
必修

○
栄養学 RC_A1_02 2 2 ○
作業と生活 RC_A1_03 2 2 ○
リハビリテーションと心理学 RC_A1_04 2 2 ◎ ○
ケースワーク論 RC_A1_05 2 2 ○
障害者福祉論 RC_A1_06 2 2 ○
レクリエーション論 RC_A1_07 2 2 ○ ○
現代の医療制度 RC_A1_08 2 2 ○

小　　　　　計 2 14 0 0 10 0 4 0 0 2
人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

解剖学Ⅰ RC_B1_01 2 2

必修科目
17�単位
必修

◎
解剖学Ⅱ RC_B1_02 2 2 ◎
体表解剖学実習 RP_B1_01 1 1 ◎
生理学 RC_B1_03 2 2 ◎
生理学演習 RC_B1_04 1 1 ◎
人間発達学 RC_B1_05 2 2 ◎
運動学Ⅰ RP_B1_02 2 2 ◎
運動学Ⅱ RP_B1_03 2 2 ◎
運動学実習 RP_B2_04 1 1 ◎
公衆衛生学 RC_B1_06 2 2 ◎

小　　　　　計 17 0 9 7 1 0 0 0 0 0

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

病理学 RC_C2_01 2 2

必修科目
15�単位
必修及び
選択科
目より 2�
単位以上
選択必修

◎
内科学Ⅰ RC_C2_02 1 1 ◎
内科学Ⅱ RC_C2_03 1 1 ◎
老年医学 RC_C2_04 2 2 ○ ○
整形外科学Ⅰ RC_C2_05 1 1 ◎ ○
整形外科学Ⅱ RC_C2_06 1 1 ◎
神経内科学Ⅰ RC_C2_07 1 1 ◎ ○
神経内科学Ⅱ RC_C2_08 1 1 ◎
小児科学 RC_C2_09 2 2 ◎
精神医学Ⅰ RC_C2_10 2 2 ◎ ○
精神医学Ⅱ RC_C3_01 2 2 ○ ○
感染予防・救急法 RC_C2_11 1 1 ◎
薬理学・臨床検査 RC_C3_02 2 2 ○
画像診断学 RC_C3_03 2 2 ◎
スポーツ外傷学 RC_C3_04 2 2 ○

小　　　　　計 15 8 0 0 7 6 8 2 0 0
保
健
医
療
福
祉
と

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
理
念

リハビリテーション概論 RC_D1_01 2 2 必修科目
2�単位必修

◎
小　　　　　計 2 0 2 0 0 0
計 36 22 11 7 18 6 12 2 0 2

A 基本科目 F 理学療法評価学
B 人体の構造・機能、心身の発達学 G 理学療法治療学
C 疾病と障害学 H 地域理学療法学
D 保健医療福祉・リハビリテーション学 I 臨床実習
E 基礎理学療法学 J 卒業研究

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学科目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配　当　年　次（単位数）

卒業要件
資格必修
選択区分必

修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後 理療士 園芸療法士

専　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

基
礎
理
学
療
法
学

理学療法学概論 RP_E1_01 1 1

必修科目
6�単位
必修

◎ ○
基礎理学療法学 RP_E1_02 2 2 ◎ ○
理学療法学研究法 RP_E3_01 2 2 ◎
理学療法学研究法演習 RP_E3_02 1 1 ◎
園芸療法実習 RC_E3_03 2 2 ◎
園芸論 RC_E1_01 2 2 ◎
園芸療法論 RC_E1_02 2 2 ◎
ガーデニング RC_E1_03 2 2 ◎

小　　　　　計 6 8 3 6 0 0 4 1 0 0

理
学
療
法

評
価
学

理学療法評価学Ⅰ RP_F2_01 2 2 必修科目
5�単位
必修

◎
理学療法評価学Ⅱ RP_F2_02 2 2 ◎
理学療法評価学実習 RP_F2_03 1 1 ◎

小　　　　　計 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0

理　

学　

療　

法　

治　

療　

学

物理療法学 RP_G2_01 2 2

必修科目
26�単位
必修及び
選択科目
より 1単
位以上
選択必修

◎
物理療法学実習 RP_G2_02 1 1 ◎
運動療法学 RP_G2_03 2 2 ◎
運動療法学実習 RP_G2_04 1 1 ◎
運動器障害理学療法学 RP_G3_01 2 2 ◎
運動器障害理学療法学実習 RP_G3_02 1 1 ◎
神経障害理学療法学 RP_G3_03 2 2 ◎
神経障害理学療法学実習 RP_G3_05 1 1 ◎ ○
神経障害理学療法学演習 RP_G3_04 1 1 ◎
内部障害理学療法学 RP_G3_06 2 2 ◎
発達障害理学療法学 RP_G3_07 2 2 ◎
老年期障害理学療法学 RP_G3_08 2 2 ◎
日常生活活動学 RP_G2_05 2 2 ◎ ○
日常生活活動学実習 RP_G3_09 1 1 ◎
義肢装具学 RP_G2_06 2 2 ◎
理学療法学特論Ⅰ RP_G4_01 1 1 ◎
理学療法学特論Ⅱ RP_G4_02 1 1 ○
理学療法学特論Ⅲ RP_G4_03 1 1 ○
安全管理運営学 RP_G3_10 1 1 ◎

小　　　　　計 26 2 0 0 4 6 10 4 0 4
地　
　
　

域

理
学
療
法
学

地域理学療法学Ⅰ RP_H3_01 2 2 必修科目
4�単位必修

◎ ○
地域理学療法学Ⅱ RP_H3_02 2 2 ◎

小　　　　　計 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0

臨
床
実
習

臨床実習Ⅰ RP_I1_01 1 1
必修科目
21�単位
必修

◎
臨床実習Ⅱ RP_I2_01 2 2 ◎
臨床実習Ⅲ RP_I3_01 4 4 ◎
臨床実習Ⅳ－ 1 RP_I4_01 7 7 ◎
臨床実習Ⅳ－ 2 RP_I4_02 7 7 ◎

小　　　　　計 21 0 0 1 0 2 0 4 14 0
卒
業

研
究

卒業研究 RP_J4_01 2 2 必修科目２単位必修 ◎
小　　　　　計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
計 64 10 3 7 8 9 16 11 14 6

合　　　　　計 100 32 14 14 26 15 28 13 14 8

注１）　◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目を示す。
注２）　配当年次については、変更となる場合もあります。
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リハビリテーション学科　専門教育科目（作業療法学専攻）

学科目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配　当　年　次（単位数）

卒業要件
資格必修
選択区分必

修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後 作療士 園芸療法士

専　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　

基　
　
　
　
　

礎　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

基　
　

本　
　

科　
　

目

健康福祉概論 RC_A1_01 2 2 必修科目
4単位
必修及び
選択科目
より
2単位
以上選択
必修

○
栄養学 RC_A1_02 2 2 ○
作業と生活 RC_A1_03 2 2 ◎
リハビリテーションと心理学 RC_A1_04 2 2 ◎ ○
ケースワーク論 RC_A1_05 2 2 ○
障害者福祉論 RC_A1_06 2 2 ○
レクリエーション論 RC_A1_07 2 2 ○ ○
現代の医療制度 RC_A1_08 2 2 ○

小　　　　　計 4 12 0 0 10 0 4 0 0 2
人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

解剖学Ⅰ RC_B1_01 2 2

必修科目
15�単位
必修

◎
解剖学Ⅱ RC_B1_02 2 2 ◎
体表解剖学実習 RO_B1_01 1 1 ◎
生理学 RC_B1_03 2 2 ◎
生理学演習 RC_B1_04 1 1 ◎
人間発達学 RC_B1_05 2 2 ◎
運動学 RO_B1_02 2 2 ◎
運動学演習 RO_B2_01 1 1 ◎
公衆衛生学 RC_B1_06 2 2 ◎

小　　　　　計 15 0 7 7 1 0 0 0 0 0

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

病理学 RC_C2_01 2 2

必修科目
17�単位
必修及び
選択科目
より
2�単位
以上選択
必修

◎
内科学Ⅰ RC_C2_02 1 1 ◎
内科学Ⅱ RC_C2_03 1 1 ◎
老年医学 RC_C2_04 2 2 ◎ ○
整形外科学Ⅰ RC_C2_05 1 1 ◎ ○
整形外科学Ⅱ RC_C2_06 1 1 ◎
神経内科学Ⅰ RC_C2_07 1 1 ◎ ○
神経内科学Ⅱ RC_C2_08 1 1 ◎
小児科学 RC_C2_09 2 2 ◎
精神医学Ⅰ RC_C2_10 2 2 ◎ ○
精神医学Ⅱ RC_C3_01 2 2 ◎ ○
感染予防・救急法 RC_C2_11 1 1 ◎
薬理学・臨床検査 RC_C3_02 2 2 ○
画像診断学 RC_C3_03 2 2 ○
スポーツ外傷学 RC_C3_04 2 2 ○

小　　　　　計 17 6 0 0 7 6 8 2 0 0
保
健
医
療
福
祉
と

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
理
念

リハビリテーション概論 RC_D1_01 2 2 必修科目 2�単位必修 ◎
小　　　　　計 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
計 38 18 9 7 18 6 12 2 0 2

A 基本科目 F 作業療法評価学
B 人体の構造・機能、心身の発達学 G 作業療法治療学
C 疾病と障害学 H 地域作業療法学
D 保健医療福祉・リハビリテーション学 I 臨床実習
E 基礎作業療法学 J 卒業研究

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学科目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配　当　年　次（単位数）

卒業要件
資格必修
選択区分必

修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後 作療士 園芸療法士

専　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

基
礎
作
業
療
法
学

作業療法学概論 RO_E1_01 2 2
必修科目
8�単位
必修及び
選択科目
より

2�単位以上
選択必修

◎ ○
基礎作業学 RO_E1_02 2 2 ◎
基礎作業学実習 RO_E2_01 1 1 ◎
基礎作業学演習 RO_E2_02 1 1 ◎
園芸療法実習 RC_E3_01 2 2 ○ ◎
園芸論 RC_E1_01 2 2 ○ ◎
園芸療法論 RC_E1_02 2 2 ◎ ◎
ガーデニング RC_E1_03 2 2 ○ ◎

小　　　　　計 8 6 4 7 1 0 2 0 0 0

作
業
療
法
評
価
学

作業療法評価学Ⅰ RO_F1_01 1 1

必修科目
5�単位必修

◎
作業療法評価学Ⅱ RO_F2_01 1 1 ◎
作業療法評価学演習Ⅰ RO_F2_02 1 1 ◎
作業療法評価学演習Ⅱ RO_F2_03 1 1 ◎
作業療法総合演習 RO_F3_01 1 1 ◎

小　　　　　計 5 0 0 0 2 2 0 0 0 1

作　
　

業　
　

治　
　

療　
　

学

身体障害作業療法学Ⅰ RO_G1_01 1 1

必修科目

18�単位必修

及び選択科目

より 2�単位

以上選択必修

◎
身体障害作業療法学Ⅱ RO_G2_01 1 1 ◎
身体障害作業療法学演習 RO_G3_01 1 1 ◎ ○
精神障害作業療法学Ⅰ RO_G1_02 1 1 ◎
精神障害作業療法学Ⅱ RO_G2_02 1 1 ◎
精神障害作業療法学演習 RO_G3_02 1 1 ◎
発達障害作業療法学 RO_G1_03 2 2 ◎
老年期障害作業療法学 RO_G1_04 2 2 ◎ ○
老年期障害作業療法学演習 RO_G2_03 1 1 ◎
高次脳機能障害作業療法学 RO_G3_03 2 2 ◎
日常生活活動学 RO_G2_04 1 1 ◎ ○
日常生活活動学演習 RO_G2_05 1 1 ◎
義肢装具学 RO_G2_06 2 2 ◎
作業療法技術学特論Ⅰ RO_G3_04 1 1 ○
作業療法技術学特論Ⅱ RO_G3_05 1 1 ○
作業療法技術学特論Ⅲ RO_G3_06 1 1 ○
安全管理運営学 RO_G3_07 1 1 ◎

小　　　　　計 18 3 0 0 0 1 11 5 0 4

地　
　
　

域

作
業
療
法
学

地域作業療法学 RO_H1_01 1 1
必修科目
4�単位必修

◎ ○
地域作業療法学演習Ⅰ RO_H2_01 1 1 ◎ ○
地域作業療法学演習Ⅱ RO_H3_01 1 1 ◎
職業関連活動 RO_H1_02 1 1 ◎ ○

小　　　　　計 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0

臨
床
実
習

臨床実習Ⅰ RO_I1_01 1 1

必修科目

21 単位必修

◎
臨床実習Ⅱ RO_I2_01 2 2 ◎
臨床実習Ⅲ RO_I3_01 4 4 ◎
臨床実習Ⅳ -1 RO_I4_01 7 7 ◎
臨床実習Ⅳ -2 RO_I4_02 7 7 ◎

小　　　　　計 21 0 0 1 0 2 0 4 14 0

卒
業

研
究

作業療法学研究法 RO_J1_01 1 1 必修科目

３単位必修
◎

卒業研究 RO_J1_02 2 2 ◎
小　　　　　計 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
計 59 9 4 8 3 5 17 10 14 ７

合　　　　　計 97 27 13 15 21 11 29 12 14 9

注１）　◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目を示す。
注２）　配当年次については、変更となる場合もあります。
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子ども学部　子ども学科

子ども学科では、将来、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校の教員等、子どもと関わる職業に就く
人材を育成します。卒業時の学修到達目標は次の通りです。

○　教育学、保育学を中核に、心理学、福祉学等の隣接諸科学を応用した子どもに関する学際的、総合的
知識を修得している。

○　教育 ･保育の現場で生じているさまざまな課題について、複眼的な視点から子ども及び子どもの育つ
環境を理解し、子どもとその保護者への支援を考えることができる。

○　教育・保育環境の構成、教材・教具の工夫をし、子ども一人ひとりの発達に応じた指導ができる。
○　教職に対する使命感や責任感を身につけ、教育的愛情をもって子どもに接することができる。
○　実践を省察し、自己の学習課題を明確にできる。

子ども学科では、コース制は設けておらず、下記四種類の資格・免許を学生が自分の希望や進路に応じ
て選択して取得します。
将来の目標をしっかり持って、履修計画を立ててください。

子ども学科

幼稚園教諭
一種

　幼児期は子どもの発育・発達にとって重要な時期です。幼児
の心と体の健やかな成長を支えることができるような知識と技
能の習得を目指すとともに、小学校教育の連携に強い幼稚園教
諭という新しい魅力を備えた人材を育成します。

　ボランティアや体験学習を重視したカリキュラムとなってお
り、小学校や本学の子育て支援室など様々な教育現場で子ども
たちと触れ合うことを通して、幼児期から児童期の教育の連続
性に対応できる教育者を育成します。

　特別支援教育へのニーズが高まる中、障害の特性を理解し、
個に応じたきめ細かな教育を行うため、特別支援教育の理念や
教育内容・方法に関する知識・技能を身につけ、障害のある子
どもに適切な指導や必要な支援のできる教育者を育成します。

　保育所、児童養護施設、障害児施設などでの保育相談や乳幼
児虐待防止への対応、地域における子育て支援活動のコーディ
ネーターなど、保育士にはソーシャルワーカーとしての力が期
待されています。乳幼児期や福祉についての理解を深めた保育
士を育成します。

小学校教諭
一種

特別支援学校
教諭一種

保育士
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学修到達目標と学修成果（子ども学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルールに則って行
動し、社会の発展のために積極的に関与できる。

3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自己と関連づけ
理解することができる。

2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、分析、整理
し、その問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活用し、地域課
題を解決するための行動ができる。

2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題を解決へとつ
なぐことができる。

3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造することを通じて、
地域課題を解決することができる。

【
子
ど
も
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）教育職、保育職の社会的使命と職業倫理について考えるこ
とができる。

・教育者、保育者の役割を考える
・教育者、保育者の倫理を考える
2）自らの教育、保育を振り返ることの重要性を理解し、それ
に基づいて改善することができる。

・教育、保育の記録を適切に取ることができる
・教育、保育にかかわる省察の重要性について理解すること
ができる

・自己評価が適切にでき次の計画作成に活かすことができる
3）子どもや保護者に共感的態度を持って接することができ
る。

・子どもの興味・関心・言動の背景を理解することができる
・共感的理解をもって子どもにかかわることができる
・地域、保護者の状況や意向を理解できる

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）子どもに関する総合的知識を基盤に教育、保育の役割と機
能を理解している。

2）子どもの発達過程を理解し、個々の特性に応じた支援の方
法を理解している。

・子どもの心身の発達段階を理解する
・発達段階に応じた具体的な教育・保育内容を理解している
・子どもの個人差を理解している

3）各教科、各領域のねらいや内容、方法を理解し、総合的に
指導することができる。

・幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、特別支援学校学習
指導要領及び保育所保育指針を理解する

・指導案作成や諸記録を適切に記述できる専門的用語を習得
する

・各教科、各領域のねらいや内容に応じて指導することがで
きる

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）各教科、各領域の指導法を習得し実践することができる。
・教材、教具の工夫ができる
・指導計画立案ができる
・教材研究ができる
・適切な環境構成ができる
・授業評価ができる
・ＩＣＴを利活用できる

2）子どもの発達段階に応じた指導・援助ができる。
・発達に応じた言語活動の指導や援助ができる
・発達に応じた表現活動の指導や援助ができる
・特別な支援を必要とする子どもへの指導や援助ができる
3）習得した専門的知識・技能を活用し教育、保育現場の今日
的ニーズに対応することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）生涯にわたり学び続ける姿勢を持つことができる。
2）教育者、保育者として自ら課題を見つけ解決することがで
きる。

3）教育、保育において多様な他者との信頼関係を築くための
働きかけを行うことができる。
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
共
通
教
育
科
目

―
―
1
年
前
期
―
―

―
―
 1
年
後
期
―
―

―
―
 2
年
前
期
―
―
―
―
 2
年
後
期
―
―

キ
ャ
リ
ア

形
成

―
―
 3
年
後
期
―
―

―
―
 3
年
前
期
―
―

―
―
 4
年
前
期
―
―
―
―
 4
年
後
期
―
―

D
P# ①
②

③
④

⑥
⑨ ⑭ ②
③

⑥
⑦

⑨
⑬

③
⑩ ⑬全 学

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

地
域
連
携
・

学
部
間
連
携

基
礎

人
間
と

文
化

く
ら
し
の

科
学

生
活

支
援

心
理
学
入
門

心
理
学
入
門

現
代
社
会
と
倫
理

現
代
社
会
と
倫
理

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

法
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

地
域

連
携

人
間
論
と
現
代
思
想

人
間
論
と
現
代
思
想

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

法
学

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

②
③

⑥
⑦

⑫
⑬
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①
② ③ ①
②

③
⑦

⑧
⑫ ⑬ ②
⑤

⑫
⑬

①
②

⑦
⑧

健
康

ス
ポ
ー
ツ

国
際
理
解

外
国
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
理
解

健
康
運
動
科
学

フ
ィッ
ト
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅰ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅰ

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅱ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅱ

資
格
英
語
(E
S
P
)
Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅰ

Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅱ

中
国

語
韓

国
語

日
本
語
初
級

日
本
語
中
級

日
本
語
上
級

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅰ

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅱ

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

ウ
ェ
ル
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

IC
Tの
理
解

情
報
処
理
入
門

情
報
処
理
基
礎
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
子
ど
も
学
科
　
専
門
教
育
科
目

D
P#

基
礎
基
幹

A 教
職 B

小
学
校
教
育

C

―
―
1年
前
期
 ―
―

―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

子
ど
も
学
総
論

保
育

原
理

教
育
基
礎
論

発
達
心
理
学

特
別
支
援
教
育
総
論

教
師

論

教
育
の
方
法
と
技
術

特
別
活
動
の
指
導

教
育
行
政
学

進
路
指
導
の
理
論
と
方
法

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論

道
徳
教
育
の
基
本
と
実
践

生
徒
指
導
の
理
論
と
方
法

教
育
相
談
の
基
礎
と
方
法

特別
の支

援を
要す
る子
ども
の理

解

保
育
・
教
職
実
践
演
習

　
（
幼
・
小
）
　
   

国
語
科
演
習

国
語
科
指
導
法

社
会

社
会
科
指
導
法

社
会
科
演
習

算
数
科
演
習

理
科

理
科
指
導
法

生
活
科
指
導
法

生
活

音
楽

理
科

演
習

算
数
科
指
導
法

体
育

算
数

音
楽
科
指
導
法

音
楽
（
応
用
）

図
画
工
作
科
指
導
法

家
庭

家
庭
科
指
導
法

図
画

工
作

図
画
工
作
（
応
用
）

体
育
科
指
導
法

英
語

総
合
的な
学
習
の
時
間
の
指
導

英
語
科
指
導
法

体
育
（
応

用
）

国
語

①
②
③

①
③
④
⑧

⑨
⑩

①
③
④
⑤

⑦

環
境
教
育
論

学
校
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

子ど
もの
スト
レス
マネ
ジメ
ント
論

学
校

体
験

活
動

小
学

校
教

育
実

習
指

導

小
学
校
教
育
実
習
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幼
児
教
育
・
保
育

D

研
究
演
習

 F

特
別
支
援

教
育 E

①
②
③
⑤

⑨
⑩

①
④
⑥
⑦

①
②
③
⑤

⑨
⑩

保
育
内
容
総
論

幼
児
教
育
課
程
論

保
育
内
容
指
導
法
（
言
葉
）

保
育
内
容
指
導
法
（
表
現
）

保
育
内
容
指
導
法
（
健
康
）

保
育
内
容
指
導
法
（
環
境
）

幼
児
教
育
方
法
論

保育
内容

指導
法（

人間
関係

）

幼
稚

園
教

育
実

習
指

導

幼
稚
園
教
育
実
習
Ⅰ

ピ
ア

ノ

幼
稚
園
教
育
実
習
Ⅱ

幼
児
理
解
の
理
論
と
方
法

子
ど
も
の
理
解
と
援
助

子
ど
も
の
食
育

子
ど
も
の
食
と
栄
養

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）

音
楽
表
現
指
導
法

造
形
表
現
指
導
法

リ
ズ
ム
表
現
指
導
法

保
育

実
習

指
導

Ⅰ

保育
実習

Ⅰ（
保育

所・
施設

）

子
ど
も
家
庭
支
援
論

社
会
的
養
護
Ⅱ

子
ど
も
の
保
健

社
会

福
祉

乳
児
保
育
Ⅰ

障
害
児
保
育

肢
体
不
自
由
者
教
育

肢体
不自

由者
教育

の理
論と

実際

病
弱
者
教
育

聴
覚
障
害
者
の
言
語
障
害
指
導

病
弱
者
の
心
理
・
生
理
・
病
理

知
的
障
害
者
教
育

視
覚
障
害
者
教
育
総
論

発
達
障
害
者
教
育
総
論

重
複
障
害
者
教
育
総
論

肢体
不自

由者
の心

理・
生理

・病
理

子
ど
も
の
文
化

乳
児
保
育
Ⅱ

子
ど
も
の
健
康
と
安
全

社
会
的
養
護
Ⅰ

子
ど
も
家
庭
福
祉

子
ど
も
家
庭
支
援
の
心
理
学

子
育
て
支
援
（
基
礎
）

卒
業

研
究

子
ど

も
学

演
習

知的
障害

者の
心理

・生
理・

病理
知
的
障
害
者
教
育
総
論

保
育

実
習

指
導

Ⅲ

保
育
実
習
Ⅲ
（
施
設
）

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）

特
別

支
援

教
育

実
習

指
導

特
別

支
援

教
育

実
習

保
育

実
習

指
導

Ⅱ

保
育
実
習
Ⅱ
（
保
育
所
）

子
育

て
支

援
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子ども学科　共通教育科目

※１　「日本国憲法」・「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」は教職課程の必修科目である。
※２　「生涯学習論」は、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状取得のための選択科目である。
※３　「健康運動科学」は、保育士免許のための必修科目である。

A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配 当 年 次

卒 業 要 件必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含）CE_A1_01 2

必修科目 4単位及び
選択科目より 8単位
以上選択必修。

あすなろうⅡ応用（地域課題）CE_A2_01 　 2
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ）CE_A3_01 　 2

地 域 連 携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○
地域連携 CE_B1_02 　 2 　 ○

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 　 2 　 ○ 　 ○
現代社会と倫理 CE_B1_04 　 2 ○ 　 ○
人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 　 ○ 　 ○
文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 ○
生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ ○
肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 　 ○ 　 ○
脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 　 ○ 　 ○
法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 ○
日本国憲法 CE_B1_10 　 2 　 ○ 　 ○

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 ○
くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 ○
ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 　 ○ 　 ○
生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 ○
生物と環境 CE_C1_03 　 2 　 ○ 　 ○
身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 ○
統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 ○
身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 ○
地球環境科学 CE_C1_07 　 2 ○ ○

健康スポーツ
健康運動科学 CE_F1_01 　 2 　 ○
フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 ○
ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 ○

国 際 理 解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 ○
文化人類学 CE_B1_15 　 2 　 ○ 　 ○
変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 　 ○ 　 ○
日本事情（Japanese�&�World�Issues） CE_G1_01 　 2 ○ 　 ○

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�EnglishⅠ CE_E1_01 1 　 　 ○

必修科目 4 単位及び
選択科目より 2 単位
以上選択必修。（ただ
し、「日本語初級」、「日
本語中級」及び「日
本語上級」は留学生
対象科目とする。）

Basic�EnglishⅡ CE_E2_01 1 　 　 　 　 ○
Global�EnglishⅠ CE_E1_02 1 　 ○
Global�EnglishⅡ CE_E2_02 1 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅠ CE_E3_01 　 1 　 　 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅡ CE_E3_02 　 1 　 　 　 　 　 　 ○
英語コミュニケーションⅠ CE_E1_03 　 1 ○
英語コミュニケーションⅡ CE_E1_04 　 1 　 ○
Global�Communication（English）CE_E2_03 　 2 ○ 　 ○
資格英語（ESP） CE_E2_04 　 1 　 　 　 　 ○
中国語 CE_E1_05 　 1 ○
韓国語 CE_E1_06 　 1 　 ○
日本語初級 CE_E1_07 　 1 ○
日本語中級 CE_E2_05 　 1 　 ○
日本語上級 CE_E3_04 　 1 　 ○
語学研修 CE_E2_06 　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICTの理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 ○
情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○

計 10 67
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 講義

形態

配当年次（単位数）
卒業要件

資格必修選択区分
必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年 保
育
士

幼
一
種

小
一
種

特
一
種前 後 前 後 前 後 前 後

学部基幹科目 子ども学総論 CS_A1_01 2 講義 2

必　修

※3○ ○ ○

学科基幹科目

教育基礎論 CS_A1_02 2 講義 2 ◎ ◎ ◎
保育原理 CS_A1_03 2 講義 2 ◎
発達心理学 CS_A1_04 2 講義 2 ◎ ◎ ◎
特別支援教育総論 CS_A1_05 2 講義 2 ◎

小　　計 10 0 6 4 0 0 0 0 0 0

専
門
基
幹
科
目

初
等
教
育
学

（
幼
児
教
育
）

教師論 CS_B2_01 2 講義 2

専門基幹
科目及び
専門展開
科目より
88単位以
上を選択
必修する
こと。そ
のうち、
10単位ま
では他学
部他学科
の専門教
育科目を
修得する
ことがで
きる。

◎ ◎ ◎
幼児教育課程論 CS_D2_01 1 講義 1 ◎ ◎
幼児教育方法論 CS_D2_02 1 講義 1 ◎ ◎
幼児理解の理論と方法 CS_D2_09 1 講義 1 ※3○ ◎
保育内容総論 CS_D2_03 2 演習 2 ◎ ◎
保育内容指導法（健康） CS_D2_04 2 演習 2 ※1○ ◎
保育内容指導法（人間関係）CS_D2_05 2 演習 2 ※1○ ◎
保育内容指導法（環境） CS_D2_06 2 演習 2 ※1○ ◎
保育内容指導法（言葉） CS_D2_07 2 演習 2 ※1○ ◎
保育内容指導法（表現） CS_D2_08 2 演習 2 ※1○ ◎

（
小
学
校
教
育
）

教育行政学 CS_B2_02 2 講義 2 ◎ ◎
カリキュラム論 CS_B2_03 2 講義 2 ◎
教育の方法と技術 CS_B2_04 2 講義 2 ◎
道徳教育の基本と実践 CS_B2_05 2 講義 2 ◎
特別活動の指導 CS_B2_06 1 講義 1 ◎
進路指導の理論と方法 CS_B2_07 1 講義 1 ◎
生徒指導の理論と方法 CS_B2_08 1 講義 1 ◎
教育相談の基礎と方法 CS_B2_09 2 講義 2 ※3○ ◎ ◎
特別の支援を要する子どもの理解 CS_B3_01 1 講義 1 ◎ ◎
国語科指導法 CS_C2_01 2 講義 2 ◎
社会科指導法 CS_C2_02 2 講義 2 ◎
算数科指導法 CS_C2_03 2 講義 2 ◎
理科指導法 CS_C2_04 2 講義 2 ◎
生活科指導法 CS_C2_05 2 講義 2 ◎
音楽科指導法 CS_C2_06 2 講義 2 ◎
図画工作科指導法 CS_C2_07 2 講義 2 ◎
家庭科指導法 CS_C2_08 2 講義 2 ◎
体育科指導法 CS_C2_09 2 講義 2 ◎
英語科指導法 CS_C2_10 2 講義 2 ◎
総合的な学習の時間の指導 CS_C2_11 1 講義 1 ◎
保育 ･教職実践演習（幼 ･小） CS_B4_01 2 演習 2 ◎ ◎ ◎

特
別
支
援
教
育
学

知的障害者の心理 ･生理 ･病理 CS_E2_01 2 講義 2 ◎
肢体不自由者の心理 ･生理 ･病理 CS_E2_02 2 講義 2 ◎
病弱者の心理 ･生理 ･病理 CS_E2_03 2 講義 2 ◎
知的障害者教育 CS_E3_01 2 講義 2 ◎
肢体不自由者教育 CS_E3_02 2 講義 2 ◎
肢体不自由者教育の理論と実際 CS_E3_03 2 講義 2 ◎
病弱者教育 CS_E3_04 2 講義 2 ◎
知的障害者教育総論 CS_E2_04 2 講義 2 ◎

保
育
学

子ども家庭福祉 CS_D1_01 2 講義 2 ◎
社会福祉 CS_D1_02 2 講義 2 ◎
子ども家庭支援論 CS_D2_10 2 講義 2 ◎
社会的養護Ⅰ CS_D1_03 2 講義 2 ◎
子ども家庭支援の心理学 CS_D1_04 2 講義 2 ◎
子どもの理解と援助 CS_D2_11 1 演習 1 ◎
子どもの保健 CS_D1_05 2 講義 2 ◎
子どもの食と栄養 CS_D2_12 2 演習 2 ◎
乳児保育 I CS_D1_06 2 講義 2 ◎
乳児保育 II CS_D2_13 1 演習 1 ◎
子どもの健康と安全 CS_D2_14 1 演習 1 ◎
障害児保育 CS_D2_15 2 演習 2 ◎
社会的養護Ⅱ CS_D2_16 1 演習 1 ◎
子育て支援（基礎） CS_D2_17 1 演習 1 ◎

教
科
・
基
礎
技
能

国語 CS_C1_01 2 講義 2 ◎ ◎
社会 CS_C1_02 2 講義 2 ＊○
算数 CS_C1_03 2 講義 2 ＊○ ＊○
理科 CS_C1_04 2 講義 2 ＊○
生活 CS_C1_05 2 講義 2 ＊○ ＊○
音楽 CS_C1_06 2 演習 2 ※3○ ＊○ ＊○
図画工作 CS_C1_07 2 演習 2 ※3○ ＊○ ＊○
家庭 CS_C1_08 2 講義 2 ＊○
体育 CS_C1_09 2 演習 2 ※3○ ＊○ ＊○
英語 CS_C1_10 2 講義 2 ＊○

子ども学科　専門教育科目
A 基礎基幹
B 教職
C 小学校教育
D 幼児教育・保育
E 特別支援教育
F 研究・演習

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数

講義
形態

配当年次（単位数）
卒業要件

資格必修選択区分
必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年 保
育
士

幼
一
種

小
一
種

特
一
種前 後 前 後 前 後 前 後

専
門
基
幹
科
目

実　

習

保育実習指導Ⅰ CS_D2_18 2 演習 2

専門基幹
科目及び
専門展開
科目より
88単位以
上を選択
必修する
こと。そ
のうち、
10単位ま
では他学
部他学科
の専門教
育科目を
修得する
ことがで
きる。

◎
保育実習Ⅰ（保育所･施設）CS_D3_01 4 実習 4 ◎
保育実習指導Ⅱ CS_D3_02 1 演習 1 ※5○
保育実習Ⅱ（保育所） CS_D4_01 2 実習 2 ※4○
保育実習指導Ⅲ CS_D3_03 1 演習 1 ※5○
保育実習Ⅲ（施設） CS_D4_02 2 実習 2 ※4○
幼稚園教育実習指導 CS_D3_04 1 演習 1 ◎
幼稚園教育実習Ⅰ CS_D3_05 2 実習 2 ◎
幼稚園教育実習Ⅱ CS_D4_03 2 実習 2 ◎
小学校教育実習指導 CS_C3_01 1 演習 1 ◎
小学校教育実習 CS_C4_01 4 実習 4 ◎
学校体験活動 CS_C2_12 1 実習 1 ○
特別支援教育実習指導 CS_E3_05 1 演習 1 ◎
特別支援教育実習 CS_E4_01 2 実習 2 ◎

小　　　計 0 139 9 19 25 23 28 19 7 9

専
門
展
開
科
目

子
ど
も
の
表
現
と
文
化

子どもの文化 CS_D2_19 2 講義 2

専門基幹
科目及び
専門展開
科目より
88単位以
上を選択
必修する
こと。そ
のうち、
10単位ま
では他学
部他学科
の専門教
育科目を
修得する
ことがで
きる。

※3○
ピアノ CS_D1_07 2 演習 2 ◎ ＊○ ＊○
音楽（応用） CS_C3_02 2 演習 2 ※3○ ＊○
図画工作（応用） CS_C3_03 2 演習 2 ※3○ ＊○
体育（応用） CS_C3_04 2 演習 2 ※3○ ＊○
音楽表現指導法 CS_D2_20 2 演習 2 ※2○ ○
造形表現指導法 CS_D2_21 2 演習 2 ※2○ ○
リズム表現指導法 CS_D2_22 2 演習 2 ※2○ ○

子
ど
も
の
健
康
と

福
祉

環境教育論 CS_C2_13 2 講義 2 〇 〇
子どもの食育 CS_D2_23 2 講義 2 ※3○ 〇 〇
子どものストレスマネジメント論 CS_C2_14 2 講義 2
学校ソーシャルワーク CS_C2_15 2 講義 2
子育て支援 CS_D3_06 2 演習 2 ※3○ 〇

教
科
の
演
習

国語科演習 CS_C3_05 2 演習 2 ＊○
社会科演習 CS_C3_06 2 演習 2 ＊○
算数科演習 CS_C3_07 2 演習 2 ＊○
理科演習 CS_C3_08 2 演習 2 ＊○

障
害
児
の
支
援

視覚障害者教育総論 CS_E3_06 1 講義 1 ◎
聴覚障害者の言語障害指導 CS_E3_07 1 講義 1 ◎
重複障害者教育総論 CS_E3_08 1 講義 1 ◎
発達障害者教育総論 CS_E3_09 2 講義 2 ◎
子どもの支援Ⅰ（基礎･実習） CS_D2_24 2 実習

小　　　計 0 41 0 2 6 4 10 9 0 8

ゼミナール
子ども学演習 CS_F3_01 2 演習 2 必　修

小　　　計 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

卒業研究
卒業研究 CS_F4_01 4 演習 4 必　修

小　　　計 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
合　　　計 16 180 15 25 31 27 38 30 7 21

注１）　◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目を示す。
注２）　配当年次については、変更となる場合もあります。
【保育士関連科目】
※ 1○より３科目６単位以上選択必修
※ 2○より２科目４単位以上選択必修
※ 3○より７単位以上選択必修
※ 4○より１科目２単位以上選択必修（※ 4○の単位数は、※ 3○の単位数に含むことができる。）
※ 5○より１科目１単位以上選択必修（※ 5○の単位数は、※ 3○の単位数に含むことができる。）

【幼稚園教諭一種免許及び小学校教諭一種免許関連科目】
領域に関する専門的事項⇒幼：＊○より 2科目 4単位以上選択必修
　　　　　　　　　　　　　小：＊○より 4科目 8単位以上選択必修

大学が独自に設定する科目⇒幼：14 単位以上選択必修
　　　　　　　　　　　　　小：2単位以上選択必修
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子ども学部　心理カウンセリング学科

心理カウンセリング学科では、人間への深い愛情と心の理解にもとづき、子どもと彼らを取り巻く人々
への臨床心理学的支援が行える専門職業人、及び地域社会貢献できる人材を育成します。卒業時の学修到
達目標は以下の通りです。

○　臨床心理学とその応用領域に関する学際的、総合的知識を修得している。
○　子どものこころを理解し、子どもの抱える心理的諸問題を論理的に分析・考察して、自らの見解を形
成することが出来る。

○　人間理解のための理論や基本的態度、心理査定や臨床心理学的援助技法、コミュニティ・ケアとして
の支援体制づくりなどの方法と実践力を通して、子どもに対する心理的支援活動が出来る。

○　人間への深い愛情と心の理解にもとづき、子どもと彼らを取り巻く人々に対して共感的態度をもって
行動することが出来る。

心理カウンセリング学科では、コース制をとらず、３つの履修モデルをもとに、自分の希望や進路に応
じて、履修計画を立てていきます。

心理
カウンセリ
ング学科

大学院
進学希望者
モデル

・臨床心理士に求められる心理査定技法や面接査定
・臨床心理学的な面接援助技法
・こころの健康を支える対人援助システムの調査や連携
・臨床心理実践に関する研究・調査の基礎的知識・技能を修得
し、大学院進学後の発展的研究の素地を培えるように構成して
います。
　　資格：公認心理師受験資格・認定心理士・児童心理司任用資格

・こころの悩みを有する子どもとその家族の心理的課題への理
解と解決に必要な臨床心理学や発達心理学に関する基礎的な理
論と方法・技術
・子どもとその家族への心理的援助に必要な知識と態度を修得
し、発達・福祉分野で子どものこころの問題を理解し支援を創
造しうるよう構成しています。
　　資格：公認心理師受験資格・認定心理士・児童心理司任用資格

発達・福祉
分野希望者
モデル

・子どもの心身の健全な発達を支える社会・経済・法律などの
基礎的な理論
・子どもが生活する集団や地域についての心理学的理解を修得
し、子どもに関わる行政や企業分野で、こころの支援に必要な
連携力・調整力を発揮できるよう構成しています。
　　資格：認定心理士・社会福祉主事任用資格・児童心理司任用資格・児童福祉司任用資格

行政・企業
希望者
モデル
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学修到達目標と学修成果（心理カウンセリング学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルー
ルに則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自
己と関連づけ理解することができる。
2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、
分析、整理し、その問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活
用し、地域課題を解決するための行動ができる。
2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題
を解決へとつなぐことができる。
3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造する
ことを通じて、地域課題を解決することができる。

【
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）心理専門職の社会的使命と職業倫理について理解し
ている。
･ 心理専門職の守秘義務を含む職業倫理を理解できる。
・心理専門職が担う社会的役割について理解できる。
2）人の心や行動、地域社会で生じる事象に関心が持て
る。

･ 新聞や書物を通して社会に関心を待つことができる。
3）子どもや子どもを取り巻く人材に共感的態度を持っ
て行動することができる。

・相手の立場を理解し、共感的態度がとれる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）心理学諸領域に関する基礎知識を習得している。
・基礎心理学、及び心理学の研究方法に関する基礎知
識を習得できる。
2）臨床心理学の基礎理論、およびその各種技法につ
いて理解している。

・カウンセリングの基礎理論を理解できる。

・言語的・非言語的心理療法について理解できる。
3）臨床心理学の近接諸領域に関する基礎知識を習得し
ている。

・心理学の近接領域である医学、教育、福祉の基礎知
識を習得できる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）専門職業人にふさわしいコミュニケーション技能を
習得している。

・自己理解・他者理解を深めることができる。
・他者と信頼関係を結ぶためのコミュニケーションス
キルを習得できる。
2）心理的諸問題に関心を示し、自らの見解を述べるこ
とができる。

・情報収集、及びその分析を適切に行うことができる。
・自らの考えを論理的に述べることができる。
3）臨床心理実践現場で求められる専門的技能の基礎
を身につけることができる。

・事象や意思を正しい文章や適切な表現方法で伝える
ことができる。

・報告・連絡・相談ができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）子どもの実情を把握し、心理的課題を推察すること
ができる。

・子どもの心身の発達状況を把握することができる。
・子どもの発達の状況から、個が有する課題が何かを
推察ことができる。
2）心理的課題に目を向け、地域の現状に応じた支援体
制について考えることができる。
･ 地域における子どもの現状を把握することができる。

・子ども一人一人がおかれている状況に応じた支援体
制を考えることができる。

3）心理学の基礎知識を基に、地域支援に必要な行動力
を身につけることができる。

・地域支援の現状を知るために、フィールドワークを
計画的に実施することができる。

・フィールドワークを基に地域支援に必要な行動力に
ついて考えることができる。
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
共
通
教
育
科
目

―
―
1
年
前
期
―
―

―
―
 1
年
後
期
―
―

―
―
 2
年
前
期
―
―
―
―
 2
年
後
期
―
―

キ
ャ
リ
ア

形
成

―
―
 3
年
後
期
―
―

―
―
 3
年
前
期
―
―

―
―
 4
年
前
期
―
―
―
―
 4
年
後
期
―
―

D
P# ①
②

③
④

⑥
⑨ ⑭ ②
③

⑥
⑦

⑨
⑬

③
⑩ ⑬全 学

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅲ
地
域
協
働
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）

地
域
連
携
・

学
部
間
連
携

基
礎

人
間
と

文
化

く
ら
し
の

科
学

生
活

支
援

心
理
学
入
門

心
理
学
入
門

現
代
社
会
と
倫
理

現
代
社
会
と
倫
理

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

法
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

地
域

連
携

人
間
論
と
現
代
思
想

人
間
論
と
現
代
思
想

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

法
学

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

②
③

⑥
⑦

⑫
⑬
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①
② ③ ①
②

③
⑦

⑧
⑫ ⑬ ②
⑤

⑫
⑬

①
②

⑦
⑧

健
康

ス
ポ
ー
ツ

国
際
理
解

外
国
語
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
理
解

健
康
運
動
科
学

フ
ィッ
ト
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

グロ
ーバ
ル
化と
異
文
化
共
生

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅰ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅰ

G
lo
ba
l 
En
gl
is
h 
Ⅱ

Ba
si
c 
En
gl
is
h 
Ⅱ

資
格
英
語
(E
S
P
)
Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅰ

Ac
ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅱ

中
国

語
韓

国
語

日
本
語
初
級

日
本
語
中
級

日
本
語
上
級

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

語
学

研
修

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅰ

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅱ

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

Glo
bal
 Co
mm
uni
cat
ion
  (E
ngl
ish)

ウ
ェ
ル
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

日本
事情
(Jap
ane
se 
& W
orld
 Iss
ues
)

文
化
人
類
学

変わ
りゆ
く国
際
社
会を
生き
る

IC
Tの
理
解

情
報
処
理
入
門

情
報
処
理
基
礎
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20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
科
　
専
門
教
育
科
目

D
P#

―
―
1年
前
期
 ―
―

―
―
 1
年
後
期
 ―
―

―
―
 2
年
前
期
 ―
―

―
―
 2
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
後
期
 ―
―

―
―
 3
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
前
期
 ―
―

―
―
 4
年
後
期
 ―
―

子
ど
も
学
総
論

心
理
学
概
論
Ⅰ

心
理
学
概
論
Ⅱ

心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
概
論

命
の

尊
厳

現
代
社
会
と
家
族
機
能

発
達
心
理
学
Ⅰ

発
達
心
理
学
Ⅱ

児
童
臨
床
心
理
学

思
春
期
・
青
年
期
心
理
臨
床

子
ど
も
家
庭
福
祉

臨
床
心
理
学
概
論

心
理
学
研
究
法

心
理
学
実
験
Ⅰ

学
習
・
言
語
心
理
学

社会
・集
団・家

族心
理学
Ⅰ（社

会・集
団心

理学
）

社会
・集
団・
家族

心理
学Ⅱ（

家族
心理

学）

神
経
・
生
理
心
理
学

知
覚
・
認
知
心
理
学

健
康
・
医
療
心
理
学

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
心
理
学

死
生

学

乳
幼
児
心
理
学

人体
の構

造と
機能

及び
疾病

Ⅱ
精
神
疾
患
と
そ
の
治
療
Ⅰ

精
神
疾
患
と
そ
の
治
療
Ⅱ

人体
の構

造と
機能

及び
疾病

Ⅰ

心
理
学
実
験
Ⅱ

心
理
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
Ⅰ

心
理
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
Ⅱ

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
実
践
演
習

心
理
学
統
計
法

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
基
礎
演
習

公
認
心
理
師
の
職
責

産
業
・
組
織
心
理
学

教
育
・
学
校
心
理
学

障
害
者
・
障
害
児
心
理
学

学
校
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

子
ど
も
家
庭
支
援
論

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）
※

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）
※

関
係
行
政
論

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
論

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
支
援
演
習

人
権

論
福
祉
心
理
学

司
法
・
犯
罪
心
理
学

ここ
ろと

宗教
（宗

教学
概論

）

学
部
基
幹
科
目

学
科
基
幹
科
目

心
理
学

基
礎
科
目

発
達
関
連
科
目

基
礎
心
理
学
・

医
学
関
連
科
目

社
会
・
産
業

心
理
学

関
連
科
目

地
域
協
働

関
連
科
目

心
理
支
援

基
礎
科
目

④
⑧

①
②

③
⑦

⑤
⑨
⑩

②
③
④

①
②
⑤

⑤
⑥
⑧
⑨

①
②
④

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）
※

子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）
※

専 門 基 礎 科 目 専 門 基 幹 科 目
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卒
業

研
究

心
理
学
文
献
講
読
Ⅰ

心
理
学
文
献
講
読
Ⅱ

セル
フマ
ネジ
メン
トゼ
ミナ
ール
Ⅱ

セル
フマ
ネジ
メン
トゼ
ミナ
ール
Ⅰ

暮
ら
し
に
潜
む
罠

子
ど
も
の
文
化

カ
ル
チ
ャ
ー
と
心

アニ
メ・
映
画・
絵
本と
心
理
学

心
理

専
門

ゼ
ミ

ナ
ー

ル

カ
ル
チ
ャ
ー
と

心
理
関
連
科
目

心
理
学
文
献

講
読
科
目

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
・
卒
業
研
究

※
　
「
子
ど
も
の
支
援
Ⅰ
（
基
礎
・
実
習
）」
は
、
１
～
４
年
生
の
ど
の
学
年
で
も
履
修
で
き
る
。

③
④
⑦
⑧

①
③
④
⑦

⑧
⑨
⑩

心
理

実
習

心
理

演
習

芸術
療法
Ⅲ（
芸術

療法
の実
際）

臨
床
動
作
法
の
理
論
と
実
践

芸術
療法
Ⅰ（基

礎理
論と
箱庭

療法
・コラ

ージ
ュ療
法）

芸術
療法
Ⅱ（
心理

劇の
理論
と実
際）

感
情
・
人
格
心
理
学

認
知
行
動
療
法

精
神
分
析
学

子ど
もの
スト
レス
マネ
ジメ
ント
論

遊
戯

療
法

心
理
学
的
支
援
法

臨
床
応
用
心
理
学

関
連
科
目
・
心
理
学

実
践
領
域
実
習

②
③
⑤
⑥

⑨
⑩

③
④
⑦
⑧

⑨
⑩

専 門 展 開 科 目

履
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心理カウンセリング学科　共通教育科目
A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配 当 年 次

卒 業 要 件必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年
前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含）CE_A1_01 2

必修科目 8単位及び
選択科目より 10 単位
以上選択必修。（ただ
し、「日本語初級」、「日
本語中級」及び「日
本語上級」は留学生
対象科目とする。）

あすなろうⅡ応用（地域課題）CE_A2_01 　 2
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ）CE_A3_01 　 2

地 域 連 携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○
地域連携 CE_B1_02 　 2 　 ○

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 　 2 　 ○ 　 ○
現代社会と倫理 CE_B1_04 　 2 ○ 　 ○
人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 　 ○ 　 ○
文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 ○
生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ ○
肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 　 ○ 　 ○
脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 　 ○ 　 ○
法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 ○
日本国憲法 CE_B1_10 　 2 　 ○ 　 ○

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 ○
くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 ○
ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 　 ○ 　 ○
生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 ○
生物と環境 CE_C1_03 　 2 　 ○ 　 ○
身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 ○
統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 ○
身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 ○
地球環境科学 CE_C1_07 　 2 ○ ○

健康スポーツ
健康運動科学 CE_F1_01 　 2 　 ○
フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 ○
ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 ○

国 際 理 解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 ○
文化人類学 CE_B1_15 　 2 　 ○ 　 ○
変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 　 ○ 　 ○
日本事情（Japanese�&�World�Issues） CE_G1_01 　 2 ○ 　 ○

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�EnglishⅠ CE_E1_01 1 　 　 ○
Basic�EnglishⅡ CE_E2_01 1 　 　 　 　 ○
Global�EnglishⅠ CE_E1_02 1 　 ○
Global�EnglishⅡ CE_E2_02 1 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅠ CE_E3_01 　 1 　 　 　 　 　 ○
Academic�EnglishⅡ CE_E3_02 　 1 　 　 　 　 　 　 ○
英語コミュニケーションⅠ CE_E1_03 　 1 ○
英語コミュニケーションⅡ CE_E1_04 　 1 　 ○
Global�Communication（English）CE_E2_03 　 2 ○ 　 ○
資格英語（ESP） CE_E2_04 　 1 　 　 　 　 ○
中国語 CE_E1_05 　 1 ○
韓国語 CE_E1_06 　 1 　 ○
日本語初級 CE_E1_07 　 1 ○
日本語中級 CE_E2_05 　 1 　 ○
日本語上級 CE_E3_04 　 1 　 ○
語学研修 CE_E2_06 　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICTの理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 ○
情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○

計 10 67
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心理カウンセリング学科　専門教育科目

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング 講義
形態

単位数 学年配当（単位数）
卒業要件

資格選択必修
必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 公　認

心理師
認　定
心理士前 後 前 後 前 後 前 後

学部基幹科目 子ども学総論 PC_A1_01 講義 2 2

必　修
学科基幹科目

心理学概論Ⅰ PC_B1_01 講義 2 2 ◎ ◎
心理学概論Ⅱ PC_B1_02 講義 2 2 ◎
子ども家庭福祉 PC_B1_03 講義 2 2
心理カウンセリング概論 PC_B1_09 講義 2 2 ○
臨床心理学概論 PC_B1_10 講義 2 2 ◎ ◎
小　　　計 12 0 4 4 4 0 0 0 0 0

専
門
基
礎
科
目

心理学
基礎科目

心理学研究法 PC_B1_11 講義 2 2

選択科目よ
り 4 単 位
以上選択
必修

◎ ◎
心理学実験Ⅰ PC_B1_12 演習 2 2 ◎ ◎
心理学実験Ⅱ PC_B2_03 演習 2 2 ◎ ◎
心理学統計法 PC_B2_08 講義 2 2 ◎ ◎
心理的アセスメントⅠ PC_B2_09 講義 2 2 ◎ ○
心理的アセスメントⅡ PC_B3_01 講義 2 2 ◎ ○

心理支援
基礎科目

カウンセリング基礎演習 PC_B4_01 演習 1 1
カウンセリング実践演習 PC_B4_02 演習 2 2
公認心理師の職責 PC_B3_02 講義 2 2 ◎
小　　　計 7 10 0 1 4 4 2 6 0 0

専
門
基
幹
科
目

発達関連科目

命の尊厳 PC_B1_04 講義 2 2

専門基幹
科目及び
専門展開
科目の選
択科目より
69 単位以
上選択必
修そのう
ち、10 単
位までは
他学部他
学科の専
門教育科
目を修得す
ることがで
きる。

現代社会と家族機能 PC_B1_05 講義 2 2
発達心理学Ⅰ PC_B1_06 講義 2 2 ◎ ○
発達心理学Ⅱ PC_B1_07 講義 2 2 ◎ ○
乳幼児心理学 PC_B2_01 講義 2 2
児童臨床心理学 PC_B2_02 講義 2 2 ○
思春期・青年期心理臨床 PC_B2_04 講義 2 2

基礎心理学・
医学関連科目

人体の構造と機能及び疾病Ⅰ PC_C1_01 講義 2 2 ◎
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ PC_C1_02 講義 2 2 ◎
知覚・認知心理学 PC_B1_13 講義 2 2 ◎ ○
学習・言語心理学 PC_B1_14 講義 2 2 ◎ ○
神経・生理心理学 PC_B1_15 講義 2 2 ◎ ○
健康・医療心理学 PC_B2_10 講義 2 2 ◎
精神疾患とその治療Ⅰ PC_C1_03 講義 2 2 ◎
精神疾患とその治療Ⅱ PC_C2_04 講義 2 2 ◎

社会・産業
心理学
関連科目

社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学） PC_B1_18 講義 2 2 ◎ ○
社会・集団・家族心理学Ⅱ（家族心理学） PC_B3_03 講義 2 2 ◎ ○
産業・組織心理学 PC_B2_11 講義 2 2 ◎ ○
コミュニティ心理学 PC_B3_09 講義 2 2 ○

地域協働
関連科目

教育・学校心理学 PC_B3_04 講義 2 2 ◎ ○
障害者・障害児心理学 PC_B2_12 講義 2 2 ◎ ○
司法・犯罪心理学 PC_B3_05 講義 2 2 ◎ ○
福祉心理学 PC_B2_13 講義 2 2 ◎
関係行政論 PC_B3_06 講義 2 2 ◎
こころと宗教（宗教学概論） PC_B1_16 講義 2 2
人権論 PC_B2_05 講義 2 2
死生学 PC_B3_10 講義 2 2
学校ソーシャルワーク PC_D2_02 講義 2 2
レクリエーション支援論 PC_B1_19 講義 2 2
レクリエーション支援演習 PC_B1_20 演習 2 2
子ども家庭支援論 PC_D2_03 講義 2 2
子どもの支援Ⅰ（基礎・実習） PC_D2_01 実習 2

A 建学の精神・教育理念に基づく科目
B 人文・社会科学
C 自然科学
D 複合領域、その他

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング 講義
形態

単位数 学年配当（単位数）
卒業要件

資格選択必修
必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 公　認

心理師
認　定
心理士前 後 前 後 前 後 前 後

専
門
展
開
科
目

臨床応用
心理学
関連科目

心理学的支援法 PC_B2_06 講義 2 2

専門基幹
科目及び
専門展開
科目の選
択科目よ
り 69 単
位以上選
択必修

そのうち、
10 単位ま
では他学
部他学科
の専門教
育科目を
修得する
ことがで
きる。

◎
遊戯療法 PC_B2_07 講義 2 2
芸術療法Ⅰ（基礎理論と箱庭療法・コラージュ療法） PC_B2_14 講義 2 2
芸術療法Ⅱ（心理劇の理論と実際） PC_B2_15 演習 1 1
芸術療法Ⅲ（芸術療法の実際） PC_B3_07 演習 2 2
臨床動作法の理論と実践 PC_B3_08 講義 2 2
認知行動療法 PC_B3_11 講義 2 2 ○
感情・人格心理学 PC_B3_12 講義 2 2 ◎ ○
精神分析学 PC_B3_13 講義 2 2 ○
子どものストレスマネジメント論 PC_B3_14 講義 2 2
心理演習 PC_B4_03 演習 2 2 ◎

心理学実践�
領域実習 心理実習 PC_B4_04 実習 2 2 ◎

心理学文献
講読科目

心理学文献講読Ⅰ PC_B3_15 講義 2 2
心理学文献講読Ⅱ PC_B3_16 講義 2 2

カルチャーと
心理関連科目

子どもの文化 PC_B1_17 講義 2 2
カルチャーと心 PC_B1_21 講義 1 1
アニメ・映画・絵本と心理学 PC_B1_22 講義 1 1
暮らしに潜む罠 PC_B1_08 講義 1 1
小　　　計 4 92 9 8 4 14 17 20 12 10

ゼミナール
セルフマネジメントゼミナールⅠ PC_D4_01 演習 1 1

必　修
セルフマネジメントゼミナールⅡ PC_D4_02 演習 1 1
心理専門ゼミナール PC_D4_03 演習 2 2

卒業研究 卒業研究 PC_D4_04 演習 4 4
小　　　計 8 0 0 0 1 1 0 2 0 4
合　　　計 31 102 13 13 13 19 19 28 12 14

注１）　配当年次については、変更となる場合もあります。
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看護学部　看護学科

看護学科では、人に対する思いやりを持ち、対象となる人々が、その人らしく地域で生きることを支え
るために必要な倫理観、科学的に裏付けされた専門知識と判断力を身につけ、関連職種と連携しながら、
看護実践ができる看護専門職を育成します。
卒業時の学習到達目標は次の通りです。

○看護学を核として、地域で生活する人々を支援するために必要な基盤である「共通教育科目」「いのち
の科学」「保健医療福祉介護の仕組み」に関する知識について総合的に理解している。

○高い倫理観に基づき、対象となる人々の生命の尊厳と権利を擁護できる。
○多様な対象の特性や状態を理解したうえで、科学的な知識に基づいたアセスメントができる。
○対象となる人々や関連職種との信頼関係を築くことのできるコミュニケーション能力を身につけてい
る。

○対象となる人々や家族の健康課題を把握し、その人らしく地域で生きるために必要な資源について考え、
科学的根拠に基づく看護を実践するための能力がある。

○健康の回復、保持増進、疾病予防のために必要な看護援助が実践できる。
○保健・医療・福祉・教育分野のチームの一員として、主体的に活動できる姿勢が身についている。
○看護専門職として学び続け、看護の発展や地域社会に貢献しようとする姿勢が身についている。

＊保健師国家試験受験資格取得と養護教諭一種免許状取得に係る科目の同時履修はできません。

養護教諭
一種

（選択制）

看護学科

看護師

保健師
（選択制）

看護師国家試験の受験資格関連科目を中心に学び、地域におけ
る看護を実践する看護専門職、高度医療から地域を支える看護
専門職を育成します。
♦取得できる資格は、看護師国家試験受験資格です。

看護師国家試験の受験資格関連科目および保健師国家試験の受
験資格関連科目を学び、保健師として行政看護から地域住民の
健康を支える看護専門職を育成します。
♦取得できる資格は、保健師国家試験受験資格です。
※保健師免許を取得し、それに加えて教育職員免許法施行規則
第66条の6に定められた7科目8単位を修得している者は、申請
により養護教諭二種免許状を取得することができます。
※※保健師免許を取得した者は、申請により第一種衛生管理者
免許を取得することができます。

養護教諭として学校現場で子どもたちの健康を支える看護専門
職を育成します。
♦取得できる免許は、養護教諭一種免許状です。
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学修到達目標と学修成果（看護学科）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール
に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）専攻する特定の学問分野における知識を体系的に理解できるとともに、それを外部的視点でとらえ返し、自己
と関連づけ理解することができる。
2）多文化・異文化に関する知識の理解ができる。
3）人類文化、社会、自然に関する知識の理解ができる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）確かな日本語に加え、一つ以上の外国語を用いて、読み、書き、話すことができる。
2）自然や社会現象について、図表等のシンボルを用いて分析、理解、表現することができる。
3）情報や知識を複眼的、論理的に分析・表現することを通して、問題を発見し、その解決に必要な情報を収集、分析、
整理し、その問題に的確に対応できるとともに、それらを ICT を用いて、表現・伝達することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域での実践活動をもとに、主体的・自立的に行動できる確かな人間力としての態度や志向性を総合的に活用し、
地域課題を解決するための行動ができる。
2）地域での実践活動をもとに、教養ある専門職としての基礎力である知識や理解を総合的に活用し、地域課題を
解決へとつなぐことができる。
3）獲得した知識、技能、態度、志向性を総合的に活用し、実践活動から課題を見出し、新しい価値を創造するこ
とを通じて、地域課題を解決することができる。

【
看
護
学
科
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）看護の対象となる人々の尊厳と権利を擁護できる
・多様な価値観・信条や生活背景を持つ人を尊重できる。
・プライバシー保護や個人情報の保護ができる。
・実施する看護について説明し同意を得ることができ
る。

・相手の立場にたってケアを提供することができる。
2）援助的関係を形成する能力を身につけている
・自己を分析し自己理解できる。

・看護の対象となる人々と、適切な援助的コミュニケー
ションをとることができる。

3）生涯にわたり、継続して専門的能力の向上をめざすこ
とができる

・生涯にわたり、自己の看護実践過程や方法を振り返り、
課題を見出すことができる。

・課題解決のための自己評価と、管理を行う重要性が説
明できる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）看護の対象となる人々の健康レベルを、成長発達
や個人・家族を踏まえてアセスメントできる

・身体的、認知や感情・心理的な健康状態を査定できる。
・成長発達による身体的・心理的・社会的変化を踏まえ、
個人の生活を把握し、健康状態との関連を査定でき
る。

・急激な健康破綻と回復過程にある人々、慢性疾患お
よび慢性的な健康問題を有する人々、終末期にある
人々への援助に必要な看護が理解できる。

2）健康の保持増進と疾病を予防する能力が身についてい
る

・健康の保持増進・疾病予防のために必要な看護援助に
ついて説明できる。

3）社会の動向を踏まえて看護を創造するための基礎的能
力が身についている

・疾病構造の変遷、疾病対策、医療対策の動向と看護の
役割について説明できる。

・国際化の動向に関心を寄せ、看護のあり方について考
えられる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）根拠に基づいた看護を提供することができる
・看護実践において、理論的知識や先行研究の結果を
活用できる。
2）計画的に看護を実践することができる
・批判的思考、論理的思考を活用して適切な看護の方
法を選択できる。

・看護過程について理解し、実践に活用できる。
・実施した看護について評価・修正・改善・記録できる。

3）看護援助技術を適切に実施できる
・看護の対象者に安全な環境とケアを提供できる。
・身体に働きかける看護技術援助を理解し、指導のも
とで実施できる。

・情動・認知・行動に働きかける看護技術援助を理解し、
指導のもとで実施できる。

・人的・物理的環境に働きかける看護技術援助を理解
し、指導のもとで実施できる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域ケアの構築と看護機能の充実を図ることがで
きる

・地域の特性や社会資源に関する資料・健康指標を活
用して、地域の健康課題を把握できる。
2）医療・保健・福祉・教育における看護活動と、看
護ケアの改善について考えることができる

3）保健・医療・福祉・教育における協働と連携をす
る能力が身についている

・チームにおける看護および関連職種の役割を理解
し、対象者を中心とした協働のあり方について説明
できる。
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―
1
年
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期
―
―
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年
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キ
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―
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前
期
―
―

―
―
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年
前
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―
―

D
P# ①
②

③
④

⑥
⑨ ⑭ ②
③

⑥
⑦

⑨
⑬

③
⑩ ⑬全 学

あ
す
な
ろ
う
Ⅰ
基
礎
（
初
年
次
教
育
含
）

あ
す
な
ろ
う
Ⅱ
応
用
（
地
域
課
題
）

あ
す
な
ろう
Ⅲ
臨
地
協
働

地
域
連
携
・

学
部
間
連
携

基
礎

人
間
と

文
化

く
ら
し
の

科
学

生
活

支
援

心
理
学
入
門

現
代
社
会
と
倫
理

文
学
と
言
語

生
涯
学
習
論

法
学

多
文
化
社
会
学

く
ら
し
と
経
済

生
命
の
し
く
み

身
近
な
生
活
の
化
学

統
計
学
の
基
礎

身
近
な
世
界
の
物
理
学

地
域

連
携

人
間
論
と
現
代
思
想

肥
前
の
歴
史
と
文
化

脳
と
認
知
科
学

日
本
国
憲
法

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

生
物
と
環
境

地
球
環
境
科
学

②
③

⑥
⑦

⑫
⑬

20
19
年
度
　
科
目
系
統
図
　
看
護
学
科
　
共
通
教
育
科
目
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①
② ③ ①
②

③
⑦

⑧
⑫ ⑬ ②
⑤

⑫
⑬

①
②

⑦
⑧

健
康

ス
ポ
ー
ツ

国
際
理
解

外
国
語
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コ
ニ
ュ
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ー

シ
ョ
ン
理
解

健
康
運
動
科
学

フ
ィッ
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ス
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ツ
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ル
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文
化
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生
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事情
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G
lo
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l 
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h 
Ⅰ
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si
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gl
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Ⅰ

G
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gl
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Ⅱ
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si
c 
En
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h 
Ⅱ

資
格
英
語
(E
S
P
)
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ad
em
ic
 E
ng
lis
h Ⅰ

中
国

語
韓

国
語

日
本
語
初
級

日
本
語
中
級

日
本
語
上
級

語
学

研
修

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅰ

英
語
コミ
ュニ
ケ
ーシ
ョン
Ⅱ

医
療

英
語

Glo
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 Co
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  (E
ngl
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ウ
ェ
ル
ネ
ス・
ス
ポ
ー
ツ

文
化
人
類
学
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りゆ
く国
際
社
会を
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る

IC
Tの
理
解

情
報
処
理
入
門

情
報
処
理
基
礎
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護
基
盤
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領
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看
護
実
践
学
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③
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⑤
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⑥
⑦
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①
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能
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Ⅰ
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援
技
術
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原
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感
染

臨
床
薬
理
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病
態
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病
理
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ル
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セ
ス
メ
ン
ト

成
人
看
護
学
概
論

成
人
看
護
学
方
法
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Ⅰ
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護
学
方
法
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Ⅱ
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診
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論
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論
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床
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学

生
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自
己
開
発
学
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開
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演
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自
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開
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学
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病態
治療

学Ⅲ
（筋
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器）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学

病
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習
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育
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護
実
習
事
前
事
後
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教
職
実
践
演
習（
養
護
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護

実
習
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徳
教
育
指
導
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教
育
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程
論

生
徒
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特
別
活
動
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あ
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う
Ⅱ
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地
域
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公
衆
衛
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学
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校
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種
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健
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健
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①
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看護学科　共通教育科目

学科目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 看

護
師

保
健
師

養
一
種前 後 前 後 前 後 前 後

共
通
教
育
科
目

キャリア形成
あすなろうⅠ�基礎（初年次教育含） CE_A1_01 2 　 　 　 　 　 　 　 必修

5単位

　 　 　
あすなろうⅡ�応用（地域課題） CE_A2_01 2 　 　 　 　 　 　 　 　 ◎ 　
あすなろうⅢ�臨地協働 CE_A3_02 1 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 CE_B1_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　

必修
4単位
および
4単位
以上

選択必修

　 　 　

地域連携 CE_B1_02 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

人間と文化

心理学入門 CE_B1_03 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　

現代社会と倫理 CE_B1_04 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

人間論と現代思想 CE_B1_05 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

文学と言語 CE_B1_06 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

生涯学習論 CE_B1_07 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○

肥前の歴史と文化 CE_B1_08 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

脳と認知科学 CE_C1_01 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

法学 CE_B1_09 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

日本国憲法 CE_B1_10 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ※ ◎

くらしの科学

多文化社会学 CE_B1_11 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

くらしと経済 CE_B1_12 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ジェンダー論 CE_B1_13 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

生命のしくみ CE_C1_02 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

生物と環境 CE_C1_03 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

身近な生活の化学 CE_C1_04 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

統計学の基礎 CE_C1_05 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

身近な世界の物理学 CE_C1_06 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

地球環境科学 CE_C1_07 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　

健康スポーツ
健康運動科学 CE_F1_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

フィットネス・スポーツ CE_F1_02 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 ※ ◎

ウェルネス・スポーツ CE_F1_03 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ※ ◎

国際理解

グローバル化と異文化共生 CE_B1_14 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

文化人類学 CE_B1_15 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

変わりゆく国際社会を生きる CE_B1_16 　 2 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

日本事情（Japanese�&�World�Issues） CE_G1_01 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外国語による
コミュニケー
ション理解

Basic�English�Ⅰ　 CE_E1_01 1　　 ○　　 　 　 　 　

必修
5単位
および
選択科目
より 2単
位以上選
択必修（た
だし「日
本語初
級」、「日
本語中級」
及び「日
本語上級」
は留学生
対象科目
とする。）

　 　
Basic�English�Ⅱ CE_E2_01 1 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 ※ ◎

Global�English�Ⅰ CE_E1_02 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Global�English�Ⅱ CE_E2_02 1 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ※ ◎

Academic�English�Ⅰ CE_E3_01 　 1 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　

医療英語 CE_E2_07 1 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　

英語コミュニケーション�Ⅰ CE_E1_03 　 1 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

英語コミュニケーション�Ⅱ CE_E1_04 　 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Global�Communication（English） CE_E2_03 　 2 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

資格英語（ESP） CE_E2_04 　 1 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

中国語 CE_E1_05 　 1 ○　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

韓国語 CE_E1_06 　 1 ○　　 　 　 　 　 　 　 　 　

日本語初級 CE_E1_07 　 1 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

日本語中級 CE_E2_05 　 1 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　

日本語上級 CE_E3_04 　 1 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　

語学研修 CE_E2_06 　 1 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ICTの理解
情報処理入門 CE_D1_01 1 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 必修

2単位
　 ※ ◎

情報処理基礎 CE_D2_01 1 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ※ ◎

計 16 60

A 建学の精神・教育理念に基づく科目 E 語学
B 人文・社会科学 F 健康スポーツ科学
C 自然科学 G 複合領域、その他
D 情報

ナンバリング：共通教育科目の分野
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択
1 年 2 年 3 年 4 年 看

護
師

保
健
師

養
一
種前 後 前 後 前 後 前 後

専　
　
　

門　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

専　

門　

基　

礎　

科　

目

い

の

ち

の

科

学

看護形態機能学Ⅰ NS_A2_01 2 　 2 　 　 　 　 　 　 　

必修
26 単位

◎ 　 ◎
看護形態機能学Ⅱ NS_A2_02 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
免疫と感染 NS_A2_03 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
臨床薬理学 NS_A2_04 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 ○
病態栄養学 NS_A2_05 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
病理学 NS_A2_06 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
病態治療学Ⅰ（呼吸・循環器） NS_A3_01 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
病態治療学Ⅱ（消化器・泌尿器） NS_A3_02 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
病態治療学Ⅲ（筋・骨格、感覚器） NS_A3_03 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
病態治療学Ⅳ（神経・難病、精神疾患） NS_A3_04 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
病態治療学Ⅴ（小児の疾病、婦人科疾患） NS_A3_05 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 　
リハビリテーション学 NS_A2_07 　 2 　 　 　 　 2 　 　 　 ○

保
健
医
療
福
祉

介
護
の
仕
組
み

保健福祉行政論 NS_B2_01 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ ◎ 　
保健医療福祉制度論 NS_B3_01 　 1 　 　 　 　 　 　 　 1 ○ ◎ 　
公衆衛生学 NS_B2_02 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
疫学 NS_B2_03 　 2 　 　 　 　 2 　 　 　 ○ ◎ ◎
保健統計学 NS_B2_04 　 2 　 　 2 　 　 　 　 　 ○ ◎
小計（17 科目） 26 7 2 14 8 4 4 0 0 1

専　
　
　

門　
　
　

科　
　
　

目

看
護
基
盤
学
領
域

看護学原論 NS_C1_01 2 　 2 　 　 　 　 　 　 　

必修
17 単位

◎ ◎ ◎
看護理論学 NS_C3_01 2 　 　 　 　 　 　 　 2 　 ◎ 　 　
看護過程論 NS_C2_01 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
フィジカルアセスメント NS_C3_02 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
生活支援技術論 NS_C2_02 2 　 2 　 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
生活支援技術論演習 NS_C3_03 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
臨床関連技術論演習 NS_C3_04 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
自己開発学　 NS_C2_03 　 2 　 2 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　
自己開発学演習　 NS_C3_05 　 2 　 　 　 2 　 　 　 　 ○ 　 　
自己開発学実習　 NS_C4_01 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○ 　 　
生活支援論実習 NS_C4_02 1 　 　 1 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
看護過程論実習 NS_C4_03 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎

小計（12 科目） 17 6 4 5 6 4 0 0 2 2

看　

護　

実　

践　

学　

領　

域

成人看護学概論 NS_D2_01 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　

必修
39 単位

◎ 　 ○
成人看護学方法論Ⅰ NS_D3_01 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 　
成人看護学方法論Ⅱ NS_D3_02 2 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ 　 　
看護診断論 NS_D3_03 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
成人看護学実習Ⅰ NS_D4_01 3 　 　 　 　 　 　 3 　 　 ◎ 　 　
成人看護学実習Ⅱ NS_D4_02 3 　 　 　 　 　 　 3 　 　 ◎ 　 　
老年看護学概論 NS_D2_02 2 　 　 　 2 　 　 　 　 　 ◎ 　 　
老年看護学方法論 NS_D3_04 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 　
老年看護学実習 NS_D4_03 4 　 　 　 　 　 　 4 　 　 ◎ 　 　
精神看護学概論 NS_D2_03 2 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
精神看護学方法論 NS_D3_05 2 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ 　 　
精神看護学実習 NS_D4_04 2 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 ◎
母性看護学概論 NS_D2_04 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 ○
母性看護学方法論 NS_D3_06 2 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ 　 　
母性看護学実習 NS_D4_05 2 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 ○
小児看護学概論 NS_D2_05 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　 ◎
小児看護学方法論 NS_D3_07 2 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ 　 　
小児看護学実習 NS_D4_06 2 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎ 　 ◎

小計 39 0 0 0 7 8 8 16 0 0

看護学科　専門教育科目
A いのちの科学 F 公衆衛生看護学領域
B 保健医療福祉介護の仕組み G 養護・教職に関する領域
C 看護基盤学領域
D 看護実践学領域
E 看護統合学領域

ナンバリング：専門教育科目の分野
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学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年 看
護
師

保
健
師

養
一
種前 後 前 後 前 後 前 後

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

看
護
統
合
学
領
域

看護
マネジ
メント群

在宅看護学概論 NS_E2_01 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　

必修
16 単位
選択必修
6単位以上
（関連職種
連携実習
と看護管
理実習は
どちらか
を選択）

◎ 　 　
在宅看護学方法論 NS_E3_01 2 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎ 　
在宅看護学実習 NS_E4_01 2 　 　 　 　 　 　 　 2 　 ◎ 　
関連職種連携論 NS_E2_02 2 　 　 　 　 2 　 　 　 　 ◎ 　
関連職種連携演習 NS_E3_02 　 2 　 　 　 　 2 　 　 　 ○　
関連職種連携実習 NS_E4_02 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 ○ ◎
家族看護学 NS_E3_03 　 2 　 　 　 2 　 　 　 　 ○
ターミナルケア論 NS_E3_04 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○
看護倫理学 NS_E3_05 2 　 　 　 　 　 　 　 2 　 ◎ 　

看護
管理・
教育学群

看護教育学 NS_E3_06 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○　 　
看護管理学 NS_E3_07 2 　 　 　 　 　 　 　 2 　 ◎ 　
看護管理実習 NS_E4_03 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 ○ 　

看護
探求群

看護研究方法論 NS_E3_08 2 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ◎
看護研究ゼミナール NS_E4_04 2 　 　 　 　 　 　 　 → 2 ◎
看護シミュレーション演習 NS_E3_09 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○

看護
発展群

国際看護学 NS_E3_10 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○
災害看護学 NS_E3_11 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○
助産学概論 NS_E3_12 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 ○
公衆衛生看護学概論 NS_E2_03 　 2 　 　 　 　 2 　 　 　 ○ ◎
健康教育学 NS_E3_13 　 2 　 　 　 　 2 　 　 　 ○ ◎
学校保健概論 NS_E2_04 　 2 　 　 2 　 　 　 　 　 ○ ◎ ◎
産業保健概論 NS_E2_05 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 ○ ◎
クリティカルケア NS_E3_14 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○ 　
高度医療と看護 NS_E3_15 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○ 　 　
補完・代替医療 NS_E3_16 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○ 　
認知症ケア NS_E3_17 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 ○ 　 　

公衆衛生
看護学
領域

公衆衛生看護活動論（集団・組織支援） NS_F3_01 　 2 　 　 　 　 2 　 　 　 保健師課程
履修者のみ
11 単位必修
及び公衆衛
生看護学実
習ⅡとⅢか
ら 1 単位選
択必修

　 ◎
公衆衛生看護方法論Ⅰ（地域診断） NS_F3_02 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎
公衆衛生看護方法論Ⅱ（技術演習） NS_F3_03 　 2 　 　 　 　 　 　 2 　 　 ◎
公衆衛生看護学管理論 NS_F3_04 　 2 　 　 　 　 　 　 　 2 　 ◎
公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） NS_F4_01 　 3 　 　 　 　 　 　 3 　 　 ◎
公衆衛生看護学実習Ⅱ（学校保健） NS_F4_02 　 1 　 　 　 　 　 　 1 　 　 ○
公衆衛生看護学実習Ⅲ（産業保健） NS_F4_03 　 1 　 　 　 　 　 　 1 　 　 ○

小　　　計 16 49 0 0 2 6 12 0 23 22
合　　　計 98 62 6 19 23 22 24 16 25 25

学　科　目 授　業　科　目 ナンバリング
単位数 配当年次（単位数）

卒業要件
資格必修選択区分

必
修
選
択

1 年 2 年 3 年 4 年 看
護
師

保
健
師

養
一
種前 後 前 後 前 後 前 後

専
門
教
育
科
目

養
護
・
教
職
に
関
す
る
科
目

養護学概論 NS_G2_01 2 2

卒業単位
には、加
算されな
い。

◎
健康相談論 NS_G3_01 2 2 ◎
教育原論 NS_G1_01 2 2 ◎
教職論 NS_G2_02 2 2 ◎
教育制度論 NS_G2_04 2 2 ◎
教育心理学 NS_G2_03 2 2 ◎
特別の支援を要する児童・生徒の理解 NS_G2_08 1 1 ◎
教育課程論 NS_G2_05 1 1 ◎
道徳教育指導論 NS_G2_06 2 2 ◎
総合的な学習の時間の指導法 NS_G2_09 1 1 ◎
特別活動論 NS_G3_02 1 1 ◎
教育方法論 NS_G2_07 2 2 ◎
生徒指導論 NS_G3_03 2 2 ◎
教育相談 NS_G3_04 2 2 ◎
養護実習事前事後指導 NS_G4_02 1 1 ◎
養護実習 NS_G4_03 4 4 ◎
教職実践演習（養護教諭） NS_G4_01 2 2 ◎

合　　　計 0 31 0 2 8 10 4 0 5 2

注 1）◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目を示す。
注 2）養護教諭二種免許取得を目指す場合は、保健師区分にある※印（教育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定められた 7科目 8単位）
の科目履修が必要です。その上で保健師免許を取得後、申請により免許を取得できます。

注 3）第一種衛生管理者免許取得を目指す場合は、保健師免許を取得し、申請により第一種衛生管理者免許を取得できます。
注 4）配当年次については、変更となる場合もあります。

●資格に関する専門教育科目

注 1）上記の「資格に関する専門教育科目」については、卒業単位に加算されません。
注 2）◎印科目は資格必修科目を示し、○印は資格選択必修科目を示す。
注 3）配当年次については、変更となる場合もあります。
注 4）保健師国家試験受験資格と養護教諭一種免許状取得に係る科目の同時履修はできません。
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西九州大学（以下「本学」という。）では、現在次の２大学との間で単位互換協定を結んでいますので、
それぞれの大学の指定された科目を特別聴講学生として履修することができます。

１　放送大学との単位互換協定について
放送大学は、今日の生涯学習の時代に応えて、テレビ、ラジオ放送を効果的に活用した新しい学習シ

ステムを用いて大学教育を行うことにより、レベルの高い学習の機会を広く国民に提供するとともに、
大学教育のための放送の普及発展を図ることを目的として、国の出資によって設立された教育機関です。

２　佐賀大学との単位互換協定について
平成 14�年 12�月に佐賀大学との単位互換協定を締結し、平成 15�年度より実施しています。
佐賀大学には、教育学部、芸術地域デザイン学部、経済学部、理工学部、農学部及び医学部並びに全

学教育機構があり、本学学生に幅広い学習機会が与えられます。
３　本学卒業要件単位の認定限度について
本学の卒業要件単位として認められる単位は、協定を締結している両大学での修得単位を合せ 10�単

位までです。
なお、手続きその他については、以下の単位互換の手引き及び単位互換協定に関する運用要項のとお

りですが、細部については教務課に問い合わせてください。

放送大学との単位互換の手引き

１　放送大学が受入れる学生数　30�人程度
２　放送大学において修得できる単位数　30�単位以内
３　単位互換科目
放送大学の授業科目とします。ただし、卒業要件単位に該当する科目は別に定めます。

４　入学資格は本学の学生であること。
５　放送大学における学生の身分は、「特別聴講学生」となります。
６　履修期間
履修期間は、１学期間（６ヵ月）です。継続して履修する場合は、各学期ごとに出願してください。

７　履修方法
放送大学の学生と同様に、学期開始までに送付される印刷教材、テレビまたはラジオによる放送指導

及び通信指導によって学習し、学期末に単位認定試験を受けることになります。
８　単位認定試験
単位認定試験は、各学期15�週の放送授業が終了した後、佐賀学習センターで全国一斉に実施されます。

９　単位修得
試験の結果は、放送大学の判定基準に従います。他の単位互換協定を締結している大学で修得した単

位と合せて 10�単位以内を卒業要件の単位として認定します。
10　放送資材の貸出
佐賀学習センターで放送資材を借りることができます。

11　出願に必要な書類
放送大学特別聴講学生出願票（教務課窓口にあります。）

他大学との単位互換制度について
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12　出願手続
⑴　放送大学特別聴講学生出願票の受付
①　第１学期：出願期間　１月 17 日～２月６日まで（土、日、祝祭日は除く）

※期間については平成 30�年度の実績
入学月　　４月

②　第２学期：出願期間　７月 14 日～８月３日まで（土、日、祝祭日は除く）
　　　　　　　※期間については平成 30�年度の実績
　　　　　　　入学月　　10 月

⑵　放送大学特別聴講学生出願票の提出場所
西九州大学　教務課窓口

13　学費等
①　入学料は必要ありません。
②　授業料は、１単位あたり 5,500�円です。

放送大学との単位互換協定に関する運用要項

（趣旨）
１　この要項は、西九州大学学則第 51�条、西九州大学学生交流規程第 21�条及び放送大学との単位互換
協定に基づき、西九州大学（以下「本学」という。）の学生を放送大学の特別聴講学生として派遣し、
放送大学において提供する授業科目の履修に関して必要な事項を定めるものとする。

（学部学生の派遣特別聴講学生）
２　本学の学生で、放送大学の特別聴講学生として放送大学の提供する授業科目（別表１）の履修を希望
する者は、指導教員と相談の上、指導教員が教育上有益と認めるときは、放送大学で修得した単位の認
定等は、「西九州大学と放送大学との単位互換実施に関する覚書」による。

３　放送大学からの受入許可の通知に基づき、本学は、履修希望学生に受入許可書を交付するとともに、
履修についての留意事項等について説明を行う。

４　本学の学生が、放送大学で修得した単位の認定等は、「西九州大学と放送大学との単位互換実施に関
する覚書」による。

５　本学の学生が、放送大学で修得した単位は、本学学則第 14�条及び本学学生交流規程第８条の規定に
より、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合、本学の卒業
要件となる単位に算入できる単位は、単位互換協定を締結している大学で修得した単位と合せて 10�単
位を超えないものとする。ただし、本学の卒業要件の単位には算入できない授業科目にあっても、その
単位の修得を妨げるものではない。

（入学料及び授業料）
６　放送大学を受講する者の入学料は、徴収しない。
７　放送大学を受講する者の授業料は、放送大学が定める額とする。（１単位 5,500�円。）
（聴講の取消し）
８　特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、教授会の議を経て、学長は聴講の許可を取り
消すことができる。
⑴　協定大学の学生の身分を失った場合
⑵　正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納入しない場合
⑶　学則その他本学が定める諸規程を遵守しない場合

（要項に定める以外の事項）
９　この要項に定める以外の事項については、協定大学との協議に基づいて定める。
（改廃）
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10　この要項の改廃は、教授会の承認を得なければならない。
附　則（平成 15�年１月 23�日）

この要項は、平成 15�年１月 23�日から施行する。
（注）本文中に別表１とありますが、この便覧には記載されていません。年度により授業科目の変動があ

るからです。詳細については教務課で直接たずねてください。

佐賀大学との単位互換の手引き

１　佐賀大学が受入れる学生数　30 人程度
２　佐賀大学において修得できる単位数　60 単位以内
３　単位互換科目
佐賀大学の特定の授業科目とします。ただし、卒業要件単位に該当する科目は別に定めます。

４　入学資格は、本学の学生であること。
５　佐賀大学における学生の身分は、「特別聴講学生」となります。
６　履修期間
履修期間は、１学期間（６カ月）です。継続して履修する場合は、各学期ごとに出願してください。

７　履修方法
佐賀大学の学生と同様に、学期開始までに佐賀大学の佐賀大学特別聴講学生履修願を佐賀大学教務課

に提出し、佐賀大学の講義室にて学習し、単位認定試験を受けることになります。
８　単位認定試験
単位認定試験は、不定期に行われます。

９　単位修得
試験の結果は、佐賀大学の判定基準に従います。他の単位互換協定を締結している大学で修得した単

位と合せて 10�単位以内を卒業要件の単位として認定します。
10　出願に必要な書類
佐賀大学特別聴講学生履修願（教務課窓口にあります。）

11　出願手続
⑴　佐賀大学特別聴講学生履修願の受付
①　前学期：出願期間　２月１日～２月 28 日まで（土、日、祝祭日は除く）

入学月　　４月
②　後学期：出願期間　８月１日～８月 31 日まで
　　　　　　　　　　　（８月 13 日から８月 15 日まで及び土、日、祝祭日は除く）

入学月　　10 月
⑵　佐賀大学特別聴講学生履修願の提出場所

西九州大学　教務課窓口
12　学費等は次のとおりです。

入学料及び授業料は必要ありません。

佐賀大学との単位互換協定に関する運用要項

（趣旨）
１　この要項は、西九州大学学則第 51 条、西九州大学学生交流規程第 21 条及び佐賀大学との単位互換協
定に基づき、西九州大学（以下「本学」という。）の学生を佐賀大学の特別聴講学生として派遣し、又
佐賀大学から派遣された学生を本学の特別聴講学生として受け入れたとき、当該大学において提供する
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授業科目の履修に関して必要な事項を定めるものとする。
（学部学生の派遣特別聴講学生）
２　本学の学生で、佐賀大学の特別聴講学生として佐賀大学の提供する授業科目（別表１）の履修を希望
する者は、指導教員と相談の上、指導教員が教育上有益と認めるときは、佐賀大学指定の特別聴講学生
履修願を本学に提出し、本学は、その願いを取りまとめ、佐賀大学に送付して、受け入れの許可を得る
ものとする。

３　佐賀大学からの受入許可の通知に基づき、本学は、履修希望学生に受入許可書を交付するとともに、
履修についての留意事項等について説明を行う。

４　本学の学生が、佐賀大学で修得した単位の認定等は、「西九州大学と佐賀大学との単位互換実施に関
する覚書」による。

５　本学の学生が、佐賀大学で修得した単位は、本学学則第 14 条及び本学学生交流規程第８条の規定に
より、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合、本学の課程
修了又は卒業要件となる単位に算入できる単位は、単位互換協定を締結している大学で修得した単位と
合せて 10 単位を超えないものとする。ただし、本学の課程修了又は卒業要件の単位には算入できない
授業科目にあっても、その単位の修得を妨げるものではない。

（佐賀大学からの派遣特別聴講学生）
６　佐賀大学の学生で、本学の特別聴講学生として本学の提供する授業科目（別表２）の履修を希望する
者は、西九州大学指定の特別聴講学生履修願を佐賀大学に提出し、佐賀大学は、その願いを取りまとめ、
本学に送付して、受け入れの許可を得るものとする。

７　本学の提供する授業科目の受け入れ可能な特別聴講学生の定員は、若干名とする。
８　佐賀大学より受講希望のあった授業科目への特別聴講学生受け入れの可否は、当該授業科目の担当教
員の裁量による。

９　特別聴講学生の受け入れを決定した場合、本学は、それらを取りまとめ、佐賀大学に対して、その決
定通知を行うとともに、受入許可書を送付する。

10　受け入れた特別聴講学生の試験及び単位の認定等は、本学学則第 48 条第２項の規定及び「西九州大
学と佐賀大学との単位互換実施に関する覚書」による。

（大学院学生の派遣及び受入特別聴講学生）
11　佐賀大学大学院が提供する科目は、別表３に、西九州大学大学院（以下「本学の大学院」という）か
ら提供する科目は、別表４に示すとおりである。

12　本学の大学院からの派遣特別聴講学生及び佐賀大学大学院から受け入れる特別聴講学生については、
１の「西九州大学学則第 51 条」とあるのを「西九州大学大学院学則第 42 条」と、２、３、４、５、６、
７、９の「本学」とあるのを「本学の大学院」と、２、３、５、６、８、９の「佐賀大学」とあるのを
「佐賀大学大学院」と、５の「本学学則第 14 条」とあるのを「本学の大学院学則第 16 条」と、10 の「本
学学則第 48 条第２項」とあるのを「本学の大学院学則第 42 条第２項」と、読み替えるものとする。

（入学料及び授業料）
13　佐賀大学の授業科目を受講する者の入学料及び授業料は、徴収しない。
（聴講の取消し）
14　特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、教授会の議を経て、学長は、聴講の許可を取
り消すことができる。
協定大学の学生の身分を失った場合
学則その他本学が定める諸規程を遵守しない場合

（要項に定める以外の事項）
15　この要項に定める以外の事項については、協定大学との協議に基づいて定める。
（改廃）
16　この要項の改廃は、教授会の承認を得なければならない。
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附　則（平成 15 年１月 23 日）
　この要項は、平成 15 年１月 23 日から施行する。

（注）本文中に別表１、別表２、別表３、別表４とありますが、この便覧には記載されていません。年度
により授業科目の変動があるからです。詳細については教務課で直接たずねてください。

大学コンソーシアム佐賀

「コンソーシアム」とは「共同体」を意味する言葉です。辞書によれば、「共同企業体、企業連合体、大
きなプロジェクトを達成するために複数の企業が形成するグループ」と説明されています。
「大学コンソーシアム佐賀」は、県内の大学、短期大学等を持つ６つの高等教育機関が連携・交流する
ことにより、それぞれの教育・学術研究機能の水準を高めるとともに、その成果を地域社会に還元し地域
の発展に貢献することをその理念として、平成 19�年 12�月 18�日に設立されました。
本学以外の加盟大学等は、「佐賀大学、西九州大学短期大学部、佐賀女子短期大学、九州龍谷短期大学

及び放送大学」です。
加盟している大学等で受講する場合の受講料は、特別聴講学生となり放送大学を除き全て無料です。
開講される授業科目は主として教養教育科目で前期・後期の開講前に「大学コンソーシアム佐賀」事務

局より案内があります。
学生の皆さんへの周知は、前・後期のガイダンス等にて連絡します。
なお、新１年生と新３年次編入生は、入学年度の後期から受講可能となります。ただし、「子ども発達

支援士（基礎）養成プログラム」の授業科目のうち「子どもの支援Ⅰ（基礎・実習）」については、入学
年度の前学期から履修を開始できます（平成 28 年４月１日付「大学コンソーシアム佐賀における単位互
換実施要項」（平成 28 年 4 月 1 日制定）による）。

授業の形式は次のとおりです。
・対　　　面：科目を提供する大学に出向き通常の授業を受講します。
・対面・非同期：科目を提供する大学に出向き通常の授業を受講するか、または、ネット配信の講義を

受講することで、例えば、家などでいつでも受講することができます。
・非　同　期：全ての大学からネット配信される講義をいつでも受講することが可能です。
単位の認定について
各学期末の試験を受験し単位を修得した場合は、受講した科目名と単位は共通教育科目区分の中で認定

されます。
しかし、本学卒業要件単位数として認定されるのは、この「大学コンソーシアム佐賀」の他にこれまで「単

位互換協定」を締結している「佐賀大学」及び「放送大学」と併せて 10 単位までしか卒業要件単位数と
して認定されませんので、注意してください。
詳細については、教務課までお問い合わせください。なお、子ども学部の学生は佐賀キャンパス教務課、

看護学部の学生は小城キャンパス教務課にお尋ねください。
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国際交流

現在、世界の7つの国・地域の13の大学と学術交流協定を結んでおり、教員間の学術交流と併せて学生
の相互交流を行っています。詳細は国際交流センター（窓口：学生支援課）までお問合せください。

●交換留学プログラム
海外の協定校に特別聴講生として半年から１年間留学するプログラムです。各校毎年３名を上限に、留学

先での入学料及び授業料は免除されます。また多くの場合、相互の単位互換が認められます。
※募集時期：基本随時／留学時期：留学先の学年暦による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●サマースクール
韓国、台湾等の協定校で毎年夏休みに実施される短期のプログラムです。語学研修と文化体験がセットに

なったプログラムが主になります。
※募集時期：５～６月頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●N.Y.短期語学研修
佐賀市と米国グレンフォールズ市の協定に基づき、本学と佐賀女子短期大学及びSUNYアディロンダック

校で隔年毎に２～３週間の学生相互派遣を実施しています。本学が主催する年は留学生のホームスティ先と
なるボランティアも募集します。
※留学時期（派遣）：２～３月頃（隔年）／募集時期（派遣）：11～ 12月頃（隔年）
※留学時期（受入）：５～６月頃（隔年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●日本文化研修
夏休みを利用して主に協定校の留学生向けに本学で実施される短期研修です。日本語クラスの他に、和食

調理体験、キャンプ体験そして県内外の観光を通じて本学の学生との交流を深めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●Global�Communication（English）
共通教育の英語科目の１つです。数名の留学生ティーチングアシスタントと共に数週間の集中トレーニン

グを行い、実践的な英語力を身につけます。
※詳細の募集・実施時期については掲示板等で案内します。

■アメリカ

・アラスカ大学フェアバンクス校

・SUNYアディロンダック校

■韓国

・モコン大学

・大田科学技術大学

・建国大学（グローカルキャンパス）

■中国

・安徽三聯学院

・アモイ理工学院

■台湾

・国立宜蘭大学

・元培醫事科技大学

・義守大学

■タイ

・ブラパー大学

■ベトナム

・ハノイ大学

■スロベニア

・リュブリャーナ大学
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健康栄養学部健康栄養学科、健康福祉学部社会福祉学科、健康福祉学部スポーツ健康福祉学科、リハビ
リテーション学部リハビリテーション学科、子ども学部子ども学科、子ども学部心理カウンセリング学科
及び看護学部看護学科では、必要な単位を取得すれば、卒業と同時に各種の免許や資格が取れるようになっ
ています。

免許・資格の取得

学科名 コース名 取　得　免　許　・　資　格
学科（すべてのコース）で取得可能 当該コースでのみ取得可能

健
康
栄
養

臨　床 栄養士免許
管理栄養士国家試験受験資格
※食品衛生監視員任用資格
※食品衛生管理者任用資格
社会福祉主事任用資格

食品栄養

栄養教育 ※栄養教諭一種免許状

学科名 コース名 取　得　免　許　・　資　格
学科（すべてのコース）で取得可能 当該コースでのみ取得可能

社
会
福
祉

社会福祉 社会福祉士国家試験受験資格　
社会福祉主事任用資格
社会調査士
身体障害者福祉司任用資格
知的障害者福祉司任用資格
児童福祉司任用資格（卒業後１年以
上、特定業務を行い取得できる資格）
児童指導員任用資格
レクリエーション・インストラクター資格
初級障がい者スポーツ指導員

高等学校教諭一種免許状（福祉）

国際地域

精神保健福祉 精神保健福祉士国家試験受験資格

介護福祉 介護福祉士国家試験受験資格
高等学校教諭一種免許状（福祉）

ス
ポ
ー
ツ
健
康
福
祉

スポーツ・健康に関する資格 福祉に関する資格

健康運動指導士受験資格
健康運動実践指導者受験資格
初級・中級障がい者スポーツ指導員資格
レクリエーション・インストラクター資格
スポーツ・レクリエーション指導者資格
公認スポーツ指導者（各種スポーツ
指導者養成講習会・試験の一部また
はすべて免除される資格）
中学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）

社会福祉士国家試験受験資格
社会福祉主事任用資格
身体障害者福祉司任用資格
知的障害者福祉司任用資格
児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、
特定業務を行い取得できる資格）
児童指導員任用資格
社会調査士

学　科　名 専　攻　名 取得免許・資格

リハビリテーション
理　学　療　法　学 理学療法士国家試験受験資格�

園芸療法士

作　業　療　法　学 作業療法士国家試験受験資格
園芸療法士

【健康栄養学部】取得免許・資格一覧表

【健康福祉学部】取得免許・資格一覧表

【リハビリテーション学部】取得免許・資格一覧表

※印の資格については、編入学生は取得できません。
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※ 1保健師免許を取得し、それに加えて教育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定められた 7科目 8単位
を修得している者は、申請により養護教諭二種免許状を取得することができます。

※ 2保健師免許を取得した者は、申請により第一種衛生管理者免許を取得することができます。
※ 3保健師国家試験受験資格と養護教諭一種免許状取得に係る科目の同時履修はできません。

健康栄養学科関係

健康栄養学科は、臨床コース、食品栄養コース、栄養教育コースの３つのコースに分けられています。
そして、免許や資格には、すべてのコース、即ち学科全体に関係するものと、各コースのみに関係するも
のがあります。
又、栄養教育コースでは、教員免許（栄養教諭）を取得することができますが、これについては、後の
教員免許のところで記述します。
「学科全体に関係するもの」
１．栄養士免許

上記の免許は、健康栄養学科のカリキュラムに組み込まれた所定の単位を修得すれば、卒業と同時
に所定の申請をすることによって栄養士免許を得ることができます。
手続きの方法等については、ガイダンス等において詳しく説明します。

「栄養士」は、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて、栄養の指導に従事することを
業とする者と定義されています。

【子ども学部】取得免許・資格一覧表

学　科　名 取得免許・資格

子　　ど　　も

幼稚園教諭一種免許状　
小学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）　
保育士資格
社会福祉主事任用資格
児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業務を行い取得できる資格）
児童指導員任用資格
子ども発達支援士（基礎）資格

心理カウンセリング

公認心理師国家試験受験資格
日本心理学会認定心理士申請資格
社会福祉主事任用資格
児童心理司任用資格
児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業務を行い取得できる資格）
児童指導員任用資格
子ども発達支援士（基礎）資格

【看護学部】取得免許・資格一覧表

学　科　名 取得免許・資格

看　護

看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制）
※ 1養護教諭二種免許状
※ 2第一種衛生管理者
養護教諭一種免許状（選択制）
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２．管理栄養士国家試験受験資格
上記の国家試験受験資格は、健康栄養学科のカリキュラムに組み込まれた所定の単位を修得すれば、

卒業と同時に管理栄養士国家試験受験資格を得ることができます。
国家試験受験手続きの方法等は、ガイダンス等において詳しく説明します。

「管理栄養士」は、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養
のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する
健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利
用者の身体状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設
に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者と定義されています。

３．健康栄養学部健康栄養学科における臨地実習履修基準
臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを履修するためには、以下の基準を満たしておかなければなりません。
臨地実習Ⅰ未修得の場合は栄養士免許状、臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを未修得の場合は管理栄養士国家試

験受験資格を取得できません。特に認めた場合は臨地実習Ⅳを臨地実習Ⅲの代わりとすることができ
ます。
この履修基準は、2019 年度以降に入学した学生を対象とするものです。編入生については編入し

た学年の履修基準によるものとします。なお、履修の可否については、学科会議の議を経て決定します。
また、年度当初に臨地実習を希望していない者や基準を満たさなかった者が、新たに履修を希望す

るときは、次年度の履修となります。ただし、この場合も以下の基準を次年度の同時期に満たしてい
ることが必要です。

科　目　名 臨地実習を履修するための基準

臨地実習Ⅰ*1

①�２年後期終了時の GPA値が 1.2 以上（小数第２位以下は、切り捨て）、かつ２年後期
終了までに開講される科目の修得単位数が 60 単位以上であること。
②�給食計画論、食品衛生学、給食経営管理実習、栄養総合演習Ⅰ*2を履修しているこ
と。
③�２年後期終了までに開講される専門教育科目（自由選択科目は除く）の不合格科目が
４科目以下であること。

臨地実習Ⅱ

①�３年前期終了時の GPA値が 1.7 以上（小数第２位以下は、切り捨て）、かつ３年前期
終了までに開講される科目の修得単位数が 75 単位以上であること。
②�３年前期までに開講される管理栄養士必修科目を全て履修し、未修得科目数 *3 が２科
目以下であること。
③�３年後期に開講される管理栄養士必修科目を全て履修し、失格や本試験の欠席 *4 がな
いこと。

臨地実習Ⅲ
①�３年後期終了時の GPA値が 1.7 以上（小数第２位以下は、切り捨て）、かつ３年後期
終了までに開講される科目の修得単位数が 100 単位以上であること。
②�公衆栄養学Ⅰ、公衆栄養学Ⅱの単位を修得し、栄養総合演習Ⅲ *5 を履修していること。

臨地実習Ⅳ

①�３年前期終了時の GPA値が 1.7 以上（小数第２位以下は、切り捨て）、かつ３年前期
終了までに開講される科目の修得単位数が 75 単位以上であること。
②�３年前期までに開講される管理栄養士必修科目を全て履修し、未修得科目数 *3 が２科目以下
であること。
③�３年後期に開講される管理栄養士必修科目を全て履修し、失格や本試験の欠席 *4 がな
いこと。

*1�栄養士あるいは管理栄養士国家試験受験資格を希望する者で、臨地実習Ⅰを履修するための基準を満たさない
者は、３年次に開講される専門教育科目（自由選択科目を除く）を履修することはできない。
*2�栄養総合演習Ⅰは、栄養士あるいは管理栄養士国家試験受験資格の取得を目指すものが履修できる。
*3�未修得科目とは、失格、不可、試験欠席、未履修をいう。
*4�本試験の欠席は、追試験対象者を除く。
*5�栄養総合演習Ⅱ・Ⅲは、管理栄養士国家試験受験資格の取得を目指すものが履修できる。
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４．○食品衛生監視員任用資格　
編入学生は除く○食品衛生管理者任用資格

上記の任用資格は、健康栄養学科の所定の単位を修得すれば得ることができます。

「食品衛生監視員」は、国や地方自治体の食品衛生部局に配置され、食品、添加物、器具、容器包装
の表示など食品の衛生を確保するための輸入品も含め監視指導を行います。
「食品衛生管理者」は、乳製品、食肉製品、添加物、その他の食品の製造・加工を行う施設に配置さ

れ、その製造・加工を衛生的に管理し、法令等に違反しないよう監督指導を行います。
※「任用資格」とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。特定の資格を取得

すれば職業・職位として公称できるというものではなく、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発
揮する資格になります。

５．社会福祉主事任用資格　≪健康栄養学科≫
「社会福祉主事」は、都道府県、地方自治体及び福祉に関する事務所を設置する町村に配置される
職で、児童、老人、障がい者等、さまざまな保護を必要とする方への援護、育成及び更生に関する業
務を行います。

（社会福祉主事任用資格取得の要件）
①　以下の指定科目に対応する科目の内 3�科目以上を修めて卒業すること。
②　同一科目名のⅠ～Ⅲは併せて修得することにより 1�科目とします。

厚生労働大臣の指定する栄養に関する科目一覧（該当科目及び読替科目相対表）

№ 厚生労働大臣の指定する科目 健康栄養学科開講科目
1 �社会福祉概論
2 �社会福祉事業史
3 �社会福祉援助技術論
4 �社会福祉調査論
5 �社会福祉施設経営論
6 �社会福祉行政論
7 �社会保障論
8 �公的扶助論
9 �児童福祉論
10 �家庭福祉論
11 �保育理論
12 �身体障害者福祉論
13 �知的障害者福祉論
14 �精神障害者保健福祉論

★管理栄養士国家試験受験資格の要件
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№ 厚生労働大臣の指定する科目 健康栄養学科開講科目
15 �老人福祉論
16 �医療社会事業論
17 �地域福祉論
18 �法学 �法学
19 �民法
20 �行政法
21 �経済学
22 �社会政策
23 �経済政策
24 �心理学 �心理学入門
25 �社会学 �多文化社会学
26 �教育学
27 �倫理学
28 �公衆衛生学 �公衆衛生学Ⅰ～Ⅲ
29 �医学一般
30 �リハビリテーション論
31 �看護学
32 �介護概論
33 �栄養学 �基礎栄養学
34 �家政学

厚生労働大臣の指定する栄養に関する科目一覧（該当科目及び読替科目相対表）つづき
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社会福祉学科関係

社会福祉学科は、社会福祉コース、精神保健福祉コース、介護福祉コース、国際地域コースの４つのコー
スに分けられています。そして、免許や資格には、すべてのコース、即ち学科全体に関係するものと、各コー
スのみに関係するもの、とがあります。

「学科全体に関係するもの」
１．社会福祉士国家試験受験資格　≪社会福祉学科≫

上記の国家試験受験資格は、本学の社会福祉学科においては、「社福別表１」に示す指定科目の単
位を修得すれば、取得することができます。

（社福別表１）

単位数 指定科目 学科推奨
履修モデル

人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法
人体の構造と機能及び疾病Ⅰ・Ⅱ 各２

３科目のうち
１科目

○
心理学Ⅰ・Ⅱ 各２ ○
社会理論と社会システム ２ ○
社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
社会調査の基礎 ２ ○ ○

総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術
相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
相談援助の理論と方法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 各２ ○ ○

地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術
地域福祉の理論と方法Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
福祉行財政論・福祉計画論 各１ ○ ○
福祉サービスの組織と経営 ２ ○ ○

福祉サービスに関する知識
社会保障論Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
高齢者福祉論・介護論 各２ ○ ○
障害者福祉論 ２ ○ ○
児童・家庭福祉論 ２ ○ ○
公的扶助論 ２ ○ ○
保健医療サービス ２ ○ ○
就労支援サービス １

３科目のうち
１科目

○
権利擁護と成年後見制度 ２ ○
更生保護制度 １ ○

実習・演習
相談援助演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ 各１ ○ ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各２ ○ ○
社会福祉援助技術実習 ４ ○ ○

合　　　　　　　　　　計 71�単位 18�科目 22�科目
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「社会福祉士」は、社会福祉士登録簿に登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技
術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障
がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医
療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者と定義
されています。

国家試験受験希望者へ
社会福祉士国家試験の受験を希望する者は、社福別表１に示す学科推奨の履修モデル、及び履修科目・

学年配当一覧の資格必修選択区分に沿って科目を履修してください。また、４年次に開講する「社会福
祉特講Ⅰ・Ⅱ」にて、国家試験に関する手続き・指導等を行いますので、合わせて履修するようにして
ください（必修）。

実習に関連する科目について
⑴　「社会福祉援助技術実習指導Ⅰ」：選択科目

履修年次：２年次（編入３年次）
目　　的：①社会福祉施設／機関についての理解を深める。

②学生・社会人として責任ある態度や姿勢を身につける。
③「実習」の履修に関する選択を行う。
④実習希望先を決定し、必要な事務手続きをする。
⑤自己学習を通して、実習を希望する施設・機関についての知識を深める。
⑥実習希望先で何をどのように学びたいかを明確にする。

内　　容：全体講義、外部講師による講義、見学実習、施設体験学習など。
評　　価：下記の課題及び実習に関する各種手続きによる評価を行う。

課題　①外部講師講義の感想文
②見学実習・レポート
③施設体験学習Ⅰ（指定施設での 18�時間以上の活動）・レポート
④施設体験学習Ⅱ（指定施設での 30�時間以上の活動）・レポート
⑤実習報告会への参加及びレポート

＊課題②③④それぞれの評価が基準に満たない場合や出席回数が規定回数に満たない場合
は、他の課題の達成状況にかかわらずＤ評価（不可）となる。

＊本科目の履修中に「実習を希望しない」と選択、もしくは次年度の実習が不可とされた場
合は、本科目の成績評価は行わない。

⑵　「社会福祉援助技術実習指導Ⅱ・Ⅲ」：選択科目
履修年次：３年次（編入４年次）
対　　象：「実習指導Ⅰ」の単位を修得し、当該年度に施設・機関で実習を行う者
目　　的：①実習予定施設・機関に関する事前学習を行う。

②実習生としての姿勢・態度を身につける。
③社会福祉専門職としての価値・倫理の再確認を行う。
④実習後の報告及び振り返りを行う。

内　　容：全体講義、外部講師による講義、個別・班別指導など。
評　　価：課題により評価を行う。

＊出席回数が規定回数に満たない場合は、成績評価を行わない。
＊本科目の履修中に実習を中止または年度を越えて延期する場合は、本科目の成績評価は
行わない。
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⑶　「社会福祉援助技術実習」：選択科目
履修年次：３年次（編入４年次）
対　　象�：「実習指導Ⅰ」の単位を修得し、当該年度に施設・機関で実習を行う者
目　　的�：①社会福祉専門職としての価値・倫理を身につける。
　　　　　②社会福祉専門職としての知識を深める。
　　　　　③社会福祉専門職としての技術を身につける。
内　　容�：実習施設・機関において、所定期間（24�日間）の実習及び課題を行う
時期・期間�：原則夏休み期間中

＊施設・機関等の都合により異なる場合もある。
１施設にて原則 24�日間

施設・機関�：「厚生省告示第 203�号」に定められた指定施設及び事業
厚生労働省告示最新号改正に定められた指定施設及び事業
＊実習施設・機関は、希望調査に基づいて決定する。ただし、実習先等との調整により希
望施設・機関からの承諾が得られない場合は、実習担当教員との面談後、再度調整を行う。

選考試験�：行政機関及び児童関連施設での実習は、選考試験の結果を基に決定する。
実習地域�：原則、佐賀・福岡・長崎・熊本・大分県（離島を除く）
履修制限・中止：以下のいずれかに該当する場合は、「実習」の履修を制限・中止することがある。

①《社会福祉援助技術実習に関する履修内規》に示されている科目の単位が取得できていな
い場合、または、取得単位数が在籍年次において著しく不足している場合。

②実習の事前学習や準備、守秘義務・職業倫理等の理解が不十分な場合。
③学生本人からの中止や取り消しの申し出があった場合。
＊学生からの申し出による実習の中止や取り消しは、実習担当教員及び指導教員との話し合
い後、事務手続きを経て、決定する。

＊「実習」の中止や取り消しなどの後、再履修をする場合は、原則次年度以降の履修となる。

＝損害賠償保険について＝
実習に関連する科目では、大学外での体験活動（見学実習、ボランティア体験、配属実習など）を通

して、福祉サービス利用者との直接的なかかわりを持つことが中心となります。そのため、本学ではこ
れらの科目の履修及び実習施設・機関の実習配属条件として、補償金額が１億円の個人賠償責任の保険
への加入を義務づけています。

社会福祉援助技術実習に関する履修内規
（趣旨）
第１条　この内規は、社会福祉援助技術実習（以下、「実習」という。）に関し必要な事項を定める。
（資格）
第２条　実習を行う者は、社会福祉士国家試験受験資格に定める科目のうち、次の科目を実習予定の前
年度までに修得していなければならない。ただし、編入生に関してはこの限りではない。
社会福祉原論Ⅰ、社会福祉原論Ⅱ、人体の構造と機能及び疾病Ⅰ、人体の構造と機能及び疾病Ⅱ、心
理学Ⅰ、心理学Ⅱ、社会理論と社会システム、相談援助の基盤と専門職Ⅰ、相談援助の基盤と専門職
Ⅱ、相談援助の理論と方法Ⅰ、社会保障論Ⅰ、高齢者福祉論、障害者福祉論、児童・家庭福祉論、相
談援助演習Ⅰ、相談援助演習Ⅱ、社会福祉援助技術実習指導Ⅰ

（実習の許可）
第３条　前条の規定を満たす者は、実習担当者会議の議を経て、各学科会議の承認が得られれば、実習
を行うことが許可される。ただし、次の各号の一に該当する者は、実習を許可しない。
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⑴　大学の指示する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者
⑵　実習担当者会議で、本人の性行（生活態度・学習態度等）において実習を行うに不適当とみなし
た者

（実習の時期及び期間）
第４条　実習は、３年次（編入生については４年次）において行うものとし、実施時期については、実
習先機関・施設と調整の上決定する。

２　社会福祉機関・施設等での社会福祉実習期間は、原則４週間（24 日間）とする。
（単位の認定及び成績の評価）
第５条　実習における単位の認定及び成績の評価表示は、西九州大学学則第 13 条第１号及び第 5号の
規定を準用する。
附　則（平成 21 年１月 22 日）

この内規は、平成 21 年１月 22 日から施行し、平成 20 年４月１日から適用する。
附　則（平成 22 年３月４日）

この内規は、平成 22 年４月１日から施行し、平成 21 年４月１日から適用する。
附　則（平成 26 年 3 月 6 日）

１　この内規は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 26 年４月１日以降におい
て在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。
附　則（平成 27 年 1 月 8 日）

この内規は平成 27�年４月１日から施行する。
　　附　則（平成 29 年 12 月 21 日）
１　この内規は、平成 30 年４月１日から施行する。
２　平成 30 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 30 年４月１日以降におい
て在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学するものについては、なお従前の例による。

２．社会福祉主事任用資格等　≪社会福祉学科≫
社会福祉主事任用資格
身体障害者福祉司任用資格
知的障害者福祉司任用資格
児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業務を行い取得できる資格）
児童指導員任用資格

　社会福祉学科の所定の単位を修得すれば、上記の任用資格を得ることができます。
ただし、社会福祉主事任用資格については、以下のとおり履修しなければ、任用資格を得ることがで
きません。

［社会福祉主事任用資格取得の要件］
①　以下の指定科目に対応する科目の内３科目以上を修めて卒業をすること。
②　同一科目名のⅠ・Ⅱ（Ⅰ～Ⅳ）は併せて修得することにより１科目とします。
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№ 厚生労働大臣の指定する科目名 社会福祉学科開講科目
１ 社会福祉概論 社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ
2 社会福祉事業史

3 社会福祉援助技術論
相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ
相談援助の理論と方法Ⅰ～Ⅳ
（上記２科目すべて修得すること）

4 社会福祉調査論 社会調査の基礎
5 社会福祉施設経営論 福祉サービスの組織と経営
6 社会福祉行政論 福祉行財政論
7 社会保障論 社会保障論Ⅰ・Ⅱ
8 公的扶助論 公的扶助論

9 児童福祉論 児童・家庭福祉論家庭福祉論
10 保育理論
11 身体障害者福祉論 障害者福祉論（左記２科目に該当）12 知的障害者福祉論

13 精神障害者保健福祉論
精神保健福祉論Ⅰ・Ⅱ
精神保健学Ⅰ・Ⅱ
（上記いずれか１科目修得）

14 老人福祉論 高齢者福祉論
15 医療社会事業論 医療ソーシャルワーク
16 地域福祉論 地域福祉の理論と方法Ⅰ・Ⅱ
17 法学 法学
18� 民法
19 行政法
20 経済学
21 社会政策 社会政策
22� 経済政策
23� 心理学 心理学Ⅰ・Ⅱ
24� 社会学 社会理論と社会システム
25 教育学
26� 倫理学
27� 公衆衛生学
28 医学一般 人体の構造と機能及び疾病Ⅰ・Ⅱ
29� リハビリテーション論 リハビリテーション論
30 看護学
31� 介護概論 介護論
32� 栄養学
33� 家政学 家政学概論

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目一覧（該当科目及び読替科目相対表）
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「社会福祉主事」は、都道府県、地方自治体及び福祉に関する事務所を設置する町村に配置される職
で、児童、老人、障がい者等、さまざまな保護を必要とする方への援護、育成及び更生に関する業務を
行います。
「身体障害者福祉司」は、都道府県、地方自治体等に配置される職で、身体障がい者への更生援護等、

福祉に関わる業務を行います。
「知的障害者福祉司」は、都道府県、地方自治体等の知的障害者更生相談所や福祉事務所等に配置さ

れる職で、知的障がい者の福祉に関する援助や助言等の業務を行います。
「児童福祉司」は、都道府県等に配置される職で、児童の保護その他児童の福祉に関し、相談及び専

門的技術に基づく必要な指導等の業務を行います。
「児童指導員」は、児童福祉施設に配置される職で、児童の生活指導に関する業務を行います。
※「任用資格」とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。特定の資格を取得

すれば職業・職位として公称できるというものではなく、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発
揮する資格になります。

３．社会調査士の資格
「社会調査士」は、様々な社会事象の変化や現状分析、問題の発見、その解決策に必要な情報収集、
分析、分析のできる能力を有する「調査の専門家」のことです。具体的には、社会調査法、統計学や
情報学の基本的知識を学び、さらに専門演習、専門実習で社会調査やフィールドワークの実践的調査
能力を身につけます。
この資格の活かせる職場は、企業、官公庁、医療・福祉機関、まちづくり・村おこし研究所、新聞

社、放送局などです。
上記の資格は、社会福祉学科において、「社福別表２」に示す科目を修得すれば、社会調査協会公

認の資格を得ることができます。

４．レクリエーション・インストラクター資格
“ 楽しみを共にし ”、“ 人と人 ” “ 人と自然 ” とのきずなづくりをする事をお手伝いします。全ての

人が生きがいをもった生活を送れるよう、スポーツやカルチャー、福祉分野や野外活動、芸術・文化・
学習活動などのレクリエーションを通して地域を活性化したり、心と体をリフレッシュしたり、楽し
みながら自然と共生する生き方を提案したりします。その中でも、主に福祉や教育の分野（施設、学
校、地域などの現場）で、レクリエーション活動の楽しさを通して心の元気づくりを支援します。
上記の資格は、「社福別表３」に示す科目の単位を修得すれば、㈶日本レクリエーション協会公認

の資格を得ることができます。申請手続については、ガイダンス等で詳しく説明します。

（社福別表２）
授　　業　　科　　目 履修単位

社会調査の基礎 ２
健康福祉情報処理 ２
情報処理入門 1
情報処理基礎 1
統計学の基礎 ２
健康福祉統計法 ２
専門演習（企業・団体） 1
専門実習（企業・団体） ２
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５．初級障がい者スポーツ指導員資格
多様な障害者のスポーツ活動に対応するため、専門的な知識を活かし、安全にスポーツ活動の援助

を行うことにより、スポーツを通じて障害者の生活の質の向上に寄与します。
上記の資格は、次の授業科目、「社福別表４」の単位をすべて修得することにより、㈶日本障がい

者スポーツ協会公認の資格を得ることができます。申請手続については、ガイダンス等で詳しく説明
します。

「各コースのみに関係するもの」

１．精神保健福祉士国家試験受験資格（精神保健福祉コースでのみ取得可能）
上記の国家試験受験資格は、本学の社会福祉学科においては、「社福別表５」に示す科目の単位を

修得すれば、受験資格を得ることができます。

（社福別表３）

◎上記（★１・２）に読み替え可能なコース及び科目
★１の読み替えについて

★２の読み替えについて

読み替え可能コース 読み替え科目 履修単位
介護福祉コース 介護実習Ⅱ 2

読み替え可能コース 読み替え科目 履修単位

介護福祉コース 介護総合演習Ⅱ
介護総合演習Ⅲ

1
1

授　　業　　科　　目 履修単位
レクリエーション支援論 2
レクリエーション支援演習 2
フィットネス・スポーツ 1
（★１）社会福祉援助技術実習 4
（★２）社会福祉援助技術実習指導Ⅰ
（★２）社会福祉援助技術実習指導Ⅱ
（★２）社会福祉援助技術実習指導Ⅲ

2
2
2

学外事業参加（授業で指定する2つのイべントを必ず含む） 5�ポイント以上

（社福別表４）

授　　業　　科　　目 講　　義 実験実習 履修単位
健康運動科学 ○ 2
フィットネス・スポーツ ○ 1
ウェルネス・スポーツ ○ 1
障害者福祉論 ○ 2
レクリエーション支援論 ○ 2
リハビリテーション論 ○ 2
学外実習（県障害者スポーツ大会、スポレク祭など障害者スポーツ現場での指導・支援参加） ○ 6時間以上
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「精神保健福祉士」は、精神保健福祉士登録簿に登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神
障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精
神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者
の地域相談支援の利用に関する相談、その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活へ
の適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者と定義されています。

精神保健福祉援助実習（精神保健福祉コース）希望者へ
精神保健福祉士国家試験受験資格を取得するためには、「精神保健福祉援助実習」の単位を修得し、

厚生労働省が定めた科目の単位を全て修得することが義務付けられています。
精神保健福祉援助実習を希望する皆さんは、次のことに留意してください。

１　実習機関について
精神保健福祉援助実習は、精神科病院、精神障害者が利用している障害者自立支援施設・相談支援機

関等で行われます。

２　実習希望機関の調査について
実習機関の希望調査は、３年次後期に実施します。なお、３年次に行われる社会福祉援助技術実習の

単位を修得していることが前提となります。

３　実習機関の選定について
実習機関の選定は、原則として大学が指定した機関から選んでいただきます。遠方に帰省して実習を

（社福別表５）

区　分 授　　業　　科　　目 単　　位　　数

（
社
会
福
祉
士
受
験
の
た
め
の
指
定
科
目
に
て
充
当
）

基
　
　
　
礎
　
　
　
科
　
　
　
目

人体の構造と機能及び疾病Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計 4単位
相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
心理学Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
社会理論と社会システム ２単位
福祉行財政論 １単位
福祉計画論 １単位
地域福祉の理論と方法Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
社会保障論Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
公的扶助論 ２単位
保健医療サービス ２単位
権利擁護と成年後見制度 ２単位
障害者福祉論 ２単位
相談援助演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ 各 1単位　計 5単位

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 各２単位　計８単位
精神障害者の生活支援システム ２単位
精神保健福祉相談援助の基盤（専門） ２単位
精神疾患とその治療Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
精神保健学Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
精神保健福祉論Ⅰ・Ⅱ 各２単位　計４単位
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各２単位　計６単位
精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ・Ⅱ 各１単位　計２単位
精神保健福祉援助実習 ５単位
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する場合は、帰省先の機関をあらたに希望することもできます。
ただし、希望者が複数の場合には協議により希望を変更していただく場合があります。

４　実習機関の決定について
実習機関の決定は、４年次前期です。決定後学生と機関との打ち合わせとなります。

５　実習期間について
実習期間は、原則として４年次夏期休暇中の５週間で実施します。具体的な日程は、実習機関との協

議で決定します。
（精神科医療機関３週間、障害者自立支援機関等２週間）

６　実習費用について
精神保健福祉援助実習には、別途実習費が必要です。

〈精神保健福祉援助実習に関する履修内規〉
（趣旨）
第１条　この内規は、精神保健福祉援助実習に関し必要な事項を定める。
（資格）
第２条　実習に行く学生には高い倫理観と社会性及び知識が求められる。そのため精神保健福祉援助実
習を履修するには以下の各号に示す基準を満たしていなければならない。
⑴　２年次から精神保健福祉コースに在籍し、実習前までに開講されるすべての専門教育科目の単位
を取得していること（別表１参照）

⑵　３年次までに、社会福祉援助技術実習を修了し評価されていること（社会福祉援助技術実習に関
する履修内規を参照のこと）

（精神保健福祉援助実習の許可）
第３条　前条の規定を満たす者は、精神保健福祉コース会議の議を経て、社会福祉学科会議の承認が得ら
れれば、精神保健福祉援助実習を行うことが許可される。ただし、次の各号の一に該当する者は、精神
保健福祉援助実習を許可しない。
⑴　精神保健福祉援助実習費を納入していない者
⑵　大学の指示する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者

（別表１）精神保健福祉コース　専門科目

開講年次 科　　　　目　　　　名 単�位�数
１年次 相談援助の基礎と専門職Ⅰ・Ⅱ 各２
１年次 相談援助演習Ⅰ １
１年次 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ ２
２年次 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ・Ⅲ 各２
２年次 精神障害者の生活支援システム ２
２年次 精神保健福祉相談援助の基礎（専門） ２
２年次 相談援助演習Ⅱ・Ⅲ 各１
３年次 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ ２
３年次 精神疾患とその治療Ⅰ・Ⅱ 各２
３年次 精神保健学Ⅰ・Ⅱ 各２
３年次 精神保健福祉論Ⅰ ２
３年次 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ ２
３年次 相談援助演習Ⅳ・Ⅴ 各１
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⑶　精神保健福祉コース会議で、本人の性行（生活態度・学習態度等）において精神保健福祉援助実習
を行うに不適当とみなした者

⑷　当該年度に卒業の見込みがない者
（精神保健福祉援助実習の時期及び期間）

第４条　精神保健福祉援助実習の時期は、原則として４年次夏休み期間中に実施する。
ただし実習機関との都合等により場合によっては７月または 10 月に実施する場合もある。
期間は５週間、計 25 日間とする。
（単位の認定及び成績の評価）

第５条　精神保健福祉援助実習における単位の認定及び成績の評価表示は、西九州大学学則第 13 条第１
号及び第 5号の規定を準用する。

２　前項の判定において不合格となった場合の再履修については、第２条の定めるところによる。
附　則

この内規は、平成 21 年４月１日から施行し、平成 20 年４月１日から適用する。
附　則

１　この内規は、平成 24 年４月１日から施行する。
２　平成 24 年３月 31 日に在学する者及び平成 24 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学
又は再入学する者に係る精神保健福祉援助実習の履修資格については、この履修内規の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。

　　　附　則
１　この内規は、平成 30 年４月１日から施行する。
２　平成 30 年３月 31 日に在学する者及び平成 30 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学
又は再入学する者に係る精神保健福祉援助実習の履修資格については、この履修内規の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。

２．介護福祉士国家試験受験資格（介護福祉コースでのみ取得可能）
上記の国家試験受験資格は、社会福祉学科において、「社福別表６」に示す指定科目の単位を取得して

おかなければなりません。

指定規則に定める教育内容 本学学則授業科目
領　域 教　育　内　容 科　目　名 単位数 時間数

人間と社会

人 間 の 尊 厳 と 自 立 人間論と現代思想 2 30

人間関係とコミュニケーション 相談援助の理論と方法Ⅰ 2 30
福祉サービスの組織と経営 2 30

社 会 の 理 解

社会福祉原論Ⅰ
社会保障論Ⅰ
高齢者福祉論
障害者福祉論
権利擁護と成年後見制度
保健医療サービス

2
2
2
2
2
2

30
30
30
30
30
30

人 間 と 社 会 に 関 す る
選 択 科 目

家政学概論
健康栄養学概論

2
2

30
30

介 　 護 　 の 　 基 　 本

介護概論Ⅰ
介護概論Ⅱ
自立支援論
介護サービス利用者論
介護サービス論Ⅰ
介護サービス論Ⅱ

2
2
2
2
2
2

30
30
30
30
30
30

コ ミ ュ ニケーション技術 相談援助演習Ⅱ
相談援助演習Ⅲ

1
1

30
30

（社福別表６）
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「介護福祉士」は、介護福祉士登録簿に登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技
術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の
状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とす
る者と定義されています。

〈西九州大学介護福祉コースに関する規程〉
（目的）
第１条　この規程は、西九州大学学則（以下「学則」という。）第３条第２項の規定に基づき、介護福祉コー
ス（以下「本コース」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。

介　　　護

生　活　支　援　技　術

生活支援技術入門
生活環境支援技術
基礎生活支援技術Ⅰ
基礎生活支援技術Ⅱ
応用生活支援技術Ⅰ（高齢者）
応用生活支援技術Ⅱ（障害者）
応用生活支援技術Ⅲ（医療ニーズ）
応用生活支援技術Ⅳ（認知症）
応用生活支援技術Ⅴ（ターミナル期）
家事生活支援技術

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

介 　 護 　 過 　 程

介護過程入門
介護過程演習Ⅰ
介護過程演習Ⅱ
介護過程演習Ⅲ
ケアマネジメント演習

介　護　総　合　演　習

介護総合演習Ⅰ
介護総合演習Ⅱ
介護総合演習Ⅲ
介護総合演習Ⅳ

1
1
1
1

30
30
30
30

介 　 護 　 実 　 習

介護実習Ⅰ
介護実習Ⅱ
介護実習Ⅲ
介護実習Ⅳ
介護実習Ⅴ

2
2
1
2
3

90
90
45
90
180

こ こ ろ と
か ら だ の
し く み

発 達 と 老 化 の 理 解 生涯発達心理学
心理学Ⅰ

2
2

30
30

認 　 知 　症　の　理　解 認知症の理解Ⅰ
認知症の理解Ⅱ

2
2

30
30

障 　 害 　 の 　 理 　 解 介護論
障害の理解

2
2

30
30

こ こ ろ とからだのしくみ

人体の構造と機能及び疾病Ⅰ
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ
心理学Ⅱ
こころとからだのしくみ

2
2
2
2

30
30
30
30

医　　療　　的　　ケ　　ア
医療的ケアⅠ
医療的ケアⅡ
医療的ケア演習

2
2
1

30
30
30

合　　　　　　　　　　　　　計 90 2,025
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（定員及び学級数）
第２条　本コースの入学定員は 20 名（１学級）とし、収容定員は 80 名とする。
（入学及びコース選考）
第３条　本コースに入学することができる者は、学則第 17 条に定めるところによる。
２　学則第 22 条又は第 23 条の規定により編入学又は転入学した者は、本コースに入学することができな
い。

３　本コースへの所属選考は、２年次進級時に行う。
４　本コース希望者が前条に定める入学定員を超える場合は、面接、レポートなどにより本コースに所属
する者を選考する。

（指定規則に定める各科目の授業時間数と学則に定める単位数との関係）
第４条　社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第４（第７条関係）に定める教育内容（各科目）に対比
する学則別表第２（第７条第２項関係）の授業科目の単位数に係る授業時間数は、別表のとおりとする。

（授業）
第５条　前条に規定する別表の介護の領域に係る授業は、本コース単独で行う。
（他大学等における授業科目の履修等の取扱い）
第６条　別表の本学学則授業科目欄に掲げる科目については、本コース所属学生が学則第 14 条から第 14
条の３まで及び第 30 条の２に基づき、他の大学等において履修し、単位を修得しても本学における授
業科目の履修等により修得したものとしての単位の認定を行わない。
附　則

この規程は、平成 14 年４月１日から施行する。
　附　則（平成 20 年 12 月 18 日）

この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 22 年 12 月 18 日）
１　この規程は、平成 23 年４月１日から施行する。
２　平成 23 年度から平成 25 年度までの本コースの収容定員は、この規程による改正後の規程第２条の規
定にかかわらず、次の表のとおりとする。

附　則（平成 23 年２月 21 日）
１　この規程は、平成 23 年４月１日から施行する。
２　平成 23 年３月 31 日に在学する者及び平成 23 年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学
する者に係る授業科目、単位数及び授業時間数については、改正後の規程第４条に規定する別表にかか
わらず、なお従前の例によることができる。
附　則（平成 24 年２月７日）

１　この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
２　平成 24 年３月 31 日に在学する者及び平成 24 年４月１日

附　則（平成 26 年６月 16 日）
１　この規程は平成 26 年４月１日から施行する
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者及び平成 26 年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学
する者に係る授業科目、単位数及び授業時間数については、改正後の規程第４条に規定する別表にかか
わらず、なお従前の例によることができる。
附　則（平成 28 年２月 15 日）

１　この規程は平成 28 年４月１日から施行する
２　平成 28 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日以降において在
学者の属する年次に再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業時間数については、改正後の規程第
４条に規定する別表にかかわらず、なお従前の例によることができる。

〈介護実習に関する履修内規〉
（趣旨）
第１条　この内規は、介護実習Ⅰ、介護実習Ⅱ、介護実習Ⅲ、介護実習Ⅳ、介護実習Ⅴ（以下「介護実習」

収容定員
平成 23�年度 平成 24�年度 平成 25�年度
140�名 120�名 100�名
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という。）及び介護総合演習に関し必要な事項を定める。
（資格）
第２条　介護実習を行う者は、以下の各号に示す基準をすべて満たさなければならない。
ただし、介護実習を再履修又は第４条第１項第１号から第３号に規定する実習時期に実習ができなかっ
た者は、以下の各号に規定する基準をすべて満たし、かつ、介護福祉コース会議の議を経て、社会福祉
学科会議の承認が得られれば、介護実習を行うことができる。

⑴　社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表４に定める指定科目（以下「指定科目」という。）のうち、
原則として当該介護実習を行う前年度までに開講された指定科目の単位をすべて修得していること。

⑵　開講された指定科目に対する出席時間数が開講時間数の３分の２を満たしていること。
⑶　前号の規定にかかわらず、介護実習については、出席時間数が開講時間数の５分の４に満たない者に
ついては、単位の認定を行わない。

⑷　介護総合演習については、欠席を認めない。ただし、病気などの正当な理由により欠席した者は、補
講を受けること。

⑸　介護実習に関する書類、記録物等の提出期限が厳守されていること。
（介護実習の許可）
第３条　前条の規定を満たす者は、介護福祉コース会議の議を経て、社会福祉学科会議の承認が得られれ
ば、介護実習を行うことが許可される。ただし、次の各号の一に該当する者は、介護実習を許可しない。

⑴　介護実習費を納入していない者
⑵　大学の指示する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者
⑶　介護福祉コース会議で、本人の性行（生活態度、学習態度等）において介護実習を行うに不適当とみ
なした者

（介護実習の時期及び期間・履習方法）
第４条　介護実習の時期及び期間は、それぞれ次の各号のとおり行うものとし、介護実習施設と調整の上
決定する。なお、介護福祉コース担当教員が合議の上、実習配属に調整が必要であると判断した場合こ
の限りではない。
⑴　介護実習Ⅰの時期及び期間は、２年次の８月～９月に 10 日間行うものとする。
⑵　介護実習Ⅱの時期及び期間は、２年次の２月に 10 日間行うものとする。
⑶　介護実習Ⅲの時期及び期間は、２年次の３月に５日間行うものとする。
⑷　介護実習Ⅳの時期及び期間は、３年次の２月～３月に 10 日間行うものとする。
⑸　介護実習Ⅴの時期間は、４年次の８月～９月に 22 日間行うものとする。
実習Ⅳを履修しようとする者は、実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを修了した者でなければならない。
実習Ⅴを履修しようとする者は、実習Ⅳを修了した者でなければならない。

２　介護実習の再履修及び第４条第１項第１号から第３号に規定する実習時期に実習できなかった者の実
習期間及び時期は、前項の定めるところによる。ただし、介護実習Ⅴについては、４年次の８月から９
月までに実習を行わなければならない。

（単位の認定及び成績の評価）
第５条　介護実習における単位の認定及び成績の評価表示は、西九州大学学則第 13 条第１号及び第４号
の規定を準用する。

２　前項の判定において不合格となった場合の再履修については、第２条の定めるところによる。
附　則

この内規は、平成 21 年４月１日から施行し、平成 20 年４月１日から適用する。
附　則

この内規は、平成 24 年４月１日から施行する。
附　則

この内規は、平成 26 年４月 1日から施行する。
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スポーツ健康福祉学科関係
１．健康運動実践指導者受験資格
健康づくりのための運動指導者に与えられる称号の一つで、医学的基礎知識、運動生理学の知識、健

康づくりのための運動指導の知識・技術等を持ち、健康づくりを目的として作成された運動プログラム
に基づき、ジョギング、エアロビック・ダンス、水泳及び水中運動等のエアロビック・エクササイズ、
ストレッチング、筋力、筋持久力トレーニング等の補強運動を自ら示せる実技能力を、特に集団に対す
る運動指導技術に長けた者に与えられます。
主として、健康増進センター、保健所、市町村保健センター、民間健康増進施設（フィットネスクラ

ブ等の健康づくりのための運動を行うための施設）などにおいて、健康づくりのための実践的指導に従
事している者又は従事しようとしている者がこの資格を取得しています。最近は、病院、老人福祉施設、
介護保健施設や介護予防事業等で活躍している者の増加が目立っております。
上記の受験資格は、指定授業科目（スポ健別表１を参照）をすべて取得し、所定の申請をすることに

よって（財）健康・体力づくり事業財団の同受験資格を得ることができます。試験に合格し、財団の健
康運動実践指導者台帳への登録申請をすることで、この称号を取得することができます。
健康運動実践指導者の受験手続の方法等については、ガイダンス等において詳しく説明します。

2.　健康運動指導士受験資格
保健医療関係者と連携しつつ安全で効果的な運動を実施するための運動プログラム作成及び実践指導

計画の調整等を行う役割を担う者をいいます。今日、生活習慣病予防が生涯を通じた個人の健康づくり
だけでなく、中長期的な医療費適正化対策の柱の一つとして位置づけられており、今後展開される本格
的な生活習慣病対策においては、一次予防に留まらず二次予防も含めた健康づくりのための運動を指導
する専門家の必要性が増しており、とくに平成 20 年度から実施の特定健診・特定保健指導において運動・
身体活動支援を担うことについて、健康運動指導士への期待がますます高まっているところです。
上記の受験資格は、指定授業科目（スポ健別表１を参照）をすべて取得し、所定の申請をすることに

よって（財）健康・体力づくり事業財団の同受験資格を得ることができます。試験に合格し、財団の健
康運動指導士への登録申請をすることで、この称号を取得することができます。健康運動指導士の受験
手続の方法等については、ガイダンス等において詳しく説明します。

（スポ健別表１）

授　　業　　科　　目 講義 演習
実習

履修
単位

健康運動
実践
指導者

健康運動
指導士

フィットネス・スポーツ ○ 1 ○ ○
ウェルネス・スポーツ ○ 1 ○ ○
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ ○ 2 ○
生理学（運動生理学を含む） ○ 2 ○ ○
バイオメカニクス ○ 2 ○ ○
スポーツ心理学 ○ 2 ○
メンタルマネジメント ○ 2 ○
スポーツ栄養学 ○ 2 ○ ○
健康管理学 ○ 2 ○
救急処置（学校安全を含む） ○ 2 ○ ○
運動方法学演習 4（水泳） ○ 1 ○ ○
運動方法学演習 10（健康体力つくり） ○ 1 ○ ○
運動処方 ○ 2 ○ ○
運動負荷試験 ○ 2 ○
測定評価 ○ 2 ○ ○
健康体力づくり論 ○ 2 ○ ○
健康産業施設等現場実習 ○ 2 ○
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〈健康産業施設等現場実習に関する履修内規〉
（趣旨）
第１条　この内規は、健康産業施設等現場実習（以下、「実習」という。）に関し必要な事項を定める。
（資格）
第２条　実習を行う者は、健康運動指導士受験資格のための指定授業科目（スポ健別表１）の内、実習以
外の科目を修得または修得見込みであること。

（実習の許可）
第３条　次の各号に該当する者は、実習を許可しない。
　⑴　実習費を納入していない者
　⑵　大学の指定する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者
　⑶　学科会議で、本人の性行（生活態度・学習態度等）において実習を行うに不適当とみなした者
　⑷　当該年度に卒業の見込みがない者
（単位の認定及び成績の評価）
第 4条　実習における単位の認定及び成績の評価表示は、西九州大学学則第 13 条第 1号及び第 5号の規
定を準用する。

　　　附　則
　この内規は、平成 30 年４月１日から施行する。

３．初級・中級障がい者スポーツ指導員資格
多様な障害者のスポーツ活動に対応するため、専門的な知識を活かし、安全にスポーツ活動の援助を

行うことにより、スポーツを通じて障害者の生活の質の向上に寄与します。
上記の資格は、次の授業科目、「スポ健別表２」の単位を取得することにより、（財）日本障がい者ス

ポーツ協会公認の資格を得ることができます。申請手続については、ガイダンス等で詳しく説明します。

 

4.　レクリエーション関連資格
“楽しみを共にし”、“人と人”“人と自然”とのきずなづくりをする事をお手伝いします。全ての人が生

きがいをもった生活を送れるよう、スポーツやカルチャー、福祉分野や野外活動、芸術・文化・学習活
動などのレクリエーション活動を通して地域を活性化したり、心と体をリフレッシュしたり、楽しみな

授　　業　　科　　目 講義 演習・
実習

履修
単位 初級 中級

健康運動科学 ○ 2 ○ ○
フィットネス・スポーツ ○ 1 ○ ○
ウェルネス・スポーツ ○ 1 ○ ○
障害者福祉論 ○ 2 ○ ○
レクリエーション支援論 ○ 2 ○ ○
リハビリテーション論 ○ 2 ○ ○
スポーツ文化論 ○ 2 ○
障害の理解　 ○ 2 ○
ユニバーサルデザイン各論　 ○ 2 ○
スポーツ心理学 ○ 2 ○
スポーツ栄養学 ○ 2 ○
スポーツ医学 ○ 2 ○
トレーニング論 ○ 2 ○
救急処置（学校安全を含む） ○ 2 ○
運動方法学演習 4（水泳）　 ○ 1 ○
運動方法学演習 11（アダプテッド・スポーツ） ○ 1 ○
アダプテッド・スポーツ論 ○ 2 ○
発育発達とスポーツ ○ 2 ○
学外実習（県障害者スポーツ大会、スポレク祭など障害者スポーツ現場での指導・支援参加） ○ ６時間

以上
86時間
以上

（スポ健別表２）
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がら自然と共生する生き方を提案したりします。
「スポ健別表3」に示す科目の単位を修得すれば、（財）日本レクリエーション協会公認の資格レク

リエーション・インストラクター（レク・イン）、スポーツ・レクリエーション指導者（スポ・レク）
を得ることができます。申請手続については、ガイダンス等で詳しく説明します。
レクリエーション・インストラクター（レク・イン）は、主に福祉や教育の分野（施設、学校、地域

などの現場）で、レクリエーション活動の楽しさを通して心の元気づくりを支援します。
スポーツ・レクリエーション指導者（スポ・レク）は、スポーツ未実施者を掘起し、彼らが日常的に

スポ・レク活動を継続できるようになるための楽しくためになる指導を行います。

※レク・イン、スポ・レク両方取得の場合は５ポイント以上を流用できます。

5.　公認スポーツ指導者
公認スポーツ指導者資格取得に必要な各スポーツの専門科目については、公益財団法人日本スポーツ協

会の当該競技団体が所管し養成しています。その中の共通科目については、日本スポーツ協会が定める免
除適応コースごと (資格の種類 )に指定されたカリキュラムと同等の教育課程を履修し、日本スポーツ協会
の審査を経て「公認スポーツ指導者養成講習会講習・試験免除承認システム」の承認を受けることができ
ます。本学においても、当該教育課程を履修した者は、卒業時に大学を通じ（公財）日本スポーツ協会に
修了証明書の発行等所定の手続きをすることにより、公認スポーツ指導者養成講習会受講時に講習・試験
の免除を受けることができます。
申請手続き等については、ガイダンス等で詳しく説明します。

※共：共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　　SP：スポーツプログラマー　　　Jr：ジュニアスポーツ指導員

授業科目 講義 演習・実習 履修単位 共 SP Jr
スポーツ文化論 ○ 2 ○
運動学（運動方法学を含む） ○ 2 ○
コーチング学 ○ 2 ○
スポーツ心理学 ○ ○ 2 ○ ○ ○
メンタルマネジメント ○ 2 ○
スポーツ社会学 ○ 2 ○ ○
スポーツマネジメント論 ○ 2 ○
スポーツ行政学 ○ 2 ○
スポーツ栄養学 ○ 2 ○ ○
スポーツ医学 ○ 2 ○ ○
トレーニング論 ○ 2 ○ ○
救急処置（学校安全を含む） ○ 2 ○
アダプテッド・スポーツ論 ○ 2 ○
発育発達とスポーツ ○ 2 ○ ○
フィットネス・スポーツ ○ 1 ○
運動方法学演習２（器械体操） ○ 1

４科目の
うち１科
目選択

運動方法学演習３（陸上） ○ 1
運動方法学演習４（水泳） ○ 1
運動方法学演習９（ダンス） ○ 1
運動方法学演習１０（健康体力つくり） ○ 1 ○
測定評価 ○ 2 ○
健康体力づくり論 ○ ○ 2 ○
地域スポーツ実践演習Ⅱ ○ 2 ○
レクリエーション支援演習 ○ 2 ○

（スポ健別表３）
授業科目 講義 演習・実習 履修単位 レク・イン スポ・レク

フィットネス・スポーツ ○ 1 ○ ○
レクリエーション支援論 ○ 2 ○ ○
レクリエーション支援演習 ○ 2 ○ ○
地域スポーツ実践演習Ⅰ ○ 2 ○
地域スポーツ実践演習Ⅱ ○ 2 ○
学外事業参加
（授業で指定する 2つのイベントを必ず含む） ○ 5ポイント

以上※ ○ ○

（スポ健別表４）
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6.　社会福祉士国家試験受験資格　≪スポーツ健康福祉学科≫
上記の国家試験受験資格は、本学のスポーツ健康福祉学科においては、「スポ健別表５」に示す指定

科目の単位を修得すれば、取得することができます。

「社会福祉士」は、社会福祉士登録簿に登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技
術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障
がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医
療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者と定義
されています。

国家試験受験希望者へ
社会福祉士国家試験の受験を希望する者は、スポ健別表５に示す学科推奨の履修モデル、及び履修科

目・学年配当一覧の資格必修選択区分に沿って科目を履修してください。又、４年次に社会福祉学科で
開講する「社会福祉特講Ⅰ・Ⅱ」にて、国家試験に関する手続き・指導等を行いますので、合わせて履
修するようにしてください（必修）。

実習に関連する科目について
⑴　「社会福祉援助技術実習指導Ⅰ」：選択科目

履修年次：２年次
目　　的：①社会福祉施設／機関についての理解を深める。

②学生・社会人として責任ある態度や姿勢を身につける。

（スポ健別表５）

単位数 指定科目 学科推奨
履修モデル

人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法
人体の構造と機能及び疾病Ⅰ・Ⅱ 各２ ３科目のうち

１科目

○
心理学Ⅰ・Ⅱ 各２ ○
社会理論と社会システム ２ ○
社会調査の基礎 ２ ○ ○

総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術
相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
相談援助の理論と方法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 各２ ○ ○

地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術
地域福祉の理論と方法Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
福祉行財政論・福祉計画論 各１ ○ ○
福祉サービスの組織と経営 ２ ○ ○

福祉サービスに関する知識
社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
社会保障論Ⅰ・Ⅱ 各２ ○ ○
高齢者福祉論・介護論 各２ ○ ○
障害者福祉論 ２ ○ ○
児童・家庭福祉論 ２ ○ ○
公的扶助論 ２ ○ ○
保健医療サービス ２ ○ ○
就労支援サービス １ ３科目のうち

１科目

○
権利擁護と成年後見制度 ２ ○
更生保護制度 １ ○

実習・演習
相談援助演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ 各１ ○ ○
社会福祉援助技術実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各２ ○ ○
社会福祉援助技術実習 ４ ○ ○

合　　　　　　　　　　計 71�単位 18�科目 22�科目
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③「実習」の履修に関する選択を行う。
④実習希望先を決定し、必要な事務手続きをする。
⑤自己学習を通して、実習を希望する施設・機関についての知識を深める。
⑥実習希望先で何をどのように学びたいかを明確にする。

内　　容：全体講義、外部講師による講義、見学実習、施設体験学習など。
評　　価：下記の課題及び実習に関する各種手続きによる評価を行う。

課題　①外部講師講義の感想文
②見学実習・レポート
③施設体験学習Ⅰ（指定施設での 18�時間以上の活動）・レポート
④施設体験学習Ⅱ（指定施設での 30�時間以上の活動）・レポート
⑤実習報告会への参加及びレポート

＊課題②③④それぞれの評価が基準に満たない場合や出席回数が規定回数に満たない場合
は、他の課題の達成状況にかかわらずＤ評価（不可）となる。
＊本科目の履修中に「実習を希望しない」と選択、もしくは次年度の実習が不可とされた
場合は、本科目の成績評価は行わない。

⑵　「社会福祉援助技術実習指導Ⅱ・Ⅲ」：選択科目
履修年次：３年次
対　　象：「実習指導Ⅰ」の単位を修得し、当該年度に施設・機関で実習を行う者
目　　的：①実習予定施設・機関に関する事前学習を行う。

②実習生としての姿勢・態度を身につける。
③社会福祉専門職としての価値・倫理の再確認を行う。
④実習後の報告及び振り返りを行う。

内　　容：全体講義、外部講師による講義、個別・班別指導など。
評　　価：課題により評価を行う。

＊出席回数が規定回数に満たない場合は、成績評価を行わない。
＊本科目の履修中に実習を中止または年度を越えて延期する場合は、本科目の成績評価は
行わない。

⑶　「社会福祉援助技術実習」：選択科目
履修年次：３年次
対　　象：「実習指導Ⅰ」の単位を修得し、当該年度に施設・機関で実習を行う者
目　　的：①社会福祉専門職としての価値・倫理を身につける。

②社会福祉専門職としての知識を深める。
③社会福祉専門職としての技術を身につける。

内　　容：実習施設・機関において、所定期間（24�日間）の実習及び課題を行う
時期・期間：原則夏休み期間中

＊施設・機関等の都合により異なる場合もある。
１施設にて原則 24 日間

施設・機関：「厚生省告示第 203�号」に定められた指定施設及び事業
厚生労働省告示最新号改正に定められた指定施設及び事業
＊実習施設・機関は、希望調査に基づいて決定する。ただし、実習先等との調整により希
望施設・機関からの承諾が得られない場合は、実習担当教員との面談後、再度調整を行う。

選考試験：行政機関及び児童関連施設での実習は、選考試験の結果を基に決定する。
実習地域：原則、佐賀・福岡・長崎・熊本・大分県（離島を除く）
履修制限・中止：以下のいずれかに該当する場合は、「実習」の履修を制限・中止することがある。

①《社会福祉援助技術実習に関する履修内規》に示されている科目の単位が取得できていな
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い場合、または、取得単位数が在籍年次において著しく不足している場合。
②実習の事前学習や準備、守秘義務・職業倫理等の理解が不十分な場合。
③学生本人からの中止や取り消しの申し出があった場合。
＊学生からの申し出による実習の中止や取り消しは、実習担当教員及び指導教員との話し合
い後、事務手続きを経て、決定する。

＊「実習」の中止や取り消しなどの後、再履修をする場合は、原則次年度以降の履修となる。

＝損害賠償保険について＝
実習に関連する科目では、大学外での体験活動（見学実習、ボランティア体験、配属実習など）を通

して、福祉サービス利用者との直接的なかかわりを持つことが中心となります。そのため、本学ではこ
れらの科目の履修及び実習施設・機関の実習配属条件として、補償金額が１億円の個人賠償責任の保険
への加入を義務づけています。

社会福祉援助技術実習に関する履修内規
（趣旨）
第１条　この内規は、社会福祉援助技術実習（以下、「実習」という。）に関し必要な事項を定める。
（資格）
第２条　実習を行う者は、社会福祉士国家試験受験資格に定める科目のうち、次の科目を実習予定の前
年度までに修得していなければならない。ただし、編入生に関してはこの限りではない。
社会福祉原論Ⅰ、社会福祉原論Ⅱ、人体の構造と機能及び疾病Ⅰ、人体の構造と機能及び疾病Ⅱ、心
理学Ⅰ、心理学Ⅱ、社会理論と社会システム、相談援助の基盤と専門職Ⅰ、相談援助の基盤と専門職
Ⅱ、相談援助の理論と方法Ⅰ、社会保障論Ⅰ、高齢者福祉論、障害者福祉論、児童・家庭福祉論、相
談援助演習Ⅰ、相談援助演習Ⅱ、社会福祉援助技術実習指導Ⅰ

（実習の許可）
第３条　前条の規定を満たす者は、実習担当者会議の議を経て、各学科会議の承認が得られれば、実習
を行うことが許可される。ただし、次の各号の一に該当する者は、実習を許可しない。
⑴　大学の指示する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者
⑵　実習担当者会議で、本人の性行（生活態度・学習態度等）において実習を行うに不適当とみなし
た者

（実習の時期及び期間）
第４条　実習は、３年次（編入生については４年次）において行うものとし、実施時期については、実
習先機関・施設と調整の上決定する。

２　社会福祉機関・施設等での社会福祉実習期間は、原則４週間（24 日間）とする。
（単位の認定及び成績の評価）
第５条　実習における単位の認定及び成績の評価表示は、西九州大学学則第 13 条第１号及び第５号の
規定を準用する。
附　則（平成 27 年 1 月 8 日）

この内規は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附　則（平成 29 年 12 月 21 日）

1　この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
2　平成 30 年 3 月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 30 年 4 月 1 日以降におい
て在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。

７．社会調査士の資格《スポーツ健康福祉学科》
　「社会調査士」は、様々な社会事象の変化や現状分析、問題の発見、その解決策に必要な情報収集、分析、
分析のできる能力を有する「調査の専門家」のことです。具体的には、社会調査法、統計学や情報学の
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基本的知識を学び、さらに専門演習、専門実習で社会調査やフィールドワークの実践的調査能力を身に
つけます。
　この資格の活かせる職場は、企業、官公庁、医療・福祉機関、まちづくり・村おこし研究所、新聞社、
放送局などです。
　上記の資格は、社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科において、「スポ健別表６」に示す科目を取得
すれば、社会調査協会公認の資格を得ることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（スポ健別表６）
授　業　科　目 履修単位

社会調査の基礎 ２
健康福祉情報処理 2
情報処理入門 1
情報処理基礎 1
統計学の基礎 2
健康福祉統計法 2
専門演習（企業・団体）※１ 1
専門実習（企業・団体）※１ 2

※１スポーツ健康福祉学科の学生は、社会福祉学科専門教育科目「専門演習（企業・団体）」「専門実
習（企業・団体）」の２科目について、他学部他学科の専門教育科目履修（10 単位まで認める）を利用し、
履修登録を行う必要があります。

８．社会福祉主事任用資格等　≪スポーツ健康福祉学科≫
社会福祉主事任用資格
身体障害者福祉司任用資格
知的障害者福祉司任用資格
児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業務を行い取得できる資格）
児童指導員任用資格

　スポーツ健康福祉学科の所定の単位を修得すれば、上記の任用資格を得ることができます。
ただし、社会福祉主事任用資格については、以下のとおり履修しなければ、任用資格を得ることがで

きません。
［社会福祉主事任用資格取得の要件］
①　以下の指定科目に対応する科目の内３科目以上を修めて卒業をすること。
②　同一科目名のⅠ・Ⅱ（Ⅰ～Ⅳ）は併せて修得することにより１科目とします。

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目一覧（該当科目及び読替科目相対表）

№ 厚生労働大臣の指定する科目名 スポーツ健康福祉学科開講科目
１ 社会福祉概論 社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ
2 社会福祉事業史

3 社会福祉援助技術論
相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ
相談援助の理論と方法Ⅰ～Ⅳ
（上記２科目すべて修得すること）

4 社会福祉調査論 社会調査の基礎
5 社会福祉施設経営論 福祉サービスの組織と経営
6 社会福祉行政論 福祉行財政論
7 社会保障論 社会保障論Ⅰ・Ⅱ
8 公的扶助論 公的扶助論

9 児童福祉論 児童・家庭福祉論家庭福祉論
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「社会福祉主事」は、都道府県、地方自治体及び福祉に関する事務所を設置する町村に配置される職
で、児童、老人、障がい者等、さまざまな保護を必要とする方への援護、育成及び更生に関する業務を
行います。
「身体障害者福祉司」は、都道府県、地方自治体等に配置される職で、身体障がい者への更生援護等、

福祉に関わる業務を行います。
「知的障害者福祉司」は、都道府県、地方自治体等の知的障害者更生相談所や福祉事務所等に配置さ

れる職で、知的障がい者の福祉に関する援助や助言等の業務を行います。
「児童福祉司」は、都道府県等に配置される職で、児童の保護その他児童の福祉に関し、相談及び専

門的技術に基づく必要な指導等の業務を行います。
「児童指導員」は、児童福祉施設に配置される職で、児童の生活指導に関する業務を行います。
※「任用資格」とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。特定の資格を取得

すれば職業・職位として公称できるというものではなく、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発
揮する資格になります。

10 保育理論
11 身体障害者福祉論 障害者福祉論（左記２科目に該当）12 知的障害者福祉論
13 精神障害者保健福祉論
14 老人福祉論 高齢者福祉論
15 医療社会事業論
16 地域福祉論 地域福祉の理論と方法Ⅰ・Ⅱ
17 法学 法学
18� 民法
19 行政法
20 経済学
21 社会政策
22� 経済政策
23� 心理学 心理学Ⅰ・Ⅱ
24� 社会学 社会理論と社会システム
25 教育学
26� 倫理学
27� 公衆衛生学
28 医学一般 人体の構造と機能及び疾病Ⅰ・Ⅱ
29� リハビリテーション論 リハビリテーション論
30 看護学
31� 介護概論 介護論
32� 栄養学
33� 家政学
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リハビリテーション学科関係
リハビリテーション学科は、理学療法学専攻、作業療法学専攻の２つの専攻に分けられています。各専

攻で取得できる資格が異なります。また、両専攻とも所定の科目を履修することで、園芸療法士の資格が
認定されます。

１．理学療法士国家試験受験資格
リハビリテーション学科理学療法学専攻のカリキュラムに組み込まれた所定の卒業要件単位を修得す

れば、理学療法士国家試験受験資格を取得することができます。
２．作業療法士国家試験受験資格
リハビリテーション学科作業療法学専攻のカリキュラムに組み込まれた所定の卒業要件単位を修得す

れば、作業療法士国家試験受験資格を取得することができます。

《関係法令：理学療法士及び作業療法士法（抜粋）》
〔定義〕
第二条　この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作
能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温
熱その他の物理的手段を加えることをいう。

２　この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的
動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせること
をいう。

３　この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用い
て、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

４　この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用い
て、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。

〔免許〕
第三条　理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士
国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許（以下、「免許」という。）を受けなければならない。

〔欠格事由〕
第四条　次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一　罰金以上の刑に処せられた者
二　前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行
為があった者

三　心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行なうことができない者とし
て厚生労働省令で定めるもの。

四　麻薬、大麻又はあへんの中毒者
〔理学療法士名簿及び作業療法士名簿〕
第五条　厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録す
る。

〔登録及び免許証の交付〕
第六条　免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理
学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによって行う。

２　厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付す
る。

＊二項の「免許証」の様式＝規則四
〔免許の取消し等〕
第七条　理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚
生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の
使用の停止を命ずることができる。
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２　都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要がある
と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

３　第一項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となっ
た事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であ
ると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六
条の規定を準用する。

４　厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道
審議会の意見を聴かなければならない。
＊「医道審議会」＝厚労設一〇、平一二政令二八五（医道審議会令）
罰則＝法二二１

〔試験の目的〕
第九条　理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必
要な知識及び技能について行なう。

〔試験の実施〕
第一〇条　理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大
臣が行なう。
＊「試験」科目＝規則八　受験の申請＝規則一〇

〔理学療法士国家試験の受験資格〕
第十一条　理学療法士国家試験は、次の各号のいずれか該当する者でなければ、受けることが
できない。

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により学に入学するこ
とができる者（この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、
当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。）で、文部科学省令・
厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労
働大臣が指定した理学療法士養成施設において、三年以上理学療法士として必要な知識及び
技能を修得したもの

二　作業療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合す
るものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施
設において、二年以上理学療法に関する知識及び技能を修得したもの

三　外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に
相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を
有すると認定したもの

＊一・二号の「文部科学省令・厚生労働省令」＝昭四一文厚令三（理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則）二

〔作業療法士国家試験の受験資格〕
第十二条　作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けること
ができない。

一　学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者（この号の規定に
より文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定
により当該大学に入学させた者を含む。）で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に
適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士
養成施設において、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの

二　理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合す
るものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施
設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの

三　外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に
相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を
有すると認定したもの

＊一・二号の「文部科学省令・厚生労働省令」＝昭四一文厚令三（理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則）三

〔不正行為の禁止〕
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第十三条　理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があった場合に
は、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とす
ることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国
家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さないことができる。

〔秘密を守る義務〕
第十六条　理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その義務上知り得た
人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなった後においても、
同様とする。
＊罰則＝法二一

〔名称の使用制限〕
第十七条　理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士に
まぎらわしい名称を使用してはならない。

２　作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎら
わしい名称を使用してはならない。
＊罰則＝法二二２

3．園芸療法士（理学療法学専攻、作業療法学専攻）

園芸療法士資格認定に関する規程
（資格の授与）
第１条　一般財団法人全国大学実務教育協会（以下「本協会」という。）は、本規程に定める要件を満た
した者に園芸療法士の資格を授与する。
（資格の使用）
第２条　園芸療法士の資格は、本協会の資格認定証を授与された者でなければ、使用することができない。
（資格の取得）
第３条　園芸療法士の資格を取得しようとする者は、当該大学（短期大学及び専攻科を含む。以下同じ。）
において、次に示す必修科目及び選択科目合わせて２４単位以上を履修し、単位修得するものでなけれ
ばならない。
１．必修科目�（４科目�８単位）

２．選択科目�（８科目�16 単位以上）

科　目　名 授業形態 単位数 大学における必修・選択別
PT OT

園芸論 講義 ２ 選択 選択
園芸療法論 講義 ２ 選択 必修
園芸療法実習 実習 ２ 選択 選択
ガーデニング 演習 ２ 選択 選択

科　目　名 授業形態 単位数 大学における必修・選択別 協会規定の課目名PT OT PT OT
地域作業療法学 講義 1 必修

障害者福祉職業関連活動 講義 1 必修
地域理学療法学Ⅰ 講義 2 必修
レクリエーション論 講義 2 2 選択 選択 障害者・高齢者レクリエーション実技
地域作業療法学演習Ⅰ 演習 1 必修 福祉機器演習
精神医学Ⅰ 講義 2 2 必修 必修 心の障害者の心理
老年医学 講義 2 2 選択 必修 高齢者の医学
神経内科学Ⅰ 講義 1 1 必修 必修 障害者の医学整形外科学Ⅰ 講義 1 1 必修 必修
精神医学Ⅱ 講義 2 2 選択 必修 精神医学
作業療法学概論 講義 2 必修 作業療法
理学療法学概論 講義 1 必修 理学療法基礎理学療法学 講義 2 必修
リハビリテーションと心理学 講義 2 2 必修 必修 コミュニケーション論
日常生活活動学 講義 2 1 必修 必修

大学が必要と判断して設置
する科目

神経障害理学療法学実習 演習 1 必修
老年期障害作業療法学 講義 2 必修
身体障害作業療法学演習 演習 1 必修
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子ども学科関係

子ども学科では、必要な単位を修得することで、幼稚園教諭一種免許、小学校教諭一種免許、特別支援
学校教諭一種免許、保育士資格を取ることができます。また、社会福祉主事、児童福祉司（卒業後１年以
上、特定業務を行い取得できる資格）、児童指導員などの任用資格を取ることもできます。

１．幼稚園教諭一種免許状
※教員免許関係参照（P.223）

２．小学校教諭一種免許状
※教員免許関係参照（P.224）

３．特別支援学校教諭一種免許状免許状
※教員免許関係参照（P.225）

４．保育士資格
保育士資格は、本学の子ども学科において、｢子ども別表 1｣ に示す科目の単位を修得すれば、取得す

ることができます。

（子ども別表１）保育士資格に必要な科目について

区　　　分 教養科目 必修科目 選択必修科目 合計単位数

児童福祉法施行規則による法令要件
８単位以上
※１

51�単位
９単位以上
※２

68�単位以上
修得

本　学　要　件
８単位以上
※３

54 単位
※４

９単位以上
※５

71 単位以上
修得

※１　うち体育に関する講義及び実技それぞれ１単位を含む。
※２　うち保育実習３単位以上《うち保育実習Ⅱ（実習）又は保育実習Ⅲ（実習）２単位以上、保育実習指導Ⅱ（演

習）又は保育実習指導Ⅲ（演習）１単位以上》を含む。
※３　本学卒業要件にて充当。
※４　｢保育内容演習（６単位以上選択必修科目）｣及び｢保育内容の理解と方法（４単位以上選択必修科目）｣を含む。
※５　｢ピアノ（２単位以上）｣、｢保育実習Ⅱ（２単位）又は保育実習Ⅲ（２単位）｣ 及び ｢保育実習指導Ⅱ（１単位）

又は保育実習Ⅲ（１単位）｣ を含む。

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
目

系列 児童福祉法施行
規則に定める教科目 単位数 本学授業科目 必修単位数 選択単位数 備　考

保
育
の
本
質
・
目
的
に

関
す
る
科
目
　

保育原理 2 保育原理 2 卒業必修
教育原理 2 教育基礎論 2 卒業必修
子ども家庭福祉 2 子ども家庭福祉 2
社会福祉 2 社会福祉 2
子ども家庭支援論 2 子ども家庭支援論 2
社会的養護Ⅰ 2 社会的養護Ⅰ 2
保育者論 2 教師論 2

子ども学総論 2 卒業必修
保
育
の
対
象
の

理
解
に
関
す
る
科
目

保育の心理学 2 発達心理学 2 卒業必修
子ども家庭支援の心理学 2 子ども家庭支援の心理学 2
子どもの理解と援助 1 子どもの理解と援助 1
子どもの保健 2 子どもの保健 2
子どもの食と栄養 2 子どもの食と栄養 2

幼児理解の理論と方法 1
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「保育士」は、保育士登録簿に登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行なうことを業とする者と定義されていま
す。

保育実習について
保育士資格を取得するには、保育所及び児童福祉施設における実習が必要で、３年次前期から４年次

後期にかけて行います。
実習時期と期間
保育実習Ⅰ＜必修＞　

３年次前期保育所（10 日間）、児童福祉施設（10 日間）
保育実習Ⅱ＜選択必修＞

４年次後期保育所（10 日間）

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保育の計画と評価 2 幼児教育課程論 1
幼児教育方法論 1

保育内容総論 1 保育内容総論 2

保育内容演習 5

保育内容指導法（健　　康） 2

６単位以上
選択必修

保育内容指導法（人間関係） 2
保育内容指導法（環　　境） 2
保育内容指導法（言　　葉） 2
保育内容指導法（表　　現） 2

保育内容の理解と
方法

4
音楽表現指導法 2 ４単位以上

選択必修リズム表現指導法 2
造形表現指導法 2

乳児保育Ⅰ 2 乳児保育Ⅰ 2
乳児保育Ⅱ 1 乳児保育Ⅱ 1
子どもの健康と安全 1 子どもの健康と安全 1
障害児保育 2 障害児保育 2
社会的養護Ⅱ 1 社会的養護Ⅱ 1
子育て支援 1 子育て支援（基礎） 1

ピアノ 2
音楽 2
音楽（応用） 2
図画工作 2
図画工作（応用） 2
体育 2
体育（応用） 2
教育相談の基礎と方法 2
子どもの食育 2
子どもの文化 2
子育て支援 2

保
育
実
習

保育実習Ⅰ 4 保育実習Ⅰ（保育所・施設） 4
保育実習指導Ⅰ 2 保育実習指導Ⅰ 2
保育実習Ⅱ又は
保育実習Ⅲ 2 保育実習Ⅱ（保育所） 2 ２単位以上

選択必修保育実習Ⅲ（施設） 2
保育実習指導Ⅱ又
は保育実習指導Ⅲ 1 保育実習指導Ⅱ 1 １単位以上

選択必修保育実習指導Ⅲ 1
総合演習 保育実践演習 2 保育・教職実践演習（幼・小） 2

計 54 単位 開設単位数 45 45
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保育実習Ⅲ＜選択必修＞
４年次前期児童福祉施設（10 日間）

保育実習指導Ⅰ＜必修＞・保育実習指導Ⅱ＜選択必修＞・保育実習指導Ⅲ＜選択必修＞
２年次後期～４年次後期、保育実習の事前事後指導を実施します

※保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについては、欠席は認められません。万一正当な理由なく欠席した場合には、
受講態度・成績等を考慮し、学外実習に参加できるかどうかを学科で十分検討して決定する。

保育実習に関する履修内規
（趣旨）
第１条　この内規は、保育実習Ⅰ、保育実習Ⅱ、保育実習Ⅲおよび保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ、保
育実習指導Ⅲに関して必要な事項を定める。

（資格）
第２条　保育実習を行うものは、以下の各号に示す基準をすべて満たさなければならない。
⑴　当該保育実習を行う前年度までに開講された卒業必修科目および保育士資格必修科目のうち８割以
上に合格していること。

⑵　保育実習に関する書類、記録物等を提出していること。
（保育実習の許可）
第３条　前条の規定を満たす者は、保育実習委員会の議を経て、子ども学科会議の承認を得られれば、保
育実習を行うことが許可される。ただし、次の各号の一に該当する者は、保育実習を許可しない。
⑴　大学の指示する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者
⑵　保育実習委員会会議で、本人の性行（生活態度、学習態度等）において保育実習を行うに不適当と
みなした者
附　則

この内規は、平成 23 年４月１日から適用する。
附　則（平成 26�年４月 17�日）

この内規は、平成 26�年４月 17�日から施行し、平成 26�年４月１日より適用する。

５．社会福祉主事任用資格《子ども学科》
社会福祉主事は、自治体の福祉事務所や児童相談所等で公務員としてケースワーカー等に任用される際

に必要な資格です。又、社会福祉施設指導員等の資格にも準用されています。
資格取得には、社会福祉法第�19�条の規定により、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のう
ち３科目以上を修めて、本学を卒業することが必要です。
＊厚生労働大臣の指定する子どもに関する科目一覧（該当科目及び読替科目相対表）参照
子ども学科では、以下の科目が指定科目に対応するものです。この中から３科目以上を履修してください。

＊厚生労働大臣の指定する子どもに関する科目一覧（該当科目及び読替科目相対表）
No.� 厚生労働大臣の指定する科目名 子ども学科開講科目
１ 社会福祉概論 社会福祉
２ 社会福祉事業史
３ 社会福祉援助技術論
４ 社会福祉調査論
５ 社会福祉施設経営論
６ 社会福祉行政論
７ 社会保障論
８ 公的扶助論
９ 児童福祉論 子ども家庭福祉

・社会福祉　・子ども家庭福祉　・保育原理　・法学　・心理学入門　・多文化社会学
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６．児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業務を行い取得できる資格）
児童福祉司は、児童相談所において児童の保護、その他児童の福祉に関し、相談及び専門的技術に基づ

く必要な指導等の業務を行います。
大学において、教育学、心理学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

し、その後１年以上厚生労働省令で定める施設において、児童その他の福祉に関する相談に応じ、助言、
指導その他の援助を行う業務に従事した者が取得できます。

７．児童指導員任用資格
児童養護施設や障害児入所施設等の児童福祉施設に配置される職で、児童の生活指導に関する業務を行
います。
大学において、教育学、心理学もしくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業
した者が取得できます。

※任用資格は、その職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格です。
※６．７．の任用資格取得のために特定の科目を選択する必要はありません。本学科の卒業と同時に取

得できます。

８．子ども発達支援士（基礎）資格
子ども発達支援士（基礎）資格は、発達障害のある子どもに対する知識と支援力を有することを証明す

るものです。幼稚園、保育所、小学校、特別支援学校等に関する免許・資格取得を目指す学生で、所定の
プログラム「子どもの支援Ⅰ（基礎・実習）」他を履修した者に大学コンソーシアム佐賀が認定する資格です。

１０ 家庭福祉論
１１ 保育理論 保育原理
１２ 身体障害者福祉論
１３ 知的障害者福祉論
１４ 精神障害者保健福祉論
１５ 老人福祉論
１６ 医療社会事業論
１７ 地域福祉論
１８ 法学 法学
１９ 民法
２０ 行政法
２１ 経済学
２２ 社会政策
２３ 経済政策
２４ 心理学 心理学入門
２５ 社会学 多文化社会学
２６ 教育学
２７ 倫理学
２８ 公衆衛生学
２９ 医学一般
３０ リハビリテーション論
３１ 看護学
３２ 介護概論
３３ 栄養学
３４ 家政学
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心理カウンセリング学科関係

心理カウンセリング学科では、必要な単位を修得することによって、公認心理師国家試験受験資格、認
定心理士、社会福祉主事任用資格、児童心理司任用資格、児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業
務を行い取得できる資格）、児童指導員任用資格、子ども発達支援士（基礎）資格を取ることができます。

１.　公認心理師国家試験受験資格

「公認心理師」は、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その
他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うこ
とを業とする者をいうこと、と定義されています。
１　心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
２　心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その
他の援助を行うこと。

３　心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の
援助を行うこと。

４　心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

平成29年9月に施行された心理の国家資格である公認心理師の受験資格を得るには、次の方法があります。
①大学において施行規則で定められた必要科目の単位を修めて卒業し、かつ大学院において同様に定めら
れた必要科目の単位を修得し、その課程を修了した者。
②大学において施行規則で定められた必要科目の単位を修めて卒業し、2年以上施行規則で定める施設に
おいて上記の 1から 3に掲げる業務に従事する。

　心理カウンセリング学科では以下の 32 科目が、公認心理師国家試験受験資格に必要とされる科目とな
ります。詳しくは、学科のガイダンス等によって説明します。

公認心理師国家試験受験資格に必要な科目
文部科学大臣・厚生労働大臣の

指定する必要科目 心理カウンセリング学科開講科目 単　位

①公認心理師の職責 公認心理師の職責 2

②心理学概論
心理学概論Ⅰ 2
心理学概論Ⅱ 2

③臨床心理学概論 臨床心理学概論 2
④心理学研究法 心理学研究法 2
⑤心理学統計法 心理学統計法 2

⑥心理学実験
心理学実験Ⅰ 2
心理学実験Ⅱ 2

⑦知覚・認知心理学 知覚・認知心理学 2
⑧学習・言語心理学 学習・言語心理学 2
⑨感情・人格心理学 感情・人格心理学 2
⑩神経・生理心理学 神経・生理心理学 2
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⑪社会・集団・家族心理学
社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学） 2
社会・集団・家族心理学Ⅱ（家族心理学） 2

⑫発達心理学
発達心理学Ⅰ 2
発達心理学Ⅱ 2

⑬障害者・障害児心理学 障害者・障害児心理学 2

⑭心理的アセスメント
心理的アセスメントⅠ 2
心理的アセスメントⅡ 2

⑮心理学的支援法 心理学的支援法 2
⑯健康・医療心理学 健康・医療心理学 2
⑰福祉心理学 福祉心理学 2
⑱教育・学校心理学 教育・学校心理学 2
⑲司法・犯罪心理学 司法・犯罪心理学 2
⑳産業・組織心理学 産業・組織心理学 2

㉑人体の構造と機能及び疾病
人体の構造と機能及び疾病Ⅰ 2
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ 2

㉒精神疾患とその治療
精神疾患とその治療Ⅰ 2
精神疾患とその治療Ⅱ　　　 2

㉓関係行政論 関係行政論 2
㉔心理演習 心理演習 2
㉕心理実習（80 時間以上） 心理実習 2

計 32 科目 64

心理実習に関する履修内規
　（趣旨）
第 1条　この内規は、心理実習（以下、「実習」という。）に関し必要な事項を定める。
　（資格）
第 2条　実習を行う者は、以下の各号に示す基準を満たさなければならない。
⑴　学科の必修科目のうち、1，2 年次に開講される科目のすべてを実習予定の前年度までに修得し、
かつこれら修得科目の成績評価において「C」が 3割以下であること。

⑵　公認心理師国家試験受験資格に定める科目のうち、3年次までに開講される受験資格科目すべてを、
原則として実習予定の前年度までに修得していること。

　（実習の許可）
第 3条　第 3条の規定を満たす者は、学科会議の議を経て実習を行うことを許可される。ただし、次の各
号の一に該当する者は、実習を許可しない。
⑴　実習年度期の授業料及び実習費を納入していない者
⑵　学科会議において、本人の性行（生活態度、学習態度等）において実習を行うに不適当とみなした者

　（教育実習の時期）
第 4条　実習は、4年次において行うものとし、実施時期については、実習先機関・施設との調整の上決
定する。

　　附　則（平成 30�年２月 15�日）
　この内規は、平成 30 年４月１日から施行する。
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認定の領域 本学授業科目名
本学
単位数

資格申請
単位数

日本心理学会細則 本学修得方法

Ａ．
心理学概論

●心理学概論Ⅰ 2 2
4 単位以上修得

12 単位以上
修得すること

全ての科目を
修得する

●心理学概論Ⅱ 2 2
Ｂ．
心理学研究法

　心理学研究法 2 2
8 単位以上修得

（Ｃ領域から最低4単位）
　心理学統計法 2 2

Ｃ．
心理学実験・実習

●心理学実験Ⅰ 2 2
　心理学実験Ⅱ 2 2

認定の領域 本学授業科目名
本学
単位数

資格申請
単位数

日本心理学会細則 本学修得方法

I．
心理学関連科目
卒業論文、卒業研究

4単位まで申請可能
A～ I の全領域
で、合計 19 科
目以上修得する

認定心理士資格申請に必要な科目

１．基礎科目

認定の領域 本学授業科目名
本学
単位数

資格申請
単位数

日本心理学会細則 本学修得方法

Ｄ．　　　　
知覚心理学
学習心理学　　

　知覚・認知心理学 2 2

D・E・F・G・H の 5 領 域 中、3
領域以上で各領域 4単位以上、か
つ 5 領域の小計が 16 単位以上で
あること

A～ I の全領域で、総計 36 単位
以上あること

D・E・F・G・
H の 5 領 域 中、
3 領域以上で、
各領域 2 科目以
上、かつ合計で
11 科目以上修得
する

A～ I の全領域
で、 合 計 19 科
目以上修得する

　学習・言語心理学 2 2

Ｅ．　　　　　
生理心理学
比較心理学

　神経・生理心理学 2 2

Ｆ．　　　　　
教育心理学　　　　
発達心理学

　発達心理学Ⅰ 2 2

　発達心理学Ⅱ 2 2
Ｇ．�������
臨床心理学
人格心理学

●心理カウンセリング概論 2 2
●障害者・障害児心理学 2 2
●児童臨床心理学 2 2
●心理的アセスメントⅠ 2 2
　心理的アセスメントⅡ 2 2
　司法・犯罪心理学 2 2
　教育・学校心理学 2 2
　認知行動療法 2 2
　感情・人格心理学 2 2
　精神分析学 2 2

H．
社会心理学
産業心理学

　社会・集団・家族心理学Ⅰ
　（社会・集団心理学） 2 2

　社会・集団・家族心理学Ⅱ
　（家族心理学） 2 2

　産業・組織心理学 2 2
　コミュニティ心理学 2 2

２．選択科目

３．その他の科目

●は心理カウンセリング学科の必修科目です。卒業するために必要です。
科目については、変更となる場合もあります。

２ ．認定心理士
認定心理士とは、日本心理学会によって、心理学の専門家として仕事をするために必要な，最小限の標

準的基礎学力と技能を修得していると認定された人に与えられる資格です。
この資格は、次の表に示される科目を履修し、日本心理学会に所定の申請をすることによって、取得す

ることができます。申請手続きについてはガイダンス等で詳しく説明します。
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３.　社会福祉主事任用資格　≪心理カウンセリング学科≫
社会福祉主事は、自治体の福祉事務所や児童相談所等で公務員としてケースワーカー等に任用される

際に必要な資格です。また社会福祉施設職員等の資格にも準用されています。
資格取得には、社会福祉法 19 条の規定により、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のう

ち３科目以上を修めて、本学を卒業することが必要です。
心理カウンセリング学科では、以下の科目が指定科目に対応するものです。この中から３科目以上を

履修してください。
なお、同一科目名のⅠ～Ⅱは併せて修得することにより１科目とします。

　
・子ども家庭福祉　・人体の構造と機能及び疾病Ⅰ～Ⅱ　・法学　・心理学概論Ⅰ～Ⅱ
・多文化社会学

４.　児童心理司任用資格
児童心理司は、児童相談所において児童やその保護者などの相談に応じ、心理判定や子どもの心理

療法、保護者や関係者への助言、指導を行います。
大学において心理学を専修する学科を修めて卒業した者が取得できます。

　　
５.　児童福祉司任用資格（卒業後１年以上、特定業務を行い取得できる資格）

児童福祉司は、児童相談所において児童の保護、その他児童の福祉に関し、相談及び専門的技術に
基づく必要な指導等の業務を行います。
大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業し、その後１年以上厚生労働省令で定める施設において、児童その他の福祉に関する相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者が取得できます。

６.　児童指導員任用資格
児童養護施設や障害児入所施設等の児童福祉施設に配置される職で、児童の生活指導に関する業務

を行います。
大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した者が取得できます。

※　任用資格は、その職務に任用 ･任命されて初めて効力を発揮する資格です。
※　4.����5.����6. の任用資格取得のために特定の科目を選択する必要はありません。本学科の卒業と同
時に取得できます。

７.　子ども発達支援士（基礎）資格
子ども発達支援士（基礎）資格は、発達障害のある子どもに対する知識と支援力を有することで証

明するものです。所定のプログラム「子どもの支援Ⅰ（基礎・実習）」他を履修した者に大学コンソー
シアム佐賀が認定する資格です。
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看護学科関係

　看護学科は、所定の科目を履修することで、看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（選択
制）及び養護教諭一種免許状（選択制）を取得することができます。なお、保健師国家試験受験資格と養
護教諭一種免許状取得に係る科目の同時履修は出来ません。

1.　看護師国家試験受験資格
看護師課程のカリキュラムに組み込まれた所定の卒業要件単位を修得すれば、看護師国家試験受験資

格を取得することができます。

2.　保健師国家試験受験資格（選択制）
保健師課程のカリキュラムに組み込まれた所定の卒業要件単位を修得すれば、保健師国家試験受験資

格を取得することができます。ただし、保健師免許は、看護師免許の取得が前提となります。
※保健師免許を取得し、それに加えて教育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定められた 7科目 8単位
を修得している者は、申請により養護教諭二種免許状を取得することができます。

※※保健師免許を取得した者は、申請により第一種衛生管理者免許を取得することができます。

3.　養護教諭一種免許状（選択制）
※教員免許関係参照（P.226）
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教員免許関係
本学の健康栄養学部・健康福祉学部・子ども学部・看護学部では、将来教職に就くことを希望する学生

のために、教員免許状取得のための課程（教職課程）を設けています。教職課程で所定の単位を取得する
ことによって、健康栄養学部では、栄養教諭、健康福祉学部では、中学校教諭及び高等学校教諭、子ども
学部では、幼稚園教諭、小学校教諭及び特別支援学校教諭、看護学部では養護教諭の免許状を得ることが
できます。実際に教職に就くには、都道府県の教員採用試験もしくは私立学校が独自に行う採用試験に合
格することが必要です。従って、教職課程の履修と並行して、採用試験を意識した勉強に早期より取り組
むことが大切です。

【本学で取得できる教員免許状】
●健康栄養学部
・健康栄養学科（栄養教育コース）
　　栄養教諭一種免許状

●健康福祉学部
・社会福祉学科（社会福祉コース、国際地域コース、介護福祉コース）
　　高等学校教諭一種免許状（福祉）

・スポーツ健康福祉学科
　　中学校教諭一種免許状（保健体育）
　　高等学校教諭一種免許状（保健体育）

●子ども学部
・子ども学科
　　幼稚園教諭一種免許状
　　小学校教諭一種免許状
　　特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）

●看護学部
・看護学科
　　養護教諭一種免許状
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１．栄養教諭一種免許状
　栄養教諭一種免許状を得るためには、卒業に必要な単位数を修得し、管理栄養士国家試験受験資格を
得るほか、次の授業科目の単位を修得しなければなりません｡

免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】
栄
養
に
係
る
教
育

に
関
す
る
科
目

栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項
幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項
食生活に関する歴史的及び文化的事項

栄養教諭論�� 【２単位】

食に関する指導の方法に関する事項 学校食育指導論� 【２単位】
４単位以上修得 計４単位必修

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原論�� 【２単位】
教職の意義及び教員の役割 ･職務内容（チーム学校
運営への対応を含む｡） 教職論�� 【２単位】

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校
と地域との連携及び学校安全への対応を含む｡） 教育制度論� 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育心理学� 【２単位】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解

特別の支援を要する児童・生徒の理解
�� 【１単位】

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム ･マ
ネジメントを含む｡） 教育課程論� 【１単位】

8単位以上修得 計 10 単位必修

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に
関する内容

道徳教育指導論� 【２単位】
総合的な学習の時間の指導法� 【１単位】
特別活動論� 【１単位】

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。） 教育方法論� 【２単位】

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論� 【２単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を
含む｡）の理論及び方法 教育相談� 【２単位】

6単位以上修得 計 10 単位必修
教
育
実
践
に
関

す
る
科
目

栄養教育実習
栄養教育実習事前事後指導� 【１単位】
栄養教育実習� 【２単位】

教職実践演習 教職実践演習（栄養教諭）� 【２単位】
4単位以上修得 計 5単位必修

●栄養教諭一種免許状（必修科目）

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数 124 単位以上（うち、日本国憲法２単位を含む。）

栄 養 に 係 る 教 育 に 関 す る 科 目 法令
要件 4単位以上 本学

要件 4単位必修

教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目 法令
要件 8単位以上 本学

要件 10 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の内容
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 6単位以上 本学

要件 10 単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 4単位以上 本学

要件 5単位必修

計 法令
要件 22 単位以上 本学

要件 29 単位必修

免
許
資
格

－ 219 －



２．高等学校教諭一種免許状（福祉）
高等学校教諭一種免許状（福祉）を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、次の授業科

目の単位を修得しなければなりません｡

●高等学校教諭一種免許状（必修科目）

※●印科目は必修科目、○印科目は選択科目を示す。

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数 124 単位以上（うち、日本国憲法２単位を含む。）
教科及び教科の指導法に関する科目 法令

要件 24 単位以上 本学
要件 27 単位以上修得

教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目 法令
要件 10 単位以上 本学

要件 10 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 8単位以上 本学

要件 9単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 5単位以上 本学

要件 5単位必修

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 法令
要件 12 単位以上 本学

要件

「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を
超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は
「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育
実践に関する科目」について、併せて 12 単位以上を修得

計 法令
要件 59 単位以上 本学

要件 63 単位以上

免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】 履修方法等

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社会福祉学（職業指導を含む。）

●社会福祉原論Ⅰ 【２単位】
●社会福祉原論Ⅱ 【２単位】
○福祉行財政論 【１単位】
○社会保障論Ⅰ 【２単位】
○社会保障論Ⅱ 【２単位】
○公的扶助論 【２単位】
○権利擁護と成年後見制度 【２単位】

高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉
●高齢者福祉論 【２単位】
●児童・家庭福祉論 【２単位】
●障害者福祉論 【２単位】

社会福祉援助技術
●相談援助の理論と方法Ⅰ 【２単位】
○相談援助の理論と方法Ⅱ 【２単位】
○高齢者ソーシャルワーク 【２単位】

介護理論・介護技術

●介護論 【２単位】
○介護概論Ⅰ 【２単位】
○介護概論Ⅱ 【２単位】
○介護技術 【１単位】これら 3科目より 1科目

1単位以上選択必修○基礎生活支援技術Ⅰ 【１単位】
○基礎生活支援技術Ⅱ 【１単位】

社会福祉総合実習（社会福祉援助実習及び社会福祉施設等におけ
る介護実施を含む。）

○社会福祉援助技術実習 【４単位】これら 3科目より 1科目
4単位以上選択必修○介護実習Ⅱ 【２単位】

○介護実習Ⅳ 【２単位】

人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解 ●人体の構造と機能及び疾病Ⅰ 【２単位】
○こころとからだのしくみ 【２単位】

加齢に関する理解・障害に関する理解
○人体の構造と機能及び疾病Ⅱ 【２単位】これら 3科目より 1科目

2単位以上選択必修○認知症の理解Ⅱ 【２単位】
○障害の理解 【２単位】

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） ●福祉科教育法Ⅰ 【２単位】
●福祉科教育法Ⅱ 【２単位】

24 単位以上修得 計 27 単位以上修得（●印科目 20 単位は必修）

教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ●教育原論 【２単位】
教職の意義及び教員の役割 ･職務内容（チーム学校運営への対応を含む｡）●教職論 【２単位】
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む｡） ●教育制度論 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ●教育心理学 【２単位】

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ●特別の支援を要する児童・生徒の理
解 【１単位】

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム ･マネジメントを含む｡） ●教育課程論 【１単位】
10 単位以上修得 計 10 単位必修

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

総合的な学習の時間の指導法 ●総合的な学習の時間の指導法 【１単位】
特別活動の指導法 ●特別活動論 【１単位】
教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） ●教育方法論 【２単位】
生徒指導の理論及び方法 ●生徒指導論 【２単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）の理論及び方法 ●教育相談 【２単位】
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 ●進路指導論 【１単位】

8単位以上修得 計 9単位必修
教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

教育実習 ●教育実習事前事後指導 【１単位】
●教育実習（高） 【２単位】

教職実践演習 ●教職実践演習（中・高） 【２単位】
5単位以上修得 計 5単位必修

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

12 単位以上修得

○生涯学習論 【２単位】
「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最
低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の
指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解
に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の
指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」
「教育実践に関する科目」について、併せて 12
単位以上を修得

）
）

）

免
許
資
格
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３．中学校教諭一種免許状（保健体育）
中学校教諭一種免許状（保健体育）を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、次の授業

科目の単位を修得しなければなりません｡

●中学校教諭一種免許状（必修科目）

※●印科目は必修科目、○印科目は選択科目を示す。

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数 124 単位以上（うち、日本国憲法 2単位を含む）
教科及び教科の指導法に関する科目 法令

要件 28 単位以上 本学
要件 33 単位以上修得

教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目 法令
要件 10 単位以上 本学

要件 10 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 10 単位以上 本学

要件 11 単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 7単位以上 本学

要件 7単位必修

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 法令
要件 4単位以上 本学

要件

「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を
超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は
「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育
実践に関する科目」について、併せて 4単位以上を修得

計 法令
要件 59 単位以上 本学

要件 65 単位以上

免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】 履修方法等

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

体育実技

●運動方法学演習１（体つくり） 【１単位】
●運動方法学演習２（器械運動） 【１単位】
●運動方法学演習３（陸上） 【１単位】
●運動方法学演習４（水泳） 【１単位】
○運動方法学演習５（バスケットボール）【１単位】これら 2科目より 1科目

1単位以上選択必修○運動方法学演習６（サッカー） 【１単位】
○運動方法学演習７（柔道） 【１単位】これら 2科目より 1科目

1単位以上選択必修○運動方法学演習 8（剣道） 【１単位】
●運動方法学演習 9（ダンス） 【１単位】
●運動方法学演習 14（バレーボール）【１単位】
●運動方法学演習 16（ソフトボール）【１単位】

「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・
運動学（運動方法学を含む。）

●運動学（運動方法学を含む） 【２単位】
●スポーツ社会学 【２単位】
○スポーツ心理学 【２単位】これら 3科目より 1科目

2単位以上選択必修○バイオメカニクス 【２単位】
○スポーツ行政学 【２単位】

生理学（運動生理学を含む。）
●生理学（運動生理学を含む） 【２単位】
○スポーツ栄養学 【２単位】
○運動処方 【２単位】

衛生学・公衆衛生学 ●衛生学（公衆衛生学を含む） 【２単位】

学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。）

●学校保健 【２単位】
●精神保健学Ⅰ 【２単位】
○精神保健学Ⅱ 【２単位】
●救急処置（学校安全を含む） 【２単位】

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

●保健体育科教育法Ⅰ 【２単位】
●保健体育科教育法Ⅱ 【２単位】
●保健体育科教育法Ⅲ 【２単位】
●保健体育科教育法Ⅳ 【２単位】

28 単位以上修得 計 33 単位以上修得（●印科目 29 単位は必修）
教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ●教育原論 【２単位】
教職の意義及び教員の役割 ･職務内容（チーム学校運営への対応を含む｡）●教職論 【２単位】
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む｡） ●教育制度論 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ●教育心理学 【２単位】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ●特別の支援を要する児童・生徒の理解【１単位】
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム ･マネジメントを含む｡） ●教育課程論 【１単位】

10 単位以上修得 計 10 単位必修
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法 ●道徳教育指導論 【２単位】
総合的な学習の時間の指導法 ●総合的な学習の時間の指導法 【１単位】
特別活動の指導法 ●特別活動論 【１単位】
教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） ●教育方法論 【２単位】
生徒指導の理論及び方法 ●生徒指導論 【２単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）の理論及び方法 ●教育相談 【２単位】
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 ●進路指導論 【１単位】

10 単位以上修得 計 11 単位必修
教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

教育実習 ●教育実習事前事後指導 【１単位】
●教育実習 【４単位】

教職実践演習 ●教職実践演習（中・高） 【２単位】
7単位以上修得 計 7単位必修

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

4 単位以上修得

○生涯学習論 【２単位】
○教育実習基礎演習 【２単位】
「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低
修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法
に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科
目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生
徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関
する科目」について、併せて 4単位以上を修得

）
）

）

免
許
資
格

－ 221 －



４．高等学校教諭一種免許状（保健体育）
高等学校教諭一種免許状（保健体育）を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、次の授

業科目の単位を修得しなければなりません｡

●高等学校教諭一種免許状（必修科目）

※●印科目は必修科目、○印科目は選択科目を示す。

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数 124 単位以上（うち、日本国憲法 2単位を含む）
教科及び教科の指導法に関する科目 法令

要件 24 単位以上 本学
要件 29 単位以上修得

教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目 法令
要件 10 単位以上 本学

要件 10 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 8単位以上 本学

要件 9単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 5単位以上 本学

要件 7単位必修

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 法令
要件 12 単位以上 本学

要件

「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を
超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は
「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育
実践に関する科目」について、併せて 12 単位以上を修得

計 法令
要件 59 単位以上 本学

要件 67 単位以上

免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】 履修方法等

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

体育実技

●運動方法学演習１（体つくり） 【１単位】
●運動方法学演習２（器械運動） 【１単位】
●運動方法学演習３（陸上） 【１単位】
●運動方法学演習４（水泳） 【１単位】
○運動方法学演習５（バスケットボール）【１単位】これら 2科目より 1科目

1単位以上選択必修○運動方法学演習６（サッカー） 【１単位】
○運動方法学演習７（柔道） 【１単位】これら 2科目より 1科目

1単位以上選択必修○運動方法学演習８（剣道） 【１単位】
●運動方法学演習９（ダンス） 【１単位】
●運動方法学演習 14（バレーボール）【１単位】
●運動方法学演習 16（ソフトボール）【１単位】

「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・
運動学（運動方法学を含む。）

●運動学（運動方法学を含む） 【２単位】
●スポーツ社会学 【２単位】
○スポーツ心理学 【２単位】これら 3科目より 1科目

2単位以上選択必修○バイオメカニクス 【２単位】
○スポーツ行政学 【２単位】

生理学（運動生理学を含む。）
●生理学（運動生理学を含む） 【２単位】
○スポーツ栄養学 【２単位】
○運動処方 【２単位】

衛生学・公衆衛生学 ●衛生学（公衆衛生学を含む） 【２単位】

学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。）

●学校保健 【２単位】
●精神保健学Ⅰ 【２単位】
○精神保健学Ⅱ 【２単位】
●救急処置（学校安全を含む） 【２単位】

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） ●保健体育科教育法Ⅰ 【２単位】
●保健体育科教育法Ⅱ 【２単位】

24 単位以上修得 計 29 単位以上修得（●印科目 25 単位は必修）

教
育
の
基
礎
的
理

解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ●教育原論 【２単位】
教職の意義及び教員の役割 ･職務内容（チーム学校運営への対応を含む｡）●教職論 【２単位】
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び
学校安全への対応を含む｡） ●教育制度論 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ●教育心理学 【２単位】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ●特別の支援を要する児童・生徒の理解【１単位】
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム ･マネジメントを含む｡） ●教育課程論 【１単位】

10 単位以上修得 計 10 単位必修
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

総合的な学習の時間の指導法 ●総合的な学習の時間の指導法 【１単位】
特別活動の指導法 ●特別活動論 【１単位】
教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） ●教育方法論 【２単位】
生徒指導の理論及び方法 ●生徒指導論 【２単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）の理論及び方法 ●教育相談 【２単位】
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 ●進路指導論 【１単位】

8単位以上修得 計 9単位必修
教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

教育実習 ●教育実習事前事後指導 【１単位】
●教育実習 【４単位】

教職実践演習 ●教職実践演習 ( 中・高 ) 【２単位】
5単位以上修得 計 7単位必修

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

12 単位以上修得

○生涯学習論 【２単位】
○教育実習基礎演習 【２単位】
「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低
修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法
に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科
目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生
徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関
する科目」について、併せて 12 単位以上を修得

）
）

）

免
許
資
格
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５．幼稚園教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、次の授業科目の単位を

修得しなければなりません｡

●幼稚園教諭一種免許状（必修科目）

領
域
及
び
保
育
内
容
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】

領
域
に
関
す
る

専
門
的
事
項

国語 ●国語� 【２単位】
算数 ○算数� 【２単位】
生活 ○生活� 【２単位】

音楽 ○音楽� 【２単位】
○ピアノ� 【２単位】

図画工作 ○図画工作� 【２単位】
体育 ○体育� 【２単位】

領域に関する専門的事項を 1以上の科目について修得 計 6単位以上修得（●印科目２単位は必修）

保育内容の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む｡）

●保育内容総論� 【２単位】
●保育内容指導法（健康）� 【２単位】
●保育内容指導法（人間関係）�� 【２単位】
●保育内容指導法（環境）� 【２単位】
●保育内容指導法（言葉）� 【２単位】
●保育内容指導法（表現）� 【２単位】
○音楽表現指導法� 【２単位】
○造形表現指導法� 【２単位】
○リズム表現指導法� 【２単位】

計 12 単位以上修得（●印科目 12 単位必修）
16 単位以上修得 計 18 単位以上修得（●印科目 14 単位は必修）

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ●教育基礎論� 【２単位】
教職の意義及び教員の役割･職務内容（チーム学校運営への対
応を含む｡） ●教師論� 【２単位】

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との
連携及び学校安全への対応を含む｡） ●教育行政学� 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ●発達心理学� 【２単位】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解� ●特別の支援を要する子どもの理解� 【１単位】
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム･マネジメントを
含む｡） ●幼児教育課程論� 【１単位】

10 単位以上修得 計 10 単位必修
道
徳
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
等
の
指
導

法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す

る
科
目

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む｡） ●幼児教育方法論� 【１単位】
幼児理解の理論及び方法 ●幼児理解の理論と方法� 【１単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）
の理論及び方法 ●教育相談の基礎と方法� 【２単位】

4単位以上修得 計 4単位必修

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習
●幼稚園教育実習指導� 【１単位】
●幼稚園教育実習Ⅰ� 【２単位】
●幼稚園教育実習Ⅱ�� 【２単位】

教職実践演習 ●保育 ･教職実践演習（幼 ･小）� 【２単位】
7単位以上修得 計 7単位必修

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

14 単位以上修得

○生涯学習論� � 【２単位】
○子育て支援� � 【２単位】
○子どもの食育� � 【２単位】
○環境教育論� � 【２単位】
○子ども学総論� � 【２単位】
「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を
超えて修得した「領域及び保育内容の指導法に関する科目」又
は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の
時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教
育実践に関する科目」について、併せて 14 単位以上を修得

※●印科目は必修科目、○印科目は選択科目を示す。

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数124単位以上
（うち、日本国憲法 2単位、英語コミュニケーションⅠ･Ⅱ�各 1単位を含む）

領 域 及 び 保 育 内 容 の
指 導 法 に 関 す る 科 目

法令
要件 16 単位以上 本学

要件 18 単位以上修得

教育の基礎的理解に関する科目 法令
要件 10 単位以上 本学

要件 10 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 4単位以上 本学

要件 4単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 7単位以上 本学

要件 7単位必修

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 法令
要件 14 単位以上 本学

要件

「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超え
て修得した「領域及び保育内容の指導法に関する科目」又は「教育
の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導
法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」
について、併せて 14 単位以上を修得

計 法令
要件 51 単位以上 本学

要件 53 単位以上

免
許
資
格

－ 223 －



●小学校教諭一種免許状（必修科目）

６．小学校教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、次の授業科目の単位を

修得しなければなりません｡

免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国語（書写を含む。） ●国語� 【２単位】
○国語科演習� 【２単位】

社会 ○社会� 【２単位】
○社会科演習� 【２単位】

算数 ○算数� 【２単位】
○算数科演習� 【２単位】

理科 ○理科� 【２単位】
○理科演習� 【２単位】

生活 ○生活� 【２単位】

音楽
○音楽� 【２単位】
○ピアノ� 【２単位】
○音楽（応用）� 【２単位】

図画工作 ○図画工作� 【２単位】
○図画工作（応用）� 【２単位】

家庭 ○家庭� 【２単位】

体育 ○体育� 【２単位】
○体育（応用）� 【２単位】

英語 ○英語� 【２単位】
教科に関する専門的事項を 1以上の科目について修得 計 10 単位以上修得（●印科目 2単位は必修）

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む｡）

●国語科指導法� 【２単位】
●社会科指導法� 【２単位】
●算数科指導法� 【２単位】
●理科指導法� 【２単位】
●生活科指導法� 【２単位】
●音楽科指導法� 【２単位】
●図画工作科指導法� 【２単位】
●家庭科指導法� 【２単位】
●体育科指導法� 【２単位】
●英語科指導法� 【２単位】

計 20 単位以上修得（●印科目 20 単位必修）
30 単位以上修得 計 30 単位以上修得（●印科目 22 単位は必修）

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ●教育基礎論� 【２単位】
教職の意義及び教員の役割 ･職務内容（チーム学校運営への対応を含む｡） ●教師論� 【２単位】
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全
への対応を含む｡） ●教育行政学� 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ●発達心理学� 【２単位】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ●特別の支援を要する子どもの理解� 【１単位】
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム ･マネジメントを含む｡） ●カリキュラム論� 【２単位】

10 単位以上修得 計 11 単位必修
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
等
の
指
導
法
及
び
生

徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に

関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法 ●道徳教育の基本と実践� 【２単位】
総合的な学習の時間の指導法 ●総合的な学習の時間の指導� 【１単位】
特別活動の指導法 ●特別活動の指導� 【１単位】
教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む｡） ●教育の方法と技術� 【２単位】
生徒指導の理論及び方法 ●生徒指導の理論と方法� 【１単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）の理論及び方法 ●教育相談の基礎と方法� 【２単位】
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 ●進路指導の理論と方法� 【１単位】

10 単位以上修得 計 10 単位必修

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習 ●小学校教育実習指導� 【１単位】
●小学校教育実習� 【４単位】

学校体験活動 〇学校体験活動� 【１単位】
教職実践演習 ●保育・教職実践演習（幼・小）� 【２単位】

７単位以上修得 計７単位以上修得（●印科目７単位必修）

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

2 単位以上修得

〇子ども学総論� 【２単位】
〇生涯学習論� 【２単位】
〇子どもの食育� 【２単位】
〇環境教育論� 【２単位】
「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超えて修得した「教
科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、
総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実
践に関する科目」　について、併せて 2単位以上を修得

※●印科目は必修科目、〇印科目は選択科目を示す。

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数124単位以上
（うち、日本国憲法 2単位、英語コミュニケーションⅠ･Ⅱ�各 1単位を含む）

教 科 及 び 教 科 の
指 導 法 に 関 す る 科 目

法令
要件 30 単位以上 本学

要件 30 単位以上修得

教育の基礎的理解に関する科目 法令
要件 10 単位以上 本学

要件 11 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 10 単位以上 本学

要件 10 単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 7単位以上 本学

要件 7単位以上修得

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 法令
要件 2単位以上 本学

要件

「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超え
て修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基
礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及
び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」　
について、併せて 2単位以上を修得

計 法令
要件 59 単位以上 本学

要件 60 単位以上

免
許
資
格

－ 224 －



７．特別支援学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭一種免許状を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、基礎となる免許

状（幼稚園、小学校、中学校、高等学校）を取得することに加え、次の授業科目の単位を修得しなけれ
ばなりません｡

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数 124 単位以上（うち、日本国憲法2単位、英語コミュニケーションⅠ･Ⅱ�各 1単位を含む）

特別支援教育に関する科目 法令
要件 26 単位以上 本学

要件 26 単位以上

●特別支援学校教諭一種免許状（必修科目）
免許法施行規則に定める科目等 本学授業科目【単位数】

特別支援教育の基礎理論に関する科目 ●特別支援教育総論� 【２単位】

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理
及び病理に関する科目

●知的障害者の心理 ･生理 ･病理� 【２単位】
●肢体不自由者の心理 ･生理 ･病理� 【２単位】
●病弱者の心理 ･生理 ･病理� 【２単位】

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及
び指導法に関する科目

●知的障害者教育� 【２単位】
●肢体不自由者教育� 【２単位】
●肢体不自由者教育の理論と実際� 【２単位】
●病弱者教育� 【２単位】

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、
生理及び病理に関する科目
・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課
程及び指導法に関する科目

●知的障害者教育総論� 【２単位】

免
許
状
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外

の
領
域
に
関
す
る
科
目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、
生理及び病理に関する科目
・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課
程及び指導法に関する科目

●視覚障害者教育総論� 【１単位】
●聴覚障害者の言語障害指導� 【１単位】
●重複障害者教育総論� 【１単位】
●発達障害者教育総論� 【２単位】

心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 ●特別支援教育実習指導� 【１単位】
●特別支援教育実習� 【２単位】

26 単位以上修得 計 26 単位必修

免
許
資
格

－ 225 －



８．養護教諭一種免許状
養護教諭一種免許状を得るためには、卒業に必要な単位数を修得するほか、次の授業科目の単位を修

得しなければなりません｡

●養護教諭一種免許状
免許法施行規則に定める科目区分等 本学授業科目【単位数】

養
護
に
関
す
る
科
目

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。） ●公衆衛生学� 【２単位】
●疫学� 【２単位】

学校保健 ●学校保健概論� 【２単位】
養護概説 ●養護学概論� 【２単位】
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 ●健康相談論� 【２単位】
栄養学（食品学を含む。） ●病態栄養学� 【２単位】

解剖学・生理学 ●看護形態機能学Ⅰ� 【２単位】
●看護形態機能学Ⅱ� 【２単位】

「微生物学、免疫学、薬理概論」 ●免疫と感染� 【２単位】
○臨床薬理学� 【２単位】

精神保健 ●精神看護学概論� 【２単位】

看護学（臨床実習及び救急処置を含む。）

●看護学原論� 【２単位】
●生活支援技術論� 【２単位】
○成人看護学概論� 【２単位】
○母性看護学概論� 【２単位】
●小児看護学概論� 【２単位】
●フィジカルアセスメント� 【２単位】
●精神看護学実習� 【２単位】
○母性看護学実習� 【２単位】
●小児看護学実習� 【２単位】

28 単位以上修得 計 32 単位以上修得（●印科目 32 単位必修）
教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 ●教育原論� 【２単位】
教職の意義及び教員の役割 ･職務内容（チーム学校運営への対応
を含む｡） ●教職論� 【２単位】

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連
携及び学校安全への対応を含む｡） ●教育制度論� 【２単位】

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 ●教育心理学� 【２単位】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 ●特別の支援を要する児童・生徒の理解� 【１単位】
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム･マネジメントを含む｡）●教育課程論� 【１単位】

8単位以上修得 計 10 単位必修
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時

間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容
●道徳教育指導論� 【２単位】
●総合的な学習の時間の指導法� 【１単位】
●特別活動論� 【１単位】

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） ●教育方法論� 【２単位】
生徒指導の理論及び方法 ●生徒指導論� 【２単位】
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む｡）の理論
及び方法 ●教育相談� 【２単位】

6単位以上修得 計 10 単位必修
教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

養護実習 ●養護実習事前事後指導� 【１単位】
●養護実習� 【４単位】

教職実践演習 ●教職実践演習（養護教諭）� 【２単位】
7単位以上修得 計 7単位必修

大
学
が
独
自

に
設
定
す
る

科
目 7 単位以上修得

○生涯学習論� 【２単位】
「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単位を超えて履修
した「養護に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、
総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教
育実践に関する科目」について、併せて 7単位以上を修得

●印科目は必修科目、○印科目は選択科目を示す。

基 礎 資 格 卒業に必要な最低単位数 126 単位以上（うち、日本国憲法 2単位を含む）
養 護 に 関 す る 科 目 法令

要件 28 単位以上 本学
要件 32 単位以上修得

教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目 法令
要件 8単位以上 本学

要件 10 単位必修

道徳、総合的な学習の時間等の内容
及び生徒指導、教育相談等に関する科目

法令
要件 6単位以上 本学

要件 10 単位必修

教 育 実 践 に 関 す る 科 目 法令
要件 7単位以上 本学

要件 7単位必修

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目 法令
要件 7単位以上 本学

要件

「大学が独自に設定する科目」の選択科目又は最低修得単
位を超えて履修した「養護に関する科目」又は「教育の
基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等
の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実
践に関する科目」について、併せて 7単位以上を修得

計 法令
要件 56 単位以上 本学

要件 66 単位以上
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９．教育実習に関する事項
●健康栄養学科、社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科、看護学科
⑴　介護等体験について
中学校の教員免許状を取得するためには、７日間の介護等体験（福祉施設などで５日間、特別支援

学校で２日間）が必要です。
ただし、スポーツ健康福祉学科においては、先ず社会福祉士国家試験受験資格のために行う社会福

祉援助技術実習の受け入れ先が、教員免許取得に伴う文部科学大臣が指定した介護等体験施設に該当
している施設であるか否かの確認が必要です。介護等体験施設に該当している場合は、介護等体験（施
設等５日間）として読み替えることができますので、同実習内容に介護等体験を含むよう事前に相談
し了解を得ることが必要です。該当していない場合、又は了承を得られない場合は、改めて介護等体
験（施設等で５日間）を行う必要があります。

⑵　教育実習について
教育実習は、教職課程の必修単位であり、４年次に行います。教育実習は出身校（中学校又は高等

学校（中等教育学校を含む。以下同じ））または、神埼市との協定にもとづき、実習協力校で行うこ
とを原則としています。教育実習については、３年次の５月に説明会を実施しますので、希望者は必
ず出席してください。なお、教育実習の前に他の必要な単位を修得しておくことが望ましく、必要単
位が著しく不足している者については、教育実習の履修を制限することがあります。教育実習の履修
には、教職課程費（教育実習費）を納入しなければなりません。（《教職課程履修における教育実習に
関する規程》を参照のこと）

⑶　栄養教育実習について
栄養教育実習は、教職課程の必修単位（２単位）です。
栄養教育実習は、栄養教諭が配置された小学校、中学校又は特別支援学校で行うことを原則として

います。
栄養教育実習については、３年次の５月に説明会を実施しますので、希望者は必ず出席してくださ

い。なお、栄養教育実習の前に他の必要な単位を修得しておくことが望ましく、必要単位が著しく不
足している者については、栄養教育実習の履修を制限することがあります。（《教職課程履修における
教育実習に関する規程》を参照のこと）
栄養教育実習の履修には、教職課程費（教育実習費）を納入しなければなりません。

⑷　養護実習について
養護実習は、教職課程（養護教諭）の必修単位（４単位）です。
養護実習は、養護教諭が配置された小学校、中学校又は高等学校で行うことを原則としています。
養護実習については 3年次の 5月に説明会を実施しますので、希望者は必ず出席してください。な

お、養護実習の前に必要な単位を修得しておくことが望ましく、必要単位が著しく不足している者に
ついては、養護実習の履修を制限することがあります。（《教職課程履修における教育実習に関する規
程》を参照のこと）
養護実習の履修には、教職課程費（教育実習費）を納入しなければなりません。

●子ども学科
⑴　教育実習について
教育実習は、教職課程の必修単位であり、幼稚園教諭免許状を取得するために幼稚園、小学校教諭

免許状を取得するために小学校、特別支援学校教諭免許状を取得するために特別支援学校で行います。
幼稚園実習は２年次と３年次、小学校実習及び特別支援学校実習は４年次に実施します。実習の事

前事後指導を行う「幼稚園教育実習指導」、「小学校教育実習指導」、「特別支援学校教育実習指導」を
必ず受講しなければなりません。なお、必要単位が著しく不足している者については、教育実習の履
修を制限することがあります。教育実習の履修には、教職課程費（教育実習費）を納入しなければな
りません。

⑵　介護等体験について
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小学校教員免許状を取得するためには、７日間の介護等体験（福祉施設などで５日間、特別支援学
校で２日間）が必要です。

教育実習希望者へ（「栄養教育実習」「養護実習」を含む。以下同じ）
教員免許状を取得するには、教育職員免許法施行規則に定める科目の中に教育実習が義務づけられてい

ます。
　教育実習を希望する皆さんは、次のことに留意してください。
●健康栄養学科、社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科、看護学科
１　教育実習希望者への説明会について
３年次の５月に説明会を行います。開催日時は、教務課掲示板にて公示します。

２　教育実習校との事前打合せについて
教育実習校との事前打合せは、３年次の夏季休業中です。

３　教育実習校の選定について
教育実習校は、原則として卒業した出身校または、神埼市との協定にもとづき、実習協力校としま

す。ただし、都合により教務課と相談のうえ教育実習校を決定する場合もあります。
栄養教諭の教育実習校は、原則として栄養教諭が配置された小学校等で行うこととします。ただし、

都合により教務課と相談のうえ教育実習校を決定する場合もあります。
養護教諭の教育実習校は、原則として養護教諭が配置された小学校等で行います。実習校の決定に

ついては、ガイダンスで説明します。
４　教育実習校決定の報告
教育実習校が決定した場合は、速やかに教務課に報告してください。

５　教育実習年次
教育実習は、４年次に行います。

６　教育実習実施の事前準備等
栄養教諭　�「栄養教育実習事前事後指導」の授業で行います。
中学校・高等学校　�「教育実習事前事後指導」の授業で行います。
養護教諭　�「養護実習事前事後指導」の授業で行います。
＊上記の授業の欠席は認められません。
４年次の４月下旬頃に説明会を行います。開催日時は、教務課掲示板にて公示します。

７　教育実習時期及び期間
中学校又は高等学校での実習は、５月下旬から６月末に行われます。ただし、教育実習校等の都合

により異なる場合もあります。実習期間は２～３週間です。
栄養教諭の実習は、９月上旬から 10 月末に行われます。ただし、教育実習校の都合により異なる

場合もあります。実習期間は２週間です。
養護教諭の実習は、６月上旬から７月上旬に行われます。ただし、教育実習校等の都合により異な

る場合もあります。実習期間は３週間です。
８　研究授業について
教育実習校において研究授業日が決定した場合は、速やかに教育実習指導担当教員及び教務課に日

時を連絡してください。
研究授業日は、原則として本学教育実習担当教員が教育実習校へ赴き、授業を参観します。ただし、

都合により参観出来ない場合もあります。
９　教育実習の取消しについて
教職課程履修における教育実習に関する規程第４条ただし書き第１～３号に該当する者は、教育実

習を取り消します。
自己都合により教育実習を止める場合は、必ず事前に教務課に届け出てください。
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●子ども学科
１　教育実習の時期と期間
幼稚園　　教育実習Ⅰ：２年次後期（10 日間）
　　　　　教育実習Ⅱ：３年次後期（10 日間）
小学校　　４年次前期、原則として６月に行います（４週間）
特別支援学校　　４年次に行います（２週間）

２　教育実習実施に関する説明会
　１年次にオリエンテーションを行います。開催日時は、子ども学部掲示板にて公示します。以後、「教
育実習指導」の授業で事前事後指導を行います。なお、実習参加に伴う手続きには申請書、実習生調
書等の書類提出が必要です。

３　教育実習先の選定
幼稚園　　教育実習Ⅰ：原則として西九州大学附属三光幼稚園で実施

教育実習Ⅱ：通うことが可能な幼稚園を自身で選定します。但し、場合によっては、幼
稚園教育実習指導担当教員および教務課と相談のうえ決定することもあります。

小学校　　原則として佐賀市との協定にもとづき実習協力校で行います。
特別支援学校　　大学が指定する特別支援学校で行います。

４　教育実習先決定の報告
幼稚園　　教育実習Ⅰ：附属幼稚園で実習のため、決定を報告する必要はありません。

教育実習Ⅱ：実習園が決定した場合は、速やかに教務課に報告してください。
５　研究授業
教育実習先において研究授業日が決定した場合は、速やかに教育実習指導担当及び教務課に日時を

連絡してください。
研究授業日は、原則として本学教育実習担当教員が教育実習先へ赴き、授業を参観します。ただし、

都合により参観できない場合もあります。
６　教育実習の取り消し
教職課程履修における教育実習に関する規程第４条、ただし書き第１～３号に該当する者は、教育

実習を取り消します。自身の都合により教育実習を止める場合は、必ず事前に教育実習指導担当及び
教務課に届け出てください。

《教職課程履修における教育実習に関する規程》
（趣旨）
第１条　この規程は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）及び特別
支援学校での教育実習（栄養教育実習及び養護実習を含む。以下同じ。）に関することを規定する。

（資格）
第２条　健康栄養学科、社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科及び看護学科において教育実習を行う者は、
以下の各号に示す基準を充たさなければならない。
⑴　所属する学科の必修科目のうち、１、２年次に開講される科目のすべてを実習予定の前年度（以下
「前年度」という。）までに修得し、かつこれら修得科目の成績評価において「Ｃ」が３割以下である
こと。

⑵　教育職員免許法施行規則に定める科目のうち、前年度までに次の科目の中から 14 単位以上修得し
ていること。
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教育原論 ２単位 総合的な学習の時間の指導法 １単位
教職論 ２単位 特別活動論 １単位
教育制度論 ２単位 教育方法論 ２単位
教育心理学 ２単位 生徒指導論 ２単位
特別の支援を要する児童・生徒の理解 １単位 教育相談 ２単位
教育課程論 １単位 進路指導論 １単位
道徳教育指導論 ２単位

２　健康栄養学科において栄養教育実習を行う者は、前年度までに前項第１号及び第２号に加え、次の科
目の単位をすべて修得していなければならない。

栄養教諭論 ２単位 学校食育指導論 ２単位

３　スポーツ健康福祉学科においては、第１項第１号の必修科目に、教員免許取得のための必修科目であ
る下記の科目を含めるものとする。

日本国憲法 ２単位 運動方法学演習９（ダンス） １単位
運動学（運動方法学を含む） ２単位 運動方法学演習 14（バレーボール） １単位
生理学（運動生理学を含む） ２単位 保健体育科教育法Ⅰ ２単位
衛生学（公衆衛生学を含む） ２単位 保健体育科教育法Ⅱ ２単位
救急処置（学校安全を含む） ２単位 教育原論 ２単位
学校保健 ２単位 教職論 ２単位
運動方法学演習１（体つくり） １単位 教育制度論 ２単位
運動方法学演習２（器械運動） １単位 教育心理学 ２単位
運動方法学演習３（陸上） １単位 教育課程論 １単位
運動方法学演習４（水泳） １単位 道徳教育指導論 ２単位

４　看護学科において養護実習を行う者は、前年度までに第１項第１号及び第２号に加え、次の科目の単
位をすべて修得していなければならない。

学校保健概論 ２単位 健康相談論 ２単位
養護学概論 ２単位

第３条　子ども学科においては、教育実習校（園）ごとに基準を定める。
２　幼稚園での教育実習を行う者は、本学で開講されている幼稚園教諭免許状取得に必要な科目のうち、
「領域に関する専門的事項」から 4単位以上及び実習前年度までに開講された「保育内容の指導法（情
報機器及び教材の活用を含む。）」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等
の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の 8割以上の単位を修得していなければならない。

３　小学校での教育実習を行う者は、本学で開講されている小学校教諭免許状取得に必要な科目のうち、
実習前年度までに開講された「教科に関する専門的事項」の 6割以上、及び「各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を含む。）」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の
指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の 8割以上の単位を、修得していなければならない。

４　特別支援学校での教育実習を行う者は、以下の各号に示す基準を充たさなければならない。
⑴　1、2年次に開講される科目のうち、前年度までに修得している科目の成績評価において「C」が
3割以下であること。
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⑵　実習予定の前年度までに前項に加え、次の科目の単位をすべて修得していなければならない。
特別支援教育総論 ２単位 知的障害者教育 ２単位
知的障害者の心理・生理・病理 ２単位 肢体不自由者教育 ２単位
肢体不自由者の心理・生理・病理 ２単位 病弱者教育 ２単位
病弱者の心理・生理・病理 ２単位

（教育実習の許可）
第４条　第２条、第３条の規定を充たす者は、各学部教職課程委員会の議を経て実習を行うことを許可さ
れる。ただし、次の各号の一に該当する者は、教育実習を許可しない。
⑴　実習年度期の学費及び教職課程費（教育実習費）を納入していない者
⑵　当該年度に卒業の見込みがない者（ただし、幼稚園教育実習を除く）
⑶　教職課程委員会が、本人の性行（生活態度、学習態度等）において教育実習を行うに不適当とみな
した者

（教育実習時期）
第５条　教育実習は、健康栄養学科、社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科及び看護学科は４年次に、子
ども学科は２年次、３年次及び４年次において行うものとし、実施時期については、教育実習校（園）
と調整の上決定する。

２　中学校又は高等学校での教育実習期間は、３週間とする。ただし、社会福祉学科においては、高等学
校での教育実習期間を 2週間とする。

３　特別支援学校教員免許状の取得を希望する者は、前項に加え特別支援学校において更に２週間の教育
実習を必要とする。

４　栄養教諭免許状の取得を希望する者は、小学校、中学校又は特別支援学校において２週間の教育実習
を必要とする。

５　幼稚園教諭免許状の取得を希望する者は、幼稚園において４週間の教育実習を必要とする。
６　小学校教諭免許状の取得を希望する者は、小学校において４週間の教育実習を必要とする。
７　養護教諭免許状の取得を希望する者は、小学校、中学校又は高等学校において３週間の教育実習を必
要とする。

　　附　則（平成 15�年１月 23�日、全面改正）
１　この規程は、平成 15�年４月１日から施行する。
２　教職履修規程（平成５年４月１日制定）は、廃止する。
　　附　則（平成 16�年 9 月 16�日）
１　この規程は、平成 17�年４月１日から施行する。
２　平成 17�年３月 31�日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 17�年４月１日以降において
在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目及び単位数は、従前の例による
ことができる。

　　附　則（平成 19�年３月１日）
１　この規程は、平成 19�年４月１日から施行する。
２　平成 19�年３月 31�日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 19�年４月１日以降において
在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る教育実習を行う資格基準、授業科目及び
単位数については、この規程による改正後の規程第２条第１項及び同条第３項の規定にかかわらず、な
お従前の例によることができる。

　　附　則（平成 21�年２月 26�日）
１　この規程は、平成 21�年４月１日から施行する。
２　平成 21�年３月 31�日健康福祉学部に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 21�年４月１日
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以降において在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る教育実習を行う資格基準、
授業科目及び単位数については、この規程による改正後の規程第２条第１項及び同条第３項の規定にか
かわらず、なお従前の例によることができる。

　　附　則（平成 22�年３月 19�日）
１　この規程は、平成 22�年４月１日から施行する。
２　平成 22�年３月 31�日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 22�年４月１日以降において
在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者（以下「編入学者等」という。）については、
なお従前の例による。

３　平成 22�年３月 31�日に子ども学部に在学する者及び編入学者等については、この規程による改正後
の規程第３条第１項第１号及び同条第１項第３号の規定を適用する。

　　附　則（平成 24�年１月 19�日）
１　この規程は、平成 24�年４月１日から施行する。
２　平成 24�年３月 31�日に健康福祉学部に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 24�年４月１
日以降において在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る教育実習を行う資格基準、
授業科目及び単位数については、この規程による改正後の規程第２条第３項の規定にかかわらず、なお
従前の例による。

　　附　則（平成 25�年７月 18 日）
１　この規程は、平成 25 年７月 18 日から施行する。
　　附　則（平成 26�年３月６日）
１　この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 26 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。

　　附　則（平成 30 年 2 月 15 日）
１　この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。
２　平成 30 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 30 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。

　　附　則（平成 30 年 3 月 1 日）
１　この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則（平成 30 年 3 月 1 日）
1　この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
2　平成 31 年 3 月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 31 年 4 月 1 日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。
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大学図書館は、図書、雑誌、視聴覚等の資料を収集、整理、保存し、大学における教職員や学生の教育、
研究にその情報を提供することを目的に設置された機関です。
西九州大学の附属図書館は、神埼キャンパス５号館１階と地下１階に図書館本館が、７号館３階に分室

があります。また、佐賀キャンパス３号館２階には分館が、小城キャンパス２号館１階にも分館があり、
どの館も同じように利用することができます。
館内には数多くの資料がありますが、検索用端末（OPAC）で必要としている資料を探すことができ

ます。使い方は「図書館利用のしおり」を参考にしてください。図書館のホームページ（https� :�//www.
nisikyu-u.ac.jp/nagahara/library/）からも検索することができます。また、各種データベースを利用して、
図書や論文などを検索することもできます。
大学生活をより充実したものにするためにも、大いに図書館を活用してください。

１．開館時間
＜神埼・佐賀・小城キャンパス共＞
⑴　平　�日（授業期間）　 � ８時 30 分～ 21 時 00 分　（授業期間以外）８時 50 分～ 17 時 30 分
⑵　第２・第４土曜日　　　９時 30 分～ 16 時 30 分　（※神埼キャンパス分室は閉館）

２．閉館・休館
土曜・日曜・祝日。ただし、第２・第４土曜日を除く。
年末年始（12 月 28 日から１月４日まで）
夏　　期（８月 13 日から８月 22 日まで）
３月第４木・金・土曜日
＊臨時の休館及び開館時間の変更は、図書館入口での掲示及びホームぺージに掲載します。

３．入・退館及び館内でのマナー
図書館入口には、ブック・ディテクション・システム（無断持出防止装置）を設置しています。入・

退館する時は、指定されたゲートを通過してください。また、入館するときは必ず学生証を持参して
ください。学生証は様々なサービスを受ける時に必要となります。
図書館はたくさんの人が利用します。館内では静かにしてください。携帯電話等の電源は切るか、

マナーモードに設定し、通話は館外で行ってください。なお、館内で携帯電話やスマートフォンを充
電する利用者が見受けられますが、館内での充電は認めていません。また、館内での喫煙及び飲食物
の持ち込みは、皆さんの共有物である図書館の資料が汚れるなどの思いがけない事故が起こることが
考えられますので、禁止しています。

４．図書館所蔵資料の探し方
図書館所蔵の資料は、検索用端末（OPAC）を利用して配架場所を確認することができます。図書

は、分類番号順に並んでいます。和雑誌は雑誌名の五十音順に、洋雑誌は雑誌名のアルファベット順
に配架しています。

５．館外貸出・返却
貸出��貸出を受ける資料と学生証を持って、カウンターで手続きをしてください。貸出冊数と貸出

期間は次のとおりです。

なお、貸出できない資料がありますが、資料によっては一夜貸出（16：30 ～翌日９：30）
ができるものもありますので、カウンターにお尋ねください。
また、長期休業中や学外実習時に限り、長期貸出も行っています。

西九州大学附属図書館

１～３年次生 ５冊以内 ７日以内
４年次生 ７冊以内 14 日以内
大学院生 20 冊以内 ２ヵ月以内



返却��返却期限は必ず守ってください。返却期限を守らなかった場合は、以後の貸出を制限するこ
とがあります。また、図書館が閉館している時は、返却ポストを設置していますので、そ
ちらに返却することもできます。
返却ポスト設置場所　神埼キャンパス　１号館　給食経営管理実習室そば（屋外）

６号館　１階　階段横（屋内）
佐賀キャンパス　図書館自動ドア前（屋内）
小城キャンパス　図書館出入り口前（屋内）

６．レファレンスサービス
利用者が調査・研究を進めていく際に起こる様々な問題について、利用者の質問に応じ、相談を受

け援助をします。図書館及び資料について不明な点、疑問点など、気軽に係員に相談してください。
７．所蔵していない資料の活用
図書の場合�利用したい図書が本学図書館にない場合、国立国会図書館や他大学の図書館等から図書

を借りることができます。ただし、この場合は、館内でのみの閲覧となります。
雑誌の場合�雑誌については、他館から借りることはできませんが、文献複写の申込みを行えば必要

なページの取り寄せができます。複写料金と送料は申込者の負担となります。
他大学図書館の利用
他大学の図書館を利用したい時は、佐賀県内の大学・短期大学の図書館、また九州地区大学図書館

協議会に加盟の図書館であれば、学生証を提示することで利用することができます。
それ以外の図書館を利用したいときは、カウンターに申し出てください。紹介状を発行します。紹

介状を提示することで図書館の利用が可能となります。

以上記載した図書館の運営は、全て次の２つの規程に基づいて行われています。これらの規程にも
目を通しておいてください。

西九州大学・西九州大学短期大学部附属図書館規則
（趣旨）
第１条　この規則は、西九州大学附属図書館及び西九州大学短期大学部附属図書館（以下「図書館」とい
う。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第２条　図書館は、西九州大学及び西九州大学短期大学部（以下「両大学」という。）における教育・研
究及び地域貢献等の諸活動を支援するため、必要な図書、雑誌等の資料を収集及び管理し、提供するこ
とを目的とする。

（整備等）
第３条　図書館は、前条の目的を実現するため、必要な組織、施設及び他の大学図書館等との協力体制を
整備する。

（図書館長）
第４条　図書館に図書館長（以下「館長」という。）を置く。
（図書委員会）
第５条　図書館の機能の向上と運用の円滑化に資するため、西九州大学図書委員会並びに西九州大学短期
大学部図書委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２　委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
（事務）
第６条　図書館の事務は、図書課において処理する。
（図書館の利用）
第７条　図書館の利用に関し、必要な事項は、館長が別に定める。
（雑則）
第８条　この規則に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、館長が別に定める。

附　則（平成 27 年２月 16 日）
この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。
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２　西九州大学附属図書館規程（昭和 56 年４月１日制定）及び西九州大学短期大学部附属図書館規程（平
成 17 年４月１日制定）は廃止する。

西九州大学・西九州大学短期大学部附属図書館利用規程

（趣旨）
第１条　この規程は、西九州大学・西九州大学短期大学部附属図書館規則（平成 27 年２月 16 日制定）
第７条の規定に基づき、西九州大学・西九州大学短期大学部附属図書館（以下「図書館」という。）の
利用について必要な事項を定めるものとする。

（利用の種類）
第２条　この規程において「利用」とは、次の各号に掲げるものをいう。
　⑴　図書館施設、設備の利用
　⑵　図書館資料の閲覧、貸出、複写の利用
　⑶　情報提供サービスの利用
（利用者）
第３条　この規程において「利用者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
　⑴　西九州大学並びに西九州大学短期大学部の学生及びこれに準ずる者
　⑵　学校法人永原学園に在職する専任の教職員及びこれに準ずる者
　⑶　前２号に定める者以外の者（以下「学外者」という。）で、学術研究、調査及び学習を目的とする者
２　前項第３号に定める学外者の図書館利用については、西九州大学・西九州大学短期大学部附属図書館
長（以下「館長」という。）が別に定める。

（利用者証）
第４条　利用者は、西九州大学・西九州大学短期大学部附属図書館利用者証（以下「利用者証」という。）
を携行するものとする。

２　利用者は、利用者証の交付を受けるものとする。ただし、前条第１項第１号の利用者は学生証もしく
はこれに準ずるもの（仮学生証を除く）をもって利用者証とすることができる。

（図書館施設）
第５条　この規程において「図書館施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。
　⑴　西九州大学附属図書館本館・分室（神埼キャンパス）
　⑵　西九州大学附属図書館分館（佐賀キャンパス・小城キャンパス）
　⑶　西九州大学短期大学部附属図書館（佐賀キャンパス）
（開館日及び開館時間）
第６条　図書館施設の開館日及び開館時間は、別表のとおりとする。
２　館長は、必要と認めたときは臨時に開館日及び開館時間を変更することができる。
（図書館資料）
第７条　この規程において「図書館資料」とは、図書館が所蔵する次の各号に掲げるものをいう。
　⑴　図書
　⑵　逐次刊行物
　⑶　視聴覚資料
　⑷　電子的資料
　⑸　貴重資料
　⑹　その他の資料
（館外貸出）
第８条　図書館資料の館外貸出を受けるには、利用者は利用者証を呈示しなければならない。
２　館外貸出の冊数及び期間は別表のとおりとする。
３　卒業（大学院修了を含む。以下同じ。）年次の学生は、その年度の３月１日以降に図書館資料を帯出
することはできない。また、現に帯出中の図書館資料は、２月末日までに返却しなければならない。た



だし、国家試験対策用図書（参考書・問題集）に限り、３月末日まで借用することができる。
４　卒業年次の学生で当該年度に卒業しない者は、前項の規定にかかわらず、願い出により、３月１日以
降についても貸出を受けることができる。

（貸出を行わない図書等）
第９条　次の各号に掲げる図書館資料は、次項及び第４項に定める場合を除き、原則として貸出を行わない。
　⑴　貴重図書及び貴重資料
　⑵　辞書・便覧及びハンドブック類
　⑶　地図類
　⑷　新刊雑誌、最新白書、統計類（ただし、バックナンバーはこの限りでない）
　⑸　視聴覚資料
　⑹　電子的資料
２　西九州大学及び西九州大学短期大学部の教職員及び大学院生に対しては、前項第２号及び第３号の図
書館資料については１ヵ月以内、同項第４号から第６号までの図書館資料については２週間以内の貸出
を行う。

３　学生（大学院生を除く）に対しては、第１項第２号から第４号までの図書館資料について、当日の
16 時 30 分から翌日（休館日の場合は、その翌日）９時 30 分までの貸出を行う。

４　学生（大学院生を除く）に対しては、第１項第５号及び第６号の図書館資料については、特別の理由
があり、かつ学内での利用に限り当日のみ貸出を行うことがある。

（長期貸出）
第 10 条　長期休業（春・夏・冬季）及び学外実習の期間には長期貸出を行う。
２　長期貸出の期間は、当該期間に前後５日間を加えた期間とする。
（予約及び更新）
第 11 条　貸出を希望する図書館資料が貸出中の場合は、所定の手続きを経て貸出を予約することができる。
２　貸出を受けている図書館資料は、前項の予約がない場合において、２回に限り貸出の更新を受けるこ
とができる。ただし、第 10 条第１項に該当する場合は、貸出の更新は受けることができない。

（返却）
第 12 条　貸出を受けた図書館資料は、所定の期日までに必ず返却しなければならない。なお、原則とし
て返却せずに他の図書館資料を借りることはできない。

２　退学及び休学を願い出た者で、図書館資料の貸出を受けている者は、これを直ちに返却しなければな
らない。また、除籍となった者も同様とする。

（保管責任等）
第 13 条　貸出を受けた図書館資料は、利用者が保管の責任を負い、これを転貸してはならない。
（弁償）
第 14 条　利用者は、利用中の図書館資料を汚損もしくは紛失したとき又は図書館の施設及び設備に損害
を与えたときは、これを弁償しなければならない。

（利用心得）
第 15 条　図書館の利用に際して、利用者は図書館職員の指示に従うことはもとより、次の各号に掲げる
事項を順守しなければならない。
⑴　静粛にすること
⑵　他の利用者の迷惑となる行為をしないこと
⑶　図書館資料を許可なく持ち出さないこと
⑷　図書館資料及び設備等を汚損しないこと
⑸　館内に持ち込んだ所持品の管理は各自が責任を持つこと
⑹　館内での飲食（飲酒を含む）並びに喫煙は禁止する
⑺　携帯電話等での会話や呼び出し音は禁止する
⑻　その他館長が指示もしくは禁止したこと
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（利用の制限）
第 16 条　この規程に違反した者に対しては、図書館の利用を停止または禁止することができる。
（雑則）
第 17 条　この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附　則（平成 27 年２月 16 日）
１　この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。
２　西九州大学附属図書館閲覧規程（昭和 56 年４月１日制定）及び西九州大学短期大学部附属図書館利
用規程（平成 21 年４月１日制定）は廃止する。

附　則（平成 29 年３月１日）
　この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。
附　則（平成 30 年２月 15 日）
　この規則は、平成 30 年４月１日から施行する。
別表（第６条関係）
西九州大学附属図書館本館・分室・分館（佐賀キャンパス・小城キャンパス）、西九州大学短期大学部附
属図書館

期間 曜日 時間 備考
授業期間

（集中・補講・追再試験
等を除く）

月～金曜日 8：30 ～ 21：00

土曜日 9：30 ～ 16：30
第２・第４土曜日
ただし、分室は閉館

休業期間等
（授業期間以外）

月～金曜日 8：50 ～ 17：30

土曜日 9：30 ～ 16：30
第２・第４土曜日
ただし、分室は閉館

休館日

日曜日、祝日（第２・第４土曜日を除く）、
第２・第４以外の土曜日
①年末年始（１２月２８日から１月４日）
②夏期休業（８月１３日から８月２２日）
③３月第４木、金、土曜日

別表（第８条第２項関係）
対象 期間 冊数

学部学生（～３年次生）
短期大学部学生（１年次生）

７日以内 ５冊以内

学部学生（４年次生）
短期大学部学生（２年次生）

14 日以内 ７冊以内

大学院生 ２ヵ月以内 20 冊以内
研究生・科目等履修生・
特別聴講学生等

７日以内 ５冊以内

西九州大学及び西九州短期大学部の
専任教職員及びこれに準ずる者

６ヵ月以内 20 冊以内

上記以外の学校法人永原学園の専任
教職員

14 日以内 ７冊以内
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西九州大学神埼キャンパス４号館

西九州大学神埼キャンパス４号館には、健康運動演習室、体育館、ダイニングホール（食堂）、コミュニティ
ホール、ＡＴＭ機器（現金自動支払・入金機）があり、保健体育の講義をはじめ、学生の課外活動など多
岐にわたり利用されています。

１．西九州大学４号館管理規則
（目　　的）
第１条　この規則は、４号館の管理・使用又は利用に関する事項を定めることを目的とする。
（使用又は利用）
第２条　４号館は、次の各号に定める場合において、使用又は利用（以下「使用」という。）できるも
のとする。
（健康運動演習室）
⑴　本学の授業。
⑵　本学の主催する行事。
⑶　本学学生の課外活動。
⑷　本学教職員の文化活動。
（体育施設）
⑸　保健体育等に関する授業。
⑹　本学の主催する行事。
⑺　本学学生の課外活動、レクリエーション活動。
⑻　本学教職員の文化、スポーツ活動。
（ダイニングホール）
⑼　本学学生、教職員及びその随伴者の喫食、休憩。
（コミュニティホール）
⑽　本学学生、教職員及びその随伴者の休憩、会合。

２．前項各号の規定にかかわらず、学長が特に認める場合は使用することができる。
（使用時間）
第３条　４号館を使用できる時間は、９時より 19 時までとする。
土曜日・日曜日、祝日は使用することができない。ただし、学長が特に認める場合は、この限りで

ない。
（禁止事項）
第４条　４号館の内外において、次のようなことをしてはならない。
⑴　許可なくして、指定の掲示板以外の掲示、装飾、又は放送等をなすこと。
⑵　４号館及び器物を滅失、棄損、持ち去り又は汚染すること。
⑶　４号館周辺において、同様のことをなすこと。
⑷　４号館内において喫煙すること。
⑸　みだりに火気を取り扱うこと。
⑹　私物を放置したり、塵や物品等を備え付けの塵籠以外に投棄すること。

（規程への委任）
第５条　４号館の健康運動演習室、体育施設、食堂、ダイニングホール並びにコミュニティホールの使
用及び必要な事項、別に定める。

（管理の主務者）
第６条　４号館の各施設の管理運用の主管者は、次のとおりとする。
　　　　健康運動演習室　　　　　　　　　　　　　体育担当教員
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　　　　体育施設　　　　　　　　　　　　　　　　体育担当教員
　　　　ダイニングホール、コミュニティホール　　学生支援部長
　　　　４号館全体的事項　　　　　　　　　　　　事務局長
（その他）
第７条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　附　則
この規則は、昭和 63�年 12�月 10�日から施行する。

２．西九州大学４号館体育館使用心得
この使用心得は、西九州大学４号館体育館（以下「体育館」という。）の使用について、「西九州大学

体育施設使用規程」に定める事項のほか、学生が課外活動等において、当施設を使用する場合の心得を
定めるものとする。
１　使用の目的
体育館は、サークル団体及び個人の体育・スポーツ活動並びに文化活動に供するものとする。

２　施設の開館時間及び施錠について
　　平日の開館時間は、原則として９時から 19 時までとする。
ただし、特別な事情により事務局長の許可を得た場合は、21 時まで使用することができる。
なお、平日７時から 22 時以外の時間は、常時オートロックが作動し、通用口から施設内へ入るこ

とができなくなるので注意すること。
土日祝祭日に使用が許可された団体又は個人は、所定のカードキー管理簿に必要事項を記入し、使

用日の前日までに学生支援課でカードキーを受け取ること。
なお、印鑑を必ず持参すること。
使用が許可された団体又は個人間でのカードキーの引き渡しが必要な場合は、使用前にその旨を申

し出て、引き継ぎ並びに返納者を確認すること。
カードキーは、翌日に学生支援課へ返却すること。

３　設備・備品の使用について
体育館の設備・備品を使用する場合は、所定の施設使用願に借用したい設備名若しくは備品名を明

記すること。
備品は、必ずもとの場所に返却すること。

４　施設使用上の注意事項
館内では専用のシューズを使用すること。
使用後の消灯、窓の閉を確認すること。
館内でのボールを蹴る等の行為は厳に慎むこと。

３．西九州大学４号館食堂その他使用規程
（目　　的）
第１条　この規程は、西九州大学４号館ダイニングホール（食堂）、コミュニティホール（以下「食堂等」
という。）について西九州大学４号館管理規則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、食堂等
の使用及び利用等（以下「使用」という。）について必要な事項を定める。

（食堂の利用）
第２条　食堂を利用しようとする者は、次の各号により利用しなければならない。
⑴　券売機で食券を購入し、食堂係員に提出して食事を受け取ること。
⑵　食事は、ダイニングホール（食堂）で喫し、その他のいかなる場所へも持ち出してはならない。
⑶　喫食後は、食器を定められた場所で洗浄し、返納すること。
⑷　食器を持ち去ってはならない。
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（禁止事項）
第３条　食堂等では、次のようなことをしてはならない。
⑴　飲酒すること。
⑵　喫煙すること。
⑶　放歌、高吟すること。
⑷　食堂等を汚染し、備え付けの器具等を滅失、棄損し、又は持ち去ること。
⑸　学生支援部長の許可なく、所定の場所以外に掲示、装飾すること並びに放送等をすること。

（損害の賠償）
第４条　食堂等を汚染し、備え付けの器具等を滅失、棄損、又は持ち去り、又はこれらを発見したとき
は、ただちに学生支援部長に届け出なければならない。

２　前項の場合において、学長が必要と認めるときは、原因者に対して賠償を求める。
（その他）
第５条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附　則

この規程は、昭和 63 年 12 月 10 日から施行する。

西九州大学体育施設使用規程

（目　的）
第１条　この規程は、西九州大学４号館体育館（以下「体育館」という。）、第２体育館及びトレーニン
グセンターの管理及び使用に関する事項を定めることを目的とする。

（使用の範囲）
第２条　体育館、第２体育館及びトレーニングセンター（以下「体育施設」という。）は、本学の授業
に支障がないと認められる場合に限り、次の各号に定める事項について使用できるものとする。
⑴　本学の主催する行事
⑵　本学学生の課外活動、レクリエーション活動
⑶　本学教職員の文化・スポーツ活動
⑷　その他、事務局長が特に認めた場合

（使用日時）
第３条　体育施設を使用できる時間は、原則として平日の９時から 19 時までとする。ただし、特別な
事情により事務局長の許可を得た場合は、21 時まで使用することができる。

２　土曜日、日曜日及び祝祭日は原則として使用することができない。ただし、特別な事情で使用する
場合は、事務局長の許可を得なければならない。

（使用手続き）
第４条　体育施設の使用の手続きは、次の各号に定めるとおりとする。
⑴　第２条第２号から第４号までに規定する使用については、事務局長の許可を得なければならない。
なお、各サークルの使用については、月毎に使用する月の５日前までに使用計画を提出するものと
する。

⑵　特別な事情で土曜日、日曜日及び祝祭日に使用する場合は、使用する３日前までに届け出なけれ
ばならない。

⑶　許可を受けた後、使用を中止する場合は、速やかに事務局長へ届け出なければならない。
⑷　届出等の手続きは、所定の様式に必要事項を記入のうえ、学生支援課を経由して提出するものと
する。
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（使用の遵守事項）
第５条　体育施設の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
⑴　火気の使用を厳禁する。また、禁酒、禁煙を厳守すること。
⑵　災害、盗難に注意し、節電、節水に努めること。また、シャワー室、便所の清潔に努めること。
⑶　使用用具の整理及び清掃を行い、消灯、戸締りを確認すること。
⑷　掲示物は学生支援部長の許可を得ること。

２　前項に規定する事項のほか、各体育施設の使用心得は、別に定めるものとする。
（許可の取消し）
第６条　使用許可後に次の各号に該当する場合は、許可を取り消すことがある。
⑴　使用申請に虚偽の記載があったとき。
⑵　前条第１項各号並びに同条第２項にいう各体育施設の使用心得に定められている事項を遵守しな
いとき。

⑶　本学の業務遂行上やむを得ない事情が生じたとき。
（損害の賠償）
第７条　体育施設及び機器を滅失棄損又は汚染した場合は、使用者は、直ちに事務局長へ届け出なけれ
ばならない。

２　前項の場合において、学長が必要と認めるときは、使用者に対して賠償を求めることができる。
（その他）
第８条　この規程に定めるもののほか、各体育施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
２　本学関係者以外の団体等に体育施設を使用させる場合は、「学校法人永原学園施設使用規程」によ
るものとする。

　　　　附　則
１　この規程は、平成 16�年２月５日から施行する。
２　西九州大学４号館体育施設規程及び雨天体操場使用規程は、廃止する。

西九州大学第２体育館使用心得
　
この使用心得は、西九州大学第２体育館（以下「第２体育館」という。）の使用について、「西九州大学

体育施設使用規程」に定める事項のほか、学生が課外活動等において、当施設を使用する場合の心得を定
めるものとする。

１　使用の目的
第２体育館は、サークル団体及び個人の体育・スポーツ活動並びに文化活動に供するものとする。

２　施設の開館時間及び施錠について
平日の開館時間は、原則として９時から 19�時までとする。
ただし、特別な事情により事務局長の許可を得た場合は、21�時まで使用することができる。
なお、平日は 17�時に一旦施錠する。
17�時以降に、継続使用団体以外の団体又は個人が使用する場合は、所定の鍵管理簿に必要事項
を記入し、使用時前に学生支援課で鍵を受け取ること。
土日祝祭日及び放課後に使用が許可された団体又は個人は、印鑑を持参した上で使用日までに学

生支援課で鍵を受け取ること。
鍵は翌日に学生支援課へ返却すること。
継続して使用が許可された団体については、年間継続貸与を認めることができる。
その場合の返却期限は、使用を開始した年度の３月 31�日までとする。
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なお、当該団体は、使用している月末の平日３日間の間に鍵を学生支援課に提示し、確認を得る
こと。

３　設備・備品の使用について
体育館の設備・備品を使用する場合は、所定の施設使用願に借用したい設備名若しくは備品名を

明記すること。
備品は、必ず元の場所に返却すること。

４　施設使用上の注意事項
館内では専用のシューズを使用すること。種目によっては、裸足とする。
使用後の消灯、戸締り等を確認すること。
館内でのボールを蹴る等の行為は厳に慎むこと。

西九州大学トレーニングセンター使用心得

この使用心得は、西九州大学トレーニングセンター（以下「トレーニングセンター」という。）の使用
について、「西九州大学体育施設使用規程」に定める事項のほか、学生が課外活動等において、当該施設
を使用する場合の心得を定めるものとする。

１　使用の目的
トレーニングセンターは、サークル団体及び個人でのトレーニング機器を使用したトレーニング

及びフロアーを利用したエアロビクス又はレクリエーション等に供するものとする。
２　施設の開館時間及び施錠について

平日の開館時間は、原則として９時から 19 時までとする。
但し、特別な事情により事務局長の許可を得た場合は、21 時まで使用することができる。
なお、平日は 17 時に一旦施錠する。
17 時以降に、継続使用団体以外の団体又は個人が使用する場合は、トレーニングセンター使用

届を提出し、所定の鍵管理簿に必要事項を記入し、使用時前に学生支援課で鍵を受け取ること。
土日祝祭日及び放課後に使用が許可された団体又は個人は、印鑑を持参した上で使用日までに学

生支援課で鍵を受け取ること。
鍵は翌日に学生支援課へ返却すること。

３　トレーニングマシーン及び備品の使用について
トレーニングマシーンは、使用方法を熟知した上で、正しく安全に使用すること。
電源を使用した機器類のスイッチを切り、整理整頓すること。また、トレーニングマシーンは移

動させないこと。
　備品は、必ずもとの場所に返却すること。

４　施設使用上の注意事項
トレーニングセンター内では、専用のシューズを使用すること。
使用後の消灯、戸締り等を確認すること。
ボール類の使用は禁止する。

西九州大学学生ホール使用規程

（目　　的）
第１条　この規程は、西九州大学学生ホールの使用について必要な事項を定める。
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（使　　用）
第２条　学生ホールは、次の各号に定める場合において使用できるものとする。
⑴　本学学生、教職員及びその随伴者の休憩、喫食、会合
⑵　本学学生の自主学習及び課外活動

２　前項の規程にかかわらず、学長が特に認める場合は使用することができる。
（使用時間）
第３条　学生ホールを使用できる時間は、９時から20時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は、
学長が特に認める場合を除き使用することができない。
　なお、大学の長期休業中は、期間を限って閉鎖することがある。

（使用の手続き）
第４条　学生ホールの使用手続きは、次の各号のとおりとする。
⑴　本学学生、教職員及びその随伴者は、別に手続きをせず使用することができる
⑵　部外者を交えた催しや集会等に使用する場合は、責任者は事前に、別に定める様式に必要事項を
記入し学生支援部長の承認を得て、事務局長に願い出て許可を受けなければならない。

（許可の取り消し）
第５条　使用許可後に、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことがある。
⑴　使用願いに虚偽の記載があったとき。
⑵　規程に定めることを遵守しないとき。
⑶　本学が緊急に使用することが必要になったとき。

（使用の遵守事項）
第６条　使用する者は、使用に当たり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
　⑴　放歌、高吟等、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
⑵　飲酒、喫煙は、厳禁する。喫煙は、室外の所定の場所で行うこと。
⑶　学生ホール及び屋上を汚染したり、備え付けの器具・備品等を滅失、棄損したり、又は持ち去っ
たりしないこと。

⑷　掲示等は、別に定める様式に必要事項を記入し学生支援部長の許可を得て、所定の場所に行うこと。
（損害の賠償）
第７条　学生ホール及び屋上の設備・備品を滅失、棄損、汚染したときは、使用者は、直ちに学生支援
部長に届け出なければならない。また、これらの行為の発見者は、直ちに学生支援部長に届け出ること。

２　施設並びに備品を、故意又は重大な過失により滅失・棄損、又は著しく汚損した場合は、損害を弁
償しなければならない。

（その他）
第８条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則
この規程は、平成 13 年 11 月１日から施行する。
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健康管理
学生の健康管理、保健指導には、常に配慮しています。保健管理センターでは、応急処置や、健康相談

及び健康診断証明書発行などの事務を行っています。

定期健康診断
法令に基づき、毎年実施しています。検査項目は、胸部レントゲン間接撮影、身体計測、血圧測定、

尿検査、視力、聴力、内科検診です。
なお、健康診断証明書の発行は、検査項目の全てを受診した者のみに発行されます。

健康相談
保健管理センターでは、学生個人の身体の健康や疾病等について毎週月曜日の午後に保健管理セン

ター長による相談を行っています。
学生支援課窓口で随時受け付けていますので、気軽に申し込んでください。

遠隔地被扶養者証
医療機関を受診する場合、「健康保険証」が必要になります。親元を離れて暮らしている学生は「遠

隔地被扶養者証」を常に携帯してください。
緊急・救急の対応
急病や、事故又は不審な事があった場合は、下記の所に電話で連絡してください。

○事故・不審者（警察）��１１０
○救急（車）��１１９
○神埼警察署��０９５２－５２－２１１４
○佐賀警察署��０９５２－３０－１９１１
○小城警察署��０９５２－７３－２２８１
○救急医療機関の情報は、佐賀県救急医療情報システムで確認するか、各地域の消防本部へお問い合わ
せください。

【参考】　◆佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム（９９さがネット）
・http://www.qq.pref.saga.jp/
・http://www.qq.pref.saga.jp/kt/（携帯サイト）

学生生活関連

受持ち区域 問い合わせ先 電話番号

神埼市、吉野ヶ里町 神埼地区消防本部
救急医療情報 （0952）53－1384

佐賀市、多久市、小城市 佐賀広域消防局
救急医療情報 （0952）31－8899

唐津市、玄海町 唐津市消防本部
救急医療情報 （0955）73－0043

伊万里市 伊万里市消防本部
救急医療情報 （0955）22－3852

鳥栖市、三養基郡 鳥栖・三養基地区消防本部
救急医療情報 （0942）83－0063

武雄市、鹿島市、嬉野市、
杵島郡、藤津郡

杵藤地区消防本部
救急医療情報 （0954）22－4207

有田町 有田町消防本部
救急医療情報 （0955）43－2495
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学生傷害保険
正課、課外活動及び通学など大学生活には多様な活動があります。その際に身体に傷害を被ったり、場

合によっては、加害者となったりすることもあります。
このような状況に対応するため、学生支援課が窓口となり、学生の傷害保険を紹介しています。全員加

入と任意加入があり、手続きも異なりますので確認をして加入してください。
１．学生教育研究災害傷害保険〔略称：学研災〕
⑴　入学時に保険料を納入し、全員、一括して４年間（編入生は２年間）の契約を済ませています。
⑵　保険の対象は、教育研究活動中の本人のケガに対する補償です。
「教育研究活動中」とは、大学管理下の正課中、大学行事中、大学施設内課外活動中の活動をいいます。

２．学研災付帯賠償責任保険〔略称：学研賠〕
⑴　任意加入ですので、希望者は学生支援課にて手続きしてください。
⑵　保険の対象は、正課、学校行事中及びその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊
させたりしたことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

３．「学研災付帯　学生生活総合保険」〔略称：付帯学総〕
⑴　「学研災」及び「学研賠」では補償が不足すると思われる場合に加えて、任意で追加できる保険です。
申込み書は「入学手続き完了者あて封書」に同封済みです。各人で所定の手続きをしてください。

⑵　補償となる対象は、次のとおりです。
・　学生本人のケガ及び病気
・　賠償責任（他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより被る法律上の損害賠償の
補償）

・　救援者費用等（学生自身が病気にかかり、継続して３日以上入院した場合等に、救援者の交通費
や宿泊料等が支払われます）

・　その他、タイプに応じて育英・学資費用補償、生活用動産、借家人賠償責任等
４．日本看護学校協議会共済会 総合補償制度〔保険名：Ｗｉｌｌ〕
看護学科の在学生は全員一括にて契約します。保険期間は 1年間なので、毎年保険料の徴収を行います。

補償内容は実習先を含める学校管理下において発生した（移動・通学中も含む）自身へのケガ、第三者や
物への賠償事故、実習中の感染事故予防が主となります。万が一の事故に備えて全員加入（または同等の
補償内容の保険への加入）を原則としており、未加入者は臨地実習へ参加することができません。

学生相談
学生の抱えている多様な問題や悩みをできるだけ早期に解決に導き、学生生活を円滑に、意欲的に続け

ていくことができるよう相談活動を行っています。
学科目の履修や、勉学の相談及び生活上の様々な悩みや不安等の相談は、臨床心理学の先生方をはじめ、

各研究室の先生方が個人的に対応します。
この他、次のような相談がある場合も対応しています。
①　科目履修、学修上の相談がある場合
②　進路に係わる相談がある場合
③　卒業論文、卒業研究・演習、資格取得についての質問や相談がある場合
④　心身の健康や、精神的な不安、悩み等の相談がある場合
⑤　奨学金受給など学費の相談がある場合

１．「学生相談室」の開設
個人的な悩みで、誰と相談していいかわからない時、カウンセラーが相談に応じますので、気軽に相

談してください。秘密は厳守します。相談場所は学生相談室（神埼キャンパスは６号館３Ｆ、佐賀キャ
ンパスは５号館 1Ｆ5112 室、小城キャンパスは 1号館 1Ｆ）です。

２．「オフィスアワー」の開設
修学に係わる学習の仕方、成績、資格、免許の取得及び学生生活、進路、就職等についての懇談又は

相談に応じるため、各教員の研究室で「オフィスアワー」を設けています。
研究室では、毎週２コマの時間帯で教員が待機しています。また、本学内に研究室を有しない非常勤

の先生への質問等については、授業終了後に直接先生へ質問等を行うか、教務課窓口にある質問票に記
入して教務課へ提出してください。教務課より質問票を先生へお渡しし、その回答を後日お伝えします。
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ハラスメントの防止

ハラスメント相談窓口
ハラスメントとは、相手側の意に反する不適切な発言、行為等を行うことによって、相手側に不快感

や不利益を与え、人権を侵害し、教育研究・学習及び労働環境を悪化させることをいいます。
ハラスメントの全体をパワーハラスメントといいます。
その中に、セクシャルハラスメントやアカデミックハラスメント他が含まれます。

ハラスメントの被害者になったら！もし

パワーハラスメント

セクシュアル
ハラスメント

アカデミック
ハラスメント

その他基本的人権を
侵害する全ての言動

　性的な言動によって相手に不
利益を与えたり、性的欲求や性
的な言動を繰り返すことによっ
て相手方に不快感を与え、就
労・修学や、教育・研究・課外
活動の環境を悪化させることを
指します。

　職務関係や教育・研究上の場面などにお
ける権力や、上位の立場、優越的な地位な
どを背景に、その部下や同僚の職務上の権
利や学生の教育を受ける、または同僚の教
育をする権利、さらには学生・同僚の研究を
する権利を侵害したり、人格的尊厳を傷つ
けたりする不適切で不当な言動、指導また
は待遇を指し、ハラスメント全体を指します。

　教育・研究上の場面において発
生する問題で、指導を受ける者の修
学・研究や職務上の権利を侵害し
たり、人格的尊厳を傷つけたりする
不適切で不当な言動、指導または
待遇を指します。

迷わず、相談窓口 に相談してください。ハラスメント相談員
または学生支援課（ ）

学生支援課Eメール
nky_gakusei＠nisikyu-u.ac.jp

●永原学園ハラスメント対応手続フローチャート

●ハラスメントの被害者・加害者を作らないために

●相手の言動が不快だと感じたら、言葉と態度ではっきり伝えましょう。
●相手に言いにくい場合は、ひとりで悩まずに友だちや信頼のおける先生などに相談しましょう。

●指導における熱意や相手への好意を表すつもりの言動でも、本人の意図とは関係なく相手は不快に
思っているかもしれません。

●「このぐらいは許されるだろう…」あるいは「この人とは良好な人間関係ができているはず…」など
といった勝手な憶測による言動も相手には不快感を与えている場合があります。

●相手が明らかに嫌がっていることが分かった時は、同じ言動を決して繰り返してはいけません。
●相手からいつも明確な意思表示があるとは限りません。

●第三者として、ハラスメントに遭遇したら見て見ぬふりはしないでください。
●ハラスメントを受けているひとの力になってあげましょう。
●見て見ぬふりをすることは、ハラスメントに加担していることにもなります。
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ハラスメントを確認

ハラスメントを
確認できない場合

懲
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懲
戒
）委
員
会

懲
戒
案
の
立
案
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人
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員
会

学
部
長
会
議
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辞
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交
付

① イヤだなぁ…おかしいなぁ…と感じたら

② 自分は関係ないと思っていても、ハラスメントをしているかも 

③ 周りにハラスメントに遭遇しているひとがいたら
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学　友　会
　

　大学では、正課（授業）と学生が自主的に行うサークル活動、大学祭、ボランティア活動等の課外活動
があります。学則に沿う学生課外活動の全体活動機関を学友会といいます。この課外活動の中でも中心と
なるのがサークル活動です。
　大学では、サークル活動を通して学生が広い視野と自立性や協調性を培い、情操が豊かな人間として育
つことを期待してサークル活動を奨励し様々な支援をしています。

１．サークル活動
西九州大学のサークルは、学生の有志で組織され、体育系 30�サークル、文化系 21�サークル（平成

30�年度）が活動しています。各サークルの活動場所や活動時間の調整、部室の配分、予算の配分等と
ともに、部室や周辺の管理や清掃等も自主的に行われています。

◎サークル一覧（平成 30�年度実績）

２．サークルの結成
⑴　サークルの設立
学生が新しく団体を設立するときは、所定の様式による設立願（本学専任教員の顧問の署名、捺印

及び責任者２名を明記）、趣意書、会則、部員名簿を学友会総務委員長を経て学生支援部長に提出し、
許可を得る必要があります。

体育系サークル団体

神
埼
キ
ャ
ン
パ
ス

アルティメットサークル
軟式野球部
ソフトボール部
女子バレーボール部
男子バレーボール部
バスケットボール部（男女）
車椅子バスケットボール部
サッカー部
ソフトテニス部
バドミントンサークル
卓球部
陸上部
弓道部
剣道部
硬式テニスサークル
NEO（ダンスサークル）
水球サークル
柔道部
スポーツ・クライミング
Aerobic ＆ Dance サークル
洋弓部（アーチェリー）
チェアスポーツ（車椅子スポーツ）
水泳サークル
なぎなたサークル

佐
賀
キ
ャ
ン
パ
ス

バレーボールサークル
バスケットボールサークル
テニスサークル
バドミントンサークル
フットサルサークル
卓球サークル
ダンスサークル "interaction!!"
野球サークル

文化系サークル団体

神
埼
キ
ャ
ン
パ
ス

ESRD
軽音楽サークル
太陽の子サマーキャンプ
茶道部
シグマソサエティ
BBS
Parttake�In�Joy
アトリエ
アートセラピー
グローバル西九州
サブカルチャー同好会
キャンプカウンセラー
沖縄県人会

佐
賀
キ
ャ
ン
パ
ス

和太鼓集団「堂打」
合唱サークルCOLORS
軽音楽サークル
有明会
タンポポ工房
西九州大学吹奏楽団
Kira�kira
VoCE
手話サークル
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⑵　サークルの手続き
サークルは毎年６月１日に新年度の部員名簿、年間行事予定、部室使用申請書、念書を学友会総務

委員長に提出してください。
⑶　サークル設立の承認並びに昇格
新規の申請については、責任者の決定及び活動に必要な人数の確保、活動計画等、所定の様式によ

り学友会会長を経て学生支援課へ提出してください。活動の目的、内容及び継続性等を学友会総務委
員会で審議のうえ、初年度は、同好会として承認され、その後実績に応じてサークルに昇格します。

３．部室管理、運営に関する規程
大学では、サークル活動を支援するため体育施設や部室を準備しています。施設の使用については、

西九州大学体育施設使用規程（P.246~247 参照）に準じてください。
また、部室の使用については、次の「部室管理規程」並びに「部室使用細則」を遵守してください。特に、

部室周辺の清掃やトイレ等共同使用する場所の管理にも配慮してください。

《部室管理規程》
第１条　西九州大学部室の管理、運営に関しては、この規程の定めるところによるものとする。
第２条　西九州大学部室の管理に関する事項は事務局長において、また、その運営に関する事項は学生
支援部長においてそれぞれ分掌処理する。

第３条　部室を使用しようとする学内における学生等団体は、年度当初に次の書類を学生支援部長に提
出しその許可を受けなければならない。
⑴　部室使用願書・念書
⑵　当該団体構成員名簿

２．部室の使用にあたっては、本学外学生及び団体の使用は、これを認めない。
第４条　部室使用団体が次の各号に掲げる場合に該当するときは、使用を許可しないことがある。また、
許可を与えてもこれを取り消し、使用停止又は立退きを命ずることができる。
⑴　大学の秩序を乱し、静穏を損なうおそれがあると認められるとき。
⑵　部室の施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
⑶　この規程又は大学の指示に違反したとき。

第５条　使用期間は１ヵ年とし、毎年６月１日に更新しなければならない。
第６条　使用団体が部室又はその附属物を故意又は重大な不注意等により滅失毀損、又は極度に汚損し
た場合は、損害の賠償をしなければならない。

第７条　使用に際し、使用団体が部室内に特別の設備をしようとする場合は、事前に学生支援課を経て
事務局長に願い出、その許可を得なければならない。

　　なお、使用後は速やかに前項の設備を撤去し、原状に復さなければならない。
第８条　この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附　則

この規程は、昭和 56�年４月１日から施行する。
附　則

この規程は、昭和 58�年４月１日から施行する。
附　則

この規程は、平成 21�年４月１日から施行する。
附　則

この規程は、平成 27�年４月１日から施行する。
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《部室使用細則》
第１条　この細則は、部室の保全、施設及び備品の万全を期するため、また、目的を達するため設けるも
のとする。

第２条　部室の管理一切は、使用する団体が行う。
部室の鍵は、各責任者が保管し、盗難予防、防火等の責任を負わなければならない。

第３条　部室の使用は、原則として随時（８：00�～�21：00）使用できるものとする。
21：00�以降使用する場合は、事前に学生支援部長に許可（23：00�迄）を得る。
緊急の場合は、責任者を通して事後報告をするものとする。

第４条　部室の使用については、次の事項を遵守しなければならない。
⑴　常に清潔、整頓に心がけること。
⑵　施設、備品を破損し、又は落書等をしないこと。
⑶　許可なく改装しないこと。
⑷　部室は、本来の目的以外に使用しないこと。
⑸　飲酒、賭事等及び風紀を乱す行為をしないこと。
⑹　部室内に宿泊しないこと。
⑺　火気の使用は厳禁のこと。

但し、茶道部については、別途取決めをするものとする。
附　則

この細則は、昭和 58�年４月１日から施行する。
附　則

この規程は、平成 21�年４月１日から施行する。
附　則

この規程は、平成 27�年４月１日から施行する。

４．学友会会費
入学時に納入する学友会会費及び大学からの援助金は、課外活動の振興を図ることを目的として活用

されています。
⑴　学友会会費の運用については、別に西九州大学学友会会費運用基準を設ける。
〈運用基準抜粋〉
①　全国、九州、県等への登録料及び競技会・発表会等への参加料の一部及び旅費、宿泊費の一部
②　消耗品、備品費、修理費等
③　強化合宿を実施した際の経費の一部（年に一回を限度とする。）
④　大学祭、大学行事等、大学が認める学生の行事に対する経費の一部
⑤　特に優秀な成績をあげたと認められるサークルの表彰
⑥　その他、必要とする課外活動費については、予算の範囲内で援助する。

５．学園祭
西九州大学の学園祭は「ひのくま祭」の名称で、本学開学年の昭和 43�年（1968 年）第１回開催以来、

平成 30 年度で 49�回を重ねています。
平成 30 年度は、学部・学科・学年を超え、また、神埼キャンパス、佐賀キャンパスに加え小城キャ

ンパスとの距離も乗り越えて新たな繋がりを創って「ひのくま祭」を盛り上げたいと願いを込め、「繋
～TUNAGU」をテーマに、ステージ企画や模擬店の設置を行いました。
開催にあたっては、学園祭実行委員会が中心となり、委員長及び企画・広報・模擬店・会計など各部

門の委員が企画から運営まで、年間を通した計画的な活動で学園祭を成功させています。
今年度、佐賀キャンパスでは、新設開学した小城キャンパス、短期大学部と合同で「あすなろ祭」が

開催されています。小城キャンパスでの開催は平成 31 年 1 月現在は未定です。
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西九州大学学友会会則

第１章　総　則
（設置）
第１条　西九州大学（以下「本学」という。）に、西九州大学学友会（以下「本会」という。）を置く。
（目的）
第２条　本会は、本学の建学の精神に基づいた教育方針に従い、学則に沿う学生課外活動の全体活動機
関であって、各方面にわたる文化及び体育活動の健全な発展とあわせて、会員相互の理解と協力によ
る自主活動により、大学教育と相まって、個性の伸長と豊かな人間性の形成、社会的教養の育成を期
することを目的とする。

（会員）
第３条　本会は、次の会員をもって組織する。
⑴　正会員����西九州大学の学部学生
⑵　特別会員���役員就任の教職員

（組織）
第４条　本会に次の組織を置く。
⑴　代議員会
⑵　総務委員会
⑶　体育部・文化部等

第２章　学友会の役員
（役員）
第５条　本会に次の役員を置く。
⑴　会　長　　　　　学生代表（学友会総務委員会委員長を充てる。）
⑵　副会長　　　　　学生代表（学友会総務委員会副委員長を充てる。）
⑶　代議員　　　　　学生代表（総務委員）、第１号及び２号の役員、各学科長、学生支援部長又は副部長）、

事務局長、学生支援課長、総務課長
⑷　学生総務委員　　第７条第１項第１号から第 10�号に定める委員
⑸　予算委員　　　　総務委員会委員長、総務委員会副委員長、学生代表総務委員、各サークル代表

及び学生支援部長（又は副部長）、学生支援課長
⑹　監査委員　　　　各学部長

第３章　代議員会
（代議員会）
第６条　代議員会は、本会の最高決議機関であり、会則の変更、予算、決算、年度事業計画、及びその
他の重要事項について決議する。代議員会は原則毎年２回開催する。

２　代議員会の構成員は、第５条第１項３号に規定する役員をもって構成し代議員会の議長は本会の会
長が務める。

３　代議員会の開催は、２週間前までに、議題その他必要事項を代議員会の構成員へ通知しなければな
らない。

４　代議員会は、構成員の三分の二以上の出席により成立する。
５　議事は、出席者の過半数の賛否を以って決定する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
６　臨時代議員会は、総務委員の三分の一以上の署名により、総務委員長に要求があった場合、又は総
務委員会が開催要求を決した場合、会長はこれを招集しなければならない。

７　代議員会、及び臨時代議員会の事務は、代議員のうちから書記２人を選出してこれにあたる。
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第４章　総務委員会
（総務委員会）
第７条　総務委員会（以下「委員会」という。）は、本会の執行機関であり、代議員会に対して、責任を有し、
その運営は委員会の協議に従ってなされる。また、代議員会の決議を要しない事項を審議し、決定する。
委員会は、以下の委員 （学生）並びに学生支援部長（又は副部長）、学生支援課長をもって構成する。
委員長、副委員長は委員会において学生の中から選出する。なお、本条第１項第５号から第１０号ま
では、体育部、文化部から各１人を選出する。また、任期は１年間とし、再任を妨げない。
⑴　委員長　　　委員会を統括する。
⑵　副委員長　　委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
⑶　書記　２～３人　書記は議事録及び書類作成の職務にあたる。
⑷　会計　２～３人　会計は本会の会計事務一切の職務にあたる。
⑸　管理　２～３人　管理は本会活動に伴う学内施設並びに備品使用等の調整にあたる、また、本会

活動の記録物管理の職務にあたる。
⑹　渉外　２～３人　渉外は対外交流等の職務にあたる。
⑺　広報　２～３人　広報は課外活動の記録、及び掲示物等の管理の職務にあたる。
⑻　庶務　２～３人　庶務は委員会における業務、各サークル間の連絡調整等職務が円滑に進められ

るようにする。また、その他の業務の補佐に当たる。
⑼　学生代表　　各学科代表２～３人
⑽　学祭　２～３人　学祭はおもに学園祭に関わる行事の際に先導して企画運営を行う。

２　委員会は、長期休暇中を除いて原則として、毎月１回以上委員長が召集しその議長となり、次の重
要事項を審議する。
⑴　総務委員会の立案による代議員会の運営方針に関すること。
⑵　本会会則案及び諸規約の改正案に関すること。
⑶　本会予算案の審議に関すること。
⑷　大学祭（ひのくま祭）に関すること。
⑸　その他本会の重要事項に関すること。

第５章　体育部・文化部等
（サークル他）
第８条　体育部と文化部に、それぞれ下部組織（以下サークルと称す）を置く。
⑴　体育系サークル
⑵　文化系サークル
⑶　学友会が認める課外活動等

第９条　�体育部長は体育系サークル、文化部長は文化系サークルの代表者会議で決定する。
第 10 条　各サークルの代表者と学友会が認めた者は、そのサークルの運営、及びその他課外活動の連
絡にあたる。

第 11 条　会長（総務委員会委員長）は、各サークルが推薦する専任の教員に顧問を依頼する。任期は
４月１日より１年とし、再任を妨げない。

第 12 条　サークルの各部長又はその代理、さらに学友会が必要と認めた者は、各サークル及び学友会
が認める課外活動の実質的な運営を行う。

第 12 条の２　体育部会並びに文化部会に所属する団体は、次の各号の要件をすべて満たさなければな
らない。
⑴　学生支援課に「学生団体（サークル・同好会）設立許可申請書」並びに「学生団体（サークル・
同好会）活動計画書」を提出すること。

⑵　所定の顧問教員を選任すること。

第６章　会　計
（会計年度）
第 13 条　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。
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（経費）
第 14 条　本会の経費は、会員の納入する会費及び寄附金等をもってこれに充てる。
（会費）
第 15 条　本会の会費は正会員（学部学生）の年会費とする。
２　本会の会費は在学期間（４年間）を通して 20,000 円とし、入学時の初年度に入学納入金と一緒に
納めるものとする。また、他大学よりの編入学生に関しては、その修業年数に応じて納めるものとする。

（会計）
第 16 条　本会の会計を担当する者は常に金銭の収入支出を明らかにしておかなければならない。ただ
し、現金出納は、本学総務課に委嘱して事務に当たらせる。また、事務局長は、会計事務を統括する。

（予算）
第 17 条　本会の予算は予算委員で年間活動予算案を作成して、総務委員会で審議し、本会代議員会の
承認を受けなければならない。

（決算）
第 18 条　本会の決算は監査委員の監査を経て本会代議員会の承認を受けなければならない。
（運用基準）
第 19 条　本会会費の運用については西九州大学学友会会費運用基準を別に定める。
（経費の支出）
第 20 条　経費の支出を必要とする場合は前条の運用基準に従って、所定の用紙に経費の使途等を記入
し、領収書等を添付のうえ、その責任者が署名捺印の上、当該顧問の承認を得なければならない。

２　経費の請求を受けた会計総務は支払請求書記載の全ての事項について、予算その他の面により検討
し、総務委員長へ提出する。

３　会計総務は本会の収支決算書を作成し、監査委員の監査を経て、本会代議員会の承認を得なければ
ならない。

第７章　その他
第 21 条　西九州大学学友会と西九州大学短期大学部学友会は、今後、学友会活動として、必要に応じ
て神埼キャンパスと佐賀キャンパスとの交流を行う。

附　則（平成 20 年 12 月 18 日）
１　この会則は平成 21 年４月１日から施行する。
２　西九州大学課外活動奨励金要項（平成８年４月１日施行）は平成 21 年３月 31 日付で廃止する。
附　則（平成 22 年６月 10 日）

　　この会則は平成 22 年６月 10 日から施行し、平成 22 年４月１日から適用する。
附　則（平成 23 年６月２日）

　　この会則は平成 23 年６月２日から施行し、平成 23 年４月１日から適用する。
附　則（平成 27 年６月 18 日）

　　この会則は平成 27 年６月 18 日から施行し、平成 27 年４月１日から適用する。

学生寮・指定寮・アパート及び通学

１．学生寮（あすなろ寮）
本学には、親元を離れて入学する学生のために、直営のあすなろ寮（女子寮）が佐賀市内にあります。

寮では、寮監ならびに寮母の指導のもと、団体生活を営みながら、自立した学生生活を送っています。
２．指定寮・アパートについて
学生支援課では、指定寮の斡旋及び下宿・アパートの紹介をしています。
自宅外通学者にとって、住居環境の良否は修学にも影響します。宿所を定める場合は、通学の利便性、

地域性、大学や家庭との連絡が取れること、経済的なこと等を考慮してください。
なお、指定寮以外は、下宿・アパート一覧表（入学手続き完了者へ送付）などで各自探してください。
また、指定寮、下宿・アパート等で生活する場合は、西九州大学生としての品位の保持に心掛け、居

住地区の一員として次のことを遵守してください。
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①　市役所で住民登録を済ませること
②　ゴミ出しのルールを厳守すること（分別、収集日、指定場所）及び周辺の清掃への協力
③　違法駐車をしないこと
④　騒音を出さないこと

３．スクールバスの運行
大学では、ＪＲ神埼駅などからスクールバスを定時で運行しています。始業時刻や終業時刻に合わせ

て利用してください。詳しい内容については、P.43 を確認してください。
４．事故後の対応について
学内駐車場で車体事故等が発生した場合は、速やかに学生支援課に申し出てください。
また、学外で交通事故が発生した場合も、状況把握、保険事務、大学としての事後処理等があります

ので、速やかに学生支援課に申し出てください。

自動車通学及び学内駐車場
本学では、自動車通学者のため学生駐車場を各キャンパスに設置しています。駐車手続き等は、学生

支援課で行ってください。駐車場所の詳細については、巻頭の施設配置図（P.20）を参照してください。
小城キャンパスの学生駐車場は大学構内ではありません。小城キャンパスの事務局に問い合わせてくだ
さい。
なお、以下の事項を遵守し、事故が起きないよう細心の注意を払ってください。

１．自動車通学の申請手順
駐車許可証を提示した車に限り、乗り入れを認めます。車種の変更など記載事項に変更がある場合は、

随時学生支援課で変更手続きを行ってください。
①　自動車通学を希望する学生は、駐車料金として年間 2,000�円を総務課で払い、受付をしてくださ
い。駐車料金は１年毎に必要です。

②　受付完了後、学生支援課で「駐車許可証」を交付します。
③　駐車許可証は必ず前面のフロントガラスの外部から見えるところに提示してください。
④　バイク（原動機付自転車）で通常する学生は、学生支援課で駐輪登録の手続きを行ってください。
登録料は無料です。

２．遵守事項
以下の事項を守れない場合は、警告するとともに､ 学内乗り入れを禁止する場合があります。
①　任意保険（対人・対物・搭乗者）に必ず加入していること。（自賠責のみは不可）
②　登録車両以外は駐車しないこと。
③　交通法規を守り、安全運転に徹すること（学内は標識を遵守し、駐車場内は時速 10㎞以下）。
④　自動車、バイク、自転車を来客及び非常勤講師専用駐車場へ乗り入れないこと。また、学内の指
定の場所以外に放置しないこと。

⑤　大学周辺の路上駐車は絶対しないこと。
⑥　学内での騒音の防止につとめること。
⑦　駐車場・駐輪場での事故・盗難については、各自で責任をもつこと。
⑧　神埼キャンパス、佐賀キャンパス、小城キャンパス、各キャンパスで定められたルールに従い、
白線の駐車区間内に駐車してください。

３．学内・学外の事故について
学内での接触事故及び学外での交通事故に遭った場合、大学の状況把握のため、速やかに事故発生届

を学生支援課へ提出してください。
４．「身障者用駐車スペース」について
本学駐車場「車いすのマーク」のついた枠は、身障者用のスペースとして用意されています。建物の

出入口の近くにあります。
しかし、混雑時になると健常者の学生が駐車をし、実際は障がいを持つ学生や外来客の方が駐車でき

ないという案件が少なくありません。健常者の学生は、身障者用駐車スペースには駐車をしないように、
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常に心掛けてください。
また、来客及び非常勤講師専用駐車場への駐車も遠慮してください。
なお、一般の駐車場でも車いすマークの車両の隣りに駐車をする場合は、ドア１枚分の間隔を空けて

駐車をする心遣いを忘れないでください。
現在、学内の各駐車場は常時満車の状態ですが、外設駐車場は余裕があります。積極的に利用してく

ださい。
５．駐車許可申請の手続きについて
自動車通学
自動車による通学で、駐車場の使用を希望する場合は、各キャンパスの学生支援課で許可申請の手続

きをしてください。なお、許可条件・申請時期は各キャンパスで確認をしてください。駐車場使用料は
年間 2,000 円、許可証と引き換えとなります。許可証の有効期間は 1年間となりますので、毎年申請を
行い許可を受ける必要があります。

遺失物・拾得物の取り扱い

大学構内での拾得物は、学生支援課所定のケースに３か月間を限度として展示します。遺失物は、学生
支援課へ届け出てください。また、拾得物は、学生支援課へ持参してください。

集会、催物、国外旅行の届

学生が、次のことを企画しようとするときは、期日の７日前までに学生支援部長に届けて許可を受けて
ください。また、終了後は、報告書を学生支援部長に提出してください。
①　学生が学内又は学外において集会をする場合
②　学生又は学生団体が、学外からの指導者、講演者を招聘する場合
③　国外への旅行や行事に参加する場合

施設設備の使用

授業以外に施設を使用する場合は、３日前までに「施設使用願」を学生支援課に提出してください。
同じく、大学の備品を借用する場合も、３日前までに「備品借用願」を学生支援課に提出してください。
なお、課外活動における施設使用は平日 19�時までとし、それ以降の使用および土曜日・日曜日・祝日
の使用については、「時間外居残届」を学生支援課へ提出してください。ただし、居残りは 21�時を限度
とします。

ポスター等の学内掲示
サークル活動紹介などのチラシ・ポスターを学内に掲示する場合は、３日前までに「掲示承認願」を学

生支援課に提出し、認印を受けてください。なお、掲示期間は原則として認印を受けた翌日から１週間と
なります。

建物内禁煙と喫煙マナー
本学は、平成 17�年 10�月に佐賀県の「禁煙認証施設」として認定され、建物内での全面禁煙と喫煙マナー

の向上に取り組んでいます。
学内で喫煙する場合は、次のマナーを遵守するように心掛けてください。
①　喫煙は、建物外に設置している「喫煙場所」のみとし、歩きながらの喫煙や、吸い殻の “ポイ捨て ”
は絶対にしないでください。また、“火の始末 ”に心掛けてください。

②　喫煙は、身体的に癌、心臓病につながり、母体保護等に悪影響を与えることが明らかとなっています。
また、社会的にも公衆に迷惑をかける場合があることを考え併せ、節度ある喫煙を心掛けてください。

※小城キャンパスは全面禁煙です。
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学生意見箱の設置
　大学では、健全で快適な学園づくりのため、学生の皆さんの学生生活に関して意見や要望及び提案を広
く求めています。
このため、学内に「学生意見箱」を設置しています。
学生生活全般にわたる意見等や大学から特に意見を求めたいことを提示したテーマ等について、有益な

意見・提案等を期待しています。

学生意見箱設置場所
神埼キャンパス����学生支援課前・４号館ホール・７号館ホール
佐賀キャンパス����第 1 学生ホール・第 2学生ホール・図書館
小城キャンパス����多目的ホール

学生の意見等の活用に関する要項
１　この要項は、本学の学生生活に関して学生の意見、要望、提案等（以下「意見等」という｡）を広
く求め､ これを健全で快適な学園づくりに活用するために必要な事項を定めることを目的とする。

２　学生からの意見等を集める方法として学生意見箱を設置する。学生意見箱は、年間を通して学内の
所定の場所に置く。

３　学生は、学生生活全般にわたる意見等について所定の用紙又は任意の用紙に記入し、学生意見箱に
投入する。個人名の記入は任意とする。

４　大学は、特に必要と認めたテーマを学生意見箱の横に掲示して、学生の意見等を求めることがある。
５　学生の意見等の取り扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴　提出された意見等は、全て学生支援部長の責任において取り扱う。
　⑵　学生意見箱の開扉は、原則として毎月１回とする。
　⑶　学生支援部長が、有益な意見と認めたものについては、学生支援委員会で検討のうえ、その活用
などについて関係委員会等と協議する。

６　この要項に関する所管は、学生支援委員会が行い、事務は、学生支援課が担当する。
７　この要項に定めるもののほか、この要項の運用について必要な事項は､ 学生支援部長がその都度定
める。
附　則（平成 17 年２月３日）

この要項は、平成 17 年４月 1日から施行する。
附　則（平成 27 年２月 25 日）

この要項は、平成 27 年４月 1日から施行する。
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西九州大学学生表彰等

西九州大学学生の懲戒に関する規程
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大学では、学生の在学中における学内活動、課外活動（サークル活動等）及び社会活動で特に顕著な成
果をあげた学生又は学生団体および卒業時（修了時）において特に優秀な成績を修めたと認められる学生
に対し、学長表彰を実施します。
学内はもとより九州や全国的な活躍及び社会的な善行など、広く学生の皆さんの活動を顕賞し西九州大

学の栄誉を高めたいと思っています。
また、スポーツ活動、文化活動の高度化・活性化を促進するために、スポーツ・文化活動奨励金制度を

設けます。

西九州大学学生表彰規程

（趣　　旨）
第１条　この規程は、西九州大学学則第 39 条及び西九州大学大学院学則第 33 条の規定に基づき、学生の
表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

（表彰の基準）
第２条　表彰を受ける者（以下「被表彰者」という。）は、次の各号の一に該当する者とする。
⑴　学内活動で特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
⑵　課外活動で特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
⑶　社会活動で特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体
⑷　卒業又は修了時において、特に優秀な成績を修めたと認められる学生
⑸　その他、前各号で掲げる基準と同等あるいはそれ以上の表彰に値する行為があったと認められる学
生又は学生団体

（被表彰者の推薦）
第３条　各学部長、研究科長、各学科長及び課外活動の顧問教員等は、前条各号のいずれかに該当すると
認められる学生又は学生団体を被表彰者として別紙様式１の推薦書により、学生支援委員会で審議の上、
関係学部教授会（大学院にあっては研究科委員会）の議を経て学長に推薦することができる。

（被表彰者の決定）
第４条　学長は、前条により被表彰者の推薦があった場合は学部長会議に諮り、被表彰者を決定する。
（表彰の方法）
第５条　表彰は、学長が別紙様式２の表彰状を学長賞として授与することにより行う。
２　前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
（表彰の時期）
第６条　表彰は、第４条の規定により被表彰者が決定され次第、速やかに行うものとする。
（事　務　局）
第７条　表彰に関する事務は、学生支援課において処理する。
（雑　　則）
第８条　この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学生支援委員会の議に基づき学
長が別に定める。

附　則（平成 17 年２月３日）
この規程は、平成 17 年２月３日から施行する。

附　則（平成 19 年２月 22 日）
この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。

附　則（平成 21 年２月 26 日）
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この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。
附　則（平成 23 年２月 10 日）
この規程は、平成 23 年２月 10 日から施行し、平成 22 年４月１日から適用する。

附　則（平成 26 年３月６日）
この規程は、平成 26 年３月６日から施行する。

西九州大学学生表彰規程施行要領

この要領は、西九州大学学生表彰規程（以下「規程」という。）第８条に基づき、規程の施行に関し必
要な事項を定めることを目的とする。
第２条関係
１　第２条に掲げる学生団体とは、本学で承認を受けた大学祭実行委員会等の組織及び体育系・文化系
サークルをいう。

２　表彰の対象となる学内活動、課外活動、社会活動は、在学中における活動とする。
第２条第１号関係
学内活動で特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体とは、次のものをいう。

１　大学祭実行委員会並びに学友会などの委員長などの役員として中心的な役割を務め、活動の成果を
あげた学生又は学生団体

２　学内活動において清掃活動等の環境美化及び生活安全等に模範的な活動があった学生又は学生団体
第２条第２号関係
課外活動で特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体とは、次のものをいう。

１　体育系活動で、全国的規模又は九州規模の競技会等において、上位入賞する等の優秀な成績を収め
た学生又は学生団体

２　文化系活動で、学外の各種展示会等に出展、出品等又は出演し、優秀な成績を収めた学生又は学生
団体

第２条第３号関係
社会活動で特に顕著な成果をあげた学生又は学生団体とは、次のものをいう。

１　地域や福祉施設等のボランティア活動等において、年間を通して継続的な活動を行い、模範的な活
動として公共団体等から表彰や感謝状等を受けた学生又は学生団体

２　有意な社会的行為として、テレビ、新聞、雑誌等に紹介され、西九州大学の栄誉を高めた学生又は
学生団体

第２条第４号関係
１　学部生
①　各学科は、各年度において卒業する学生の中から、１人の成績優秀者を学生支援委員会に推薦す
ることができる。

②　成績優秀者とは通算グレード・ポイント・アベレージ（以下「通算ＧＰＡ」という。）
をもとに、各学科が判断する。

２　大学院生
①　研究科は、修了する学生の中から、成績優秀者を学生支援委員会に推薦することができる。
②　成績優秀者とは学業成績等により、研究科が判断する。

第３条関係
第３条にいう顧問教員等とは、顧問教員の他学生又は学生団体の指導に当たる本学の教員も含むもの

とする。
第６条関係
　表彰は、特に必要と認められた場合、卒業式、前後期末に行うことができる。
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附　則（平成 17 年２月 14 日）
この要領は、平成 17 年２月３日より施行する。

附　則（平成 21 年２月 26 日）
この要領は、平成 21 年４月１日より施行する。

附　則（平成 23 年２月 10 日）
１　この要領は、平成 23 年２月 10 日より施行する。
２　第２条第４号関係の学部生の成績の取り扱いについては、この要領の規定にかかわらず、平成 22
年度に限り、通算ＧＰＡによらず学業成績を各学科が判断し推薦できるものとする。
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（目　的）
第１条　西九州大学（以下「本学」という｡）は、スポーツ活動・文化活動の高度化・活性化を促進し、
学生の優れたスポーツ・文化の才能を育成し、その競技力・人間性の高揚と学業の両立を促すことを目
的として、諸課外活動においても本学の「あすなろう精神」の具現化をはかるため、スポーツ・文化活
動奨励金制度を設ける。
（資　格）

第２条　スポーツ・文化活動奨励金は、別表１に掲げる実績とし、スポーツ・文化活動奨励金を希望する
ものは、次の各号のいずれかを満たし、別表 2のいずれかの競技実績を挙げると同時に、学業成績が奨
励金支給の主旨に沿うものでなければならない。
⑴　在学生で、本学学友会のサークル等に在籍する個人あるいは団体で、その当該種目において全国大
会で３位以内の実績を挙げた者

⑵　在学生で、本学学友会のサークル等に在籍する個人あるいは団体で、その当該種目において九州大
会（九州大会は全国大会につながる大会を対象とする。）で３位以内の実績を挙げた者

⑶　国を代表して参加する世界的な展覧会等や国の行政機関が主催、共催または後援する評価が定着し
ている九州又は全国規模以上の展覧会、コンクール等において、３位以内の実績を挙げた者

⑷　本学学友会のサークル等に所属していないが、本学の名声を高め、敬愛されている在学生で、最高
位またはこれに準ずる成績を収めた学生その他、顕著な実績を残し、上記⑴～⑶に相当すると認めら
れる者

⑸　日本代表に選出された者
⑹　各競技・文化団体（協会）等の推薦により日本代表選考会へ参加した者
⑺　但し、別表 2のスポーツ競技大会の種類（大会レベルの一例）中で、世界大会のオリンピック・パ
ラリンピック・デフリンピック・ワールドカップ、世界選手権大会、ユニバーシアード大会について
は、別に定める。

（金　額）
第３条　スポーツ・文化活動奨励金は、別表 1の金額を支給する。ただし、在学生で団体種目の場合はそ
の所属サークル等へ支給する。また、前第 2条第 1項第 7号の世界大会等については、別に定める。

　スポーツ・文化活動奨励金額は、その年度の予算の範囲内とし、各団体・個人の上限額は 2百万円とする。
（出　願）

第４条　スポーツ・文化活動奨励金を希望する者は、所定の出願書類を学生支援課に提出しなければなら
ない。

２　スポーツ・文化活動奨学金を希望する者は、第２条の条件を満たした場合、その都度出願することが
できる。
（選考委員会）

第５条　スポーツ・文化活動奨励金支給の選考及びスポーツ・文化活動奨励金に関する諸事項を審議する
ため､ 選考委員会 ( 以下 ｢委員会」という｡）を置く。

２　委員会は、学生支援委員会をこれにあてる。
（決　定）

第６条　スポーツ・文化活動奨励金支給は、第５条による委員会の選考に基づき、教授会の議を経て、学
長がこれを決定する。
（奨励の取止め等）

第７条　在学中に次の各号のいずれかに該当した者は、スポーツ・文化活動奨励金支給の選考対象としない。
⑴　学則により、懲戒処分を受けた者
⑵　その他、スポーツ・文化活動奨励金支給の対象として相応しくないと認められた者

西九州大学スポーツ・文化活動奨励金に関する規程
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２　支給後、前項に該当することが判明した場合、スポーツ・文化活動奨励金の全額又は一部の返還を求
めることができる。（事　務）

第８条　この規程に定める事務は、学生支援課で扱う。
（改　廃）

第９条　この規程の改廃は、学生支援委員会で審議し、教授会の議を経てこれを行う。

附　則（平成 25 年 12 月３日）
　この規程は、平成 25 年 12 月３日から施行する。
附　則（平成 31 年３月４日）
　この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

別表１（第２条、第３条関係）

スポーツ活動実績 金　　　　　額
個　人 団　体

全　国　大　会　１　位 ２００，０００円 ５００，０００円
全　国　大　会　２　位 １００，０００円 ３００，０００円
全　国　大　会　３　位 ７０，０００円 １００，０００円
九　州　大　会　１　位 ４０，０００円 ６０，０００円
九　州　大　会　２　位 ２０，０００円 ４０，０００円
九　州　大　会　３　位 １０，０００円 ３０，０００円
日　本　代　表　選　出 ８０，０００円 １００，０００円
日�本�代�表�候�補�選�出 ３０，０００円 ８０，０００円
※団体は、2人以上とする。

別表２（第２条関係）
スポーツ競技大会の種類
（大会レベルの一例）

文化活動における展覧会等の種類
（展覧会等レベルの一例）

オリンピック・パラリンピック・デフリンピック 日本美術展覧会
世界選手権大会 全国ピアノコンクール
ワールドカップ 二科展
ユニバーシアード大会 全国ロボットコンテスト
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会 日書展
財団法人日本スポーツ協会加盟の中央競技団体が
主催する大会

全国青年弁論大会
その他、文化・芸術等における世界的、全国的又は

日本選手権大会 九州地区において評価が定着している展覧会等
全日本学生選手権大会
日本障害者スポーツ協会が認めた障害者全国大会
※　九州大会は全国大会につながる大会を対象とする。
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本学では、学生としての本分に反する行為に対して、懲戒規定を設けます。
第１章　総則
（目的）
第１条　この規程は､西九州大学学則（以下「学則」という｡）第 40 条第 4項及び西九州大学大学院学則（以
下「大学院学則」という。）第 34 条第 4項に基づき西九州大学学生の懲戒に関し、必要な事項を定める。

（懲戒の種類及び内容）
第２条　学生の懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
⑴　退学　学生としての身分を剥奪すること。文書によって行い、再入学を認めない。
⑵　停学　無期又は有期とし、一定の期間修学を禁止すること。文書によって行い、有期の場合は期間
を示して行う。
ア　無期停学の期間は 6か月以上とし、確定期限を付さず、指導の状況及び生活態度等を勘案しなが
ら解除の時期を決定する。

イ　有期停学の期間は 6か月未満とし、確定期限を付する。
ウ　停学期間には､ 学則第 6条及び大学院学則第 11 条に定める休業日を含める。
エ　停学期間は、在学期間に算入し、修業年限には算入しないものとする。ただし、当該期間が 1か
月を超えない場合には、修業年限に算入するものとする。

⑶　訓告　口頭により注意を与え、将来を戒めること。
（懲戒の対象）
第３条　懲戒の対象となる行為は、次のとおりとする。
⑴　暴力又は脅迫等の迷惑行為
⑵　施設及び設備・備品等の破損行為
⑶　窃盗行為
⑷　破廉恥な犯罪的行為（詐欺、贈収賄、強制わいせつ、強姦、放火、殺人的行為等、社会的に非難さ
れるべき動機による犯罪的行為）

⑸　道路交通法違反による交通に関する事件・事故（以下「交通事件」という。）
⑹　覚せい剤、麻薬、大麻等の取締法に違反する行為
⑺　その他刑法に違反する犯罪行為
⑻　試験不正行為
⑼　非違行為

２　前項各号のいずれかの行為について、直接の行為者ではないが当該行為に関係した者、又は学生とし
てあるまじき行為により本学の名誉を傷つけた者についても、懲戒の対象とする。

（懲戒の基準）
第４条　懲戒処分の種類及び程度は、違反行為の内容、違反の軽重、損害状況及び大学内外に及ぼす影響
並びに刑法上・司法上の裁定等を考慮して判断するが、その基準は次のとおりとする。
⑴　暴力又は脅迫等の迷惑行為
訓告又は 3か月以下の停学とする。ただし、その行為が極めて悪質なものについては、それ以上の

停学又は退学とすることがある。
⑵　施設及び設備・備品等の破損行為
訓告又は 3か月以下の停学とする。ただし、その行為が極めて悪質なものについては、それ以上の

停学又は退学とすることがある。
⑶　窃盗行為
訓告又は 2か月以下の停学とする。ただし、その行為が極めて悪質なものについては、それ以上の

停学又は退学とすることがある。

西九州大学　学生の懲戒に関する規程
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⑷　破廉恥な犯罪的行為
　　2か月以下の停学とする｡ ただし､ その行為が極めて悪質なものについては、それ以上の停学又は
退学とすることがある。

⑸　道路交通法違反による交通事件
交通事件の内容及び軽重により、次のとおり処分を行う。

ア　事件の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故による受傷を原因として被害者が事故後 30 日
以内に死亡した事故を含む。）については、退学又は無期停学とする。

イ　事件の態様が悪質である交通傷害事故については、有期停学又は訓告とするが、1か月以上の有
期停学は、態様が特に悪質で結果が重大な場合に限るものとする。また、情状によりその処分を減
ずることができる。

ウ　単純な道路交通法違反及び事件の態様が悪質でない交通事故については、懲戒の対象とはしない。
ただし、重大な結果を惹起した交通事故については、必要に応じて各学科又は大学院研究科（以下
「学科等」という。）の指導を行う。
エ　その他事件の態様が悪質である交通事故についても、必要に応じて学科等の指導を行う。
オ　本号ウ及びエにおいて、学科等の指導とは、学科等の長による厳重注意等を指す。

⑹　覚せい剤、麻薬、大麻等の取締法に違反する行為
退学又は無期停学とする。

⑺　その他刑法に違反する犯罪行為
当該案件に応じ、処分内容を検討する。

⑻　試験不正行為
ア　本学が実施する試験等における極めて悪質な行為（替え玉受験、試験問題の不正入手等）につい
ては、退学又は停学とする。

イ　本学が実施する試験等における上記以外の不正行為（ノ―ト類や携帯電話等を不正に使用したカ
ンニング等）については、当該学期の受験科目をすべて無効とするとともに停学とする。ただし、
その行為が極めて悪質なものについては、第２条第１項第２号のイにいう停学期間を超える停学、
又は退学とすることがある。

ウ　本学が実施する試験等における極めて悪質な行為の教唆又はほう助行為を行った場合について
は、退学、停学又は訓告とする。

エ　レポート等の盗作や剽窃を行った場合には、停学又は訓告とする。
⑼　非違行為
ア　一気飲み等により飲酒を強制し、重大な事態に至った場合。また、未成年者自らの飲酒又は未成
年者と知りながら飲酒をすすめた場合、その他の非違行為等を行った場合には退学、停学又は訓告
とする。

２　前項各号のいずれかの行為について、直接の行為者ではないが当該行為に関係した者、又は学生とし
てあるまじき行為により本学の名誉を傷つけた者については、当該案件に応じ、処分内容を検討する。

３　第 1項第 5号において、「事件の態様が悪質」とは、道路交通法に違反する次のような行為を指す。
⑴　酒酔い運転　道路交通法第 65 条第 1項の規定に違反する行為のうち、酒に酔った状態で運転する
行為

⑵　麻薬等運転　道路交通法第 66 条の規定に違反して、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び
劇物取締法施行令第 32 条の 2に規定する物の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態
で運転する行為

⑶　共同危険行為等　道路交通法第 68 条の規定に違反する行為
⑷　無免許運転　道路交通法第 64 条の規定に違反する行為
⑸　大型自動車等無資格運転　道路交通法第 117 条の 4第 2号に該当する行為
⑹　仮免許運転違反　道路交通法第 87 条第 2項後段の規定に違反する行為
⑺　酒気帯び運転　道路交通法第 65 条第 1項の規定に違反する行為のうち、身体に道路交通法施行令
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第 44 条の 3で定める程度以上（血液 1ｍ l につき 0.3mg 以上又は呼気 1リットルにつき 0.15mg 以上）
のアルコールを保有する状態で運転する行為

⑻　過労運転等　道路交通法第 66 条の規定に違反して、過労、病気その他の理由により、正常な運転
ができないおそれがある状態で運転する行為

⑼　大幅な速度超過運転　道路交通法第 22 条第 1項の規定に違反する行為のうち、超過速度が高速道
路においては時速 50km以上、それ以外の道路においては時速 30km以上である行為

⑽　救護措置義務違反　道路交通法第 72 条第 1項前段の規定に違反する行為
４　前項における悪質性の判断基準については、法令の改正及び社会的状況の変化に応じ、適宜改正する
ものとする。

（懲戒処分の軽減）
第５条　懲戒処分を受けた学生の反省の程度及び学修意欲等を総合的に判断し、懲戒処分の軽減を行うこ
とがある。

（懲戒の加重）
第６条　懲戒処分を受けた者が、懲戒の対象となる行為を重ねたときは、懲戒を加重することがある。

第２章　懲戒の手続きと執行
（事件・事故報告）
第７条　事件・事故（以下「事件」という。）発生時における対応は、次のとおりとする。
⑴　事件は、学生支援課で一元的に対応する。
⑵　事件が発生した場合、学科等及び大学関係者は、察知した情報を速やかに学生支援課へ通報する。
⑶　学生支援課は、速やかに学生支援部長に通報するとともに、事実関係の把握に努める。また、当該
事件に係わる学生が所属する学科等の長への連絡及び関係諸機関との連絡調整を行い、その結果を遂
次学生支援部長に報告し、同時に学科等へ通知する。

⑷　学生支援部長は、事件に関して適宜学長に報告を行う。
⑸　当該事件に係わる学生が所属する学科等は、通知された事件について、当該学生と連絡をとるとと
もに指導に努める。また、必要に応じて学長への報告、学生支援部長への説明及び学生支援課との連
絡を行うものとする。

（事実関係の調査）
第８条　事件の報告を受けた学長は、必要に応じて事実関係の調査を関係部署に指示する。
２　学外での事実関係の調査は、学生支援課が担当する。また、必要があれば、当該事件に係わる学生が
所属する学科等の教員及び職員は、それを補佐することができる。

３　学内での学科等による事実関係の調査は、原則として当該事件に係わる学生からの事情聴取によるも
のとする。ただし、当該学生が事情聴取に応じない場合は、学科等の長はその旨を学長に報告するとと
もに、学生支援部長に説明するものとする。
また、心身の故障、身柄の拘束、長期旅行その他の事由により、当該学生に事情聴取をすることがで

きない場合は、事情聴取が可能になるまでの間、学科等は調査及びその報告等を留保するものとする。
４　前２項で調査した結果について、学生支援課又は学科等は速やかに学生支援部長に報告しなければな
らない。また、学生支援部長はその内容について、適宜学長に報告を行うものとする。

（学生支援委員会による調査及び審査）
第９条　学長は、学生支援部長から報告のあった事件の中に、懲戒について検討すべき事案が含まれてい
ると認めた場合、学生支援部長に対し当該事件に係わる学生への懲戒の要否、懲戒の種類及び程度等に
ついて、学生支援委員会での審査を求めるものとする。

２　学長から指示を受けた学生支援部長は、速やかに学生支援委員会内に調査小委員会を設置し、その構
成員を指名するとともに、会を召集する。

３　調査小委員会の構成員は、加害者又は被害者と関係が無いか、その恐れの無いように選任し、かつ、
被害者及びその関係者と接触を禁ずる。
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４　調査小委員会は､ 学生支援課及び学科等による事実関係の調査及び調査報告について、必要に応じて
説明又は追調査を求めることができる。

５　学生支援部長は、調査小委員会の報告に基づき、当該事件に係わる学生への懲戒の要否、懲戒の種類
及び程度等について学生支援委員会で審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。

６　学生支援委員会は、事実認定と懲戒の種類及び程度等について、教授会（大学院研究科にあっては研
究科委員会。以下同じ。）に上申する。

７　懲戒対象の学生は、学長に対し調査委員会による調査結果の開示を求めることができる。
（審査結果の通知）
第 10 条　学長は、学生支援委員会から報告のあった審査の結果を、当該学生が所属する学科等の長に通
知する。

（教授会による審議）
第 11 条　教授会は、学生支援委員会から上申された内容を審議し、教授会議長（以下「議長」という。）
は審議結果を速やかに学長に上申する。

２　議長は、教授会での審議に際し、懲戒の対象とされる学生、又はその代理人に対して、口頭又は文書
による意見陳述の機会を与えることができる。

（懲戒の決定）
第 12 条　学長は、教授会からの上申をもとに、学部長会議において懲戒処分を決定する。
（懲戒処分の告知及び執行）
第 13 条　当該学生が所属する学科等の長は、学長名による文書又は口頭によって、当該学生及び保証人
に対し懲戒処分の告知を行い、その内容を学内外に公示する。なお、公示に際しては、学生の氏名、学
籍番号等、本人を特定できる情報は明らかにしないものとし、学外への公示は停学以上とする。ただし、
学長が必要と認めた場合は、この限りではない。

（懲戒処分に関する文書）
第 14 条　懲戒処分に関する文書については、別に定める。
（懲戒の記録）
第 15 条　退学および停学の懲戒を受けた者については、学籍簿にその旨を記録する。
（懲戒に関する記録の保存及び開示）
第 16 条　懲戒原因たる事実並びに決定された処分の内容及び理由を記載した文書は、学生支援課で保存
する。なお、文書管理の責任者は学生支援課長とする。

２　学長は、被処分者から請求があった場合には、当該文書を開示しなければならない。
（懲戒処分の軽減及び無期停学の解除）
第 17 条　懲戒処分の軽減及び無期停学の解除は、次のとおりとする。
⑴　当該学生が所属する学科等の長は、懲戒処分又は無期停学を受けた学生について、その反省の程度
及び学修意欲等を総合的に判断し、その処分の軽減又は解除が適当であると考えられる時は、学生支
援委員会にその処分の軽減又は解除について上申することができる。

⑵　学生支援部長は、前号で上申された内容について学生支援委員会で審査し、その審査結果を教授会
に上申する。

⑶　議長は、前号の上申に基づき教授会で審議し、懲戒処分の軽減又は解除が適当との結論に達した時
は、その旨学長に上申する。

２　懲戒処分の軽減及び無期停学の解除の決定は、学長が行う。
３　無期停学は、原則として 6か月を経過した後でなければ、解除することはできない。
４　懲戒処分の軽減及び無期停学の解除の告知は、当該学生及び保証人に対して、当該学生が所属する学
科等の長が学長名による文書によって行う。

第３章　学生に対する教育と指導
（学生に対する周知）
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第 18 条　学長は、懲戒対象行為並びに懲戒処分の種類及び程度について、文書掲示及び学生便覧等への
記載等により学生に周知しなければならない。

２　学生は、本規程第 4条第 3項各号に該当する態様が悪質な交通事件を起こした場合は、遅滞無く学生
支援課に届けなければならない。また、届け出を受けた学生支援課は遅滞なく当該学生が所属する学科
等に届けなければならない。なお、この届出義務に関しては、文書掲示及び学生便覧等への記載等によ
り、学生に周知されなければならない。

（学生に対する教育及び指導）
第 19 条　事件後及び処分後において、当該学生に反省を促し、かつ、学修意欲を維持させるための指導は、
当該学生が所属する学科等が担当するものとする。

２　当該学生の専門的ケアについては、所属する学科等のほか、学生相談室、保健室等、大学も十分な協
力を行うとともに、必要な場合は外部専門機関の協力をあおぐこととする。

（履修への配慮）
第 20 条　停学期間中の定期試験又は履修手続期間については、停学の懲戒処分申し渡しの期日によって、
学生の受ける不利益や不平等が無いようにしなければならない。また、停学期間中の学籍異動願は一切
受け付けない。

第 4章　雑　則
（補足及び規程の改廃）
第 21 条　この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、学長が定める。
２　この規程の改廃は、教授会及び学部長会議の議を経なければならない。
　
附　則（平成 25 年 12 月 3 日）

１　この規程は、4か月間の学生への周知期間後、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
２　懲戒対象学生が研究科学生の場合は、上記条文中「教授会」を「研究科委員会」と読み替える。

附　則（平成 27 年２月 25 日）
この規程は平成 27 年４月１日から施行する。

－ 275 －

学
生
表
彰

学
生
表
彰

・

懲

戒



－ 276 －



奨学金制度

奨学金制度��������������������������������� 278
日本学生支援機構奨学金������������������������� 278
第一種奨学金���������������������������� 278
第二種奨学金���������������������������� 278

永原学園奨学金����������������������������� 280
永原学園奨学金に係わる西九州大学支給細則�������������� 282
各種団体奨学金��������������������������� 283

－ 277 －

奨

学

金



－ 278 －

奨学金制度

奨学金制度とは、大学での修学や生活において経済的に困難な学生に対して、奨学金が貸与又は給付さ
れる制度のことです。
奨学金の種類、申込条件、返還の有無などをよく確認した上で応募してください。

１．日本学生支援機構奨学金（以下「機構」と呼ぶ）
日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法に基づいて平成 16�年４月に設立された学
資の貸与をはじめとした修学支援事業を担う公益法人です。
本奨学金は、無利子で定額型の「第一種」奨学金と有利子で選択額型の「第二種」奨学金があり、

いずれも経済的理由により修学が困難である優れた学生に対して貸与されます。また、給付型奨学金
（平成 29 年度より施行）については、大学入学前に全て決定しており、入学後はありません。
⑴　第一種奨学金
①　学力基準
１年次　　　高等学校の成績平均が 3.5�以上の者

　　　　　　　　　高等学校卒業程度認定試験合格者で上記に準ずる者
２年次以上　本人の属する学科の成績が上位３分の１以内の者（Ａ取得率上位の者）

②　家計基準
主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支えている者）の１年間の所得金額が、機構

の定める収入基準額を下回ること。
③　貸与月額（無利子　下記のいずれかの額を選択する。途中で月額の変更が可能）
自宅通学　2万、3万、4万、5.4 万
自宅外通学　2万、3万、4万、5万、6.4 万

⑵　第二種奨学金
①　学力基準
１年次　　　高等学校の成績が平均（ほぼ 3.0）以上の者

特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められる者
大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込があると認められる者
高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記に準ずると認められる者

２年次以上　本人の属する学科の成績が平均水準以上の者（Ａ取得率上位の者）
②　家計基準
主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支えている者）の１年間の所得金額が、機構

の定める収入基準額を下回ること。
③　貸与月額（有利子　下記のいずれかの額を選択する。途中で月額の変更が可能）
2万円～ 12 万円の範囲内で 1万円きざみ

⑶　入学時特別増額貸与奨学金
新入学生において、第一種奨学金については入学年月又は機構が定めた年月、第二種奨学金につい

ては入学年月を始期として奨学金の貸与を受ける者に対し、希望（別途手続必要）により初回だけ基
本金額に増額して貸与するものです。
申し込みの際に学生支援課へ相談してください。

☆詳しい情報については、以下日本学生支援機構HPを参照ください。
なお、サイトでは「奨学金貸与・返還シミュレーション」が行えます。ぜひ活用ください。
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⑷　出願及び募集期間
　申込手続きは、インターネットを利用しての方法（スカラネット）が基本となります。
４月上旬の募集説明会に出席して「確認書」用紙、「スカラネット入力用紙」が配布されるので、

それに従って必要書類を整え手続きを行ってください。
⑸　奨学金の採否
手続き完了者の中から、学力、家計、人物、健康など総合的に判断し、推薦・選考をします。推薦・

選考結果は、当該学部教授会の議を経て機構へ提出され、最終的な採否を決定します。
奨学生決定の通知は、７月上旬以降に学生支援課掲示板で知らせています。
なお、奨学金の貸与始期は、第一種・第二種ともに、全学年４月～９月の間で希望する月となって

います。
⑹　緊急採用（第一種奨学金）、応急採用（第二種奨学金）について
機構の特別な奨学金制度です。
家計が急変した者で学長が認定し、その事由が発生した月から 12�月以内である場合、緊急・応急

採用の対象として推薦・選考することができます。
主たる家計者の失職や著しい収入の減少などに限定されますが、定期採用とは異なり、随時受け付

けます。
該当する場合は、早急に学生支援課へ相談してください。

⑺　予約進学者（予約採用奨学生）について
予約採用とは、高等学校の３年次に採用候補者として登録された者が、大学進学と同時に奨学生と

して採用される奨学金制度のことです。
予約進学者は、入学後大学が指定する日に「採用候補者決定通知」を学生支援課に呈示してください。
なお、予約採用候補者は、高校在学時に決定しているので、大学側では一切把握をすることができ

ません。万が一、期限までに進学届等の手続きがされなかった場合、採用が取り消しとなり、奨学金
の受給ができなくなりますので、忘れずに手続きを行ってください。

⑻　在学猶予と在学届について
機構奨学金は、「在学届」の提出によって学生の身分であることを証明されれば、卒業時までの奨

学金返還が無利息で猶予されます。
高等学校・短期大学等の在学中に機構奨学金を受けていた者及び大学在学途中で奨学金を辞退した

者は、速やかに「在学届」を学生支援課へ提出してください。その際は、在学証明書の手続きも同時
に行ってください。
万が一、「在学届」の提出が遅れると、返還金の督促が開始されます。
なお、予約採用者は、「進学届」の手続きを行うことによって返還が猶予されるため、「在学届」の

提出の必要はありません。
⑼　奨学生の異動について

奨学生は、交付の中止や休止（退学・休学・辞退等）、再開、延長、その他取り扱いの変更（自
宅・自宅外通学・改氏名・振込口座・貸与月額）がある場合は、所定様式を学生支援課で受け取り、
速やかに届け出てください。

⑽　奨学金の返還について
機構奨学金は貸与であり、奨学生は返還の義務があります。採用決定時には、「奨学生証」及び「奨

学生のしおり」とともに、「返還誓約書」を配布します。必要書類を添付のうえ、学生支援課窓口へ
提出してください。貸与終了時には、日本学生支援機構奨学金規程に従って「貸与奨学金返還確認票」
等が送付されますので、内容確認後、リレー口座を届け出てください。
なお、平成 21�年度以前採用者に係る手続きについては従前どおりです。
機構奨学金は、先輩からの返還金を直ちに後輩の奨学金として貸与する仕組みになっています。返

還が円滑に行われないと、次の貸与に大きな支障が生じることになります。
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借りすぎなどから起こる延滞が決してないように、ひとりひとりが自覚を持って奨学生生活を送っ
てください。

⑾　ホームページについて
「独立行政法人日本学生支援機構」の概要については、下記のホームページで最新情報が詳しく紹
介されています。奨学生若しくはこれから奨学金を申し込みたい人は、必ず確認しておいてください。
日本学生支援機構ホームページアドレス
トップページ　http://www.jasso.go.jp/
日本学生支援機構に関するよくあるご質問（ＦＡＱ）　http://www.jasso.go.jp/faq/index.html

２．永原学園奨学金
学校法人永原学園では、永原学園奨学金支給規程に基づき西九州大学、西九州大学短期大学部及び西

九州大学佐賀調理製菓専門学校に在学する者のうち、学業、人物ともに優秀であり、かつ、経済的理由
により修学に支障のある者を選考して奨学金を支給しています。

《永原学園奨学金支給規程》
（目的）
第１条　この規程は、西九州大学、西九州大学短期大学部及び西九州大学佐賀調理製菓専門学校（以下「各
大学、学校」という。）に在学又は在校する者のうち、第３条の規定に該当する者に対し、奨学金を支
給して修学を奨励することを目的とする。

（奨学金の種類）
第２条　奨学金の種類は、特別奨学金、一般奨学金及び外国人留学生奨学金とする。
（支給対象者）
第３条　奨学金の支給対象となる学生、生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　各大学、学校に在学又は在校する者のうち、学業・人物ともに優秀である者、及び経済的理由によ
り修学に支障のある者

⑵　短期大学部に在学する者のうち、他の学生の模範となる特技を有する者
⑶　西九州大学又は短期大学部に在学する外国人留学生のうち、経済的理由により特に修学困難な者

２　前項各号に関する具体的基準については、各大学、学校において別に定める。
（支給期間）
第４条　特別奨学金の支給期間は、原則として各大学、学校における正規の修業年限の期間とする。
２　一般奨学金及び外国人留学生奨学金の支給期間は、原則として４月から翌年３月までの１年間とする。
ただし、更新することができる。

（支給額等）
第５条　特別奨学金の額は、その支給を受ける者が在学又は在校する各大学、学校で当該年度に納入しな
ければならない授業料の額の範囲内の額とする。

２　一般奨学金及び外国人留学生奨学金の額は、その支給を受ける者が在学又は在校する各大学、学校で
当該年度に納入しなければならない授業料の額の２分の１の範囲内の額とする。

３　前２項の奨学金は、前年度前期及び後期の２回に分けて支給する。
（出願）
第６条　奨学金の支給を受けようとする者は、各大学、学校でそれぞれ別に定めるところにより、必要な
書類を学長又は校長（以下「学長等」という。）に提出しなければならない。

（支給決定）
第７条　前条の規定による出願を受けた学長等は、速やかに当該学部教授会（大学院においては大学院委
員会、西九州大学佐賀調理製菓専門学校においてはこれに準ずる会議をいう。以下（教授会等）という。）
の議を経て、支給を適当と認められる者を理事長に推薦する。

　理事長は、前項の推薦に基づき、学長等と協議して、支給を受ける者を決定する。
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（支給停止）
第８条　奨学金の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を停止する。
⑴　学則に違反する行為があったとき。
⑵　休学又は退学したとき。
⑶　長期欠席又は素行が好ましくないとき。
⑷　本人から辞退の申出があったとき。
⑸　その他各大学、学校において、別に定める事項に該当するとき。

２　奨学金の支給を受けている者が、前項各号のいずれかに該当するときは、学長等は速やかに当該学部
教授会等の議を経て、奨学金の支給停止を決定する。

３　前項の支給停止を決定したときは、学長等は速やかに理事長に報告する。
（返還）
第９条　前条の規定により奨学金の支給を停止したときは、その者に対する奨学金の既支給額のうち、そ
の該当することとなった月以後の分は、月割計算により算定した額を返還させる。

２　前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合には、前項に該当することとなった月前
に遡って返還させることがある。

（補則）
第 10 条　この規程に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、各大学、学校において別に
定める。

　　　附　則
この規程は、昭和 53 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 12 年３月 18 日）
この規程は、平成 12 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 14 年８月 24 日）
この規程は、平成 14 年８月 24 日から施行し、平成 14 年４月１日から適用する。
　　　附　則
この規程は、平成 16 年９月１日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年 11 月 21 日）
　　　附　則（平成 20 年２月 25 日）
この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。

　西九州大学では、この規程に基づき西九州大学支給細則を定めて、一般奨学金支給対象者を当該学部教
授会で選考しています。

一般奨学金支給条件
①　本学学部に１年以上在籍するもので、申請年度の前年度のＧＰＡが 2.7�以上の者。
②　一般奨学金の額は、当該年度の授業料の額の２分の１の範囲内とします。
③　一般奨学金の支給期間は、原則として４月から翌年３月までの１年間とします。ただし更新するこ
とができます。

④　一般奨学金支給対象者数は、毎年、別に定めます。
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　《永原学園奨学金に係わる西九州大学支給細則》
平成１４年１１月 ２５日制定

（趣旨）
第１条　この細則は、永原学園奨学金支給規程第３条第２項、第６条、第８条第１項第５号及び第 10 条
の規定に基づき、西九州大学（以下「本学」という。）における奨学金の支給に関し必要な事項を定める。

（支給対象者の具体的基準）
第２条　特別奨学金の支給を適当と認められる対象者（以下「特別奨学金支給対象者」という。）は、次
の各号のすべてに該当する者の中から教授会で選考する。
⑴　本学への入学年度の前年度末に高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者で、かつ、その者の在
籍する学校長が、特別奨学金支給対象者として推薦した者

⑵　一般入学試験Ⅰ期の成績が科目平均 80 点以上で、かつ、各学科の入学定員の 10 パーセント以内の
成績を修めた者

⑶　特別奨学金支給対象者に決定された場合、必ず入学する者
２　特別奨学金支給対象者は、原則として各学科１名とする。ただし、一つの学科に該当者がいない場合
は、他の学科を２名とすることができる。

第３条　学部の一般奨学金の支給を適当と認められる対象者（以下「一般奨学金支給対象者」という。）は、
次の各号の一つに該当する者の中から教授会で選考する。
⑴　一般Ⅰ期試験による入学者のうち、特に優秀であると入試広報委員会が認めた者。
　ただし、支給者は原則として各学科２名とする。
⑵　学部に 1年以上在籍する者で申請年度の前年度のグレード・ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）が 2.7
以上の者

⑶　学科が定めた試験による入学者のうち、特に優秀であると入試広報委員会が認めた者。
２　経済的事由については、在留資格認定証明書交付申請書の滞在費の支弁方法等を参考とし、前項の選
考にあたり総合的に考慮する。

３　学部の一般奨学金支給対象者数は、原則として毎年度毎に定め、各学科、各学年の対象者人数につい
ては、それぞれの在籍者数を考慮して配分するものとする。

第４条　外国人留学生奨学金の支給を適当と認められる対象者（以下「外国人奨学金支給対象者」という。）
は、経済的事由により、特に修学困難な者若干名を教授会で選考する。

２　経済的事由については、在留資格認定証明書交付申請書の滞在費の支弁方法等を参考とし、前項の選
考にあたり総合的に考慮する。

第５条　大学院の一般奨学金の支給を適当と認められる対象者数は、原則として１名とし、研究科委員会
で入学試験の成績、本学での履修科目の成績及び経済的事由を総合的に考慮して選考する。

２　経済的事由については、日本学生支援機構収入基準額の算定方法を用いて行うものとする。
（出願資格）
第６条　特別奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
⑴　特別奨学金申請書
⑵　学校長の特別奨学生推薦書

２　一般奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
⑴　一般奨学金申請書
⑵　学業成績証明書（大学院１年次生の場合不要）
⑶　誓約書
⑷　世帯調書
⑸　保護者の所得証明書（大学院生の場合、本人の所得証明書）
⑹　家計記入書

奨

学

金



（支給停止）
第７条　特別奨学金の支給を受けている者が、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、その次年度
の支給を停止する。
⑴　各学年度末において、その年度までに開講された卒業に係わる単位の修得率が 80 パーセント未満
である場合

⑵　卒業に係わる科目の学業成績のＡ評価単位が 60 パーセント未満である場合

　附　則
１　この細則は、平成 15 年４月１日から施行する。
２　特別奨学生の要項及び採択基準（内規）については廃止する。
３　特別奨学金支給対象者の選考は、第２条の規定にかかわらず、平成 16 年４月１日以後は行わない。
　附　則（平成１５年５月１５日）
この細則は、平成１５年５月１５日から施行する。
　附　則（平成１７年３月７日）
この細則は、平成１７年４月１日から施行する。
　附　則（平成２１年２月２６日）
この細則は、平成２１年４月１日から施行する。
　附　則（平成２３年２月１０日）
１．この細則は、平成２３年４月１日から施行する。
２．第３条第１項第１号及び第３号の規定は、平成 23 年度入学試験から適用する。
　附　則（平成２５年７月１８日）
この細則は、平成２５年７月１８日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。
　附　則（平成２８年７月２１日）
この規程は、平成２８年７月２１日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。

３．各種団体奨学金
学生支援課が掲示等を行う各種団体の奨学金は学生支援課に文書依頼や奨学生募集通知が届いたもの

に限ります。募集については、募集要項が送付され次第、掲示します。
各種団体等による奨学金で、本学学生が受けている主なものは、次のとおりです。

●各地方自治体（都道府県、市町村の制度）による奨学金
　ただし、制度の有無は出身地県庁、市役所、役場等で確認してください。
●佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金
●あしなが育英会、交通遺児育英会
●その他、本学に照会があったもの
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はじめに

希望に胸を膨らませて入学した皆さんは、４年先の進路（就職・進学）についてはまだ先のことだとし
て漠然と考えている人も少なくはないことでしょう。
大学は、本来学問の場であり、また人間形成の場でもあります。就職だけを目的としたところではあり

ませんが、卒業と同時に社会人になることを考えると就職のことを避けて通ることはできません。
就職は、自己の確立と実現、経済的な自立、社会的な貢献、家庭づくりの基盤となることなど重要な意

義があります。皆さんが希望する職に就くためには長期的、かつ計画的な準備が必要になります。今から
目標を持って、有意義な大学生活となることを目指してください。皆さんの希望は必ず達成できると期待
しています。
大学には、皆さんの就職や学生生活（他課・学科に属するものを除く）をバックアップする学生支援課

が設置されています。学生支援課では、皆さんの就職活動を支援するため、情報収集、職場開拓、就職相
談等を行うとともに、就職活動を進めるためのガイダンスや講座等を実施しています。
就職相談（資料）室にも気軽にお立ち寄りください。

１　学生支援課の支援事業
◆就職相談
　就職活動の進め方、履歴書の添削、模擬面接など、就職活動に関するあらゆる相談を受け付けます。

◆二者面談
　希望する業種や職種について個人面談を行い、一人ひとりの就職支援に役立てます。

◆就職説明会
　学内企業説明会の開催や、学外の合同就職説明会へのバスツアーなどを実施します。

◆就職ガイダンス・講座
　自己分析や企業・業界研究、就活マナー、就活スケジュール等に関するガイダンス・講座を行います。

◆各種講座
　公務員試験対策、パソコン関連の資格、ＳＰＩ・筆記試験対策、面接対策などの講座を企画してい
ます。（有料）

◆履歴書の配布
　本学オリジナルの履歴書、応募書類送付用の封筒を無料配布しています。

２　学生ポータルサイトの活用
　　学生ポータルサイトには、就職に関して下記のような機能があります。
　◆求人票の閲覧
　◆企業情報の閲覧
　◆受験報告書の閲覧
　◆就職活動に関する様式のダウンロード
　◆就職説明会・セミナー・ガイダンス等の参加登録
　　※詳しくは３年時の就職ガイダンスで説明があります。
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３　就職ガイダンス・講座等一覧（平成30年度実績）

実施
時期 内　　　　　容 対象学部 ･学年

健康栄養 健康福祉 リハビリテーション 子ども

前
　
期

前年度の就職活動の状況 4年 　 　 　
就職情報サイト使用説明会 3年 3年 4年 3年
エントリーシート作成支援講座 　 　 4年 　
小論文・作文作成支援講座 4年 　 4年 　
就活マナー習得支援講座 　 　 4年 　
面接対策講座 　 　 　 　
公務員試験対策講座（有料） 全学年 全学年 全学年 全学年
ＣＳ技能評価検定 3級対策講座（有料） 全学年 全学年 全学年 全学年

後
　
　
期

自己分析支援講座 3年 3年 　 3年
業界研究・企業研究講座 3年 3年 　 3年
エントリーシート作成支援講座 3年 3年 　
小論文・作文作成支援講座 3年 3年 　
就活マナー習得支援講座 3年 3年 　 3年
面接対策講座 3年 3年 　 3年
メディカルスタッフ職　ストレス耐性講座 　 　 　 2年
メディカルスタッフ職　文章力養成講座 3年 2年 2・3年 2年
メディカルスタッフ職　ロジカルシンキング講座 　 2年 2・3年 2年
メディカルスタッフ職　タイムマネジメント講座 3 年 2 年 2・3 年 2 年
メディカルスタッフ職　リスニング能力向上講座 3 年 2 年 2・3 年 2 年
メディカルスタッフ職　トーキング能力向上講座 3 年 2 年 2・3 年 2 年
メディカルスタッフ職　スタートアップオリエンテーション 3 年 3・4 年 　 3年
メディカルスタッフ職　マナー講座 3年 3・4年 　 3年
メディカルスタッフ職　履歴書・小論文対策講座 3 年 3・4 年 　 3年
メディカルスタッフ職　面接対策講座 3年 3・4年 　 3年
服装身だしなみ講座 3年 2・3年 　 3年
コミュニケーション講座 　 2・3年 　 　
公務員試験ガイダンス 全学年 　 　 　
職業理解講話（公務員） 　 2・3年 　 　
職業理解講話（医療機関） 　 2・3年 　 　
職業理解講話（教育） 　 2・3年 　 　
職業理解講話（一般企業） 　 2・3年 　 　

－ 287 －

就
職
へ
の

取

組

み



－ 288 －

４　就職斡旋要項
１．本学は職業安定法第33条の２に基づいて本学学生及び卒業生の就職斡旋を行う。本学の紹介（公募・
非公募）によって就職を希望する者は、所定の手続きにより登録しなければならない。従って登録を
しない者に対しては、就職の斡旋並びに推薦をしない。

２．推薦を受けた者は、求人元以外の選考試験を重複して受験することはできない。ただし、斡旋を受
けた者は１箇所まで重複して選考試験を受験することができる。

３．推薦を受けた者は、求人元の選考試験を必ず受験しなければならない。もし正当な理由で受験でき
ないときは、必ず事前にその旨を学生支援課及び求人元に届け出なければならない。

４．斡旋もしくは推薦を受けた者は、選考試験通知、採否通知、受験の模様を直ちに学生支援課に連絡
するものとする。採用内定・決定通知の場合も同様である。

５．就職に関する伝達は、すべて学生支援課及び各学科所定の掲示板に掲示するとともに、学生ポータ
ルサイトを用いて行うものとする。

６．被推薦者の選考は各学科及びその担当者がこれを行う。
７．就職希望者はこの事項並びに就職についての注意事項をよく守らなければならない。就職に関して
好ましからぬ行為があった者、注意事項を守らなかった者は就職斡旋を取消すことがある。

附　則
この要項は、平成 14 年５月 16 日から適用する
附　則（平成 24 年５月 17 日）

この要項は、平成 24 年５月 17 日から施行し、平成 24 年４月１日から適用する。
附　則（平成 25 年 12 月 11 日）

この要項は、平成 26 年４月１日から施行する。
　附　則
この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。
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第１章　総則
（目的）
第１条　西九州大学（以下「本学」という）は、広く知識を授け人間性の高揚を図るとともに、深く生
活の基本となる専門の学術を教授研究して、高度の専門知識と応用技術を開発し、社会に貢献しわが
国文化の向上と人類の福祉に寄与する人物を育成することを目的とする。

（名称及び所在地）
第１条の２　本学は西九州大学と称する。
２　本学は、次の所在地に設置する。
　　西九州大学
　　　　佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490 番地９
　　西九州大学健康栄養学部
　　　　佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490 番地９
　　西九州大学健康福祉学部
　　　　佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490 番地９
　　西九州大学リハビリテーション学部
　　　　佐賀県神埼市神埼町尾崎 4490 番地９
　　西九州大学子ども学部
　　　　佐賀県佐賀市神園三丁目 18 番 15 号
　　西九州大学看護学部
　　　　佐賀県小城市小城町 176 番地 27
（点検及び評価等）
第２条　本学は、本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を達成するため、
本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

２　前項の点検及び評価の結果について、本学の教職員以外の者による検証を行うよう努めるものとす
る。

３　自己点検・評価の項目、結果の活用及び検証並びに体制については、別に定める。
（情報の提供）
第２条の２　本学は、本学の教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図るこ
とができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。

第２章　組織・学生定員
（学部、学科及び学生定員）
第３条　本学に健康栄養学部、健康福祉学部、リハビリテーション学部、子ども学部及び看護学部を置く。
２　健康栄養学部に健康栄養学科を置く。
３　健康福祉学部に社会福祉学科及びスポーツ健康福祉学科を置き、社会福祉学科に介護福祉コースを
設け、介護福祉コースに関し必要な事項は、この学則に定めるもののほか、別に定める。

４　リハビリテーション学部にリハビリテーション学科を置き、同学科に理学療法学専攻及び作業療法
学専攻を置く。

５　子ども学部に子ども学科及び心理カウンセリング学科を置く。
６　看護学部に看護学科を置く。
７　第１項から前項までの学部に置く学科、専攻の入学定員、編入学定員及び収容定員は、次のとおり
とする。

西九州大学学則



（学部の目的）　
第３条の２　健康栄養学部は、医療人としての倫理観と、「優しさ」と「思いやる心」を持った人間性と、
主体的に考える力を備え、すべての人を対象に、栄養・食生活を通して生活の質の向上や豊かな生活の
構築に貢献できる人物を育成することを目的とする。

２　健康福祉学部は、人間の健康や福祉に関する諸科学を総合的に教育研究し、人類福祉と健康に寄与す
る人間性豊かな人物を育成することを目的とする。

３　リハビリテーション学部は、保健医療福祉におけるリハビリテーションの総合的な教育の充実と研究、
実践の発展に寄与することを目標とし、深く人を理解し、高度な専門知識と技術を持って、チームの一
員として地域住民や社会の多様なニーズに応えて、広く社会に貢献できる理学療法士、作業療法士を育
成することを目的とする。

４　子ども学部は、子どもと子育てに関する専門的知識と技術の習得を基礎に、豊かな人間性と実践力を
もって、子どもの心身の成長と幸福に寄与する人材を育成することを目的とする。

５　看護学部は、看護学を基盤として保健・医療・福祉・教育などの生活支援専門職と連携・協働し、看
護学の発展に寄与することのできる人材を育成することを目的とする。

（学科の目的）
第３条の３　健康栄養学部の学科の目的は、次に掲げるとおりとする。
　　健康栄養学科は、健康と栄養を科学的に思考し、栄養科学の実践的技能を身につけ、対象者や対象集
団に合わせた栄養ケア活動を展開できる専門職を育成する。

２　健康福祉学部の学科の目的は、次に掲げるとおりとする。
　　社会福祉学科は、地域社会においてすべての人が、その人らしく豊かに生活できる社会の実現にむけ
て、社会および生活に関する諸科学を総合的に教育研究し、人間性豊かな社会福祉の専門職を養成する。

　　スポーツ健康福祉学科は、ユニバーサル社会の理解と福祉の心を基盤に、身体運動を通じた生活支援
ができる専門的な知識技術と応用的能力を備えた社会人を育成する。

３　リハビリテーション学部の学科の目的は、次に掲げるとおりとする。
　　リハビリテーション学科は、障害の予防と治療を目的とした理学療法、作業療法の基礎及び臨床応用
の教育研究、また、地域特性を考慮した地域リハビリテーション重視の教育研究を行うことを目的とする。

４　子ども学部の学科の目的は、次に掲げるとおりとする。
　　子ども学科は、子どもに関する学際的総合的な研究の体系化と、それを基礎とした応用的かつ実践的な

学部 学科 専攻 入学定員 ３年次編入学定員 収容定員

健康栄養学部 健康栄養学科 120 名 480 名

健康福祉学部

社会福祉学科 80 名 10 名 340 名

スポーツ健康福祉学科 50 名 200 名

計 130 名 10 名 540 名

リハビリテーション学部
リハビリテーション学科

理学療法学専攻 40 名 160 名

作業療法学専攻 40 名 160 名

計 80 名 320 名

子ども学部

子ども学科 80 名 10 名 340 名

心理カウンセリング学科 40 名 160 名

計 120 名 10 名 500 名

看護学部 看護学科 90 名 360 名

合計 540 名 20 名 2,200 名
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教育を行い、子どもへの科学的な理解と愛情を基礎に、豊かな人間性と高度な知識技能をもって、子ども
の健全な発達を支援する教育・保育の専門職業人及び広範な領域で活躍する人材の育成を目的とする。

　　心理カウンセリング学科は、人間への深い愛情と心の理解に基づき、子どもと彼らを取り巻く人々へ
の臨床心理学的支援が行える専門職業人及び地域社会に貢献できる人材の育成を目的とする。

５　看護学部の学科の目的は、次に掲げるとおりとする。
　　看護学科は、人に対する思いやりを持ち、対象とする人々が、その人らしく地域で生きることを支え
るために必要な倫理観、科学的根拠に裏付けされた専門知識と判断力を身につけ、関連職種と連携しな
がら看護実践ができる看護専門職を育成することを目的とする。

（大学院）
第３条の４　本学に、大学院を置く。
２　大学院の学則は、別に定める。

第３章　修業年限・学年・学期及び休業日
（修業年限及び在学年限）
第４条　本学の修業年限は、４年とする。ただし、第 15 条第２項の規定による場合は、３年以上４年未
満とする。

　　なお、在学年限は、８年を超えることはできない。
２　前項の規定にかかわらず、編入学により入学した者の本学の修業年限は、２年とする。
　　なお、在学年限は、４年を超えることはできない。
３　第１項の規定にかかわらず、転入学又は再入学により入学した者の本学の修業年限は、その学生が所
属する学部教授会（以下「教授会」という。）の議を経て、学長が定める。

　　なお、在学年限は、修業年限の２倍の年数を超えることはできない。
（学年及び学期）
第５条　学年は４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。
２　学年を分けて、次の２学期とする。
　　前学期　４月１日から９月 30 日まで
　　後学期　10 月１日から翌年３月 31 日まで
（休業日）
第６条　休業日は、次の各号のとおりとする。
　⑴　日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 178 号）に規定する休日
　⑵　春季休業日　　　　　　　３月 26 日から３月 31 日まで
　⑶　夏季休業日　　　　　　　８月１日から９月 30 日まで
　⑷　冬季休業日　　　　　　　12 月 28 日から１月４日まで
２　前項の規定にかかわらず教育上必要がある場合は、学部長会議の議を経て、学長が休業日を変更し又
は臨時休業を定めることができる。

３　休業中でも必要に応じて講義、見学、実技、実験又は演習及びガイダンス等を課すことがある。

第４章　授業科目・履修方法及び単位認定
（授業科目）
第７条　授業科目は、共通教育科目、専門教育科目及び免許・資格等に係わる教育科目に分ける。
２　卒業に係わる授業科目及び単位数は、別表１から別表８までのとおりとする。
３　免許・資格等に係わる授業科目及び単位数は、別表９から別表 17 までのとおりとする。
（授業期間）
第７条の２　各授業科目の授業は、15 週にわたる期間を単位として行うことを原則とする。
２　前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究・演習、演習、実験、実習及び実技等の授業科目につ
いては、これらに必要な学修等を考慮して、授業期間を定めることができる。



（単位の基準）
第８条　１単位の授業科目は、45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業
の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位
数を計算するものとする。

⑴　講義については、15 時間の授業をもって１単位とする。ただし、授業の方法に応じ、30 時間の授業
をもって１単位とすることができる。

⑵　演習については、30 時間の授業をもって１単位とする。ただし、授業の方法に応じ、15 時間の授業
をもって１単位とすることができる。

⑶　実験・実習及び実技については、45 時間の授業をもって１単位とする。ただし、授業の方法に応じ、
30 時間の授業をもって１単位とすることができる。

⑷　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
については、その組み合わせに応じ、第１号、２号及び前号に規定する基準を考慮して本学が定める時
間の授業をもって１単位とすることができる。

２　前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、演習等の授業科目については、これらに必要な学修
等を考慮して、別に単位数を定めることができる。

（履修方法）
第９条　健康栄養学部の学生は、次の表に掲げる授業科目を履修しなければならない。

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

学科
専門
科目

健康栄養学科 20 単位以上 2単位 2単位 2単位 98単位
以上

124 単位
以上

２　健康福祉学部の学生は、それぞれ次の表に掲げる授業科目を履修しなければならない。

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

学科
専門
科目

社会福祉学科 2単位
以上 10 単位以上 2単位

以上
6単位
以上 2単位 2単位 4単位 96単位

以上
124 単位
以上

スポーツ
健康福祉学科 20 単位以上 2単位 2単位 4単位 96単位

以上
124 単位
以上

３　リハビリテーション学部の学生は、それぞれ次の表に掲げる授業科目を履修しなければならない。

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

専門
基礎
科目

専門
科目

リハビリ
テーション
学科

理学療法学
専攻 22 単位以上 2単位 40単位

以上
65単位
以上

129 単位
以上

作業療法学
専攻 22 単位以上 2単位 42単位

以上
63単位
以上

129 単位
以上
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４　子ども学部の学生は、それぞれ次の表に掲げる授業科目を履修しなければならない。

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連携・
学部間連
携基礎

人間
と
文化

くらし
の科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ＩＣＴ
の理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

専門
基幹
科目

専門
展開
科目

ゼミ
ナール

卒業
研究

子ども
学科 12 単位以上 6単位

以上 2単位 2単位 8単位 88 単位以上 2単位 4単位 124単位
以上

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリ
ア形成

地域連
携・

学部間連
携基礎

人間
と
文化

くら
しの
科学

健康
スポー
ツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ＩＣ
Ｔの
理解

学部
基幹
科目

学科
基幹
科目

専門
基礎
科目

専門
基幹
科目

専門
展開
科目

ゼミ
ナー
ル

卒業
研究

心理カ
ウンセ
リング
学科

18 単位以上 2単位 2単位 10単位 84 単位以上 4単位 4単位 124 単
位以上

５　看護学部の学生は、次の表に掲げる授業科目を履修しなければならない。

区分

共通教育科目 専門教育科目

合計キャリア
形成

地域連
携・学
部間連
携基礎

人間と
文化

くらしの
科学

健康
スポーツ

国際
理解

外国語
による
コミュ
ニケー
ション
理解

ICTの
理解

専門
基礎
科目

専門
科目

看護学科 5単位 8単位以上 7単位
以上 2単位 26 単位 78 単位

以上
126 単位
以上

６　前５項の規定による授業科目を履修する場合に、各学年において履修科目として登録できる単位数の
上限等については、別に定める。

７　学生は、所定の教育課程以外の授業科目を履修することができる。
（資格等の取得）
第 10 条　栄養士の資格を得ようとする者は、健康栄養学部健康栄養学科に在籍し、栄養士法施行令等に
定める単位を修得しなければならない。

２　管理栄養士国家試験の受験資格を得ようとする者は、健康栄養学部健康栄養学科に在籍し、栄養士法
施行令等に定める単位を修得しなければならない。

３　食品衛生監視員及び食品衛生管理者の任用資格を得ようとする者は、健康栄養学部健康栄養学科に在
籍し、食品衛生法及び同法施行令等に定める所定の単位を修得しなければならない。

第 11 条　社会福祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、健康福祉学部社会福祉学科又はスポーツ
健康福祉学科に在籍し、社会福祉士及び介護福祉士法等に定める所定の単位を修得しなければならない。

２　精神保健福祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、健康福祉学部社会福祉学科に在籍し、精神
保健福祉士法等に定める所定の単位を修得しなければならない。

３　介護福祉士国家試験の受験資格を得ようとする者は、健康福祉学部社会福祉学科に在籍し、社会福祉
士及び介護福祉士法、同法施行令及び同法施行規則等に定める介護福祉に関する科目の単位を修得しな
ければならない。

４　第 22 条又は第 23 条の規定により編入学又は転入学した者は、介護福祉士国家試験の受験資格を取得
することができない。



第 11 条の２　理学療法士及び作業療法士の国家試験受験資格を得ようとする者は、リハビリテーション
学部リハビリテーション学科に在籍し、理学療法士及び作業療法士法、同法施行令及び同法施行規則等
に定める所定の単位を修得しなければならない。

第 11 条の３　保育士の資格を得ようとする者は、子ども学部子ども学科に在籍し、児童福祉法、同法施
行令及び同法施行規則等に定める所定の単位を修得しなければならない。

第 11 条の４　公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者は、子ども学部心理カウンセリング学科
に在籍し、公認心理師法、同法施行令及び同法施行規則等に定める所定の科目を修得しなければならな
い。

第 11 条の５　看護師及び保健師の国家試験受験資格を得ようとする者は、看護学部看護学科に在籍し、
保健師助産師看護師法、同法施行令及び同法施行規則等に定める所定の単位を修得しなければならない。

（教員免許状）
第 12 条　教員免許状を得ようとするものは、教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位を修得しな
ければならない。

２　本学の健康栄養学部健康栄養学科において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は、次の表
に掲げるとおりとする。

３　本学の健康福祉学部の各学科において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は、次の表に掲
げるとおりとする。

４　本学の子ども学部子ども学科において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は、次の表に掲
げるとおりとする。

５　本学の看護学部看護学科において、当該所要資格を取得できる教員免許状の種類は、次の表に掲げる
とおりとする。

学　　部 学　　科 免許状の種類 免許教科又は領域

健康栄養学部 健康栄養学科 栄養教諭一種免許状 －

健康福祉学部

社会福祉学科 高等学校教諭一種免許状 福祉

スポーツ健康福祉学科
中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

保健体育

保健体育

子ども学部 子ども学科

小学校教諭一種免許状

幼稚園教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状

－

－

知的障害者⎧
�
�
⎩
肢体不自由者

�
�
�
�病弱者

看護学部 看護学科 養護教諭一種免許状 －

（授業の方法）
第 12 条の２　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により
行うものとする。

２　文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授
業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

３　学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ授業計画（シラバス）に
明示するものとする。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）
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第 12 条の３　本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施を図るもの
とする。

（単位の認定及び成績の評価）
第 13 条　授業科目修了の認定は、次の各号に基づいて行う。
　⑴　授業科目修了の認定は、試験による。ただし、実験・実習・実技等の科目にあっては、その実績・
実技等をもってこれにかえ、あるいは勘考することがある。

　⑵　出席時間数が開講時間数（社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第４に掲げられている各科目に
ついては、同指定規則に定める時間数をいう。以下同じ。）の３分の２に満たない者は、単位認定の
ための試験を受けることができない。

　　　なお、試験以外の方法により単位を認定する場合も、出席時間数が開講時間数の３分の２に満たな
い者については、単位の認定を行わない。

　⑶　前号の規定にかかわらず、介護実習については、出席時間数が開講時間数の５分の４に満たない者
については、単位の認定を行わない。

　⑷　第２号の規定にかかわらず、看護学部看護学科における臨地実習については、出席時間数が開講時
間数の５分の４に満たない者については、単位の認定を行わない。

　⑸　試験の成績評価方法については、授業計画（シラバス）に明示する。
　⑹　試験の成績の評価表示は、100 点～ 80 点をＡ、79 点～ 70 点をＢ、69 点～ 60 点をＣ、59 点～ 0点
をＤ（不可）の４段階とし、Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｄ（不可）を不合格とする。

　⑺　試験に合格した者には、その授業科目所定の単位を与える。
　⑻　卒業論文及び卒業研究・演習については、各学科で審査し、所定の単位を与える。
　⑼　授業料を納付しない者は、試験を受けることができない。
　⑽　その他学科目の履修等についての規定は、別に定める。
（他の学部又は学科の授業科目の履修）
第 13 条の２　学生は、他の学部又は学科の授業科目の履修及びその単位を修得することができる。
（他の大学又は短期大学における授業科目の履修）
第 14 条　学長は、教育上有益と認めるときは、第 30 条の３第１項による他の大学又は短期大学（外国の
大学又は短期大学及び大学コンソーシアム佐賀を含む。）との協議に基づき、学生が当該他の大学又は
短期大学において履修した履修科目について修得した単位を、教授会の議を経て、60 単位を超えない
範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

（大学以外の教育施設等における学修）
第 14 条の２　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科にお
ける学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修と
みなし、単位を与えることができる。

２　前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合
わせて 60 単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）
第 14 条の３　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学におい
て履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として履修し修得した単位を含む。）を、教
授会の議を経て、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが
できる。

２　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、
教授会の議を経て、本学に入学した後の本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがで
きる。

３　前２項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位は、編入学、転入学等の場合を除
き、本学において修得した単位以外のものについては、第 14 条及び前条第１項により本学において修
得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。



第５章　卒業の認定及び学位の授与
（卒業の認定及び学位の授与）
第 15 条　本学に４年以上（編入学の場合は２年以上、転入学又は再入学の場合は第４条第３項で規定す
る修業年限以上）在学し、第９条に定める単位数を修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を
認定し、卒業証書・学位記並びに学士の学位を授与する。

２　本学に３年以上在学し、第９条に定める単位数を優秀な成績で修得したと認められた者が、第４条第
１項ただし書きに定める修業年限で卒業を希望した場合には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、
卒業証書・学位記並びに学士の学位を授与することができる。

３　前２項の学位に、健康栄養学科卒業生には「健康栄養学」を、社会福祉学科卒業生には「社会福祉学」
を、スポーツ健康福祉学科卒業生には「スポーツ健康福祉学」を、リハビリテーション学科理学療法学
専攻卒業生には「理学療法学」を、リハビリテーション学科作業療法学専攻卒業生には「作業療法学」を、
子ども学科卒業生には「子ども学」を、心理カウンセリング学科卒業生には「臨床心理学」を、看護学
科卒業生には「看護学」を付記する。

４　卒業認定及び学位授与に関し必要な事項は、この学則の定めるもののほか、別に定める。

第６章　入学、編入学、転入学、再入学、休学、復学、転学、退学、転学部・転学科、派遣、留学及び除籍
（入学の時期）
第 16 条　入学の時期は、学年の始めとする。
２　前項の規定にかかわらず、後学期の始めに学生を入学させることができる。
（入学の資格）
第 17 条　本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
　⑵　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者
　⑶　外国において、学校教育における 12 年の学校教育を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大
臣の指定したもの

　⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程
を修了した者

　⑸　専修学校の高等課程（修業年限３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

　⑹　文部科学大臣の指定した者
　⑺　高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試
験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省
令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

　⑻　本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で、18 歳に達した者

（入学の出願）
第 18 条　入学志願者は、別に定める志願手続きにより所定の期日までに願い出なければならない。
（合格者の決定）
第 19 条　入学志願者については、別に定めるところにより行う選考の結果に基づき、教授会の議を経て、
学長が合格者を決定する。

（入学手続）
第 20 条　前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書その他所定の書類を
提出するとともに、所定の入学金及び施設設備費を納入しなければならない。

（入学の許可）
第 21 条　学長は、前条の入学手続きを完了した者に、入学を許可する。
（編入学）
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第 22 条　編入学資格者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
　⑴　短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　⑵　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であり、かつ、課程の修了に必要な総時間数が 1700 時
間以上であるものに限る。）を修了した者

　⑶　学校教育法施行規則（平成 22 年文部省令第 11 号）に定める従前の規定による高等学校又は専門学
校等の課程を修了し、又は卒業した者

　⑷　大学を卒業した者又は退学した者（大学に２年以上在学し、62 単位以上修得した者に限る。）
　⑸　その他相当の年令に達し、本学において短期大学又は高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力
があると認めた者

２　編入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、教授会の議を経て、
学長が認定する。

（転入学）
第 23 条　他の大学に１年以上在学し、本学に転入学を希望する者があるときは、教授会の議を経て、学
期の始めに、学長が、相当年次に、入学を許可することがある。

２　転入学を希望する者は、現に在学する大学の学長の承認書を提出しなければならない。
３　転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、教授会の議を経て、
学長が認定する。

（再入学）
第 24 条　本学に１年以上在学し、退学した者又は除籍された者が退学又は除籍後原則として５年以内に
再入学を希望したときは、教授会の議を経て、学期の始めに、学長が、相当年次に入学を許可すること
がある。

２　再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、教授会の議を経て、
学長が認定する。

（編入学等の場合の規定の準用等）
第 25 条　編入学、転入学及び再入学の場合には、第 16 条及び第 18 条から第 21 条までの規定を準用する。
２　編入学、転入学及び再入学に関し必要な事項は、この学則に定めるもののほか、別に定める。
（休学）
第 26 条　学生が、疾病その他やむを得ない事由により引続き３か月以上欠席しようとするときは、保証
人連署のうえ、学長に休学願を提出しなければならない。

２　疾病による休学の場合は、前項の休学願に医師の診断書を添付しなければならない。
３　学長は、第１項の休学願が提出されたときは、教授会の議を経て、休学を許可することができる。
４　休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の事情がある者には、通算して２年以内での期間の延長
を認めることがある。

（休学期間の取扱い）
第 27 条　休学期間は、在学期間に算入しない。
（復学）
第 28 条　休学している者が復学を希望したときは、学長は、教授会の議を経て、復学させることができる。
（転学）
第 29 条　他の大学に転学を希望する者があるときは、学長は、教授会の議を経て、これを許可すること
がある。

（退学）
第 30 条　疾病その他の事由により退学しようとする者は、保証人連署のうえ、学長に退学願を提出しな
ければならない。

２　学長は、前項の退学願が提出されたときは、教授会の議を経て、退学を許可することができる。
（転学部及び転学科）
第 30 条の２　転学部又は転学科を志願する者があるときは、関係する学部の教授会の議を経て、学長が



学期の始めに限り許可することがある。
２　転学部を許可された者の在学すべき年数、履修科目及び修得単位数は、転入する学部の教授会の議を
経て、学長が認定する。

３　転学科を許可された者の在学すべき年数、履修科目及び修得単位数は、転入する学部の教授会の議を
経て、学長が認定する。

（派遣及び留学）
第 30 条の３　学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を
含む。）との協議に基づき、当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させるため学生を派遣し、又
は留学させることがある。

２　前項の派遣及び留学については、教授会の議を経て、学長が許可するものとする。
３　派遣及び留学の期間は、在学期間に算入する。
４　派遣及び留学に関する規定は、この学則に定めるもののほか、別に定める。
（除籍）
第 30 条の４　次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
　⑴　第４条第１項から第３項までに定める期間在学して卒業できない者
　⑵　正当な理由がなく授業料を滞納した者
　⑶　病気その他で修業の見込みがない者

第７章　入学検定料・入学金・授業料及びその他の納付金
（入学検定料）
第 31 条　入学志願者は、入学検定料として 30,000 円を所定の期日までに納入しなければならない。
（入学金）
第 32 条　入学を許可された者は、入学金として次の表に定める額を所定の期日までに納入しなければな
らない。

区　　　　　　分 入学金

健康栄養学部健康栄養学科 200,000

健康福祉学部社会福祉学科及びスポーツ健康福祉学科 200,000

リハビリテーション学部リハビリテーション学科 200,000

子ども学部子ども学科及び心理カウンセリング学科 200,000

看護学部看護学科 200,000

（単位　円）

（授業料）
第 33 条　授業料の額は、次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

健康栄養学部
　　健康栄養学科

650,000 660,000 670,000 680,000

健康福祉学部
　　社会福祉学科及びスポーツ健康福祉学科

650,000 660,000 670,000 680,000

リハビリテーション学部
　　リハビリテーション学科

900,000 910,000 920,000 930,000

（年額：単位　円）
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子ども学部
　　子ども学科及び心理カウンセリング学科

650,000 660,000 670,000 680,000

看護学部
　　看護学科

900,000 910,000 920,000 930,000

２　前項の授業料は、前後期の２期に分けて所定の期日までに納入するものとする。ただし、特別の事情
がある場合には、学長の承認を得て、さらに分納することができる。

（教育充実費及び施設設備費）
第 34 条　教育充実費及び施設設備費の額は、次の表のとおりとし、所定の期日までに納入するものとする。

（年額：単位　円）

　　　　　　　　　費　目
学部・学科

教育充実費 施設設備費

健康栄養学部 健康栄養学科 260,000 100,000

健康福祉学部
社会福祉学科 140,000 100,000

スポーツ健康福祉学科 140,000 100,000

リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 300,000 150,000

子ども学部
子ども学科 140,000 100,000
心理カウンセリング学科 140,000 100,000

看護学部 看護学科 350,000 100,000

（編入学、転入学、及び再入学の場合の納付金）
第 35 条　編入学、転入学又は再入学を志願する者は、入学検定料として 30,000 円を所定の期日までに納
入しなければならない。

２　編入学又は転入学を許可された者は、入学金として 200,000 円を所定の期日までに納入しなければな
らない。

３　編入学、転入学又は再入学する者の授業料、教育充実費及び施設設備費は、その者の属する年次の在
学者の授業料、教育充実費及び施設設備費の額と同額とする。

４　前項の規定にかかわらず、後学期に転入学又は再入学する者は授業料、教育充実費及び施設設備費は、
その者の属する年次の在学者が当該年度に納入するべき授業料、教育充実費及び施設設備費の額は半額
とする。

５　前２項の授業料については、第 33 条第２項の規定を準用する。
（休学の場合の授業料等）
第 35 条の２　学期の全期間にわたって休学した者については、その学期の授業料、教育充実費及び施設
設備費を免除する。

（既納の納付金の取扱）
第 36 条　既納の入学金、授業料、教育充実費及び施設設備費は、原則として返還しない。
２　前項の規定による既納の納付金の取扱いは、別に定める。
第 37 条　削除
第 38 条　削除

第８章　賞　　罰
（表彰）
第 39 条　学業人格共に優秀な者及び特別優秀な研究、努力を認めた者はこれを賞する。
（懲戒）



第 40 条　本学の学則及びその他の規則に反し、又は学生としての本分に反する行為のあった者は、教授
会の議を経て、学長が懲戒する。

２　前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
３　次の各号の一に該当するものは、退学とする。
　⑴　性行不良で改善の見込がないと認められた者
　⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められた者
　⑶　正当の理由がなく出席常でない者
　⑷　本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者
４　学生の懲戒に関し、必要な事項は別に定める。
第 41 条　削除

第９章　教職員組織
（教職員組織及び教職員の職務）
第 42 条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他必要な教職員を置く。
２　本学に副学長を置くことができる。
３　教職員の職務は、学校教育法その他の法令の定めるところを準用する。

第10章　教授会及び学部長会議
（教授会）
第 43 条　本学各学部に教授会を置く。
２　教授会は、専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。
３　教授会は、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、当該事項を
審議し、意見を述べるものとする。

　⑴　学生の入学（編入学、転入学及び再入学を含む。）及び卒業に関する事項
　⑵　学位の授与に関する事項
　⑶　教育課程の編成及び履修方法に関する事項
　⑷　学部長の選考に関する事項
　⑸　教員の選考に係る資格審査に関する事項
　⑹　学則又は大学諸規定のうち、教育研究に関する重要な規則の制定、改廃に関する事項　�　　　
　⑺　学生の表彰、懲戒に関する事項　　　　
　⑻　その他、学長又は学部長が諮問した事項
３の２　教授会は、前項に規定するもののほか、次に掲げる学長及び学部長（以下「学長等」という。）
がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることがで
きる。

　⑴　学生の休学、復学、転学、退学、転学部・転学科、派遣、留学及び除籍に関する事項
　⑵　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生に関する事項
　⑶　学生の単位修得に関する事項
　⑷　学生の修学等に必要な助言・指導その他支援に関する事項
　⑸　その他、学部の教育・研究に関する事項
４　前各項に定めるもののほか、教授会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
（学部長会議）
第 44 条　本学に学部長会議を置く。
２　学部長会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
　⑴　学長
　⑵　副学長
　⑶　学部長
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　⑷　研究科長
　⑸　図書館長
３　学部長会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
　⑴　本学の将来構想、将来計画（中期計画及び年度計画を含む。）に関する事項
　⑵　学則、大学院学則、その他教育研究に係る本学諸規程の制定又は改廃に関する事項
　⑶　教育研究の組織・体制に関する基本的事項（教育課程の編成に関する方針に係る事項を含む。）
　⑷　教育研究環境の整備に関する基本的事項（学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言・指導
その他援助に関する事項、並びに学生の入学、卒業又は課程の修了、その他学生の在籍に関する方針
及び学位の授与に関する方針に係る事項を含む。）

　⑸　教員の人事に関する事項
　⑹　教育及び研究について、自ら行う点検及び評価に関する事項�
　⑺　学部・大学院間の連絡調整に関する事項
　⑻　学部教授会及び大学院研究科委員会の議長から上申された案件に関する事項
　⑼　学長が諮問した事項
　⑽　その他、本学学部及び大学院の運営に関する事項
４　前各項に定めるもののほか、学部長会議の運営等に関し、必要な事項は別に定める。
（大学の運営に関する審議・決定）
第 44 条の２　前条第３項に掲げる審議事項については、学部長会議の議を経て、学長が決定するものと
する。

第 45 条　削除

第11章　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生
（科目等履修生等の入学許可の制約）
第 46 条　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生は、正規課程の学生の学習上妨げのな
い場合に限り入学を許可することができる。

（科目等履修生）
第 47 条　学長は、本学に開設する授業科目のうち特定の授業科目について履修することを志願する者が
あるときは、教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。

２　科目等履修生に対し、その履修した授業科目について、試験その他の方法により成績を評価し、所定
の単位を与えることができる。

（特別聴講学生）
第 48 条　学長は、他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生で、大学に開設する
授業科目のうち特定の授業科目について履修することを志願する者があるときは、当該他の大学又は短
期大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

２　特別聴講学生に対し、その履修した授業科目について、試験その他の方法により成績を評価し、所定
の単位を与えることができる。

（研究生）
第 49 条　学長は、本学において特定の事項について研究を志願する者があるときは、教授会の議を経て、
研究生として入学を許可することができる。

（外国人留学生）
第 50 条　学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者
があるときは、教授会の議を経て、外国人留学生として入学を許可することができる。

２　前項の規定にかかわらず、学長は、外国の大学等との交流協定に基づき派遣される学生があるときは、
教授会の議を経て、交換留学生として入学を許可することができる。

３　前項の交換留学生に係る授業科目及び単位数は、第７条に規定する授業科目のとおりとする。



（科目等履修生等についての規程等への委任）
第 51 条　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生に関し必要な事項は、この学則に定め
るもののほか、別に定める。

第12章　図書館
（図書館）
第 52 条　本学に図書館を置く。
２　図書館に関する事項は、学長が学部長会議の議を経て、別に定める。

第13章　厚生保健施設
（学生寮）
第 53 条　本学に学生寮を置く。
２　学生寮に関する事項は、別に定める。
第 54 条　削除
（保健管理センター）
第 55 条　本学内に保健管理センターを設け、職員及び学生の保健衛生を管理するとともに、学生の精神
衛生の指導を行う。

第14章　教育・研究施設
（教育・研究施設）
第 56 条　本学に次の教育・研究施設を置く。
　⑴　西九州大学グループ地域連携センター
　⑵　生活支援科学研究センター
２　教育・研究施設に関する事項は、別に定める。

第15章　公開講座
（公開講座）
第 57 条　公開講座に関しては、その都度定める。

　　　附　則
　　この学則は、昭和 43 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 44 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 49 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 51 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 52 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 54 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 55 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 56 年４月１日から施行し、昭和 56 年以降の入学生に適用する。ただし第７条・第
８条及び第 11 条は、昭和 56 年度第３・第４次生にも併せて適用し、第 23 条については、在学生全員
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に適用する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 57 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 58 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 60 年４月１日から施行する。
　　　附　則
　　この学則は、昭和 62 年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定にかかわらず、昭和 62 年度か
ら平成５年度までの入学定員は、次のとおりとする。

学部・学科等 入　学　定　員

家政学部
　食物栄養学科
　　　食物栄養学専攻
　　　管理栄養士専攻
　社会福祉学科
　　　　　　計

20 名
50 名
100 名
170 名

　　　附　則
　　この学則は、昭和 63 年４月１日から施行し、昭和 63 年度以降の入学生に適用する。
　　　附　則
　　この学則は、公布の日から施行し、昭和 63 年４月１日から適用する。
　　　附　則
　　この学則は、平成２年４月１日から施行し、平成２年度以降の入学生に適用する。なお、平成元年度
以前の入学生に対しては、この限りでない。

　　　附　則
　　この学則は、平成３年４月１日から施行し、平成３年度入学生より適用する。
　　　附　則
１　この学則は、平成４年４月１日から施行し、平成４年度入学生より適用する。ただし、平成３年度以
前の入学生については、第９条の改正にかかわらず、なお従前の規定によるものとする。

２　第 15 条の改正規定は、平成３年７月１日から適用する。
３　第２条の規定にかかわらず、平成４年度から平成 11 年度までの入学定員は次のとおりとする。

学部・学科等
入　学　定　員

平成４年度～平成５年度 平成６年度～平成 11 年度

家政学部

　食物栄養学科

　　　食物栄養学専攻

　　　管理栄養士専攻

　社会福祉学科

　　　　　　計

20 名

50 名

120 名

190 名

20 名

50 名

100 名

170 名

　　　附　則
　　この学則は、平成５年４月１日から施行し、平成５年度入学生より適用する。



　　　附　則
１　この学則は、平成６年４月１日から施行し、平成６年度入学生より適用する。
２　第２条の規定にかかわらず、平成６年度から平成 11 年度までの入学定員は、次のとおりとする。

学部・学科等 入　学　定　員

家政学部

　食物栄養学科

　　　食物栄養学専攻

　　　管理栄養士専攻

　社会福祉学科

　　　　　　計

20 名

50 名

120 名

190 名

　　附　則
１　この学則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第９条・第 33 条及び第 34 条は、平成７年度
入学生より適用する。

　　附　則
１　この学則は、平成８年４月１日から施行する。
２　平成８年３月 31 日に在学する者に係る授業科目の履修、授業料、実験実習演習料及びその他の納付
金の額は、この学則による改正後の学則第９条、第 33 条及び第 34 条の規定にかかわらず、なお従前の
例による。

　　附　則
１　この学則は、平成９年４月１日から施行する。
２　平成８年３月 31 日に在学する者に係る授業科目については、この学則による改正後の学則（以下「以
下改正後の学則」という。）第７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　平成９年３月 31 日に在学する者に係る授業科目の履修単位数、授業料及び教育充実費の額は、この
学則による改正後の学則第９条、第 33 条及び第 34 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　附　則
１　この学則は、平成 10 年４月１日から施行する。ただし、この学則による改正後の学則第 22 条及び第
31 条の規定は、平成 10 年１月１日から適用する。

２　平成 10 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）に係る授業料の額は、この学則による
改正後の学則（以下「改正後の学則」という。）第 33 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　在学者及び平成 10 年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者
に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則第７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　前項に定める者が、改正後の学則第７条に規定する別表１、別表２及び別表５の授業科目及び単位数
を履修し修得したときは、別に定めるところにより、この学則による改正前の学則第７条の規定による
授業科目及び単位数として履修し修得したものとみなす。

　　附　則
１　この学則は、平成 11 年４月１日から施行する。ただし、第 31 条（入学検定料）の規定は、平成 10
年７月１日から施行する。

２　平成 11 年３月 31 日に在学する者に係る授業料の額は、この学則による改正後の学則第 33 条の規定
にかかわらず、なお従前の例による。

　　附　則（平成 11 年５月 15 日）
１　この学則は、平成 12 年４月１日から施行する。
２　平成 12 年３月 31 日に家政学部食物栄養学科に置かれている専攻は、この学則による改正後の学則（以
下「改正後の学則」という。）の規定にかかわらず、平成 12 年３月 31 日に当該専攻に在学する者（以
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下この項において「専攻在学者」という。）及び平成 12 年４月１日以降において専攻在学者の属する年
次に編入学、転入学又は再入学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

３　平成 12 年度から平成 14 年度までの家政学部の収容定員は、改正後の学則第３条第２項の規定にかか
わらず、次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度

家政学部

食物栄養学科 300 名 320 名 340 名

社会福祉学科 （120 名）
420 名

（80 名）
480 名

（40 名）
540 名

　備考：（　）外数は、臨時的定員に係る収容定員を示す。

４　平成 12 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 12 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者（以下「編入学者等」という。）に係る授業科目、
単位数及び授業科目の履修単位数は、改正後の学則第７条に規定する別表１から別表６まで及び第９条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５　在学者及び編入学者等に係る第 10 条第２項、同条第３項及び第 12 条第２項の規定の適用については、
改正後の学則第 10 条第２項、同条第３項及び第 12 条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６　在学者に係る授業料及び施設設備費の額は、改正後の学則第 33 条及び第 34 条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

　　附　則（平成 12 年３月 18 日）
１　この学則は、平成 12 年４月１日から施行する。
２　平成 12 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 12 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条に規定する別表４から別表６までの規定にかかわらず、なお
従前の例による。

　　附　則（平成 12 年７月１日）
１　この学則は、平成 13 年４月１日から施行する。
２　平成 13 年３月 31 日に置かれている家政学部食物栄養学科及び同学部社会福祉学科は、この学則によ
る改正後の学則（以下「改正後の学則」という。）の規定にかかわらず、平成 13 年３月 31 日に当該学
部各学科に在学する者（以下この項において「家政学部各学科在学者」という。）および平成 13 年４月
１日以降において家政学部各学科在学者の属する年次に編入学又は再入学する者が、当該学部各学科に
在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

３　平成 13 年度から平成 15 年度までの本学の収容定員は、改正後の学則第３条第２項及び西九州大学学
則の一部を改正する学則（平成 11 年５月 15 日制定）附則第３項の規定にかかわらず、次の表のとおり
とする。

区　　　　　　分 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度

家政学部

食物栄養学科 230 名 160 名 90 名

社会福祉学科 （80 名）
340 名

（40 名）
260 名 160 名

健康福祉学部
健康栄養学科 130 名 260 名 390 名

社会福祉学科 140 名 280 名 440 名

　備考：（　）外数は、臨時的定員に係る収容定員を示す。
４　平成 13 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 13 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者（以下「編入学者等」という。）に係る授業科目、



単位数及び授業科目の履修単位数は、改正後の学則第７条に規定する別表１から別表７まで及び第９条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５　在学者及び編入学者等に係る栄養士の資格、管理栄養士国家試験の一部免除、食品衛生監視員の任用
資格、食品衛生管理者の任用資格、衛生検査技師の資格、社会教育主事の資格及び教員免許状の取得に
ついては、改正後の学則第 10 条、第 11 条、第 12 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

６　在学者に係る授業料の額は、改正後の学則第 33 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　附　則（平成 13 年３月 17 日）
１　この学則は、平成 13 年４月１日から施行する。
２　平成 13 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 13 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目・単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条に規定する別表１から別表７までの規定にかかわらず、なお
従前の例による。

　　附　則（平成 13 年５月 19 日）
　この学則は、平成 13 年５月 19 日から施行する。
　　附　則（平成 13 年９月１日）
１　この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
２　平成 14 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 14 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者で平成 17 年３月 31 日までに管理栄養士国家試験
を受験する者に係る管理栄養士国家試験の一部免除については、この学則による改定後の学則（以下「改
正後の学則」という。）第 10 条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　在学者に係る授業料、実験実習演習料、教育充実費及び施設設備費の額は、改正後の学則第 33 条及
び第 34 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　附　則（平成 13 年 12 月 15 日）
１　この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
２　平成 14 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 14 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目・単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条に規定する別表１から別表８及び第９条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

　　附　則（平成 14 年 12 月 14 日）
１　この学則は、平成 15 年４月１日から施行する。ただし、第 36 条第２項の規定は、平成 14 年 11 月１
日から適用する。

２　平成 13 年度以前の入学生及び平成 13 年度以前の入学生の属する年次に編入学、転入学又は再入学し
た者又はする者については、第 35 条第３項、同条第４項、第 35 条の２、第 35 条第１項、同条第３項
及び同条第４項中「教育充実費」とあるのは「教育充実費及び実験実習演習料」と読み替えるものとする。

　　附　則（平成 15 年 12 月 23 日）
１　この学則は、平成 16 年４月１日から施行する。
２　平成 16 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 16 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条に規定する別表１及び別表２の規定にかかわらず、なお従前
の例によることができる。

　　附　則（平成 16 年３月 20 日）
１　この学則は、平成 16 年４月１日から施行する。ただし、この学則による改正後の学則（以下「改正
後の学則」という。）別表８の規定は、平成 14 年４月１日から適用する。

２　平成 14 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 14 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学、又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単
位数は、この学則による改正後の学則別表８の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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　　附　則（平成 16 年９月 16 日）
１　この学則は、平成 17 年４月１日から施行する。
２　平成 17 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 17 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条に規定する別表３及び別表５から別表７の規定にかかわらず、
なお従前の例によることができる。

　　附　則（平成 16 年 11 月 25 日）
１　この学則は、平成 17 年４月１日から施行する。
２　平成 17 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 17 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目・単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条に規定する別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による
ことができる。

　　附　則（平成 17 年５月 21 日）
１　この学則は、平成 17 年５月 21 日から施行し、平成 17 年４月１日から適用する。
　　附　則（平成 18 年２月７日）
１　この学則は、平成 18 年４月１日から施行する。
２　平成 18 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 18 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１及び別表２の規定にかかわらず、な
お従前の例によることができる。

３　平成 18 年４月１日以降に入学した者については、別表 10「衛生検査技師免許に係わる授業科目及び
単位数」は適用しない。

　　附　則（平成 18 年 12 月 16 日）
１　この学則は、平成 19 年４月１日から施行する。
２　平成 19 年度から平成 21 年度までのリハビリテーション学部の収容定員は、この学則による改正後の
学則（以下「改正後の学則」という。）第３条第４項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区　　　　　　　　　　　分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

リハビリ
テーション
学部

リハビリ
テーション
学科

理学療法学専攻 40 名 80 名 120 名

作業療法学専攻 40 名 80 名 120 名

計 80 名 160 名 240 名

３　平成 19 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 19 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数は、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１及び別表２並びに同条第３項に規定
する別表８並びに学則第 12 条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　附　則（平成 20 年２月 21 日）
１　この学則は、平成 20 年４月１日から施行する。
２　平成 20 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 20 年４月１日以降において在
学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者に係る授業科目、単位及び授業科目の履修単位数
は、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１及び別表２並びに同上第３項に規定す
る別表８並びに学則第 12 条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　附　則（平成 20 年３月 22 日）
１　この学則は、平成 21 年４月１日から施行する。
２　平成 21 年度から平成 23 年度までの収容定員は、この学則による改正後の学則第３条第５項の規定に



かかわらず、次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

健康福祉学部 社会福祉学科 580 名 560 名 540 名

子ども学部 子ども学科 80 名 160 名 250 名

　　附　則（平成 20 年 12 月 20 日）
１　この学則は、平成 21 年４月１日から施行する。
２　平成 21 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 21 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）については、な
お従前の例によることができる。

３　前項の者のうち健康福祉学部社会福祉学科の転入学者等が社会福祉士の受験資格を得ようとする場合
は、改正後の規定により履修しなければならない。

　　附　則（平成 21 年３月 20 日）
１　この学則は、平成 21 年４月１日から施行する。
２　平成 21 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 21 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）については、な
お従前の例によることができる。

３　前項の者のうち健康福祉学部社会福祉学科の転入学者等が社会福祉士の受験資格を得ようとする場合
は、改正後の規定により履修しなければならない。

　　附　則（平成 21 年８月 29 日）
１　この学則は、平成 22 年４月１日から施行する。
２　平成 22 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 22 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）については、な
お従前の例によることができる。

３　平成 22 年３月 31 日に在学する在学者の施設設備費の額は、この学則による改正後の学則第 34 条の
規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　附　則（平成 22 年３月 15 日）
１　この学則は、平成 22 年４月１日から施行する。
２　平成 22 年３月 31 日に在学する者及び平成 22 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学、
編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修
単位数については、この学則による改正後の学則第７条第２項及び第３項に規定する別表５、別表７、
別表８、別表９、別表 10 並びに別表 13 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 22 年８月 28 日）
１　この学則は、平成 23 年４月１日から施行する。ただし、改正後の学則第 13 条の２に規定する他の学
部又は学科の授業科目の履修については、平成 22 年 10 月１日から施行する。

２　平成 23 年３月 31 日に在学する者及び平成 23 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学、
編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修
単位数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１並びに同条第３項に規
定する別表６の１、別表６の２、別表８、別表９、別表 10 及び別表 11 にかかわらず、なお従前の例に
よることができる。

　　　附　則（平成 23 年３月 19 日）
１　この学則は、平成 23 年４月１日から施行する。
２　平成 23 年３月 31 日に在学する者及び平成 23 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学、
編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修
単位数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表２にかかわらず、なお従
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前の例によることができる。
　　　附　則（平成 23 年 10 月 24 日）
１　この学則は、平成 24 年４月１日から施行する。
２　平成 24 年３月 31 日に在学する者及び平成 24 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学、
編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修
単位数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１、別表２、別表３及び
別表４にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 24 年３月 17 日）
１　この学則は、平成 24 年４月１日から施行する。
２　平成 24 年３月 31 日に在学する者及び平成 24 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学、
編入学又は再入学する者（以下「転入学者等」という。）に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修
単位数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１、別表２並びに同条第
３項に規定する別表 11 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 24 年８月 25 日）
１　この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。
２　平成 25 年３月 31 日に在学する者及び平成 25 年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学、
編入学又は再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留学生に係る授業科目、単位
数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７条第２項及び第３項に規定
する別表５、別表 12、別表 13、別表 14 の１及び別表 14 の２並びに第 50 条第３項に規定する別表 15
にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 24 年 12 月 15 日）
１　この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。だだし、第 56 条の規定は、平成 24 年 12 月 15 日 ( 理
事会承認日 ) から適用する。

２　平成 25 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 25 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表２にかかわらず、なお従前の
例によることができる。　

　　　附　則（平成 25 年２月４日）
１　この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。
２　平成 25 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 25 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１、別表２、別表５及び別表 13 並びに第 50 条第３項に規定する別
表 15 にかかわらず、なお従前の例によることができる。　

　　　附　則（平成 25 年５月 19 日）
１　この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年度から平成 28 年度までの収容定員は、この学則による改正後の学則第３条第６項の規定に
かかわらず、次の表のとおりとする。



区　　　　　　分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
健康栄養学部 健康栄養学科 120 名 240 名 360 名

健康福祉学部

健康栄養学科 390 名 260 名 130 名
社会福祉学科 480 名 440 名 390 名
スポーツ健康福祉学科 50 名 100 名 150 名

計 920 名 800 名 670 名

子ども学部
子ども学科 340 名 340 名 340 名
心理カウンセリング学科 40 名 80 名 120 名

計 380 名 420 名 460 名

３　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 25 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１、別表２、別表４、別表５、別表６、別表８、別表９、別表 10
及び別表 11 並びに第 50 条第３項に規定する別表 19 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 25 年８月 16 日）
１　この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 26 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第２項及び第３項に規定する別表６、別表 14，別
表 15，別表 16 の１、別表 16 の２にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 25 年９月 27 日）
　この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年 12 月 14 日）
１　この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 26 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表２にかかわらず、なお従前の
例によることができる。

　　　附　則（平成 26 年３月７日）
１　この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 26 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第３項に規定する別表 14，別表 15 にかかわらず、
なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 26 年３月 15 日）
１　この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　平成 26 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 26 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表２にかかわらず、なお従前の
例によることができる。

　　　附　則（平成 27 年２月 16 日）
１　この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。
２　平成 27 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 27 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
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数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１、別表２、別表３、別表４、
別表５、別表６、別表７及び別表 19 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 27 年３月 14 日）
　この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 27 年８月 22 日）
１　この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。
２　平成 28 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日以降において在
学者の属する年次に再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この
学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表４、別表５及び第９条３項にかかわらず、なお従
前の例によることができる。

　　　附　則（平成 27 年 10 月 19 日）
１　この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。
２　平成 28 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表１、別表２、別表４、別表５
及び別表６並びに第 50 条第３項に規定する別表 19 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 28 年２月 15 日）
１　この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。
２　平成 28 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学又は再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位
数については、この学則による改正後の学則第７条第２項に規定する別表２にかかわらず、なお従前の
例によることができる。

　　　附　則（平成 28 年３月４日）
１　この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。
２　改正後の学則第７条第３項に規定する別表 14 及び別表 15 については、平成２６年４月１日以降入学
する者に適用する。

　　　附　則（平成 28 年 12 月 18 日）
１　この学則は、平成 30 年４月１日から施行する。
２　平成 30 年度から平成 32 年度までの看護学部の収容定員は、この学則による改正後の学則第３条第７
項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
看護学部 看護学科 90 名 180 名 270 名

３　平成 30 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 30 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１、別表２、別表３、別表４、別表５、別表６及び別表７並びに第
50 条第３項に規定する別表 21 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

４　この学則による改正後の第 43 条第３項の規定は、この附則の第１項の規定にかかわらず、平成 28 年
12 月 18 日から適用する。

　　　附　則（平成 29 年１月 16 日）
　この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 29 年 12 月 17 日）
１　この学則は、平成 30 年４月１日から施行する。
２　平成 30 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 30 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留



学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１、別表２、別表３、別表４、別表５、別表６及び別表７並びに第
50 条第３項に規定する別表 19 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 30 年３月５日）
１　この学則は、平成 30 年４月１日から施行する。
２　平成 30 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 30 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１から別表 18 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 30 年３月 17 日）
　この学則は、平成 30 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 30 年８月 18 日）
１　この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。
２　平成 31 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 31 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１から別表 17 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 30 年９月 10 日）
１　この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。
２　平成 31 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 31 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この学則による改正後の学則第７
条第２項及び第３項に規定する別表１から別表 17 にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 31 年２月 18 日）
１　この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。
２　平成 31 年３月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 31 年４月１日以降において在
学者の属する年次に転入学、編入学、再入学する者又は外国等との交流協定に基づき派遣される交換留
学生（以下、「転入学者等」という。）に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、
この学則による改正後の学則第７条第２項及び第３項に規定する別表６及び別表 14 にかかわらず、な
お従前の例によることができる。

３　在学者及び転入学者等が教員免許状を得ようとする場合、前項、附則（平成 30 年８月 18 日議決）第
２項及び附則（平成 30 年９月 10 日議決）第２項の規定にかかわらず、教育職員免許法及び同法施行規
則に定める単位については、改正後の規定による授業科目を履修させ、その単位を修得させることがで
きる。
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学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

共
　
　
　
　
通
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

２０ 単位以上
（内８単位必修）

あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２
地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ １
ウェルネス・スポーツ １

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １
Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication（English） ２
資格英語（ESP） １
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １０ ６７ 選択科目より
１２ 単位以上修得

別表１　健康栄養学科の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）

�
�
�
�
�



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学部基幹科目 　　　健康栄養学概論 ２

（履修方法）
専門教育科目の選択科目に
ついては、65 単位以上修
得すること。

そのうち、10 単位までは
他学部他学科の専門教育科
目を修得することができ
る。

（凡例）
○科目は、栄養士免許取得
に係る科目を示す。

☆科目は、管理栄養士国家
試験受験資格取得に係る科
目を示す。なお、「臨地実
習Ⅲ」、「臨地実習Ⅳ」につ
いては、何れか１単位修得
すること。

◇科目は、食品衛生監視員
および食品衛生管理者任用
資格取得に係る科目を示
す。なお、自由選択科目よ
り「化学」２単位及び「食
品衛生学実験」１単位を修
得すること。

学科基幹科目
　　　健康栄養学セミナーⅠ 1
　　　健康栄養学セミナーⅡ 1

学
　
　
　
科
　
　
　
専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

専
　
　
門
　
　
基
　
　
礎
　
　
分
　
　
野

社
会
・
環
境

と
健
康

○☆◇公衆衛生学Ⅰ ２
○☆◇公衆衛生学Ⅱ ２
　☆◇公衆衛生学Ⅲ ２
○☆◇公衆衛生学実習 １

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び

疾
病
の
成
り
立
ち

○☆◇解剖生理学 ２
○☆◇解剖生理学実習 １
　☆　生理学のための基礎薬理学 ２
○☆◇生化学 ２
○☆◇生化学実験 １
　☆◇病態生化学 ２
○☆◇疾病論Ⅰ ２
　☆◇疾病論Ⅱ ２
○☆◇栄養内科学 ２
　☆　基礎臨床実習 １

食
べ
物
と
健
康

○☆◇食品学 ２
○☆◇食品学実験 １
○☆◇食品加工学 ２
○☆◇食品衛生学 ２
　☆　調理学 ２
○☆　調理実習Ⅰ 1
○☆　調理実習Ⅱ １
　☆　調理実習Ⅲ １
　☆　食事設計実習 1
　☆　調理教育学実習 1

専
　
　
門
　
　
分
　
　
野

基
礎

栄
養
学

○☆◇基礎栄養学 ２
○☆◇基礎栄養学実験 1

応
用
栄
養
学

○☆◇ライフステージ別栄養学 ２
　☆　食事摂取基準概論 ２
　☆　栄養マネジメント概論 ２
○☆　応用栄養学実習 1

栄
養
教
育
論

○☆　栄養教育概論 ２
○☆　栄養教育論Ⅰ ２
　☆　栄養教育論Ⅱ ２
○☆　栄養教育論実習Ⅰ １
○☆　栄養教育論実習Ⅱ １
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学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学
　
　
　
科
　
　
　
専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

専
　
　
門
　
　
分
　
　
野

臨
床
栄
養
学

○☆◇臨床栄養学概論 ２ （履修方法）
専門教育科目の選択科目に
ついては、65 単位以上修
得すること。

そのうち、10 単位までは
他学部他学科の専門教育科
目を修得することができ
る。

（凡例）
○科目は、栄養士免許取得
に係る科目を示す。

☆科目は、管理栄養士国家
試験受験資格取得に係る科
目を示す。なお、「臨地実
習Ⅲ」、「臨地実習Ⅳ」につ
いては、何れか１単位修得
すること。

◇科目は、食品衛生監視員
および食品衛生管理者任用
資格取得に係る科目を示
す。なお、自由選択科目よ
り「化学」２単位及び「食
品衛生学実験」１単位を修
得すること。

　☆　臨床栄養学 ２
○☆　臨床栄養学実習 １
○☆　栄養療法論 ２
○☆　栄養療法論実習 １
　☆　臨床栄養管理学 ２

公
衆
栄
養
学

○☆◇公衆栄養学Ⅰ ２
　☆　公衆栄養学Ⅱ ２
　☆　公衆栄養学実習 １

給
食
経
営

管
理
論

○☆　給食計画論 ２
○☆　給食経営管理論 ２
○☆　給食経営管理実習 １

総
合
演
習

　　　栄養総合演習Ⅰ １
　☆　栄養総合演習Ⅱ １
　☆　栄養総合演習Ⅲ １

臨
地
実
習

○☆　臨地実習Ⅰ（給食管理） １
　☆　臨地実習Ⅱ（臨床栄養） ２
　☆　臨地実習Ⅲ（公衆栄養） １
　☆　臨地実習Ⅳ（臨床栄養） １

卒業研究

　　　卒業研究ゼミナールⅠ １
「卒業演習」または「卒業
研究」のどちらか 2 単位を
選択必修とする。

　　　卒業研究ゼミナールⅡ ２
　　　卒業演習 ２
　　　卒業研究 ２

自
　
　
由
　
　
選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

　　◇化学 ２

◇科目は、食品衛生監視員
および食品衛生管理者任用
資格取得に係る科目を示
す。

　　◇食品衛生学実験 １
　　　福祉栄養学 ２
　　　福祉栄養学実習 １
　　　運動指導論 ２
　　　健康栄養学演習Ⅰ １
　　　健康栄養学演習Ⅱ １
　　　食品機能学 ２
　　　微生物学 ２
　　　スポーツ栄養学 ２
　　　食品の創製ゼミナール １
　　　ヘルスフード科学 ２
　　　地域の食産業 ２
　　　栄養教諭論 ２
　　　学校食育指導論 ２

計 37 83 選択科目より
65 単位以上修得

合　　　　　　　　計 47 150 選択科目より
77 単位以上修得



別表２　社会福祉学科の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

共
　
　
　
　
通
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

キャリア形成
　　　あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２ 2 単位以上

（内 2 単位必修）　　　あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
　　　あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２

10 単位以上
（内 2 単位必修）

○印科目は、介護福祉
士国家試験の受験資格
取得に係る科目を示
す。

地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２

○人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ １
ウェルネス・スポーツ １

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２

2 単位以上文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １

6 単位以上
（内 4 単位必修）

Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication（English） ２
資格英語（ESP） １
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １０ ６７ 選択科目より
１２ 単位以上修得

�
�
�
�
�

－ 317 －

学

則



－ 318 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学部基幹科目 　　　健康福祉概論 ２

（凡例）
☆印科目は、社会福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

◇印科目は、精神保健福祉
士国家試験の受験資格取得
に係る科目を示す。

○印科目は、介護福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

（履修方法）
選択科目の中から 88 単位
以上選択必修すること。

そのうち、10 単位までは
他学部他学科の専門教育科
目を修得することができ
る。

学科基幹科目
☆◇○社会福祉原論Ⅰ ２
☆◇　社会福祉原論Ⅱ ２

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

ゼミナール
　　　発展ゼミナールⅠ ２
　　　発展ゼミナールⅡ ２
　　　発展ゼミナールⅢ（含卒業研究） ４

人と社会

☆◇○人体の構造と機能及び疾病Ⅰ ２
☆◇○人体の構造と機能及び疾病Ⅱ ２
☆◇○心理学Ⅰ ２
☆◇○心理学Ⅱ ２
　　○生涯発達心理学 ２
☆◇　社会理論と社会システム ２
☆　　社会調査の基礎 ２

地域福祉

☆◇　地域福祉の理論と方法Ⅰ ２
☆◇　地域福祉の理論と方法Ⅱ ２
☆◇　福祉行財政論 １
☆◇　福祉計画論 １
☆　○福祉サービスの組織と経営 ２

福　　祉
サービス
に関する
知　　識

☆◇○社会保障論Ⅰ ２
☆◇　社会保障論Ⅱ ２
☆　○高齢者福祉論 ２
☆　○介護論 ２
☆◇○障害者福祉論 ２
☆　　児童・家庭福祉論 ２
☆◇　公的扶助論 ２
☆◇○保健医療サービス ２
☆　　就労支援サービス １
☆◇○権利擁護と成年後見制度 ２
☆　　更生保護制度 １

相談援助の
理論と方法

☆◇　相談援助の基盤と専門職Ⅰ ２
☆◇　相談援助の基盤と専門職Ⅱ ２
☆　○相談援助の理論と方法Ⅰ ２
☆　　相談援助の理論と方法Ⅱ ２
☆　　相談援助の理論と方法Ⅲ ２
☆　　相談援助の理論と方法Ⅳ ２
☆◇　相談援助演習Ⅰ １
☆◇○相談援助演習Ⅱ １
☆◇○相談援助演習Ⅲ １
☆◇　相談援助演習Ⅳ １
☆◇　相談援助演習Ⅴ １
☆　　社会福祉援助技術実習指導Ⅰ ２



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

相談援助の
理論と方法

☆　　社会福祉援助技術実習指導Ⅱ ２

（凡例）
☆印科目は、社会福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

◇印科目は、精神保健福祉
士国家試験の受験資格取得
に係る科目を示す。

○印科目は、介護福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

（履修方法）
選択科目の中から 88 単位
以上選択必修すること。

そのうち、10 単位までは
他学部他学科の専門教育科
目を修得することができ
る。

☆　　社会福祉援助技術実習指導Ⅲ ２
☆◇　社会福祉援助技術実習 ４

ソーシャル
ワ　ー　ク
の　展　開

　　　ソーシャルワーク特講 ２
　　　高齢者ソーシャルワーク ２
　　　多文化ソーシャルワーク ２
　　　福祉マネジメント論 ２
　　　医療ソーシャルワーク ２

専門実習
・

演　　習

　　　専門実習（福祉分野） ２
　　　専門実習（企業・団体） ２
　　　専門演習（福祉分野） １
　　　専門演習（企業・団体） １

精神保健
福　　祉

　◇　精神疾患とその治療Ⅰ ２
　◇　精神疾患とその治療Ⅱ ２
　◇　精神保健学Ⅰ ２
　◇　精神保健学Ⅱ ２
　◇　精神保健福祉相談援助の基盤（専門） ２
　◇　精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ ２
　◇　精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ ２
　◇　精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ ２
　◇　精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ ２
　◇　精神保健福祉論Ⅰ ２
　◇　精神保健福祉論Ⅱ ２
　◇　精神障害者の生活支援システム ２
　◇　精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ １
　◇　精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ １
　◇　精神保健福祉援助実習指導Ⅰ ２
　◇　精神保健福祉援助実習指導Ⅱ ２
　◇　精神保健福祉援助実習指導Ⅲ ２
　◇　精神保健福祉援助実習 ５

介護の対象
の　理　解

○認知症の理解Ⅰ ２
○認知症の理解Ⅱ ２
○こころとからだのしくみ ２
○障害の理解 ２

介護の基本

○介護概論Ⅰ ２
○介護概論Ⅱ ２
○自立支援論 ２
○介護サービス利用者論 ２
○介護サービス論Ⅰ ２
○介護サービス論Ⅱ ２

－ 319 －

学

則



－ 320 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

生活支援
技　　術

○生活支援技術入門 １

（凡例）
☆印科目は、社会福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

◇印科目は、精神保健福祉
士国家試験の受験資格取得
に係る科目を示す。

○印科目は、介護福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

（履修方法）
選択科目の中から 88 単位
以上選択必修すること。

そのうち、10 単位までは
他学部他学科の専門教育科
目を修得することができ
る。

○生活環境支援技術 １
○基礎生活支援技術Ⅰ １
○基礎生活支援技術Ⅱ １

　　○応用生活支援技術Ⅰ（高齢者） １
　　○応用生活支援技術Ⅱ（障害者） １
　　○応用生活支援技術Ⅲ（医療ニーズ） １
　　○応用生活支援技術Ⅳ（認知症） １
　　○応用生活支援技術Ⅴ（ターミナル期） １
　　○家事生活支援技術 １

介護の過程

○介護過程入門 １
○介護過程演習Ⅰ １
○介護過程演習Ⅱ １
○介護過程演習Ⅲ １
○ケアマネジメント演習 １

介護演習
・

実　　習

○介護総合演習Ⅰ １
○介護総合演習Ⅱ １
○介護総合演習Ⅲ １
○介護総合演習Ⅳ １
○介護実習Ⅰ ２
○介護実習Ⅱ ２
○介護実習Ⅲ １
○介護実習Ⅳ ２
○介護実習Ⅴ ３

医療的ケア
○医療的ケアⅠ ２
○医療的ケアⅡ ２
○医療的ケア演習 １

教　育　と
福　祉　に
関わる科目

　　　教育原論 ２
　　　教育心理学 ２
　　　教育制度論 ２
　　　教育課程論 １
　　　福祉科教育法Ⅰ ２
　　　福祉科教育法Ⅱ ２
　　　ファミリーソーシャルワーク ２
　　　スクールソーシャルワーク ２

グローカル
に

関わる科目

　　　地域社会組織論 ２
　　　地域再生・創生論 ２
　　　社会福祉外書講読 ２
　　　健康福祉情報処理 ２
　　　健康福祉統計法 ２
　　　健康福祉海外演習 １
　　　健康福祉海外実習 ２



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

福　祉　に
関わる方策

　　　健康管理学 ２

（凡例）
☆印科目は、社会福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

◇印科目は、精神保健福祉
士国家試験の受験資格取得
に係る科目を示す。

○印科目は、介護福祉士国
家試験の受験資格取得に係
る科目を示す。

（履修方法）
選択科目の中から 88 単位
以上選択必修すること。

そのうち、10 単位までは
他学部他学科の専門教育科
目を修得することができ
る。

　　　レクリエーション支援論 ２
　　　レクリエーション支援演習 ２
　　　高齢者の健康と運動 ２
　　　リハビリテーション論 ２
　　　アダプテッド・スポーツ論 ２
　　　ユニバーサルデザイン概論 ２
　　　人権論 ２
　　　死生学 ２
　　　介護技術 １
　　　社会政策 ２
　　　社会問題 ２
　　　司法福祉論 ２
　　　社会福祉特講Ⅰ ２
　　　社会福祉特講Ⅱ ２
　　　公衆衛生学 ２
　　　救急処置 ２
　　　家政学概論 ２
　　　健康栄養学概論 ２

計 14 241 選択科目より
88 単位以上修得

合　　　　　　　　計 24 308 選択科目より
100 単位以上修得

－ 321 －

学

則



－ 322 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

共
　
　
　
　
通 

　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

２０ 単位以上
（内８単位必修）

あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２
地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ １
ウェルネス・スポーツ １

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １
Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication（English） ２
資格英語（ESP） １
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １０ ６７ 選択科目より
１２ 単位以上修得

別表３　スポーツ健康福祉学科の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）
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学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学部基幹科目 健康福祉概論 ２

（履修方法）
選選択科目の中から
90 単位以上選択必修
すること。

そのうち、10 単位ま
では他学部他学科の専
門教育科目を修得する
ことができる。

ただし、「社会福祉に
関する科目群」及び

「健康スポーツに関す
る科目群」よりそれぞ
れ 10 単位以上選択必
修すること

学科基幹科目
地域スポーツ支援論 ２
スポーツ文化論 ２

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

ゼミナール
スポーツ健康福祉学演習Ⅰ ２
スポーツ健康福祉学演習Ⅱ（含卒業研究） ４

社
　
　
会
　
　
福
　
　
祉
　
　
に
　
　
関
　
　
す
　
　
る
　
　
科
　
　
目

人 ･ 社会
･ 生活

人体の構造と機能及び疾病Ⅰ ２
人体の構造と機能及び疾病Ⅱ ２
心理学Ⅰ ２
心理学Ⅱ ２
生涯発達心理学 ２
社会理論と社会システム ２
社会調査の基礎 ２

地域福祉

地域福祉の理論と方法Ⅰ ２
地域福祉の理論と方法Ⅱ ２
福祉サービスの組織と経営 ２
福祉計画論 １
福祉行財政論 １

福　　祉
サービス
に関する
知　　識

社会福祉原論Ⅰ ２
社会福祉原論Ⅱ ２
社会保障論Ⅰ ２
社会保障論Ⅱ ２
高齢者福祉論 ２
介護論 ２
障害者福祉論 ２
障害の理解 ２
児童・家庭福祉論 ２
公的扶助論 ２
保健医療サービス ２
就労支援サービス １
権利擁護と成年後見制度 ２
更生保護制度 １

相談援助の
理論と方法

相談援助の基盤と専門職Ⅰ ２
相談援助の基盤と専門職Ⅱ ２
相談援助の理論と方法Ⅰ ２
相談援助の理論と方法Ⅱ ２
相談援助の理論と方法Ⅲ ２
相談援助の理論と方法Ⅳ ２

相談援助の
演習・実習

相談援助演習Ⅰ １
相談援助演習Ⅱ １
相談援助演習Ⅲ １
相談援助演習Ⅳ １
相談援助演習Ⅴ １
社会福祉援助技術実習指導Ⅰ ２

－ 323 －

学

則



－ 324 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目

相談援助の
演習・実習

社会福祉援助技術実習指導Ⅱ ２
社会福祉援助技術実習指導Ⅲ ２
社会福祉援助技術実習 ４

支援・情報

ユニバーサルデザイン概論 ２
ユニバーサルデザイン各論 ２
健康生活と福祉技術 ２
健康福祉情報処理 ２
健康福祉統計法 ２

健
　
　
康
　
　
ス
　
　
ポ
　
　
ー
　
　
ツ
　
　
に
　
　
関
　
　
す
　
　
る
　
　
科
　
　
目

基礎科目

運動学（運動方法学を含む） ２
生理学（運動生理学を含む） ２
機能解剖学 ２

（履修方法）
選択科目の中から 90
単位以上選択必修する
こと。

そのうち、10 単位ま
では他学部他学科の専
門教育科目を修得する
ことができる。

ただし、「社会福祉に
関する科目群」及び

「健康スポーツに関す
る科目群」よりそれぞ
れ 10 単位以上選択必
修すること

バイオメカニクス ２
コーチング学 ２
スポーツ心理学 ２
メンタルマネジメント ２
スポーツ社会学 ２
スポーツマネジメント論 ２
スポーツ行政学 ２
スポーツ栄養学 ２
生涯スポーツ論 ２
健康管理学 ２
衛生学（公衆衛生学を含む） ２
スポーツ医学 ２
トレーニング論 ２
コンディショニング演習 ２
救急処置（学校安全を含む） ２
精神保健学Ⅰ ２
精神保健学Ⅱ ２
学校保健 ２ 小児保健を含む
運動・スポーツ指導法演習 ２

運動方法
関連科目

運動方法学演習１（体つくり） １
運動方法学演習２（器械運動） １
運動方法学演習３（陸上） １
運動方法学演習４（水泳） １
運動方法学演習５（バスケットボール） １
運動方法学演習６（サッカー） １
運動方法学演習７（柔道） １
運動方法学演習８（剣道） １
運動方法学演習９（ダンス） １
運動方法学演習 10（健康体力つくり） １
運動方法学演習 11（アダプテッド・スポーツ） １
運動方法学演習 12（キャンプ） １
運動方法学演習 13（スキー） １



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学
　
　
　
　
科
　
　
　
　
専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

健
康
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
科
目

運動方法
関連科目

運動方法学演習 14（バレーボール） １

（履修方法）
選択科目の中から 90
単位以上選択必修する
こと。

そのうち、10 単位ま
では他学部他学科の専
門教育科目を修得する
ことができる。

ただし、「社会福祉に
関する科目群」及び

「健康スポーツに関す
る科目群」よりそれぞ
れ 10 単位以上選択必
修すること

運動方法学演習 15（テニス） １
運動方法学演習 16（ソフトボール） １

健康運動
支　　援
関連科目

運動処方 ２
運動負荷試験 ２
測定評価 ２
健康体力づくり論 ２
健康産業施設等現場実習 ２
健康運動総合演習Ⅰ ２
健康運動総合演習Ⅱ ２

生　　涯
スポーツ
支　　援
関連科目

地域スポーツ実践演習Ⅰ ２
地域スポーツ実践演習Ⅱ ２
レクリエーション支援論 ２
レクリエーション支援演習 ２
アダプテッド・スポーツ論 ２
発育発達とスポーツ ２
高齢者の健康と運動 ２
リハビリテーション論 ２

キャリアデザイン
関連科目

キャリアデザイン基礎演習 ２
キャリアデザイン実践演習 ４

教職課程
に関する
科　　目

保健体育科教育法Ⅰ ２
保健体育科教育法Ⅱ ２
保健体育科教育法Ⅲ ２
保健体育科教育法Ⅳ ２
教育原論 ２
教職論 ２
教育制度論 ２
教育心理学 ２
特別の支援を要する児童・生徒の理解 １
教育課程論 １
道徳教育指導論 ２
総合的な学習の時間の指導法 １
特別活動論 １
教育方法論 ２
生徒指導論 ２
教育相談 ２
進路指導論 １
教育実習事前事後指導 １
教育実習 ４
教職実践演習（中・高） ２
教育実習基礎演習 ２

計 12 219 選択科目より
90 単位以上修得

合　　　　　　　　計 22 286 選択科目より
102 単位以上修得

－ 325 －

学

則



－ 326 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

共
　
　
　
　
通
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

２２ 単位以上
（内 １４ 単位必修）

あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２
地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ 1
ウェルネス・スポーツ 1

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １
Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication （English） ２
資格英語（ESP） 1
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １６ ６１ 選択科目より
８単位以上修得

別表４　リハビリテーション学科理学療法学専攻の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）
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学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
基
　
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

基本科目

健康福祉概論 ２

選択科目より
２単位以上選択必修

栄養学 ２
作業と生活 ２
リハビリテーションと心理学 ２
ケースワーク論 ２
障害者福祉論 ２
レクリエーション論 ２
現代の医療制度 ２

人体の構造
と機能及び
心身の発達

解剖学Ⅰ ２
解剖学Ⅱ ２
体表解剖学実習 １
生理学 ２
生理学演習 １
人間発達学 ２
運動学Ⅰ ２
運動学Ⅱ ２
運動学実習 １
公衆衛生学 ２

疾病と障害
の成り立ち
及び回復

過程の促進

病理学 ２

選択科目より
２単位以上選択必修

内科学Ⅰ １
内科学Ⅱ １
老年医学 ２
整形外科学Ⅰ １
整形外科学Ⅱ １
神経内科学Ⅰ １
神経内科学Ⅱ １
小児科学 ２
精神医学Ⅰ ２
精神医学Ⅱ ２
感染予防・救急法 １
薬理学・臨床検査 ２
画像診断学 ２
スポーツ外傷学 ２

保健医療福祉とリハビ
リテーションの理念 リハビリテーション概論 ２

－ 327 －

学

則



－ 328 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

基礎理学
療法学

理学療法学概論 １
基礎理学療法学 ２
理学療法学研究法 ２
理学療法学研究法演習 １
園芸療法実習 ２
園芸論 ２
園芸療法論 ２
ガーデニング ２

理学療法
評価学

理学療法評価学Ⅰ ２
理学療法評価学Ⅱ ２
理学療法評価学実習 １

理学療法
治療学

物理療法学 ２

選択科目より
1 単位以上選択必修

物理療法学実習 １
運動療法学 ２
運動療法学実習 １
運動器障害理学療法学 ２
運動器障害理学療法学実習 １
神経障害理学療法学 ２
神経障害理学療法学実習 １
神経障害理学療法学演習 １
内部障害理学療法学 ２
発達障害理学療法学 ２
老年期障害理学療法学 ２
日常生活活動学 ２
日常生活活動学実習 １
義肢装具学 ２
理学療法学特論Ⅰ １
理学療法学特論Ⅱ １
理学療法学特論Ⅲ １
安全管理運営学 １

地域理学
療法学

地域理学療法学Ⅰ ２
地域理学療法学Ⅱ ２

臨床実習

臨床実習Ⅰ １
臨床実習Ⅱ ２
臨床実習Ⅲ ４
臨床実習Ⅳ－ 1 ７
臨床実習Ⅳ－ 2 ７

卒業研究 卒業研究 ２

計 100 32 選択科目より
５単位以上修得

合　　　　　　　　計 116 93 選択科目より
１３ 単位以上修得



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

共
　
　
　
　
通
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

２２ 単位以上
（内 １４ 単位必修）

あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２
地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ 1
ウェルネス・スポーツ 1

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １
Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication （English） ２
資格英語（ESP） 1
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １６ ６１ 選択科目より
８単位以上修得

別表５　リハビリテーション学科作業療法学専攻の卒業に係わる授業科目及び単位数（第７条第２項関係）
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－ 329 －

学

則



－ 330 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
基
　
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

基本科目

健康福祉概論 ２

選択科目より
２単位以上
選択必修

栄養学 ２
作業と生活 ２
リハビリテーションと心理学 ２
ケースワーク論 ２
障害者福祉論 ２
レクリエーション論 ２
現代の医療制度 ２

人体の構造
と機能及び
心身の発達

解剖学Ⅰ ２
解剖学Ⅱ ２
体表解剖学実習 １
生理学 ２
生理学演習 １
人間発達学 ２
運動学 ２
運動学演習 １
公衆衛生学 ２

疾病と障害
の成り立ち
及び回復過
程の促進

病理学 ２

選択科目より
２単位以上
選択必修

内科学Ⅰ １
内科学Ⅱ １
老年医学 ２
整形外科学Ⅰ １
整形外科学Ⅱ １
神経内科学Ⅰ １
神経内科学Ⅱ １
小児科学 ２
精神医学Ⅰ ２
精神医学Ⅱ ２
感染予防・救急法 １
薬理学・臨床検査 ２
画像診断学 ２
スポーツ外傷学 ２

保健医療福祉とリハビ
リテーションの理念 リハビリテーション概論 ２



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

基礎作業
療法学

作業療法学概論 ２

選択科目より
２単位以上選択必修

基礎作業学 ２
基礎作業学実習 １
基礎作業学演習 １
園芸療法実習 ２
園芸論 ２
園芸療法論 ２
ガーデニング ２

作業療法
評価学

作業療法評価学Ⅰ １
作業療法評価学Ⅱ １
作業療法評価学演習Ⅰ １
作業療法評価学演習Ⅱ １
作業療法総合演習 １

作業治療学

身体障害作業療法学Ⅰ １

選択科目より
２単位以上選択必修

身体障害作業療法学Ⅱ １
身体障害作業療法学演習 １
精神障害作業療法学Ⅰ １
精神障害作業療法学Ⅱ １
精神障害作業療法学演習 １
発達障害作業療法学 ２
老年期障害作業療法学 ２
老年期障害作業療法学演習 １
高次脳機能障害作業療法学 ２
日常生活活動学 １
日常生活活動学演習 １
義肢装具学 ２
作業療法技術学特論Ⅰ １
作業療法技術学特論Ⅱ １
作業療法技術学特論Ⅲ １
安全管理運営学 １

地域作業
療法学

地域作業療法学 １
地域作業療法学演習Ⅰ １
地域作業療法学演習Ⅱ １
職業関連活動 １

臨床実習

臨床実習Ⅰ １
臨床実習Ⅱ ２
臨床実習Ⅲ ４
臨床実習Ⅳ－ 1 ７
臨床実習Ⅳ－ 2 ７

卒業研究
作業療法学研究法 １
卒業研究 ２

計 97 27 選択科目より
８単位以上修得

合　　　　　　　　計 113 88 選択科目より
１６ 単位以上修得

－ 331 －

学

則



－ 332 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　　考必修 選択

共          

通          

教           

育          

科          
目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

12 単位以上
（内４単位必修）

あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２
地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ １
ウェルネス・スポーツ １

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １

６単位以上
（内４単位必修）

Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication（English） ２
資格英語（ESP） 1
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １０ ６７ 選択科目より
10 単位以上修得

別表６　子ども学科の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）
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学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

学部基幹科目 子ども学総論 ２

学科基幹科目

教育基礎論 ２
保育原理 ２
発達心理学 ２
特別支援教育総論 ２

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
基
　
　
　
　
幹
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

初
　
　
　
　
　
等
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
学

（幼児教育）

教師論 ２

専門基幹科目及び専門
展開科目より 88 単位以
上を選択必修すること。

そのうち、10 単位まで
は他学部他学科の専門
教育科目を修得するこ
とができる。

幼児教育課程論 １
幼児教育方法論 １
幼児理解の理論と方法 １
保育内容総論 ２
保育内容指導法（健康） ２
保育内容指導法（人間関係） ２
保育内容指導法（環境） ２
保育内容指導法（言葉） ２
保育内容指導法（表現） ２

（小学校教育）

教育行政学 ２
カリキュラム論 ２
教育の方法と技術 ２
道徳教育の基本と実践 ２
特別活動の指導 １
進路指導の理論と方法 １
生徒指導の理論と方法 １
教育相談の基礎と方法 ２
特別の支援を要する子どもの理解 １
国語科指導法 ２
社会科指導法 ２
算数科指導法 ２
理科指導法 ２
生活科指導法 ２
音楽科指導法 ２
図画工作科指導法 ２
家庭科指導法 ２
体育科指導法 ２
英語科指導法 ２
総合的な学習の時間の指導 １
保育・教職実践演習（幼・小） ２

－ 333 －

学

則



－ 334 －

学

則

学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
教
　
　
　
　
　
育
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
基
　
　
　
　
　
幹
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

特別支援教育学

知的障害者の心理・生理・病理 ２

専門基幹科目及び専門
展開科目より 88 単位以
上を選択必修すること。

そのうち、10 単位まで
は他学部他学科の専門
教育科目を修得するこ
とができる。

肢体不自由者の心理・生理・病理 ２
病弱者の心理・生理・病理 ２
知的障害者教育 ２
肢体不自由者教育 ２
肢体不自由者教育の理論と実際 ２
病弱者教育 ２
知的障害者教育総論 ２

保　　育　　学

子ども家庭福祉 ２
社会福祉 ２
子ども家庭支援論 ２
社会的養護Ⅰ ２
子ども家庭支援の心理学 ２
子どもの理解と援助 １
子どもの保健 ２
子どもの食と栄養 ２
乳児保育Ⅰ ２
乳児保育Ⅱ １
子どもの健康と安全 １
障害児保育 ２
社会的養護Ⅱ １
子育て支援（基礎） １

教科・基礎技能

国語 ２ 書写を含む
社会 ２
算数 ２
理科 ２
生活 ２
音楽 ２
図画工作 ２
家庭 ２
体育 ２
英語 ２

実　　　　　習

保育実習Ⅰ（保育所・施設） ４
保育実習Ⅱ（保育所） ２
保育実習Ⅲ（施設） ２
保育実習指導Ⅰ ２
保育実習指導Ⅱ １
保育実習指導Ⅲ １
幼稚園教育実習Ⅰ ２
幼稚園教育実習Ⅱ ２



学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

専
門
基
幹
科
目

実　　　習

幼稚園教育実習指導 １

専門基幹科目及び専門
展開科目より 88 単位以
上を選択必修すること。

そのうち、10 単位まで
は他学部他学科の専門
教育科目を修得するこ
とができる。

小学校教育実習 ４
小学校教育実習指導 １
学校体験活動 １
特別支援教育実習指導 １
特別支援教育実習 ２

専
　
　
門
　
　
展
　
　
開
　
　
科
　
　
目

子どもの
表現と文化

子どもの文化 ２
ピアノ ２
音楽（応用） ２
図画工作（応用） ２
体育（応用） ２
リズム表現指導法 ２
造形表現指導法 ２
音楽表現指導法 ２

子どもの
健康と福祉

環境教育論 ２
子どもの食育 ２
子どものストレスマネジメント論 ２
学校ソーシャルワーク ２
子育て支援 ２

教科の演習

国語科演習 ２
社会科演習 ２
算数科演習 ２
理科演習 ２

障害児の支援

視覚障害者教育総論 １
聴覚障害者の言語障害指導 １
重複障害者教育総論 １
発達障害者教育総論 ２
子どもの支援Ⅰ（基礎・実習） ２

ゼミナール 子ども学演習 ２
卒業研究 卒業研究 ４

計 16 180 選択科目より
88 単位以上修得

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計 26 247 選択科目より
98 単位以上修得

－ 335 －

学

則



－ 336 －

学

則

学　科　目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　　考必修 選択

共          

通          

教           

育          

科          

目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

１８ 単位以上
（内８単位必修）

あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ地域協働（インターンシップ） ２

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２
地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ 1
ウェルネス・スポーツ 1

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １
Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
Academic English Ⅱ １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication（English） ２
資格英語（ESP） 1
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １
情報処理基礎 １

計 １０ ６７ 選択科目より
１０ 単位以上修得

別表７　心理カウンセリング学科の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）

�
�
�
�
�



学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　考必修 選択

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

学部基幹科目 　子ども学総論 ２ （凡例）
〇印科目は、公認心理
師国家試験の受験資格
取得に係る科目を示す。学科基幹科目

〇心理学概論Ⅰ ２
〇心理学概論Ⅱ ２
　子ども家庭福祉 ２
　心理カウンセリング概論 ２
〇臨床心理学概論 ２

専
門
基
礎
科
目

心理学基礎科目

〇心理学研究法 ２ （凡例）
〇印科目は、公認心理
師国家試験の受験資格
取得に係る科目を示す。

（履修方法）
専門基礎科目の選択科
目より４単位以上選択
必修

〇心理学実験Ⅰ ２
〇心理学実験Ⅱ ２
〇心理学統計法 ２
〇心理的アセスメントⅠ ２
〇心理的アセスメントⅡ ２

心理支援
基礎科目

　カウンセリング基礎演習 １
　カウンセリング実践演習 ２
〇公認心理師の職責 ２

専
　
　
　
門
　
　
　
基
　
　
　
幹
　
　
　
科
　
　
　
目

発達関連科目

　命の尊厳 ２

（凡例）
〇印科目は、公認心理
師国家試験の受験資格
取得に係る科目を示す。

（履修方法）
専門基幹科目及び専門
展開科目の選択科目よ
り 69 単位以上選択必修

そのうち、10 単位まで
は他学部他学科の専門
教育科目を修得するこ
とができる。

　現代社会と家族機能 ２
〇発達心理学Ⅰ ２
〇発達心理学Ⅱ ２
　乳幼児心理学 ２
　児童臨床心理学 ２
　思春期・青年期心理臨床 ２

基礎心理学・
医学関連科目

〇人体の構造と機能及び疾病Ⅰ ２
〇人体の構造と機能及び疾病Ⅱ ２
〇知覚・認知心理学 ２
〇学習・言語心理学 ２
〇神経・生理心理学 ２
〇健康・医療心理学 ２
〇精神疾患とその治療Ⅰ ２
〇精神疾患とその治療Ⅱ ２

社会・産業
心理学

関連科目

〇社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学） ２
〇社会・集団・家族心理学Ⅱ（家族心理学） ２
〇産業・組織心理学 ２
　コミュニティ心理学 ２

地域協働
関連科目

〇教育・学校心理学 ２
〇障害者・障害児心理学 ２
〇司法・犯罪心理学 ２
〇福祉心理学 ２
〇関係行政論 ２
　こころと宗教（宗教学概論） ２
　人権論 ２
　死生学 ２
　学校ソーシャルワーク ２
　レクリエーション支援論 ２
　レクリエーション支援演習 ２
　子ども家庭支援論 ２
　子どもの支援Ⅰ（基礎・実習） ２

－ 337 －

学

則



－ 338 －

学

則

学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

専
　
　
門
　
　
展
　
　
開
　
　
科
　
　
目

臨床応用
心理学

関連科目

〇心理学的支援法 ２

（凡例）
〇印科目は、公認心理
師国家試験の受験資格
取得に係る科目を示す。

（履修方法）
専門基幹科目及び専門
展開科目の選択科目よ
り 69 単位以上選択必修

そのうち、10 単位まで
は他学部他学科の専門
教育科目を修得するこ
とができる。

　遊戯療法 ２
　芸術療法Ⅰ（基礎理論と箱庭療法・コラージュ療法） ２
　芸術療法Ⅱ（心理劇の理論と実際） １
　芸術療法Ⅲ（芸術療法の実際） ２
　臨床動作法の理論と実践 ２
　認知行動療法 ２
〇感情・人格心理学 ２
　精神分析学 ２
　子どものストレスマネジメント論 ２
〇心理演習 ２

心理学実践
領域実習 〇心理実習 ２

心理学文献
講読科目

　心理学文献講読Ⅰ　 ２
　心理学文献講読Ⅱ ２

カルチャーと
心理関連科目

　子どもの文化 ２
　カルチャーと心 １
　アニメ・映画・絵本と心理学 １
　暮らしに潜む罠 １

ゼミナール
　セルフマネジメントゼミナールⅠ １
　セルフマネジメントゼミナールⅡ １
　心理専門ゼミナール ２

卒業研究 卒業研究 ４

計 ３１ 102 選択科目より
73 単位以上修得

合　　　　　　　　　　　　　　計 ４１ 169 選択科目より
８３ 単位以上修得



学　科　目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　　考必修 選択

共          

通          

教           

育          

科          
目

キャリア形成
あすなろうⅠ基礎（初年次教育含） ２

5 単位あすなろうⅡ応用（地域課題） ２
あすなろうⅢ臨地協働 １

地域連携・
学部間連携基礎

生活支援 ２

8 単位以上
（内 4 単位必修）

地域連携 ２

人間と文化

心理学入門 ２
現代社会と倫理 ２
人間論と現代思想 ２
文学と言語 ２
生涯学習論 ２
肥前の歴史と文化 ２
脳と認知科学 ２
法学 ２
日本国憲法 ２

くらしの科学

多文化社会学 ２
くらしと経済 ２
ジェンダー論 ２
生命のしくみ ２
生物と環境 ２
身近な生活の化学 ２
統計学の基礎 ２
身近な世界の物理学 ２
地球環境科学 ２

健康スポーツ
健康運動科学 ２
フィットネス・スポーツ 1
ウェルネス・スポーツ 1

国際理解

グローバル化と異文化共生 ２
文化人類学 ２
変わりゆく国際社会を生きる ２
日本事情（Japanese & World Issues） ２

外国語による
コミュニケーション

理解

Basic English Ⅰ １

7 単位以上
（内 5 単位必修）

Basic English Ⅱ １
Global English Ⅰ １
Global English Ⅱ １
Academic English Ⅰ １
医療英語 １
英語コミュニケーションⅠ １
英語コミュニケーションⅡ １
Global Communication（English） ２
資格英語（ESP） １
中国語 １
韓国語 １
日本語初級 １ ※日本語初級、日本語中

級及び日本語上級は、
留学生対象科目とする。

日本語中級 １
日本語上級 １
語学研修 １

ICT の理解 情報処理入門 １ 2 単位情報処理基礎 １

計 １６ ６０ 選択科目より
6 単位以上修得

別表８　看護学科の卒業に係わる授業科目及び単位数 （第７条第２項関係）
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�
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－ 339 －

学

則



－ 340 －

学

則

学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専          

門          

教          

育          

科          
目

専
　
　
門
　
　
基
　
　
礎
　
　
科
　
　
目

いのちの
科学

看護形態機能学Ⅰ ２

必修 26 単位
※印は保健師

課程必修

看護形態機能学Ⅱ ２
免疫と感染 ２
臨床薬理学 ２
病態栄養学 ２
病理学 ２
病態治療学Ⅰ（呼吸・循環器） ２
病態治療学Ⅱ（消化器・泌尿器） ２
病態治療学Ⅲ（筋・骨格、感覚器） ２
病態治療学Ⅳ（神経・難病、精神疾患） ２
病態治療学Ⅴ（小児の疾病、婦人科疾患） ２
リハビリテーション学 ２

保健医療
福祉介護の

仕組み

　保健福祉行政論 ２
※保健医療福祉制度論 １
　公衆衛生学 ２
※疫学 ２
※保健統計学 ２

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

看護基盤学
領域

看護学原論 ２

必修 17 単位

看護理論学 ２
看護過程論 ２
フィジカルアセスメント ２
生活支援技術論 ２
生活支援技術論演習 ２
臨床関連技術論演習 ２
自己開発学 ２
自己開発学演習 ２
自己開発学実習 ２
生活支援論実習 １
看護過程論実習 ２

看護実践学
領域

成人看護学概論 ２

必修 39 単位

成人看護学方法論Ⅰ ２
成人看護学方法論Ⅱ ２
看護診断論 １
成人看護学実習Ⅰ ３
成人看護学実習Ⅱ ３
老年看護学概論 ２
老年看護学方法論 ２
老年看護学実習 ４
精神看護学概論 ２
精神看護学方法論 ２
精神看護学実習 ２
母性看護学概論 ２
母性看護学方法論 ２
母性看護学実習 ２
小児看護学概論 ２
小児看護学方法論 ２
小児看護学実習 ２



学　　　科　　　目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

専
　
　
　
門
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
科
　
　
　
目

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

看
　
　
護
　
　
統
　
　
合
　
　
学
　
　
領
　
　
域

看護マネジ
メント群

　在宅看護学概論 ２

必修 16 単位
選択必修 6 単位以上

（関連職種連携実習と
看護管理実習は
どちらかを選択）

※印は保健師
課程必修

　在宅看護学方法論 ２
　在宅看護学実習 ２
　関連職種連携論 ２
　関連職種連携演習 ２
※関連職種連携実習 ２
　家族看護学 ２
　ターミナルケア論 ２
　看護倫理学 ２

看護管理・
教育学群

看護教育学 ２
看護管理学 ２
看護管理実習 ２

看護探求群
看護研究方法論 ２
看護研究ゼミナール ２
看護シミュレーション演習 ２

看護発展群

　国際看護学 ２
　災害看護学 ２
　助産学概論 ２
※公衆衛生看護学概論 ２
※健康教育学 ２
※学校保健概論 ２
※産業保健概論 ２
　クリティカルケア ２
　高度医療と看護 ２
　補完・代替医療 ２
　認知症ケア ２

公衆衛生看護学
領域

※公衆衛生看護活動論（集団・組織支援） ２
保健師課程履修者のみ

11 単位必修及び
公衆衛生看護学実習Ⅱ

とⅢから 1 単位
選択必修

※印は保健師
課程必修

※公衆衛生看護方法論Ⅰ（地域診断） ２
※公衆衛生看護方法論Ⅱ（技術演習） ２
※公衆衛生看護学管理論 ２
※公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） ３
※公衆衛生看護学実習Ⅱ（学校保健） １
※公衆衛生看護学実習Ⅲ（産業保健） １

計 ９８ ６２ 選択科目より
６単位以上修得

合　　　　　　　　　　　　　　計 114 122 選択科目より
１２ 単位以上修得

－ 341 －

学

則



－ 342 －

学

則

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　考必修 選択

健
　
　
　
康
　
　
　
栄
　
　
　
養
　
　
　
学
　
　
　
科

栄
養
に
係
る

教
育
に

関
す
る
科
目

＊栄養教諭論

＊学校食育指導論

２

２

＊印は別表１に掲げている授業
科目と重複掲示を示す。

教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目

教育原論 ２
教職論 ２
教育制度論 ２
教育心理学 ２
特別の支援を要する児童・生徒の理解 １
教育課程論 １

道
徳
、
総
合
的
な
学
習

の
時
間
等
の
内
容
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談

等
に
関
す
る
科
目

道徳教育指導論 ２
総合的な学習の時間の指導法 １
特別活動論 １
教育方法論 ２
生徒指導論 ２
教育相談 ２

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

栄養教育実習事前事後指導

栄養教育実習

教職実践演習（栄養教諭）

１

２

２

計 29 0

別表９　健康栄養学科の栄養教諭免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）



学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　考必修 選択

社
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
福
　
　
　
　
　
祉
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
科

教
　
科
　
に
　
関
　
す
　
る
　
専
　
門
　
的
　
事
　
項

＊社会福祉原論Ⅰ ２ ＊印は別表２に掲げている授業科
目と重複掲示を示す。

これら 3 科目より 1 科目 1 単位以
上選択必修

これら 3 科目より 1 科目 4 単位以
上選択必修

これら 3 科目より 1 科目 2 単位以
上選択必修

＊社会福祉原論Ⅱ ２
＊福祉行財政論 １
＊社会保障論Ⅰ ２
＊社会保障論Ⅱ ２
＊公的扶助論 ２
＊権利擁護と成年後見制度 ２
＊高齢者福祉論 ２
＊児童・家庭福祉論 ２
＊障害者福祉論 ２
＊相談援助の理論と方法Ⅰ ２
＊相談援助の理論と方法Ⅱ ２
＊高齢者ソーシャルワーク ２
＊介護論 ２
＊介護概論Ⅰ ２
＊介護概論Ⅱ ２
＊介護技術 １
＊基礎生活支援技術Ⅰ １
＊基礎生活支援技術Ⅱ １
＊社会福祉援助技術実習 ４
＊介護実習Ⅱ ２
＊介護実習Ⅳ ２
＊人体の構造と機能及び疾病Ⅰ ２
＊こころとからだのしくみ ２
＊人体の構造と機能及び疾病Ⅱ ２
＊認知症の理解Ⅱ ２
＊障害の理解 ２

各
教
科
の
指
導
法

（
情
報
機
器
及
び
教
材
の

活
用
を
含
む
。）

＊福祉科教育法Ⅰ ２

＊福祉科教育法Ⅱ ２

教
育
の
基
礎
的
理

解
に
関
す
る
科
目

＊教育原論 ２
　教職論 ２
＊教育制度論 ２
＊教育心理学 ２
　特別の支援を要する児童・生徒の理解 １
＊教育課程論 １

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

　総合的な学習の時間の指導法 １
　特別活動論 １
　教育方法論 ２
　生徒指導論 ２
　教育相談 ２
　進路指導論 １

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

　教育実習事前事後指導 １
　教育実習（高） ２
　教職実践演習（中・高） ２

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

＊生涯学習論 ２

計 44 38

別表 10　社会福祉学科の高等学校福祉科免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

「社会福祉援助技術実習」については、
社会福祉施設等における介護実習を含む。

－ 343 －

学

則



－ 344 －

学

則

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　考必修 選択

ス
　
　
　
ポ
　
　
　
ー
　
　
　
ツ
　
　
　
健
　
　
　
康
　
　
　
福
　
　
　
祉
　
　
　
学
　
　
　
科

教
　
科
　
に
　
関
　
す
　
る
　
専
　
門
　
的
　
事
　
項

＊運動方法学演習１（体つくり） 1 ＊印は別表３に掲げている授業
科目と重複掲示を示す。

これら２科目より１科目１単位
選択必修
これら２科目より１科目１単位
選択必修

これら３科目より１科目２単位
選択必修

小児保健を含む

＊運動方法学演習２（器械運動） 1
＊運動方法学演習３（陸上） 1
＊運動方法学演習４（水泳） 1
＊運動方法学演習５（バスケットボール） 1
＊運動方法学演習６（サッカー） 1
＊運動方法学演習７（柔道） 1
＊運動方法学演習８（剣道） 1
＊運動方法学演習９（ダンス） 1
＊運動方法学演習 14（バレーボール） １
＊運動方法学演習 16（ソフトボール） １
＊運動学（運動方法学を含む） ２
＊スポーツ社会学 ２
＊スポーツ心理学 ２
＊バイオメカニクス ２
＊スポーツ行政学 ２
＊生理学（運動生理学を含む） ２
＊スポーツ栄養学 ２
＊運動処方 ２
＊衛生学（公衆衛生学を含む） ２
＊学校保健 ２
＊精神保健学Ⅰ ２
＊精神保健学Ⅱ ２
＊救急処置（学校安全を含む） ２

各
教
科
の
指
導
法

（
情
報
機
器
及
び
教
材
の

活
用
を
含
む
。）

＊保健体育科教育法Ⅰ ２

＊保健体育科教育法Ⅱ ２

＊保健体育科教育法Ⅲ ２

＊保健体育科教育法Ⅳ ２
教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目

＊教育原論 ２
＊教職論 ２
＊教育制度論 ２
＊教育心理学 ２
＊特別の支援を要する児童・生徒の理解 １
＊教育課程論 １

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

＊道徳教育指導論 ２
＊総合的な学習の時間の指導法 １
＊特別活動論 １
＊教育方法論 ２
＊生徒指導論 ２
＊教育相談 ２
＊進路指導論 １

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

＊教育実習事前事後指導 １
＊教育実習 ４
＊教職実践演習（中・高） ２

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

＊生涯学習論 ２

＊教育実習基礎演習 ２

計 57 20

別表 11　スポーツ健康福祉学科の中学校保健体育科免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）
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学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　考必修 選択

ス
　
　
　
ポ
　
　
　
ー
　
　
　
ツ
　
　
　
健
　
　
　
康
　
　
　
福
　
　
　
祉
　
　
　
学
　
　
　
科

教
　
科
　
に
　
関
　
す
　
る
　
専
　
門
　
的
　
事
　
項

＊運動方法学演習１（体つくり） 1 ＊印は別表３に掲げている授業
科目と重複掲示を示す。

これら２科目より１科目１単位
選択必修
これら２科目より１科目１単位
選択必修

これら３科目より１科目２単位
選択必修

小児保健を含む

＊運動方法学演習２（器械運動） 1
＊運動方法学演習３（陸上） 1
＊運動方法学演習４（水泳） 1
＊運動方法学演習５（バスケットボール） 1
＊運動方法学演習６（サッカー） 1
＊運動方法学演習７（柔道） 1
＊運動方法学演習８（剣道） 1
＊運動方法学演習９（ダンス） 1
＊運動方法学演習 14（バレーボール） １
＊運動方法学演習 16（ソフトボール） １
＊運動学（運動方法学を含む） ２
＊スポーツ社会学 ２
＊スポーツ心理学 ２
＊バイオメカニクス ２
＊スポーツ行政学 ２
＊生理学（運動生理学を含む） ２
＊スポーツ栄養学 ２
＊運動処方 ２
＊衛生学（公衆衛生学を含む） ２
＊学校保健 ２
＊精神保健学Ⅰ ２
＊精神保健学Ⅱ ２
＊救急処置（学校安全を含む） ２

各
教
科
の
指
導
法

（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用

を
含
む
。）

＊保健体育科教育法Ⅰ ２

＊保健体育科教育法Ⅱ ２

教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目

＊教育原論 ２
＊教職論 ２
＊教育制度論 ２
＊教育心理学 ２
＊特別の支援を要する児童・生徒の理解 １
＊教育課程論 １

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

＊総合的な学習の時間の指導法 １
＊特別活動論 １
＊教育方法論 ２
＊生徒指導論 ２
＊教育相談 ２
＊進路指導論 １

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

＊教育実習事前事後指導 １
＊教育実習 ４
＊教職実践演習（中・高） ２

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

＊生涯学習論 ２

＊教育実習基礎演習 ２

計 51 20

別表 12　スポーツ健康福祉学科の高等学校保健体育科免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）
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－ 345 －

学

則



－ 346 －

学

則

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　　考
必修 選択

子
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
科

領
域
に
関
す
る

専
門
的
事
項

＊国語 ２
＊印は別表６に掲げている授業
科目と重複掲示を示す。＊算数 ２

＊生活 ２
＊音楽 ２
＊ピアノ ２
＊図画工作 ２
＊体育 ２

保
育
内
容
の
指
導
法

（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。）

＊保育内容総論 ２
＊保育内容指導法（健康） ２
＊保育内容指導法（人間関係） ２
＊保育内容指導法（環境） ２
＊保育内容指導法（言葉） ２
＊保育内容指導法（表現） ２
＊音楽表現指導法 ２
＊造形表現指導法 ２
＊リズム表現指導法 ２

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

＊教育基礎論 ２
＊教師論 ２
＊教育行政学 ２
＊発達心理学 ２
＊特別の支援を要する子どもの理解 １
＊幼児教育課程論 １

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

＊幼児教育方法論 １

＊幼児理解の理論と方法 １

＊教育相談の基礎と方法 ２

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

＊幼稚園教育実習指導 １
＊幼稚園教育実習Ⅰ ２
＊幼稚園教育実習Ⅱ ２
＊保育・教職実践演習（幼・小） ２

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

＊生涯学習論 ２
＊子育て支援 ２
＊子どもの食育 ２
＊環境教育論 ２
＊子ども学総論 ２

計 35 28

別表 13　子ども学科の幼稚園教諭免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）



別表 14　子ども学科の小学校教諭免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　　考必修 選択

子
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
科

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

＊国語 ２ 書写を含む 
 
 
 
 
＊印は別表６に掲げている授業
科目と重複掲示を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊社会 ２
＊算数 ２
＊理科 ２
＊生活 ２
＊音楽 ２
＊ピアノ ２
＊図画工作 ２
＊家庭 ２
＊体育 ２
＊英語 ２
＊国語科演習 ２
＊社会科演習 ２
＊算数科演習 ２
＊理科演習 ２
＊音楽（応用） ２
＊図画工作（応用） ２
＊体育（応用） ２

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器

及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。）

＊国語科指導法 ２
＊社会科指導法 ２
＊算数科指導法 ２
＊理科指導法 ２
＊生活科指導法 ２
＊音楽科指導法 ２
＊図画工作科指導法 ２
＊家庭科指導法 ２
＊体育科指導法 ２
＊英語科指導法 ２

教
育
の
基
礎
的
理

解
に
関
す
る
科
目

＊教育基礎論 ２
＊教師論 ２
＊教育行政学 ２
＊発達心理学 ２
＊特別の支援を要する子どもの理解 １
＊カリキュラム論 ２

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

＊道徳教育の基本と実践 ２
＊総合的な学習の時間の指導 １
＊特別活動の指導 １
＊教育の方法と技術 ２
＊生徒指導の理論と方法 １
＊教育相談の基礎と方法 ２
＊進路指導の理論と方法 １

教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

＊小学校教育実習指導 １
＊学校体験活動 1
＊小学校教育実習 ４
＊保育・教職実践演習（幼・小） ２

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目

＊生涯学習論 ２
＊子ども学総論 ２
＊子どもの食育 ２
＊環境教育論 ２

計 50 43

－ 347 －

学

則



－ 348 －

学

則

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　考
必修 選択

子
　
ど
　
も
　
学
　
科

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

＊特別支援教育総論 ２ ＊印は別表６に掲げている授
業科目と重複掲示を示す。＊知的障害者の心理・生理・病理 ２

＊肢体不自由者の心理・生理・病理 ２
＊病弱者の心理・生理・病理 ２
＊知的障害者教育 ２
＊肢体不自由者教育 ２
＊肢体不自由者教育の理論と実際 ２
＊病弱者教育 ２
＊知的障害者教育総論 ２
＊視覚障害者教育総論 １
＊聴覚障害者の言語障害指導 １
＊重複障害者教育総論 １
＊発達障害者教育総論 ２
＊特別支援教育実習指導 １
＊特別支援教育実習 ２

計 26

別表 15　子ども学科の特別支援学校教諭免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）



学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

子
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
科

保
育
の
本
質
・
目
的

に
関
す
る
科
目

＊保育原理 ２

＊印は別表６に掲げている授業科
目と重複掲示を示す。

＊教育基礎論 ２
＊子ども家庭福祉 ２
＊社会福祉 ２
＊子ども家庭支援論 ２
＊社会的養護Ⅰ ２
＊教師論 ２

保
育
の
対
象
の

理
解
に

関
す
る
科
目

＊発達心理学 ２
＊子ども家庭支援の心理学 ２
＊子どもの理解と援助 １
＊子どもの保健 ２
＊子どもの食と栄養 ２

保
育
の
内
容
・
方
法

に
関
す
る
科
目

＊幼児教育課程論 １
＊幼児教育方法論 １
＊保育内容総論 ２

 6 単位以上選択必修

＊保育内容指導法（健康） ２
＊保育内容指導法（人間関係） ２
＊保育内容指導法（環境） ２
＊保育内容指導法（言葉） ２
＊保育内容指導法（表現） ２
＊音楽表現指導法 ２
＊リズム表現指導法 ２  4 単位以上選択必修
＊造形表現指導法 ２
＊乳児保育Ⅰ ２
＊乳児保育Ⅱ １
＊子どもの健康と安全 １
＊障害児保育 ２
＊社会的養護Ⅱ １
＊子育て支援（基礎） １

保育実習
＊保育実習Ⅰ（保育所・施設） ４
＊保育実習指導Ⅰ ２

総　合 ＊保育・教職実践演習（幼・小） ２

計 41 18

別表 16 の１　子ども学科の保育士資格（別表第１　児童福祉法施行規則第 6 条の 2 第１項第 3 号の指定保育士養
成施設の就業教科目及び単位数並びに履修方法）に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

－ 349 －

学

則



－ 350 －

学

則

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目
単位数

備　　　考
必修 選択

子
　
　
　
ど
　
　
　
も
　
　
　
学
　
　
　
科

保育の本質・
目的に

関する科目
＊子ども学総論 ２

保育の対象の
理解に関する科目 ＊幼児理解の理論と方法 １

保育の内容・
方法に

関する科目

＊ピアノ ２
＊音楽 ２
＊音楽（応用） ２
＊図画工作 ２
＊図画工作（応用） ２
＊体育 ２ ＊印は別表６に掲げて

いる授業科目と重複掲
示を示す。

＊体育（応用） ２
＊教育相談の基礎と方法 ２
＊子どもの文化 ２
＊子どもの食育 ２
＊子育て支援 ２

保育実習

＊保育実習Ⅱ（保育所） ２
２単位以上選択必修

＊保育実習Ⅲ（施設） ２
＊保育実習指導Ⅱ 1

１単位以上選択必修
＊保育実習指導Ⅲ 1

計 2 29 9 単位以上選択必修（必修
及び選択必修単位数を含む）

別表 16 の２　子ども学科の保育士資格（別表第２　児童福祉法施行規則第 6 条の 2 第１項第 3 号の指定保育士養
成施設の就業教科目及び単位数並びに履修方法）に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）
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�
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�

�
�
�

�
�

�



別表 17　看護学科の養護教諭免許に係る授業科目及び単位数（第７条第３項関係）

学科 学科目 授　　　業　　　科　　　目 単位数 備　　　　考必修 選択

看
　
　
護
　
　
学
　
　
科

養
　
護
　
に
　
関
　
す
　
る
　
科
　
目

＊公衆衛生学 ２
予防医学を含む

食品学を含む

＊印は別表８に掲げている授業
科目と重複掲示を示す。

救急処置を含む
救急処置を含む
 
 
 
 

 
 

＊疫学 ２
＊学校保健概論 ２
　養護学概論 ２
　健康相談論 ２
＊病態栄養学 ２
＊看護形態機能学Ⅰ ２
＊看護形態機能学Ⅱ ２
＊免疫と感染 ２
＊臨床薬理学 ２
＊精神看護学概論 ２
＊看護学原論 ２
＊生活支援技術論 ２
＊成人看護学概論 ２
＊母性看護学概論 ２
＊小児看護学概論 ２
＊フィジカルアセスメント ２
＊精神看護学実習 ２
＊母性看護学実習 ２
＊小児看護学実習 ２

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

　教育原論 ２

　教職論 ２

　教育制度論 ２

　教育心理学 ２

　特別の支援を要する児童・生徒の理解 １

　教育課程論 １
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

　道徳教育指導論 ２
　総合的な学習の時間の指導法 １
　特別活動論 １
　教育方法論 ２
　生徒指導論 ２
　教育相談 ２

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

　養護実習事前事後指導 １
　養護実習 ４
　教職実践演習（養護教諭） ２

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

＊生涯学習論 ２

計 59 10

－ 351 －

学

則



－ 352 －

学

則



大　学　院

研究科の教育理念・目標 
研究科の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） ������������� 354
研究科の教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー） ������� 354
研究科の入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー） ���������� 354
健康栄養学専攻 ���������������������������� 355
臨床心理学専攻 ���������������������������� 356
リハビリテーション学専攻 ����������������������� 357
子ども学専攻 ����������������������������� 358
地域生活支援学専攻・博士前期課程 ������������������� 359
地域生活支援学専攻・博士後期課程 ������������������� 360

大学院基本事項 
学生への連絡、 広報 �������������������������� 361
学生証・学籍番号 ��������������������������� 361
学籍異動 ������������������������������� 362
住所・保証人等の変更 ������������������������� 363
修業年限及び在学年限 ������������������������� 363
学年、学期及び休業日 ������������������������� 363
授業科目・履修方法等 ������������������������� 364
　※各専攻等の学修到達目標と学修成果・科目系統図および開講科目一覧
　　学修到達目標と学修成果（健康栄養学専攻） ������������� 367
　　科目系統図　健康栄養学専攻 �������������������� 368
　　健康栄養学専攻開講科目一覧 �������������������� 369
　　学修到達目標と学修成果（臨床心理学専攻） ������������� 370
　　科目系統図　臨床心理学専攻 �������������������� 371
　　臨床心理学専攻開講科目一覧 �������������������� 372
　　学修到達目標と学修成果（リハビリテーション学専攻） �������� 373
　　科目系統図　リハビリテーション学専攻 ��������������� 374
　　リハビリテーション学専攻開講科目一覧 ��������������� 375
　　学修到達目標と学修成果（子ども学専攻） �������������� 376
　　科目系統図　子ども学専攻 ��������������������� 377
　　子ども学専攻開講科目一覧 ��������������������� 378
　　学修到達目標と学修成果（地域生活支援学専攻博士前期課程） ����� 379
　　科目系統図　地域生活支援学専攻博士前期課程 ������������ 380
　　地域生活支援学専攻博士前期課程開講科目一覧 ������������ 381
　　学修到達目標と学修成果（地域生活支援学専攻博士後期課程） ����� 382
　　科目系統図　地域生活支援学専攻博士後期課程 ������������ 383
　　地域生活支援学専攻博士後期課程開講科目一覧 ������������ 384
講義時間 ������������������������������� 385
公認心理師受験資格【臨床心理学専攻】 ����������������� 385
臨床心理士受験資格【臨床心理学専攻】 ����������������� 386
小学校教諭専修免許状、幼稚園教諭専修免許状【子ども学専攻】 ������ 387
単位修得 ������������������������������� 388

－ 353 －

大

学

院

基
本
事
項



西九州大学大学院健康福祉学研究科修士課程は、1999 年（平成 11 年）に健康福祉学部を基に開設した後、
2002 年（平成 14 年）に臨床心理コース、2009 年（平成 21 年）にリハビリテーションコースを設置し、健 
康福祉学研究科修士課程の充実を図ってきた。本学の修士課程は、健康福祉領域の社会的課題に最新の 
知識・技能で取り組む高度専門職業人の養成を行なうとともに、高度専門職業人としての学識、技術を 
身につけ、後継者を育てる高い教育力のある人材の養成に取り組んできた。

しかしながら、長寿社会を迎えた我が国では、少子高齢化や自殺などの問題が顕在化し、社会環境が変
化する中で健康な生活をめぐる問題は深刻さを増し、その解決のためには高度な専門性と、人間や社会 
のあり方についての豊かな学識が必要となった。また、医療や福祉分野の制度改革が急速な勢いで行な 
われ、健康福祉に関する諸分野の学問・研究の進歩も目まぐるしく、本学の健康福祉学研究科が目指す 
高度な実務能力と研究力を身につけるには、健康福祉学の枠組みのみでは対応が困難となってきた。

そこで、現代的な諸課題により対応していくために、現在研究科が持つ、健康栄養学、社会福祉学、
臨床心理学、リハビリテーション学の観点を有機的に統合し、人の生活を支援するという研究教育理念
のもとに、自立生活の促進を進める生活支援及び生活支援科学というキーワードで研究科全体を捉え直
すこととした。つまり、従来の教育研究理念を基盤にしながらも、学部と大学院との教育・研究体制の
緊密な連携を図る見地から、平成 26 年度より健康栄養学、健康福祉学、臨床心理学、リハビリテーショ 
ン学と、各専攻を独立させ、研究科名称を健康福祉学研究科から生活支援科学研究科へと改めた。さら
に、平成 27 年度より、健康福祉学専攻を地域生活支援学専攻と名称を変更するとともに、新たに博士前
期課程及び博士後期課程に再編することになった。併せて、子ども学専攻を設置することになり、文字 
通り、全学部と大学院との教育・研究体制の緊密な連携を図る体制となった。

本大学院では、地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を受け入れ、豊かなコミュニケー
ション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化・人口減少社会等によってもたらさ
れた新しい課題の解決に向けた実践及び研究を志向し、「地域生活を支援し、創造することができる高
度の専門職業人及び研究者」を育てることを、教育の理念・目標として定める。

西九州大学大学院は、以上の理念・目標を踏まえて、大学院としての学位授与の方針（ディプロマ・ポ
リシー）を定めるとともに、専攻及び課程ごとの学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を定める。

【研究科の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
西九州大学大学院は、大学院の教育理念・目標を踏まえ、地域で生活する人々の生活を支援するため

に必要な各専攻及び課程で定められた科目を所定の単位修得し、修士論文及び博士論文の審査及び最終
試験に合格した者に、各専門領域に応じた学位を授与する。

【研究科の教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針
 1．西九州大学大学院は、大学院の教育理念・目標を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に

教育課程を編成する。
 2．西九州大学大学院の教育課程の編成に当たっては、地域で生活する人々の生活を支援するために必要

な研究技法を教授するとともに、各専攻及び課程に係る高度な専門職業人及び研究者として活躍する 
ために必要な専門の知識、技能を取得できるよう科目を適切に配置する。

教育課程運営の方針
西九州大学大学院は「学位授与の方針」に定めた、修了時までに修得すべき知識・能力等が、カリ 

キュラム体系のなかでどのように養成されるのかを示すため履修モデル等で明示する。

【研究科の入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
入学者選抜の基本方針

西九州大学大学院の教育理念・目標に則り、地域の人々の生活を支援するために必要な専門分野の学
理を深く探求したいと希望する者及び多角的な視点から実践研究を希望する者に門戸を開いている。そ
のために、各専攻及び課程の特性に応じた適切な方法で入学者選抜を実施し、大学院教育を受けるにふ
さわしい能力・適性等を多面的・総合的かつ公正に評価し、積極的に受け入れる。

研究科の教育理念・目標
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健康栄養学専攻

教育理念・目標
栄養は生命の維持にとって基本的な要素であり、生涯を通じて、健康の維持増進、疾病予防、疾病治療

など、さまざまな状態における食事のあり方が重要である。これらに対応するためには、科学的根拠に基
づく個別の栄養ケアや地域に応じた栄養施策が必要となる。また、理論を実践するには、人間を理解する
ための行動科学や人々を取り巻く社会環境を理解しなければならない。本専攻においては、栄養学の実践
に照準を定め、地域で生活する人々への生活支援としての栄養ケアのためのエビデンスの構築と、エビデ
ンスに基づいた実践活動ができる人材を育てる事を教育の理念・目標として定める。

【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
健康栄養学専攻は、本専攻の教育理念・目標を踏まえ、地域で生活する人々の生活の支援としての栄養

ケアの実践と検証のために必要な科目として、必修科目 10 単位、選択科目より 20 単位以上、合計 30 単
位以上を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格した者に、修士（健康栄養学）の学位を授与する。

【教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針

本専攻では、健康栄養学を基盤として、栄養学の実践としての生活支援を行うことができる高度な専門
的技術者の養成を行う。学部で身につけた栄養学の知識を基礎として、現状の分析に基づいた個別の栄養
ケアと、他職種の専門分野を理解した包括的な栄養ケアが実践できるようになることを目指すために次の
ような教育課程編成をおこなう。
・生活支援科学特論を、他専攻の学生と共に学ぶことで、生活支援科学を俯瞰的に捉える視点を養う。
・学部レベルの学問をさらに深化させるための専門科目を基礎分野から専門分野まで幅広く配置してい

る。
・これらの講義と平行して、入学当初から栄養学に関わる研究テーマを設定し、指導教員のもとで研究の

計画、実施、論文作成を行い、研究の方法を身につける。
・ティーチングアシスタント制度によって、教育の一端を担うことにより、教育の実施方法や教材等の作

成の体験ができるような体制を整えている。
教育課程運営の方針

上記の教育課程を、カリキュラム体系のなかでどのように養成されるのかを示すため履修モデル等で明
示する。

【入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
健康栄養学専攻では、以下のいずれかの用件を満たす者を積極的に受け入れる。

⑴　栄養学に関する専門職としての高度な実践力を磨きたい者。
⑵　栄養系の資格をもとに実践現場で活躍している者で、現場から醸成された実際的な問題を解決したい

と考えている者。
⑶　栄養学について深く学び、研究したいと考える者。
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臨床心理学専攻

教育理念・目標
　健康と福祉という健康福祉学研究科の理念をさらに発展させ、人が地域社会において豊かで自立した生
活が可能となるためには、人の生活を科学する「生活支援科学」というコンセプトのもと、支援対象者の「心
の領域」を支える心理的支援が重要である。したがって臨床心理学専攻では、「現代社会における心の相談・
支援のための高い倫理観を有し、臨床心理学の精深な学識に基づいた豊かな人間理解力を身につけるとと
もに、それを活かした臨床実践ができる高度専門職業人を養成する。」ことを教育理念・目標として定める。
　

【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
　臨床心理学に関するさまざまな理論や専門的知識を修得するとともに、深い人間理解と高い倫理観に基
づいた実践的技能を身につけ、現代社会における「心の専門家」として臨床実践能力を修得した者に、修
士（臨床心理学）の学位を授与する。

【教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針
　臨床心理学専攻では、高い倫理観と豊かな人間理解と支援のための高度な学識と実践力、さらに臨床実
践研究のための能力を備えた「心の相談・支援の専門家」として活躍できる人材を養成するために、「共通」、

「基礎分野」、「展開分野」、「研究演習」の 4 分野からなる教育課程を編成している。
　本専攻では、公認心理師の受験資格を得るために必要な科目、および臨床心理士受験資格取得の要件と
なる必修科目と選択科目を「基礎分野」と「展開分野」に配置している。なお、本専攻は、公益財団法人
日本臨床心理士資格認定協会の第 1 種指定大学院に認可されている。
教育課程の運営方針
　具体的には、大学院生自らが目指す領域に焦点を当てさせ、共通科目（必修）2 単位、基礎分野 9 科目
16 単位、展開科目 17 科目から 5 科目以上 10 単位以上、研究演習 8 単位の合計 36 単位以上を修得し、必
要な研究指導を受け修士論文の審査最終試験に合格することを履修要件としている。本専攻では、臨床心
理学を体系的に学び、心の専門家としての高度な知識と技術をより専門的に修得できるように履修モデル
等で明示している。

【入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
本専攻は、専門分野の学理を探求したいと希望する者とともに、多角的な視点から臨床実践研究を行う

ことを希望する者にも門戸を開いている。本専攻の入学者選抜にあたっては、以下の要件を満たす者を積
極的に受け入れていく。
１．人間や社会に強い関心を持ち、心理学に関する学問的基礎知識のある者。
２．臨床心理学についての高度な専門的知識と理論・技能を習得して、臨床研究活動や実践活動を通して

社会に貢献したいと考えている者。
３．本専攻において、公認心理師受験資格を得ようとするものは、学部において公認心理師受験資格に必

要な 25 科目を修得しておくこと。
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リハビリテーション学専攻

教育理念・目標
健康と福祉という健康福祉学研究科の理念をさらに発展させ、人の生活を科学し人の生活を支援すると

いう生活支援科学のコンセプトのもと、理学療法または作業療法に関する高度な知識や技能を身につけ、
特に障害のある人の社会参加や地域生活支援を実践する能力を備えたリハビリテーション分野における高
度専門職業人の養成を目的とする。また、リハビリテーションに関する研究をすすめることができ、関連
専門職種の専門性を理解し、チームにおいて指導的役割を果たすことができる理学療法士、作業療法士を
養成することを教育理念・目標として定める。

【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
理学療法または作業療法に関する高度な知識や技能を身につけ、リハビリテーションに関する研究をす

すめることができ、障害のある人の社会参加や地域生活支援を実践できる能力を修得し、必修科目 14 単位、
展開分野の 3 領域の特論の中から、自らが専攻する領域から 3 科目 6 単位以上、合計 30 単位以上を修得し、 
修士論文の審査及び試験に合格した者に修士（リハビリテーション学）の学位を授与する。

【教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針

リハビリテーション学専攻は、障害のある人の社会参加や地域生活支援の実践に必要な知識・技能およ
び研究能力を修得できるよう適切に科目を配置する。
１．種々の障害により地域や在宅での生活継続が困難な人びとの、社会参加や地域生活支援を実践するた

めに必要な科目を配置する。
２．リハビリテーション研究の基礎を学び、理学療法、作業療法および関連学問領域の最新の動向を学ぶ

科目を配置する。
３．リハビリテーション支援を身体機能障害領域、認知・精神機能障害領域、生活機能障害領域の 3 つの 

領域から捉え、領域毎にそれぞれの観点から研究する科目を配置する。
教育課程運営の方針
　障害のある人の社会参加や地域生活支援の実践に必要な知識・技能および研究能力等が、カリキュラム
体系の中でどのように養成されるのか履修モデル等で明示する。

【入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
　本専攻は入学者選抜に当たって，専門分野の学理を探求するとともにさらに研究を深化させたいと希望
し、以下の要件のいずれかを満たす者を積極的に受け入れる。
１．リハビリテーション系学部・学科等において専門教育を受け、さらに高度な専門職としての知識・技

術を継続・深化させたいと希望する者。
２．理学療法士または作業療法士の資格をもとに各実践現場で活躍し、現場から醸成された実際的な問題

意識をもつ者。
３．リハビリテーション学について深く学び、研究したいと考える者。
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子ども学専攻

教育理念・目標
人の人生をトータルにとらえ自立を保障・促進するための支援の理論化、体系化をめざす生活支援科学

研究科の教育研究理念のもとで、子ども期の特性に即した支援の在り方を総合的に考究する。したがっ 
て、本専攻は、教育学・保育学を基盤に据えて、学校教育における効果的な学習指導の方法を探求すると
同時に、子どもの学習活動を成立させるための前提となる子どもの生活実態と生活環境を射程に含め、子
どもと家族への福祉的支援や臨床心理的支援、食生活や健康への支援等との関連において、子どもの成長・
発達と教育のあり方を学際的に究明することを、目標として定める。 

【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
子ども学に関する高度な知識や技能を身につけ、教育保育の現場で活用しうるような課題発見力と探究

力、問題解決能力を修得し、必修科目 12 単位、選択科目 18 単位、合計 30 単位以上を修得し、修士論文
の審査に合格した者に、修士（子ども学）の学位を授ける。

【教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針

子ども学専攻は、保育・教育の質的高度化に資する専門的な知識と技能について研究し、現場での実践
に応用する能力を育成するよう適切に科目を配置する。
１．本専攻では、「基幹分野」に子ども研究の基盤を学ぶ「子ども学特論」を配置し、必修科目とする。また、

幼児期の子どもの生活支援と教育のあり方を学ぶ「子ども学実践演習Ⅰ（幼児期）」、児童期の子どもの
生活支援と教育のあり方を学ぶ「子ども学実践演習Ⅱ（児童期）」を「基幹分野」に配置して選択必修
とする。

２．選択科目として、子どもの教育や生活支援の方法を個別的観点から考究する科目を、「教育分野」「教
科・領域分野」「支援分野」に区分して配置する。

３．小学校教諭専修免許状および幼稚園教諭専修免許状を取得できる課程を設け、教育学・心理学の基礎
理論を深化して各教科・領域の指導法を開発するとともに、教育現場の今日的課題に対応しうる高度な
応用力、課題解決能力を育成する科目を配置する。

教育課程運営の方針
本専攻では、上記１で明記した３科目を「基幹分野」とし、「教育分野」「教科・領域分野」「支援分野」

の各分野から、学生の目的意識に即して、最低１科目、合計 9 科目を選択して履修することを、履修モデ
ルで明示している。

【入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
本専攻は入学選抜に当たって、専門分野の学理を探求したいと希望する者とともに、多角的な視点から

実践研究を行うことを希望する者にも門戸を開いている。本専攻の入学者選抜にあたっては、以下の要件
を満たすものを積極的に受け入れたい。
⑴　子ども学系、教育系、保育系の学部・学科において教育学、保育学の専門教育を受け、さらに高度な

専門職業人となるために知識・技能を深化させたいと希望する者。
⑵　小学校、幼稚園、保育所、児童福祉施設等で子どもの教育・保育に従事し、さらに高度な専門職業人

としての能力を磨きたいと希望する者。
⑶　子育てサポートセンターや学童保育、子育てＮＰＯ等で子育て支援事業等に参画し、子育て支援リー

ダーとしての専門的能力を身に付けたいと希望する者。
⑷　子どもと子どもの教育、子育てに対して強い関心をもち、保育・教育分野における専門的知識と技能

の習得のうえに、研究活動や実践活動を通して社会に貢献したいと希望する者。
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地域生活支援学専攻・博士前期課程

教育理念・目標
地域生活支援学専攻博士前期課程では、複雑な現代社会における人々の社会生活上の困難や問題の解

決・緩和・抑止・予防をはかる生活支援の基盤を支える社会福祉学の原理や仕組み、政策と実践等に関す
る体系的な知識、関連する隣接領域の知識の習得を通じて、多角的な視点から生活支援とは何かを追及す 
る。特に人が地域で暮らすとはどのようなことか、地域生活支援として他者の生活や人生に関与すること
の意味を深く考え、生活支援科学の研究能力を培うことを通じて、地域生活支援学に関する高度な専門的
知識と技能を備えた高度専門職業人を育成することを教育理念・目標として定める。

【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
地域生活支援学に関する高度な知識や技能と多角的な視点から地域の生活支援を実践できる能力を身に 

つけ、必修科目 10 単位以上、選択単位 20 単位以上、合計 30 単位以上を修得し、修士論文の審査及び試
験に合格した者について、修士（生活支援学）の学位を授与する。

【教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針

本専攻教育課程では、複雑な現代社会での人の生活支援の基盤を支える社会福祉学の原理や仕組みを多
角的な視点から学び地域生活支援に関する専門的知識・技能および研究能力を修得できるように適切に科
目を配置する。
１．地域生活支援科学の研究方法、隣接領域等に関する科目から地域生活支援学の基礎が学べるよう配置

する。
２．地域生活支援を多角的に分析・検討・考察できるように設定し、豊かで実践的な視点を養い生活支援

専門職の実践力を高めるよう工夫する。
３．研究指導により修士論文を作成し、地域生活支援学の研究能力を培うように設定する。
教育課程運営の方針

本専攻では、４つの領域⑴共通分野（必修）１科目、⑵基礎分野 10 科目、⑶展開分野 9 科目、⑷研究
演習１科目として配慮された合計 21 科目のなかから、合計 30 単位を最低限履修することを要件として
いる。履修においては、地域生活支援の実践に必要な知識・技能および研究能力等が、カリキュラム体系
の中でどのように養成されているのか履修モデル等で明示している。

【入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
入学者受け入れの基本方針

本専攻は、専門分野の学理を探求したいと希望する者とともに、多角的な視点から実践研究を行うこと
を希望する者にも門戸を開いている。本専攻は入学者選抜にあたって、以下の要件を満たすものを積極的
に受け入れたい。
１．人々が営む生活や、その人々が生活する地域や社会に強い関心を持ち、社会福祉や健康スポーツに関

する学問的基礎知識のある者。
２．社会福祉についての、高度な専門的知識と理論・技能を修得して、研究活動や実践活動をとおして社

会に貢献したいと考えている者。
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地域生活支援学専攻・博士後期課程

教育理念・目標
地域生活支援学専攻博士後期課程では、社会福祉学を基盤にわが国社会の喫緊の課題である地域再生・

創生のために必要とされる高度の専門知識や社会的技術を開発し、複合的・重層的・多層的な視角から、
それらを実践に適用する能力をもつ地域生活支援学の研究者を養成することである。地域生活支援学とい
う新たな学問領域の開拓と確立、その実践研究に寄与する人材の輩出を教育の理念・目標として定める。

【学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】
提出された博士論文が、「論文テーマの重要性・独創性」、「先攻研究及び関連研究のレビュー及び理 

解」、「研究方法の独創性並びに妥当性」、「論文の構成」、「論述の一貫性と体系性」、「引用・参考 
文献の適切性並びに記述の様式」において適正に処理されているかどうかを考慮し、かつ当該論文の内容
が独創性をもち、地域生活支援学研究の発展に寄与するものとなっているか否かを総合的に判断して行 
い、かつ最終試験に合格した者について、博士（生活支援学）の学位を授与する。

【教育課程編成・運営方針（カリキュラム・ポリシー）】
教育課程編成の方針

本専攻教育課程では、社会福祉学を基盤としつつ、地域生活支援や地域再生、創生に関連する学術領域
から構成し、２つの観点を備える自立的な研究者及び実践的実務的な研究者の育成を進めることのできる
体系化を図っている。特に、多くの複雑な要因が絡み合う地域生活支援、地域再生・創生の問題や課題を
扱うことから、⑴複合的・重層的・多層的な接近法（視角）、⑵実践的接近法という２つの観点、とその
具体的な接近方法を修得するために、研究モデルを設定し、これと繋がる履修モデルを包摂する４つの 
科目領域を編成している。
教育課程運営の方針

本専攻では、４つの領域⑴原理分野５科目、⑵展開分野６科目、⑶研究演習１科目、⑷特別演習３科目
として配置された合計 15 科目のなかから、必修科目 5 科目を含む 21 単位を最低限履修することを要
件としている。履修においては、４つの研究モデルと繋がる４つの履修モデルを示して、学生が自らの
研究課題意識や進路を考慮して必要と判断する科目をさらに選択し履修することができるようにカリキュ
ラムを編成している。

【入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）】
入学者受け入れの基本方針

本専攻は、専門分野の学理を探求したいと希望する者とともに、多角的な視点から実践研究を行うこと
を希望する者にも門戸を開いている。本専攻は入学者選抜にあたって、以下の要件を満たすものを積極的
に受け入れたい。
１．人々が営む生活や、その人々が生活する地域や社会に強い関心を持ち、社会福祉や地域社会支援、健

康支援などに関する学問的基礎知識のある者。
２．社会福祉についての、高度な専門的知識と理論・技能を修得して、研究活動や実践活動を通して地域

社会に貢献したいと考えている者。
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この項目は、学生が承知しておかなければならない基本的な事項を記述しています。大学院学則及びそ
の他の規程等を引用しながら、分りやすく説明します。

学生への連絡、広報

大学から皆さんへの連絡は、原則として「院生用掲示板」で行います。院生用掲示板には、教務課、学
生支援課から講義その他、大学院生に必要な事項が掲示されています。院生用掲示板は、必ず見てください。

掲示内容については、友人間でも確認や連絡を行い、情報を共有してください。また、「学生呼出し」があっ
た場合は、速やかに関係窓口へ来てください。

なお、「放送」は、緊急時以外には使用しません。
◎院生用掲示板の場所

（神埼キャンパス）
６号館３階大学院自習室

（佐賀キャンパス）
５号館４階大学院自習室

教務課や学生支援課からの連絡は、掲示板のほか、携帯電話やパソコンからも閲覧できる学生ポータル
サイトでもお知らせいたします。学生ポータルサイトの利用については、ガイダンス等で説明いたします。
（学生便覧 P.44 ～ P.54 参照）

学生証・学籍番号

１．学生証の交付・携帯
学生証は、皆さんが西九州大学大学院の学生であることを証明する大切なものです。学生証は入学

時の４月に交付し、有効期間は修了する年度の３月 31 日までです。在学中は常に携帯し、紛失や他
人に悪用されないよう十分に配慮して取り扱ってください。

さらに、学生証は、各種証明書の交付、図書館利用、通学定期、学生割引、校舎への入館、その他
呈示請求があった際に必要です。

２．学生証の紛失、汚損、再交付
紛失、汚損が生じた場合は、直ちに学生支援課に届け出て再交付を受けてください。再交付は、「学

生証再交付願」の所定の欄を記入し、事務局に設置の券売機にて必要とする額の証紙（1,500 円／１通）
を購入及び学生証再交付願へ貼付のうえ、学生支援課へ申し込んでください。

なお、学生証の必要な日（試験等）に不所持の場合は、学生支援課で当日一日に限り有効な「仮学
生証」を交付します。※仮学生証の発行は半期に 4 回限りです。
学籍番号

学籍番号は、修了時まで変わらず、学内の全ての事務がこの番号で処理されます。氏名とともに確
実に記入してください。
≪学籍番号の配置例≫　19・Ｍ・001
　　　　　　　　　　　（ア）（イ）（ウ）
　（ア）→入学年度（西暦下２桁）　　2019（2019 年度入学）

大学院基本事項
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　（イ）→課程等
　　　　　　Ｍ→大学院　修士課程及び博士前期課程
　　　　　　Ｄ→大学院　博士後期課程
　　　　　　Ｑ→科目等履修生
　　　　　　Ｒ→研究生
　（ウ）→個人通し番号

学籍異動

皆さんは、入学により本学の学生としての身分を有しており、修了によりそれを失いますが、場合によっ
ては、退学や除籍で身分を失うことがあります。いったん入学した以上、修了を目指すのが当然ですが、
どうしても退学せざるを得ないといった事情が生ずるかもしれません。また、病気等のためにやむなく休
学せざるを得ないといった事態も起こるかもしれません。そのような時は、以下の手続きを適切に行って
ください。

１．休　学
病気やその他のやむを得ない理由により 3 か月以上修学できない場合、「休学」の手続きが必要です。

休学する場合は、指導教員に相談し所定の用紙（「休学願」）を受け取り必要事項を記入（保証人連署、
指導教員の認印必要）した上で、教務課に提出してください。疾病により休学する場合は、必ず医師
の「診断書」を添付してください。

休学の期間は、原則として 3 か月以上 1 年以内、修士課程・博士前に課程では通算して 2 年を超え
ない範囲内、博士後期課程では通算して 3 年を超えない範囲内となっており（大学院学則第 25 条）、
休学の開始日は願い出日（大学が「休学願」を受理した日）以降となります。

２．復　学
休学していた者が復学するときは、「復学」の手続きが必要です。教務課窓口にて、所定の用紙（「復

学願」）を受け取り、必要事項を記入（保証人連署、指導教員の認印必要）した上で教務課に提出し
てください。疾病により休学している場合は必ず医師の「診断書」を添付してください。

復学した人の学費は、その人が入学した年次に定められていた各年次の額を納入してください。
３．再入学

本学に１年以上在学し、退学した者または除籍された者が、退学または除籍の日より原則として３
年以内に再入学を希望したときは、再入学願（事前に入試広報課へ連絡して様式を入手してください。）
を入試広報課に提出し、入学検定料として 30,000 円を総務課に所定の期日までに納入しなければな
りません。研究科委員会の議を経て、学期の始めに、学長が相当年次に入学を許可することがあります。
再入学を許可された者の既に修得した授業科目の単位数の取扱いは、研究科委員会の議を経て、学長
が認定します。再入学を許可された者の授業料は、その者の属する年次の学生の額と同額です。

４．退　学
　病気その他の事情により退学する場合は、退学願を提出しなければなりません。保証人並びに指
導教員に相談し、所定の用紙（「退学願」）を受け取り、必要事項を記入（保証人連署、指導教員の認
印必要）した上で教務課に提出してください。
　なお、当該期の学費が未納の場合には、退学は許可されないので学費を納入の上、退学願を提出
することが必要です。

５．除　籍
大学院学則の定めるところにより、次の各号の一に該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長

が除籍します。
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⑴　修士課程及び博士前期課程については在学年限の４年を超えても修了できない者。博士後期課程
　については在学年限の６年を超えても修了できない者。
⑵　正当な事由がなく授業料を滞納した者。
⑶　疾病その他で修業の見込がない者。

住所・保証人等の変更

下記の変更等があった場合は、「学生事項（住所等）変更届」を記入し、必要事項を添付のうえ、速
やかに学生支援課に提出してください。

１．住所変更（本人・保証人・家族の現住所）
皆さんの現住所や家族の住所が変更になったときは、１週間以内に学生支援課に提出してください。
住所は、大学からの事務連絡（就職など）や、研究指導教員などからの諸連絡にも使用されます。

偽りの住所を届け出ていたり、下宿等を変わっても出していなかったがために重要な連絡が伝わらな
かった例があります。このようなことがないように、住所は、必ず現在居住の正確なものを届け出て
ください。

また、住居表示・地番変更等の場合も届け出が必要です。
なお、これらの内容は個人情報保護法に基づき、適正に使用します。

２．本籍変更（本人・家族の本籍）
　変更があった場合は、住民票（本籍地記載マイナンバー不記載のもの）を添えて学生支援課に必ず
届け出てください。

３．改姓（改名）（本人・保証人）
　変更があった場合は、戸籍抄本を添えて学生支援課に必ず届け出てください。

４．保証人変更
誓約書等に記入した保証人が、死亡その他の理由で、その責務を負えなくなった場合は、学生支援

課に届け出てください。
５．電話番号変更

学生の電話番号や家族の電話番号が変更になったときは、学生支援課に届け出てください。

修業年限及び在学年限

本学大学院修士課程及び博士前期課程の修業年限は２年、博士後期課程の修業年限は３年と定められて
います。なお、在学年限は、修士課程及び博士前期課程は４年、博士後期課程は６年を超えることはでき
ません。（大学院学則第９条及び第９条の２） 
　ただし、一定の期間計画的に履修する申し出をすることにより修業年限を超えて履修することもできま
す。この場合、在学年限は、修士課程及び博士前期課程は４年、博士後期課程は６年を超えることはでき
ません。（大学院学則第９条第２項及び第９条の２第２項）

学年、学期及び休業日

１．学　年
学年は４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わります。
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生活支援科学研究科

健康栄養学専攻

臨床心理学専攻

リハビリテーション学専攻

子ども学専攻

地域生活支援学専攻
  博士前期課程

  博士後期課程

２．学　期
学年を分けて、次の２期とします。

前学期　４月１日から９月 30 日まで
後学期　10 月１日から翌年３月 31 日まで

３．休業日
休業日は、学則第 11 条の定めるところによって、次のとおりです。ただし、学長が必要と認めた

ときは、研究科委員会の議を経て、休業日を変更し又は臨時休業を定めることがあります。
⑴　日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 178 号）に規定する休日
⑵　春季休業日　３月 26 日から３月 31 日まで
⑶　夏季休業日　８月１日から９月 30 日まで
⑷　冬季休業日　12 月 28 日から１月 4 日まで
　　（年度によって休業日は異なります）
　休業中でも必要に応じて見学又は実験実習等を課することがある。

授業科目・履修方法等

１．履修専攻
　本研究科は、健康栄養学専攻、臨床心理学専攻、リハビリテーション学専攻、子ども学専攻、地域
生活支援学専攻の５専攻となります。

２．研究指導の方法
入学後、学生ごとに１名の研究指導教員を選任し、研究指導教員と相談しながら授業科目を選定し

てください。修士課程（博士前期課程含む）の学生は、特別研究（８単位）以外のほとんどの単位を
１年目に修得することができます（臨床心理学専攻、子ども学専攻は除く）。博士後期課程の学生は、
特別研究Ⅱ、Ⅲ（各 4 単位）以外のほとんどの単位を１年目に修得することができます。

３．修了要件と学位
修士課程及び博士前期課程の修了要件は、本研究科に２年以上在学し、所定の授業科目を 30 単位以 

上（臨床心理学専攻は 36 単位以上）修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければなりません。 
　博士後期課程の修了要件は当該課程に３年以上在学し、所定の授業科目 21 単位以上修得し、 必要
な研究指導を受け、博士論文の審査及び試験に合格しなければなりません。

学位は、下記のとおりです。
健康栄養学専攻　　　　　　　修士（健康栄養学）
臨床心理学専攻　　　　　　　修士（臨床心理学）　
リハビリテーション学専攻　　修士（リハビリテーション学）
子ども学専攻　　　　　　　　修士（子ども学）
地域生活支援学専攻　　　　　修士（生活支援学）
地域生活支援学専攻　　　　　博士（生活支援学）

４．教育方法の特例
今後の福祉社会においては、高度な専門知識を修得した人材が必要です。このため現在、医療福祉

�
�
�
�
�
�
�
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２文字

　　　　　　　　　　　－
LC ：共通科目
MH ：健康栄養学専攻
MP ：臨床心理学専攻
MR ：リハビリテーション学専攻
MC ：子ども学専攻
MS ：地域生活支援学専攻
　　　（博士前期課程）
DS ：地域生活支援学専攻
　　　（博士後期課程）
MF ：留学生科目

１文字

Ａ～
共通科目､
各 専 攻 分
野 の 中 で
設 定 さ れ
ています。

１桁

　　　　　　  －
1 ～ 3

1：基礎
2：展開
3：研究・演習

２桁

　　　　　　
01 ～ 99

各 分 野 の
学 修 レ ベ
ル ご と に
番 号 が ふ
ら れ て い
ます。

共通科目／専門分野 科目の分野 学修レベル 科目番号

現場で栄養士、管理栄養士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、その他種々の職種にある人々が
勤務しながら通学できるように、大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例を適用し、土・日、休日、
夜間等履修に便宜を図っています。また、希望があればサテライトキャンパスでも一部の授業を行います

５．履修手続き
学生は、入学式後に実施するオリエンテーションにおいて、授業科目を確認し、研究指導教員と相

談しながら授業科目を選定し、指定された期日までに学生ポータルサイト上で web 履修登録を行っ
てください。（※ P.44 ～ 50 参照）

登録されていない科目の履修は無効となり、単位は認定されません。
登録期間中は、何度でも科目の変更が可能です。
履修の取消については指定期日までに教務課へ届出てください。

６．教育課程
　学生のみなさんは、所属する専攻のカリキュラム・ポリシー（教育課程方針）に基づく教育課程から、
修了要件と資格などの選択に合わせて授業科目を履修登録し、授業科目の単位を修得していきます。
⑴　本学では、研究科全体のディプロマ・ポリシー（学位授与方針）と、各専攻の教育課程のディプ

ロマ・ポリシーが設定されています。学生のみなさんは、修学期間全体を通して、この２つのディ
プロマ・ポリシーを満たすために設定された到達目標を指標に、学修していきます。

⑵　研究科全体のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー、そして各専攻のディプロマ・ポ
リシーとカリキュラム・ポリシーは、学生便覧の P.354 ～ 360 にそれぞれ記載されています。また、 
所属する専攻の教育課程と学修到達目標は、学生便覧の P.367 ～ 384 に記載されています。

⑶　各専攻の教育課程に示される学修到達目標には、専攻共通の到達目標「【共通】汎用的能力要素」 
と、各専攻専門の到達目標「【各専攻】専門的能力要素」があります。

　　学修到達目標は、それぞれの授業科目の履修だけでなく、修学期間全体を通した学修成果の指標
として必要となりますので、十分に理解してください。

７．履修科目の確認
　　　履修する科目については、次の３つの資料から理解を図り、学修に役立ててください。

⑴　科目系統図
　各科目の分野、他の科目とのつながり、ディプロマ・ポリシー項目との関連性などの把握に役立
ててください。　※科目系統図は健康栄養学専攻 P.368、臨床心理学専攻 P.371、リハビリテー
ション学専攻 P.374、子ども学専攻 P.377、地域生活支援学専攻（博士前期課程）P.380、地域生
活支援学専攻（博士後期課程）P.383 を参照。

⑵　科目ナンバリング
　各科目の分野や学修レベルなどの把握や整理に役立ててください。科目ナンバリングは、教育課
程等の中に次の書式で記載されています。

　例：　LC_A1_01
これは共通科目「生活支援科学特論」のナンバリングの記載例です。共通科目（LC）の A 分野 

における学修レベル１の 01 番の科目であることを示します。
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　※学修レベルはカリキュラムのなかで設定されたものであり、他と比較されるものではありま
　せん。

⑶　シラバス
各科目の授業計画が記載されています。シラバスは、事前に本学のホームページ（https://www. 

nisikyu-u.ac.jp/）又は学生ポータルサイト（https://asunaro.nisikyu-u.ac.jp/portal/）から閲覧 
してください。シラバスには、授業の概要及びねらい、授業の到達目標、学習方法などが記載され 
ています。到達目標は、授業で学修する要素の比率を表しています。各週の計画には、キーワード 
のほか、事前・事後学修の内容などが示されていますので、学修に役立ててください。授業のなか 
でシラバスを利用することもありますので、必要に応じて各自で印刷するなどして利用してくださ 
い。
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学修到達目標と学修成果 ( 健康栄養学専攻 )

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール 

に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を理解し、受け入れることができる。

2）社会科学、自然科学に関する高度な知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。

3）社会生活、職業生活を行う上での高度な知識を身につけ、生活における多様な役割や意義を深く理解できる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）日本語や外国語を適切に用いて、自らの研究について、発表を行ったり、論文を作成することができる。
2）自然や社会的事象について、シンボルを駆使して高度な分析・理解ができ、それを表現することができる。
3）社会生活 ･ 職業生活における問題解決に必要な高度な技能を身につけ、社会問題を発見し、その解決に必要な 

情報を収集、分析し、その問題に的確に対応できるとともに問題の解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）豊かなコミュニケーション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、人口減少社会等によ 

ってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および研究を志向できる。
2）適切な地域課題の解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）地域生活を支援し、創造することができる高度の専門職業人として行動できる。

【
健
康
栄
養
学
専
攻
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）真摯に学問と向き合い、自らの興味、関心の追究のために最適な行動を取ることができる。
2）栄養の専門職者としての自覚のもと､ 科学的知識とそれに基づく実践を通じて広く社会の発展のために貢献が 

できる。
3）健康と栄養に関連する社会の有り様の変化、新しい知見を敏感に捉え、生涯を通じて専門職者としての不断の 

努力を惜しまない。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）食文化、食行動の多様性、地域性に積極的関心を持ち、その背景に存在する社会科学的事象、自然科学的事象 

への理解を深めることができる。
2）栄養学に関連する分野の学問的蓄積を振り返り、先達の研究を通して自己の研究を理解し、進むべき方向性を 

確認できる。
3）得られた学問的知見を社会で積極的に展開、実践するために必要な方略を身につけ、自己の役割と存在意義を 

理解できる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）学びに必要な文献講読､ 情報収集に充分な語学力を持ち、自己の研究について広く世界の人々に公表するため 

の表現力、パフォーマンス能力を持つ。
2）栄養の専門職者として実験､ 疫学等の関連分野の高度なスキルを保持し、必要に応じてその技能を用いて表現 

することができる。
3）問題解決に必要な論理的思考力を身につけ、対応に必要なプロシージャを整え、関係各方面と連携し、協調・ 

協働しつつ対応する能力を身につける。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）大学院で修得した学問的スキルを通して、今日の社会問題の理解及び課題解決に取り組むことができる。
2）食および食に関連する分野とよりよい市民生活の創造のための研究､ その研究を推進するための手法が理解で 

きる。
3）食の分野から人々を支援し、社会の活性化に貢献できる専門職者として行動できる。
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DP#

共通①

①

①

①

①

①

①

①

①

②③

②③

②③

②③

②③

①②③

―― 2年後期―――― 2年前期―――― 1年後期――――1年前期――

共
通

基　
　
　

礎　
　
　

分　
　
　

野

展　
　
　

開　
　
　

分　
　
　

野

研
究
演
習

②③

生 活 支 援 科 学 特 論

生 理 学 特 論

基 礎 医 学 特 論

基 礎 栄 養 学 特 論

自 然 環 境 科 学 特 論

食 品 機 能 科 学 特 論

食 品 衛 生 学 特 論

食 品 分 析 化 学 特 論

公 衆 衛 生 学 特 論

実 践 栄 養 学 特 論

臨 床 栄 養 治 療 学 特 論

実 践 栄 養 学 特 論

臨 床 栄 養 治 療 学 特 論

臨 床 栄 養 学 特 論

栄 養 教 育 学 特 論

地域栄養ケア活動特論

栄 養 学 研 究 法
（ 情 報 処 理 を 含 む ）

栄 養 学 研 究 法
（ 情 報 処 理 を 含 む ）

特 別 研 究

臨 床 栄 養 学 特 論

栄 養 教 育 学 特 論

地域栄養ケア活動特論

2019年度　科目系統図　生活支援科学研究科健康栄養学専攻

DP ＃（ディプロマポリシー）
①地域で生活する人々の生活の支援としての栄養ケアのためのエビデンスの構築
②地域で生活する人々の生活の支援としての栄養ケアの実践
③地域で生活する人々の生活の支援としての栄養ケアの検証
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A 人体系 Ｄ 応用・実践系
B 人間環境系
C 食品および栄養系

A 建学の精神・教育理念に基づく科目 A 研究支援
ナンバリング：専攻分野科目の分野ナンバリング：共通科目の分野 ナンバリング：留学生に係る授業科目の分野

健康栄養学専攻開講科目一覧

留学生に係る臨床心理学専攻開講科目一覧

分野 授　業　科　目 ナンバリング 配当
年次

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
演
習

特別研究 MH_D3_01 1 ～ 2 8 　

（修了要件）
必修、選択
科目合わせ
て 30 単位以
上修得し、
かつ、修士
論文の審査
及び試験に
合格するこ
と。

なお、必修
科目 10 単位
を修得し、
選択科目か
ら20 単位以
上を修得し
ておかなけ
ればならな
い。

共
通 生活支援科学特論 LC_A1_01 1 2 　

基
礎
分
野

食品機能科学特論 MH_C1_01 1 2

食品衛生学特論 MH_C1_02 1 2

食品分析化学特論 MH_C1_03 1 2

生理学特論 MH_A1_01 1 2

基礎医学特論 MH_A1_02 1 2

基礎栄養学特論 MH_C1_04 1 2

自然環境科学特論 MH_B1_01 1 2

公衆衛生学特論 MH_B1_02 1 2

展
開
分
野

実践栄養学特論 MH_C2_01 1・2 　 2

臨床栄養学特論 MH_C2_02 1・2 　 2

臨床栄養治療学特論 MH_C2_03 1・2 　 2

栄養教育学特論 MH_C2_04 1・2 　 2

地域栄養ケア活動特論 MH_C2_05 1・2 　 2

栄養学研究法（情報処理を含む） MH_C1_05 1・2 　 2

　　　　開講科目単位数 10 28

分野 授　業　科　目 ナンバリング 学年
配当

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
支
援

日本語による研究支援（基礎） MF_A1_01 1 2 各専攻の修
了要件単位
と認めない。日本語による研究支援（応用） MF_A2_01 1 2

開講単位数 0 4
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学修到達目標と学修成果（臨床心理学専攻）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール 

に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を理解し、受け入れることができる。
2）社会科学、自然科学に関する高度な知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。
3）社会生活、職業生活を行う上での高度な知識を身につけ、生活における多様な役割や意義を深く理解できる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）日本語や外国語を適切に用いて、自らの研究について、発表を行ったり、論文を作成することができる。
2）自然や社会的事象について、シンボルを駆使して高度な分析・理解ができ、それを表現することができる。
3）社会生活 ･ 職業生活における問題解決に必要な高度な技能を身につけ、社会問題を発見し、その解決に必要な 

情報を収集、分析し、その問題に的確に対応できるとともに問題の解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）豊かなコミュニケーション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、人口減少社会等によ 

ってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および研究を志向できる。
2）適切な地域課題の解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）地域生活を支援し、創造することができる高度の専門職業人として行動できる。

【
臨
床
心
理
学
専
攻
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）高度専門職業人として、広い視野をもち、豊かな人間観と高い倫理観に基づいた行動ができる。
2）現代社会における、人々の ｢心の領域｣ の諸問題に関心を示し、課題解決のための思考力や判断力をもって取り 

組むことができる。
3）｢心の健康｣ に不安を持つ人や ｢心の相談 ･ 支援｣ に関する諸問題を持つ人々に対して共感的態度で対応すること 

ができる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）高度専門職業人として、臨床心理学および関連諸領域における専門的知識を修得している。
2）心理療法（遊戯療法、表現療法、来談者中心療法、認知行動療法など）の技法を幅広く理解している。
3）｢心の相談・支援の専門家｣ として心理査定、支援介入技法、地域支援のためのコンサルテーションやネットワー

ク作りなど援助技法を幅広く理解している。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）「心の相談・支援の専門家」として修得した専門的知識を持って、レベルの高い研究や実践活動へ発展させる 

ことができる。
2）「心の相談・支援の専門家」として、援助理論に基づき実践の計画及び評価を行うことができる。
3）個別的ニーズを有する人や関係者に､ 心理療法技法などを用いて直接的及び間接的心理支援を行うことができ

る。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）「心の健康」に関する不安をもっている人々の実情を把握し、心理支援を決定するために心理アセスメントが

できる。
2）教育領域、福祉領域、医療領域における心理的課題に目を向け、見立て、方針を立て現状に応じた心理支援が 

できる。
3）学内・学外での臨床心理実習において、自ら問題意識を明確に持ち、計画等を立て、自律的に実習を行うこと 

ができる。
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2019年度　科目系統図　生活支援科学研究科臨床心理学専攻

DP#

共通①

―― 2年後期―――― 2年前期―――― 1年後期――――1年前期――

共
通

基　
　
　

礎　
　
　

分　
　
　

野

展　
　
　

開　
　
　

分　
　
　

野

研
究
演
習

生 活 支 援 科 学 特 論

①②心 理 療 法 特 論 心 理 療 法 特 論

心 理 学 研 究 法 特 論 心 理 学 研 究 法 特 論

①②投 映 法 特 論 投 映 法 特 論

①臨床心理地域援助特論 臨床心理地域援助特論

①老 年 心 理 学 特 論 老 年 心 理 学 特 論

①臨床心理学研究法特論 臨床心理学研究法特論

①教 育 心 理 学 特 論 教 育 心 理 学 特 論

①発 達 心 理 学 特 論 発 達 心 理 学 特 論

②③心理実践実習Ⅱ

②③

①②③

心理実践演習Ⅲ

特 別 研 究

①

①臨 床 心 理 学 特 論 Ⅰ

①臨 床 心 理 学 特 論 Ⅱ

①②臨 床 心 理 査 定 演 習 Ⅱ

①②

②③臨　床　心　理　基　礎　実　習

①②臨 床 心 理 査 定 演 習 Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践）

臨 床 心 理 面 接 特 論 Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践）

②③

臨 床 心 理 面 接 特 論 Ⅱ ①②

　 臨 床 心 理 実 習 Ⅰ 　  
　 （ 心 理 実 践 実 習 Ⅰ ） 　

②③　 臨 床 心 理 実 習 Ⅱ 　

学 校 臨 床 心 理 学 特 論
（教育分野に関する理論と支援の展開）

学 校 臨 床 心 理 学 特 論
（教育分野に関する理論と支援の展開）

①

①

臨 床 家 族 心 理 学 特 論
（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践）

臨 床 家 族 心 理 学 特 論
（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） ①

犯 罪 心 理 学 特 論
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）

犯 罪 心 理 学 特 論
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）

①障害児（者）心理学特論
（福祉分野に関する理論と支援の展開）

障害児（者）心理学特論
（福祉分野に関する理論と支援の展開）

①産業・労働分野に関する
理論と支援の展開

産業・労働分野に関する理
論と支援の展開

①精 神 医 学 特 論
（保健医療分野に関する理論と支援の展開）

精 神 医 学 特 論
（保健医療分野に関する理論と支援の展開）

①心の健康教育に関する
理論と実践

心の健康教育に関する
理論と実践

DP ＃（ディプロマポリシー）
①臨床心理学に関するさまざまな理論や専門的知識を修得する。
②深い人間理解と高い倫理観に基づいた実践的技能を身につける。
③「心の専門家」として臨床実践能力を修得する。
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A 臨床心理査定 Ｄ 心理学近隣領域
B 臨床心理面接 Ｅ 調査・研究・発表
C 臨床心理的地域援助

分野 授　業　科　目 ナンバリング 配当
年次

単位数
備　　考

必修 選択
研究演習 特別研究 MP_E3_01 １～２ 8
共　通 生活支援科学特論 LC_A1_01 1 2

（修了要件）
必修、選択
科目合わせ
て 36 単位
以上修得し、
かつ、修士
論文の審査
及び試験に
合格するこ
と。

なお、必修
科目 26 単位
を 修 得 し、
展開分野か
ら 10 単 位
以上を修得
しておかな
ければなら
ない。

基
礎
分
野

臨床心理学特論Ⅰ MP_B1_01 1 2
臨床心理学特論Ⅱ MP_B1_02 1 2
臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） MP_B1_03 2 2
臨床心理面接特論Ⅱ MP_B1_04 2 2
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） MP_A1_01 1 2
臨床心理査定演習Ⅱ MP_A1_02 1 2
臨床心理基礎実習 MP_B1_05 1 2
臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ⅰ） MP_C1_01 2 1
臨床心理実習Ⅱ MP_C1_02 2 1

展
開
分
野

心理学研究法特論 MP_E2_01 １・２ 2
臨床心理学研究法特論 MP_B2_01 １・２ 2
教育心理学特論 MP_D2_01 １・２ 2
発達心理学特論 MP_D2_02 １・２ 2
犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） MP_D2_03 １・２ 2
臨床家族心理学特論（家族関係・集団・地域
社会における心理支援に関する理論と実践） MP_C2_01 １・２ 2

精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） MP_D2_04 １・２ 2
老年心理学特論 MP_C2_02 １・２ 2
障害児（者）心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） MP_C2_03 １・２ 2
投映法特論 MP_B2_02 １・２ 2
心理療法特論 MP_B2_03 １・２ 2
学校臨床心理学特論（教育分野に関する理論と支援の展開） MP_C2_04 １・２ 2
臨床心理地域援助特論 MP_C2_05 １・２ 2
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 MP_C2_06 １・２ 2
心の健康教育に関する理論と実践 MP_C2_07 １・２ 2
心理実践実習Ⅱ MP_C2_08 １～２ 5
心理実践実習Ⅲ MP_C2_09 １～２ 4

開講科目単位数 26 39

臨床心理学専攻開講科目一覧 

A 建学の精神・教育理念に基づく科目 A 研究支援
ナンバリング：専攻分野科目の分野ナンバリング：共通科目の分野 ナンバリング：留学生に係る授業科目の分野

臨床心理学専攻留学生に係る開講科目一覧

分野 授　業　科　目 ナンバリング 学年
配当

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
支
援

日本語による研究支援（基礎） MF_A1_01 1 2 各専攻の修
了要件単位
と認めない。日本語による研究支援（応用） MF_A2_01 1 2

開講単位数 0 4
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学修到達目標と学修成果（リハビリテーション学専攻）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール 

に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を理解し、受け入れることができる。
2）社会科学、自然科学に関する高度な知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。
3）社会生活、職業生活を行う上での高度な知識を身につけ、生活における多様な役割や意義を深く理解できる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）日本語や外国語を適切に用いて、自らの研究について、発表を行ったり、論文を作成することができる。
2）自然や社会的事象について、シンボルを駆使して高度な分析・理解ができ、それを表現することができる。
3）社会生活 ･ 職業生活における問題解決に必要な高度な技能を身につけ、社会問題を発見し、その解決に必要な 

情報を収集、分析し、その問題に的確に対応できるとともに問題の解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）豊かなコミュニケーション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、人口減少社会等によ 

ってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および研究を志向できる。
2）適切な地域課題の解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）地域生活を支援し、創造することができる高度の専門職業人として行動できる。

【
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
専
攻
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）自身の研究課題の到達目標に対し、論文作成スケジュールを明確にし、それに向けた自己管理ができる。
2）高度専門職業人及び大学院生として義務と権利を適切に行使できるとともに、社会貢献に積極的に関与でき　

る。
3）講義へ主体的に参加し、活発な議論ができる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）リハビリテーションの基礎的な知識や技術のもとにより専門応用的知識を駆使し、実践することができる。
2）リハビリテーションの基礎的な知識や技術のもとに建設的なリハビリテーションプログラムを立案すること 

ができる。
3）1）の実践を定期的に見直し、修正し、実践能力を高めることができる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）自らの考えを論理的に示し、プレゼン力を高めることができる。
2）リハビリテーションの対象者や事象に関して、課題発見ができ、その課題解決に必要な情報を収集、分析し、
　的確に対処することができる。
3）医療・福祉職として他職種と協業、連携がスムーズに実行できる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）少子高齢化を背景にした医療、介護における様々な問題に対し、自らの知識技術を生かし、地域問題解決に 

寄与する実践ができる。
2）障害を持った地域生活者の実態に即した病院でのリハビリテーションを展開できる。
3）現在の生活を維持、向上できる在宅リハビリテーションを展開できる。
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2019年度　科目系統図　生活支援科学研究科リハビリテーション学専攻

DP#

共通①

①②

②④

①②③

―― 2年後期―――― 2年前期―――― 1年後期――――1年前期――

共
通

身
体
機
能
障
害
領
域

基
礎
分
野

展　

開　

分　

野

認
知
・
精
神
機
能
障
害
領
域

生
活
機
能
障
害
領
域

研
究
演
習

生 活 支 援 科 学 特 論

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
研 究 法 特 論

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
総 合 演 習

高次脳機能障害作業療法
特　論　

認知症性障害作業療法
特 論　

認知症性障害作業療法
特 論　

生活活動障害系理学療法
特 論　

生活活動障害系理学療法
特 論　

生活行為障害系作業療法
特 論　

生活行為障害系作業療法
特 論　

高次脳機能障害作業療法
特 論　

身 体 機 能 特 論身 体 機 能 特 論

高齢者身体機能支援特論高齢者身体機能支援特論

生 涯 発 達 支 援 特 論生 涯 発 達 支 援 特 論

高齢者障害理学療法特論高齢者障害理学療法特論

スポーツ健康支援特論スポーツ健康支援特論

機能障害支援評価学特論機能障害支援評価学特論

精 神 機 能 障 害 学 特 論

精神機能障害作業療法特論 精神機能障害作業療法特論

地 域 生 活 支 援 特 論 地 域 生 活 支 援 特 論

フ ィ ト セ ラ ピ ー 特 論 フ ィ ト セ ラ ピ ー 特 論

精 神 機 能 障 害 学 特 論

健 康 運 動 学 特 論健 康 運 動 学 特 論

中枢神経障害理学療法特論中枢神経障害理学療法特論

特 別 研 究

DP ＃（ディプロマポリシー）
①理学療法または作業療法に関する高度な知識や技能を身につける。
②リハビリテーションに関する研究をすすめることができる。
③障害のある人の社会参加や地域生活支援を実践できる能力を修得する。
④リハビリテーションに関する修士論文を作成し、審査に合格する。
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A 基礎 Ｄ 生活機能障害
B 身体機能障害 Ｅ 研究
C 認知・精神機能障害

A 建学の精神・教育理念に基づく科目
ナンバリング：専攻分野科目の分野ナンバリング：共通科目の分野

分野 授　業　科　目 ナンバリング 配当
年次

単位数
備　　考

必修 選択

研
究

演
習 特別研究 MR_E3_01 1 ～ 2 8 　

（修了要件）
必 修、 選 択
科目合わせ
て 30 単位以
上 修 得 し、
か つ、 修 士
論文の審査
及び試験に
合格するこ
と。

な お、 必 修
科目 14 単位
を 修 得 し、
展開分野の
自ら専攻す
る領域から
3 科 目 6 単
位以上を修
得しておか
なければな
らない。

共　通 生活支援科学特論 LC_A1_01 1 2 　

基礎分野
リハビリテーション研究法特論 MR_A1_01 1 2
リハビリテーション総合演習 MR_A1_02 1 2

展
開
分
野

身
体
機
能
障
害
領
域

身体機能特論 MR_B2_01 1・2 2
高齢者身体機能支援特論 MR_B2_02 1・2 2
生涯発達支援特論 MR_B2_03 1・2 2
高齢者障害理学療法特論 MR_B2_04 1・2 2
中枢神経障害理学療法特論 MR_B2_05 1・2 2
スポーツ健康支援特論 MR_B2_06 1・2 2
機能障害支援評価学特論 MR_B2_07 1・2 2

認
知
・
精
神
機
能

障
害
領
域

高次脳機能障害作業療法特論 MR_C2_01 1・2 2
認知症性障害作業療法特論 MR_C2_02 1・2 　 2
精神機能障害学特論 MR_C2_03 1・2 　 2
精神機能障害作業療法特論 MR_C2_04 1・2 　 2

生
活
機
能
障
害
領
域

健康運動学特論 MR_D2_01 1・2 　 2
生活活動障害系理学療法特論 MR_D2_02 1・2 　 2
生活行為障害系作業療法特論 MR_D2_03 1・2 　 2
地域生活支援特論 MR_D2_04 1・2 　 2
フィトセラピー特論 MR_D2_05 1・2 　 2

開講科目単位数 14 32

リハビリテーション学専攻開講科目一覧

A 研究支援
ナンバリング：留学生に係る授業科目の分野

リハビリテーション学専攻留学生に係る開講科目一覧

分野 授　業　科　目 ナンバリング 学年
配当

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
支
援

日本語による研究支援（基礎） MF_F1_01 1 2 各専攻の修
了要件単位
と認めない。日本語による研究支援（応用） MF_F2_01 1 2

開講単位数 0 4
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学修到達目標と学修成果（子ども学専攻）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール 

に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を理解し、受け入れることができる。

2）社会科学、自然科学に関する高度な知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。

3）社会生活、職業生活を行う上での高度な知識を身につけ、生活における多様な役割や意義を深く理解できる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）日本語や外国語を適切に用いて、自らの研究について、発表を行ったり、論文を作成することができる。
2）自然や社会的事象について、シンボルを駆使して高度な分析・理解ができ、それを表現することができる。
3）社会生活 ･ 職業生活における問題解決に必要な高度な技能を身につけ、社会問題を発見し、その解決に必要な 

情報を収集、分析し、その問題に的確に対応できるとともに問題の解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）豊かなコミュニケーション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、人口減少社会等によ 

ってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および研究を志向できる。
2）適切な地域課題の解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）地域生活を支援し、創造することができる高度の専門職業人として行動できる。

【
子
ど
も
学
専
攻
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）真摯に学問と向き合い、自ら設定した研究テーマの追究のために自律的に行動することができる。
2）教育・保育における高度な専門職業人として、科学的知識と使命感をもって社会の発展のために貢献できる。
3）変化する社会に対応して、専門的知識と技能を高めるために、生涯にわたって学習と研究を継続できる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）「知識基盤社会」における子どもの教育・保育を担う専門職業人として、グローバルな視点から人間と社会、
　環境や文化について考察することができる。
2）子どもへの理解を深めると同時に、自らの教育・保育観や実践に反省的省察を加え、よりよい方向へと改善で
　きる。
3）子どもを取り巻く環境や教育 ･ 保育現場で生起する問題を敏感に把握し、科学的分析と思考を通して、問題解
　決の方向を理論的実践的に提示できる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）学びに必要な情報を収集し処理する力、国内国外の文献を読解する言語能力をもち、それらの基礎ツールを　

駆使して研究発表や論文作成を行うことができる。
2）子どもの教育 ･ 保育にかかわる専門職業人として、子どもの発達と教育に関連する学問分野での深い学識を身　

につける。
3）子どもの生活と教育 ･ 保育の質的向上のために､ 研究を通して得た知見を論文や著作､ 創作表現としてまとめ、
　社会に発信することができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域における子どもの生活上､ 教育上の課題を把握し、それに対する科学的考察を通して課題解決のための実　

践をリードすることができる。
2）子どもの教育 ･ 保育、子育て支援に携わる地域の諸機関や団体と連携し、子ども研究と支援のためのネットワ 

ークを構築することができる。
3）地域の一員として、よりよい子ども文化の創造にむけて、理論と実践の両面で寄与する。
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2019年度　科目系統図　生活支援科学研究科子ども学専攻

DP#

共通①

①②

②③

②③

①

①

①②③④

―― 2年後期―――― 2年前期―――― 1年後期――――1年前期――

共
通

基
幹
分
野

教　

育　

分　

野

教　

科　

分　

野

支　

援　

分　

野

研
究
演
習

生 活 支 援 科 学 特 論

子 ど も 学 特 論

子 ど も 学 実 践 演 習 Ⅰ
（ 幼 児 期 ）

教 育 史 特 論 ①

幼 児 教 育 学 特 論 ①

カ リ キ ュ ラ ム 特 論

教 育 制 度 特 論

①教 育 心 理 学 特 論

①教 育 社 会 学 特 論

②③学校マネジメント特論

②③特 別 支 援 教 育 特 論

①発 達 心 理 学 特 論

②③言 語 教 育 特 論

②③

②③

音 楽 教 育 特 論

②③児 童 家 庭 支 援 特 論

②③子 育 て 支 援 特 別 演 習

②③子どもの臨床心理特別演習

②③子 ど も の 保 健 特 論

②③障 害 児 保 育 特 論

②③社 会 科 教 育 特 論

②③環 境 教 育 特 論

②③算 数 教 育 特 論

身 体 教 育 特 論

②③子どもの創作表現特論

②③造 形 教 育 特 論

②③子 ど も の 食 育 特 論

②③学校ソーシャルワーク特論

子 ど も 学 実 践 演 習 Ⅱ
（ 児 童 期 ）

特 別 研 究

DP ＃（ディプロマポリシー）
①子ども学に関する高度な専門知識と技能を身につける。
②子どもと子どもへの教育、生活支援に関する課題を発見し、問題解決の方向を理論的科学的に探求する。
③教育・保育、子育て支援等の現場で活用できる実践力、応用能力をもつ。
④生涯にわたって研究意欲を維持し、子どもにかかわる専門職業人としての資質向上に努める。
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分野 授　業　科　目 ナンバリング 配当
年次

単位数 備　　考必修 選択
研
究

演
習 特別研究 MC_E3_01 1 ～ 2 8 　

（修了要件） 
必 修、 選 択
科目合わせ
て 30 単位以
上修得し、
か つ、 修 士
論文の審査
及び試験に
合格するこ
と。

な お、 必 修
科目12単位、 
選択科目は
基幹、教育、
教科・領域、
支援の各分
野から２単
位以上を含
む 18 単位以
上、合計 30
単位以上を
修得してお
かなければ
ならない。

共　通 生活支援科学特論 LC_A1_01 1 2 　
基
幹
分
野

子ども学特論 MC_A1_01 1 2
子ども学実践演習Ⅰ（幼児期） MC_A1_02 1 2
子ども学実践演習Ⅱ（児童期） MC_A1_03 1 2

教
育
分
野

幼児教育学特論 MC_B2_01 1 2
教育史特論 MC_B2_02 1 2
カリキュラム特論 MC_B2_03 1 2
教育社会学特論 MC_B2_04 1 2
教育制度特論 MC_B2_05 1 2
発達心理学特論 MC_B2_06 1 2
教育心理学特論 MC_B2_07 1 2
学校マネジメント特論 MC_B2_08 1 　 2
特別支援教育特論 MC_B2_09 1 　 2

教
科
・
領
域
分
野

言語教育特論 MC_C2_01 1 　 2
社会科教育特論 MC_C2_02 2 　 2
環境教育特論 MC_C2_03 1 　 2
算数教育特論 MC_C2_04 1 　 2
造形教育特論 MC_C2_05 2 　 2
音楽教育特論 MC_C2_06 1 　 2
身体教育特論 MC_C2_07 1 　 2
子どもの創作表現特論 MC_C2_08 1 　 2
子どもの食育特論 MC_D2_01 2 　 2
子どもの保健特論 MC_D2_04 1 　 2

支
援
分
野

学校ソーシャルワーク特論 MC_D2_02 2 　 2
児童家庭支援特論 MC_D2_03 1 　 2
障害児保育特論 MC_D2_05 2 　 2
子育て支援特別演習 MC_D2_06 1 　 2
子どもの臨床心理特別演習 MC_D2_07 1 　 2

開講科目単位数 12 52

子ども学専攻開講科目一覧

A 基幹分野 Ｄ 支援分野
B 教育分野 Ｅ 研究演習
C 教科分野

A 建学の精神・教育理念に基づく科目
ナンバリング：専攻分野科目の分野ナンバリング：共通科目の分野

A 研究支援
ナンバリング：留学生に係る授業科目の分野

子ども学専攻留学生に係る開講科目一覧

分野 授　業　科　目 ナンバリング 学年
配当

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
支
援

日本語による研究支援（基礎） MF_A1_01 1 2 各専攻の修
了要件単位
と認めない。日本語による研究支援（応用） MF_A2_01 1 2

開講単位数 0 4
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学修到達目標と学修成果（地域生活支援学専攻　博士前期課程）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール 

に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を理解し、受け入れることができる。
2）社会科学、自然科学に関する高度な知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。
3）社会生活、職業生活を行う上での高度な知識を身につけ、生活における多様な役割や意義を深く理解できる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）日本語や外国語を適切に用いて、自らの研究について、発表を行ったり、論文を作成することができる。
2）自然や社会的事象について、シンボルを駆使して高度な分析・理解ができ、それを表現することができる。
3）社会生活 ･ 職業生活における問題解決に必要な高度な技能を身につけ、社会問題を発見し、その解決に必要な 

情報を収集、分析し、その問題に的確に対応できるとともに問題の解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）豊かなコミュニケーション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、人口減少社会等によ 

ってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および研究を志向できる。
2）適切な地域課題の解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）地域生活を支援し、創造することができる高度の専門職業人として行動できる。

【
地
域
生
活
支
援
学
専
攻
　
博
士
前
期
課
程
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）

及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）地域社会で生活の質向上を主体的に支援しようとする意欲を持ち、目標実現のために協調・共同して行動で

きる。
2）地域社会の福祉 ･ 健康などの問題や課題について絶えず関心を持ち､地域社会の発展のために積極的に関与できる。
3）健全な人間観、社会観を持ち、地域社会との関わりを自立して学習できる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）社会福祉、地域生活支援学、ユニバーサルデザイン、健康科学に関する高度な知識を理解できる。
2）社会福祉、健康スポーツに関する学際的基礎知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。
3）地域の福祉、環境、健康、生活に関して高度な知識を身につけ、地域生活における多様な役割や意義を深

く理解できる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）福祉、介護、障がい、医療、保健に関する高度な知識と応用的実践能力を身につけ、自らの研究について、

日本語や外国語による発表及び論文を作成することができる。
2）地域生活での事象について、教養、コミュニケーション能力を活用して高度な分析・理解ができ、それを表

現することができる。
3）地域支援施設の運営管理及び地域生活支援における問題解決に必要な高度な技能を身につけ､ 課題とその解

決に必要な情報を収集、分析し、的確に解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）社会福祉や健康に関する問題点や課題を把握し、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、

人口減少社会等によってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および教育・研究を遂行できる。
2）培われた実践と経験を通して地域生活支援の課題解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）豊かな地域生活を創造し、支援ができる高度の専門職業人として行動できる。
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2019年度　科目系統図　生活支援科学研究科地域生活支援学専攻（博士前期課程）

DP#

共通①

①

①

①②

―― 2年後期―――― 2年前期―――― 1年後期――――1年前期――

共
通

基　

礎　

分　

野

展　

開　

分　

野

研
究
演
習

生 活 支 援 科 学 特 論

地 域 生 活 支 援 学 特 論

①地域生活支援実践研究

①社 会 福 祉 学 原 理 特 論

地 域 社 会 組 織 特 論

①

①

地 域 再 生 ・ 創 生 特 論

地 域 福 祉 特 論

①生 活 哲 学 特 論

①健 康 科 学 特 論

①生 涯 学 習 特 論

②精 神 保 健 福 祉 特 論 精 神 保 健 福 祉 特 論

②障 害 者 福 祉 特 論 障 害 者 福 祉 特 論

②

②

教 育 福 祉 特 論 教 育 福 祉 特 論

②健 康 ス ポ ー ツ 特 論 健 康 ス ポ ー ツ 特 論

②地域支援スポーツ科学特論 地域支援スポーツ科学特論

②

②

②

高 齢 者 福 祉 特 論 高 齢 者 福 祉 特 論

介 護 福 祉 特 論 介 護 福 祉 特 論

医 療 福 祉 特 論 医 療 福 祉 特 論

生 涯 ス ポ ー ツ 特 論 生 涯 ス ポ ー ツ 特 論

①生 活 支 援 政 策 特 論

特 別 研 究

DP ＃（ディプロマポリシー）
①地域生活支援学に関する高度な知識や技能を身に付ける。
②多角的な視点から生活支援を実践できる能力を身に付ける。
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分野 授　業　科　目 ナンバリング 配当
年次

単位数
備　　考

必修 選択

研
究

演
習 特別研究 MS_D3_01 1 ～ 2 8 　

（修了要件） 
必修科目 10
単 位、 選 択
科目より 20
単位以上、
合計 30 単位
以上修得し、
必要な研究
指導を受け、
修士論文の
審査及び試
験に合格す
ること。

共　通 生活支援科学特論 LC_A1_01 1 2 　

基
礎
分
野

地域生活支援学特論 MS_A1_01 1 2
地域生活支援実践研究 MS_A1_02 1 2
社会福祉学原理特論 MS_B1_01 1 2
地域社会組織特論 MS_D1_01 1 2
地域再生・創生特論 MS_D1_02 1 2
地域福祉特論 MS_B1_02 1 2
生活哲学特論 MS_D1_03 1 2
健康科学特論 MS_C1_01 1 　 2
生涯学習特論 MS_D1_04 1 　 2
生活支援政策特論 MS_A1_03 1 　 2

展
開
分
野

高齢者福祉特論 MS_B2_01 1・2 　 2
介護福祉特論 MS_B2_02 1・2 　 2
医療福祉特論 MS_B2_03 1・2 　 2
精神保健福祉特論 MS_B2_04 1・2 　 2
障害者福祉特論 MS_B2_05 1・2 　 2
教育福祉特論 MS_B2_06 1・2 　 2
生涯スポーツ特論 MS_C2_01 1・2 　 2
健康スポーツ特論 MS_C2_02 1・2 　 2
地域支援スポーツ科学特論 MS_C2_03 1・2 　 2

開講科目単位数 10 38

地域生活支援学専攻博士前期課程開講科目一覧

A 地域生活支援の基盤となる科目 Ｄ 複合領域、その他の科目
B 社会福祉系の科目
C 健康スポーツ科学系の科目

A 建学の精神・教育理念に基づく科目
ナンバリング：専攻分野科目の分野ナンバリング：共通科目の分野

A 研究支援
ナンバリング：留学生に係る授業科目の分野

地域生活支援学専攻（博士前期課程）に係る留学生科目一覧

分野 授　業　科　目 ナンバリング 学年
配当

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
支
援

日本語による研究支援（基礎） MF_A1_01 1 2 各専攻の修
了要件単位
と認めない。日本語による研究支援（応用） MF_A2_01 1 2

開講単位数 0 4
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学修到達目標と学修成果（地域生活支援学専攻　博士後期課程）

【
共
通
】
汎
用
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）
及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）主体的に、自らを律して行動するとともに、目標実現のために協調・協働して行動できる。
2）社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使できるとともに、自己の良心と社会の規範やルール 

に則って行動し、社会の発展のために積極的に関与できる。
3）生涯にわたって自律・自立して学習できる。

【教養ある社会人としての基礎力】（知識・理解）
1）地域の自然や文化を愛し、人類文化・思想の多様性を理解し、受け入れることができる。
2）社会科学、自然科学に関する高度な知識を身につけ、物事への理解、認識を深めることができる。
3）社会生活、職業生活を行う上での高度な知識を身につけ、生活における多様な役割や意義を深く理解できる。

【社会人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）日本語や外国語を適切に用いて、自らの研究について、発表を行ったり、論文を作成することができる。
2）自然や社会的事象について、シンボルを駆使して高度な分析・理解ができ、それを表現することができる。
3）社会生活 ･ 職業生活における問題解決に必要な高度な技能を身につけ、社会問題を発見し、その解決に必要な 

情報を収集、分析し、その問題に的確に対応できるとともに問題の解決を図ることができる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）豊かなコミュニケーション能力、専門的知識・技能を駆使して、グローバル化、高齢化、人口減少社会等によ 

ってもたらされた新しい課題の解決に向けた実践および研究を志向できる。
2）適切な地域課題の解決に向けた研究目標と研究方法論を設定できる。
3）地域生活を支援し、創造することができる高度の専門職業人として行動できる。

【
地
域
生
活
支
援
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
】
専
門
的
能
力
要
素
（
到
達
目
標
）

及
び
学
修
成
果

【主体的 ･ 自立的に行動できる確かな人間力】（態度・志向性）
1）地域社会における複雑多岐にわたる生活の諸課題に関わる知識や技術を修得し、主体的に研究能力を涵養し、

解決能力を高めるとともに、目標実現のために隣接領域をはじめとする多様な他者と協調 ･ 協働して行動で
きる。

2）多様な人々が地域に暮らすとはどのようなことかに関心を持ち、社会の構成員として、何をなすべきかを探
求しつつ、地域社会における諸課題に積極的に関わることができる。

3）地域社会における深刻な諸課題の解決のために､ 地域生活支援学をはじめ学際的で幅広い知識と技術の修得を
生涯にわたって追究し続けることができる。

【教養ある専門職業人としての基礎力】（知識・理解）
1）人間が安全で安心して暮らすための多様で広範な知識を知り、理解できる。
2）社会福祉学をはじめとする地域生活支援学を修得し､ 地域における社会生活事象に関する理解と認識を深める

ことができる。
3）地域生活支援の諸課題、地域の再生・創生に対し、いかなる解決・緩和・抑止・予防をなすべきか、ミク

ロレベル、メゾレベル、マクロレベルを擁する専門的実践の必要性・重要性を認識できるとともに、広範
で多様な役割・意義を深く理解できる。

【専門職業人としての汎用的能力】（技能・表現）
1）地域生活支援、地域の再生・創生に関する研究の成果を学会等での発表や論文の投稿により公表でき、学術

的な貢献とともに地域社会への貢献ができる。
2）地域における社会生活に生じている諸事象のメカニズムを複眼的な視点を持ち、・複合的・重層的・多層的

な接近法により解明ができる。
3）地域生活支援学に関する高度な知識と技能を身につけ、地域生活問題の発見、必要な情報の収集 ･ 分析を駆

使し、実践的接近法により何をなすべきかを洞察し、問題の解決・緩和・抑止・予防に対応できる。

【地域生活を支援し､ 創造する力】（行動 ･ 経験 ･ 創造的思考力）
1）地域生活支援学の高度な専門的知識・技能を駆使して、現代のグローバル化、超少子高齢化、人口減少、

社会関係資本の縮減等によってもたらされる地域社会の諸課題の解決・緩和・抑止・予防に向けた研究およ
び実践を志向できる。

2）地域生活における諸課題の解決・緩和・抑止・予防に向けて、複合的・重層的・多層的な接近法を駆使して
適切な研究目標および研究方法論を設定できる。

3）地域生活の支援、地域の再生・創生を推進するために事象把握のための研究方法の開発とともに、地域生活
の諸課題への解決策を設計し、その経過や結果から得られた知見や技術を踏まえて、理論の修正を図り、総
合的包括的な支援の提供や支援システムの構築に必要とされる実践的な方法や地域生活支援の理論開発がで
きる高度の専門職業人として行動できる。
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2019年度　科目系統図　生活支援科学研究科地域生活支援学専攻（博士後期課程）

原
理
分
野

①②

①②

①②

①②

①②

展
開
分
野

①②

①②

①②

①②

①②

①②

①②

①②③④

①②③④

①②③④

―1年前期― ―1年後期― ―2年前期― ―2年後期― ―3年前期― ―3年後期―

研
究
分
野

特
別
演
習

DP＃

地域生活支援学原理

特 別 研 究 Ⅰ

特 別 研 究 Ⅱ

特 別 研 究 Ⅲ

地域社会における
関係性の視点と
枠組み

地域社会における
心理的諸問題の
視点と枠組み

地域社会組織の
視点と枠組み

地域社会政策の
視点と枠組み

地域創生人材育成
の視点と方法

地域社会組織化の
視点と方法

地域障がい者支援
の視点と方法

地域健康支援の
視点と方法

地域生活支援研究演習 地域生活支援研究演習

地域スポーツ支援
の視点と方法

地域高齢者支援の
視点と方法

地域社会組織化の
視点と方法

地域創生人材育成
の視点と方法

地域健康支援の
視点と方法

地域障がい者支援
の視点と方法

地域高齢者支援の
視点と方法

地域スポーツ支援
の視点と方法

DP ＃（ディプロマポリシー）
①提出された論文が適正に処理されているかどうか考慮すること（「論文テーマの重要性・独創性」、「先行

研究及び関連研究のレビュー及び理解」、「研究方法の独創性並びに妥当性」、「論文の構成」、「論述の一貫
性と体系性」、「引用・参考文献の適切性並びに記述の様式」等において）。

②提出された学位論文の内容に独創性があること。
③①、②から提出された学位論文が地域生活支援学研究の発展に寄与するものとなっているか否かを総合的

に判断する。
④最終試験に合格した者について生活支援学博士の学位を授与する。
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A 地域生活支援学の基盤科目 Ｄ 複合領域、その他の科目
B 社会福祉学系の科目
C 健康・スポーツ科学系の科目

A 建学の精神・教育理念に基づく科目
ナンバリング：専攻分野科目の分野ナンバリング：共通科目の分野

分野 授　業　科　目 ナンバリング 配当
年次

単位数
備　　考

必修 選択

特
別
演
習

特別研究Ⅰ DS_D3_01 1 4 　

（修了要件）
必修科目 15
単位、選択
科目は原理
分野及び展
開分野から
6 単位以上、
合 計 21 単
位以上を修
得し、必要
な研究指導
を受け、博
士論文の審
査及び試験
に合格する
こと。

特別研究Ⅱ DS_D3_02 2 4

特別研究Ⅲ DS_D3_03 3 4 　

原
理
分
野

地域生活支援学特殊研究⑴地域生活支援学原理 DS_A1_01 1 2

地域生活支援学特殊研究⑵地域社会における関係性の視点と枠組み DS_B1_01 1 2

地域生活支援学特殊研究⑶地域社会における心理的諸問題の視点と枠組み DS_B1_02 1 2

地域生活支援学特殊研究⑷地域社会組織の視点と枠組み DS_B1_03 1 2

地域生活支援学特殊研究⑸地域社会政策の視点と枠組み DS_B1_04 1 2

展
開
分
野

地域生活支援学特殊講義⑴地域創生人材育成の視点と方法 DS_B2_01 1・2 2

地域生活支援学特殊講義⑵地域社会組織化の視点と方法 DS_B2_02 1・2 　 2

地域生活支援学特殊講義⑶地域高齢者支援の視点と方法 DS_B2_03 1・2 　 2

地域生活支援学特殊講義⑷地域障がい者支援の視点と方法 DS_B2_04 1・2 　 2

地域生活支援学特殊講義⑸地域健康支援の視点と方法 DS_C2_01 1・2 2

地域生活支援学特殊講義⑹地域スポーツ支援の視点と方法 DS_C2_02 1・2 　 2

研
究
演
習 地域生活支援研究演習 DS_D2_02 1・2 1

　　　　　　　　　　　開講科目単位数 15 20

地域生活支援学専攻博士後期課程開講科目一覧

－ 384 －

大

学

院

基
本
事
項



８．講義時間
（昼間の講義時間）

（夜間の講義時間）

９．公認心理師受験資格【臨床心理学専攻】
公認心理師国家試験の受験資格を得るためには、入学する前までに、公認心理師法施行規則第 1 条に

定める、公認心理師となるために必要な 25 科目（公認心理師の職責、心理学概論、臨床心理学概論、
心理学研究法、心理学統計法、心理学実験、知覚・認知心理学、学習・言語心理学、感情・人格心理学、
神経・生理心理学、社会・集団・家族心理学、発達心理学、障害者・障害児心理学、心理的アセスメント、
心理学的支援法、健康・医療心理学、福祉心理学、教育・学校心理学、司法・犯罪心理学、産業・組織
心理学、身体の構造と機能及び疾病、精神疾患とその治療、関係行政論、心理演習、心理実習）を修得
し、卒業しておかなければなりません。

また、生活支援科学研究科臨床心理学専攻に入学後、以下の表に示している 12 科目（28 単位）の必
修科目を修得する必要があります。

Ⅰ Ⅱ 昼休み Ⅲ Ⅳ
８：50 ～ 10：20 10：30 ～ 12：00 12：00 ～ 13：00 13：00 ～ 14：30 14：40 ～ 16：10

Ⅴ Ⅵ
18：00 ～ 19：30 19：40 ～ 21：10

公認心理師国家試験の受験資格に関する科目表
文科省・厚労省で指定科目 本学大学院開講科目 必修 選択 備　　考

必　

修　

科　

目

保健医療分野に関する理論と支援
の展開

精神医学特論（保健医療分野に関
する理論と支援の展開） 2

　

　450 時間以上

福祉分野に関する理論と支援の展
開

障害児（者）心理学特論（福祉分
野に関する理論と支援の展開） 2

教育分野に関する理論と支援の展
開

学校臨床心理学特論（教育分野に
関する理論と支援の展開） 2

司法・犯罪分野に関する理論と支
援の展開

犯罪心理学特論（司法・犯罪分野
に関する理論と支援の展開） 2

産業・労働分野に関する理論と支
援の展開

産業・労働分野に関する理論と支
援の展開 2

心理的アセスメントに関する理論
と実践

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセ
スメントに関する理論と実践） 2

心理支援に関する理論と実践 臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に
関する理論と実践） 2

家族関係・集団・地域社会におけ
る心理支援に関する理論と実践

臨床家族心理学特論（家族関係・
集団・地域社会における心理支援
に関する理論と実践）

2

心の健康教育に関する理論と実践 心の健康教育に関する理論と実践 2

心理実践実習

臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ⅰ） 1

心理実践実習Ⅱ 5

心理実践実習Ⅲ 4

�
�
�
�
�
�
�
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10．臨床心理士受験資格【臨床心理学専攻】
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会「臨床心理士」の受験資格を得るためには、以下の条件を

すべて満たすことが必要です。
⑴　公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する大学院の修士課程を修了すること。
⑵　修士論文のテーマと内容が臨床心理学に関するものであること。
⑶　指定された科目を 26 単位以上修得すること。
⑷　第１種指定大学院修了者は、心理臨床経験は問われない。

（第２種指定大学院修了者は、修了後１年以上の心理臨床経験があること。）
本学は、第１種指定大学院として指定を受けている。

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士受験資格に関する科目表

協会指定科目 単位 本学大学院開講科目 履修年次
単位数

備　　考
必 選

必
修
科
目

臨床心理学特論
2 臨床心理学特論Ⅰ 1 2

16 単位必修

2 臨床心理学特論Ⅱ 1 2

臨床心理面接特論
2 臨床心理面接特論Ⅰ（心理

支援に関する理論と実践） 2 2

2 臨床心理面接特論Ⅱ 2 2

臨床心理査定演習
2 臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセ

スメントに関する理論と実践） 1 2

2 臨床心理査定演習Ⅱ 1 2
臨床心理基礎実習 2 臨床心理基礎実習 1 2

臨床心理実習
2 臨床心理実習Ⅰ

（心理実践実習Ⅰ） 2 1

2 臨床心理実習Ⅱ 2 1

選
択
必
修
科
目

Ａ
群

心理学研究法特論 2 心理学研究法特論 1・2 　 2

各群 (A ～ E) から
２単位以上、計 10
単位以上選択必修

心理統計法特論 　 　 　 　 　
臨床心理学研究法特論 2 臨床心理学研究法特論 1・2 　 2

Ｂ
群

人格心理学特論 　 　 　 　 　
発達心理学特論 2 発達心理学特論 1・2 　 2
学習心理学特論 　

　 　 　 　認知心理学特論 　
比較行動学特論 　
教育心理学特論 2 教育心理学特論 1・2 　 2

Ｃ
群

社会心理学特論 　
　 　 　 　人間関係学特論 　

社会病理学特論 　

家族心理学特論 2
臨床家族心理学特論（家族関
係・集団・地域社会における
心理支援に関する理論と実践）

1・2 　 2

犯罪心理学特論 2 犯罪心理学特論（司法・犯罪分
野に関する理論と支援の展開） 1・2 　 2
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選
択
必
修
科
目

Ｄ
群

精神医学特論 2 精神医学特論（保健医療分野
に関する理論と支援の展開） 1・2 　 2

各群 (A ～ E) から
２単位以上、計 10
単位以上選択必修

心身医学特論
神経生理学特論 　 　 　 　 　
老年心理学特論 2 老年心理学特論 1・2 　 2

障害児（者）心理学特論 2 障害児（者）心理学特論（福祉
分野に関する理論と支援の展開） 1・2 　 2

精神薬理学特論 　 　 　 　 　

Ｅ
群

投映法特論 2 投映法特論 1・2 　 2
心理療法特論 2 心理療法特論 1・2 　 2
学校臨床心理学特論
グループ・アプローチ特論 　 　 　 　 　
臨床心理地域援助特論 2 臨床心理地域援助特論 1・2 　 2

11．小学校教諭専修免許状、幼稚園教諭専修免許状【子ども学専攻】
子ども学専攻では、大学院入学前に小学校教諭一種免許状を取得し、本学の研究科で以下の科目を修

得すれば、小学校教諭の専修免許状を取得することができます。また、大学院入学前に幼稚園免許一種
免許状を取得し、本学の研究科で以下の科目を修得すれば、幼稚園教諭の専修免許状を取得することが
できます。

授　業　科　目 学年
配当 単位数

免許の種類
小学校 幼稚園

子ども学特論 1 2 必修 必修
子ども学実践演習Ⅰ（幼児期） 1 2 必修
子ども学実践演習Ⅱ（児童期） 1 2 必修
幼児教育学特論 1 2 選択
教育史特論 1 2 選択 選択
カリキュラム特論 1 2 選択 選択
教育社会学特論 1 2 選択 選択
教育制度特論 1 2 選択 選択
発達心理学特論 1 2 選択 選択
教育心理学特論 1 2 選択 選択
学校マネジメント特論 1 2 選択 選択
特別支援教育特論 1 2 選択 選択
言語教育特論 1 2 選択
社会科教育特論 2 2 選択
環境教育特論 1 2 選択
算数教育特論 1 2 選択
造形教育特論 2 2 選択
音楽教育特論 1 2 選択
身体教育特論 1 2 選択
子どもの創作表現特論 1 2 選択
子どもの食育特論 2 2 選択
子どもの保健特論 1 2 選択
障害児保育特論 2 2 選択
子どもの臨床心理特別演習 1 2 選択 選択

24 単位 24 単位
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12．幼稚園教諭専修免許状【子ども学専攻】
子ども学専攻では、大学院入学前に幼稚園教諭一種免許状を取得し、本学の本研究科で次の科目を修

得すれば、幼稚園教諭の専修免許状を修得することができます。

単位修得

１．単位認定
　単位認定は大学院学則第 14 条及び西九州大学大学院生活支援科学研究科規程第３条に基づいて行
われます。

２．単位修得の確認
　成績の発表

⑴　各学期の成績は、所定期日以降に、各自学生ポータルサイトで確認してください。（P.51 参照）
⑵　単位を修得した科目、単位数並びにその成績は、成績証明書に記載されます。この証明書には、

これまでに修得したすべての単位が記載されています。
３．成績の評価表示

　成績の評価表示については、次のように定められています。
　成績評価の表示は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄとし、Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄは、不合格とする。
　２　前項の成績評価は、次の基準によるものとする。
　　⑴　Ａ　80 点以上
　　⑵　Ｂ　70 点以上 80 点未満
　　⑶　Ｃ　60 点以上 70 点未満
　　⑷　Ｄ　60 点未満

４．成績に関する質問等について
　成績評価に質問等申し立てがある場合、所定の様式による申立書を教務課に提出してください。
　質問等申立書への回答内容については、教務部長が申し立てを行った学生に通知します。質問等申
立書への回答通知を受けた学生は、回答内容についての確認書を作成のうえ、教務課に提出してくだ
さい。
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ここには、西九州大学大学院学生として学内や学外で生活する上での規則や手続き及び遵守事項につい
て記載しています。

各種手続き・事務局窓口

講義、単位認定、学内外の生活、就職活動、学費納入等については、大学事務局の各担当課で対応して
います。担当する課の窓口で手続きや相談をしてください。

１．教務課
⑴　授業（休講、補講連絡、講義室変更及び履修の仕方の問い合わせ等）に関すること
⑵　試験に関すること
⑶　学籍の異動（休学、復学、退学等）に関すること
⑷　単位の認定、学業成績（証明書の発行）に関すること
⑸　各種資格、免許等に関すること
⑹　その他、学業に関すること

２．学生支援課（保健管理センターを含む）
⑴　学生証の発行等、学生生活に関する各種の申請及び届出、許可に関すること
⑵　日本学生支援機構奨学金、永原学園奨学金及び各種奨学金についての事務、相談に関すること
⑶　授業料の減免についての相談に関すること
⑷　学生傷害保険の紹介及び傷害や器物破損の発生時の処理に関すること
⑸　健康についての相談、病気、ケガへの応急処置に関すること
⑹　健康診断と健康診断証明書の発行に関すること
⑺　学生駐車場の運用及び、駐車登録許可証の発行に関すること
⑻　学生の施設使用、及び学生の集会、行事、催物、及び掲示、印刷物の発行及び配布に関すること
⑼　遺失物、紛失物及び拾得物の扱いに関すること
⑽　学生寮、指定寮、下宿、アパートの紹介に関すること
⑾　その他、学生生活についての相談に関すること
⑿　就職にかかわる資料収集及び相談室の開設に関すること
⒀　修了予定者の就職指導及びガイダンスの開催に関すること
⒁　求人票の受理、就職紹介、幹旋に関すること
⒂　就職用各種証明書の発行に関すること

３．総務課
⑴　施設の破損や不備、消防、施設等に関すること
⑵　スクールバスの運行に関すること
⑶　学費の納入に関すること
⑷　学費延期、分納及び授業料減免についての相談に関すること

大学院学生生活関連
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保健衛生

学生の健康管理、保健指導には、常に配慮しています。保健管理センターを設け応急処置や、健康
相談及び健康診断証明書などの事務を行っています。
定期健康診断
法令に基づき、毎年実施しています。検査項目は、レントゲン間接撮影、身体計測、血圧測定、尿

検査、視力、聴力、内科検診です。

奨学金制度

奨学金制度は、大学での修学や生活において経済的に困難な学生に対して、学業成績、人物ともに
優秀であることなどの諸審査を経て、奨学金が貸与又は給付されます。
募集は、４月当初に学生支援課掲示板で知らせています。説明会への参加や審査条件をよく承知し

て応募してください。
１．日本学生支援機構奨学金

日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生機構法に基づいて設立され、国の育英事業を行う機関
です。
奨学金は人物、学業ともに優れかつ健康であって、経済的理由のため修学困難な者に貸与されるも

のであり、以下の２種類があります。
⑴　第一種奨学金
無利息の選択額奨学金です。
貸与金額：〈修士課程・博士前期課程〉50,000�円、88,000�円の２種類
　　　　　〈博士後期課程〉80,000�円、122,000�円の２種類

⑵　第二種奨学金
有利子の選択額奨学金です。
貸与月額：50,000�円、80,000�円、100,000�円、130,000�円、150,000�円の５種類があります。

⑶　出願及び募集期間
第一種奨学金、第二種奨学金とも４月当初に学生支援課による募集説明会を開催します。
奨学金受給希望者は、期限（４月下旬頃）までに所定の書類を整え手続きをとってください。

⑷　奨学金の採否
志願者の中から、学業、人物、家計、健康状態を選考し、研究科委員会の議を経て日本学生支

援機構に推薦し、その採否は日本学生支援機構が決定します。７月中旬以降に採否の決定を通知
します。

⑸　緊急採用（第一種奨学金）、応急採用（第二種奨学金）
奨学金の定期外採用として、失職、破産、死亡、風水害等による家計急変のため緊急に奨学金

が必要となった場合に適用されます。選考基準などがあるので学生支援課へ相談してください。
⑹　大学在学中における日本学生支援機構奨学生の「在学届」の提出について
大学在学中に日本学生支援機構奨学生であった者が大学院に進学した場合、大学院在学中は返

還猶予の措置がとれるので、「在学届」を提出してください。
⑺　奨学生の異動等があった場合の届
奨学生は、交付の取りやめ（退学、辞退等）、交付の中断、再開、交付の取り扱いの変更（自

宅、自宅外通学、連帯保証人、貸与月額等）があった場合は、所定の様式を学生支援課で受け取
り、必要事項を記入し速やかに届け出てください。
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⑻　奨学金の返還について
奨学金は、貸与であり、貸与終了後は、日本学生支援機構奨学金規程及び「返還誓約書、奨学

金借用証書」に従って必ず返還しなければなりません。入学当初から貸与されると貸与総額は、
多額となりますので、奨学金の申し込みに際しては、貸与月額や卒業後の返還額と方法など自分
で返還することを考えておいてください。

２．永原学園奨学金
学校法人永原学園では、西九州大学、西九州大学短期大学部に在学する者のうち、学業・人物とも

に優秀であり、かつ、経済的理由により修学に支障のある者を選考して奨学金を支給しています。
大学院の一般奨学金支給対象者は、「永原学園奨学金に係わる西九州大学支給細則」にしたがって、

研究科委員会、大学院委員会で選考します。
⑴　一般奨学金の額は、当該年度の授業料の額の２分の１の範囲内です。
⑵　一般奨学金の支給期間は、原則として４月から翌年３月までの１年間とします。
ただし更新することができます。

⑶　一般奨学金支給対象者数は、毎年度毎に別に定めますが、原則として１名です。

その他

１．スクールバス等の運行について
大学では、JR神埼駅などからスクールバスを定時で運行しています。始業時刻や終業時刻に合わせ

て利用してください。詳しい内容については P.43 にてご確認ください。
２．自家用車の使用と駐車場の利用について

通学で自家用車を使用する学生で学内駐車場を利用する場合は、駐車料金として年間 2,000�円を支
払い駐車許可証を受け取ってください。駐車料金は 1年毎に必要です。駐車許可証は必ず前面のフロ
ントの外部から見えるところに提示してください。
ただし、駐車許容台数に制限があり又学生の駐車区域も決められています。学生の皆さんは、通学

距離及びバイク利用等も併せて考えてください。
また、駐車違反には、「駐車違反シール」で警告し、記録するとともに学内乗入れを禁止すること

があります。
３．事故防止について

学内駐車場で車体事故等が発生した場合は、速やかに学生支援課に申し出てください。また、学外
で交通事故が発生した場合も、状況把握、保険、大学としての事後処理等がありますので、速やかに
学生支援課に申し出てください。
各キャンパスで定められたルールに従い、白線の駐車区画内に駐車してください。
その他、大学院の生活に関する事項は、学生便覧内の学生生活関連を参照してください。
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ここには、西九州大学大学院において授与する学位に関する事項について記載しています。

１．学位について
大学院の各専攻で所定の単位を修得し、かつ修士論文または博士論文を提出して、その審査及び最

終試験に合格したとき、以下の学位が授与されます。
健康栄養学専攻　　　　　　　修士（健康栄養学）
臨床心理学専攻　　　　　　　修士（臨床心理学）
リハビリテーション学専攻　　修士（リハビリテーション学）
子ども学専攻　　　　　　　　修士（子ども学）
地域生活支援学専攻　　　　　修士（生活支援学）
地域生活支援学専攻　　　　　博士（生活支援学）

２．学位申請の手続き
　　修士課程及び博士前期課程
⑴　１年次に教務課に提出した修士論文題目を変更する場合は、「修士論文題目変更届」にて、教務
課に届けなければなりません。

⑵　修士論文は、教務課で配付する「修士論文執筆要領」にしたがって作成してください。
⑶　修士論文とその要旨は、それぞれ３部ずつ作成し、「学位申請書」を添えて所定の期日までに自
身で教務課に提出してください。

⑷　上記のほかに、修士論文発表会用の要旨、１部を作成し、所定の期日までに教務課に提出してく
ださい。

　　博士後期課程
⑴　学位論文予備審査の結果、学位論文審査の対象とする旨の通知を受けた日から、３ヶ月以内に
所定の書類を教務課で配布する「博士論文執筆要領」にしたがって作成してください。

⑵　学位論文とその要旨等を作成し、「学位申請書」を添えて所定の期日までに自身で教務課に提出して
ください。

３．修士論文及び博士論文の審査
修士論文の審査は、健康栄養学専攻、臨床心理学専攻、リハビリテーション学専攻、子ども学専攻、

地域生活支援学専攻博士前期課程、それぞれで行われますので、研究指導教員の指示にしたがって、
審査（口頭試問を含む）を受けてください。
博士論文の審査は地域生活支援学専攻博士後期課程で行われますので、研究指導教員の指示にしたがっ

て、論文査読・予備審査を経て、学位論文の審査（口頭試問を含む）、総合試験を受けてください。
４．最終試験
　　（修士論文発表会）

修士課程の最終試験として、修士論文発表会が毎年度末に開催されます。修士論文を提出し、学位
を申請した人は、審査を終えた後、必ず発表しなければなりません。

　　（博士論文総合審査）
審査及び最終試験は、博士論文を中心とし、これに関連する分野の科目についての口頭試問又は�

筆答試験で行われます。審査を終えた後、博士論文公徳会が実施され、当該論文を公表します。
これらのことは、以下に示す、西九州大学大学院学位規程に基づいたものです。よく読んで参考に

してください。
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《西九州大学大学院学位規程》
（趣旨）
第１条　この規程は、学位規則（昭和 28�年文部省令第９号）第 13�条並びに西九州大学大学院学則（平成 11�
年４月１日制定）第19�条第 3項の規定に基づき、西九州大学（以下「本学」という。）が授与する大学院の�
学位について、必要な事項を定めるものとする。

（学位）
第２条　本学において授与する大学院の学位は、修士及び博士とする。
（学位に付記する専攻分野の名称）
第３条　学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
　　　　健康栄養学専攻　　　　　　　修士（健康栄養学）
　　　　臨床心理学専攻　　　　　　　修士（臨床心理学）
　　　　リハビリテーション学専攻　　修士（リハビリテーション学）
　　　　子ども学専攻　　　　　　　　修士（子ども学）
　　　　地域生活支援学専攻　　　　　修士（生活支援学）
　　　　地域生活支援学専攻　　　　　博士（生活支援学）
（修士の学位授与の要件）
第４条　修士の学位は、大学院の修士課程及び博士前期課程（地域生活支援学専攻の前期２年の課程をい
う。以下同じ。）を修了した者に授与するものとする。

（博士の学位授与の要件）
第４条の２　博士の学位は、大学院の博士後期課程（地域生活支援学専攻の後期３年の課程をいう。以下同
じ。）を修了した者に授与するものとする。

２　前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士の学位論文（以下「博士論文」という。）の審
査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の
確認」という。）された者に授与することができる。

（学位の申請）
第５条　第４条に規定する学位の授与を受けようとする者は、学位申請書（別紙第１号様式）に修士の学位
論文（以下「修士論文」という。）を添えて、研究科長に提出しなければならない。

２　前条第１項に規定する学位の授与を受けようとする者は、学位申請書（別紙第２号様式）に博士論文、
論文目録（別紙第４号様式）、博士論文の要旨及び履歴書を添えて、研究科長に提出しなければならない。

３　前条第２項の規定により、博士論文を提出して学位の授与を受けようとする者は、学位申請書（別紙第
３号様式）に、前項に規定するもののほか、別に定める学位論文審査手数料を添えて、研究科長に提出し
なければならない。

４　研究科の博士課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて退学した
者が学位を申請するときは、前項の規定を準用する。この場合おいて、退学したときから１年を超えない
ときは、学位論文審査手数料の納付を免除する。

５　既納の学位論文審査手数料は、返還しない。
（修士論文及び博士論文）
第５条の２　修士論文及び博士論文は、１編に限る。ただし、参考資料として他の論文を添付することがで
きる。

２　研究科長は、審査のため必要があるときは、修士論文及び博士論文の提出者に、当該修士論文及び博士
論文の訳文その他必要な資料等の提出を求めることができる。

（審査の付託）
第６条　研究科長は、第５条第１項の規定による修士の学位の申請を受理したときは、研究科委員会にそ
の審査を付託しなければならない。

２　研究科長は、第５条第２項、第３項及び第４項の規定による博士の学位の申請を受理したときは、研究
科委員会にその審査を付託しなければならない。
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（審査員の選出）
第７条　前条第１項の規定により修士論文の審査を付託された研究科委員会は、修士論文の内容に関連が�
ある専攻の研究指導教員の中から学位論文審査員（以下「審査員」という。）３人以上を選出して、修士論�
文の審査及び最終試験を行わせるものとする。

２　前条第２項の規定により博士論文の審査を付託された研究科委員会は、博士論文の内容及び専攻科目
に関連がある博士後期課程担当の研究指導教員の中から選出した３人以上を審査員とする博士論文審
査委員会（以下「審査委員会」という）を設置し、博士論文の審査並びに最終試験及び学力の確認を行わせ
るものとする。

３　前２項の規定にかかわらず、修士論文及び博士論文の審査に当たって必要があるときは、研究科委員
会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等を審査員として加えることができるものとする。

４　選出された審査員のうち１人を主査（指導教員を除く。）とする。
（審査の期間）
第８条　修士論文は、提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。
２　博士論文は、受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。
（最終試験）
第９条　最終試験は、第５条第１項又は第２項の規定により申請のあった者に対し、修士論文又は博士論
文の審査を終えた後、修士論文又は博士論文を中心として、これに関連のある研究分野について筆記ま
たは口述により行うものとする。

２　学位論文発表会、公開発表会は、最終試験をかねることができる。
３　学位論文審査において、不合格となった者に対しては、当該年度の最終試験は行わない。
第９条の２　最終試験は、第５条第３項及び第４項の規定により申請のあった者に対し、博士論文の審査
を終えた後、博士論文を中心として、これに関連のある研究分野について筆記又は口述により行うもの
とする。

（学力の確認）
第９条の３　学力の確認は、第５条第３項及び第４項の規定により申請のあった者に対し、博士論文の審
査及び最終試験を終えた後、博士論文に関連のある研究分野及び外国語について筆記又は口述により行
うものとする。

（学力の確認の特例）
第９条の４　前条の規定にかかわらず、第５条第４項に規定する者のうち、退学したときから一定の年限
内の者については、研究科の定めるところにより、第４条の２第１項に規定する者と同等以上の学力を
有する者とみなし、学力の確認を免除することができる。

（審査結果の要旨の報告）
第 10�条　審査員は、第５条第１項又は第２項の規定により申請のあった者の修士論文又は博士論文の審
査及び最終試験を終了したときは、その結果の要旨を速やかに研究科委員会に報告するものとする。

２　審査員は、第５条第３項及び第４項の規定により申請のあった者の博士論文の審査並びに最終試験及
び学力の確認を終了したときは、その結果の要旨を速やかに研究科委員会に報告するものとする。

３　前２項の報告は、文書をもって行うものとする。
（合否の判定）
第11�条　研究科委員会は、前条第１項の報告に基づき、修士論文又は博士論文及び最終試験の合否判定を行う。
２　研究科委員会は、前条第２項の報告に基づき、博士論文及び最終試験の合否の判定を行う。
３　前２項の判定は、構成員（海外出張中及び休職中の者を除く。）の３分の２以上が出席し、かつ出席者の
３分の２以上の賛成がなければならない。

（判定結果の報告）
第 12�条　研究科長は、研究科委員会において学位を授与するものと判定したときは、速やかに、次に掲げ
る事項を記載した文書を添えて、その旨を学長に報告しなければならない。

　⑴　本籍、氏名、生年月日
　⑵　授与する学位の種類

－ 396 －

大

学

院

学
位
関
連



　⑶　授与する年月日
　⑷　修士論文の審査及び最終試験の結果の要旨
　⑸　博士の場合、第４条の２第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別
　⑹　博士の場合、博士論文の審査及び最終試験の結果の要旨
　⑺　第４条の２第２項の規定による博士の場合、学力の確認の結果の要旨
２　学位を授与できないと判定した者については、その旨を学長に報告しなければならない。
（学位の授与）
第 13�条　学長は、前条により学位を授与すると決定した者には、学位記（別紙第５号様式、別紙第６号様式
又は別紙第７号様式）を交付し、学位を授与する。

（学位の名称）
第 14�条　本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは「西九州大学」と付記しなければなら
ない。

（学位の取り消し）
第 15�条　学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名
誉を汚辱する行為があったときは、学長は、研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記の
返還を命じ、かつ、その旨を公表するものとする。

２　研究科委員会において前項の決定をする場合は、第 11�条第３項の規定を準用する。
（雑則）
第 16�条　この規程に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
　　　附　則
　　この規程は、平成 11�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 21�年３月 20�日）
　　この規程は、平成 21�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 22�年３月 20�日）
　　この規程は、平成 22�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 23�年３月 19�日）
　　この規程は、平成 23�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 23�年５月 21�日）
　　この規程は、平成 24�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 24�年３月 17�日）
　　この規程は、平成 24�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 25�年５月 19�日）
１　この規程は、平成 26�年４月１日から施行する。
２　平成26�年３月３１日に西九州大学大学院健康福祉学研究科に在学する者（以下「在学者」という。）及
び平成 26�年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学する者に係る学位申請書及び学位記に
ついては、この規程による改正後の別紙第１号様式及び別紙第２号様式にかかわらず、なお従前の例に
よるものとする。

　　　附　則（平成 26�年３月 15�日）
　この規程は、平成 26�年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 26�年５月 17�日）
１　この規程は、平成 27�年４月１日から施行する。
２　平成27�年３月31�日に西九州大学大学院生活支援科学研究科に在学する者（以下「在学者」という。）及
び平成 27�年４月１日以降において在学者の属する年次に再入学する者に係る学位申請書及び学位記に
ついては、この規程による改正後の別紙第１号様式から別紙第７号様式までにかかわらず、なお従前の
例によるものとする。

　　　附　則（平成 27�年３月 14�日）
　この規程は、平成 27�年４月１日から施行する。
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西九州大学大学院学則

第１章　総則
（趣旨）
第１条　この学則は、西九州大学学則（昭和 43 年４月１日制定。）第３条の４第２項の規定に基づき、
西九州大学大学院（以下「大学院」という。）に関し、必要な事項を定める。

（目的）
第２条　大学院は、西九州大学（以下「本学」という。）の建学の精神に基づき、学術の理論及び応用
を教授研究し、その深奥を究めて、社会に貢献し、文化の進展と健康・福祉の向上に寄与する人材を
育成することを目的とする。

（自己点検、評価）
第３条　大学院は、教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、大学院にお
ける教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

２　前項の点検及び評価の結果について、本学の教職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
３　自己点検及び評価の項目、結果の活用及び検証並びに体制については、別に定める。
（情報の提供）
第３条の２　大学院は大学院の教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図る
ことができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。

第２章　研究科
（研究科）
第４条　大学院に、次の研究科を置く。
　　生活支援科学研究科
（研究科の目的）
第５条　大学院生活支援科学研究科は、生活支援科学の構築にむけて学際的研究を行い、その応用を通
して専門分野における研究能力及び実践的指導力を授け、高度な専門性をもって、社会に貢献できる
人材の育成を目的とする。

第３章　課程、専攻、学生定員
（課程）
第６条　大学院の課程は、修士課程及び博士課程とする。
２　修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を
要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

３　博士課程は専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的
な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

（専攻）
第７条　生活支援科学研究科に、次の専攻を置く。
　　健康栄養学専攻
　　臨床心理学専攻
　　リハビリテーション学専攻
　　子ども学専攻
　　地域生活支援学専攻

西九州大学大学院学則その他
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２�　地域生活支援学専攻は、博士課程とし、これを前期 2年の課程（以下「博士前期課程」という。）及
び後期 3 年の課程（以下「博士後期課程という」。）に区分し、博士前期課程は修士課程として取り扱
うものとする。

３　臨床心理学専攻に関し必要な事項は、この学則に定めるもののほか、別に定める。
（専攻の目的）
第７条の２　生活支援科学研究科の専攻の目的は、次に掲げるとおりとする。
健康栄養学専攻
食品栄養学の知識を深めた高度な専門職として、人々の生活を社会環境、自然環境の中に据えた

総合的な視点から捉え、適切な生活支援を栄養学の立場から実践できる人材を養成する。
臨床心理学専攻
現代社会における心の相談・支援のための高い倫理観を有し、臨床心理学の精深な学識に基づいた豊

かな人間理解力を身につけるとともに、それを活かした臨床実践ができる高度専門職業人を養成する。
リハビリテーション学専攻
人の生活を科学し人の生活を支援するという理念に基づきながらも、特に、障害の予防や、障

害のある人の社会参加や地域生活を支援するための身体・認知・精神・生活面に関するリハビリ
テーション分野における高度専門職業人を養成する。
子ども学専攻
子どもに関する科学的理解を基盤に、子どもの育ちへの支援の在り方を探求する子ども学の視

点から、教育・保育の質的高度化に資する専門的な知識と技能について研究し、現場での実践に
応用できる高度専門職業人を養成する。
地域生活支援学専攻
人が地域で暮らすとはどのようなことか、生活支援として他者の生活や人生に関与する意味を

深く考え、生活支援科学の研究能力を培うことを通じて、社会福祉学を基盤とする地域生活支援
学の構築・展開をめざす研究者並びに地域生活支援学に関する高度な専門知識と技能を兼ね備え
た高度専門職業人を養成する。

（学生定員）
第８条　研究科の入学定員及び収容定員は次の表のとおりとする。

第４章　修業年限、学年、学期、休業日
（標準修業年限）
第９条　修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は２年とする。なお、在学年限は４年を越えること
はできない。

２　前項の規定にかかわらず、再入学により入学した者の標準修業年限は、大学院研究科委員会（以下
「研究科委員会」という。）の議を経て、学長が定める。なお、在学年限は、標準修業年限の２倍を
超えることはできない。

第９条の２　博士後期課程の標準修業年限は３年とする。なお、在学年限は６年を越えることはできない。
２　前項の規定にかかわらず、再入学により入学した者の標準修業年限は、研究科委員会の認定による。
　　なお、在学年限は、標準修業年限の２倍を超えることはできない。

研究科 専攻
修士課程・博士前期課程 博士後期課程

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

生活支援科学研究科

健康栄養学専攻 2人 4人
臨床心理学専攻 5人 10 人

リハビリテーション学専攻 3人 6人
子ども学専攻 3人 6人

地域生活支援学専攻 5人 10 人 3 人 9 人
計 18 人 36 人 3 人 9 人
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（学年及び学期）
第 10 条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。
２　学年を分けて、次の２学期とする。
前学期　４月１日から９月 30 日まで
後学期　10 月１日から翌年３月 31 日まで

３　学長は、前項の規定にかかわらず、研究科委員会の議を経て、前学期の終期及び後学期の始期につ
いて変更することができる。

（休業日）
第 11 条　休業日は、次の各号のとおりとする。ただし、学長が必要と認めたときは、研究科委員会の議
を経て、休業日を変更し又は臨時に休業日を定めることができる。
⑴　日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する日
⑵　春季休業日　３月 26 日から３月 31 日まで
⑶　夏季休業日　８月１日から９月 30 日まで
⑷　冬季休業日　12 月 28 日から１月４日まで

２　休業中でも必要に応じて見学又は実験実習等を課することがある。

第５章　教育課程
（教育課程の編成）
第 11 条の２　大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論
文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成す
るものとする。

２　教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させ
るとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

（教育方法）
第 12 条　大学院における教育は、授業科目の授業及び研究指導により行う。
２　大学院の課程において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又
は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

３　大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うもの
とする。

（授業科目）
第 13 条　修士課程及び博士前期課程の授業科目及び単位数は、別表１－１から別表１－５のとおりとする。
２　博士後期課程の授業科目及び単位数は、別表１－６のとおりとする。
３　授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画等は、講義概要に掲載明
示し、あらかじめ学生に周知する。

（単位修得の認定）
第 14 条　授業科目を履修し、科目担当の教員による単位の認定に合格した者には、その授業科目所定の
単位を与える。

２　単位修得の認定の方法は、別に定める。
（履修方法）
第 15 条　修士課程及び博士前期課程の学生は、その在学期間中に、第 13 条第１項に規定する授業科目に
ついて 30 単位以上を修得しなければならない。但し、臨床心理学専攻の授業科目については 36 単位以
上を修得しなければならない。

２　博士後期課程の学生は、その在学期間中に、第 13 条第２項に規定する授業科目について 21 単位以上
を修得しなければならない。

３　履修の授業科目選定にあたっては、予め研究指導教員の指示を受けなければならない。
４　授業科目の履修にあたっては、毎学期の始めに当該学期に履修する授業科目を届け出なければなら
ない。

（他の専攻の授業科目の履修）
第15条の２　学生は、４単位までは他の専攻の科目を修得することができる。但し、臨床心理学専攻の科目は
受講することができない。
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（入学前の既修得単位等の認定）
第15条の３　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院（外国の大
学院を含む）において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準第 15 条の規定に基づ
く科目等履修生として履修し修得した単位を含む。）を、研究科委員会の議を経て、本学大学院に入
学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得した単位とみなし認定することができる。

２　前項により修得した単位とみなし認定することができる単位数は、本学大学院において修得した単
位以外のものについては、10 単位を超えないものとする。

（長期にわたる教育課程の履修）
第 15 条の４　学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計
画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、研究科の定めるところによ
りその計画的な履修を認めることができる。この場合において、在学年限は、修士課程及び博士前期
課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えないものとする。

（他の大学院等における授業科目の履修等及び研究指導を受けさせるための派遣又は留学）
第 16 条　学長は、教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、他の大学院又は研究所等�
（外国の大学院又は研究所等を含む。以下「大学院等」という。）との協議に基づき、当該大学院等
の授業科目を履修又は研究指導を受けさせるため学生を派遣し、又は留学させることができる。

２　学生が当該他の大学院等において履修した授業科目について修得した単位は、10 単位を超えない範
囲で大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

３　派遣及び留学した期間は、在学期間に算入する。
４　派遣及び留学に関する規定は、この学則に定めるもののほか、別に定める。
（資格及び教員免許状授与の所要資格の取得）
第 17 条　公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者は、生活支援科学研究科臨床心理学専攻に在
籍し、公認心理師法、同法施行令及び同法施行規則等に定める所要の科目を修得しなければならない。

２　小学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で、小学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得し
ようとする者は、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年
文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければならない。

３　幼稚園教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で、幼稚園教諭専修免許状授与の所要資格を取得し
ようとする者は、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年
文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければならない。

第６章　課程の修了要件、学位の授与
（修士課程及び博士前期課程の修了要件）
第 18 条　修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、大学院に２年以上（再入学の場合は第９条第２項
で規定する標準修業年限以上）在学し、第 15 条第１項に定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導
を受けた上、当該課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果
の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につ
いては、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（博士前期課程の取扱い）
第 18 条の２　第７条第２項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士前期課程の修了の要件
は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する大学院の行う
修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、大学院
が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
⑴　専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養で
あって当該博士前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

⑵　博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得
すべきものについての審査
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（博士後期課程の修了要件）
第 18 条の３　博士後期課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、第 15 条第２項に定める単位を
修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格す
ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１
年以上在学すれば足りるものとする。

２　第 18 条ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後
期課程の修了の要件については、前項ただし書き中「１年」とあるのは、「３年（第 18 条ただし書き
の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては、当該課程におけ
る在学期間（２年を限度とする。）を含む。）」と読み替えて、前項の規定を適用する。

３　前２項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和 28 年文部省令第９
号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。）を有する者又は学校教育法施行規則（昭和 22 年文
部省令第 11 号）第 156 条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有
する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士後期課程の修
了の要件は、当該課程に３年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指�
導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、
優れた研究業績を上げた者については、当該課程に１年（第 18 条ただし書きの規定による在学期間を
もって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては、３年から当該課程における在学期間（２
年を限度とする。）を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるものとする。

（学位論文及び最終試験）
第 18 条の４　第 18 条及び前条に規定する最終試験は、学位論文を中心として、これに関連ある科目につ
いて行うものとする。

２　学位論文の審査及び最終試験の合格又は不合格は、当該研究科委員会が決定し、その方法は研究科
において定める。

３　前項の学位論文の審査に当たって必要があるときは、当該研究科委員会の議を経て、他の大学院又
は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等の協力を得ることができる。

（学位の授与）
第 19 条　修士課程、博士前期課程及び博士後期課程を修了した者には、修士又は博士の学位を授与す�
る。

２　前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院
の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができ
る。

３　前２項の学位を授与するに当たっては、次に定める専攻分野の名称を付与するものとする。
　　　健康栄養学専攻　　　　　　　修士（健康栄養学）
　　　臨床心理学専攻　　　　　　　修士（臨床心理学）
　　　リハビリテーション学専攻　　修士（リハビリテーション学）
　　　子ども学専攻　　　　　　　　修士（子ども学）
　　　地域生活支援学専攻　　　　　修士（生活支援学）
　　　地域生活支援学専攻　　　　　博士（生活支援学）
４　学位授与に関し必要な事項は、別に定める。

第７章　入学、再入学、休学、復学、退学、除籍等
（入学の時期）
第 20 条　入学の時期は、学年の始めとする。
２　前項の規定にかかわらず、再入学する場合は後学期の始めに学生を入学させることができる。
（入学資格）
第 21 条　修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
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⑴　学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条に定める大学を卒業した者
⑵　学校教育法第 104 条第 4項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校
教育における 16 年の課程を修了した者

⑸　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

⑹　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす
ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

⑺　文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）
⑻　学校教育法第 102 条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学
させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

⑼　大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で、22 歳に達したもの

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、大学の定める単位を優秀な
成績で修得したとみとめるものを、修士課程又は博士前期課程に入学させることができる。
⑴　学校教育法第 83 条に定める大学に３年以上在学した者
⑵　外国において、学校教育における 15 年の課程を修了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校
教育における 15年の課程を修了した者

⑷　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15年の課程を修了
したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教
育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

第 21 条の２　博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
⑴　修士の学位又は専門職学位を有する者
⑵　外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学
位に相当する学位を授与された者

⑷　我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又
は専門職学位に相当する学位を授与された者

⑸　国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
⑹　外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、第 18 条の２
に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認められた者

⑺　文部科学大臣の指定した者
⑻　大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認めた者で、24歳に達したもの

（入学志願者の手続）
第 22 条　入学志願者は、別に定める入学願書その他必要な書類に入学検定料を添えて、所定の期日まで
に提出しなければならない。

（合格者の決定）
第 23 条　入学志願者については、別に定めるところにより行う選考の結果に基づき、研究科委員会の議
を経て、学長が合格者を決定する。

（入学手続及び入学許可）
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第 24 条　前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は、別に定める誓約書その他必要な書類に入学金を
添えて、所定の期日までに提出しなければならない。

２　学長は前項の入学手続きを完了した者に、入学を許可する。
（再入学）
第 24 条の２　本学に１年以上在学し、退学した者又は除籍された者が退学又は除籍後原則として３年以
内に再入学を希望したときは、研究科委員会の議を経て、学期始めに、学長が相当年次に入学を許可
することができる。

２　再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、研究科委員会の議
を経て、学長が認定する。

（博士後期課程への進学資格）
第 24 条の３　博士後期課程に進学することのできる者は、大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し
た者とする。

（進学志願）
第 24 条の４　進学を志願する者は、所定の期日までに出願書類その他必要な書類を提出しなければなら
ない。

（進学志願者の選考及び進学の許可）
第 24 条の５　進学志願者については、選考の上、研究科委員会等の議を経て、学長が進学を許可する。
（休学及び復学）
第 25 条　疾病その他やむを得ない事由により引き続き３ヶ月以上修学できない者は、保証人連署のう
え、学長に休学願を提出しなければならない。

　　なお、疾病の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
２　学長は、前項の休学願が提出されたときは、研究科委員会の議を経て、休学を許可する。
３　休学の期間は、１年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、修士課程・博士前期課程では
通算２年を超えない範囲内、博士後期課程では通算 3 年を超えない範囲内において、休学期間を延長
することができる。

４　休学期間は、在学した期間に算入しない。
５　休学している者が復学を希望した時は、学長が研究科委員会の議を経て、復学させる。
（退学）
第 26 条　疾病その他の事由により退学しようとする者は、その事由を附して、保証人連署のうえ、学長
に退学願を提出しなければならない。

２　前項の退学願が提出されたときは、学長が研究科委員会の議を経て、退学を許可する。
（除籍）
第 27 条　次の各号の一に該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。
⑴　第９条及び第９条の２に定める期間在学して修了できない者
⑵　疾病その他で修業の見込みがない者
⑶　正当な事由がなく授業料を滞納した者

第８章　学費等
（入学検定料）
第 28 条　入学志願者は、入学検定料として 30,000 円を所定の期日までに納入しなければならない。
（入学金）
第 29 条　入学を許可された者は、入学金として 200,000 円を所定の期日までに納入しなければならな�
い。

（授業料）
第 30 条　授業料は年額 610,000 円とし、これを前後期の２期に分けて所定の期日までに納入するものと
する。ただし、特別の事情がある場合には、分納又は延納を認めることがある。
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（再入学の場合の授業料等）
第 30 条の２　再入学を志願する者は、入学検定料として 30,000 円を所定の期日までに納入しなければな
らない。

２　再入学する者の授業料は、その者の所属する年次の在学者の授業料の額と同額とする。
３　前項の規定にかかわらず、後学期に再入学する者の授業料は、その者の所属する年次の在学者が当
該年度に納入するべき額の半額とする。

（長期にわたる教育課程の履修の場合の授業料）
第 30 条の３　第 15 条の４の規定に基づき、当該標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育
課程を履修して課程を修了することが認められた者（以下「長期履修学生」という。）から徴収する
授業料の年額は、長期履修学生として、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程
を履修することが認められた期間（以下「長期在学期間」という。）に限り、第 30 条の規定にかかわ
らず、第 30 条に規定する授業料の年額に当該標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学
期間の年数で除した額（その額に 10 円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）と
する。

（休学期間の授業料）
第 31 条　学期の全期間にわたって休学した者については、その学期の授業料を免除する。
（既納の学費等の取扱い）
第 32 条　既納の入学金及び授業料は、原則として返還しない。
２　前項の規定による既納の納付金の取扱いは、別に定める。

第９章　賞罰
（表彰）
第 33 条　学生として表彰に値する行為があったときは、学長は、研究科委員会の議を経て、表彰するこ
とがある。

（懲戒）
第 34 条　大学院学則及びその他の規則に反し、又は学生としての本分に反する行為のあった者は、研究科
委員会の議を経て、学長が懲戒する。

２　前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
３　次の各号の一に該当するものは、退学とする。
⑴　性行不良で改善の見込がないと認められた者
⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められた者
⑶　正当の理由がなく出席常でない者
⑷　大学院の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者

４　学生の懲戒に関し、必要な事項は別に定める。

第 10 章　教員組織
（教員組織）
第 35条　大学院における授業及び研究指導は、大学院設置基準（昭和 49年文部省令第 28号）及び大学院
に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件（平成 11 年文部省告示第 175 号）に規定する
研究指導教員及び研究指導補助教員（授業科目の授業のみを担当する専任の教員は、別に定める。）
が行う。ただし、当該授業を担当すべき教員を欠く場合その他特別の事情があるときは、研究科委員
会の議を経て、兼任講師をこれに充てることがある。

第 11 章　研究科委員会及び学部長会議
第 36 条　削除
第 37 条　削除
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（研究科委員会）
第 38 条　研究科に研究科委員会を置き、研究科に所属する専任の教員をもって構成する。
２　研究科の研究科長は、教授である構成員より研究科委員会において選出する。
３　研究科長の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。
（研究科委員会の審議事項）
第 39 条　研究科委員会は、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当た
り、当該事項を審議し、意見を述べるものとする。
⑴　学生の入学（再入学を含む。）及び課程の修了に関する事項
⑵　学位の授与に関する事項
⑶　教育課程の編成に関する事項
⑷　研究科長の選考に関する事項
⑸　研究科担当教員の選考に係る資格審査に関する事項
⑹　大学院学則又は本学諸規定のうち、教育研究に関する重要な規則の制定、改廃に関する事項
⑺　学生の表彰、懲戒に関する事項
⑻　その他、学長又は研究科長が諮問した事項

２　研究科委員会は、前項に規定するもののほか、次に掲げる学長及び研究科長（以下、「学長等」と�
いう。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べ
ることができる。
⑴　学生の休学、復学、退学及び除籍に関する事項
⑵　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生に関する事項
⑶　学生の単位修得に関する事項
⑷　学生の修学等に必要な助言・指導その他支援に関する事項
⑸　その他、研究科の研究・教育に関する事項

（大学院の運営に関する審議・決定）
第 39条の 2　前条第 1項及び第２項に掲げる審議事項については、西九州大学学則第 44条の学部長会議の
議を経て、学長が決定する。

第 12 章　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生
�（通則）
第 40 条　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生は、正規課程の学生の学修及び研究に
妨げのない場合に限り入学を許可することができる。

（科目等履修生）
第 41 条　学長は、大学院に開設する授業科目のうち特定の授業科目について履修することを志願する者
があるときは、研究科委員会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。

２　科目等履修生に対し、その履修した授業科目について、試験その他の方法により成績を評価し、所
定の単位を与えることができる。

（特別聴講学生）
第 42 条　学長は、他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で、大学院に開設する授業科目のうち特
定の授業科目について履修することを志願する者があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、
特別聴講学生として入学を許可することができる。

２　特別聴講学生に対し、その履修した授業科目について、試験その他の方法により成績を評価し、所
定の単位を与えることができる。

（研究生）
第 43 条　学長は、大学院において特定の事項について研究を志願する者があるときは、研究科委員会の
議を経て、研究生として入学を許可することができる。
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（外国人留学生）
第 44 条　学長は、外国人で、当該大学院において教育を受け、研究する目的をもって入国し、大学院に
入学を志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て、外国人留学生として入学を許可すること
ができる。

2　前項外国人留学生に係る授業科目及び単位数は、第 13 条第 1項から第 2項に規定する授業科目のほか、
別表 2のとおりとする。

（補則）
第 45 条　科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生に関し必要な事項は、この学則に定め
るもののほか、別に定める。

第 13 章　教育・研究指導施設、保健・厚生施設
（教育・研究指導施設）
第 46 条　大学院に講義室、研究室及び演習室を置く。
２　前項に定めるもののほか、本学の図書館、西九州大学グループ地域連携センター、西九州大学臨床
心理相談センター、実験・実習室その他諸施設は、必要に応じ大学院学生の教育・研究指導のために
利用することができる。

（保健・厚生施設）
第 47 条　大学院学生は、本学の保健衛生及び体育館等の諸施設を利用することができる。

第 14 章　雑則
（準用規定）
第 48 条　大学院の学生に関しては、この学則に定めるもののほか、西九州大学学則及び西九州大学の諸
規程等の学生に関する規定を準用する。この場合において、「学部」あるいは「学科」とあるのは�
「研究科」と、「学部長」あるいは「学科長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは�
「研究科委員会」と、それぞれ読み替えるものとする。

　　　附　則
　この学則は、平成 11 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 11 年 10 月 16 日）
　この学則は、平成 11 年 10 月 16 日から施行する。
　　　附　則（平成 12 年３月 18 日）
　この学則は、平成 12 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 12 年９月 16 日）
　この学則は、平成 13 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 13 年５月 19 日）
　この学則は、平成 13 年５月 19 日から施行する。
　　　附　則（平成 13 年９月１日）
１　この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
２　平成 14 年３月 31 日に在学するもの（以下「在学者」という。）授業料の額は、この学則による改正
後の学則（以下「改正後の学則」という。）第 29 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３　在学者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表１（第 12 条関係）の規定にかかわらず、な
お従前の例による。

　　　附　則（平成 13 年 12 月 15 日）
１　この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
２　平成 14 年３月 31 日に在学するものに係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表１（第 12 条関�
係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　附　則（平成 14 年３月 16 日）
　この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。
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　　　附　則（平成 14 年 12 月 14 日）
　この学則は、平成 15 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 15 年 12 月 23 日）
　この学則は、平成 16 年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成 16 年３月 20 日）
　この学則は、平成 16 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 18 年２月７日）
１　この学則は、平成 18 年４月１日から施行する。
２　平成 18 年３月 31 日に在学するものに係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表１（第 12 条関�
係）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 18 年 12 月 16 日）
　この学則は、平成 19 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年２月 19 日）
１　この学則は、平成 19 年４月１日から施行する。
２　平成 19年３月 31日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、この学則による改正後の学則第 12条
に規定する別表１の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 20 年１月 31 日）
１　この学則は、平成 20 年４月１日から施行する。
２　平成 20 年３月 31 日に在学するものに係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表１（第 13 条関
係）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 21 年２月 26 日）
１　この学則は、平成 21 年４月１日から施行する。
２　平成 21 年３月 21 日に在学するものに係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表（第 13 条関係）
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 22 年 3 月 15 日）
１　この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
２　平成 22 年 3 月 31 日に在学するものに係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表（第 13 条関係）
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 22 年 3 月 20 日）
この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

　　　附　則（平成 23 年 3 月 19 日）
　この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 23 年 5 月 21 日）
１　この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
２　平成24年 3月 31日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則第13条に規定する別表1
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 24 年 3 月 17 日）
１　この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
２　平成 24 年 3 月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表 1-1 から別表 1-4�
（第 13 条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
　　　附　則（平成 25 年 3 月 16 日）
　この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年 5 月 19 日）
１　この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
２　平成 26 年度の収容定員は、この学則による改正後の第８条の規定にかかわらず、次の表のとおりと
する。
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３　平成 26 年 3 月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表 1-1 から別表 1-4�
（第 13 条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。　

　　　附　則（平成 25 年 12 月 14 日）
　この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 26 年５月 17 日）
１　この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。
２　平成 27 年度から平成 28 年度までの健康福祉学専攻、子ども学専攻及び地域生活支援学専攻の収容定
員は、この学則による改正後の第８条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

３　平成 27 年３月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表 1-1 から別表 1-6�
（第 13 条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
　　　附　則（平成 27 年３月 14 日）
　この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 28 年 1 月 18 日）
１　この学則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
２　平成 28 年 3 月 31 日に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年 4 月 1 日以降において在
学者の属する年次に再入学する者に係る授業科目、単位数及び授業科目の履修単位数については、この
学則による改正後の学則別表にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 28 年３月 12 日）
１　この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。
２　平成 28 年度までの子ども学専攻、地域生活支援学専攻に在学する者に係る履修方法は、この学則に
よる改正後の学則第 15 条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 28 年 12 月 18 日）
１　この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。
２　平成 29 年３月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表 1-4（第 13 条関係）
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

　　　附　則（平成 29 年８月 26 日）
　　この学則は、平成 29 年８月 26 日から施行する。ただし、第 39 条第１項第５号の規定については、
平成 27 年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成 29 年 12 月 17 日）
1　この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
2　平成 30 年 3 月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表 1-2（第 13 条関係）
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

研究科名 専攻名 平成 26 年度

健康福祉学研究科 健康福祉学専攻 12 名

生活支援科学研究科

健康栄養学専攻 2名
健康福祉学専攻 3名
臨床心理学専攻 4名
リハビリテーション学専攻 3名

研究科 専攻
平成 27 年度 平成 28 年度

修士課程・
博士後期課程 博士後期課程 博士後期課程

生活支援科学研究科
健康福祉学専攻 3人
子ども学専攻 4人
地域生活支援学専攻 5人 3人 6人

－ 411 －

大
学
院
学
則



　　　附　則（平成 30 年３月 17 日）
　この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 30 年３月 17 日）
１　この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
２　平成 31 年度の臨床心理学専攻及び子ども学専攻の収容定員は、この学則による改正後の第８条の規
定にかかわらず、次の表のとおりとする。

　　　附　則（平成 30 年８月 18 日）
１　この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。
２　平成 31 年３月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の学則別表 1-2、1-3、1-4、
1-5、1-6（第 13 条関係）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

研究科名 専攻名 平成 31 年度

生活支援科学研究科 臨床心理学専攻 9名
子ども学専攻 7名
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分野 授業科目 配当
年次

単位数
備　考

必修 選択
共通 生活支援科学特論 1 2

（履修方法）
必修科目 10 単位、選択科目
より20単位以上、合計30単�
位以上修得すること。

基
礎
分
野

食品機能科学特論 1 2

食品衛生学特論 1 2

食品分析化学特論 1 2

生理学特論 1 2

基礎医学特論 1 2

基礎栄養学特論 1 2

自然環境科学特論 1 2

公衆衛生学特論 1 2

展
開
分
野

実践栄養学特論 １・２ 2

臨床栄養学特論 １・２ 2

臨床栄養治療学特論 １・２ 2

栄養教育学特論 １・２ 2

地域栄養ケア活動特論 １・２ 2

栄養学研究法（情報処理を含む） １・２ 2

研
究
演
習

特別研究 １～２ 8

開講単位数 10 28

別表１－１　健康栄養学専攻に係わる授業科目及び単位数（第 13 条第 1項関係）
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分野 授業科目 配当
年次

単位数
備　考

必修 選択
共通 生活支援科学特論 1 2

（履修方法）

必修科目 26単位、展開分野

より 10単位以上、合計 36単

位以上修得すること。

基
礎
分
野

臨床心理学特論Ⅰ 1 2
臨床心理学特論Ⅱ 1 2
臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に
関する理論と実践） 2 2

臨床心理面接特論Ⅱ 2 2
臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセ
スメントに関する理論と実践） 1 2

臨床心理査定演習Ⅱ 1 2
臨床心理基礎実習 1 2
臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ⅰ） 2 1
臨床心理実習Ⅱ 2 1

展
開
分
野

心理学研究法特論 1・2 2
臨床心理学研究法特論 1・2 2
教育心理学特論 1・2 2
発達心理学特論 1・2 2
犯罪心理学特論（司法・犯罪分野
に関する理論と支援の展開） 1・2 2

臨床家族心理学特論（家族関係・集団・地域
社会における心理支援に関する理論と実践） 1・2 2

精神医学特論（保健医療分野に関
する理論と支援の展開） 1・2 2

老年心理学特論 1・2 2
障害児（者）心理学特論（福祉分
野に関する理論と支援の展開） 1・2 2

投映法特論 1・2 2
心理療法特論 1・2 2
学校臨床心理学特論（教育分野に
関する理論と支援の展開） 1・2 2

臨床心理地域援助特論 1・2 2
産業・労働分野に関する理論と支
援の展開 1・2 2

心の健康教育に関する理論と実践 1・2 2
心理実践実習Ⅱ 1 ～ 2 5
心理実践実習Ⅲ 1 ～ 2 4

研
究

演
習 特別研究 1～ 2 8

開講単位数 26 39

別表１－２　臨床心理学専攻に係わる授業科目及び単位数（第 13 第 1 項関係）
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分野 授業科目 配当
年次

単位数
備　考

必修 選択

共通 生活支援科学特論 1 2 　

（履修方法）
必修科目14単位、展開分野
の自ら専攻する領域から３
科目６単位以上、合計 30単
位以上修得すること。

基礎分野
リハビリテーション研究法特論 1 2 　

リハビリテーション総合演習 1 2 　

展
開
分
野

身
体
機
能
障
害
領
域

身体機能特論 1・2 　 2

高齢者身体機能支援特論 1・2 　 2

生涯発達支援特論 1・2 　 2

高齢者障害理学療法特論 1・2 　 2

中枢神経障害理学療法特論 1・2 　 2

スポーツ健康支援特論 1・2 2

機能障害支援評価学特論 1・2 2

認
知
・
精
神
機
能

障
害
領
域

高次脳機能障害作業療法特論 1・2 　 2

認知症性障害作業療法特論 1・2 　 2

精神機能障害学特論 1・2 　 2

精神機能障害作業療法特論 1・2 　 2

生
活
機
能
障
害
領
域

健康運動学特論 1・2 　 2

生活活動障害系理学療法特論 1・2 　 2

生活行為障害系作業療法特論 1・2 　 2

地域生活支援特論 1・2 　 2

フィトセラピー特論 1・2 2

研
究
演
習

特別研究 1～ 2 8

開講単位数 14 32

別表１－３　リハビリテーション学専攻に係わる授業科目及び単位数（第 13 条第１項関係）
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分野 授業科目
配当
年次

単位数
備考

必修 選択

共通 生活支援科学特論 1 2

　いずれか 1科目
　2単位を修得

（履修方法）

必修科目12単位、選択科

目は基幹、教育、教科・領

域、支援の各分野から2単

位以上を含む18単位以上、

合計30単位以上修得する

こと。

基
幹
分
野

子ども学特論 1 2

子ども学実践演習Ⅰ（幼児期） 1 2

子ども学実践演習Ⅱ（児童期） 1 2

教
育
分
野

幼児教育学特論 1 2

教育史特論 1 2

教育社会学特論 1 2

教育制度特論 1 2

教育心理学特論 1 2

発達心理学特論 1 2

カリキュラム特論 1 2

学校マネジメント特論 1 2

特別支援教育特論 1 2

教
科
・
領
域
分
野

言語教育特論 1 2

社会科教育特論 2 2

環境教育特論 1 2

算数教育特論 1 2

造形教育特論 2 2

音楽教育特論 1 2

身体教育特論 1 2

子どもの創作表現特論 1 2

子どもの食育特論 1 2

子どもの保健特論 1 2

支
援
分
野

学校ソーシャルワーク特論 2 2

児童家庭支援特論 1 2

障害児保育特論 1 2

子育て支援特別演習 2 2

子どもの臨床心理特別演習 1 2

研
究
演
習

特別研究 １～２ 8

開講単位数 12 52

別表１－４　子ども学専攻に係わる授業科目及び単位数（第 13 条第１項関係）
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分野 授業科目
配当
年次

単位数
備考

必修 選択

共通 生活支援科学特論 1 2

（履修方法）

必修科目10単位、選択科

目より20単位以上、合計

30 単位以上修得するこ

と。

基
礎
分
野

地域生活支援学特論 1 2

地域生活支援実践研究 1 2

社会福祉学原理特論 1 2

地域社会組織特論 1 2

地域再生・創生特論 1 2

地域福祉特論 1 2

生活哲学特論 1 2

健康科学特論 1 2

生涯学習特論 1 2

生活支援政策特論 1 2

展
開
分
野

高齢者福祉特論 １・２ 2

介護福祉特論 １・２ 2

医療福祉特論 １・２ 2

精神保健福祉特論 １・２ 2

障害者福祉特論 １・２ 2

教育福祉特論 １・２ 2

生涯スポーツ特論 １・２ 2

健康スポーツ特論 １・２ 2

地域支援スポーツ科学特論 １・２ 2

研
究
指
導

特別研究 １～２ 8

開講単位数 10 38

別表１－５　地域生活支援学専攻（博士前期課程）に係わる授業科目及び単位数（第13条第１項関係）
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科目
区分

授業科目の名称
配当
年次

単位数
備考

必修 選択

原
理
分
野

地域生活支援学特殊研究⑴地域生活支援学
原理 1 2

（履修方法）
必修科目15単位、原
理分野及び展開分野
から 6単位以上、合
計21単位以上を修得
すること。

地域生活支援学特殊研究⑵地域社会におけ
る関係性の視点と枠組み 1 2

地域生活支援学特殊研究⑶地域社会におけ
る心理的諸問題の視点と枠組み 1 2

地域生活支援学特殊研究⑷地域社会組織の
視点と枠組み 1 2

地域生活支援学特殊研究⑸地域社会政策の
視点と枠組み 1 2

展
開
分
野

地域生活支援学特殊講義⑴地域創生人材育
成の視点と方法 １・２ 2

地域生活支援学特殊講義⑵地域社会組織化
の視点と方法 １・２ 2

地域生活支援学特殊講義⑶地域高齢者支援
の視点と方法 １・２ 2

地域生活支援学特殊講義⑷地域障がい者支
援の視点と方法 １・２ 2

地域生活支援学特殊講義⑸地域健康支援の
視点と方法 １・２ 2

地域生活支援学特殊講義⑹地域スポーツ支
援の視点と方法 １・２ 2

研
究

演
習 地域生活支援研究演習 １・２ 1

特
別
演
習

特別研究Ⅰ 1 4
特別研究Ⅱ 2 4
特別研究Ⅲ 3 4

開講単位数 15 20

別表１－６　地域生活支援学専攻（博士後期課程）に係わる授業科目及び単位数（第13条第２項関係）

別表 2　大学院外国人留学生に係る授業科目及び単位数（第 44 条第 2項関係）

分野 授　業　科　目
授業
年次

単位数
備　　考

必修 選択

研
究
支
援

日本語による研究支援（基礎） 1 1 各専攻の修了要件
単位と認めない。日本語による研究支援（応用） 1 1
}
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西九州大学大学院生活支援科学研究科規程

（趣旨）
第１条　西九州大学大学院生活支援科学研究科（以下「研究科」という。）に関する事項は、西九州大
学大学院学則（平成 11 年４月１日制定）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
（単位の基準）
第２条　各授業科目の単位数は、次の基準によって計算する。
⑴　講義については、教室内における１時間の講義に対して、教室外における２時間の準備のため
の学修を必要とするものとし、毎週１時間 15�週の講義をもって１単位とする。

⑵　演習については、教室内における１時間の演習に対して、教室外における２時間の準備のため
の学修を必要とするものとし、毎週１時間 15�週の演習をもって１単位とする。ただし、授業の方法
に応じ、毎週２時間 15�週の演習をもって１単位とすることができる。

２　前項の規定にかかわらず、特別研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、
別に単位数を定める。

（単位修得の認定）
第３条　単位修得の認定の方法は、試験、論文、その他の方法によるものとし、その方法については、
授業科目の担当教員が決める。

２　他の大学院において履修し修得した単位の認定は、大学院学則別表１一１から別表１一６に掲げる
授業科目の教育内容との同一性について、研究科委員会で審議し、決定する。

（成績の判定）
第４条　成績評価の表示は、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄとし、Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄは、不合格とする。
２　前項の成績評価は、次の基準によるものとする。
⑴　A　　80 点以上
⑵　B　　70 点以上 80 点未満
⑶　C　　60 点以上 70 点未満
⑷　D　　60 点未満

（指導教員）
第５条　学生の専攻分野の研究を指導するため、学生ごとに研究指導教員の中から指導教員を決定する。
２　学生は、指導教員から、履修科目の選択及び修士論文又は博士論文の作成、その他について研究指　
導を受けるものとする。

３　学生は、前項で定めた指導教員を、研究科長に申告しなければならない。
４　指導教員の申告に際し、学生はあらかじめ当該教員の内諾を得ておかなければならない。
５　指導教員の決定は、研究科委員会において行う。
　　　附　則
　この規程は、平成 11 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 13 年５月 19 日）
　この規程は、平成 13 年５月 19 日から施行する。
　　　附　則（平成 22 年３月 20 日）
　この規程は、平成 22 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 26 年 3 月 7 日）
　この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 27 年３月 14 日）
　この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。
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西九州大学修士論文申請に関する内規

（修士論文題目届）
１　修士論文の題目届は、入学年の９月 30 日（当日が休日等の場合は指示された日）までに指導教員の
承認を得て、教務課に提出しなければならない。

（修士論文題目変更届）
２　修士論文の題目を変更する場合は、指導教員の承認を得て、修士論文題目変更届を教務課に提出しな
ければならない。

（修士論文の提出期限）
３　修士論文は学位申請書を添えて、２月１日（当日が休日等の場合は指示された日）までに研究科長に
提出しなければならない。

（修了を延期した者の修士論文提出）
４　修士課程の修業年限２年を経過しても修士論文を提出しなかった者については、修士論文に学位申請
書を添えて、次の期日（当日が休日等の場合は指示された日）までに研究科長に提出し、審査を受ける
ことができる。ただし、在学年限４年を超えて審査を受けることはできない。

　　前期　７月 10 日
　　後期　２月１日
（修了を延期した者の修了日）
５　前項の規定により、審査を受け合格した者で、修士課程を修了した者の修了日は次のとおりとする。
　　前期　９月末日
　　後期　３月末日
（修了を延期した者の学納金等）
６　修了を延期した者は、所定の学納金等を納入しなければならない。

　　　附　則（平成 12 年９月 21 日）
この内規は、平成 13 年４月１日から施行する。

西九州大学大学院臨床心理学専攻に関する規程

（目的）
第１条　この規程は、西九州大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第７条第 3項の規定に基づき、
臨床心理学専攻（以下「本専攻」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（学内実習施設）
第２条　西九州大学大学院の臨床心理実習施設として、西九州大学佐賀キャンパスに臨床心理相談セン
ターを置く。

２　臨床心理相談センターの運営及び業務に関し必要な事項は、別に定める。
（雑則）
第３条　この規程に定めるもののほか、本専攻に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学長が定
める。

　　　附　則
　この規程は、平成 14 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 14 年 12 月 12 日）
　この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。
　　　附　則
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　この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 20 年２月 28 日）
　この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年３月 16 日）
　この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 22 年３月４日）
　この規程は、平成 22 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 24 年２月７日）
　この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年５月 13 日）
１　この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。
２　改正後の第 2条の規程は、前項の規程に関わらず、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 26 年 8 月 11 日）
　この規程は、平成 26 年 8 月 11 日から施行し、平成 26 年４月１日から適用する。
　　　附　則（平成 29 年 2 月 20 日）
　この規程は、平成 29 年 2 月 20 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。
　　　附　則（平成 30 年 3 月 15 日）
　この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。
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別表　公認心理師国家試験の受験資格に係る授業科目及び単位数（第3条関係）

学科目 授業科目 必修 選択 備考

大
学
院
に
お
け
る
公
認
心
理
師
と
な
る
た
め
に
必
要
な
科
目

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） 2

　　450 時間以上

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 2

犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 2

臨床家族心理学特論（家族関係・集団・地域社会における心
理支援に関する理論と実践） 2

精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 2

障害児（者）心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 2

学校臨床心理学特論（教育分野に関する理論と支援の展開） 2

産業・労働分野に関する理論と支援の展開 2

心の健康教育に関する理論と実践 2

臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ⅰ） 1

心理実践実習Ⅱ 5

心理実践実習Ⅲ 4

公認心理師国家試験受験資格取得必要単位数 28

公認心理師国家試験の受験資格取得に関する履修内規

（趣旨）
第 1条　この内規は、西九州大学大学院学則（平成 11 年 4 月 1 日制定）第 17 条第 1項に定める公認心理
師国家試験の受験資格取得に関し必要な事項を定める。

（資格）
第 2条　公認心理師国家試験の受験資格を得ようとする者は、入学する前までに、公認心理師法施行規則
第 1条に定める、公認心理師となるために必要な科目を修得し、卒業しておかなければならない。

（履修方法）
第 3条　別表に示す所要の授業科目及び単位数を修得しなければならない。
　　　�
　　　附　則（平成 29 年 11 月 16 日）
　この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
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心理実践実習に関する履修内規

（趣旨）
第 1条　この内規は、心理実践実習に関し必要な事項を定める。
（資格）
第 2条　実習を行う学生は大学院生活支援科学研究科臨床心理学専攻修士課程に在籍していること。
（心理実践実習の許可）
第 3条　前条の規定を充たす者は、臨床心理学専攻会議を経て実習を行うことを許可される。ただし、次
の各号の一に該当する者は、心理実践実習を許可しない。
⑴　心理実践実習費を納入していない者
⑵　大学の指示する条件を満たした個人損害賠償保険に加入していない者
⑶　臨床心理学専攻会議で、本人の性行（生活態度・学習態度等）において心理実践実習を行うに不適
当とみなした者

（心理実践実習の時期及び時間数）
第 4条　心理実践実習は、公認心理師法施行規則第 3条第 3項の規定に基づき、本学臨床心理相談センター
を含む文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設（告示第 5号）において行うものとし、学外実
習の実施時期については、実習先と調整の上決定する。

2　心理実践実習の時間は、450 時間以上とする。また、実習において担当するケースに関する実習時間
は 270 時間以上（うち、学外実習施設における当該実習時間は 90 時間以上）とする。

（履修方法）
第 5条　心理実践実習は、次表に示す履修方法により行うものとする。

表　心理実践実習における履修方法

　　　附　則（平成 29 年 11 月 16 日）
　この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

授業科目 単位数 実習時間 配当年次 実習施設

臨床心理実習Ⅰ
（心理実践実習Ⅰ） 1単位 45 時間 2年通年 公認心理師法施行則第 3条第

3 項の規定に基づき、文部科
学大臣及び厚生労働大臣が別
に定める施設（告示第 5号）

心理実践実習Ⅱ 5単位 225 時間 1・2年通年

心理実践実習Ⅲ 4単位 180 時間 1・2年通年
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学科目 授業科目 必修 選択 備考

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科
の指導法に関
する科目

言語教育特論 2

選択科目より
20 単位以上選択
必修（うち※印
の 6科目から 2
科目 4単位以上
選択必修）

社会科教育特論 2
環境教育特論 2
算数教育特論 2
造形教育特論 2
音楽教育特論 2
身体教育特論 2

教育の基礎的
理解に関する
科目

子ども学特論 2
教育史特論 2
教育社会学特論 2

　※教育制度特論 2
教育心理学特論 2
発達心理学特論 2
カリキュラム特論 2
学校マネジメント特論 2
特別支援教育特論 2
子どもの臨床心理特別演習 2

教育実践に
関する科目

子ども学実践演習Ⅱ（児童期） 2

専修免許状取得必要単位数 24 単位

別表１　小学校教諭専修免許状に係る授業科目及び単位数（第３条関係）
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西九州大学大学院教職課程（専修免許）履修規程

（趣旨）
第１条　この規程は、西九州大学大学院学則（平成 11 年４月１日制定）第 17 条第２項及び第３項に定め
る小学校教諭専修免許状及び幼稚園教諭専修免許状（以下「専修免許状」という。）を取得しようとす
る者の履修方法について定めるものとする。

（基礎資格）
第２条　専修免許状を取得しようとする者は、原則として入学する前までに該当する校種の一種免許状
を取得しておかなければならない。

２　本大学院において修士の学位を取得しなければならない。
（履修方法）
第３条　授業科目は、専修免許状の種類に応じて別表１ならびに別表２に示す所定の授業科目及び単位数
を修得しなければならない。

　　附�則（平成 27 年２月 12 日）
この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。
　　附�則（平成 30 年２月 15 日）
１　この規程は、平成 31 年４月 1日から施行する。
２　平成 31 年３月 31 日に在学する者に係る授業科目及び単位数は、この規程による改正後の規程第３条
に規程する別表１及び別表２の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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学科目 授業科目 必修 選択 備考

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

領域及び保育
内容の指導法
に関する科目

子どもの創作表現特論 2

選択科目より
20 単位以上選
択必修（うち
※印の 7 科目
か ら 3 科 目 6
単位以上選択
必修）

子どもの食育特論 2
子どもの保健特論 2
子ども学特論 2

教育の基礎的
理解に関する
科目

幼児教育学特論 2
教育史特論 2
教育社会学特論 2
教育制度特論 2 ���※
教育心理学特論 2
発達心理学特論 2

　カリキュラム特論 2
学校マネジメント特論 2
特別支援教育特論 2
障害児保育特論 2
子どもの臨床心理特別演習 2

教育実践に
関する科目 子ども学実践演習Ⅰ（幼児期） 2

専修免許状取得必要単位数 24 単位

別表２　幼稚園教諭専修免許状に係る授業科目及び単位数（第３条関係）
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西九州大学大学院長期履修規程
�
（趣的）
第１条　この規程は、西九州大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 15 条の３の規定に基づ
き、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項を定めるものとする。

　　（資格）
第２条　長期履修の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、大学院学則第９条
及び第９条の２に規定する標準修業年限（以下「標準修業年限」という。）で修了することが困難で
あると認められる者とする。ただし留学生は対象としない。

　　⑴　職業を有し、就業している者
　　⑵　家事、育児、介護等に当たる必要があるため、修学、研究の時間が制限される者
　　⑶　その他、学長が相当と認めた者
　　（履修期間）
第３条　長期履修の期間は、大学院学則第９条及び第９条の２に規定する在学年限の範囲内で、１年単　
位とし、次の各号に掲げるとおりとする。

　　⑴　修士課程・博士前期課程にあっては、３年または４年
　　⑵　博士後期課程にあっては、４年、５年または６年
２　休学期間は、前項の期間に算入しない。
　　（申請手続）
第４条　長期履修を希望する者は、入学試験出願時に「長期履修申請書」（様式第１号）に次に掲げる　
書類を添付して、研究科長に申請しなければならない。

　　⑴　第２条第１号の該当者
　　　在職証明書又は在職が確認できる書類
　　⑵　第２条第２号又は第３号の該当者
　　　当該事実もしくは事情を証する書類又は申立書
２　第１項の申請に対しては、研究科委員会の議を経て、学長が許可する。
　　（履修期間の短縮）
第５条　長期履修を認められた者（以下「長期履修生」という。）が、在学中に申請事由が消滅した場�
合は、必要な単位を修得していることを条件として、１回に限り当該期間の短縮（長期履修の取り止
めを含む。）を申請することができる。

２　前項の短縮を希望する場合は、指導教員の承認を得て、長期履修期間短縮申請書（様式第２号）を
希望する修了予定年度の１月末日までに研究科長に申請しなければならない。

３　第１項の申請に対しては、研究科委員会の議を経て、学長が許可する。
　　（長期履修の期間延長）
第６条　長期履修の期間は、延長することができない。
　　（長期履修生の授業料等）
第７条　長期履修生の授業料等は、大学院学則第 30 条の３の規定により納付するものとする。
２　第５条の規定により長期履修の期間の短縮が認められたときは、第１項の規定により授業料等の額
を再計算するものとする。なお、再計算の結果、授業料等の納付総額に不足が生じた場合は、短縮を
認められた年度の指定された期間に不足額を納付するものとする。

　（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、研究料委員会及び学部長会議の議を経て学長が行う。

　　附　則
この規程は、平成 27 年３月２日から施行する。
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　この「学生便覧」には、皆さんが入学直後から卒業

するまでの間に必要とする事項が収録されています。

卒業するまで粉失しないように大切に取り扱ってくだ

さい。また、よく読んでください。理解できない事項

があれば、自分自身で判断せず、遠慮なく指導教員並

びに担当窓口に尋ねてください。

西九州大学のシンボルマーク

　デザインは、西九州大学（Nishikyushu University）のＮ・Ｕをウェーブ（波）で表現し、時代の要望
に即応したきめ細やかな柔軟性と、高揚する建学の精神を象徴しています。
　カラーのグリーンは、健康、福祉、地球環境を、ブルーは躍進、誠実、希望を表現しています。

http://www.nisikyu-u.ac.jp

西九州大学

学 生 便 覧
発行　2019年４月１日

印刷　株式会社 昭和堂
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